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一

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

宇　

髙　

良　

哲

浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　
　

一
、
浄
土
宗
諸
法
度
成
立
以
前
の
浄
土
宗
の
法
度
に
つ
い
て

　
　

二
、
浄
土
宗
諸
法
度
に
つ
い
て

　
　

三
、
常
法
幢
所
の
成
立
と
観
智
国
師
源
誉
存
応

　
　
　
　
　

ま
と
め

　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

最
近
私
が
福
井
の
藩
主
菩
提
寺
で
あ
っ
た
浄
土
宗
寺
院
運
正
寺
の
史
料
調
査
を
実

施
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
際
に
、
御
住
職
の
御
協
力
に
よ
り
幸
運
に
も
元
和
元
年
（
一

六
一
五
）
七
月
に
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程
を

示
唆
す
る
元
和
五
年
極
月
二
十
五
日
付
の
浄
光
院
（
運
正
寺
）
宛
の
増
上
寺
観
智
国

師
源
誉
存
応
の
感
誉
壁
書
法
度
添
状
と
、
同
年
と
思
わ
れ
る
極
月
二
十
五
日
付
の
浄

光
院
宛
の
同
観
智
国
師
源
誉
存
応
書
状
の
二
点
の
史
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
詳
細
は
本
論
で
述
べ
る
が
、
前
者
は
故
藤
本
了
泰
先
生
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
後
者
は
今
回
は
じ
め
て
私
が
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら

の
新
出
の
史
料
を
中
心
に
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
た

い
。

　

ま
た
後
者
の
史
料
で
は
増
上
寺
観
智
国
師
源
誉
存
応
は
、
当
時
檀
林
寺
院
以
外
に

は
禁
止
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
常
法
幢
を
、
単
独
で
新
設
の
浄
光
院
に
許
可
を
し
て
い

る
。
稀
有
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
観
智
国
師
源
誉
存
応
が
単
独
で
常
法

幢
を
許
可
し
て
い
る
史
料
が
数
点
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
史
料
と
併
せ
て
常
法
幢
所

の
成
立
と
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
権
限
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

　

な
お
、
浄
光
院
は
は
じ
め
結
城
秀
康
の
法
名
に
ち
な
ん
で
浄
光
院
と
称
し
て
い
た

が
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
室
の
鷹
司
氏
に
浄
光
院
の
法
名
が
付
け
ら
れ
た
の
で
、
重

複
を
さ
け
る
た
め
に
、
幕
府
側
の
指
導
に
よ
り
、
そ
れ
以
降
運
正
寺
と
称
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
運
正
寺
の
史
料
に
つ
い
て
は
『
福
井
市
史
』
に
多
数
所
収
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
二
点
の
史
料
に
つ
い
て
は
浄
土
宗
関
連
の
史
料
で
あ
っ
た
た
め
か
残
念
な

が
ら
所
収
さ
れ
て
い
な
い
。
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観智国師源誉存応書状（本文 19 頁参照）

法度添状（本文 3～ 4頁参照）



三

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

一
、
浄
土
宗
諸
法
度
成
立
以
前
の
浄
土
宗
の
法
度
に
つ
い
て

　

福
井
運
正
寺
所
蔵
の
年
未
詳
の
感
誉
壁
書
法
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　
「
（
端
裏
書
）浄

光
院
法
幢
之
壁
書
」

一
、
帰
敬
三
宝
之
事
、

一
、
敬
上
慈
下
之
事
、

一
、�

勤
行
番
次
位
不
可
乱
、
付
、
茶
湯
・
香
華
・
灯
明
可
為
厳
密
、
至
油
断
者
、

過
料
可
出
之
事
、

一
、
日
中
当
番
之
仁
、
護
念
経
之
中
ニ
可
出
、
不
然
者
過
銭
之
事
、
廿
字
、

一
、
法
門（
問
）諍
論
、
并
世
語
不
可
有
之
事
、

一
、
大
衆
列
座
之
砌
、
対
上
座
悪
口
之
人
有
之
者
、
可
及
追
座
、
若
至
違
背
者
、

大
衆
同
心
可
追
放
之
事
、

一
、
法
門
之
上
同
時
之
難
者
、
可
為
下
座
之
事
、

一
、
対
他
宗
、
世
出
共
不
可
致
諍
論
、
若
違
背
之
仁
者
、
可
追
放
之
事
、

一
、
談
場
不
可
懈
怠
、
違
背
之
仁
者
、
過
銭
之
事
、
廿
字
、

一
、
入
寺
之
前
後
不
可
乱
、
退
転
之
僧
者
、
夏
安
居
不
出
ニ
付
而
者
、
一
人
宛

可
為
下
座
之
事
、

一
、
掃
除
之
砌
不
出
人
者
、
過
銭
之
事
、
廿
字
、

一
、
夏
安
居
之
中
於
小
寮
楽
法
門
、
可
令
停
止
之
事
、
但
、
下
読
法
門
ヲ
者
除
、

一
、
寺
中
・
寺
外
、
白
衣
往
行
不
可
有
之
事
、

一
、
夏
安
居
之
中
他
宿
不
可
致
、
無
拠
儀
ニ
付
而
者
、
当
月
行
事
可
届
、
不
然

者
寺
家
追
放
之
事
、

一
、
掃
除
之
時
分
、
老
若
之
上
不
可
讒
言
事
、
若
違
背
之
仁
者
、
寺
家
追
放
、

一
、
夏
安
居
入
リ
高
声
・
歌
舞
可
令
停
止
之
事
、

一
、
以
行
灯
火
ヲ
不
取
者
不
可
有
之
、
至
違
背
之
僧
者
、
寺
家
追
放
之
事
、

一
、
部
超
越
不
可
有
之
事
、

一
、
路
次
往
来
之
砌
、
手
ヲ
取
、
楽
雑
談
不
可
致
之
事
、
於
違
背
者
、
寺
家
追

放
、

一
、
月
行
事
指
引
不
可
違
背
之
事
、

一
、
談
場
略
頌
之
内
ニ
可
出
、
不
然
者
、
過
銭
之
事
、
廿
字
、

一
、
法
門
之
時
二
蔵
義
、
十
人
衆
一
不
審
宛
之
事
、

一
、
落
書
不
可
立
、
披
見
之
輩
可
為
同
罪
之
事
、
寺
家
追
放
、

一
、
辻
法
門
不
可
有
之
、
寺
家
追
放
之
事
、

一
、
公
事
出
来
之
砌
、
同
国
・
同
寮
・
同
指
南
・
法
眷
、
是
不
是
共
贔
屓
不
可

致
、
縦
本
人
者
雖
及
帰
寺
、
傍
人
者
永
可
為
追
放
之
事
、

一
、
頌
義
廿
巻
不
読
者
、
不
可
選
択
頂
戴
許
之
事
、

一
、
頭
巾
・
傘
・
足
駄
、
頌
義
十
人
衆
已
上
可
許
之
事
、
但
、
用
捨
可
依
時
、

一
、
打
礫
不
可
打
、
寺
家
追
放
之
事
、

一
、
着
座
之
後
、
及
再
三
不
可
立
之
事
、

一
、
非
解
安
居
者
、
離
散
不
可
有
之
、
但
、
帰
国
之
仁
者
許
之
事
、

一
、
乾
地
之
足
駄
可
令
停
止
之
事
、

一
、
他
寺
相
続
可
許
之
事
、

一
、
他
山
之
僧
至
入
寺
者
、
他
寺
之
可
為
本
部
之
事
、

右
此
式
目
者
、
先
師
感（
存
貞
）誉

大
和
尚
法
幢
之
条
目
を
写
置
、
愚
老
一
代
所
化
之

遂
介
抱
、
末
後
迄
無
相
違
御
座
候
、
目
出
度
候
条
、
写
遣
之
候
、
弥
々
仏
法
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造
立
専
一
ニ
候
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

元
和
五
暦
極
月
廿
五
日　
　
　
　

普
光
観
智
国
師　

源（
存
応
）誉

（
花
押
）

　
　
　
　
　

浄
光
院
随（
源
誉
）流
和
尚

と
あ
る
。
こ
の
法
度
は
故
藤
本
了
泰
先
生
の
「
中
世
浄
土
宗
教
団
の
諸
掟
書
に
つ
い

て
」（『
鴨
台
史
報
』
第
五
号　

昭
和
十
二
年
刊
）
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
先

生
は
こ
の
法
度
を
福
井
県
の
丸
岡
の
白
道
寺
の
所
蔵
と
さ
れ
て
い
る
。
白
道
寺
の
中

島
住
職
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
白
道
寺
に
は
こ
の
よ
う
な
法
度
は
存
在
し
て
い
な
い

と
い
う
ご
返
事
で
あ
る
。
現
在
こ
の
法
度
は
福
井
市
の
運
正
寺
（
浄
光
院
）
に
現
存

し
て
い
る
の
で
、
同
先
生
が
所
蔵
者
を
勘
違
い
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
法
度
は
末
尾
を
み
る
と
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
極
月
に
、
増
上
寺
の
観

智
国
師
源
誉
存
応
が
浄
光
院
の
住
持
源
誉
随
流
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
文

中
に
「
右
此
式
目
者
、
先
師
感（
存
貞
）誉

大
和
尚
法
幢
之
条
目
を
写
置
」
と
あ
る
の
で
、
法

度
自
体
は
源
誉
存
応
の
師
匠
感
誉
存
貞
の
制
定
し
た
法
度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

感
誉
存
貞
は
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
感
誉
壁
書

法
度
が
今
回
紹
介
す
る
近
世
の
浄
土
宗
の
法
度
の
中
で
も
っ
と
も
早
い
も
の
で
あ

る
。

　

こ
の
法
度
は
す
で
に
藤
本
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
檀
林
川
越
蓮
馨
寺

や
増
上
寺
に
「
感
誉
上
人
壁
書
」
と
し
て
、
こ
の
法
度
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
ち

ら
も
江
戸
時
代
後
半
の
新
し
い
写
し
で
あ
り
、
な
か
な
か
戦
国
時
代
の
感
誉
の
史
料

と
し
て
は
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
運
正
寺
に
現
存
す
る
こ

の
法
度
は
、感
誉
存
貞
の
弟
子
の
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
花
押
入
り
の
原
物
で
あ
り
、

こ
の
史
料
の
出
現
に
よ
っ
て
感
誉
壁
書
法
度
の
信
頼
性
が
き
わ
め
て
高
ま
っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
感
誉
壁
書
法
度
が
最
古
の
檀
林
法
度
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
蓮
馨
寺
所
蔵
の
感
誉
上
人
壁
書
と
比
較
す
る
と
、
条
数
の
順
序
や
本
文
中
の

文
字
に
出
入
り
が
あ
る
。

　

そ
の
内
容
は
帰
敬
三
宝
、
敬
上
慈
下
に
始
ま
り
、
勤
行
番
厳
守
、
香
花
・
灯
明
・

茶
湯
な
ど
油
断
な
き
こ
と
。
遅
刻
や
懈
怠
は
過
料
。
高
声
・
歌
舞
の
禁
止
。
他
宿
・

離
散
の
禁
止
。
辻
説
法
や
他
宗
僧
侶
と
の
諍
論
を
禁
止
す
る
な
ど
、
非
常
に
細
か
く

規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
が
制
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論

違
反
す
る
も
の
が
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
反
面
、
こ
の
よ
う
な
規
則
を
制
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
当
時
の
檀
林
に
は
す
で
に
多
く
の
所
化
が
集
ま
っ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

千
葉
生
実
大
巌
寺
所
蔵
の
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
正
月
二
十
五
日
付
の
安
誉

虎
角
の
大
巌
寺
別
時
念
仏
法
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　

別
時
之
間
法
度
事

　
　

一
、
行
儀
可
為
如
法
事
、

　
　

一
、
遠
近
共
集
寮
之
外
、
堅
可
禁
足
事
、

　
　

一
、
作
相
次
第
、
速
可
被
出
道
場
事
、

　
　

一
、
結
衆
之
外
、
僧
衆
集
寮
不
可
来
事
、

　
　

一
、
番
首
之
下
知
、
不
可
背
之
事
、

　
　
　

右
条
々
、
違
背
之
人
者
、
即
可
除
結
衆
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　

天
正
十
六
年
正
月
廿
九
日　
　
　
　
　

安（
虎
角
）誉
（
花
押
）

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
檀
林
生
実
大
巌
寺
住
持
安
誉
虎
角
が
、
大
巌
寺
の
別
時
念
仏

の
期
間
中
に
僧
衆
達
が
守
る
べ
き
規
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
安
誉
虎
角
に
つ
い

て
は
、
拙
著
『
近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』
第
二
章
「
大
巌
寺
二
世
安
誉
虎
角
雲
潮
」

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
安
誉
虎
角
は
当
時
の
関
東
浄
土
宗
教
団
を
代
表
す
る



五

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

学
僧
で
あ
り
、
関
東
入
国
以
前
の
徳
川
家
康
と
も
交
流
を
も
っ
て
い
た
。

　

こ
の
五
ヵ
条
か
ら
な
る
別
時
念
仏
法
度
を
み
る
と
、
檀
林
で
あ
る
大
巌
寺
の
安
誉

虎
角
の
許
に
は
多
数
の
所
化
が
集
っ
て
、
番
首
の
下
知
に
よ
り
修
学
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
寺
内
に
は
道
場
や
集
寮
な
ど
が
整
備
さ
れ
、
法
度
に
よ
っ
て
衆
僧
達
を
取
り

締
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
別
時
念
仏
と
は
一
定
の
期
間
を
限
っ
て
集
中
し
て
念

仏
だ
け
に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
法
度
の
日
付
か
ら
み
て
、
宗
祖
法
然
の
御

命
日
の
御
忌
と
関
連
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
感
誉
存
貞
の
壁
書
法
度
以

外
に
こ
の
よ
う
な
法
度
を
制
定
し
て
い
る
檀
林
は
こ
の
大
巌
寺
だ
け
で
あ
る
。
条
数

は
少
な
い
が
、
僧
衆
の
活
動
を
示
す
初
期
の
檀
林
法
度
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
知
恩
院
の
満
誉
尊
照
や
浄
光
院
の
源
誉
随
流
は
こ
の
安
誉

虎
角
の
弟
子
で
あ
る
。

　
『
黒
谷
誌
要
』
所
収
の
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
六
月
二
十
五
日
付
の
京
都
の

金
戒
光
明
寺
法
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　

金
戒
光
明
寺
法
度
之
事

　
　

一
、
六
時
勤
行
、
一
時
も
不
可
懈
怠
之
事
、

　
　
　
　
　
付
、
於
用
所
者
、
方
𠀋
へ
可
得
案
内
者
也
、

　
　

一
、
毎
月
六
度
之
掃
除
、
不
可
闕
如
事
、

　
　

一
、
初
夜
後
門
之
鎖
、
堅
可
指
之
事
、

　
　

一
、
至
乱
行
之
僧
者
、
袈
裟
・
衣
を
取
、
可
致
追
放
也
、

　
　
　
　
　

若
臨
其
期
、
他
人
之
是
非
を
云
者
、
弥
可
為
重
過
之
事
、

　
　

一
、
於
口
論
者
、
双
方
共
可
離
寺
事
、

　
　

一
、
於
月
忌
等
俗
家
宿
、
不
可
闕
勤
行
之
事
、

　
　

一
、
宗
旨
之
威
儀
并
老
若
之
次
第
、
少
モ
不
可
乱
之
事
、

　
　

一
、
作
善
之
時
者
、
可
為
酒
一
返
之
事
、

　
　

一
、
謌（

マ
マ
）舞

・
吹
物
等
遊
之
芸
能
、
堅
可
停
止
之
事
、

　
　
　
　
　

但
、
於
方
丈
除
珍
客
、

一
、
施
入
寄
進
物
等
之
事
者
、
如
先
法
度
、
於
有
司（
祠
堂
ヵ
）道銭
は
、
住
持
・
衆
僧
以

相
談
、
無
相
違
様
ニ
可
有
取
沙
汰
、
一
期
銭
は
其
人
在
世
之
間
は
、
不
可

被
遣
、
命
終
以
後
可
令
為
興
隆
之
事
、

一
、
住
持
申
付
儀
、
聊
不
可
有
違
背
之
事
、

右
条
目
、
前
法
度
之
趣
を
以
、
為
衆
中
相
談
定
上
者
、
条
数
之
内
於
相
背
輩

者
、
本
寺
浄
華
院
へ
得
案
内
、
急
度
可
令
追
放
□
、
不
可
及
一
言
之
子
細
者

也
、
仍
如
件
、

　
　
　

天
正
拾
七
暦
六
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
残

と
あ
る
。
こ
の
法
度
は
裏
書
に
よ
る
と
、
京
都
の
本
寺
浄
華
院
と
金
戒
光
明
寺
が
本

末
を
争
っ
た
時
に
、
金
戒
光
明
寺
に
入
寺
し
た
道
残
が
、
す
で
に
天
文
十
年
（
一
五

四
一
）
に
制
定
さ
れ
て
い
た
金
戒
光
明
寺
の
法
度
を
尊
重
す
る
旨
誓
約
し
て
定
め
た

法
度
で
あ
る
。
道
残
は
名
越
派
出
身
の
僧
で
あ
る
が
、
敦
賀
の
有
力
寺
院
西
福
寺
の

住
持
と
し
て
活
躍
し
て
、
そ
の
後
京
都
の
本
山
浄
華
院
・
金
戒
光
明
寺
の
住
持
と
し

て
京
都
で
近
世
初
期
の
浄
土
宗
教
団
の
発
展
に
尽
力
し
た
僧
侶
で
あ
る
。
法
度
と
し

て
は
天
文
十
年
の
金
戒
光
明
寺
法
度
を
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
寺

内
の
運
営
に
つ
い
て
新
住
持
道
残
が
衆
中
と
相
談
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
度
を
み
る
と
、
金
戒
光
明
寺
に
は
住
持
以
外
に
多
数
の
衆
僧
が
居
住
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
衆
僧
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
僧
侶
で
あ
っ
た
か
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
こ
の
法
度
は
檀
林
制
度
確
立
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
金
戒
光
明
寺
に

も
多
数
の
所
化
が
修
学
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
日
頃
の
生
活
規
範
と
な
る
よ
う
な



六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

法
度
が
制
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
光
明
寺
所
蔵
の
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
九
月
二
十
五
日
付
の
関
東
浄
土
宗

法
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　

関
東
諸
寺
家
掟
之
事

一
、
従
前
々
本
末
、
以
当
位
之
意
趣
、
不
可
背
本
寺
之
事
、

一
、
諸
談
所
之
学
徒
、
帰
当
流
已
後
、
於
成
他
門
他
流
者
、
可
被
処
厳
科
之
旨
、

入
寺
之
時
一
紙
可
被
申
付
之
事
、
付
、
従
古
有
由
緒
本
末
申
掠
、
当
院
直

末
之
望
禁
制
之
事
、

一
、
同
時
出
世
之
時
、
日
之
前
後
不
可
有
相
違
之
事
、

一
、
去
時
分
如　

内（
徳
川
家
康
）

府
様
仰
出
、
致
公
事
徒
者
、
余
談
林
江
不
可
有
許
容
之
事
、

一
、
不
至
年
臘
而
致
出
世
事
、
并
其
所
之
門
中
江
不
届
而
、
致
法
談
之
儀
、
禁

制
之
事
、

　
　
　

右
条
々
、
得　

国
（
徳
川
家
康
）

主
尊
意
相
定
処
、
諸
談
林
被
得
其
意
、
若
於
違
背
輩
者
、

　
　
　

可
被
処
罪
科
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

慶
長
弐　

九
月
廿
五
日　
　
　
　
　

知
恩
院　

満
誉
（
花
押
）

　
　
　
　
　

関
東
本
山　

光
明
寺
住
持

と
あ
る
。
こ
の
法
度
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
に
制
定
さ
れ
た
浄
土
宗
諸
法

度
と
区
別
す
る
た
め
に
通
称
「
関
東
浄
土
宗
法
度
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
関
東

浄
土
宗
法
度
の
内
容
と
、
そ
の
制
定
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
念
仏
三
毒
滅
不
滅
諍
論

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』
第
六
章
「
増
上
寺
中

興
観
智
国
師
源
誉
存
応
に
つ
い
て
」
三
、
関
東
浄
土
宗
法
度
と
四
、
念
仏
三
毒
滅
不

滅
諍
論
の
項
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

本
論
で
引
用
し
た
関
東
浄
土
宗
法
度
は
鎌
倉
光
明
寺
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
が
、
増

上
寺
所
蔵
の
同
法
度
は
こ
れ
と
同
文
で
あ
る
が
、宛
所
が
「
諸
談
林
御
住
持
」
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
二
通
の
法
度
に
よ
り
、
慶
長
二
年
ご
ろ
関
東
浄
土
宗
寺
院
の
状
態
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
関
東
の
本
山
は
鎌
倉
の
光
明
寺
で
あ
っ
た
が
、
増
上
寺
の
法
度

の
宛
名
は
諸
談
林
御
住
持
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
ほ
か
に
い
く
つ
か
の
談
林
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
関
東
浄
土
宗
の
談
林
寺
院
と
し
て
は
、
光
明
寺
・

増
上
寺
以
下
、
川
越
蓮
馨
寺
、
瓜
連
常
福
寺
・
小
金
東
漸
寺
・
生
実
大
巌
寺
・
岩
付

浄
国
寺
・
鴻
巣
勝
願
寺
・
飯
沼
弘
経
寺
な
ど
の
九
ヵ
寺
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

談
林
寺
院
は
中
世
の
談
場
・
談
義
所
が
発
展
し
た
も
の
で
、
法
系
的
な
交
流
は
あ
る

が
、
寺
院
個
々
は
独
立
し
、
ま
だ
近
世
的
な
有
機
的
な
教
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
宗
を
統
制
す
る
必
要
上
、
こ
の
よ
う
な
法
度
が
出
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
度
に
は
本
末
の
統
制
、
学
侶
の
監
督
、
出
世
、
訴

訟
の
禁
止
、
法
談
の
取
り
締
り
な
ど
五
ヵ
条
の
規
約
を
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

み
る
と
、
従
来
ま
と
ま
り
の
な
か
っ
た
関
東
の
諸
寺
院
を
惣
本
山
知
恩
院
を
中
心
に

統
制
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
わ
か
る
。
し
か
し
力
だ
け
で
急
に
そ
れ
が
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
で
関
東
の
首
位
に
光
明
寺
を
お
い
て
本
山
と
し
、
そ
の
下
に
由
緒

あ
る
諸
談
林
を
お
き
、
さ
ら
に
一
般
寺
院
を
何
ら
か
の
形
で
こ
の
下
に
つ
け
る
と
い

う
一
つ
の
本
末
関
係
を
制
定
し
、
一
元
的
な
教
団
組
織
の
確
立
を
め
ざ
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
法
度
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、第
四
条
に
「
如　

内
府
様
仰
出
」

と
あ
り
、
末
尾
に
「
得　

国
主
尊
意
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
関
東
浄
土
宗
法
度
と

同
日
付
の
九
月
二
十
五
日
付
の
増
上
寺
所
蔵
の
徳
川
家
康
下
知
状
に
は
、

関
東
浄
土
宗
法
度
之
儀
、
従
本
寺
知
恩
院
被
相
定
条
々
、
各
不
可
有
違
背
儀
尤

候
也
、

　
　
　
　
　
　

九（
慶
長
二
年
）
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内（
家
康
）
大
臣
（
花
押
）



七

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　

諸
談
林

と
あ
り
、
関
東
浄
土
宗
法
度
に
い
う
内
府
様
、
国
主
と
い
う
語
は
徳
川
家
康
を
指
し

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
法
度
は
必
ず
し
も
知
恩
院
満
誉
尊
照
の

力
だ
け
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
当
時
の
関
東
の
支
配
者
徳

川
家
康
の
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

徳
川
家
康
は
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
こ
ろ
か
ら
元
和
初
期
に
か
け
て
、
多
く

の
諸
宗
寺
院
法
度
を
定
め
、
諸
寺
院
に
統
制
を
加
え
、
巧
み
に
自
己
の
封
建
体
制
の

下
に
組
み
入
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
家
康
が
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
に
幕
府
を
開
き
、
全
国
的
に
実
権
を
握
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も

日
蓮
宗
の
不
受
不
施
派
な
ど
の
一
部
例
外
を
除
い
て
は
原
則
的
に
諸
宗
を
平
等
に

扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
幕
府
創
設
以
前
の
慶
長
二
年
に
関
東
浄
土
宗
に
だ

け
こ
の
よ
う
な
法
度
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
後
の
家
康
の
寺
院
政

策
を
考
え
る
上
で
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

　

岡
崎
大
樹
寺
所
蔵
の
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
六
月
二
日
付
の
徳
川
家
康
の
制
定

し
た
大
樹
寺
法
式
に
は
、

　
　
　
　
　
　

大
樹
寺
法
式

一
、
仏
事
勤
行
・
修
造
等
、
不
可
有
懈
怠
事
、

一
、
於
背
住
持
・
老
僧
之
掟
輩
者
、
寺
中
可
為
擯
出
事
、

一
、
寺
中
空
寮
、
無
理
住
持
不
可
破
取
、
若
於
無
相
続
者
、
可
為
住
持
之
計
事
、

一
、
諸
末
寺
、
如
前
々
相
改
可
被
出
仕
事
、

一
、
寺
内
・
門
前
之
竹
木
、
無
理
住
持
不
可
伐
取
事
、

　
　
　

右
、
守
此
旨
、
聊
不
可
有
違
背
者
也
、

　
　
　
　
　

慶
長
七
年
六
月
二
日

　
　
　
　

内（
徳
川
家
康
）

大
臣
（
印
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
徳
川
家
康
が
菩
提
寺
で
あ
る
三
河
岡
崎
の
浄
土
宗
寺
院
大
樹
寺
に

定
め
た
寺
内
法
度
で
あ
る
。
大
樹
寺
は
早
く
か
ら
徳
川
家
康
の
先
祖
で
あ
る
松
平
家

の
菩
提
寺
で
あ
り
、
家
康
も
若
い
時
か
ら
大
樹
寺
に
度
々
寺
内
法
度
を
制
定
し
て
保

護
し
て
い
る
。
家
康
が
定
め
た
大
樹
寺
法
度
を
列
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
閏
十
二
月
日
付
の
松
平
蔵
人
家
康
大
樹
寺
掟
書

永
禄
十
二
年
六
月
二
十
五
日
付
の
徳
川
家
康
禁
制

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
三
月
二
十
一
日
付
の
徳
川
家
康
大
樹
寺
法
度

天
正
九
年
四
月
十
六
日
付
の
徳
川
家
康
大
樹
寺
新
法
度

慶
長
七
年
六
月
二
日
付
の
徳
川
家
康
大
樹
寺
法
式

　

こ
れ
ら
は
僧
侶
が
自
主
的
に
定
め
た
宗
内
の
法
度
で
は
な
い
の
で
、
最
後
の
も
の

を
一
点
だ
け
参
考
と
し
て
所
収
し
た
。

　

増
上
寺
所
蔵
の
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
五
月
朔
日
付
の
増
上
寺
の
源
誉
存
応

の
下
読
法
度
写
に
は
、

　
　
　
　
　
　

下
読
之
掟

一
、
万
事
下
読
坊
主
之
下
知
、
不
可
違
背
之
事
、
不
然
者
寺
家
追
放
之
事
、

一
、
十
人
衆
之
指
引
、
於
違
背
者
寺
家
追
放
之
事
、

一
、
於
不
出
僧
者
過
銭
之
事
、
廿
銭
、

一
、
法
門（
問
）之
上
、
吐
悪
言
者
可
令
追
座
事
、

一
、
中
老
以
下
一
不
審
之
事
、
但
、
切
磋
許
、

一
、
不
審
者
五
人
以
上
江
可
打
之
事
、

一
、
法
門
不
過
以
前
不
可
帰
寮
、
違
背
之
僧
者
過
料
之
事
、
廿
銭
、

右
之
条
々
、
能
々
可
申
付
、
若
一
ヶ（
条
脱
ヵ
）
而
違
背
之
僧
有
之
者
、
十
人
衆
一
同
可
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致
披
露
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

慶
長
拾
二
年
五
月
朔
日　
　
　
　

増
上
寺
住
源（
存
応
）誉　

御
在
判

と
あ
る
。
下し
た

読よ
み

と
は
下
読
法
問
の
略
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
檀
林
の
授
業
方
法
の
一

種
で
あ
る
。
上う
わ

読よ
み

法
問
と
対
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
法
問
と
は
浄
土
宗
義
に
関
す
る

問
題
を
出
し
て
互
い
に
問
答
論
義
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
上
位
の
者
が

問
題
を
読
み
あ
げ
る
の
を
上
読
法
問
と
い
い
、
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
問
題
を
読

み
あ
げ
る
の
を
下
読
法
問
と
い
う
。

　

こ
の
下
読
の
掟
と
は
、
檀
林
に
お
け
る
問
答
論
義
の
時
に
僧
衆
が
守
る
べ
き
規
則

で
あ
る
。
慶
長
十
二
年
ご
ろ
増
上
寺
は
す
で
に
檀
林
と
し
て
下
読
法
問
を
実
施
し
て

お
り
、
多
く
の
所
化
が
集
ま
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
下
読
坊
主
・
十

人
衆
・
中
老
・
五
人
以
上
な
ど
と
い
う
僧
衆
の
段
階
が
あ
り
、
上
下
関
係
が
定
ま
っ

て
い
た
。
こ
の
法
度
を
制
定
し
た
住
持
源
誉
存
応
は
当
然
こ
れ
ら
の
最
上
位
者
と
し

て
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

京
都
古
知
谷
阿
弥
陀
寺
所
蔵
の
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
卯
月
八
日
付
の
弾
誓

の
定
め
た
法
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　

ワ（
我
）ガ
シ（
仕
置
）
ヲ
キ
ナ
リ
（
花（
弾
誓
）押
）

　
　
　
　
　
　

定　

道
心
者
法
度
条
々
事

一
、
御
前
様
ヘ
何
成
共
不
可
申
上
之
事
、

一
、
老
若
之
出
家
共
ニ
何
方
ヘ
参
候
共
、
罷
帰
候
而
、
則
御
十
念
可
奉
拝
事
、

一
、
禁
酒
・
き（
禁
）ん
足
之
事
、

一
、
内
深（
陣
）ヘ

入
候
時
、
し（
手
巾
）ゆ

き
ん
不
可
致
事
、

一
、
常
に
た（
玉
襷
）

ま
た
す
き
か
く
へ
か
ら
す
之
事
、

一
、
内
ぢ（
陣
）ん
へ
入
候
而
、
仏
を
ふ
か
く
し（
信
心
）
ん
ぢ
ん
事
、

一
、
内
深
よ
り
下
深
向
而
、
物
い（

言
）う

へ
か
ら
ず
事
、

一
、
内
深
ヘ
入
候
時
、
も（
問
訊
）

ん
ぢ
ん
ふ
か
く
す（
据
）へ

へ
き
事
、

一
、
内
ぢ
ん
に
て
、
じ（
数
珠
）
ゅ
ず
く（
繰
）る
へ
か
ら
す
事
、

一
、
内
ぢ
ん
よ
り
わ（
脇
）き
見
へ
か
ら
す
事
、

一
、
心
に
さ（
雑
ヵ
）う

行
持
へ
か
ら
す
事
、

一
、
他
力
本
く（
願
）わ

ん
の
心
持
、
初
ほ（
発
心
）

つ
し
ん
之
者
に
、
老
僧
衆
お（
教
）し

え
へ
き
事
、

一
、
内
ぢ
ん
に
而
、
居
ね（
眠
）む
り
た（
嗜
）し
な
む
へ
き
事
、

一
、
い（
鼾
）び

き
か（
掻
）く

へ
か
ら
す
事
、

一
、
香
化
・
と（
灯
）う

明
に
心
を
か（
懸
）け

へ
き
事
、

一
、
初
ほ
つ
し
ん
の
者
者
、
老
僧
ニ
向
、
た（
戯
）は
事
い（
言
）ゝ
、
緩
急
（
怠
ヵ
）不
可
申
事
、

一
、
初
ほ
つ
し
ん
の
者
ニ
而
候
と
て
、
し（
叱
）か
る
間
敷
事
、

一
、
わ（
我
）か

身
か（
高
慢
ヵ
）

う
ま
ん
す
へ
か
ら
す
事
、

一
、
わ
か
身
の
能
き
悪
き
す（
姿
）かた

見
へ
か
ら
す
事
、

一
、
道
者
悪
言
申
候
共
、
あ（
相
手
）
い
て
に
成
間
敷
事
、

一
、
世
間
寺
之
出
家
、
内
ぢ
ん
へ
入
不
可
事
、

一
、
ぞ（
俗
）く
人
内
ぢ
ん
へ
、
少
し
も
入
へ
か
ら
ず
事
、

一
、
往
行
之
時
、
他
之
者
と
何
成
共
、
雑
談
不
可
申
事
、

一
、
同
行
中
ニ
而
、
互
に
さ（
些
細
）ゝひ

事
不
可
申
事
、

一
、
相
別
何
成
談
合
申
、
能
様
ニ
可
致
事
、

一
、
諸
旦
那
ニ
向
、
け（
軽
薄
）
い
は
く
言
不
可
事
、

一
、
道
者
ニ
向
、
か（
仮
初
）り

そ
め
に
も
、
ぶ（
武
威
棒
ヵ
）

い
ほ
う
取
不
可
事
、

一
、
誰
成
共
い（
諍
）さ

か
ひ
申
に
付
而
は
、
早
々
中
な（
直
）お

す
へ
き
也
、

一
、
高
雑
談
・
た（
高
笑
）か
わ
ら
い
申
へ
か
ら
す
之
事
、
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立
過
程

一
、
老
若
共
ニ
女
向
、
雑
談
・
わ（
笑
）ら

う
へ
か
ら
す
事
、

一
、
出
家
ハ
不
及
申
、
し（
沙
弥
）や

ミ
以
下
迄
も
、
在
家
に
留
へ
か
ら
す
事
、

一
、
寺
中
之
者
、
大
小
と
な
く
帯
と
く
へ
か
ら
す
事
、

一
、
御
用
候
て
罷
下
候
ハ
ヽ
、
出
家
は
二
人
つ
ゝ
往
行
可
致
候
事
、

一
、
二
時
之
御
め（
飯
膳
）

し
せ
ん
の
上
、
き（
奇
麗
）れ

に
く（
食
）う

へ
き
事
、

一
、
道
心
者
無
上
下
、
い（
慇
懃
）

ん
き
ん
可
有
候
事
、

一
、
我
か
身
の
ほ（
奉
公
）
う
か
う
、
御
前
様
の
奉
公
と
思
ひ
、
し（
悉
皆
）
ゆ
つ
く
わ
い
奉
公（
マ
マ
）不

可
致
事
、

一
、
何
成
共
所
候
て
、
な
け
へ
か
ら
す
事
、

一
、
人
之
物
け（
契
）い
約
と
言
、
む（
無
理
）り
に
所
望
不
可
致
事
、

一
、
わ（
我
）か
持
候
御
名
号
御
判
、
け
い
約
と
言
不
可
出
事
、

一
、
内
ぢ
ん
へ
御
出
之
時
、
御
殿
に
不
可
罷
出
之
事
、

一
、
初
ほ（
発
心
）つ

身
の
者
、
け
さ
・
衣
ゆ（
緩
）り

た
き
と
申
、
御
訴
訟
申
候
共
、
中
間
ニ

而
見
合
き（
着
）せ
へ
か
ら
す
事
、

一
、
御
め（
飯
）し
の
時
、
措（
借
ヵ
）箸
い
た
す
へ
か
ら
す
事
、

一
、
老
若
と
も
ニ
人
之
御
座
候
処
ニ
而
、
お（
帯
）ひ
を
と（
解
）き
、
き（
着
）る
物
ふ（
振
）る
う
へ
か

ら
す
事
、

一
、
内
深
ニ
而
扇
子
つ（
使
）か

う
へ
か
ら
す
事
、

一
、
町
在
家
よ
り
参
候
者
ニ
、
何
事
御
座
候
哉
と
尋
へ
か
ら
す
事
、

一
、
念
を
入
、
内
ぢ
ん
さ（
掃
除
）う
し
い
た
し
、
下
番
衆
へ
相
渡
し
可
申
事
、

一
、
世
間
之
事
、
相
別
雑
談
不
可
致
事
、

一
、
御
帳
場
へ
そ（
俗
）く

・
出
家
共
ニ
入
込
ニ
参
候
而
、
是
ハ
我
が
近
付
に
而
候
と

申
、
訴
訟
不
可
申
事
、

一
、
御
前
様
ヘ
参
、
御
直
に
御
名
号
御
判
不
可
申
請
事
、

一
、
他
所
よ
り
参
候
而
、
寺
之
御
さ（

作
法
）

ほ
う
聞
申
候
共
、
其
様
子
雑
談
不
可
申
事
、

一
、
い（
忙
）そ
が
わ
敷
事
候
共
、
か（
駆
走
）
け
は
し
る
へ
か
ら
す
之
事
、

一
、
か（
仮
初
）
り
そ
め
に
も
出
家
衆
、
け（
袈
裟
）さ
・
衣
は（
離
）な
す
へ
か
ら
す
之
事
、

一
、
よ
り
合
候
而
、
さ（
囁
）ゝ

や
き
事
不
可
申
事
、

一
、
六
度
之
ご（
勤
行
）

ん
き
や
う
、
一
度
も
油
断
有
間
敷
事
、
若
此
儀
背
申
に
付
而
者
、

定（
常
ヵ
）香
六
万
可
申
事
、

一
、
色
づ（
頭
巾
）

き
ん
・
い（
色
）ろ

帯
、
不
可
致
事
、

一
、
往
行
の
時
、
そ（
俗
）く

出
家
ニ
合
候
て
、
い（
如
何
）か

様
の
悪
言
申
候
共
、
西
に
向
十

念
致
、
出
家
な
ら
ば
は（
破
戒
）
か
い
の
者
、
そ（
俗
）く
人
な
ら
ば
ぢ（
邪
法
）
や
ほ
う
と
思
ひ
、

念
仏
申
置
キ
の（
退
）く
へ
し
、

一
、
内
深
に
而
定（
常
）香

ば（
番
）ん

、
一
人
よ
り
外
に
見
へ
か
ら
す
事
、

一
、
出
家
た
る
者
け（
袈
裟
）さ

・
衣
着
せ
さ
る
物
、
さ
う
し
や
い
た
す
へ
か
ら
す
事
、

一
、
そ
く
人
は
か
ま
ハ
た
き
ぬ
着
せ
さ
る
者
、
御
さ
う
し
や
い
た
す
へ
か
ら
す

事
、

一
、
は
か
ま
ハ
た
き
ぬ
を
着
す
る
と
も
、
御
名
号
御
は（
判
）ん
の
御
ち（
頂
戴
）
や
う
た
い
申

さ
ぬ
者
、
御
さ
う
し
や
不
可
致
事
、

一
、
老
若
共
ニ
く（
庫
裡
）り

ニ
而
、
大
く（
狂
）る

い
申
間
敷
事
、

一
、
酒
の（
飲
）ミ
申
者
、
く
り
迄
も
一
円
不
可
入
事
、

一
、
か（
皮
袴
）
わ
は
か
ま
・
か（
皮
足
袋
）

わ
た
ひ
着
す
る
者
、
不
可
出
事
、

一
、
侍
に
而
候
共
、
大
刀
・
大
わ（
脇
指
）き

さ
し
指
候
者
、
不
可
出
ス
事
、

一
、
侍
衆
小
者
一
人
ニ
而
、
出
可
被
成
事
、

一
、
人
の
き（
着
）る
物
、
き（
着
替
）か
い
へ
か
ら
す
事
、
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一
、
ざ（
草
履
）

う
り
・
あ（
足
駄
）

し
た
、
人
の
を
は（
履
）く

へ
か
ら
す
事
、

一
、
は（
鼻
擤
）な

か
み
所
ち（
違
）か

う
へ
か
ら
す
事
、

一
、
内
ぢ
ん
へ
色
た（
足
袋
）ひ
は（
履
）く
へ
か
ら
す
事
、

一
、
六
拾
よ
り
上
の
者
、
法
度
背
共
ゆ（
許
）る
す
へ
し
、

一
、
た（
道
）う

中
は（
針
）り

い（
致
）た

す
へ
か
ら
す
事
、

一
、
か
り
そ
め
に
も
、
ざ
う
り
は
か
ず
し
て
、
不
可
出
之
事
、

一
、
雨
ふ（
降
）り
候
ハ
ば
、
あ
し
た
を
は
き
出
へ
き
事
、

右
七
拾
三
ヶ
条
、
於
此
儀
背
者
、
其
儀
ニ
随
、
御
法
度
に
可
被
成
候
、
相
別

道
心
者
物
に
か（
構
）ま

は
す
、
御
念
仏
を
心
に
か
け
、
な（
涙
）み

た
を
な（
流
）か

し
、
は
れ

〳
〵
と
可
成
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

于
時
慶
長
拾
四
己
酉
年
卯
月
八
日

　
　
　
　
　

コ
ノ
シ（
仕
置
）

ヲ
キ
ニ
ソ（
背
）ム

ク
モ
ノ
ワ
ア
ホ
ー
ハ
ラ
イ
ニ
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
国
満
正
光
明
弾
誓

と
あ
る
。
こ
れ
は
全
国
各
地
の
山
中
で
独
自
の
称
名
念
仏
の
修
行
に
励
み
、
晩
年
は

京
都
大
原
古
知
谷
の
山
中
の
阿
弥
陀
寺
に
住
し
た
捨
世
道
心
の
念
仏
聖
弾
誓
が
制
定

し
た
七
十
三
ヵ
条
か
ら
な
る
道
心
者
法
度
で
あ
る
。
私
は
昭
和
四
十
年
代
に
古
知
谷

阿
弥
陀
寺
の
史
料
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。そ
し
て
こ
の
法
度
の
末
尾
の
写
真
を『
浄

土
宗
大
辞
典
』の
弾
誓
の
項
に
所
収
し
た
が
、今
回
こ
の
写
真
版
を
確
認
で
き
な
か
っ

た
の
で
、
本
論
で
は
、
前
掲
の
故
藤
本
了
泰
先
生
の
「
中
世
浄
土
宗
教
団
の
諸
掟
書

に
つ
い
て
」（『
鴨
台
史
報
』
第
五
号　

昭
和
十
二
年
刊
）
か
ら
所
収
し
た
。

　
『
弾
誓
上
人
行
業
記
』『
弾
誓
上
人
絵
詞
伝
』
な
ど
を
み
る
と
、
弾
誓
の
説
く
独
自

の
念
仏
の
教
え
は
当
時
多
く
の
在
俗
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
発
心
し
た
多
く
の

道
心
者
が
弾
誓
の
許
で
古
知
谷
阿
弥
陀
寺
の
山
中
で
修
行
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
道

心
者
は
檀
林
で
修
学
し
た
正
式
の
浄
土
宗
僧
侶
で
は
な
く
、
弾
誓
の
教
え
に
帰
依
し

て
ひ
た
す
ら
山
中
で
念
仏
生
活
に
励
ん
だ
在
俗
の
念
仏
僧
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
色
々

な
道
心
者
達
を
統
率
す
る
た
め
に
、
一
種
独
特
な
生
活
全
般
に
わ
た
る
詳
細
な
法
度

が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
新
撰
緇
白
往
生
伝
』
所
収
の
弾
誓
の
伝
記
を
み

る
と
、
彼
の
念
仏
は
大
原
念
仏
と
も
い
わ
れ
、
三
字
の
独
特
な
念
仏
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
三
字
の
名
号
念
仏
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
制
定
さ
れ
た
浄
土

宗
諸
法
度
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
当
時
弾
誓
の
教
え
は
在
俗

の
念
仏
信
者
に
か
な
り
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
『
霊
山
寺
寺
社
書
上
』
所
収
の
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
十
一
月
朔
日
付
の
増

上
寺
の
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
安
居
式
目
に
は
、

　
　

一
、
帰
敬
三
宝
之
事
、
就
中
勤
行
専
之
事
、

　
　
　
　

祖
師
之
云
、
先
勧
大
衆
発
願
帰
三
宝
等
云
々
、

　
　

一
、
能
化
下
知
、
世
出
共
違
背
不
可
有
事
、

　
　
　
　

経
云
、
雪
山
童
子
半
偈
投
身
等
云
々
、

　
　

一
、
於
衆
中
仏
世
之
儀
に
付
て
、
是
非
違
乱
、
堅
不
可
有
之
事
、

　
　
　
　

祖
師
云
、
帰
僧
息
諍
論　

同
入
和
合
海
等
云
々
、

　
　

一
、
敬
上
慈
下
之
事
、

　
　
　
　

祖
師
云
、
観
音
頂
戴
冠
中
住
等
云
々
、
敬
上
、
観
音
経
云
、
官
婆
羅
門
婦

　
　
　
　

女
等
云
々
、
慈
下
、

　
　

一
、
毎
物
自
宗
他
宗
外
、
応
有
分
別
大
衆
同
心
、
其
旨
可
為
肝
要
事
、

　
　
　
　

祖
師
云
、
慙
愧
懺
悔
等
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
上
寺
中
興
普
光
観
智
国
師

　
　
　
　
　

慶
長
十
七
年
十
一
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

源（
存
応
）誉
（
花
押
）



一
一

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

　
　
　
　
　
　
　

大（
専
誉
）潮

住
持
付　

月
行
事
中

と
あ
る
。
こ
れ
は
増
上
寺
観
智
国
師
源
誉
存
応
が
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
江

戸
駿
河
台
に
新
設
さ
れ
た
霊
山
寺
の
専
誉
大
潮
に
宛
て
た
安
居
の
法
度
で
あ
る
。
安

居
は
夏
安
居
・
冬
安
居
な
ど
と
い
わ
れ
、
一
定
期
間
教
義
の
修
学
に
専
念
す
る
行
事

で
あ
る
。
新
設
の
霊
山
寺
に
こ
の
よ
う
な
法
度
が
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
頃
専

誉
大
潮
の
許
に
多
く
の
所
化
が
集
ま
り
修
学
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
度
は

最
初
の
感
誉
壁
書
法
度
と
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
霊
山
寺
の
常
法
幢
に
つ
い
て
は

第
三
章
で
後
述
す
る
。

　

増
上
寺
所
蔵
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
二
十
五
日
付
の
京
都
金
戒
光
明
寺

寺
内
法
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　

定

一
、
六
時
勤
行
不
可
有
懈
怠
事
、

一
、
一
夏
九
旬
間
、
一
月
内
六
度
之
掃
除
、
被
出
自
身
可
為
厳
蜜（
密
）事

、

一
、
酉
之
刻
可
閉
門
事
、

一
、
於
口
論
、
双
方
寺
内
追
出
之
事
、

一
、
於
乱
行
之
僧
者
、
脱
却
三
衣
追
放
事
、

一
、
歌
舞
遊
興
并
蹴
鞠
・
双
六
停
止
事
、
付
、
除
珍
客
、

一
、
作
善
者
一
山
頓
写
等
、
常
住
之
外
不
可
有
執
行
、
但
、
檀
那
以
一
力
令
建

立
者
除
之
、

一
、
不
可
有
境
内
之
家
々
売
買
事
、

一
、
施
入
・
寄
進
物
之
法
度
、
如
前
々
、

一
、
他
宿
令
停
止
、
待
夜
於
令
出
寺
者
、
役
者
可
届
事
、

一
、
集
会
之
節
守
目
安
、
不
可
有
遅
参
事
、

一
、
於
本
末
等
申
事
令
出
来
者
、
評
定
衆
被
致
談
合
、
曽
不
可
有
贔
屓
偏
頗
事
、

一
、
住
持
令
異
見
儀
、
老
若
不
可
有
違
背
事
、
并
門
前
右
同
之
、

　
　
　

右
条
々
、
堅
不
可
違
犯
、
若
強
而
有
違
背
仁
者
、　

公
儀
可
及
披
露
者
也
、

　
　
　

仍
如
件
、

　
　
　
　
　

元
和
元
卯乙
七
月
二
十
五
日　
　
（（
琴
誉
盛
林
）

印
）

と
あ
る
。
こ
の
法
度
は
元
和
元
年
七
月
二
十
五
日
付
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
年
同
月

付
の
浄
土
宗
諸
法
度
と
は
関
係
な
い
。
当
時
の
金
戒
光
明
寺
住
持
琴
誉
盛
林
が
金
戒

光
明
寺
に
以
前
か
ら
制
定
さ
れ
て
い
た
寺
内
法
度
を
再
確
認
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
前
の
天
正
十
七
年
の
道
残
の
法
度
で
は
、
違
背
者
を
本
寺
浄
華
院
に
訴
え
る
と

あ
る
の
に
対
し
て
、
元
和
元
年
の
こ
の
盛
林
の
法
度
で
は
、
違
背
者
を
公
儀
、
す
な

わ
ち
幕
府
に
訴
え
る
と
あ
る
こ
と
に
、
時
代
の
流
れ
を
認
識
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

二　

浄
土
宗
諸
法
度
に
つ
い
て

　

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
、
江
戸
幕
府
は
年
号
を
元
和
と
改
元
す
る
と
、
諸

宗
に
寺
院
諸
法
度
を
制
定
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
か
ら
徳
川
家
康
は
、
前
述
し
た
関

東
浄
土
宗
法
度
の
制
定
の
際
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
内
部
の
紛
争

に
関
与
し
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
寺
院
法
度
を
制
定
し
て
き
て
い
る
が
、
元
和
元
年

七
月
に
同
時
に
多
く
の
宗
派
に
寺
院
法
度
を
制
定
し
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
を
一

覧
表
に
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

元
和
元
年
六
月
二
十
八
日　
　
　
　

曹
洞
宗

　
　
　
　

元
和
元
年
七
月
七
日　
　
　
　
　
　

禁
中
并
公
家
諸
法
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

五
山
十
刹
諸
山



一
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

妙
心
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

大
徳
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

真
言
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

高
野
山
衆
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

総
持
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

浄
土
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　

浄
土
宗
西
山
派

　
　
　
　

元
和
二
年
十
二
月
二
十
日　
　
　
　

身
延
山
久
遠
寺

　

こ
れ
ら
の
法
度
の
内
容
は
各
宗
で
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
江

戸
幕
府
の
宗
教
政
策
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
元
和
の
諸
宗
寺
院
法
度
に

つ
い
て
は
、
辻
善
之
助
博
士
著
『
日
本
仏
教
史
』
近
世
編
之
二
に
詳
細
に
記
述
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
論
で
は
浄
土
宗
諸
法
度
を

中
心
に
論
述
し
て
み
た
い
。

　
『
本
光
国
師
日
記
』
所
収
の
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
七
月
十
七
日
付
の
細
川

忠
興
宛
の
金
地
院
崇
伝
書
状
案
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
前
略
）

　
　

此
比
諸
寺
社
御
法
度
共
、
永
代
被　

仰
出
段
ニ
有
之
儀
ニ
候
条
、
内
々
可
被
成

　
　

御
心
得
候
、
出
世
以
下
之
儀
ニ
付
、
御
法
度
書
等
右
之
両
人
ヘ
懸
御
目
候
、
定

　
　

而
案
紙
可
被
進
と
存
候
、
猶
期
後
音
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

七（
慶
長
十
八
年
）

月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
地
院　

─
─
─
─

　
　
　
　
　
　

羽（
細
川
忠
興
）

柴
越
中
守
様　

尊
報

と
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
幕
府
の
寺
社
行
政
を
担
当
し
た
金
地
院
崇
伝
か
ら
細
川
忠
興

に
宛
て
た
書
状
の
案
文
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
江
戸
幕
府
は
慶
長
十
八
年

七
月
ご
ろ
す
で
に
永
代
諸
宗
寺
院
法
度
を
出
す
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
同
記
所
収
の
慶
長
十
九
年
三
月
六
日
付
の
横
田
内
膳
宛
の
金
地
院
崇
伝
書
状

案
に
は
、

　
　
　
　
　
　
（
前
略
）

　
　

諸
宗
共
ニ
御
法
度
共
、
如
旧
規
御
再
興
有
度
由
、
各
御
内
存
と
相
聞
え
申
候
、

　
　

当
御
門
主
之
儀
、
御
沙
汰
候
者
、
御
書
中
之
旨
御
取
成
可
申
上
候
、

　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　

三（
慶
長
十
九
年
）

月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
地
院　

─
─
─
─

　
　
　
　
　
　

本
願
寺
御
門
跡
御
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
田
内
膳
殿

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
各
宗
の
法
度
は
新
た
に
作
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
旧
規

を
再
興
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
従
来
か
ら
あ
っ
た
各
宗
の
法
度
を
整
備
し
て
、
江
戸

幕
府
か
ら
認
可
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
各
宗

か
ら
法
度
の
案
文
を
幕
府
に
提
出
し
て
、
そ
れ
を
幕
府
が
検
討
し
て
認
可
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
業
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
が
金
地
院
崇
伝
で
あ
る
。
ま
た

同
記
所
収
の
慶
長
二
十
年
六
月
朔
日
付
の
金
地
院
崇
伝
書
状
案
に
は
、

一
筆
令
啓
上
候
、
仍
被　

仰
出
候
諸
宗
寺
社　

御
法
度
之
儀
、
近
日
可
相
究
候

間
、
可
然
様
ニ
御
取
成
被　

仰
上
可
被
下
候
、
年
号
改
元
当
月
廿
八
日
と
被

　
　

仰
出
候
、

　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　

六（
慶
長
二
十
年
）

月
朔
日����������������������　
　
　
　

金
地
院　

─
─
─
─

　
　
　
　
　
　

本（
年
寄
衆
）多佐（
正
信
）

渡
守
様

　
　
　
　
　
　

酒
井
雅（
忠
世
）
楽
頭
様



一
三

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

　
　
　
　
　
　

土
井
大（
利
勝
）

炊
助
様

と
あ
る
。
慶
長
二
十
年
六
月
こ
ろ
、
い
よ
い
よ
法
度
の
制
定
は
最
終
的
な
段
階
に
来

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
七
月
十
三
日
に
慶
長
か
ら
元
和
と
改
元
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
こ
ろ
浄
土
宗
で
も
幕
府
の
命
令
に
よ
り
、
法
度
の
案
文
を
作
成
し
て
い
た
。

　

増
上
寺
所
蔵
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
林
鐘
晦
日
付
の
増
上
寺
の
観
智
国
師

源
誉
存
応
書
状
に
は
、

　
　
　
　

以
上

昨
日
一
書
給
候
、
即
御
報
可
申
候
得
共
、
撰
択
頂
戴
之
衆
相
尋
候
得
者
、
七
年

之
衆
者
此
方
ニ
も
相
付
候
、
四
年
五
年
之
数
之
衆
者
付
ケ
不
申
候
、
六
年
ノ
衆
、

遠
国
与
申
、
年
寄
候
間
一
人
付
申
候
、
其
元
ニ
而
も
、
年
も
寄
、
遠
国
之
者
ニ

候
者
、
免
シ
被
成
候
而
不
苦
候
、　

御
綸
旨
之
事
ハ
十
五
年
さ
ヘ
権
上
人
に
て

候
、
撰
択
頂
戴
仕
候
而
も
、
香
衣
成
之
儀
者
不
思
寄
儀
ニ
候
、
其
元
御
分
別
候

而
、
遠
国
・
近
国
之
様
子
尋
被
成
、
撰
択
頂
戴
尤
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

林（
元
和
元
年
）
鐘
晦

（
六
月
）

日　
　
　
　
　
　

観
智
国
師　

源（
存
応
）誉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

伝（正
誉
廓
山
）

通
院

と
あ
る
。
こ
の
書
状
は
江
戸
に
い
る
増
上
寺
観
智
国
師
源
誉
存
応
か
ら
、
当
時
徳
川

家
康
の
居
る
京
都
で
浄
土
宗
諸
法
度
の
案
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
い
た
伝
通
院
の
正

誉
廓
山
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
で
あ
る
。
増
上
寺
の
源
誉
存
応
は
伝
通
院
の
正
誉
廓
山

に
撰
択
頂
戴
の
年
限
や
、
上
人
成
の
綸
旨
勅
許
の
年
限
に
つ
い
て
、
関
東
で
の
用
例

を
申
し
送
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
正
上
人
の
綸
旨
は
二
十
年
に
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
案
文
の
作
成
者
伝
通
院
の
正
誉
廓
山
は
増
上
寺
の
源
誉
存
応
の

指
示
を
受
け
な
が
ら
作
成
し
て
い
た
様
子
が
窺
か
が
わ
れ
る
。

　
『
駿
府
記
』
所
収
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
閏
六
月
八
日
・
十
四
日
の
条
に
は
、

閏
六
月
八
日
、
廓（
正
誉
）山

上
人
出
御
前
、
浄
土
宗
法
度
可
被
下
由
依
仰
、
件
条
及
持

参
云
々
、
大
蔵
一
覧
一
部
拝
領
之
、
先
日
松
薫
出
御
前
、
于
時
大
中
寺
曹
洞
宗

法
度
御
朱
印
被
出
下
、

十
四
日
、
今
日
賜
浄
土
宗
法
度
御
朱
印
廓
山
上
人
云
々
、

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
閏
六
月
八
日
に
伝
通
院
の
廓
山
が
浄
土
宗
諸
法
度
の

案
文
を
持
っ
て
、
二
条
城
に
い
た
徳
川
家
康
の
御
前
に
参
上
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。そ
し
て
同
十
四
日
に
、廓
山
が
徳
川
家
康
か
ら
浄
土
宗
諸
法
度
に
朱
印
を
も
ら
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
浄
土
宗
諸
法
度
が
徳
川
家
康
か
ら
承
認
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
諸
法
度
は
日
柄
の
関
係
で
、
元
和
元
年
七
月
日
付
に
な
っ

て
い
る
が
、
事
実
上
は
閏
六
月
十
四
日
に
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
諸
法
度
は
知
恩
院
・
増
上
寺
・
伝
通
院
の
三
ヵ
寺
に
出
さ
れ
て
い
る
。
総

本
山
知
恩
院
・
関
東
本
山
増
上
寺
と
共
に
伝
通
院
に
も
出
さ
れ
た
の
は
、
案
文
の
作

成
者
廓
山
が
住
職
を
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

増
上
寺
所
蔵
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
日
付
の
浄
土
宗
諸
法
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　

浄
土
宗
諸
法
度

（１）
一
、
知
恩
院
之
事
、
立
置　

宮
門
跡
、
門
領
各
別
相
定
上
者
、
不
可
混
雑
寺
家
、

引
導
・
仏
事
等
者
、
定
脇
住
持
、
如
先
規
可
被
執
行
、
於
十
念
、
為
結
縁
、

門
主
自
身
可
有
授
与
事
、

（２）
一
、
於
京
都
門
中
、
択
器
量
之
仁
六
人
、
為
役
者
可
致
諸
沙
汰
、
曽
不
可
有
贔

屓
偏
頗
事
、

（３）
一
、
碩
学
衆
於
円
戒
伝
授
者
、
調
道
場
之
儀
式
、
可
令
執
行
、
浅
学
之
輩
、
猥

不
可
授
与
事
、
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（４）
一
、
対
在
家
之
人
、
不
可
令
相
伝
五
重
血
脈
事
、

（５）
一
、
浄
土
修
学
不
至
十
五
年
者
、
不
可
有
両（
宗
脈
・
戒
脈
）

脈
伝
授
、
殊
更
於
璽
書
許
可
者
、

雖
為
器
量
之
仁
、
不
満
弐
拾
年
者
、
堅
不
可
令
相
伝
事
、

（６）
一
、
糺
明
学
問
之
年
臘
、
増
上
寺
当
住
、
并
其
談
義
所
之
能
化
、
以
両
判
添
状

可
啓
本
寺
、
於
令
満
足
二
十
年
之
稽
古
者
、
可
令
頂
戴
正
上
人
之　

綸
旨
、

不
至
弐
拾
年
者
、
可
為
権
上
人
事
、
付
、
十
五
年
以
来
之
出
世
之
座
次
、

可
有
正
・
権
分
別
事
、

（７）
一
、
非
古
来
之
学
席
者
、
私
不
可
立
常
法
幢
事
、

（８）
一
、
不
解
事
理
縦
横
之
深
儀
、
着
相
憑
文
之
族
、
貪
着
名
利
、
不
可
致
法
談
、

縦
亦
蒙
尊
宿
許
可
雖
令
勧
化
、
空
閣
仏
経
祖
釈
、
偏
事
狂
言
綺
語
、
妄
荘

愚
夫
耳
、
剰
自
讃
毀
他
、
最
是
為
法
衰
之
因
・
諍
論
之
縁
、
堅
可
制
止
事
、

（９）
一
、
往
来
之
知
識
等
、
其
所
之
門
中
無
許
容
、
聊
爾
不
可
致
法
談
事
、

（10）
一
、
若
輩
之
砌
、
及
十
箇
年
致
学
問
、
其
後
令
退
転
之
僧
、
望
色
袈
裟
者
、
依

其
人
体
、
六
十
歳
以
後
可
許
之
、
但
、
於
上
人
之
義
者
、
可
有
斟
酌
事
、

（11）
一
、
為
平
僧
分
、
縦
雖
老
年
、
不
可
致
引
導
事
、

（12）
一
、
於
浄
土
宗
諸
寺
家
者
、
縦
雖
為
師
匠
之
附
属
、
恣
不
可
住
職
事
、

（13）
一
、
就
相
替
古
跡
之
住
持
者
、
可
令
血
脈
附
法
相
続
、
若
於
為
前
住
没
後
之
入

院
者
、
至
流
義
之
源
、
可
致
伝
受
事
、

（14）
一
、
紫
衣
之
諸
寺
家
之
住
持
、
致
隠
居
之
時
、
可
脱
紫
衣
事
、

（15）
一
、
大
小
之
新
寺
、
為
私
不
可
致
建
立
事
、

（16）
一
、
借
在
家
構
仏
前
、
不
可
求
利
養
事
、

（17）
一
、
於
知
識
分
座
次
者
、
以
血
脈
・　

綸
旨
之
次
第
、
上
下
之
品
可
相
定
事
、

（18）
一
、
於
法
問
商
量
之
座
敷
者
、
以
学
文（
問
）之
戒
臘
可
定
上
下
、
至
其
外
之
衆
会
者
、

以
出
世
之
前
後
可
着
座
事
、

（19）
一
、
於
所
化
・
寺
僧
之
会
合
者
、
選
択
以
上
者
、
可
列
座
平
僧
之
上
事
、

（20）
一
、
平
僧
分
中
、
声
明
・
法
事
等
之
役
儀
、
有
其
嗜
輩
者
、
同
臘
之
中
可
居
上

座
事
、

（21）
一
、
不
弁
階
級
之
浅
深
、
恣
高
挙
自
身
、
対
上
座
致
緩
怠
輩
者
、
永
不
可
会
合

事
、

（22）
一
、
諸
寺
家
之
住
持
、
任
自
己
之
分
別
、
背
世
出
之
法
義
者
、
為
寺
中
之
老
僧
、

兼
日
可
加
異
見
、
不
然
者
可
属
同
罪
事
、

（23）
一
、
白
旗
流
義
諸
国
之
末
寺
、
随
其
大
小
、
集
調
報
謝
銭
、
三
箇
年
一
度
宛
、

以
使
僧
可
備
影
前
事
、

（24）
一
、
出
世
之
官
物
之
事
、　

綸
旨
之
分
銀
子
弐
百
目
、
参　

内
之
分
五
百
文
目
、

若
為
両
様
同
時
者
七
百
文
目
相
定
上
者
、
不
可
論
米
穀
之
高
下
事
、

（25）
一
、
末
々
諸
寺
家
者
、
従
其
本
寺
可
致
仕
置
、
若
有
理
不
尽
沙
汰
者
、
可
為
本

寺
私
曲
事
、

（26）
一
、
一
向
無
智
之
道
心
者
等
、
対
道
俗
授
十
念
、
勧
男
女
与
血
脈
、
誠
以
法
賊

也
、
自
今
以
後
堅
可
停
止
事
、

（27）
一
、
悪
徒
出
来
、
近
年
興
邪
教
、
違
経
文
釈
義
、
私
勧
安
心
、
闕
六
字
名
号
、

唯
称
三
字
、
廻
種
々
謀
計
、
令
誑
惑
衆
生
、
是
須
魔
民
之
所
行
、
速
可
令

追
払
事
、

（28）
一
、
号
霊
仏
・
霊
地
之
修
理
、
不
可
諸
国
勧
進
事
、

（29）
一
、
如
旧
例
、
夏
安
居
従
四
月
十
五
日
期
六
月
廿
九
日
、
冬
安
居
従
十
月
十
五

日
可
至
極
月
十
五
日
、
聊
不
可
有
延
促
事
、

（30）
一
、
於
一
夏
中
、
客（
上
読
法
問
）

殿
之
法
問
十
則
、
下
読
法
問
十
一
則
、
無
闕
減
可
令
決
択
、
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宗
諸
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程

并
湯
日
之
外
不
可
有
談
場
懈
怠
、
冬
安
居
可
為
同
前
事
、

（31）
一
、
解
間
之
事
、
春
従
二
月
朔
日
期
三
月
廿
九
日
、
秋
従
八
月
一
日
可
至
九
月

廿
七
日
、
如
両
安
居
、
物
読
・
法
問
不
可
有
懈
怠
事
、

（32）
一
、
頌
義
十
人
以
下
之
僧
、
不
可
為
寮
坊
主
事
、

（33）
一
、
諸
談
所
之
所
化
、
自
今
以
後
縦
雖
令
他
山
、
老
若
共
不
可
付
替
因
名
事
、

（34）
一
、
於
一
寺
追
放
之
所
化
者
、
諸
談
所
之
会
合
不
可
有
之
事
、
付
、
寺
僧
・
同

宿
等
可
為
同
前
事
、

（35）
一
、
諸
談
林
所
化
之
法
度
、
悉
以
可
復
従
上
事
、

　
　
　

右
三
十
五
箇
之
条
々
、
永
代
可
守
此
旨
、
若
於
有
違
背
之
仁
者
、
随
科
之
軽

　
　
　

重
、
或
令
流
罪
、
或
可
脱
却
三
衣
者
也
、

　
　
　
　
　

元
和
元
年
乙
卯
七
月　

日　
　
（
花
（
徳
川
家
康
）
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
上
寺

と
あ
る
。
条
文
の
上
に
あ
る
番
号
は
、
条
文
の
説
明
の
際
に
便
利
な
よ
う
に
私
が
付

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
度
は
前
述
し
た
感
誉
壁
書
法
度
・
関
東
浄
土
宗
法
度
・
下
読
法
度
・
安
居

式
目
な
ど
の
色
々
な
法
度
や
掟
な
ど
を
勘
案
し
て
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
案
文

は
宗
派
側
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
幕
府
側
か
ら
一
方
的
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
法
度
特
有
の
条
文
も
あ
る
の
で
、
条
文
を
追
っ
て
そ
の

内
容
を
順
次
説
明
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
条
数
は
便
宜
上
、
条
文
の
上
に
付
し
た

番
号
で
説
明
し
て
い
き
た
い
。

　

第
１
条
は
、
知
恩
院
に
宮
門
跡
を
設
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。
初
代
門
跡
良
純
法
親

王
の
詳
細
は
、
前
掲
拙
著
の
第
八
章
「
近
世
初
期
の
知
恩
院
住
職
と
檀
林
生
実
大
巌

寺
の
関
係
に
つ
い
て
」
の
三
、
初
代
門
跡
良
純
法
親
王
の
項
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
恩
院
は
、
寺
領
の
安
堵
や
住
職
の
補
任
な
ど
の
天
台
宗
門

跡
青
蓮
院
の
支
配
か
ら
独
立
し
て
、
対
外
的
に
も
一
宗
の
本
山
と
し
て
の
地
位
を
確

立
す
る
。
知
恩
院
内
で
は
門
跡
は
名
目
的
な
存
在
で
あ
り
、
実
務
は
脇
住
持
で
あ
っ

た
満
誉
尊
照
が
担
当
し
て
い
る
。

　

第
２
条
は
、
知
恩
院
の
運
営
は
京
都
門
中
か
ら
六
人
の
役
者
を
選
ん
で
担
当
す
る

よ
う
に
定
め
て
い
る
。
実
際
は
条
文
に
は
な
い
が
、
知
恩
院
の
塔
頭
寺
院
か
ら
選
出

さ
れ
た
二
名
の
山
役
者
が
六
人
の
役
者
を
補
佐
し
て
い
る
。
当
時
の
山
役
者
の
実
体

に
つ
い
て
は
、前
掲
拙
著
の
第
七
章
「
山
役
者
良
正
院
宗
把
の
斡
旋
行
為
に
つ
い
て
」

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

第
１
条
・
第
２
条
は
、
本
山
知
恩
院
の
た
め
に
、
今
回
新
た
に
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　

第
３
条
と
第
５
条
は
、浄
土
宗
僧
侶
の
僧
階
伝
授
の
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
４
条
は
、
在
家
の
人
に
五
重
を
伝
授
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

化
他
五
重
の
禁
止
で
あ
る
。
こ
の
条
目
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
度
々
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
化
他
五
重
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
第
二
十
八
章
「
江
戸
時
代
の
諸

法
度
に
見
ら
れ
る
化
他
五
重
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

　

第
６
条
は
、
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
大
変
名
誉
で
あ
る
上
人
号
の
許
可
に
つ
い
て
の

基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
二
十
年
で
正
上
人
、
十
五
年
で
権
上
人
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
前
述
の
林
鐘
晦
日
付
の
書
状
で
観
智
国
師
源
誉
存
応
と
伝
通
院
の
正
誉

廓
山
が
打
合
せ
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
７
条
は
、
古
来
か
ら
の
学
問
所
で
な
け
れ
ば
常
法
幢
（
継
続
し
て
所
化
を
修
学

さ
せ
る
こ
と
）
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
原
則
と
し
て
檀
林
以
外
の
寺
院
が
勝
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手
に
所
化
を
養
成
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
観
智
国
師
源
誉
存
応
は
こ
の

よ
う
な
法
度
が
あ
る
の
に
、
福
井
の
浄
光
院
な
ど
に
単
独
で
常
法
幢
を
許
可
し
て
い

る
事
例
が
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
第
三
章
「
常
法
幢
所
の
成
立
と
観
智
国

師
源
誉
存
応
」
で
紹
介
し
た
い
。

　

第
３
条
か
ら
第
７
条
ま
で
は
、
浄
土
宗
僧
侶
の
修
学
の
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。

　

第
８
条
は
、
勝
手
に
法
談
、
勧
化
、
諍
論
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

　

第
９
条
は
、
他
所
か
ら
来
た
も
の
が
、
地
元
の
門
中
の
許
可
な
く
勝
手
に
法
談
を

し
て
は
い
け
な
い
こ
と
。

　

第
10
条
は
、
色
袈
裟
の
着
用
基
準
を
定
め
て
い
る
。

　

第
11
条
は
、
平
僧
分
の
僧
が
葬
儀
の
引
導
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
能
化
以
外
に

引
導
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

第
12
条
は
、
住
職
交
替
は
所
定
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
。
勝
手
に
師
匠
か
ら
弟
子

に
寺
を
附
属
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
13
条
は
、古
跡
寺
院
の
住
職
交
替
の
際
は
法
流
相
続
を
厳
格
に
実
施
す
る
こ
と
。

　

第
14
条
は
、
紫
衣
の
許
可
は
、
そ
の
住
職
一
代
限
り
の
こ
と
。

　

第
11
条
か
ら
第
14
条
ま
で
は
、
寺
院
住
職
の
資
格
の
厳
密
化
で
あ
る
。

　

第
15
条
は
、
新
寺
建
立
の
禁
止
で
あ
る
。

　

第
16
条
は
、
在
家
に
仏
前
を
構
え
て
法
要
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

　

第
17
条
は
、
有
力
者
の
座
次
は
血
脈
・
綸
旨
の
順
次
に
よ
る
こ
と
。

　

第
18
条
は
、
法
問
の
座
次
は
学
問
の
戒
臘
に
よ
る
こ
と
。
一
般
の
会
合
の
座
次
は

出
世
の
前
後
に
よ
る
こ
と
。

　

第
19
条
は
、
所
化
・
寺
僧
の
会
合
の
座
次
は
、
選
択
部
以
上
の
僧
は
平
僧
の
上
座

の
こ
と
。

　

第
20
条
は
、
平
僧
分
中
で
も
声
明
・
法
事
の
役
儀
な
ど
の
担
当
者
は
、
同
臘
の
上

座
の
こ
と
。

　

第
21
条
は
、
上
座
に
対
し
て
緩
怠
の
僧
は
会
合
に
出
仕
停
止
の
こ
と
。

　

第
17
条
か
ら
第
21
条
ま
で
は
、
会
合
で
居
わ
る
席
順
で
あ
る
座
次
に
関
す
る
規
定

で
あ
る
。

　

第
22
条
は
、
法
義
に
背
く
住
持
は
老
僧
が
注
意
を
す
る
こ
と
。

　

第
23
条
は
、
白
旗
流
義
の
諸
国
の
末
寺
は
報
謝
銭
を
三
年
に
一
度
、
本
山
で
あ
る

知
恩
院
の
法
然
上
人
の
御
影
前
に
備
え
る
こ
と
。
こ
の
条
目
は
こ
れ
ま
で
の
ど
の
法

度
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本
山
知
恩
院
の
優
越
性
を
全
国
の
浄
土
宗

寺
院
に
示
し
た
第
１
条
・
第
２
条
と
共
に
こ
の
浄
土
宗
諸
法
度
の
特
色
で
あ
る
。

　

第
24
条
は
、
僧
侶
が
出
世
の
際
に
朝
廷
に
払
う
官
物
、
す
な
わ
ち
礼
銭
の
規
定
で

あ
る
。

　

第
25
条
は
、
末
寺
は
本
寺
の
仕
置
き
に
従
う
こ
と
。
本
寺
は
勝
手
な
仕
置
き
を
し

な
い
こ
と
。
本
末
制
度
の
徹
底
化
を
指
示
し
て
い
る
。

　

第
26
条
は
、
浄
土
宗
の
正
式
な
僧
侶
で
な
い
道
心
者
が
勝
手
に
十
念
や
血
脈
を
授

け
て
は
い
け
な
い
こ
と
。
前
述
の
第
４
条
と
関
連
す
る
が
、
特
に
道
心
者
に
限
定
し

て
い
る
。

　

第
27
条
は
、
勝
手
に
経
文
の
釈
義
を
変
え
て
法
談
を
し
た
り
、
本
来
六
字
の
名
号

を
勝
手
に
三
字
の
名
号
な
ど
を
称
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
。
い
わ
ゆ
る
邪
教
の
禁
止

で
あ
る
。

　

こ
の
第
26
・
27
条
は
明
ら
か
に
前
述
し
た
京
都
古
知
谷
の
道
心
者
弾
誓
の
念
仏
活

動
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
幕
府
は
い
か
に
在
俗
に
人
気
が
あ
っ
て



一
七

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

も
、
正
式
の
浄
土
宗
僧
侶
の
念
仏
活
動
以
外
は
厳
し
く
取
締
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
弾
誓
以
外
に
も
当
時
各
地
で
勝
手
な
念
仏
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
具
体
的
な

事
例
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

京
都
知
恩
院
所
蔵
の
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
極
月
五
日
付
の
新
義
念
仏
に
付
伏

見
正
覚
寺
等
訴
状
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　

乍
恐
申
上
候

一
、
於
西
岡
村
塚
原
徳
右
衛
門
と
申
仁
、
大
悪
人
に
て
御
座
候
、
当
代
興
邪
教

経
文
□（
破
損
）□

我
之
事
は
不
申
及
、
一
文
不
匠
之
や
か
ら
ニ
て
候
、
徳
右
衛
門

は
ば（
惮
）か

り
な
く
十
念
を
た（
出
）し

申
候
事
、
遠
近
其
隠
無
御
座
候
、
并
女
房
ま

て
も
十
念
を
た
し
申
候
事
歴
然
ニ
て
候
、
将
亦
大
俗
之
身
上
ニ
て
、
所
々

之
者
共
を
引
導
仕
候
事
、
是
ま（
紛
）き
れ
な
く
候
、
浄
土
一
宗
を
専
誹
謗
申
候
、

加
様
之
徒
者
立
置
被
成
候
て
ハ
、
一
宗
之
瑕
瑾
、
他
宗
他
門
之
あ（
嘲
）さ

け
り

ニ
て
御
座
候
、
彼
等
か
弟
子
等
法
ろ（
禄
）く

か（
軽
）る

く
候
ヘ
ハ
、
女
房
出
し
十
念

を
授
申
候
、
法
ろ
く
お（
重
）も
く
候
ヘ
ハ
、
徳
右
衛
門
其
座
へ
出
、
十
念
を
授

申
候
、
こ
こ
か
し
こ
ニ
て�

〳
〵�

〳
〵�

、
代
ニ
縄
を
あ
て
か
い
く
□（
破
）�

□（
損
）し
め
さ
せ
候
て
、
相
応（
破
損
）□財
宝
家
道
具
等
を
取
申
候
事
無
其
隠
候
、
然

ニ
私
ニ
勧
安
心
、
専
邪
法
邪
教
興
行
仕
候
、
廻
種
々
計
事
、
令
衆
生
を
誑

惑
候
、
兎
角
是
等
之
者
魔
王
魔
民
之
所
行
ニ
而
候
、
其
上　

知
恩
院
様
之

儀
は
不
申
及
、
諸
末
寺
諸
長
老
之
勧
念
仏
ハ
、
悉
雑
行
ナ
リ
ト
き
ら
い
捨
、

我
等
不
有
勧
不
成
仏
申
候
、
我
等
十
念
廻
向
ニ
て
仏
ニ
成
ル
ト
申
触
候
、

背
三
国
相
承
之
旨
大
法
賊
之
儀
候
、

　
　
　
　
　

知
恩
院
様　

御
役
者　
　
　
　
　

伏
見　
　

正
覚
寺
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
披
露　
　
　

桂　
　
　

極
楽
寺
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
州
□（
破
損
）□

法
然
寺
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

元
和
弐
年
極
月
五
日

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
諸
法
度
制
定
直
後
の
元
和
二
年
極
月
で
も
、
西
岡
村

で
塚
原
徳
右
衛
門
が
勝
手
な
念
仏
活
動
を
行
い
、
知
恩
院
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
。

　

第
28
条
は
、
勝
手
な
勧
進
活
動
の
禁
止
。

　

第
29
条
は
、
檀
林
の
修
学
期
間
で
あ
る
夏
安
居
・
冬
安
居
の
厳
格
な
実
施
を
規
定

し
て
い
る
。

　

第
30
条
は
、
檀
林
の
修
学
方
法
で
あ
る
上
読
法
問
・
下
読
法
問
の
規
定
。
こ
れ
ら

は
従
来
の
法
度
の
内
容
を
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
31
条
は
、
特
別
な
修
学
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
解
間
期
間
中
も
物
読
・
法
問
の

練
習
に
励
む
こ
と
。

　

第
32
条
は
、
僧
階
が
頌
義
十
人
以
下
の
僧
は
、
所
化
の
指
導
役
で
あ
る
寮
坊
主
に

は
な
れ
な
い
こ
と
。

　

第
33
条
は
、一
度
檀
林
に
入
っ
て
入
寺
帳
に
登
録
し
た
因
名
を
、他
の
檀
林
に
移
っ

て
も
替
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
。
こ
れ
は
僧
侶
の
名
前
で
あ
る
因
名
の
混
乱
を
防
ぐ

た
め
に
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

　

第
34
条
は
、
一
寺
追
放
の
所
化
は
、
他
の
檀
林
も
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

　

第
35
条
は
、
諸
談
所
の
所
化
の
規
定
は
す
べ
て
上
意
下
達
の
こ
と
。

　

第
29
条
か
ら
第
35
条
ま
で
は
す
べ
て
僧
侶
養
成
機
関
で
あ
る
檀
林
の
所
化
の
修
学

規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
檀
林
に
よ
っ
て
異
っ
て
い
た
修
学
規
定
を
一
本
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
最
後
に
徳
川
家
康
の
命
で
、
こ
の
法
度
に
違
背
し
た
者
は
、
科
の
軽
重
に

よ
り
流
罪
、
ま
た
は
三
衣
を
脱
却
、
す
な
わ
ち
僧
侶
身
分
を
追
放
す
る
と
規
定
し
て



一
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
宗
内
法
度
の
規
定
は
、
多
く
は
宗
内
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
浄
土
宗
諸
法
度
は
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
的

な
規
制
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
最
大
の
特
色
で
あ
る
。

　

鎌
倉
光
明
寺
所
蔵
の
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
九
月
朔
日
付
の
浄
土
宗
諸
法
度
写

と
増
上
寺
観
智
国
師
源
誉
存
応
添
書
に
は
、

　
　
　
　
　

浄
土
宗
諸
法
度

　
　
　
　
　
　
（
条
文
省
略
）

右
三
十
五
箇
之
条
々
、
永
代
可
守
此
旨
、
若
於
有
違
背
之
仁
者
、
随
科
之
軽

重
、
或
令
流
罪
、
或
可
脱
却
三
衣
者
也
、

　
　
　
　
　

元
和
元
年
乙
卯
七
月
日

　
　
　
　
　
　

増
上
寺

　
　

右
此
三
十
五
箇
条
之
諸
法
度
之
式
目
、
従　

相（
徳
川
家
康
）

国
様
被
出
候
、
其
写
進
之
候
、

　
　

如　

御
諚
、
其
表
之
門
中
仕
置
尤
候
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　

元
和
六
年
庚
申
九
月
朔
日　

普
光
観
智
国
師　

源
誉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

光
明
寺
深（
伝
察
）誉
和
尚

と
あ
り
、
増
上
寺
観
智
国
師
源
誉
存
応
か
ら
、
鎌
倉
光
明
寺
の
深
誉
伝
察
に
宛
て
て

こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
諸
法
度
の
写
し
が
送
ら
れ
て
い
る
。
慶
長
二
年
九
月
の
関
東
浄

土
宗
法
度
の
宛
所
が
関
東
本
山
と
な
っ
て
い
た
鎌
倉
光
明
寺
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ

に
は
増
上
寺
と
立
場
が
逆
転
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
増
上
寺
か
ら
光
明
寺
に
法
度

が
送
ら
れ
て
い
る
。

　

瓜
連
常
福
寺
所
蔵
の
年
未
詳
の
卯
月
十
三
日
付
の
増
上
寺
の
観
智
国
師
源
誉
存
応

書
状
に
は
、

　
　
　
　

已
上

以
一
書
申
候
、仍　

相（
徳
川
家
康
）

国
様
御
直
判
之
三（
浄
土
宗
諸
法
度
）

十
五
ヶ
条
之
御
法
度
書
之
写
進
之
候
、

以
此
旨
其
表
門
中
之
仕
置
可
被
成
候
、
為
其
申
達
候
、
早
々
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

卯
月
十
三
日　
　
　
　
　
　

観
智
国
師　

源（
存
応
）誉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

常
福
寺

と
あ
る
。
年
次
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
増
上
寺
か
ら
檀
林
常
福
寺
に
浄
土
宗

諸
法
度
が
送
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
元
和
五
年
極
月
に
は
越
前
の
浄
光
院
に
も
観
智
国
師
源

誉
存
応
か
ら
こ
の
浄
土
宗
諸
法
度
が
送
ら
れ
て
い
る
。

　

高
崎
大
信
寺
所
蔵
の
年
未
詳
の
九
月
五
日
付
の
増
上
寺
の
観
智
国
師
源
誉
存
応
定

書
に
は
、

一
、
大（
徳
川
家
康
）

御
所
様
依　

御
諚
、
仕
置
之
一
通
相
渡
候
、
惣
門
中
法
度
之
儀
、
急
度

可
被
申
付
候
事
、

一
、
往
来
之
知
識
、
辻
説
法
、
於
無
器
量
仁
者
、
必
可
被
停
止
之
事
、

一
、
仰
出
之
所
、
違
背
之
輩
可（
於
ヵ
）有
之
者
、
重
而
遂
御
披
露
、
堅
可
申
付
候
事
、

右
之
条
々
、
三
ヶ
寺
有
相
談
、
無
油
断
可
被
申
付
候
、
為
其
一
行
如
件
、

　
　
　
　
　
　

九
月
五
日　
　
　
　
　

普
光
観
智
国
師　

源（
存
応
）誉

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

報
（
駿
府
）

土
寺

　
　
　
　
　
　
　

花
陽
院

　
　
　
　
　
　
　

龍（
宝
台
院
）
泉
寺

と
あ
る
。
こ
こ
で
も
年
次
は
明
確
で
な
い
が
、
慶
長
十
五
年
以
降
、
元
和
元
年
ま
で

の
も
の
で
あ
る
。
観
智
国
師
源
誉
存
応
か
ら
駿
府
の
有
力
三
ヵ
寺
に
徳
川
家
康
の
制

定
し
た
法
度
が
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
檀
林
だ
け
で
な
く
地
方
の
有
力
寺
院



一
九

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

に
も
順
次
浄
土
宗
諸
法
度
は
伝
達
さ
れ
て
、
浄
土
宗
の
基
本
法
度
に
な
っ
て
い
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

三　

常
法
幢
所
の
成
立
と
観
智
国
師
源
誉
存
応

　

福
井
運
正
寺
所
蔵
の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
と
思
わ
れ
る
極
月
二
十
五
日
付
の

増
上
寺
観
智
国
師
源
誉
存
応
書
状
に
は
、

　
　
　
　

已
上

度
々
預
書
札
候
、
令
祝
着
候
、
仍
其
元
宰（
松
平
忠
直
）

相
殿
御
懇
意
故
、
所
化
之
介
抱
モ
相

続
可
有
之
儀
、
一
段
之
事
ニ
候
、
依
之
感（
存
貞
）誉
上
人
之
御
壁
書
、
殊
ニ
者
従
相
（
徳
川

国家
康
）様
、
宗
門
之
法
度
卅
余
ヶ
条
、
愚
老
ニ
被
仰
付
候
ヲ
書
写
遣
之
候
、
以
此
旨

所
化
之
御
仕
置
尤
ニ
候
、
以
来
ニ
者
年
数
相
続
之
仁
有
之
ニ
付
而
者
可
承
候
、

綸
旨
之
添
状
モ
関
東
之
談
林
惣
次
ニ
可
指
遣
候
、
其
地
御
旦（
檀
）力

故
、
仏
法
弘
通

之
段
、
如
何
様
御
次
而
之
時
分　

公（
徳
川
秀
忠
）

方
様
ニ
可
申
上
候
、
事
々
期
後
音
節
候
、

恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　

極（
元
和
五
年
）
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　

観
智
国
師　

源
誉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
上
寺

　
　
　
　
　

浄
光
院　

御
侍
者
中

と
あ
る
。
こ
の
書
状
は
年
号
は
な
い
が
、
日
付
と
宛
所
や
内
容
か
ら
み
て
、
本
論
の

最
初
に
引
用
し
た
運
正
寺
所
蔵
の
元
和
五
年
極
月
二
十
五
日
付
の
観
智
国
師
源
誉
存

応
の
感
誉
壁
書
法
度
の
送
状
と
同
年
の
元
和
五
年
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
状
を

み
る
と
、
観
智
国
師
源
誉
存
応
は
浄
光
院
の
源
誉
随
流
に
対
し
て
、
藩
主
松
平
忠
直

の
斡
旋
に
よ
り
、
浄
光
院
で
所
化
の
介
抱
が
相
続
し
て
い
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。

所
化
の
介
抱
と
は
所
化
を
抱
え
て
修
学
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
当
寺
の
浄
光
院

に
は
随
流
の
指
導
に
よ
り
多
く
の
所
化
が
集
ま
っ
て
修
学
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
存
応
は
師
匠
の
感
誉
壁
書
法
度
と
新
た
に
制
定
さ
れ
た
浄
土
宗
諸
法
度
を
浄

光
院
に
送
り
、
所
化
の
仕
置
き
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
に
と
い
っ
て
い
る
。
実
際
に

浄
光
院
に
は
感
誉
壁
書
法
度
と
共
に
浄
土
宗
諸
法
度
の
写
が
現
存
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
る
と
、
感
誉
壁
書
法
度
と
浄
土
宗
諸
法
度
は
密
接
な
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
江
戸
幕
府
が
制
定
し
た
寺
院
法
度
に

は
多
く
の
場
合
参
考
と
な
る
下
書
が
あ
っ
た
。
第
一
章
で
述
べ
た
法
度
類
の
中
で
、

こ
の
感
誉
壁
書
法
度
が
談
義
所
の
所
化
養
成
に
つ
い
て
は
も
っ
と
も
詳
細
な
法
度
で

あ
る
。
感
誉
壁
書
法
度
が
浄
土
宗
諸
法
度
の
下
書
に
な
っ
た
可
能
性
が
も
っ
と
も
高

い
。
存
応
が
浄
光
院
に
常
法
幢
を
許
す
に
あ
た
っ
て
、
所
化
達
の
仕
置
き
に
利
用
す

る
よ
う
に
い
っ
て
こ
の
二
つ
の
法
度
を
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
浄
土
宗
諸
法
度
は
対
象
が
談
義
所
だ
け
で
は
な
い
の
で
、
本
山
の

こ
と
、
伝
法
の
こ
と
、
行
政
上
の
こ
と
、
住
持
の
権
限
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い

る
が
、
所
化
の
養
成
に
つ
い
て
は
こ
の
感
誉
壁
書
法
度
が
も
っ
と
も
下
書
に
な
っ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

従
来
私
は
浄
土
宗
諸
法
度
の
案
文
起
草
者
は
、
直
接
徳
川
家
康
と
交
渉
し
た
伝
通

院
の
正
誉
廓
山
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
書
状
の
中
で
存
応
は
「
宗
門
之
法

度
卅
余
ヶ
条
、
愚
老
ニ
被
仰
付
候
ヲ
」
と
い
っ
て
お
り
、
家
康
か
ら
法
度
の
作
成
を

命
ぜ
ら
れ
た
の
は
存
応
で
あ
り
、
廓
山
は
伝
達
役
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
こ
れ
ら
の
一
連
の
史
料
を
み
る
と
、
浄
土
宗
諸
法
度
の
作
成
過
程
に
お
け

る
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
影
響
力
は
充
分
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

浄
土
宗
諸
法
度
と
存
応
の
関
係
は
さ
て
お
き
、
前
述
の
存
応
の
書
状
の
内
容
に
戻



二
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

る
と
、
存
応
は
浄
光
院
の
修
学
者
に
も
関
東
の
談
林
同
様
に
綸
旨
の
添
状
を
出
す
と

い
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
浄
光
院
の
法
幢
相
続
を
将
軍
秀
忠
に
申
し
上
げ
る
と
い
っ
て

い
る
。
こ
の
内
容
を
み
る
と
、
存
応
は
元
和
元
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
浄
土
宗
諸
法

度
の
第
七
条
に
、
新
設
寺
院
の
常
法
幢
は
禁
止
と
あ
る
の
に
、
新
設
の
浄
光
院
に
常

法
幢
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

福
井
運
正
寺
所
蔵
の
年
未
詳
の
極
月
十
五
日
付
の
運
正
寺
源
誉
随
流
書
状
に
は
、

　
　
　
　

以
上

謹
而
奉
言
上
候
、
抑
御
尊
体
御
息
災
之
由
承
及
、
以
之
太
慶
奉
存
候
、
此
方
茂

所
化
衆
数
多
集
会
之
儀
候
、
尚
期
後
音
之
時
候
、
恐
惶
頓
首
、

　
　
　
　
　

極
（
元
和
五
年
ヵ
）
月
拾
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

随（
源
誉
）流
（
花
押
）

　
　
　

進
上　

知
恩
院
様　

衣
鉢
侍
者
御
中

と
あ
る
。
こ
の
書
状
の
年
代
は
特
定
で
き
な
い
が
、
源
誉
随
流
が
「
此
方
茂
所
化
衆

数
多
集
会
之
儀
候
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
源
誉
随
流
が
浄
光
院
に
入
る
の
が
、
詳

細
は
後
述
す
る
が
、
元
和
三
年
五
月
以
降
で
あ
る
。
一
方
、
宛
所
は
知
恩
院
の
住
職

が
満
誉
尊
照
と
思
わ
れ
る
の
で
、
尊
照
が
亡
く
な
る
元
和
六
年
六
月
以
前
の
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
書
状
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
一
連
の
観
智
国
師
源
誉
存

応
書
状
と
同
様
に
元
和
五
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
随
流
が
本
山
知
恩
院
に
自
分
の

寺
に
所
化
が
集
ま
っ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
浄
光
院
で
は
公

然
と
常
法
幢
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
浄
光
院
に
は
こ
の
よ
う
な
破
格
の
常
法
幢
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
浄
光
院
と
当
時
の
住
持
随
流
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
閏
四
月
に
徳
川
家
康
の
二
男
で
あ
り
結
城
家
に
養
子

に
い
っ
て
い
た
越
前
北
庄
藩
主
結
城
秀
康
が
逝
去
し
た
。
当
初
結
城
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
曹
洞
宗
の
孝
顕
寺
で
葬
儀
を
行
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
徳
川
家
康
の
意
向
で
松
平

家
の
宗
旨
で
あ
る
浄
土
宗
で
行
う
よ
う
に
と
指
示
が
あ
り
、
急
拠
京
都
の
浄
土
宗
本

山
知
恩
院
の
満
誉
尊
照
が
北
庄
に
下
向
し
て
結
城
秀
康
の
葬
儀
を
執
行
し
た
。
そ
の

際
に
秀
康
に
浄
光
院
殿
の
法
名
を
授
与
し
た
。
そ
し
て
松
平
家
の
菩
提
寺
と
し
て
同

地
に
建
立
さ
れ
た
の
が
浄
光
院
で
あ
る
。
浄
光
院
は
最
初
か
ら
藩
主
菩
提
寺
と
し
て

建
立
さ
れ
た
由
緒
寺
院
で
あ
る
。
満
誉
尊
照
は
本
山
知
恩
院
の
住
職
で
あ
り
、
浄
光

院
の
名
目
上
の
開
山
で
あ
っ
た
。
尊
照
が
京
都
に
帰
洛
後
、
二
代
目
、
三
代
目
は
在

地
の
僧
で
あ
る
光
誉
万
公
、
照
誉
重
公
が
勤
め
て
い
る
。
そ
し
て
四
代
目
に
こ
れ
ら

の
書
状
の
宛
所
で
あ
る
源
誉
随
流
が
就
任
し
て
い
る
。
源
誉
随
流
に
つ
い
て
は
、
前

掲
の
拙
著
の
第
四
章
「
草
創
期
の
関
東
十
八
檀
林
を
支
え
た
人
々
」
四
、
源
誉
随
流

の
項
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
随
流
は
檀
林
生
実
大
巌
寺
二
世
安
誉
虎
角
の
高

弟
で
あ
り
、
知
恩
院
の
満
誉
尊
照
や
後
の
知
恩
院
三
十
二
世
雄
誉
霊
巌
と
兄
弟
弟
子

で
あ
る
。
関
東
浄
土
宗
寺
院
で
は
じ
め
て
檀
林
の
テ
キ
ス
ト
類
を
木
活
字
本
で
刊
行

す
る
な
ど
、
関
東
を
代
表
す
る
学
僧
で
あ
る
。

　

こ
の
源
誉
随
流
に
つ
い
て
「
運
正
寺
由
来
記
」
に
は
、

鎌
倉
光
明
寺
住
世
時
、
中
納
言
秀（
結
城
）康
卿
長
男
宰
相
忠（
松
平
）直
卿
依
招
請
而
住
職
、
其

後（
元
和
九
年
以
降
）

伊
予
守
忠
昌
卿
御
代
、
於
当
院
一
夏
法
幢
所
化
百
僧
集
会
而
執
行
、
其
節
観

智
国
師
御
書
并
式
目
被
下
之
也
、
其
以
後
大
巌
寺
転
住
也
、

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
随
流
は
北
庄
藩
主
松
平
忠
直
の
招
請
に
よ
っ
て
、
檀
林
鎌
倉

光
明
寺
の
住
職
か
ら
北
庄
の
浄
光
院
の
住
職
に
転
出
し
て
い
る
。
次
期
の
本
山
知
恩

院
住
職
転
出
の
可
能
性
の
高
い
鎌
倉
光
明
寺
の
住
職
か
ら
、
地
方
の
新
設
の
北
庄
の

浄
光
院
住
職
に
転
出
す
る
こ
と
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。
特
別
な
要
請
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。



二
一

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

　

鎌
倉
光
明
寺
の
歴
代
住
職
の
手
次
書
で
あ
る
随
流
の
璽
書
を
み
る
と
、

浄
土
宗
相
承
手
次
之
事

右
代
々
璽
書
如
前
々
、
於
此
釈
深（
伝
察
）誉
、
為
法
器
之
仁
故
、
一
宗
浄
土
之
奥
旨
、

三
国
曩
祖
之
口
伝
無
残
、
悉
以
手
印
為
支
証
、
具
ニ
令
授
与
已
竟
、
任
相
伝
之

旨
、
可
被
弘
通
後
輩
之
状
如
件
、

　
　
　
　
　

時
元
和
三
稔
丁
巳
五
月
六
日　
　

第
三
十
一
世　

釈
元（
随
流
）誉　

在
判

　
　
　
　
　
　
　

手
印　
左右

と
あ
る
。
こ
の
手
次
の
璽
書
を
み
る
と
、
元
誉
随
流
は
元
和
三
年
五
月
に
鎌
倉
光
明

寺
を
深
誉
伝
察
に
譲
っ
て
お
り
、
こ
の
後
に
浄
光
院
に
転
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
前
述
の
元
和
五
年
極
月
付
の
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
書
状
な
ど
の
宛
所
が
、

浄
光
院
の
住
持
が
源
誉
随
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
問
題
な
い
。
松
平
忠
昌
の
福
井

藩
主
就
任
は
元
和
九
年
二
月
で
あ
る
。
観
智
国
師
源
誉
存
応
は
元
和
七
年
十
一
月
に

亡
く
な
っ
て
い
る
。
源
誉
存
応
の
書
状
を
元
和
九
年
二
月
以
降
と
す
る
「
運
正
寺
由

来
記
」
の
記
述
の
方
に
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
浄
光
院
で
元
和
五
年
の
時
点
で
常
法
幢
を
実
施
し
、
多
数
の
所
化
を

指
導
す
る
た
め
に
は
、
在
地
の
僧
侶
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
関
東
の
代
表
的
な
学
僧

で
あ
り
、
有
力
者
と
密
接
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
源
誉
随
流
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
浄
光
院
は
こ
の
源
誉
随
流
の
時
代
に
藩
主
松
平
忠
直
の
帰
依

を
う
け
、
さ
ら
に
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
特
別
な
働
き
か
け
に
よ
り
、
本
来
法
度
で

禁
止
さ
れ
て
い
る
常
法
幢
を
行
う
談
義
所
と
し
て
多
く
の
所
化
が
集
ま
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

一
方
、
源
誉
随
流
退
山
後
の
檀
林
生
実
大
巌
寺
の
衰
退
を
嘆
い
た
増
上
寺
の
照
誉

了
学
は
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
再
度
学
問
所
復
活
の
た
め
に
源
誉
随
流
を
大

巌
寺
の
住
職
に
任
命
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
随
流
は
当
時
の
多
く
の
人
々
か
ら
学

僧
と
し
て
高
い
評
価
を
う
け
て
い
た
学
僧
で
あ
る
。

　

浄
光
院
以
外
に
も
観
智
国
師
源
誉
存
応
が
単
独
で
常
法
幢
を
許
可
し
て
い
る
事
例

が
他
に
も
二
、
三
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
併
せ
て
、
観
智
国
師
源
誉
存
応
の

特
別
な
権
限
を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
檀
林
霊
山
寺
志
』
所
収
の
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
の
十
一
月
九
日
付
の
増

上
寺
の
観
智
国
師
源
誉
存
応
書
状
に
は
、

此
中
者
物
遠
に
打
過
候
、
仍
其
方
新
法
幢
之
儀
、
此
度
御
鷹
野
ヘ
以
聖（
晃
誉
）吟

申
上

候
得
者
、
何
と
成
共
愚
老
次
第
と
御
諚
に
候
、
心
易
物
続（
読
ヵ
）法

問
可
有
執
行
候
、

大
衆
ヘ
も
此
儀
可
為
仰
聞
候
、
為
其
一
書
先
以
申
、
委
細
天（
念
誉
春
貞
）

光
院
ゟ
可
被
申
候
、

恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十（
慶
長
十
七
年
）

一
月
九
日　
　
　
　
　
　

観
智
国
師　

源（
存
応
）誉

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

大（
専
誉
）長

和
尚

と
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
慶
長
十
七
年
十
一
月
朔
日
付
の
霊
山
寺
の
安
居
式
目
と
関

連
す
る
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
書
状
で
あ
り
、
慶
長
十
七
年
の
も
の
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
こ
こ
で
も
存
応
は
新
設
の
駿
河
台
の
霊
山
寺
に
新
法
幢
を
許
可
し
て
い
る
。

こ
の
新
法
幢
の
許
可
は
、
将
軍
に
願
い
出
て
、「
愚
老
次
第
」
と
御
諚
、
す
な
わ
ち

許
可
を
得
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
存
応
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い

る
新
法
幢
を
許
可
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
存
応
は
こ
の
時
に

所
化
の
修
学
の
た
め
の
安
居
式
目
も
定
め
て
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
過
を
踏
え

て
、
新
設
の
霊
山
寺
は
常
法
幢
を
許
さ
れ
る
檀
林
寺
院
に
昇
格
し
て
い
る
。

　

高
崎
大
信
寺
所
蔵
の
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
十
月
二
十
二
日
付
の
増
上
寺
観
智

国
師
源
誉
存
応
書
状
に
は
、



二
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
　
　
　

已
上

円
誉
不
残
和
尚
就
遷
化
、
大
信
寺
其
方
ヘ
附
属
被
成
候
、
依
之
僧
衆
堪
忍
被
申

候
者
指
南
有
之
、
一
周
忌
迄
之
事
者
可
然
候
、
其
上
相
続
ニ
付
而
者
一
段
之
儀

ニ
候
、
新
法
幢
者
御
法
度
ニ
候
得
共
、
愚
老
以
心
得
先
々
用
捨
申
候
、
可
心
易

候
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　

十
元
和
三
年月

廿
二
日　
　
　
　
　
　

普
光
観
智
国
師　

源（
存
応
）誉

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
上
寺

　
　
　
　
　
　
　

究

大
信
寺
巌
老

と
あ
る
。
こ
の
観
智
国
師
源
誉
存
応
書
状
は
、
高
崎
大
信
寺
の
究
巌
に
宛
て
た
も
の

で
あ
る
。
大
信
寺
を
も
と
檀
林
鴻
巣
勝
願
寺
の
住
職
で
あ
り
、
隠
居
後
大
信
寺
に
住

し
て
い
た
円
誉
不
残
の
死
後
、
究
巌
に
附
属
す
る
こ
と
を
存
応
は
伝
達
し
て
い
る
。

円
誉
不
残
は
学
僧
で
あ
り
、
所
化
が
修
学
し
て
い
た
の
を
、
引
続
き
究
巌
に
も
法
幢

を
許
可
す
る
旨
伝
え
て
い
る
。
書
中
で
「
新
法
幢
者
御
法
度
ニ
候
得
共
、
愚
老
以
心

得
先
々
用
捨
申
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
存
応
は
こ
こ
で
も
単
独
で
法
幢
を
許
可
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
元
禄
年
間
の
「
寺
院
由
緒
書
」
の
中
で
、
信
濃
芳
泉

寺
の
第
四
世
香
誉
直
至
は
高
崎
の
大
信
寺
の
究
巌
に
つ
い
て
修
学
し
た
と
書
上
げ
て

お
り
、檀
林
以
外
で
も
大
信
寺
が
一
時
期
伝
法
を
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
観
智
国
師
源
誉
存
応
は
単
独
で
常
法
幢
を
許
可
す
る
権
限
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
中
で
霊
山
寺
は
檀
林
に
昇
格
し
て
い

る
の
で
、
そ
の
ま
ま
常
法
幢
を
継
続
し
た
は
ず
で
あ
る
。
大
信
寺
は
究
巌
一
代
だ
け

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
浄
光
院
は
元
和
九
年
に
藩
主
松
平
忠
直
が
失
脚
し
た
た
め

随
流
一
代
で
常
法
幢
は
終
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
浄
土
宗
で
は
観
智
国
師
源
誉
存
応
以
外
に
常
法
幢
を
許
可
し
て

い
る
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
存
応
は
元
和
六
年
十
一
月
に
亡
く
な
る
が
、
元
和
元
年

の
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
後
間
も
な
い
過
渡
期
に
お
け
る
特
異
な
現
象
で
あ
る
。
反

面
、
観
智
国
師
源
誉
存
応
が
浄
土
宗
内
で
絶
対
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明

す
る
事
例
で
も
あ
る
。

ま
と
め

　

本
論
は
「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
よ
う
に
運
正
寺
の
史
料
調
査
を
し
た
時
に
、
元

和
五
年
極
月
二
十
五
日
付
の
観
智
国
師
源
誉
存
応
の
感
誉
壁
書
法
度
添
状
と
、
同
年

と
思
わ
れ
る
極
月
二
十
五
日
付
の
同
存
応
書
状
を
見
て
直
感
的
に
ひ
ら
め
い
た
成
果

を
、
こ
れ
ま
で
私
が
永
年
収
録
し
て
き
た
関
連
史
料
を
補
強
し
な
が
ら
丁
寧
に
考
証

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
感
誉
壁
書
法
度
添
状
で
は
、
故
藤
本
先
生
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

私
も
不
安
視
し
て
い
た
感
誉
壁
書
法
度
が
当
時
実
在
し
た
史
料
で
あ
る
こ
と
に
確
信

を
持
て
た
。
こ
の
法
度
は
談
義
所
の
所
化
養
成
の
た
め
の
最
初
の
法
度
と
し
て
貴
重

な
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
存
応
書
状
を
み
て
、
感
誉
壁
書
法
度
と
浄
土
宗
諸
法
度
が
極
め
て
密
接
な
関

係
に
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
浄
土
宗
諸
法
度
は
浄
土
宗
全
体
の
た
め
の
総
合
的

な
内
容
の
法
度
で
あ
る
が
、
所
化
養
成
に
つ
い
て
は
感
誉
壁
書
法
度
の
影
響
を
強
く

受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
宗
内
側
の
浄
土
宗
諸
法
度
の
案
文
起
草
に

存
応
が
強
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

同
書
状
の
後
半
で
は
存
応
が
新
設
の
浄
光
院
に
、
当
時
禁
止
さ
れ
て
い
た
は
ず
の

常
法
幢
を
単
独
で
許
可
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に



二
三

　
　
　
　
浄
土
宗
諸
法
度
の
成
立
過
程

存
応
が
常
法
幢
を
許
可
し
て
い
る
事
例
は
三
ヵ
寺
あ
る
。
霊
山
寺
は
浄
土
宗
諸
法
度

成
立
以
前
で
、
し
か
も
将
軍
の
許
可
を
得
て
、
そ
の
後
檀
林
に
昇
格
し
て
い
る
の
で

問
題
な
い
。
こ
れ
ま
で
高
崎
の
大
信
寺
の
事
例
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
特
別
な
理
由

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
が
、
今
回
浄
光
院
の
事
例
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
、
例
外
で
は
な
く
、
存
応
が
特
別
に
こ
の
よ
う
な
権
限
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
。
あ
ら
た
め
て
存
応
の
影
響
力
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ

た
。

　

最
後
に
本
論
作
成
に
あ
た
り
、
運
正
寺
御
住
職
尾
崎
氏
を
は
じ
め
、
仲
介
の
労
を

と
っ
て
く
れ
た
宗
務
庁
教
学
局
の
渡
辺
氏
、
調
査
に
同
行
し
て
く
れ
た
小
此
木
・
中

野
・
伊
藤
・
中
川
の
各
先
生
方
の
御
協
力
に
感
謝
し
て
筆
を
置
く
も
の
で
あ
る
。





二
五

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

長
谷
川　

匡　

俊

江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

は
じ
め
に

　

近
世
浄
土
宗
の
檀
林
史
は
筆
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
研
究
テ
ー
マ
の

一
つ
で
あ
る
が
、
近
年
や
や
遠
ざ
か
っ
て
い
た
感
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
分

野
で
は
、
つ
ね
に
新
た
な
史
料
の
発
掘
と
そ
の
批
判
的
考
証
に
基
づ
く
宇
高
良
哲
氏

の
、『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』(

東
洋
文
化
出
版
、一
九
八
二
年)

や
近
著
『
近

世
浄
土
宗
史
の
研
究
』（
青
史
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
所
収
の
優
れ
た
論
文
が
あ
り
、

筆
者
も
ま
た
そ
の
学
恩
を
こ
う
む
っ
て
い
る
。

　

宇
高
氏
の
主
要
な
業
績
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
制
度
・
政
策
史
的
な
い
し
近
世

教
団
・
寺
院
成
立
史
的
な
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
近
世
の
初
頭
お
よ
び
前
期
に

集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
の
関
心
は
、
檀
林
寺
院
の
本
末
構
造
と
運
営

や
経
営
、
檀
林
教
育
と
所
化
修
学
の
状
況
な
ど
、
そ
の
実
態
の
究
明
に
向
け
ら
れ
、

特
に
檀
林
寺
院
所
蔵
の
『
日
鑑
』
や
『
入
寺
帳
』
を
駆
使
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
ま
た
対
象
年
代
も
主
に
近
世
中
期
以
降
と
な
っ
て
い
る（
１
）。

　

そ
こ
で
小
論
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
だ
が
、
先
ご
ろ
上
記
宇
高
氏
と
粂
原
恒
久
氏
編

で
、
檀
林
川
越
『
蓮
馨
寺
日
鑑
』
第
一
巻
・
第
二
巻
が
上
梓
さ
れ（
２
）、

筆
者
に
も
恵
投

い
た
だ
い
た
。
お
よ
そ
半
世
紀
前
、
当
寺
を
訪
ね
た
折
に
『
日
鑑
』
の
所
蔵
は
知
ら

さ
れ
て
い
た
が
、
直
接
閲
覧
の
機
会
を
得
ぬ
ま
ま
、
こ
の
た
び
本
書
を
手
に
取
る
こ

と
が
叶
い
感
慨
無
量
の
も
の
が
あ
る
。
引
き
続
き
刊
行
は
進
む
の
で
あ
ろ
う
が
、
筆

者
と
し
て
は
、
し
ば
ら
く
休
眠
状
態
が
続
い
た
檀
林
史
研
究
を
再
開
す
べ
く
、
こ
の

機
会
を
捉
え
て
筆
を
執
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
江
戸
中
期
（
一
七
一
四
～

五
二
）の
お
よ
そ
四
〇
年
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、

『
日
鑑
』
を
通
し
て
初
め
て
知
ら
れ
る
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
の
実
況
を

探
り
、
江
戸
中
期
に
お
け
る
田
舎
檀
林
の
実
態
解
明
の
一
助
と
し
た
い
。

　

蓮
馨
寺
は
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
後
北
条
氏
の
配
下
川
越

城
主
大
道
寺
政
繁
が
城
下
に
一
寺
を
建
立
し
て
建
立
寺
と
名
付
け
（
の
ち
見
立
寺
と

改
め
る
）、
一
族
か
ら
出
家
し
た
感
誉
存
貞
を
請
じ
て
開
山
と
し
た
。
存
貞
は
増
上

寺
十
世
に
昇
進
す
る
が
、
後
に
川
越
に
戻
り
、
政
繁
の
母
が
建
立
し
た
蓮
馨
寺
と
合

併
し
て
そ
の
名
を
名
乗
り
、蓮
馨
寺
跡
に
は
馬
蹄
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
。
存
貞
は
、

道
誉
貞
把
と
並
ぶ
浄
土
宗
伝
法
の
大
成
者
で
あ
り
、
彼
の
門
下
か
ら
は
、
檀
林
勝
願

寺
中
興
開
山
・
檀
林
浄
国
寺
開
山
で
あ
る
惣
誉
清
巌
、
増
上
寺
中
興
開
山
源
誉
存
応

な
ど
、
関
東
浄
土
宗
教
団
の
発
展
に
尽
力
し
た
高
僧
が
輩
出
し
て
い
る
。
ま
た
存
貞

は
僧
侶
養
成
機
関
と
し
て
の
檀
林
の
整
備
に
も
尽
力
し
て
お
り
、
彼
の
制
定
し
た
談



二
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佛
　
教
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究

義
所
壁
書
に
は
、
修
学
中
の
所
化
が
守
る
べ
き
三
十
三
箇
条
の
法
度
が
定
め
ら
れ
て

い
る（
３
）。

　

蓮
馨
寺
檀
林
を
支
え
る
末
寺
に
は
、寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）「
浄
土
宗
諸
寺
之
帳
」

に
は
三
カ
寺
（『
江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
』
上
、
雄
山
閣
）、
元
禄
年
中
（
一
六

八
八
～
一
七
〇
三
）「
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」に
は
十
五
カ
寺（『
増
上
寺
史
料
集
』六
、

続
群
書
類
従
完
成
会
）、
文
政
年
中
（
一
八
一
八
～
三
〇
）
摂
門
が
編
ん
だ
「
檀
林

川
越
蓮
馨
寺
志
」
に
は
「
直
末
十
八
」
カ
寺
（『
浄
土
宗
全
書
』
二
十
）
が
そ
れ
ぞ

れ
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
近
末
」
す
な
わ
ち
近
隣
所
在
の
末
寺
で
、

本
寺
檀
林
の
運
営
や
他
の
末
寺
・
檀
方
と
の
取
り
次
ぎ
な
ど
、
本
寺
を
支
え
る
重
要

な
役
割
を
担
う
寺
院
と
し
て
、
大
蓮
寺
・
見
立
寺
・
西
雲
寺
の
三
カ
寺
が
あ
り
、『
日

鑑
』
に
も
頻
繁
に
登
場
す
る
。
な
お
蓮
馨
寺
は
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）
年
十
一
月
、

徳
川
家
康
か
ら
二
十
石
の
朱
印
状
を
受
け
て
お
り
、
後
世
の
檀
林
の
寺
格
で
は
香
衣

檀
林
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

小
論
で
取
り
扱
う
時
期
の
住
職
（
方
丈
）
は
、
十
七
世
成
誉
連
雄
（
一
七
一
四
・

四
～
一
七
二
三
・
二
）、
十
八
世
東
誉
円
悦
（
一
七
二
三
・
三
～
一
七
二
四
）、
十
九

世
性
誉
専
霊
（
一
七
二
四
・
一
一
～
一
七
二
七
・
一
一
）、
二
十
世
近
誉
了
知
（
一

七
二
七
・
一
一
～
一
七
三
〇
・
二
）、
二
十
一
世
就
誉
弁
良
（
一
七
三
〇
・
二
～
一

七
三
八
・
一
二
）、
二
十
二
世
誓
誉
貞
俊
（
一
七
三
八
・
一
二
～
一
七
四
二
・
二
）、

二
十
三
世
諦
誉
祖
秀
（
一
七
四
二
・
二
～
一
七
四
五
・
七
）、二
十
四
世
興
誉
正
念
（
一

七
四
五
・
八
～
）
ま
で
の
八
代
に
わ
た
る
が
、『
日
鑑
』
が
欠
落
し
て
い
る
期
間
も

あ
る
。
よ
っ
て
、
既
刊
の
『
蓮
馨
寺
日
鑑
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
た
十
九

冊
（
巻
）
の
「
日
鑑
」
原
本
が
取
り
扱
っ
て
い
る
年
代
等
を
、
各
巻
の
目
次
を
参
考

に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

蓮
馨
寺
日
鑑　

一　
　
　
　

正
徳
四
年
八
月
～
同
五
年
八
月

　

同　
　

上　
　

二　
　
　
　

享
保
八
年
七
月
～
同
十
年
六
月

　

同　
　

上　
　

三　
　
　
　

享
保
十
二
年
十
二
月
～
同
十
五
年
二
月

　

同　
　

上　
　

四　
　
　
　

享
保
十
六
年
一
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

五　
　
　
　

享
保
十
七
年
一
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

六　
　
　
　

享
保
十
八
年
一
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

七　
　
　
　

享
保
十
九
年
一
月
～
同
二
十
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

八　
　
　
　

元
文
二
年
一
月
～
同
年
十
二
月�

【
以
上
、
第
一
巻
】

　

同　
　

上　
　

九　
　
　
　

元
文
三
年
十
一
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十　
　
　
　

元
文
四
年
正
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十
一　
　
　

元
文
五
年
正
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十
二　
　
　

元
文
六
年
正
月
～
寛
保
元
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十
三　
　
　

寛
保
二
年
二
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十
四　
　
　

寛
保
三
年
正
月
～
同
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十
五　
　
　

寛
保
四
年
正
月
～
延
享
元
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十
六　
　
　

延
享
二
年
正
月
～
同
年
八
月

　

同　
　

上　
　

十
七　
　
　

寛
延
三
年
正
月
～
同
年
九
月

　

同　
　

上　
　

十
八　
　
　

寛
延
三
年
十
一
月
～
宝
暦
元
年
十
二
月

　

同　
　

上　
　

十
九　
　
　

宝
暦
二
年
正
月
～
同
年
十
月�

【
以
上
、
第
二
巻
】

な
お
、
小
論
は
『
日
鑑
』
を
多
用
し
て
い
る
の
で
、
以
下
引
用
の
際
に
は
、「
第
一

巻
の
１
２
５
頁
」
で
あ
れ
ば
、「（
一
・
１
２
５
）」
と
本
文
中
に
表
記
し
て
い
る
。



二
七

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

１
．
学
寮
数
及
び
所
化
数
と
学
事
暦
に
つ
い
て

　
（
１
）
学
寮
の
数
と
所
化
の
人
数

　
『
日
鑑
』
享
保
十
三
年
十
月
三
日
条
に
は
、
田
舎
檀
林
に
お
け
る
所
化
数
減
少
の

な
か
で
、
方
丈
（
住
職
）
と
し
て
は
本
意
で
は
な
い
も
の
の
、
以
前
に
当
寺
か
ら
増

上
寺
へ
他
山
し
た
僧
の
帰
山
を
免
許
し
た
こ
と
が
見
え
る
。興
味
深
い
内
容
な
の
で
、

次
に
紹
介
し
た
い
。

（
前
略
）
用（
寄
居
・
末
寺
）

土
蓮
光
寺
弟
子
円
雄
儀
、
五
年
以
前
東
誉
円
悦
和
尚
御
代
駿
州
宝

台
院
へ
被
仰
付
候
節
、
増
上
寺
へ
随
身
他
山
仕
候
、
今
般
帰
山
奉
願
候
、
何
と

そ
御
免
許
被
成
下
候
様
、
宜
御
披
露
奉
願
候
、
方
丈
御
出
御
聞
被
成
、
此
儀
ハ

先
住
性
誉
も
御
腹
立
之
由
聞
及
、
成
程
御
尤
成
儀
、
依
之
早
速
返
事
シ
、
許
か

た
け
れ
ト
モ
、
当
山
近
年
少
衆
た
る
之
間
、
帰
山
願
候
事
ハ
、
此
方
ニ
テ
も
悦

な
れ
ハ
、
不
届
な
か
ら
御
免
許
被
成
候
間
、
其
之
旨
可
相
詰
之
由
、（
中
略
）

勿
論
此
以
後
ハ
筋
な
く
随
身
ト
シ
テ
他
山
い
た
す
事
、
互
ニ
吟
味
可
有
之
候
、

（
下
略
）（
一
・
８
１
）

　

こ
こ
に
は
、「
帰
山
」
を
め
ぐ
っ
て
の
、
小
規
模
檀
林
に
お
け
る
ホ
ン
ネ
と
タ
テ

マ
エ
の
交
錯
状
況
が
窺
え
る
。「
少
衆
」
ゆ
え
、「
不
届
」
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
帰

山
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
今
後
、
方
丈

が
他
檀
林
等
へ
転
住
す
る
際
の
随
身
他
山
に
つ
い
て
も
、
そ
の
妥
当
性
を
考
慮
す
べ

き
だ
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
当
時
、
蓮
馨
寺
檀
林
に
在
籍
し
て
い
た
所
化
大
衆
の
人
数
は
ど
の
く
ら
い
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
正
徳
五
年
四
月
十
三
日
条
に
記
さ
れ
た
、
名
主
方
か
ら
町
奉
行

へ
提
出
さ
れ
る
「
人
別
宗
門
帳
」
に
は
、
蓮
馨
寺
方
丈
内
所
化
並
び
に
下
男
の
書
上

げ
が
見
え
、
所
化
十
一
人
、
下
男
四
人
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
一
・
１
９
）。
こ

の
人
数
は
、
個
々
の
人
名
は
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
享
保
十
三
年
三
月
に
出

さ
れ
た
同
寺
人
別
帳
の
人
数
と
同
じ
で
あ
る
（
一
・
５
１
）。
上
記
の
数
は
方
丈
内

所
化
数
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ほ
か
の
山
内
学
寮
在
籍
者
数
を
知
り
た
い
の
だ
が
『
日

鑑
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
『
日
鑑
』
に
登
場
す
る
当
寺
の
関
係
者
と
目

さ
れ
る
僧
侶
を
一
年
間
分
で
追
っ
て
み
る
と
、
お
よ
そ
二
、
三
十
人
を
数
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
寛
延
四
年
五
月
十
七
日
条
に
は
、
開
山
忌
・
報
謝
法
問
に
際
し

て
、「
九
ツ
前
末
山
・
大
衆
夕
飯
、
一
汁
香
五
菜
出
之
、
凡
四
十
人
前
程
支
度
」（
二
・

４
１
７
）
と
あ
り
、
末
寺
・
大
衆
の
出
席
人
数
を
お
よ
そ
四
十
人
と
見
込
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
数
字
を
勘
案
し
た
と
き
、
江
戸
中
期
の
蓮
馨
寺
檀
林
に
お
け
る
所
化
大
衆

の
人
数
は
、
三
十
人
前
後
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
量
さ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
学
寮
数
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
享
保
八
年
十
月
二
十
八
日
条
に
、「
寺

内
所
化
寮
四
軒
へ
玄
米
四
斗
入
壱
俵
、
壱
軒
へ
壱
斗
宛
被
仰
付
候
」（
一
・
３
９
）

と
み
え
、
当
時
、
四
軒
の
学
寮
が
あ
り
、
各
寮
へ
玄
米
一
斗
宛
て
配
給
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
の
後
の
経
過
を
『
日
鑑
』
で
追
っ
て
み
る
と
、
二
軒
の
時
期

も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
多
く
は
三
軒
の
学
寮
が
機
能
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
た
だ

し
、
そ
の
学
寮
経
営
の
実
態
に
関
し
て
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
厳
し
い
現
実
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
関
連
す
る
事
項
と
し
て
、
当
寺
へ
の
所
化
入
寺
状
況
を
示
し
て
お
こ

う
。
檀
林
に
は
所
化
の
学
籍
簿
に
あ
た
る
「
入
寺
帳
」（「
大
衆
帳
」
等
と
も
い
う
）

が
備
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
筆
者
は
当
寺
の
「
入
寺
帳
」
を
未
見
で

あ
る（
４
）。

そ
こ
で
、や
は
り
『
日
鑑
』
の
記
載
を
手
が
か
り
に
作
成
し
た
の
が
［
表
１
］

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
日
鑑
』
が
存
在
す
る
時
期
の
入
寺
状
況
は
こ
れ
で
把
握
で

き
よ
う
。



二
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

［
表
１
］　

年
次
別
入
寺
者
数
等
一
覧

年　

代
入　
　

寺

他　
　

山

帰　
　

山

消　
　

帳

備　
　

考

正
徳
４

（
一七一四）

日
鑑
8
―
10
月

同　

５

（
一七一五）
５
（
初
２
・

追
３
）

１
（
霊
巌

寺
）
出

日
鑑
８
月
迄

享
保
８

（
一七二三）
１
（
初
１
）
１
（
不
明
）

入

日
鑑
７
―
11
月

享
保
10

他
山
１
（
入
）

同　

13

（
一七二八）
１
（
追
１
）

同　

14

（
一七二九）
５
（
初
５
）

１

京
都
２
、

甲
斐
１

同　

15

（
一七三〇）
１
（
初
１
）

日
鑑
２
月
迄

同　

16

（
一七三一）
２
（
初
２
）

同　

17

（
一七三二）
４
（
初
２
・

追
Ⅰ
・
再

１
）

同　

18

（
一七三三）
５
（
初
５
）

４
（
病
１
・

成
１
・
結

不
１
ほ
か
）

同　

19

（
一七三四）
２
（
初
２
）

同　

20

（
一七三五）

５（
病
・
成
・

不
明
）

元
文
２

（
一七三七）

１
（
勝
願

寺
）

１
（
家
事

情
）

同　

３

（
一七三八）
２
（
初
２
）

日
鑑
11
・
12
月

同　

４

（
一七三九）
５
（
初
４
・

再
１
）

同　

５

（
一七四〇）
２
（
初
１
・

追
１
）

２
（
増
上

寺
）
入

２
（
往
１
・

成
１
）

同　

６

（
一七四一）
１
（
初
１
）

１
（
病
１
）

寛
保
２

（
一七四二）
６
（
初
６
）

１
（
病
１
）
日
鑑
１
月
欠

佐
渡
１
、
周
防
１

同　

３

（
一七四三）
２
（
初
２
）

延
享
元

（
一七四四）
１
（
初
１
）

佐
渡
１

同　

２

（
一七四五）

日
鑑
８
月
迄

寛
延
３

（
一七五〇）
１
（
初
１
）

日
鑑
10
月
欠

同　

４

（
一七五一）
２
（
初
２
）

宝
暦
２

（
一七五二）
１
（
初
１
）

日
鑑
10
月
迄



二
九

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

　

計

49
（
初
41
）
4
（
入
３
）
２

14

※�

『
日
鑑
』
の
記
載
期
間
が
限
定
さ
れ
る
も
の
を
備
考
に
記
し
た
。
初
―
初
入
寺
、

追
―
追
随
身
、
再
―
再
入
寺
、
病
―
病
身
、
成
―
成
就
、
往
―
往
生
、
結
不
―
結

夏
不
仕
。

　

こ
の
［
表
１
］
か
ら
、
ま
ず
入
寺
者
の
総
数
は
四
九
人
、
こ
の
う
ち
初
入
寺
が
四

一
人
で
八
五
％
を
占
め
る
。
初
入
寺
者
の
年
齢
は
、『
日
鑑
』
に
記
さ
れ
て
い
る
範

囲
で
見
る
限
り
、
規
定
上
の
十
五
歳
が
守
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
十
六
歳
か

ら
十
九
歳
ま
で
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
て
、
な
か
に
は
九
歳
と
い
う
低
年
齢
や
三
七
歳
の

例
ま
で
あ
る
。
規
定
通
り
に
は
い
か
な
い
田
舎
檀
林
の
実
況
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
年
間
入
寺
者
の
平
均
を
と
れ
ば
二
人
（
二
四
年
間
で
四
九
人
だ
か
ら
）
と
な
り
、

当
檀
林
へ
の
修
学
者
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

入
寺
者
の
な
か
に
「
追
」
と
あ
る
の
は
、
当
檀
林
に
住
職
と
な
っ
て
就
任
す
る
能

化
に
伴
い
移
っ
て
来
た
「
追
随
身
者
」
で
、「
再
」
は
い
っ
た
ん
病
気
等
の
理
由
で

退
山
し
た
後
の
「
再
入
寺
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
他
山
」
に
は
他
檀
林
か
ら

入
寺
し
た
者
と
、
逆
に
移
転
し
た
者
が
あ
り
、「
帰
山
」
は
一
度
他
檀
林
へ
出
て
、

後
に
帰
入
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
田
舎
檀
林
の
場
合
に
は
、
増
上
寺
を
は
じ
め
と

す
る
江
戸
の
大
檀
林
か
ら
、
こ
う
し
た
初
入
寺
以
外
の
入
寺
者
を
な
る
べ
く
多
く
受

け
入
れ
、
学
寮
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
若
い
所
化
た
ち

か
ら
み
て
も
、
そ
の
修
学
環
境
や
教
育
条
件
が
整
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

こ
の
点
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
消
帳
」
は
除
籍
の
こ
と
で
、
そ
の
理
由
と

し
て
は
、「
病
」
は
病
身
の
こ
と
、「
成
」
は
成
就
す
な
わ
ち
一
寺
の
住
職
に
な
る
こ

と
、「
往
」
は
往
生
で
死
亡
の
こ
と
、「
結
不
」
は
結
夏
不
仕
す
な
わ
ち
安
居
に
長
期

欠
席
の
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
病
気
に
よ
る
除
籍
が
多
い
の
は
、
他
の

田
舎
檀
林
の
ケ
ー
ス
と
共
通
す
る
傾
向
で
あ
っ
た（
５
）。

　
（
２
）
年
間
の
学
事
暦

　

蓮
馨
寺
檀
林
に
お
け
る
年
間
の
学
事
暦
と
も
い
う
べ
き
事
項
を
、
享
保
十
三
（
一

七
三
八
）
年
の
『
日
鑑
』
か
ら
抽
出
し
て
左
に
掲
げ
る
。
年
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い

は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
同
様
と
い
っ
て
よ
い
。

一
月
一
八
日　
　

物
読
始

四
月
一
四
日　
　

寺
内
回
文
（
入
夏
式
予
告
）

同
月
一
六
日　
　

入
夏
式
・
被
位
押
・
大
衆
帳
持
参
・
出
算

同
月
一
七
日　
　

捌

同
月
一
八
日　
　

上
読
法
問
（
論
日
）
～
二
六
日
ま
で

五
月　

二
日　
　

寺
内
回
文
（
明
日
「
下
読
法
問
」
出
算
に
向
け
集
会
予
告
）

同
月　

三
日　
　

出
算

同
月　

六
日　
　

捌
（
大
衆
集
会
）

同
月　

七
日　
　

下
読
法
問
初
則
、
二
則
出
算

同
月　

八
日　
　

同　
　
　

二
則
捌

同
月　

九
日　
　

同　
　
　

二
則
法
問
、
三
則
出
算

同
月
一
〇
日　
　

同　
　
　

三
則
（
終
則
）

同
月
一
四
日　
　

寺
内
回
文
（
開
山
忌
報
謝
法
問
出
算
に
向
け
集
会
予
告
）

同
月
十
五
日　
　

出
算

同
月
一
七
日　
　

報
謝
法
問

六
月
二
七
日　
　

寺
内
回
文
（
解
夏
の
触
）

同
月
二
八
日　
　

解
夏
式
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一
〇
月
一
四
日　

寺
内
回
文
（
明
日
の
被
位
押
、明
後
日
の
出
算
に
向
け
集
会
予
告
）

同
月
一
五
日　
　

被
位
押
、
部
頭
よ
り
大
衆
帳
読
み
上
げ

同
月
一
六
日　
　

�（
入
夏
式
）
方
丈
よ
り
出
算
す
る
も
集
ま
り
少
な
く
、
論
日
を
延

期
す
（
二
〇
日
）

同
月
一
八
日　
　

大
衆
少
な
く
、
二
二
日
に
再
延
期

同
月
二
一
日　
　

上
読
法
問
初
則
の
捌

同
月
二
二
日　
　

同　
　
　

初
則

同
月
二
三
日　
　

同　
　
　

二
則
の
捌

同
月
二
四
日　
　

同　
　
　

二
則

同
月
二
六
日　
　

同　
　
　

三
則
の
捌

同
月
二
七
日　
　

同　
　
　

三
則
（
終
則
）

一
一
月
一
日　
　

�

寺
内
回
文
（
明
日
「
下
読
法
問
」
出
算
に
向
け
集
会
予
告
）
役
者

よ
り
部
頭

同
月
二
日　
　

下
読
法
問
出
算

同
月
三
日　
　

同　
　
　

初
則
の
捌

同
月
四
日　
　

同　
　
　

初
則

同
月
六
日　
　

同　
　
　

二
則
の
捌

同
月
七
日　
　

同　
　
　

三
則
出
算
、
法
問

同
月
九
日　
　

�

寺
内
所
化
入
行
願
、
入
寺
手
形
持
参
、
改
め
、
御
免
、
発
起
の
望
み

申
し
渡
す
、
巻
物
認
様
廻
文
出
す

同
月
一
三
日　

寺
内
回
文
（
入
行
後
の
勤
行
等
次
第
）
出
す

同
月
一
四
日　

発
起

同
月
一
五
日　

入
行
初
夜
勤
行

同
月
一
六
日　

入
行
（
加
行
道
場
）

同
月
一
八
日　

入
行
中
勤
行
取
り
扱
い
申
し
渡
す
、
伝
法
要
偈
の
式
を
発
起
に
渡
す

同
月
二
〇
日　

要
偈
式
、
五
重
相
伝

同
月
二
一
日　

血
脈
相
伝

同
月
二
二
日　

御
礼

同
月
二
七
日　

寺
内
回
文
（
明
日
解
夏
に
つ
き
大
衆
集
会
予
告
）
出
す

同
月
二
八
日　

解
夏
式

　

上
記
の
学
事
暦
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
四
月
十
六
日
の
入
夏
式
か
ら
六
月
二

十
八
日
の
解
夏
式
ま
で
が
夏
安
居
の
期
間
（
約
二
カ
月
半
）
で
、
十
月
十
六
日
の
入

夏
式
か
ら
十
一
月
二
十
八
日
の
解
夏
式
ま
で
が
冬
安
居
の
期
間
（
約
一
カ
月
半
、
但

し
加
行
を
除
け
ば
一
カ
月
弱
と
な
る
）
で
あ
り
、
都
合
三
カ
月
半
か
ら
四
カ
月
が
、

本
来
学
寮
に
お
い
て
勉
学
を
す
る
期
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
論
日
の
前
後
に
は
予
習
・
復
習
を
含
め
て
自
学
自
習
が
求

め
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
実
際
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
年
頭
に
「
物
読
始
」
が
あ
る
の
は
分
か
る
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を

用
い
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
読
み
進
め
て
い
た
も
の
か
、『
日
鑑
』
か
ら
読
み
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
当
檀
林
で
は
こ
の
時
期
に
「
講
釈
」

は
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、「
物
読
」
の
内
容
が
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
は
あ
る
。

　

解
夏
式
後
か
ら
次
の
入
夏
式
ま
で
の
間
を
「
解
間
」
と
い
い
、
所
化
た
ち
は
身
を

寄
せ
て
い
る
寺
院
（
蓮
馨
寺
及
び
末
寺
等
）
に
お
い
て
寺
務
を
手
伝
い
、
実
地
に
学

び
つ
つ
学
資
を
得
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
末
寺
住
職
（
未
出
世
）
で
所
化
の
立
場



三
一

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

に
あ
る
者
の
場
合
、
寺
を
空
け
て
学
寮
に
詰
め
る
に
は
留
守
居
も
必
要
に
な
っ
た
り

し
た
か
ら
、
所
化
た
ち
の
生
活
や
経
済
的
な
問
題
も
無
視
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

２
．�

学
寮
の
経
営
に
つ
い
て
―
主
に
人
事
を
め
ぐ
っ
て
―

　
（
１
）
寮
主
の
人
選
を
め
ぐ
っ
て

　

学
寮
を
維
持
存
続
し
て
ゆ
く
こ
と
は
生
易
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
や
は
り
寮

主
（
学
頭
・
月
行
事
・
部
頭
等
の
要
職
者
は
も
と
よ
り
）
に
人
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
方
丈
（
住
職
）
の
信
頼
が
厚
く
、
所
化
大
衆
よ
り
信
望
を
集
め
得
る
人
物
と

な
る
と
、
増
上
寺
な
ど
、
人
材
の
集
ま
る
大
規
模
檀
林
は
別
と
し
て
、
小
規
模
の
田

舎
檀
林
に
あ
っ
て
は
、
選
択
肢
が
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ

に
紹
介
す
る
よ
う
な
寮
主
の
人
選
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

　

①
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
四
月
十
九
日
条
に
み
え
る
、
方
丈
が
上
読
法
問
に
先

立
ち
捌
を
行
な
っ
た
際
の
、
学
頭
運
貞
の
言
動
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
い
う
一
件
を

取
り
上
げ
る
。『
日
鑑
』に
よ
れ
ば
、法
問
の
初
則
は
古
来
よ
り
十
八
日
の
論
日
だ
が
、

「
小（
少
）衆
故
」
二
十
日
過
ぎ
と
す
る
が
、
以
後
は
原
則
通
り
の
日
程
で
行
な
わ
れ
る
よ

う
「
大
衆
入
寮
」
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
併
せ
て
「
大
衆
金
」
に
つ
い
は
下
読
終
則
の

日
に
支
給
す
る
よ
う
申
し
渡
し
た
と
こ
ろ
、
大
衆
は
承
知
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
学
頭
運
貞
向
御
（
誓
誉
貞
俊
）

前
殊
ニ
大
衆
・
・
・
・
・
致
過
言
候
ニ
付
、
部
頭
貞
閑
ヲ
差
留
置
、

運
貞
事
今
日
之
言
語
難
得
其
意
候
間
、
運
貞
心
底
御
聞
通「
取
」リ
被
成
候
テ
、
御
聞
セ
被

下
候
様
ニ
申
渡
、
運
貞
和
尚
返
答
之
次
第
ニ
よ
り
、
急
度
一
道「
通
」可
申
付
所
存
ニ
候
間
、

委
細
貴
僧
御
聞
被
成
、
御
知
セ
被
下
候
様
申
渡｣

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し

部
頭
貞
閑
の
聞
き
取
り
で
は
埒
が
明
か
ず
、
結
局
、
寮
主
一
同
連
判
に
て
運
貞
よ
り

詫
び
証
文
を
入
れ
さ
せ
赦
し
を
請
う
こ
と
と
な
り
、
後
刻
、
両
寮
主
と
運
貞
同
道
に

て
方
丈
の
前
に
出
頭
し
、「
法
問
前
故
」
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
正
式
に
赦
し
が
出
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
（
二
・
２
４
～
６
）。
こ
の
後
に
も
再
三
登
場
す
る
が
、
ど
う
も

運
貞
は
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

②�

つ
ぎ
の
後
任
寮
主
の
人
選
が
難
航
し
た
一
件
に
も
噛
ん
で
い
る
。『
日
鑑
』
寛

保
元
年
三
月
二
十
四
日
～
四
月
三
日
に
か
け
て
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
帰
国
が
許
さ
れ

た
貞
閑
の
後
任
寮
主
の
候
補
に
つ
い
て
、貞
閑
は
運
貞
を
方
丈
へ
推
薦
し
た
の
だ
が
、

方
丈
に
も
腹
案
が
あ
っ
た
よ
う
で
、ま
ず
は
智
単
に
後
寮
主
の
打
診
を
し
て
み
た
が
、

「
至
極
難
有
奉
存
候
へ
ト
モ
、
貧
僧
故
御
受
難
申
上
候
」
と
、
貧
僧
を
理
由
に
辞
退

さ
れ
た
。
そ
こ
で
近
末
寺
の
川
越
西
雲
寺
（
住
職
）、
つ
い
で
同
じ
く
近
末
寺
大
蓮

寺
（
弟
子
弁
義
）
に
も
打
診
し
た
が
、い
ず
れ
に
も
辞
退
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
、

運
貞
側
か
ら
は
後
寮
主
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
よ
う
、
本
人
並
び
に
同
庵
惣
名
代
を
立

て
嘆
願
す
る
と
い
う
、
後
任
寮
主
の
人
事
を
め
ぐ
っ
て
複
雑
な
状
況
が
う
か
が
わ
れ

る
。
上
述
の
よ
う
に
、
運
貞
に
は
先
に
瑕
疵
が
あ
り
、
詫
び
証
文
を
入
れ
て
許
さ
れ

た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
彼
を
寮
主
に
取
り
立
て
る
な
ど
方
丈
に
は
不
本
意
極
ま

り
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
当
人
並
惣
同
庵
達
テ
之
頼
、
殊
更

再
三
之
頼
候
」
ゆ
え
、
止
む
を
得
ず
、
ィ
．「
寮
持
あ
ら
し
申
間
敷
之
事
」
ロ
．「
同

庵
之
僧
急
度
法
問
不
出
無
之
様
」
ハ
．「
十
八
日
前
ニ
う
つ
り
候
様
ニ
申
渡
ス
ベ
ク

之
事
」
ニ
．「
当
人
（
運
貞
）
も
両
安
居
之
法
問
不
出
不
可
致
候
之
事
」
の
四
点
を

守
る
よ
う
条
件
づ
け
、
運
貞
を
寮
主
に
任
命
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
檀
林
に
お
け
る

住
職
（
方
丈
）
と
学
寮
の
所
化
大
衆
と
の
間
で
寮
主
人
事
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
う

か
が
わ
れ
よ
う
（
二
・
１
１
３
～
５
）。
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③�
と
こ
ろ
で
、
先
の
運
貞
へ
の
寮
主
任
命
か
ら
半
年
余
り
経
過
し
た
同
年
十
一

月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、「
寺
内
運（
寮
主
）貞

子
細• （
有
之
カ
）

•

、
役
者
ヨ
リ
寮
取
上
ケ
、
什
物
相

改
メ
、
当
分
同
庵
へ
預
置
」
と
み
え
、
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
運
貞
は
役
者
か
ら

学
寮
を
召
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
庵
の
嘆
願
も
あ
っ
て
か
、
方
丈
の
「
御
慈
悲
」

に
よ
り
運
貞
は
、
ち
ょ
う
ど
後
任
住
職
が
求
め
ら
れ
て
い
た
末
寺
薬
師
寺
の
住
職
に

任
命
さ
れ
て
い
る
（
二
・
１
４
１
～
３
）。
と
こ
ろ
が
、
お
よ
そ
半
年
後
の
翌
寛
保

二
年
五
月
ご
ろ
か
ら
、
運
貞
が
住
職
に
就
任
し
た
薬
師
寺
に
お
い
て
寺
（
師
）
檀
関

係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
く
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
当
寺
が
所
在
す
る
吉
見
村
の
檀
方

名
主
・
組
頭
等
が
本
山
蓮
馨
寺
に
「
離
檀
願
」
を
出
し
て
き
た
。
そ
れ
も
「
改
宗
仕

覚
悟
ニ
テ
ハ
無
御
座
候
間
、
当
住
一
代
離
檀
仕
候
」
と
い
う
趣
旨
な
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
住
職
の
運
貞
と
檀
方
と
の
間
に
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
運
貞
を
「
病
身
ニ
付
寺
役
相
勤
め
不
申
候
間
、
隠
居
御

免
」（
二
・
１
７
２
）
と
病
身
を
理
由
に
隠
居
さ
せ
、
離
檀
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
も
寮
主
の
人
選
に
関
す
る
こ
と
だ
が
、
小
規
模
な
田
舎
檀
林
な
ら
で
は
の

ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。そ
の
当
時
三
人
い
た
と
み
ら
れ
る
寮
主
の
う
ち
の
一
人
百
単
が
、

同
二
年
九
月
に
急
死
（
同
月
十
七
日
条
）
す
る
と
、後
任
寮
主
の
人
事
が
持
ち
上
が
っ

た
。
こ
の
と
き
、百
単
の
法
類
に
あ
た
る
人
物
に
連
暢
寮
の
伝
超
と
い
う
僧
が
お
り
、

彼
が
方
丈
へ
挨
拶
に
参
上
し
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。「
御
対
面
」
の
後
、
方
丈
の
意

向
は
「
百
単
跡
寮
其
元
法
類
之
事
、
殊
ニ
遠
国
ニ
テ
、
其
方
寮
持
居
候
へ
ハ
、
国
元

ヨ
リ
以
縁
所
化
入
寺
致
ス
者
も
可
有
之
、且
ハ
所
化
繁
昌
之
被
廻
候
」（
二
・
１
８
９
）

と
い
う
も
の
で
、
後
刻
、
寮
主
連
暢
が
伝
超
を
同
道
し
て
参
上
し
た
際
、
伝
超
は
正

式
に
百
単
寮
の
後
任
寮
主
を
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
か
ら
は
、
後
任
寮
主
の
選

任
に
つ
い
て
、
末
寺
関
係
者
か
ら
で
は
な
く
、「
遠
国
」
出
身
者
を
充
て
る
こ
と
が
、

か
え
っ
て
「
国
元
」
か
ら
の
入
寺
者
を
増
や
す
得
策
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
判
断

さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
学
寮
の
円
滑
な
運
営
よ
り
も
入
寺
者
募
集
が
優
先
さ

れ
た
事
例
で
あ
る
。

　
（
２
）「
助
説
」
と
寮
持
ち
返
上
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　
「
助
説
」
と
は
、
住
職
が
行
な
う
べ
き
説
教
を
代
理
で
行
な
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
部
頭
連
暢
が
方
丈
の
許
可
を
得
ず
無
断
で
末
庵
（
五
智
堂
）

に
て「
助
説
」（
説
教
）を
行
な
っ
た
一
件
で
あ
る
。
こ
の
件
が
方
丈
の
耳
に
入
る
と
、

方
丈
は
「
立
腹
」
し
て
、
寮
主
良
滴
・
同
伝
超
及
び
連
暢
を
呼
び
出
し
、
無
許
可
で

の
助
説
に
関
し
て
「
先
格
」
の
有
無
、「
先
格
」
が
あ
れ
ば
、「
何
年
・
部
誰
・
代
誰

ト
書
付
」
を
差
し
出
し
な
さ
い
。
も
し
「
無
証
拠
ハ
其
分
ニ
テ
不
申
差
置
候
間
、近
々

返
答
可
致
旨
」
を
寮
主
の
面
々
に
申
し
渡
し
た
。
結
局
こ
の
一
件
は
、
下
読
法
問
の

期
日
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
以
上
寮
主
の
「
訴
訟
」
を
長
び
か
せ
る
の

は
得
策
で
な
い
と
の
方
丈
の
判
断
か
ら
、
上
記
の
三
人
を
出
頭
さ
せ
「
免
許
」
し
て

い
る
（
二
・
１
９
２
～
３
）。
な
お
、
こ
の
連
暢
が
学
寮
の
修
復
資
金
を
集
め
る
た

め
に
、「
助
説
」
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
も
『
日
鑑
』
に
見
え
る
（
二
・
１
０
１
、

１
０
７
、
１
１
２
）。
そ
う
し
た
努
力
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
、
寛
保
元
年
五
月
十
二

日
条
に
よ
れ
ば
、
所
化
寮
の
普
請
が
成
就
し
、
方
丈
を
招
い
て
挨
拶
を
受
け
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
（
二
・
１
２
２
）。

　

つ
ぎ
は
、「
貧
僧
」
を
理
由
に
寮
持
ち
辞
退
を
願
い
出
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
二
・

１
７
３
～
５
）。
寛
保
二
年
五
月
二
十
七
日
条
で
は
、
寮
主
貞
山
が
参
上
し
、「
私
儀

殊
之
外
貧
僧
故
、
寮
持
兼
申
候
間
、
何
卒
寮
差
上
申
度
」
と
願
い
出
た
の
だ
が
、
役

者
の
返
答
で
は
、
こ
の
件
は
意
向
に
任
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
改
め
て
参



三
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江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

上
す
る
よ
う
伝
え
た
。
六
月
九
日
、
参
上
し
た
貞
山
と
対
面
し
た
方
丈
の
見
方
に
よ

る
と
、
こ
の
た
び
の
寮
返
上
の
理
由
は
「
殊
之
外
寮
大
破
」
に
及
ん
で
い
る
か
ら
と

見
え
る
が
、
そ
れ
は
「
重
々
不
届
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
貧
僧
故
不

相
勤
段
尤
ニ
候
」
と
あ
る
程
度
の
理
解
は
示
し
つ
つ
も
、
認
め
て
は
お
ら
ず
、
寮
の

件
は
役
者
よ
り
申
付
け
る
と
し
た
。
こ
の
間
、
貞
山
は
寮
舎
の
傷
み
が
激
し
い
せ
い

か
、
近
末
大
蓮
寺
方
に
身
を
寄
せ
て
い
た
が
、
十
一
日
条
に
よ
る
と
、
近
末
三
カ
寺

が
参
上
し
、「
此
度
貞
山
儀
不
届
之
願
差
出
候
処
、
御
（
諦
誉
祖
秀
）
前
御
立
腹
之
段
仕
候
、
何
卒

不
届
之
段
御
免
被
遊
候
」（
二
・
１
７
５
）
と
「
御
免
」
を
願
い
出
、「
寮
相
続
」
の

こ
と
は
当
人
も
納
得
し
詫
び
を
入
れ
て
我
ら
へ
取
り
持
ち
を
依
頼
し
て
き
た
の
だ
と

申
し
出
た
。
そ
れ
で
も
「
三
ヶ
寺
御
揃
、
殊
ニ
当
人
謬
候
段
如
何
候
へ
ト
モ
、
此
度

之
儀
披
露
難
成
候
」（
同
上
）
と
門
前
払
い
を
く
ら
い
は
し
た
が
、い
ま
ひ
と
押
し
で
、

翌
日
、
再
び
三
カ
寺
で
参
上
し
御
免
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
方
丈
に
対
面

を
果
た
し
、今
回
の
件
は
不
届
き
至
極
の
こ
と
だ
が
、皆
の
度
々
の
願
い
故
、「
対
三
ヶ

寺
へ
可
致
免
許
」
と
し
、
当
人
（
貞
山
）
に
は
十
分
申
し
聞
か
せ
る
よ
う
に
と
の
沙

汰
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
助
説
を
引
き
受
け
る
理
由
も
含
め
て
、
寮
主
に
課
せ
ら
れ
た

学
寮
の
維
持
経
営
の
厳
し
さ
、
管
理
責
任
の
重
さ
と
と
も
に
、
そ
の
手
腕
や
任
命
権

者
の
姿
勢
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
一
件
か
ら
し

ば
ら
く
経
過
し
た
七
月
朔
日
、
貞
山
は
改
名
願
を
提
出
し
、
同
月
十
七
日
に
「
良
滴
」

と
改
名
が
許
可
さ
れ
、
以
後
「
良
滴
寮
」
と
な
る
。
彼
の
心
境
の
変
化
を
想
像
し
て

み
た
く
な
る
。

　
（
３
）
所
化
大
衆
の
不
行
跡
に
注
意

　
『
日
鑑
』
宝
暦
二
年
六
月
六
日
条
か
ら
同
九
日
条
に
か
け
て
、
大
衆
の
「
不
行
跡
」

問
題
に
対
す
る
檀
林
の
対
応
が
窺
わ
れ
る
の
で
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
六
月
六
日
、

下
読
法
問
修
了
の
折
、
本
堂
へ
出
座
し
た
方
丈
か
ら
大
衆
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な

仰
せ
渡
し
が
な
さ
れ
た
。

一
、
此
度
霊
岸（
巌
）寺

三
﨟
仙
臥
儀
、
不
行
跡
重
々
ニ
お
よ
ひ
、
依
之
大
衆
・
山
主

へ
も
相
達
、
其
上
ひ
（
擯
出
）

ん
し
ゅ
つ
い
た
し
候
事
尤
之
事
ニ
候
、
当
山
ニ
お
ゐ

て
も
、
ケ
様
之
不
行
跡
大
衆
常
々
存
附
之
も
の
一
宗
の
か（
瑕
瑾
）

き
ん
ニ
も
相
成

候
事
有
之
候
ハ
ハ
、
大
衆
一
同
ニ
ひ（
贔
屓
　
　
偏
頗
）

い
き
へ
ん
は
な
く
申
出
へ
き
由
被
仰

渡
候
（
二
・
４
６
２
）、

　

こ
こ
で
は
、ま
ず
江
戸
の
霊
巌
寺
檀
林
三
﨟
の
仙
臥
な
る
僧
に
つ
い
て
、「
不
行
跡
」

が
度
重
な
り
、
大
衆
及
び
山
主
（
住
職
＝
方
丈
）
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
つ
い

に
追
放
処
分
と
な
っ
た
が
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
当
山
（
蓮
馨
寺
）
に
お
い

て
も
、
も
し
こ
の
よ
う
な
「
不
行
跡
」
の
大
衆
に
心
当
た
り
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
宗

の
き
ず
と
も
な
る
こ
と
な
の
で
、
け
っ
し
て
ひ
い
き
目
に
見
る
の
で
は
な
く
言
上
す

る
よ
う
、
大
衆
一
同
に
申
し
渡
し
て
い
る
。
こ
の
方
丈
に
よ
る
注
意
喚
起
が
引
き
金

に
な
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
そ
の
翌
日
条
に
は
、
四
ツ
時
に
伴
頭
と
弐
﨟
と
月
番

が
や
っ
て
来
て
、「
存
騰
」
が
昨
夜
五
ツ
時
過
「
欠
落
」
し
た
と
い
う
届
け
出
が
あ
り
、

八
日
条
に
は
、
近
末
三
カ
寺
参
上
の
う
え
、
存
騰
を
「
消
帳
」
の
処
分
と
し
て
い
る
。

後
述
の
大
衆
惣
代
か
ら
方
丈
・
役
者
宛
て
の
願
書
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
（
二
・

４
６
２
～
４
）。

　

そ
こ
で
、存
騰
の
人
物
像
と
彼
の
「
消
帳
」
に
至
る
経
過
を
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。

彼
は
論
部
二
十
三
年
の
ベ
テ
ラ
ン
で
、
檀
林
の
学
寮
主
、
部
頭
、
月
番
を
務
め
て
き
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

た
人
物
、
こ
の
数
日
前
に
は
下
読
の
論
講
も
担
っ
て
い
た
。
存
騰
が
『
日
鑑
』
に
登

場
す
る
の
は
寛
延
三
年
か
ら
の
よ
う
で
、
当
初
は
学
寮
主
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
様

子
が
窺
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
十
月
の
上
読
の
折
は
「
法
問
不
出
」（
二
・
４

３
９
）
で
あ
っ
て
、
翌
宝
暦
二
年
五
月
五
日
条
に
は
、「
存
騰
儀
昨
夜
罷
出
候
所
、

行
衛
不
相
知
候
故
、
御
届
申
上
候
」
と
あ
り
、
翌
六
日
条
に
は
「
存
騰
儀
相
尋
候
所
、

指
扇
阿
弥
陀
寺
居
候
間
、
只
今
同
庵
共
連
参
候
」（
二
・
４
５
７
）
と
、
身
を
隠
し

て
い
た
先
か
ら
連
れ
戻
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
が
先
の
六
月
八
日
の「
欠
落
」

に
至
る
ま
で
の
経
過
の
概
略
で
あ
る
が
、「
願
書
」
に
よ
れ
ば
、こ
う
し
た
存
騰
の
「
不

行
跡
」
を
近
末
三
カ
寺
の
住
職
や
存
騰
と
寮
を
共
に
す
る
同
庵
者
は
た
び
た
び
彼
に

注
意
を
促
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
ず
に
、
益
々
増
長
す

る
ば
か
り
な
の
で
、
こ
の
ま
ま
放
置
で
き
な
い
と
判
断
し
、
大
衆
同
意
の
も
と
に
存

騰
を
「
擯
出
」（
追
放
）
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
彼
を
除
い
て
山
内
に
「
不
行
跡
」

の
僧
が
居
な
い
こ
と
を
「
大
衆
一
同
連
判
」
し
て
誓
う
と
し
、存
騰
の
「
消
帳
」（
除

籍
処
分
）
を
願
い
出
て
い
る
（
大
衆
惣
代
四
名
連
署
並
び
に
上
記
三
カ
寺
奧
印
）。

こ
う
し
た
危
機
管
理
の
場
面
に
お
い
て
、
学
寮
の
自
主
規
制
が
働
い
て
い
た
と
も
み

ら
れ
よ
う
。
教
育
機
関
と
し
て
の
学
寮
の
秩
序
を
維
持
す
る
う
え
で
、
特
に
所
化
大

衆
に
範
を
示
す
べ
き
立
場
の
僧
の
悪
し
き
行
状
は
許
し
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
（
４
）
大
衆
金
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

所
化
大
衆
に
給
付
（
割
り
渡
さ
れ
る
）
さ
れ
る
金
銭
を
「
大
衆
金
」
と
い
う
が
、

厳
密
に
は
元
金
に
は
手
を
つ
け
ず
、
そ
の
資
産
運
用
に
よ
っ
て
得
た
利
息
分
の
こ
と

で
あ
る
。『
日
鑑
』
元
文
五
年
十
月
二
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

大
衆
金
之
事
、
芝（
増
上
寺
）表ニ

テ
正
月
八
日
御
会
合
之
節
相
定
候
割
合
、
定
式
壱
夏
壱

僧
ニ
付
弐
百
五
拾
銅
ツ
ヽ
、
尤
芝
表
へ
百
五
拾
銅
ツ
ヽ
、
尤
芝
表
へ
も
右
之
□

□
迄
指
出
候
様
ニ
と
有
之
候
所
ニ
、
先
役
者
如
何
被
心
得
候
哉
、
一
夏
一
僧
ニ

付
四
百
八
拾
銅
ツ
ヽ
相
渡
候
故
、
後
安
居
之
節
ハ
利
潤
倍
増
申
候
ハ
、
最
早
五

六
百
く
ら
い
ツ
ヽ
可
被
下
候
筈
也
、
不
得
其
意
候
と
寺
内
所
化
共
及
乱
候
故　

寮
持
共
呼
寄
せ
、
六
ケ
寺
御
定
式
相
見
セ
、
以
後
ハ
急
度
弐
百
五
拾
銅
之
外
ハ
、

壱
銭
も
難
成
候
段
申
渡
候
、
尤
上
読
計
相
勤
候
僧
ハ
、
右
半
減
之
事
（
二
・
９

２
）、

　

こ
こ
で
は
、
檀
林
会
議
で
定
め
ら
れ
た
分
配
額
は
、
一
回
の
安
居
に
一
僧
当
り
二

五
〇
銅
（
銭
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
檀
林
で
は
四
八
〇
銅
に
も
及
び
、
こ
れ
に
よ

り
所
化
た
ち
は
安
居
の
節
に
大
衆
金
の
運
用
利
潤
が
上
れ
ば
、
五
、
六
百
銅
あ
て
支

給
さ
れ
る
べ
き
だ
と
騒
ぐ
始
末
で
あ
る
。
よ
っ
て
寮
主
た
ち
を
集
め
、「
六
ケ
寺
御

定
式
」
を
確
認
さ
せ
て
、
今
後
は
二
五
〇
銅
の
ほ
か
一
銭
た
り
と
も
支
給
し
て
は
な

ら
ぬ
と
申
し
渡
し
て
い
る
。
な
お
、
上
読
法
問
の
み
勤
学
（
出
席
）
の
僧
に
対
し
て

は
半
額
と
し
た
。
同
日
条
の
前
段
に
掲
載
さ
れ
た
「
両
安
居
之
節
、
大
衆
移
寮
申
渡

之
覚
」
に
は
、
法
問
出
勤
が
二
則
目
以
後
に
移
寮
す
る
僧
に
つ
い
て
「
大
衆
金
割
合

除
」
と
し
、
但
し
、
二
則
目
以
後
移
寮
し
た
僧
で
も
直
ち
に
下
読
ま
で
出
勤
し
た
場

合
に
は
、「
上
下
共
ニ
割
合
可
遣
」
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
二
五
〇
銅
に

つ
い
て
も
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
寛
延
三
年
五
月
朔
日
条
に
、「
月
番
良

□「
滴
カ
」寮
へ
会
合
之
事
、
一
僧
分
百
五
十
銅
宛
之
事
申
」（
二
・
３
５
８
）
と
み
え
、
元

文
五
年
時
よ
り
百
銅
も
少
な
い
。
原
資
と
な
る
利
足
額
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
る

か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
大
衆
金
利
足
分
の
分
配
は
、
上
読
・
下
読
の
各

法
問
終
則
後
、
翌
日
に
部
頭
よ
り
割
渡
さ
れ
た
。
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営
管
理
と
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育
実
施
状
況

　

つ
ぎ
は
、
二
十
二
世
誓
誉
貞
俊
が
京
都
清
浄
華
院
に
移
転
し
、
二
十
三
世
諦
誉
祖

秀
が
就
任
す
る
際
に
引
継
ぎ
の
な
か
で
起
こ
っ
た
大
衆
金
利
分
の
扱
い
を
め
ぐ
る
問

題
で
あ
る
。
寛
保
二
年
三
月
朔
日
条
に
は
、

先（
蓮
馨
寺
二
十
二
世
誓
誉
貞
俊
）

住
浄
花
院
弟
子
了
俊
参
上
、
霊（
役
者
）応
対
面
、

一
、
大
□
（
衆
カ
）金

利
潤
割
渡
残
金
拾
四
両
弐
分
ト
七
百
文
之
証
文
持
参
、
但
シ
、
此
金
子
之

儀
ハ
先
日
受
取
筈

之
所
ニ
、
段
々
御
断
ニ
テ
候
ヘ
ト
モ
、
此
金
子
ハ
大
衆
之
金
子
ニ
テ
、
寺
付
ニ
テ
ハ
無
御
座

候
へ
ハ
、
大
衆
合
点
仕
間
敷
候
間
、
御
渡
被
下
候
様
段
々
申
入
、
漸
々
今
日
手
形
ニ
テ
相
済
、尤
来
春
御
返
金
之
約
諾
也

（
二
・
１
５
３
）、

と
あ
る
。
前
住
職
の
弟
子
で
当
時
役
者
で
あ
っ
た
了
俊
が
大
衆
金
に
関
す
る
証
文
を

持
参
し
て
、
現
役
者
の
霊
応
と
会
見
し
、
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い

る
。
特
に
重
要
な
点
は
、
そ
も
そ
も
大
衆
金
は
寺
の
資
産
で
は
な
く
、
そ
の
権
利
は

文
字
通
り
大
衆
（
所
化
）
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
利
息
の
分
配
に

あ
た
っ
て
、
上
記
の
よ
う
に
一
定
の
基
準
を
設
け
る
の
は
教
育
機
関
と
し
て
の
檀
林

の
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
は
、
こ
の
大
衆
金
の
資
産
運
用
状
況
の
一
端
が
『
日
鑑
』
寛
保
二
年
四
月
四

日
条
に
見
え
る
の
で
紹
介
す
る
。「
安
兵
衛
参
上
、
大
衆
金
四
拾
両
之
利
足
、
酉
ノ

十
一
月
ヨ
リ
戌
之
四
月
迄
二
両
壱
分
九
匁
持
参
、
即
受
取
印
形
い
た
し
、
但
、
壱
両
九
匁

分
銭
ニ
テ
受
取

」

（
二
・
１
６
２
）
と
あ
り
、
安
兵
衛
な
る
人
物
に
四
十
両
を
貸
出
し
、
前
年
十
一
月

か
ら
当
年
四
月
ま
で
の
利
子
が
二
両
一
分
九
匁
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
約
半
年
で

五
％
強
の
利
率
と
な
ろ
う
。
こ
れ
を
高
い
と
み
る
か
低
い
と
み
る
か
は
こ
こ
で
は
問

わ
な
い
。

　

つ
ぎ
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
前
掲
の
先
住
の
役
者
が
「
手
形
証
文
」
を
差
出
し
、

来
春
に
返
金
す
る
と
約
束
し
て
い
た
「
大
衆
金
利
分
之
事
」
が
、
寛
保
三
年
正
月
八

日
条
で
、
檀
林
会
議
に
お
い
て
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
返
済
の
約
束
が
期

限
も
な
く
延
引
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
大
衆
に
対
し
て
説
明
し
て
も
、
彼
ら
は
承
知
し

な
い
。
大
衆
金
は
積
立
て
が
十
両
に
達
す
れ
ば
貸
出
し
が
で
き
、
利
足
分
を
加
え
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
利
足
を
加
え
て
返
済
す
る
よ
う
訴
え
出
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
宝
暦
二
年
ま
で
の
『
日
鑑
』
か
ら
、
そ
の
後
の

経
過
を
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
学
資
に
も
事
欠
く
所
化
大
衆
に
と
っ
て
、
大
衆

金
の
利
分
問
題
が
い
か
に
喫
緊
な
関
心
事
で
あ
っ
た
か
察
せ
ら
れ
よ
う
。

　
（
５
）
末
寺
の
後
任
住
職
の
選
任
と
学
寮
と
の
関
係

　

寛
保
二
年
六
月
、
先
に
薬
師
寺
住
職
の
運
貞
が
隠
居
し
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ

の
結
果
、
後
任
住
職
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
人
選
を

め
ぐ
っ
て
、
方
丈
の
意
向
と
学
寮
大
衆
の
意
向
と
が
対
立
し
た
ケ
ー
ス
を
追
い
な
が

ら
、
最
終
的
に
は
大
衆
中
か
ら
望
み
の
僧
を
募
る
こ
と
と
な
っ
て
決
着
す
る
経
過
を

見
届
け
て
お
こ
う
（
二
・
１
７
５
～
７
）。

　

同
年
六
月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
薬
師
寺
の
後
住
に
つ
い
て
、
方
丈
役
者
が
近
末

見
立
寺
住
職
と
非
公
式
に
会
見
し
、
円
説
な
る
僧
か
ら
願
い
出
が
あ
っ
て
、
方
丈
も

こ
れ
を
支
持
し
て
居
る
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
相
談
す
る
と
、
見
立
寺
が
い
う

に
は
、
尤
も
な
こ
と
だ
が
、「
大
衆
一
同
ニ
円
説
儀
不
相
成
之
由
承
申
候
」
と
、
大

衆
は
賛
成
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
が
、
寺
内
へ
持
ち
返
っ
て
方
丈
の
意
向
に
沿
う
よ

う
調
整
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
後
刻
再
び
見
立
寺
が
参
上
し
て

言
う
に
は
、
寺
内
で
は
「
円
説
被
仰
候
へ
ハ
、
離
山
」
す
る
と
声
を
あ
げ
て
い
る
旨

を
伝
え
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
翌
十
五
日
、
今
度
は
円
説
が
参
上
し
て
、
先
に
願
い

出
た
後
住
の
件
は
取
り
下
げ
て
も
ら
い
た
い
と
辞
退
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
役
者
は
寺
内
へ
向
け
て
、「
望
み
の
僧
が
い
れ
ば
願
い
出
る
よ
う
」
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回
文
を
発
し
た
。
大
衆
の
「
離
山
」
を
匂
わ
せ
る
抵
抗
に
屈
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
結
果
、
同
月
二
十
日
条
に
は
、
連
暢
寮
任
随
か
ら
後
住
願
い
が
出
さ
れ
、
二
十

二
日
に
は
薬
師
寺
檀
方
参
上
し
、
即
刻
任
随
に
住
職
を
任
命
し
、
翌
日
に
は
近
末
三

カ
寺
へ
そ
の
旨
達
し
て
い
る
。

　

末
寺
住
職
の
選
任
に
関
し
て
、
学
寮
の
所
化
に
も
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
こ
と
を
、

も
う
少
し
紹
介
し
て
み
た
い
。
延
享
二
年
四
月
十
七
日
条
に
よ
る
と
、「
浄
円
寺
後

住
願
来
ル
、
伝
超
寮
順
哲
願
之
」
と
み
え
、
早
く
も
十
九
日
に
は
、
檀
方
二
人
が
参

上
し
、順
哲
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
二
十
日
に
は
住
職
就
任
の
「
御
祝
儀
」
と
し
て
、

五
十
疋
・
糊
入
・
壱
樽
を
献
上
。
他
に
丈
内
惣
衆
三
十
二
銅
づ
つ
、
役
礼
二
十
疋
・

寮
坊
主
礼
十
疋
を
持
参
し
て
い
る
（
二
・
３
１
３
）。
つ
ぎ
に
西
福
寺
だ
が
、
住
職

が
「
欠
落
」
し
て
し
ま
い
無
住
と
な
っ
た
の
で
、
寺
（
蓮
馨
寺
）
内
へ
回
文
を
発
し

た
と
こ
ろ
、
後
任
住
職
に
先
の
伝
超
が
部
頭
連
暢
同
道
に
て
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
役
者
か
ら
改
め
て
伝
超
に
部
頭
並
び
に
西
福
寺
檀
中
二
人
同
道
で
参
上
す
る

よ
う
通
知
し
、
書
院
に
て
役
者
対
面
の
う
え
、
伝
超
に
西
福
寺
住
職
を
任
命
し
、
併

せ
て
檀
中
に
「
菩
提
所
事
ニ
候
へ
ハ
、前
々
通
崇
敬
可
有
之
由
」
を
申
し
聞
か
せ
た
。

「
御
礼
金
」
は
「
入
院
定
式
之
通
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
二
・
３
１
５
～
６
）。
そ
の

結
果
、
伝
超
寮
は
同
庵
の
連
暢
に
預
け
置
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
寮
替
え
の
所
化
も

出
て
き
て
い
る
。

　

次
の
例
は
、
横
沼
西
福
寺
の
後
住
募
集
だ
が
、『
日
鑑
』
寛
延
三
年
正
月
十
五
・

十
九
・
二
十
一
日
条
に
は
、
各
寮
主
宛
て
の
回
文
一
通
と
、
特
定
の
所
化
名
を
記
し

た
回
文
が
み
え
る
。
内
容
上
共
通
す
る
点
も
あ
る
の
で
、
一
通
だ
け
掲
出
す
る
。

○�

横
沼
西
福
寺
、
右
之
寺
院
無
住
ニ
付
、
望
之
僧
掛
点
印
形
可
有
之
候
、
望
無

之
僧
ハ
不
及
其
儀
ニ
候
、

一
、
面
々
両
脈
成
就
有
之
候
へ
ト
モ
、
寺
院
住
職
ニ
ハ
□
ニ
世
寿
若
輩
ニ
有
之

候
、
然
ト
モ
学
問
仰
信
世
間
如
法
貞
実
ニ
相
勤
、
殊
ニ
師
匠
有
之
候
上
ハ
、

心
添
可
有
之
事
ハ
勿
論
候
也
、
右
重
々
思
召
を
以
回
章
被
仰
出
、
然
ル
上

ハ
師
匠
へ
相
伺
、
望
之
僧
は
掛
点
可
有
之
候
、
知
隆
和
尚
伴
頭
職
御
頼
故
、

御
容
赦
被
仰
出
之
候
、
已
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
丈
役
者

　
　
　
　
　

林
茂　

悦
童　

了
真　

文
雅

　
　
　
　

右
之
趣
触
遣
之
候
、
已
上
（
二
・
３
３
９
）、

　

寮
内
公
募
の
形
と
、
有
る
程
度
の
調
整
を
か
け
た
上
で
候
補
者
を
募
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
両
脈
成
就
は
無
論
の
こ
と
だ
が
、
若
く
と
も
学
問
・
信
仰
厚
く
、
規

律
正
し
い
人
物
で
、
師
僧
の
忠
告
を
し
っ
か
り
守
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
よ
い
、
と
い

う
の
が
条
件
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
つ
い
に
該
当
者
は
現
れ
ず
、
末
寺
浄
円
寺

の
住
職
が
西
福
寺
へ
移
転
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
収
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
（
二
・
３

４
３
）。
こ
れ
も
小
規
模
檀
林
ゆ
え
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

３
．
両
安
居
法
問
及
び
加
行
の
実
施
状
況
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　
（
１
）�

上
下
法
問
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

　

別
稿
で
も
触
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
元
和
の
「
浄
土
宗
法
度
」
に
は
、
上
読
は
一

夏
中
（
一
安
居
）
に
一
〇
則
（
問
）、
下
読
は
一
夏
中
に
一
一
則
と
あ
る
が
、
江
戸

中
期
以
降
、
増
上
寺
で
さ
え
各
法
問
数
は
大
き
く
後
退
し
て
い
る
。
ま
し
て
地
方
の

檀
林
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
享
保
十
八
年
正
月
四
日
の
檀

林
会
議
の
節
も
、増
上
寺
利
天
大
僧
正
よ
り
の
指
示
事
項
の
一
つ
に
、「
諸
檀
林
上
読
・

下
読
之
法
則
、
且
又
講
釈
之
書
相
記
可
被
出
之
、
尤
下
読
又
ハ
講
釈
所
化
勤
者
其
名
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相
記
シ
可
出
候
、
但
シ
、
指
出
候
節
ハ
、
七
夕
・
歳
暮
之
序
ニ
可
出
之
候
」（
一
・

２
７
０
）
と
み
え
、
法
問
等
の
報
告
の
義
務
を
確
認
し
て
い
る
。

　

ま
た
蓮
馨
寺
『
日
鑑
』
正
徳
五
年
五
月
十
八
日
条
に
は
、
十
七
世
成
誉
の
名
で
末

寺
へ
発
し
た
三
ヵ
条
の
法
度
書
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
開
山
忌
」「
年
頭
礼
」
及
び

｢

当
山
方
丈
代
替
入
院｣
の
節
に
お
け
る
出
仕
と
共
に
、
両
安
居
に
は
必
ず
学
寮
に

詰
め
、
法
問
に
出
席
す
る
よ
う
、
左
の
如
く
達
し
て
い
る
。

一
、
当
代
寺
拝
領
並
未
出
世
ニ
テ
当
山
ニ
被
位
有
之
寺
院
ハ
、
両
安
居
学
寮
へ

急
度
可
被
相
詰
候
、
且
亦
末
山
寺
院
之
弟
子
当
山
之
於
為
所
化
ハ
、
両
安

居
無
欠
減
相
勤
候
様
ニ
、
従
師
範
可
被
申
付
候
事
（
一
・
２
４
）、

　

当
代
（
現
住
職
）
よ
り
住
職
を
拝
命
し
た
僧
、「
未
出
世
」
で
檀
林
在
籍
の
寺
院

並
び
に
末
寺
の
弟
子
で
当
檀
林
の
所
化
に
対
し
出
席
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
そ
し
て
法
問
実
施
の
日
程
等
が
役
者
よ
り
月
行
事
宛
て
通
知
さ
れ
た
。

つ
ぎ
に
掲
げ
る
表
は
、『
日
鑑
』
に
見
え
る
両
安
居
法
問
及
び
加
行
の
実
施
状
況
を

整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
と
『
日
鑑
』
の
記
事
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、

蓮
馨
寺
檀
林
に
お
け
る
教
育
の
実
況
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
法
問
の
「
算

題
」
に
つ
い
て
の
分
析
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
資
料
提
起
に
と
ど
め
た
い
。
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［
表
２
］　

両
安
居
法
問
等
年
次
別
実
施
状
況
一
覧

年　代

月　

日

両　

安　

居　

法　

問

算　
　
　
　
　
　
　
　
　

題

備　
　
　

考

夏

冬

報
謝

上
読

下
読

上
読

下
読

正徳４
1714

10
・
28

～
11
・
１

２

11
・
５

～
10

５

入
行
11
・
16
～
23

再
伝
７
人

同　５
1715

４
・
22

～
25

２

５
・
17

１（
開
山
忌
）

享保８
1723

10
・
26

～
30

３

大
経
・
皆
遵
普
賢　

観
経
・
慈
心
不
殺　

大
経
・

具
諸
菩
薩

11
・
５

～
８

３

総
安
心　

横
三
心　

至
誠
心

入
行
11
・
17
～
日
鑑
欠
落

同　13
1728

４
・
18

～
26

３

吉
祥
感
徴　

広
帰
三
宝　

天
下
和
順

上
読
は
入
院
法
問

５
・
７

～
10

３

総
安
心　

横
三
心　

竪
三
心

５
・
17

１

大
原
序
・
顕
密
事
理
分

10
・
22

～
27

３

浄
土
経
宗　

宗
義
改
定

11
・
４

～
７

３

三
心
生
起　

三
心
ノ
分　

至
誠
心
々
躰

入
行
11
・
16
～
22



三
九

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

同　14
1729

４
・
21

～
26

３

施
化
利
生　

発
意
入
深　

還
愚
痴

「
大
衆
未
多
分
ニ
不
参
故
無
定
日

也
」

５
・
３

～
７

２

１（
５
・
16
）
至
誠
心
々
躰　

深
心

開
山
忌
の
た
め
三
則
ナ
シ

10
・
21

～
27

３

自
然
悟
道　

万
徳
所
帰　

三
途
見
光

「
今
年
ハ
入
行
モ
無
之
候
間
、
法

問
緩
々
」

11
・
５

～
９

３

破
人
不
動　

廻
向
心

再
伝
願
ア
リ

同　16
1731

４
・
22

～
28

３

（
不
記
）

５
・
３

～
11

５

１（
５
・
17
）
廻
向
心　

他

開
山
忌
報
謝

10
・
23

～
26

２

真
如
広
大　

真
忘
偈
頌

「
大
衆
結
夏
も
遅
く
」
ま
た
「
入

行
差
閊
」
あ
る
故

11
・
３

～

５

観
察
行　

観
察
正
行　

思
惟
分
離　

正
受
分
斎　

直
指
西
方

入
行
11
・
15
～
22

同　17
1732

５
・
14

～

１

１（
５
・
17
）
真
如
体
量

開
山
忌
報
謝

11
・
４

～
７

２

無
尽
法
界　

両
垢
如
々

入
行
11
・
14
～
21
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同　18
1733

４
・
20

～
24

２

恒
沙
功
徳　

隠
於
西
化

５
・
８

～
11

３

（
不
記
）

10
・
24

～
28

３

開
示
長
劫　

菩
提
種
子　

一
察
雖
無
実

11
・
６

～
10

３

五
念
門
大
綱　

讃
嘆
門　

天
親
願
生

入
行
11
・
15
～
22

再
聴
都
合
二
十
僧

同　19
1734

４
・
21

～
25

３

難
思
発
迹　

単
信
発
迹　

授
□
因
没
清

５
・
７

～
10

３

１（
５
・
17
）
清
浄
功
徳　

性
功
徳　

量
功
徳

開
山
忌
報
謝

10
・
18

～
22

３

自
覚
之
法
問　

覚
他
之
法
問　

覚
行
窮
満
之
法
問

11
・
７

～
11

３

大
蔵
門
之
法
問　

上
々
之
品
之
法
問　

声
聞
無
数
之
法
問

入
行
11
・
15
～
22

新
四
、
再
二

元文２
1737

４
・
24

～
27

２

経
劫
義　

不
経
劫
義

５
・
７

～
11

３

１（
５
・
17
）
別
相
三
宝　

現
体
三
宝　

化
相
三
宝

特
留
止
経

開
山
忌
報
謝

同　３
1738

方
丈
出
府
に
よ
り
出
算
後
法
問
延

期入
行
11
・
晦
日
～
12
・
６



四
一

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

同　４
1739

４
・
21

～
23

２

法
蔵
発
願

入
院
法
問
４
・
23

５
・
２

～
９

３

１（
５
・
17
）
光
無
量　

寿
無
量
願　

諸
仏
称
揚

開
山
忌
報
謝

10
・
21

～
23

１

宗
義
開
宗

11
・
５

～
10

３

無
三
悪
趣　

悉
皆
金
色　

不
更
悪
趣

入
行
11
・
15
～
22

布
薩
11
・
23

同　５
1740

４
・
22

～
25

２

捨
家
棄
欲　

起
立
塔
像

５
・
３

～

（
不
記
）

１（
５
・
17
）（
不
記
）

開
山
忌
報
謝

10
・
19

～
22

３

現
其
人
前　

自
然
化
生　

？

11
・
４

～
10

３

念
仏
往
生　

宿
善
有
無　

？

入
行
11
・
15
～
22

寺
内
行
人
一
、
五
重
二
、
血
脈
一

同　６
1741

４
・
19

～
22

２

通
達
法
性　

観
音
名
義

病
人
多
く
出
勤
者
少
数
ゆ
え
二
則

で
終
則

５
・
７

～
11

３

１（
５
・
17
）
触
光
柔
軟　

聞
名
得
忍　

転
女
成
男

開
山
忌
報
謝

10
・
18

～
21

２

諸
根
悦
貯　

読
誦
大
乗

11
・
６

～
９

２

人
天
致
敬　

供
養
諸
仏

入
行
ナ
シ
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

寛保２
1742

４
・
18

～
26

４

一
念
摂
逆　

最
尊
第
一　

？

５
・
７

～
11

３

１（
５
・
17
）
説
一
切
智　

？　

？

三
密
加
翻
（
開
山
忌
）

10
・
18

～
23

３

自
他
三
宝　

各
発
無
上
心　

惣
安
心

11
・
５

～
12

４

随
意
聞
法　

一
生
補
処　

超
出
常
偏　

？

入
行
ナ
シ

同　３
1743

４
・
20

～
24

２

難
厭
欣　

横
超
断

「
去
年
大
水
ニ
付
所
化
難
儀
」

閏
４
・
１

～
２

２

１（
５
・
17
）
十
一
門
義　

読
誦
大
乗

真
浄
報
仏
恩
（
開
山
忌
）

10
・
18

～
26

４

易
往
向
無
人　

世
尊
我
一
回　

帰
命
尽
十
方

法
性
真
如

11
・
５

～
11

４

読
誦
大
乗　

歓
喜
命
終　

則
捨
無
生　

？

入
行
11
・
15
～
22

再
伝
四
（
血
脈
一
）

延享元
1744

４
・
22

～
25

３

１（
４
・
17
）
仏
種
不
施　

通
達
諸
法
快
（
界
カ
）

其
仏
本
願
力　

夢
見
彼
仏

開
山
忌
報
謝

５
・
７

～
13

３

現
前
授
記　

聞
経
称
仏　

？

10
・
18

～
22

２

差
立
方
便
之
事　

？

出
勤
少
数
、
下
読
も
近
い
ゆ
え
二

則
で
終
則

11
・
５

～
12

４

十
二
部
経
之
事　

不
浄
諸
法
之
事　

無
有
懺
愧

獄
火
来
現
之
事

入
行
11
・
15
～
22

寺
内
六
僧
、
再
三
（
血
脈
二
、
五

重
三
）



四
三

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

同　２
1745

４
・
17

～
不
詳

（
不
記
）

５
・
７

～
10

３

教
令
念
仏　

案
事
成
弁　

十
念
口
摂

寛延３
1750

４
・
23

～
５
・
９

５

１（
５
・
17
）
総
告
惣
観　

光
文
等
之
回
向
文　

光
文
大
意

観
称
通
巻　

親
縁
□
□　
　

観
経
則

法
問
延
期　
「
法
問
闕
減
無
之
」

を
寮
主
へ
達
す

開
山
忌
報
謝

５
・
21

～
不
詳

２

頌
義
六
巻　

八
相
之
則

日
鑑
は
10
・
21
ま
で
、
以
後
11
・

21
以
降
別
冊

入
行
11
・
21
～
28

同　４
1751

４
・
18

～
晦
日

３

（
不
記
）

５
・
７

～
10

３

１（
５
・
17
）（
不
記
）

開
山
忌
報
謝

10
・
18

～
22

２

（
不
記
）

入
行
11
・
24
～
12
・
２

宝暦２
1752

４
・
18

～
５
・
20

３

１（
５
・
17
）
光
明
讃
嘆　

光
明
勝
劣　

現
益
人
天

現
益
人
天
（
上
読
三
則
目
に
相
当
）

夏
上
読
三
則
目
延
期

開
山
忌
報
謝

５
・
26

～
６
・
６

２

疑
心
往
生　

？

病
気
に
て
三
則
目
延
期
終
則

※
享
保
二
十
年
は
本
堂
再
建
に
つ
き
、
春
に
着
工
、
八
月
末
上
棟
。
年
が
明
け
て
二
月
に
入
仏
式
と
の
こ
と
で
、
上
下
法
問
並
び
に
開
山
忌
は
停
止
。

　

な
お
こ
の
年
は
末
寺
の
中
に
鴻
巣
勝
願
寺
の
下
読
参
加
希
望
者
が
お
り
「
勝
手
次
第
」
と
許
可
し
て
い
る
。「
？
」
は
算
題
の
記
載
が
な
い
こ
と
。
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法
問
の
則
数
と
移
寮
の
達

　

上
記
の
表
か
ら
、
ま
ず
両
安
居
・
上
下
法
問
に
直
接
関
わ
る
日
程
が
知
ら
れ
、
そ

の
期
間
は
四
日
か
ら
一
週
間
内
外
が
通
常
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
法
問
の
則
数
に

つ
い
て
み
る
と
、
上
読
は
、
夏
は
二
則
と
三
則
が
同
数
で
、
冬
は
三
則
が
二
度
多
い
。

下
読
は
、
夏
・
冬
と
も
に
二
則
よ
り
三
則
が
圧
倒
的
に
多
く
、
四
則
も
三
度
、
五
則

も
二
度
み
ら
れ
る
。
下
読
を
重
視
す
る
傾
向
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
表
か

ら
も
確
認
さ
れ
よ
う
。
報
謝
法
問
は
殆
ど
が
開
山
忌
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
一
則
で

あ
る
。
上
読
を
入
院
法
問
と
兼
ね
て
行
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
二
度
あ
る
。
過
去
に
、

ほ
ぼ
同
時
期
の
江
戸
崎
大
念
寺
檀
林
の
ケ
ー
ス
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
折
作

成
し
た
「
大
念
寺
檀
林
安
居
等
記
録
一
覧
」（
正
徳
二
年
～
元
文
二
年
）
に
み
え
る

数
字
（
法
問
則
数
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
享
保
八
年
以
降
で
は
、
蓮
馨
寺
檀
林
の

方
が
則
数
が
多
い
。「
少
衆
故
」
等
の
理
由
か
ら
安
居
が
中
止
さ
れ
た
り
、
法
問
則

数
を
減
ら
し
た
り
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
、
大
念
寺
の
方
に
よ
り
多
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
大
念
寺
の
場
合
は
、
法
問
と
は
別
に
（
あ
る
い
は
そ
の
代
替
と
し
て
）

講
釈
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
書
目
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い（
６
）。

　

つ
ぎ
に
五
重
相
伝
・
血
脈
（
宗
脈
）
相
承
を
受
け
る
た
め
の
「
加
行
」
に
つ
い
て

み
て
み
よ
う
。［
表
２
］
の
備
考
欄
に
よ
れ
ば
、「
入
行
」
回
数
は
十
四
回
で
、
加
行

が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
年
が
三
回
あ
る
。
学
寮
の
所
化
数
そ
の
も
の
が
少
人
数
で
あ

る
か
ら
、
加
行
の
希
望
者
が
い
な
け
れ
ば
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
加
行
日
程
は

十
一
月
十
五
日
～
二
十
二
日
ま
で
の
ケ
ー
ス
が
半
数
を
占
め
、
他
は
そ
の
周
辺
の
日

程
か
、
年
末
に
ず
れ
込
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
。
重
要
な
行
事
で
あ
っ
て
も
、
期
間

を
固
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
小
規
模
檀
林
の
置
か
れ
た
状
況
が
あ
る
。
入
行
者
の
数

も
ほ
ぼ
一
桁
台
と
少
な
く
、こ
の
点
は
大
念
寺
の
実
績（
７
）と
も
共
通
し
て
い
る
。「
再
伝
」

（
過
去
に
伝
法
を
受
け
て
い
る
も
の
が
再
度
受
け
る
こ
と
）
は
原
則
禁
止
な
の
だ
が
、

実
際
に
は
「
再
伝
願
」
が
許
可
さ
れ
、新
受
者
よ
り
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
再

聴
」
と
い
う
記
載
も
あ
る
。「
布
薩
」
を
実
施
し
た
ケ
ー
ス
が
一
例
見
ら
れ
る
。

　

①��

法
問
出
席
と
「
移
寮
」

　

以
下
、『
日
鑑
』
に
基
づ
き
な
が
ら
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
蓮
馨
寺
檀
林
の
安

居
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
上
下
法
問
の
な
か
で
も
、
下
読
を
重
視
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
享
保
十
六
年
冬
安
居
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、「
大
衆
結

夏
も
遅
ク
御
座
候
ニ
付
、
初
則
延
引
ニ
罷
成
、
下
読
も
打
続
入
行
差
閊
候
ニ
付
、
何

と
そ
明
日
終
則
被
成
下
候
様
奉
願
候
旨
、
即
刻
申
上
候
処
、
今
年
は
別
行
之
心
掛
も

有
之
格
別
之
事
故
、
願
之
通
差
許
候
、
尤
後
例
ニ
ハ
成
間
布
候
」（
一
・
１
７
９
）
と
、

所
化
の
出
勤
が
遅
く
、後
に
続
く
下
読
や
加
行
の
日
程
に
も
差
支
え
が
起
こ
る
か
ら
、

前
例
と
し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
上
読
は
二
則
ま
で
と
し
た
。
し
か
し
下
読
に
つ
い

て
は
、
三
則
目
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
「
下
読
十
人
衆
」
か
ら
「
終
則
」
の
願
い
出

が
あ
っ
た
も
の
の
、「
上
読
壱
則
御
免
候
故
、
行
前
ニ
候
へ
ト
モ
、
下
読
之
儀
ハ
一

向
御
免
無
之
旨
申
渡
不
取
上
」（
同
・
１
８
１
）
と
、
五
則
ま
で
実
施
し
て
い
る
。

も
と
も
と
下
読
は
、
上
読
が
上
座
の
能
化
か
ら
下
座
の
所
化
に
対
し
て
問
題
を
読
み

上
げ
る
の
に
比
し
て
、
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
算
題
を
読
み
上
げ
る
も
の
で
、
初
学

者
の
研
鑽
陶
冶
を
目
的
と
す
る
。
法
問
主
は
方
丈
に
代
っ
て
論
議
の
是
非
を
決
め
る

わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
役
割
を
与
え
ら
れ
る
の
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
蓮
馨
寺
の
『
日
鑑
』
か
ら
は
、「
講
釈
」
の
記
事
が
見
ら
れ
な
い
の
が
気

に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
元
文
五
年
十
月
二
十
一
日
条
に
、「
田
舎
檀
林
之
儀
、
平

生
講
尺（
釈
）等

無
之
事
ナ
レ
ハ
、上
読
ハ
全
三
則
、下
読
ハ
全
四
則
ツ
ヽ
思
召
ニ
候
」（
二
・

９
１
）
と
あ
っ
て
、
田
舎
檀
林
に
つ
い
て
は
、
講
師
を
務
め
る
だ
け
の
人
材
（
能
化
）



四
五

　
　
　
　
江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

が
乏
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

つ
ぎ
に
、
所
化
た
ち
が
法
問
に
出
席
す
る
た
め
に
は
、
平
素
身
を
置
い
て
い
る
寺

院
か
ら
檀
林
の
学
寮
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
役
者
か
ら
「
移
寮
」
通

知
が
達
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

両
安
居
之
節
、
大
衆
移
寮
申
渡
之
覚
（
二
・
９
１
）

一
、
前
来
両
安
居
共
ニ
、
十
五
日
被
位
押
・
十
六
日
御
出
算
・
十
八
日
初
則
は
、

諸
檀
林
通
格
之
事
、

一
、
当
山
ハ•

•

之
移
寮
致
遅
々
、
因
茲
論
日
及
延
引
候
、

一
、
今
般
被
仰
出
候
ハ
、
已
後
如
法
右
日
限
之
通
急
度
移
寮
可
有
之
事
、

一
、
若
初
則
相
終
テ
二
則
め
已
後
移
寮
也
、
僧
侶
ハ
大
衆
金
割
合
除
也
、
但
シ
、

二
則
目
以
来
ノ
雖
為
移
寮
之
僧
、
直
ニ
下
読
迄
令
出
勤
之
僧
ハ
、
上
下
共

ニ
割
合
可
遣
事
、

一
、
上
下
之
法
門問

・
寺
内
並
法
席
之
差
引
・
大
衆
金
割
合
之
事
等
ニ
至
迄
、
部

頭
差
引
、
不
可
違
背
之
事
、

　
　

右
之
趣
今
般
急
度
被
仰
出
候
間
、
後
来
無
違
犯
出
勤
可
有
之
者
也
、

　
　
　

元「
元
文
」五

申
十
月　
　
　
　
　
　
　
　

方
丈�

役
者

　

上
記
の
内
容
は
、
移
寮
が
速
や
か
に
行
な
わ
れ
な
い
場
合
、
法
席
や
大
衆
金
の
給

付
割
合
が
低
く
な
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
同
年
十
月

二
十
四
日
条
に
は
、「
雲
現
上
読
ヨ
リ
江
戸
表
へ
参
度
由
再
三
願
候
へ
ト
モ
、
御
免

無
之
、
最
早
上
読
相
済
候
間
、• （
移
寮
カ
）

•

之
願
即
御
免
有
之
、
並
同
庵
淳泰
善冏

三

〻

〻

四
年
も

移
寮
不
申
候
故
、
消
帳
之
願
、
然
ト
モ
夏
中
と
申
候
、
殊
ニ
寮
主
ノ
留
守
ナ
レ
ハ
、

下
読
過
迄
ハ
不
叶
申
候
申
渡
ス
」（
二
・
９
２
）
と
み
え
、
上
読
中
の
江
戸
表
へ
の

出
張
願
い
は
認
め
な
い
が
、
終
了
後
は
移
寮
を
免
除
し
て
い
る
。
ま
た
三
年
も
移
寮

し
て
い
な
い
僧
（
長
期
法
問
欠
席
）
の
消
帳
願
い
に
つ
い
て
は
下
読
後
、寮
主
が
戻
っ

て
か
ら
で
な
い
と
認
め
な
い
と
申
し
渡
し
て
い
る
。

　

関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
下
読
法
問
二
則
目
「
論
日
」
の
最
中

だ
が
、
宝
暦
元
年
十
月
二
十
三
日
条
に
は
「
長（清瀬

・
末
寺
）

命
寺
□法

問
不
出
故
、
飛
脚
、
役
者
中

ヨ
リ
呼
ニ
遣
す
、
夜
ニ
入
所
化
寮
迄
着
候
処
、
被
相
届
候
」（
二
・
４
４
０
）
と
み
え
、

欠
席
者
を
飛
脚
を
使
っ
て
呼
び
に
行
か
せ
、
夜
中
に
漸
く
移
寮
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

②�

病
僧
の
取
り
扱
い

　

享
保
十
三
年
四
月
十
六
日
条
で
は
、被
位
押
（
法
問
出
席
者
確
認
）
に
先
立
っ
て
、

二
名
の
僧
が
同
庵
の
僧
察
伝
か
ら
方
丈
へ
の
取
り
次
ぎ
を
依
頼
さ
れ
た
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
申
し
出
が
あ
っ
た
。
察
伝
は
十
年
余
の
大
病
を
患
っ
て
お
り
、
法
﨟
は
二

六
年
に
も
及
ん
で
い
る
が
、病
の
た
め
「
座
役
」（
役
割
）
を
果
た
し
て
い
な
い
ゆ
え
、

「
下
座
」（
降
格
）
し
て
も
ら
い
た
い
と
申
す
の
で
、
相
談
に
乗
り
助
言
し
て
も
い
る

が
、本
人
の
意
思
も
固
く
、「
礼
讃
部
々
尻
」
の
扱
い
を
願
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

方
丈
は
当
人
の
願
い
出
と
は
い
え
、「
下
沈
」（
降
格
）
と
は
気
の
毒
だ
し
、
座
役
に

つ
い
て
も
長
患
ゆ
え
止
む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
寛
大
な
指
示
が
あ
っ
た
の

だ
が
、
再
度
当
人
か
ら
の
嘆
願
も
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
両
僧
請
け
合
い
を
条
件
に

願
い
通
り
許
可
を
し
て
い
る
（
一
・
６
６
）。

　

ま
た
、
十
二
年
前
に
帰
国
し
て
病
気
に
な
り
、
学
業
の
継
続
が
困
難
と
な
り
、
一

度
は
「
消
帳
」（
除
籍
）
と
な
っ
て
い
た
僧
の
ケ
ー
ス
で
、
病
気
が
快
復
し
た
の
で
、

「
帰
山
」（
復
帰
）
願
い
が
出
さ
れ
許
可
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、「
任
御
壁
書
之
趣
、



四
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

帰
国
之
時
ノ
年
数
ニ
可
被
帰
召
候
」
つ
ま
り
年
数
は
経
過
し
て
い
る
が
、
在
籍
時
の

席
次
に
戻
る
と
の
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
る
（
一
・
１
０
８
）。

　

そ
の
後
十
年
ほ
ど
経
過
し
た
寛
保
元
年
十
月
十
四
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
寺
内

法
度
が
出
さ
れ
て
い
る
。

一
、�

帰
国
・
病
僧
共
ニ
、
向
後
ハ
方
丈
並
庵
主
之
年
礼
・
両
安
居
上
下
之
被
位

銭
、
可
被
差
出
候
、
但
シ
、
下
読
被
位
銭
ハ
、
如
古
法
之
一
文
字
除
之
、

一
、
成
就
以
後
被
位
立
置
候
僧
ハ
、
其
寺
格
式
之
年
礼
並
ニ
所
化
方
之
年
礼
両

用
共
ニ
、
急
度
可
被
相
勤
候
、
尤
両
安
居
法
問
、
無
懈
怠
出
勤
可
致
之
事
、

一
、
帰
国
・
病
僧
共
ニ
、
壱
夏
不
参
御
免
、
二
夏
不
参
容
赦
、
三
夏
不
参
下
沈
、

四
夏
不
参
消
帳
之
事
、

一
、
向
後
在
山
之
庵
主
、
御
節
句
ハ
不
及
申
ニ
、
朔
日
・
十
五
日
方
丈
御
礼
出

勤
可
有
之
事
、

　
　

右
之
条
々
増
上
寺
並
ニ
諸
檀
林
通
式
ニ
候
、
此
旨
堅
可
被
相
守
者
也
、
以
上
、

　
　
　
　

寛
保
元
酉
ノ
天
十
月
日　
　

方
丈　

役
者

　

右
之
趣
寮
々
ニ
急
度
惣
寮
へ
書
出
可
被
指
置
之
旨
、
堅
ク
申
付
ル
（
二
・
１
３
６

～
７
）、

　

こ
と
に
帰
国
・
病
僧
で
あ
っ
て
も
年
礼
、
被
位
銭
（
在
籍
料
）
を
納
め
る
こ
と
、

安
居
不
参
に
伴
う
ぺ
ナ
ル
テ
ィ
ー
（
四
度
欠
席
が
続
け
ば
除
籍
）、
住
職
に
な
っ
て

も
檀
林
在
籍
中
は
法
問
に
出
勤
す
べ
き
こ
と
な
ど
、
増
上
寺
並
び
に
諸
檀
林
通
式
だ

と
し
て
、
法
問
出
席
の
徹
底
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ほ
か
、
法
問
へ

の
出
席
が
ま
ま
な
ら
な
い
「
貧
地
」（
貧
し
い
寺
）
の
僧
へ
の
対
応
と
し
て
、
享
保

十
四
年
十
月
十
六
日
条
に
は
、「
厳（
入
間
郡
牛
沼
・
末
寺
）

浄
寺
貧
地
故
、
只
今
迄• （
法
問
ヵ
）

•

不
出
、
此
度
ハ
幸

五
智
堂
説
法
参
候
間
、
大
衆
之
思
ク
モ
有
之
候
事
故
、
一
則
ナ
リ
ト
モ
出
勤
候
様
ニ

申
渡
ス
」（
一
・
１
１
２
）
と
あ
り
、
説
法
に
赴
く
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
所
化
大
衆

の
手
前
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
せ
め
て
法
問
一
則
だ
け
で
も
出
席
す
る
よ
う
に
と
配

慮
し
て
い
る
が
、
経
済
的
な
困
難
者
へ
の
修
学
支
援
に
は
限
界
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

③�「
励
学
」
の
勧
め

　

檀
林
で
は
、少
し
で
も
手
綱
を
緩
め
る
と
所
化
の
学
業
が
疎
か
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
こ
で
、
折
に
触
れ
て
学
業
の
精
励
を
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
事
例
と
し
て
寛
延
三

年
四
月
二
十
日
条
に
掲
載
の
役
者
（
方
丈
の
意
向
を
受
け
た
）
か
ら
月
行
事
宛
の
通

達
を
引
い
て
お
こ
う
（
二
・
３
５
６
）。

明
二
十
一
日
四
時
部
転
・
出
算
有
之
候
間
、
大
鐘
次
第
集
会
候
様
、
且
今
朝
老

僧
中
へ
被
仰
渡
候
、
励
学
不
情精

有
之
候
、
老
僧
中
別
テ
被　

情精

出
、
若
輩
僧
見

習
、
励
学
可
有
之
候
、

一
、
唀
之
儀
、
従
来
被
仰
渡
候
通
、
書
写•

 •

問
已
読
シ
候
を
法
門問

論
議
と

も
相
心
得
候
、
向
後
老
若
共
各
器
量
次
第
論
議
有
之
候
様
可
仕
候
、
仍
テ

唀
強
御
借
シ
不
被
成
候
間
、
左
様
ニ
可
被
相
心
得
候
、
論
日
之
儀
、
大
衆

励
学
之
程
相
談
い
た
し
可
申
達
候
、

　
　

右
之
趣
老
若
共
相
心
得
候
様
、
御
触
可
被
成
候
、
已
上
、

　
　
　
　

• （
月
日
カ
）

•
•

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
者

　
　
　
　
　

当
月
番
存
騰
公
へ

　

こ
こ
で
注
意
を
引
く
の
は
、
法
問
の
開
始
に
先
立
ち
、「
老
僧
」
た
ち
に
対
し
て

学
問
研
鑚
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
な
た
方
が
真
剣
に
な
っ
て
臨

め
ば
、
若
い
僧
侶
た
ち
も
見
習
い
、
学
問
に
励
む
よ
う
に
な
る
と
、「
老
僧
」
に
向

け
て
「
励
学
」
を
促
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
「
唀
」（
捌
の



四
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江
戸
中
期
に
お
け
る
川
越
蓮
馨
寺
檀
林
の
運
営
管
理
と
教
育
実
施
状
況

こ
と
で
、
算
題
に
つ
い
て
の
題
意
を
説
明
し
、
論
議
〈
問
答
〉
の
運
び
方
な
ど
を
指

示
す
る
こ
と
）
に
関
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

文
意
を
汲
め
ば
こ
う
で
あ
ろ
う
。「
こ
れ
ま
で
も
注
意
し
て
き
た
よ
う
に
、
提
示
さ

れ
た
算
題
を
書
写
し
、
そ
の
趣
旨
と
問
答
の
流
れ
を
理
解
さ
え
す
れ
ば
、
あ
た
か
も

そ
れ
が
法
問
論
議
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
違
い
を
し
て
い
る
向
き
が
あ
る
。
こ
れ

か
ら
は
、
老
若
共
に
そ
の
学
力
に
応
じ
て
法
問
論
議
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、捌
に
関
す
る
必
要
な
資
料
の
貸
し
借
り
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
心
得
な
さ
い
。

論
日
（
論
講
実
施
の
日
）
に
際
し
て
は
、
所
化
大
衆
の
間
で
法
問
論
議
が
活
発
に
展

開
さ
れ
る
よ
う
、
よ
く
相
談
し
周
知
徹
底
を
は
か
り
な
さ
い
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
所
化
大
衆
間
に
お
け
る
修
学
上
の
切
磋
琢
磨
の
機
会
に
乏
し

い
小
規
模
な
田
舎
檀
林
の
実
況
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

小
論
は
、
ど
こ
ま
で
も
浄
土
宗
檀
林
の
う
ち
、「
田
舎
檀
林
」
と
称
さ
れ
る
地
方

の
小
規
模
檀
林
の
実
態
を
解
明
し
た
い
と
い
う
意
図
の
も
と
に
、
江
戸
中
期
の
川
越

蓮
馨
寺
檀
林
を
取
り
上
げ
て
、
表
題
の
ご
と
く
そ
の
学
寮
経
営
と
教
育
の
実
像
に
迫

る
よ
う
努
め
て
み
た
。
前
者
に
関
し
て
は
、
学
寮
の
主
要
人
事
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
問
題
の
所
在
を
考
察
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
従
来
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
大
衆
金
」
の
問
題
を
扱
っ
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
檀
林
当
局

と
所
化
大
衆
が
対
立
に
発
展
す
る
要
素
を
内
に
は
ら
む
も
の
で
も
あ
っ
た（
８
）。
後
者
に

関
し
て
は
、
両
安
居
法
問
の
実
施
状
況
と
所
化
大
衆
の
修
学
上
の
諸
問
題
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
み
た
。
所
化
数
の
少
な
い
小
規
模
檀
林
の
構
造
的
な
弱
点
が
随
所
に
読

み
取
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
も
田
舎
檀
林
の
実
態
解
明
に
努
め
て
来
た
が
、
檀
林
寺
院
の
有

す
る
教
育
的
機
能
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
を
担
保
す
る
の
は
や
は
り
経
営
の
問
題

で
あ
る
。
そ
の
都
度
新
た
な
史
実
に
出
会
い
、
そ
の
意
味
や
背
景
に
思
考
を
め
ぐ
ら

せ
る
と
き
、
増
上
寺
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
檀
林
や
他
の
大
規
模
檀
林
を
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
し
て
檀
林
制
度
の
実
像
を
捉
え
る
方
法
が
、
い
か
に
一
面
的
な
も
の
で
あ

る
か
を
気
づ
か
さ
れ
る
。
今
回
も
ま
た
、
檀
林
史
研
究
に
新
た
な
知
見
を
加
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
れ
も
偏
に
『
蓮
馨
寺
日
鑑
』
刊
行
の
お
か
げ
で
あ
る
。

註
（
１
）
筆
者
の
浄
土
宗
檀
林
史
研
究
の
既
発
表
論
文
を
内
容
上
か
ら
四
つ
に
分
け
て
掲
載
し
て

お
こ
う
。
①�

個
別
檀
林
を
対
象
と
し
た
経
営
、
教
育
、
教
化
等
、
総
合
的
な
も
の
に
、「
浄

土
宗
田
舎
檀
林
考
―
江
戸
時
代
後
期
下
総
国
生
実
大
巌
寺
の
場
合
―
」（『
日
本
仏
教
』
三
一

号
、
一
九
七
〇
年
二
月
）、「
浄
土
宗
檀
林
を
め
ぐ
る
民
衆
教
化
の
諸
相
―
江
戸
中
・
後
期
の

田
舎
檀
林
の
場
合
―
」（『
駿
台
史
学
』
二
九
号
、
一
九
七
一
年
九
月
）、「
地
方
に
お
け
る
浄

土
宗
檀
林
の
成
立
と
展
開
―
常
陸
国
江
戸
崎
大
念
寺
の
場
合
―
」（『
地
方
史
研
究
』
一
三
一

号
、
一
九
七
四
年
九
月
）、　

②�

檀
林
の
本
末
関
係
と
学
寮
の
運
営
を
中
心
と
し
た
も
の
に
、

「
浄
土
宗
檀
林
に
お
け
る
本
末
関
係
の
一
考
察
―
江
戸
時
代
中
末
期
の
生
実
大
巌
寺
を
め

ぐ
っ
て
―
」（『
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
』
四
号
、
一
九
七
〇
年
三
月
）、「
浄
土
宗
檀
林
に
つ
い

て
の
覚
書
―
田
舎
檀
林
の
史
料
調
査
か
ら
―
」（『
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
』
六
号
、
一
九
七
二

年
三
月
）、「
関
東
浄
土
宗
教
団
の
末
寺
統
制
―
檀
林
に
お
け
る
本
末
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
笠
原
一
男
編
『
日
本
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
十
一
月
）、「
常

陸
国
瓜
連
常
福
寺
に
お
け
る
末
寺
・
大
衆
騒
動
と
檀
林
の
構
造
」（
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究

所
『
研
究
年
報
』
二
・
三
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）、
③�

入
寺
帳
の
分
析
を
中
心
と
し
た
も

の
に
、「
地
方
に
お
け
る
浄
土
宗
檀
林
の
展
開
―
鎌
倉
光
明
寺
『
入
寺
帳
』
の
分
析
を
通
し

て
み
た
る
―
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
二
一
号
、
一
九
七
五
年
十
月
）、「
増
上
寺
所
蔵
『
入
寺



四
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

帳
』
の
研
究
（
１
）
―
増
上
寺
に
お
け
る
年
次
別
入
寺
者
数
の
推
移
―
」（
長
谷
川
仏
教
文

化
研
究
所
『
研
究
年
報
』
九
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）、「
増
上
寺
所
蔵
『
入
寺
帳
』
の
研
究

（
２
）」（
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
編
『
仏
教
と
社
会
事
業
と
教
育
と
―
長
谷
川
良
信
の
世

界
―
』、
一
九
八
三
年
三
月
）、「
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
の
研
究
（
３
）」（
長
谷
川
仏
教
文
化

研
究
所
『
研
究
年
報
』
一
一
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）、「
江
戸
後
期
に
お
け
る
浄
土
宗
名
越

派
檀
林
の
実
況
―
『
入
寺
帳
』
を
通
し
て
み
る
―
」（『
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
年
報
』
二

十
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）、
④
そ
の
他
、「
瓜
連
常
福
寺
檀
林
と
水
戸
藩
の
諸
檀
林
」（『
茨

城
県
の
思
想
・
文
化
の
歴
史
的
基
盤
』
雄
山
閣
、
一
九
七
八
年
十
月
）、�「
浄
土
宗
の
檀
林
教

育
に
お
け
る
法
問
と
講
釈
」（
下
出
積
与
編
『
日
本
宗
教
史
論
纂
』
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年

五
月
）、
な
ど
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
初
出
掲
載
誌
）。

（
２
）『
蓮
馨
寺
日
鑑
』
第
一
巻
・
第
二
巻
（
文
化
書
院
、
二
〇
一
二
年
二
月
・
同
八
月
）。

（
３
）
前
掲
宇
高
良
哲
『
近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』、『
檀
林
川
越
蓮
馨
寺
志
』
他
参
照
。

（
４
）
註
（
１
）
掲
載
の
拙
稿
「
増
上
寺
所
蔵
『
入
寺
帳
』
の
研
究
（
３
）」
で
述
べ
た
よ
う
に
、

総
録
所
で
あ
っ
た
増
上
寺
に
は
諸
檀
林
の
入
寺
帳
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
蓮
馨
寺
と
大
念

寺
に
つ
い
て
は
残
存
し
て
い
な
い
。

（
５
）
た
と
え
ば
註
（
１
）
掲
載
の
拙
稿
「
浄
土
宗
田
舎
檀
林
考
―
江
戸
時
代
後
期
下
総
国
生

実
大
巌
寺
の
場
合
―
」
参
照
。

（
６
）
註
（
１
）
掲
載
の
拙
稿
「
地
方
に
お
け
る
浄
土
宗
檀
林
の
成
立
と
展
開
―
常
陸
国
江
戸

崎
大
念
寺
の
場
合
―
」
参
照
。

（
７
）
同
上
参
照
。

（
８
）
学
寮
主
や
末
寺
住
職
の
後
任
人
事
を
め
ぐ
っ
て
、
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
檀
林

当
局
と
所
化
大
衆
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
対
立
の
原
因
に
は
異
な

る
面
も
あ
る
が
、
田
舎
檀
林
に
お
い
て
、
そ
れ
が
寺
社
奉
行
所
を
も
巻
き
込
む
騒
動
に
ま
で

発
展
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
註
（
１
）
掲
載
の
拙
稿
「
常
陸
国
瓜
連
常
福
寺
に

お
け
る
末
寺
・
大
衆
騒
動
と
檀
林
の
構
造
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。



四
九

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

　
　

は
じ
め
に

　

知
恩
院
門
跡
は
、
輪
王
寺
（
日
光
）
門
跡
と
同
じ
く
、
江
戸
時
代
に
創
設
さ
れ
た

近
世
門
跡
で
あ
る
が
、
輪
王
寺
門
跡
が
幕
末
ま
で
間
断
な
く
門
室
が
存
続
し
た
の
に

対
し
て
、
知
恩
院
門
跡
は
歴
世
間
に
中
断
期
が
あ
る
と
い
う
外
形
的
な
相
違
の
ほ
か

に
、
寺
務
を
総
括
す
る
権
能
を
有
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
内
実
的
な
違
い
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
知
恩
院
門
跡
は
門
主
と
し
て
の
権
能
を
持
た
な
い
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ

た
が
、
他
門
跡
並
み
に
寺
務
職
を
執
る
こ
と
を
望
ん
で
試
み
た
門
跡
が
い
た
。
そ
れ

が
初
代
門
跡
の
良
純
法
親
王
と
第
二
代
門
跡
の
尊
光
法
親
王
で
あ
る
。
良
純
法
親
王

が
寺
務
職
を
欲
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
尊
光
法
親
王
の
場
合
は
ほ
と

ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
『
東
山
門
室
記
録
』
に
記
さ

れ
た
尊
光
法
親
王
の
寺
務
兼
帯
の
運
動
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　

良
純
法
親
王
の
前
半
生

　

ま
ず
は
良
純
法
親
王
（
以
下
「
良
純
」）
の
事
績
に
つ
い
て
見
る
。
系
図
類
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
良
純
の
略
歴
は
、『
系
図
綜
覧
』
所
収
「
詰
所
系
図
」
に

知
恩
院
、
浄
土
宗
門
跡
初
祖
、
元
和
年
中
為
東
照
宮
猶
子　
　

母
源
大
典
侍
局

具
子
、
庭
田
大
納
言
重
通
卿
女　
　

慶
長
九
年
三
月
廿
九
日
生
、
号
八
宮
、

（
◎
八
年
十
二
月
十
七
日
誕
カ
）
同
十
九
年
十
（
十
二
イ
）
月
六
（
十
六
イ
）

日
親
王
宣
下
、
寛
永
二
十
年
十
一
月
十
一
日
配
流
于
甲
州
天
目
山
、
万
治
二
年

六
月
廿
七
（
二
イ
）
日
帰
洛
泉
涌
寺
、
寛
文
四
年
四
月
十
三
日
新
宅
、
移
住
于

北
野
、
還
俗
号
以
心
菴
、
同
九
年
八
（
七
イ
）
月
朔
（
晦
イ
）
日
薨
、（
六
十

七
歳
）
同
三
日
葬
于
泉
涌
寺
、
明
和
五
年
八
月
当
百
年
忌
復
本
位
、
号
无
礙
光

院
宮　

『
系
図
纂
要
』
所
収
「
神
皇
」
五
に

母
大
典
侍
具
子　

権
大
納
言
重
通
卿
女　

慶
長
九
年
三
ノ
廿
九
生　

称
八
宮　

　

十
二
年
十
一
ノ
廿
七
相
続
知
恩
院
入
寺　
　

十
九
年
十
二
ノ
十
八
親
王
直
輔

　
　

元
和
元
年
六
ノ　

東
照
宮
猶
子　
　

五
年
九
ノ
十
七
得
度　

同
日
二
品　

　

寛
永
廿
年
十
一
ノ
十
一
迁
居
甲
州
天
目
山　
　

万
治
二
年
六
ノ
廿
二
帰
洛
入

泉
涌
寺
中
新
善
光
寺　
　

寛
文
四
年
四
ノ
十
三
造
居
于
北
野
別
荘
還
俗
号
以
心

菴　
　

九
年
八
ノ
一
薨
六
十
七　
　

同
三
葬
于
泉
涌
寺　
　

明
和
五
年
八
ノ　

　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て　

　
　
　
　

―
『
東
山
門
室
記
録
』
を
中
心
に

―

�

中　

井　

真　

孝　



五
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

当
百
回
忌
復
本
位　
　

号
無
礙
光
院
専
蓮
社
行
誉
心
阿
自
在

と
あ
り
、
そ
し
て
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に

二
品　

母
大
典
侍
源
具
子
、
庭
田
大
納
言
重
通
卿
女　

慶
長
九
年
三
月
廿
九
日

誕
生
、
称
八
宮
、
同
十
九
年
十
二
月
十
六
日
為
親
王
、
元
和
元
年
六
月
為
東
照

宮
御
猶
子
、
同
五
年
九
月
十
七
日
入
寺
得
度
、
十
六
、　

寛
永
廿
年
十
一
月
十

一
日
遷
於
甲
州
天
目
山
、
四
十
、
万
治
二
年
六
月
廿
二
日
帰
洛
、
住
泉
涌
寺
中

新
善
光
寺
、
五
十
六

、
寛
文
四
年
四
月
十
三
日
構
新
宅
於
北
野
移
住
、
還
俗
号
以
心

庵
、
同
九
年
八
月
一
日
薨
、
六
十
六

、
三
日
葬
于
泉
涌
寺
、
明
和
五
年
八
月
当
百
年

忌
復
本
位
、
号
无
礙
光
院
宮
、

と
あ
る
。
良
純
の
生
誕
に
つ
い
て
、
右
の
系
図
類
で
は
共
通
し
て
慶
長
九
年
（
一
六

〇
四
）
三
月
二
十
九
日
と
す
る
が
、「
詰
所
系
図
」
に
掲
げ
る
一
説
の
慶
長
八
年
（
一

六
〇
三
）
十
二
月
十
七
日
が
正
し
い
こ
と
は
、
す
で
に
『
大
日
本
史
料
』
が
採
用
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
（
（

。
系
譜
類
に
若
干
の
出
入
り
が
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
事
績
し
か

分
か
ら
な
い
。『
大
日
本
史
料
』
の
中
か
ら
、
良
純
の
前
半
生
に
関
わ
る
綱
文
を
拾

う
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
十
二
月
十
七
日	

第
八
皇
子
御
誕
生
、
八
宮
と
称
せ

ら
る
。

○
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
四
月
十
八
日	

皇
子
八
宮
、
御
宮
参
。

○
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
十
一
月
廿
六
日	

皇
子
八
宮
、
御
髪
置
の
儀
あ
り
。

○
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
十
一
月
十
一
日	

皇
子
八
宮
、
御
深
會
木
の
儀
あ
り
。

○
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
十
一
月
廿
七
日	

皇
子
八
宮
、
知
恩
院
に
入
室
あ
ら

せ
ら
る
。

○
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
十
二
月
十
六
日	

皇
弟
八
宮
直輔
に
親
王
宣
下
あ
り
。

○
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
九
月
十
七
日	

皇
弟
直
輔
親
王
、
知
恩
院
に
於
て

得
度
あ
ら
せ
ら
れ
、
名
を
良
純
と

改
め
給
ふ
。
親
王
を
二
品
に
叙

す
。

　

こ
の
後
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）、
徳
川
家
光
の
将
軍
継
職
を
祝
う
た
め
に
江
戸

下
向
し
た
の
を
始
め
、
一
〇
回
の
江
戸
滞
在
と
三
回
の
日
光
山
参
拝
が
『
徳
川
実

紀
』（
大
猷
院
殿
御
実
紀
）
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
）
（
（

、
そ
し
て
系
譜
類
に
共
通
し
て
記
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
甲
州
天
目
山
に
配
さ
れ
る
事
件
が
起

こ
る
の
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
事
績
の
ほ
か
、
徳
川
家
康
の
猶
子
に
つ
い
て
、
元
和

元
年
（
一
九
一
五
）
六
月
説
が
有
力
な
よ
う
で
あ
る
が
）
（
（

、
遺
憾
な
が
ら
確
証
は
見
出

せ
な
い
）
（
（

。

　

な
お
、
参
考
史
料
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
の
は
、
知
恩
院
蔵
の
『
華
頂
山
由

緒
系
図
本
記
）
（
（

』（
以
下
『
由
緒
系
図
』）
で
、

門
跡
御
所第

一
世　

良
純
法
親
王　

後
陽
成
院
第
八
皇
子
号
八
宮　

御
母
庭
田
大
納
言

源
重
通
卿
女
号
源
大
典
侍
具
子
慶
長
九
甲
辰
年
三
月
廿
九
日
誕
生　

同
十
四
己

酉
年
入
御
当
山
時
六

歳

板
倉
伊
賀
守
源
勝
重
朝
臣
時
所
司
供
奉
兼
造
立
殿
室
則
入

御　

着
座
中
御
門
中
納
言
宣
隆
卿
清
閑
寺
権
中
納
言
共
房
卿

元
和
五
年
己
未
九
月
十
七
日
亥
剋
薙
髪
時
十
六
歳　

戒
師　

満
誉
僧
正　

着

座　

日
野
大
納
言
資
勝
卿　

紙
燭
衆
六
人　

庭
田
少
将
重
秀　

櫛
笥
侍
従
隆

朝　

樋
口
少
将
信
孝　

其
余
三
人
不
詳

同
十
八
日　

勅
使　

油
小
路
侍
従
隆
経　

親
王
宣
下
廿
七
八
歳　

勅
使　

大
炊
御
門
大
納
言
経
頼
卿



五
一

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

　
　
　

寛
永
廿
癸
未
年
有
故
而
遷
于
甲
州
天
目
山
時
四
十
歳

　
　
　

万
冶
二
己
亥
年
六
月
廿
七
日
帰
洛
号
以
心
庵

　
　
　

寛
文
九
己
酉
年
八
月
朔
日
薨
六
十
六
歳
葬
泉
涌
寺

と
あ
る
。
良
純
が
知
恩
院
へ
入
室
し
た
年
時
は
、『
大
日
本
史
料
』
が
採
る
慶
長
十

二
年
（
一
六
〇
七
）
十
一
月
二
十
七
日
が
正
し
い
が
、
こ
れ
は
多
分
に
儀
式
で
あ
っ

て
）
（
（

、
実
際
は
『
由
緒
系
図
』
に
「
同
（
慶
長
）十

四
己
酉
年
入
御
当
山
時
六
歳

板
倉
伊
賀
守
源
勝

重
朝
臣
時
所
司
供
奉
兼
造
立
殿
室
則
入
御
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
年
後
の
慶
長
十
四

年
（
一
六
〇
九
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
知
恩
院
は
堂
舎
の
建
造
中
で
、
慶

長
八
、
九
年
（
一
六
〇
三
、
四
）
に
本
堂
（
御
影
堂
）
の
建
立
、
同
十
四
、
五
年
（
一
六

〇
九
、
一
〇
）
に
方
丈
や
諸
堂
の
建
立
工
事
が
集
中
的
に
行
わ
れ
て
い
た
）
（
（

。
し
た
が

っ
て
良
純
の
住
む
「
殿
室
」（
後
述
の
「
花
御
殿
」
か
）
が
造
立
し
て
す
ぐ
に
入
御
し
た

の
は
、
慶
長
十
四
年
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
）
（
（

。

　

つ
ぎ
に
『
由
緒
系
図
』
の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
の
良
純
得
度
の
記
事
は
、
時

刻
・
戒
師
・
着
座
公
卿
・
紙
燭
衆
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
独
自
史
料
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。
着
座
公
卿
の
権
大
納
言
日
野
資
勝
は
親
王
家
別
当
で
）
（
（

、
ま
た
紙
燭
衆
の
少
将

庭
田
重
秀
は
外
戚
で
あ
っ
た
。
戒
師
に
つ
い
て
、
満
誉
尊
照
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と

し
て
も
、『
華
頂
要
略
』
一
四
四
附
録
（
知
恩
院
）
に
「
得
度
戒
師
之
事
、
可
為
青
門

之
旨
、
兼
日
被
定
之
処
、
依
方
丈
歎
願
、
被
転
之
云
々
」
と
頭
書
す
る
の
は
、
知
恩

院
と
青
蓮
院
の
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
の
「
同
十
八
日　

勅
使　

油
小
路
侍

従
隆
経
」
は
得
度
と
同
時
に
行
わ
れ
た
二
品
叙
位
に
関
連
す
る
よ
う
だ
が
、
決
め
手

は
な
い
。「
親
王
宣
下
廿
七

八
歳　

勅
使　

大
炊
御
門
大
納
言
経
頼
卿
」
の
「
廿
七
八
歳
」

と
い
う
割
注
か
ら
寛
永
七
、
八
年
（
一
六
三
〇
、
一
）
の
こ
ろ
と
な
る
が
、
親
王
宣
下

は
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
十
二
月
十
六
日
の
こ
と
で
、
大
炊
御
門
経
頼
が
上
卿

と
な
っ
て
い
る
）
（1
（

。

　
　

良
純
法
親
王
の
寺
務
兼
帯
運
動

　

以
上
、
良
純
の
前
半
生
の
事
績
に
つ
い
て
深
入
り
し
た
が
、
本
題
の
寺
務
兼
帯
の

動
き
を
見
よ
う
。『
檀
林
本
所
霊
山
寺
志
』
に
、
知
恩
院
第
三
十
六
世
住
職
を
辞
し

た
帝
誉
尊
空
に
つ
い
て
、

寺
記
云
、
伏
見
宮
邦
頼
親
王
御
子
、
投
梶
井
宮
二
品
最
胤
法
親
王
剃
度
、
于
茲

知
恩
院
宮
良
純
法

親
王

欲
執
寺
務
職
、
竊
企
御
陰
事
、
時
住
持
雄
誉
上
人
欲
圧
、
請

伏
見
宮
以
尊
空
為
資
、
親
王
於
是
改
宗
、
関
東
修
学
如
宗
規
、
則
夏
臈
既
満
、

住
知
恩
院
為
卅
六
世
、
御
在
職
中
有
末
山
福
善
寺
与
日
蓮
義
某
寺
諍
訴
之
事
、

親
王
裁
断
有
誤
、
是
以
退
山
辞
職
、
下
向
関
東
也
、

と
い
う
）
（（
（

。
尊
空
の
出
自
に
つ
い
て
、
邦
頼
親
王
の
子
と
い
う
の
は
世
代
的
に
合
わ
ず
、

『
総
本
山
知
恩
院
旧
記
採
要
録
』
に

伏
見
宮
前
仁
和
寺
一
露
入
道
親
王
之
御
末
男
ニ
而
、
当
山
五
代
前
雄
誉
霊
巖
大

和
尚
を
師
と
し
て
御
剃
髪
、
則
師
命
を
御
守
り
、
貴
族
を
御
離
レ
、
凡
下
之
輩

と
等
し
き
思
食
ニ
而
、
仏
道
御
精
修
後
、
増
上
寺
学
寮
ニ
而
御
修
学
、

と
あ
っ
て
、
前
仁
和
寺
一
露
入
道
親
王
（
守
理
）
の
子
と
す
る
方
に
蓋
然
性
が
高
い
）
（1
（

。

出
自
以
外
の
記
事
は
反
証
が
な
い
か
ぎ
り
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
雄
誉
霊
巖
の
知
恩

院
在
住
は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
か
ら
十
八
年
（
一
六
四
一
）
ま
で
で
あ
る
。
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
知
恩
院
の
役
者
を
長
年
務
め
た
宗
把
が
記
し
た
「
知
恩
院
門

跡
心
得
書
」
と
い
う
覚
書
で
あ
る
）
（1
（

。
宇
高
良
哲
氏
の
考
察
）
（1
（

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
所

要
の
個
所
を
引
用
し
よ
う
。
覚
書
は
三
箇
条
か
ら
な
り
、
第
一
条
は
宮
門
跡
設
置
の

理
由
で
あ
る
。



五
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

一
、
知
恩
院
被
立
置　

宮
門
跡
之
事
、
知
恩
院
満
誉
僧
正
之
時
、　

権
現
様
為

御
意
、
諸
宗
皆
宮
門
跡
云
事
有
之
故
、
物
気
高
見
江
候
間
、
浄
土
宗
茂　

宮

門
跡
可
被
立
置
被
仰
候
得
者
、
僧
正　

御
諚
難
有
旨
御
請
候
而
、
頓
而　

八

宮
様
を
御
請
待
被
成
、
満
誉
僧
正
為
御
弟
子
、
則
知
恩
院
方
丈
内
、
号
花
御

殿
、
御
部
屋
之
様
ニ
御
殿
を
造
、
御
馳
走
無
其
限
、

　

満
誉
尊
照
の
と
き
、
徳
川
家
康
の
意
向
で
知
恩
院
に
宮
門
跡
が
設
置
さ
れ
た
。
後

陽
成
院
皇
子
八
宮
が
初
代
門
跡
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
満
誉
尊
照
の
弟
子
と
し
て
、
方

丈
内
に
建
て
た
花
御
殿
に
住
ん
だ
。

然
時　

権
現
様
御
参
詣
之
節
、
僧
正
御
申
上
候
者
、
御
門
跡
様
御
請
待
被
遊
、

難
有
奉
存
候
、
左
様
ニ
御
座
候
得
者
、
頓
而
関
東
江
御
下
向
被
為
成
、
四
五
年

御
学
問
被
遊
候
者
、
某
当
寺
隠
居
仕
、
御
門
跡
江
相
渡
可
申
与
御
申
上
候
得
者
、

　

権
現
様
其
時
何
共
不
被　

仰
出
、　

還
御
被
遊
候
、
其
後
三
十
日
程
過
、
二

条　

御
城
江
役
者
宗
把
を
御
見
舞
被
進
候
刻
、
又　

宮
様
之
御
事
、
最
前
之
通

御
申
上
候
処
、
其
時　

権
現
様
為
御
諚
、
知
恩
院　

宮
門
跡
立
置
事
、
其
寺
方

丈
之
住
持
ニ
非
す
、
被
為
居
置
事
、
寺
之
荘
計
立
置
事
候
間
、
左
様
ニ
御
心
得

候
様
ニ
と
、
僧
正
江　

御
返
答
被
遊
候
、

　

尊
照
は
門
跡
が
四
、
五
年
の
関
東
修
学
を
終
え
た
後
、
知
恩
院
住
職
を
譲
り
た
い

と
の
意
向
を
家
康
に
示
し
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
役
者
宗
把
を
通
じ
て
、
宮
門
跡
を
立

て
置
い
た
の
は
住
職
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、「
寺
之
荘か
ざ
り」
と
す
る
だ
け
で
あ
る
と

心
得
る
よ
う
に
と
返
答
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

其
門
跡
計
只
今
四
五
年
学
問
被
成
候
共
、
末
々
者
児
喝
食
ゟ
直
ニ
住
持
在
之
様

ニ
成
候
者
、
中
々
学
問
ニ
及
間
敷
候
、
左
候
得
者
、
一
宗
之
源
軽
成
不
可
然
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
今
の
門
跡
（
良
純
）
は
四
，
五
年
学
問
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
将

来
の
宮
門
跡
は
幼
児
や
喝
食
（
剃
髪
前
の
少
年
）
か
ら
直
ち
に
住
職
と
な
れ
ば
、
学
問

に
専
心
で
き
な
く
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
「
一
宗
之
源
」
が
軽
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し

た
が
っ
て
門
跡
は
方
丈
の
住
職
た
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
家

康
は
、
門
跡
の
た
め
に
別
に
御
殿
を
造
営
し
、
門
跡
領
を
従
前
の
五
百
石
か
ら
加
増

し
て
千
石
を
進
め
た
と
あ
る
。

　

第
二
条
は
、
尊
照
は
後
継
者
に
万
里
小
路
の
子
息
（
玄
証
）
を
迎
え
、
玄
証
は
生

実
の
大
巌
寺
で
学
問
し
、
二
十
年
の
修
学
を
終
え
た
の
で
、
役
者
宗
把
が
知
恩
院
住

職
に
迎
え
た
が
、
玄
証
は
台
命
後
わ
ず
か
一
月
で
俄
か
に
急
病
、
江
戸
に
て
遷
化
し
、

そ
の
跡
に
霊
巖
が
入
院
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
三
条
は
、
良
純
の
寺
務
兼
帯
の
こ
と
を
述
べ
る
。

一
、
八
之
宮
様
世
間
人
之
沙
汰
者
、　

八
宮
様
方
丈
江
被
為
入
事
、
御
嫌
候
様

申
触
候
得
共
、
一
向
左
様
ニ
而
者
無
御
座
候
、
方
丈
江
被
為
入
度
思
召
候
得

共
、
役
者
宗
把
、　

権
現
様
御
諚
之
趣
慥
承
居
申
候
故
、
方
丈
江
入
不
申
事
、

　

良
純
が
欲
し
た
寺
務
兼
帯
と
は
、
方
丈
へ
入
っ
て
知
恩
院
の
寺
務
を
と
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
門
跡
た
る
地
位
と
住
職
た
る
地
位
（「
方
丈
之
住
持
」）
を
兼
ね
る
こ
と
を
指

す
が
、
そ
れ
を
宗
把
が
家
康
の
「
御
諚
」
を
理
由
に
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い

つ
ご
ろ
の
こ
と
か
。
尊
照
の
遷
化
後
、
知
恩
院
の
世
代
は
城
誉
法
雲
［
元
和
六
年
（
一

六
二
〇
）
～
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）］、
然
誉
源（玄
証
）正［

寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）］、
雄
誉
霊
巖

［
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
～
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）］
と
次
第
す
る
。
法
雲
に
関
し
て
、

第
二
条
で

満
誉
僧
正
と
玄
証
御
房
と
の
間
也
、
京
都
浄
福
寺
法
雲
和
尚
看
主
ニ
御
居
被
成

候
、
雖
為
看
主
、
久
敷
被
致
住
山
候
故
、
霊
巖
和
尚
御
心
得
を
以
、
一
代
為
住

職
之
位
牌
、
御
立
置
被
成
候
事
、



五
三

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

と
い
う
。
こ
れ
は
宗
把
の
見
解
で
あ
っ
て
、
宇
高
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
雲
は

対
外
的
に
住
職
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
知
恩
院
内
で
は
「
看
主
」
と
見
な
さ

ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
良
純
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
推
測
す
る
に
良
純
は
尊
照
の
遷
化
後
、
当
初
の
尊
照
の
意
向
の
通
り
、
そ

の
後
任
住
職
を
希
望
し
た
が
、
宗
把
の
強
い
反
対
に
あ
い
、
表
面
的
に
は
方
丈
に
入

る
こ
と
を
「
御
嫌
候
様
申
触
候
」
と
取
り
繕
っ
て
、
機
の
熟
す
る
の
を
待
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
良
純
と
宗
把
の
間
の
一
種
の
妥
協
が
、
法
雲
を
「
看
主
」
と
見

な
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

　

法
雲
が
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
十
二
月
に
遷
化
す
る
と
、
翌
五
年
（
一
六
二
八
）

七
月
に
源
正
が
後
任
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
七
か
月
も
住
職
が
空
白
で
あ
る
。
寛
永
五

年
と
推
測
さ
れ
る
五
月
廿
三
日
付
の
源
正
書
状
）
（1
（

に
、「
縱
如
何
様
之　

御
上
意
出
候

共
、
上
洛
之
儀
堅
有
之
間
敷
所
存
令
落
着
候
」
と
あ
る
。
た
と
え
将
軍
の
上
意
が
出

よ
う
と
も
、
上
洛
は
あ
り
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
宇
高
氏
は
上
洛
を
遠
慮
し
た
理

由
に
、
檀
林
で
の
修
学
が
規
定
の
期
間
に
満
た
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、

私
は
良
純
の
寺
務
兼
帯
の
宿
志
を
慮
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
源
正
が
万
里
小
路
家
の

出
身
で
あ
る
な
ら
、
た
と
え
尊
照
の
遺
志
、
宗
把
の
推
薦
が
あ
っ
た
と
し
も
、
堂
上

家
と
親
王
家
の
間
に
厳
然
と
存
す
る
血
統
の
尊
貴
性
の
落
差
を
押
し
切
っ
て
ま
で
、

知
恩
院
住
職
に
な
る
こ
と
は
難
し
く
、
こ
れ
が
上
洛
を
躊
躇
し
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

源
正
が
急
逝
し
た
後
、
霊
巖
が
後
任
住
職
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
寛
永
六
年
（
一
六

二
九
）
六
月
の
こ
と
で
、
法
雲
の
逝
去
か
ら
実
質
的
に
一
年
半
も
無
住
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
、
良
純
が
寺
務
兼
帯
を
画
策
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
。
そ
こ
で
霊
巖

は
前
述
の
よ
う
に
、
良
純
の
「
御
陰
事
」
を
抑
圧
す
べ
く
、
伏
見
宮
に
請
う
て
守
理

法
親
王
の
子
（
尊
空
）
を
弟
子
と
し
た
。
天
皇
家
に
準
ず
る
伏
見
宮
の
出
身
者
が
将

来
の
住
職
と
な
れ
ば
、
血
統
の
尊
貴
性
か
ら
宮
門
跡
の
良
純
に
遜
色
は
な
い
と
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。
宗
把
の
覚
書
の
末
尾
に
、

右
之
書
立
覚
候
事
、
尊
空
和
尚
霊
巖
和
尚
之
御
弟
子
ニ
御
成
候
而
、
知
恩
院
入

室
罷
成
候
付
、
役
者
宗
把
能
々
右
之
通
存
候
処
、
則
尊
空
和
尚
江
ケ
様
之
事
者
、

末
代
ニ
も
可
入
事
ニ
御
座
候
間
、
能
々
御
覚
置
被
成
候
様
ニ
と
、
度
々
奉
為
申

聞
候
事
、

と
あ
る
。
こ
の
覚
書
は
、
尊
空
が
霊
巖
の
弟
子
と
な
っ
て
知
恩
院
へ
入
室
し
て
間
も

な
い
こ
ろ
に
、
宗
把
が
宮
門
跡
設
置
に
関
す
る
歴
史
的
事
情
を
尊
空
に
説
き
明
か
し
、

も
っ
て
良
純
の
寺
務
兼
帯
を
阻
止
す
る
た
め
の
覚
書
で
あ
っ
た
。

　

宇
高
氏
は
、「
良
純
法
親
王
は
当
時
四
十
歳
位
で
あ
り
、
だ
ん
だ
ん
お
荘
り
だ
け

で
は
満
足
で
き
ず
、
知
恩
院
の
実
質
的
な
実
力
者
に
な
り
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
知
恩
院
の
陰
の
実
力
者
で
あ
る
山
役
者
良
正
院
宗
把
と
対
立
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宗
把
側
は
あ
く
ま
で
徳
川
家
康
の
意
向
と
い
う
こ
と
で
、
門

跡
良
純
法
親
王
の
要
求
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
門
跡
退
任
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
良
純
の
門
跡
退
任
は
、
寺
務
兼
帯
が
拒

否
さ
れ
た
こ
と
は
直
接
の
原
因
で
は
な
い
。『
徳
川
実
紀
』（
大
猷
院
殿
御
実
紀
）
寛
永

二
十
年
（
一
六
四
三
）
是
年
条
に
「
此
と
し
知
恩
院
門
主
良
純
法
親
王
近
年
放
蕩
の

所
行
あ
る
に
よ
り
、
罪
蒙
り
て
甲
州
天
目
山
に
左
遷
せ
ら
る
。
歳
は
四
十
な
り
と

ぞ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
放
蕩
の
所
行
」
で
あ
っ
た
）
（1
（

。

　

尊
光
法
親
王
の
知
恩
院
入
室

　

良
純
が
甲
州
へ
遷
徙
さ
れ
て
後
、
中
絶
し
て
い
た
知
恩
院
門
跡
は
、
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
）
に
再
興
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
後
水
尾
院
皇
子
の
栄よ
し

宮
（
尊
光
法
親
王
）



五
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

が
相
続
し
た
。
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
四
月
廿
五
日
付
書
翰
）
（1
（

に
、

一
、
八（良
純
）宮様

御
跡
、
寛
永
廿
癸
未
年
ゟ
慶
安
四
辛
卯
年
迄
、
前
後
九
年
御
無
住

中
絶
、
此
年
大（徳
川
家
光
）

猷
院
様
御
門
主
御
再
興
可
被
遊
ニ
付
、
御
所
司
代
板
倉

周（重
宗
）

防
守
殿
江
被
仰
付
、
栄
ヨ
シ
ノ

宮
様
尊
光
様

御
事

御
見
立
、
則
関
東
江
被
仰
上
、
依
之
慶

安
四
年
二
月
、
宮
様
七
歳
之
御
時
、
大
猷
院
様
御
猶
子
被
遊
、
御
門
主
可
有

御
相
続
之
由
被
仰
出
之
旨
、
板
倉
周
防
守
殿
宮
様
江
被
仰
上
候
、
因
玆
宮
様

御
入
室
之
前
年
迄
、
板
倉
周
防
守
殿
万
端
御
差
図
御
取
持
被
成
候
、
厳（徳
川
家
綱
）

有
院

様
御
代
明
暦
二
年
五
月
八
日
、
本
山
江
御
入
室
、
即
日
御
得
度
、
卅
五
世
勝

誉
旧
応
和
尚
御
戒
師
ニ
而
御
座
候
、
此
時
御
所
司
代
牧
野
佐（親
成
）

渡
守
殿
諸
事
御

差
図
、

と
あ
る
。
栄
宮
が
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
二
月
に
将
軍
家
光
猶
子
と
な
り
、
門
跡

相
続
が
決
定
し
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
五
月
に
入
室
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
栄

宮
の
簡
単
な
事
績
は
、
系
譜
類
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。『
系
図
綜
覧
』
所
収

「
詰
所
系
図
」
に
、

智
恩
院
、
二
品
良
純
法
親
王
之
跡　
　

母
権
中
納
言
局
、
四
辻
大
納
言
季
継
卿

女　
　

正
保
二
年
九
月
廿
九
日
生
、
号
栄
宮
、
慶
安
四
年
為
大
樹
家
光
公
猶
子
、

承
応
三
年
四
月
親
王
宣
下
、
俗
名
良
賢
、
勅
別
当
日
野
中
納
言
、
明
暦
二
年
五

月
八
日
入
寺
得
度
、（
十
二
歳
）
戒
師
知
恩
院
卅
五
世
勝
誉
旧
応
上
人
、
寛
文

五
年
七
月
十
二
日
叙
二
品
、
延
宝
八
年
正
月
六
日
寂
、（
三
十
六
歳
）
号
無
量

威
王
院
大
蓮
社
起
（
超
カ
）誉
、
同
十
五
日
葬
于
一
心
院
、
安
永
七
年
十
二
月
六
日
贈

一
品
宣
下
、

『
系
図
纂
要
』
所
収
「
神
皇
」
五
に

母
権
中
納
言
局
継
子　

権
大
納
言
季
継
卿
女　

正
保
二
年
九
ノ
廿
九
生
称
栄
宮

　
　

慶
安
四
年　
　

知
恩
院
相
続　

大
猷
公
家
光
猶
子　
　

承
応
三
年
四
ノ
六

親
王
名
良
賢　

明
暦
二
年
五
ノ
八
入
室
得
度　
　

延
宝
七
年
十
一
ノ
十
二
品　

八
年
正
ノ
六
薨
卅
六　
　

葬
一
心
院　

号
无
威
王
院
大
蓮
社
超
誉
勝
阿
神
龍　

　

安
永
七
年
十
二
ノ
六
贈
一
品

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に

二
品
、
俗
名
良
賢
、
良
純
法
親
王
資
、
母
権
中
納
言
局
、
四
辻
大
納
言
季
継
卿

女
、
正
保
二
年
九
月
廿
九
日
誕
生
、
称
栄
宮
、
承
応
三
年
四
月
六
日
為
親
王
、

明
暦
二
年
五
月
八
日
入
室
得
度
、
十
二
、
戒
師
知
恩
院
旧
応
上
人
、
延
宝
七
年

十
一
月
十
日
叙
二
品
、
同
八
年
正
月
六
日
薨
、
三
十
六

、
十
二
日
葬
于
一
心
院
、

号
无
威
王
院
宮
、
安
永
七
年
十
二
月
六
日
贈
一
品
、

と
あ
る
。
三
者
は
ほ
と
ん
ど
共
通
す
る
が
、
異
な
る
の
は
二
品
叙
位
の
年
時
で
あ
る
。

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
か
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
か
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

系
譜
類
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
事
績
は
こ
の
程
度
で
あ
る
が
、
知
恩
院
門
跡
の
行
状

記
と
も
実
録
と
も
い
う
べ
き
詳
細
な
伝
記
史
料
が
知
恩
院
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

が
『
東
山
門
室
記
録
）
（1
（

』（
以
下
『
門
室
録
』）
で
あ
る
。『
門
室
録
』
は
現
状
二
冊
か
ら

な
り
、
一
冊
目
の
序
文
に
よ
る
と
、
門
跡
の
坊
官
岩
波
延
庸
が
元
禄
十
二
年
（
一
六

九
九
）
十
二
月
に
書
い
た
も
の
で
、
内
容
は
初
代
良
純
と
第
二
代
尊
光
法
親
王
（
以

下
「
尊
光
」）
の
事
績
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
良
純
に
関
し
て
は
墨
付
き
二
丁
で
、
残
る

一
六
八
丁
が
尊
光
に
係
る
記
事
で
あ
り
、
尊
光
の
誕
生
か
ら
延
宝
二
年
（
一
六
七

四
）
十
二
月
ま
で
の
事
績
を
載
せ
る
。
尊
光
が
薨
去
す
る
の
は
延
宝
八
年
（
一
六
八

〇
）
正
月
で
あ
る
の
で
、
多
分
に
三
冊
目
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
現
存
し
な
い
。

良
純
に
つ
い
て
も
分
量
的
に
少
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
事
柄

も
存
し
貴
重
な
史
料
で
あ
る
）
（1
（

。



五
五

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

　

さ
て
『
門
室
録
』
に
従
っ
て
尊
光
の
事
績
を
追
っ
て
い
こ
う
）
11
（

。

一
、
後
水
尾
院
第
八
皇
子
栄
宮
二
品
尊
光
親
王
者
、
正
保
二
乙
酉
秋
九
月
廿
九

日
午
刻
御
誕
生
也
、
御
母
者
四
辻
亜
相
季
継
卿
娘
、
権
中
納
言ノ

典
侍ト

申
也
、

御
名
付
親
者
藪
亜
相
嗣
良
卿
法
名
宗
音
、
御
守
釼
進
上
也
、
御
母
方
之
有
御
由
緒

之
由
矣
、

一
、
慶
安
二
己
丑
年
御
年
五
歳
而
、
御
深
辟
被
遊
也
、
御
鬢
親
者
二
条
前
摂
政

康
道
公
也
、

　

午
刻
の
生
れ
、
名
付
親
が
藪
嗣
良
で
、
守
り
刀
を
進
上
し
て
い
る
。
当
時
の
慣
例

に
よ
っ
て
五
歳
で
深
曾
木
（
髪
削
ぎ
）
の
儀
礼
を
行
な
っ
て
い
る
。
鬢
親
は
二
条
康

道
で
あ
っ
た
。

一
、
同
（
慶
安
）四
辛
卯
年
御
年
七
歳
之
御
時
、
従　

大
樹
家
光
公
、
当
御
連
枝
之
内
何ソ

為
御
猶
子
、
知
恩
院
門
主
可
被
成
間
、
所
司
代
相
計
之
可
申
由
被
仰
付
也
、

故　

上
依
之
、
此
宮
幷
第
九
皇
子
聡
宮
、
御
年
五
歳
御
母
者
四
条
家
御
匣
局
、

此
両
宮　

女
院
御
所
而
所
司
代
拝
尊
躰
、
兎
角
小モ

御
盛
長
可ト
テ

然
、
此
宮
御

猶
君
被
為
定
也
、
自
是
公
儀
之
御
賄
也
、
坊
官
手
形ニ　

院
執
権
被
加
裏
判
、

公
儀
之
代
官
五
味
備
前
守ヘ

被
遣
之
、
年
中
両
度
宛
請
取
之
也
、
此
節
万
端
所

司
代
板
倉
周
防
守
重
宗
、
御
差
図
被
申
上
也
、
但
冬
先
門
御
旧
殿
御
修
復

有
之
、
奉
行
角
倉
与
市
也
、

　

慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
知
恩
院
門
跡
復
興
の
沙
汰
が
あ
り
、
後
光
明
院
の
兄

弟
で
栄
宮
と
聡
宮
（
後
の
聖
護
院
門
跡
道
寛
法
親
王
）
の
二
人
が
候
補
に
の
ぼ
り
、
所
司

代
板
倉
重
宗
が
二
人
の
体
つ
き
を
見
て
、
栄
宮
に
決
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
よ

り
「
公
儀
之
御
賄
」
と
あ
る
。
江
島
氏
は
「
こ
こ
に
門
跡
領
が
復
活
し
た
の
で
あ

る
」
と
見
て
い
る
が
、
必
要
経
費
の
切
米
支
給
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
完
全
な
門
跡

領
の
復
活
と
は
言
え
な
い
。
同
年
冬
に
前
門
跡
の
旧
殿
を
修
復
し
て
い
る
。
母
が
懐

妊
し
た
た
め
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
三
月
に
天
野
豊
前
守
の
旧
宅
へ
住
居
を
移

っ
た
。同（承

応
三
）

年
四
月
六
日
、
御
年
十
歳
而
親
王　

宣
下
可
被
遊
付
、
其
節
御
里
御
所ヘ

被

為
移
也
、
上
卿
者
清
閑
寺
亜
相
共
綱
卿
、
職
事
者
中
御
門
資
凞
朝
臣
、
官
務
忠

利
也
、　

勅
別
当
者
日
野
亜
相
弘
資
卿
、
奉
行
者
万
里
小
路
頭
弁
也
、

親
王
宣
下
の
儀
に
携
わ
っ
た
上
卿
以
下
の
公
卿
や
官
人
の
名
を
列
挙
す
る
。

一
、
同
（
承
応
三
）年冬

知
恩
院
先
門
御
跡
御
座
所
有
御
再
興
、
奉
行
者
観
音
寺
・
角
倉
与

市
也
、
但
是
者
本
山
直
御
入
室
可
被
遊
趣
、
従
所
司

代
雖
被
申
上
、
本
山
住
持
無
承
引
故
如
此
也
、

　

こ
れ
は
慶
安
四
年
条
末
尾
の
注
記
の
再
掲
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
当
条
の

注
記
で
は
、
所
司
代
が
良
賢
親
王
（
栄
宮
）
の
本
山
へ
直
接
入
室
す
る
こ
と
を
指
示

し
た
が
、
住
職
（
勝
誉
旧
応
）
の
承
引
が
な
か
っ
た
の
で
、
前
門
の
御
座
所
を
再
建

し
た
と
い
う
。

一
、
同
（
明
暦
元
）年秋
知
恩
院
御
座
所
御
作
事
就
令
出
来
、
御
入
室
得
度
可
被
遊
由
、
従

公
儀
雖
有
御
内
証
、
就
御
戒
師
之
儀
御
延
引
也
、
但
此
時
両
坊
官
、
御
戒
師

之
儀
付
、
依
異
儀
申
、
八
月
六
日
御
追
放
也
、
然レ
ト
モ

　

佐
治
三
省
者
十
余
日
過

而
被
召
帰
也
、

　

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
の
秋
、
御
座
所
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
、
入
室
得
度
の

運
び
と
な
っ
た
が
、
戒
師
を
め
ぐ
り
坊
官
が
異
議
を
唱
え
た
の
で
延
引
し
た
。
今
井

了
休
と
佐
治
三
省
の
二
人
の
坊
官
は
追
放
さ
れ
て
い
る
（
佐
治
三
省
は
帰
参
が
許
さ
れ

る
）。
坊
官
が
ど
う
い
う
異
議
を
唱
え
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
か
つ
て
良
純
の
戒
師

を
誰
に
す
る
か
で
知
恩
院
住
職
と
青
蓮
院
門
跡
の
間
に
確
執
が
あ
っ
た
の
と
同
様
の

ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。
結
局
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
五
月
八
日
の
入
室
得
度

の
条
に
「
一
、
御
戒
師
者
本
山
知
恩
院
第
卅
五
世
超
蓮
社
勝
誉
旧
応
信
阿
大
和
尚



五
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
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也
」
と
あ
っ
て
、
知
恩
院
住
職
が
勤
め
て
い
る
。

一
、
同
（
明
暦
二
年
五
月
）

月
八
日
御
入
室
御
得
度
、
依
之
辰
刻
従　

仙
洞
御
出
輿
、
但
門
中

一
老
正
覚
寺
三
誉
、
六
役
内
上
徳
寺
正
誉
、　

仙
洞ヘ

御
迎
被
参
也
、
則
御
入

室
之
行
列
、

　

以
下
に
行
列
の
次
第
、
門
中
寺
院
の
出
迎
え
、
受
戒
道
場
の
着
座
図
、
儀
式
の
次

第
、
祝
儀
な
ど
を
詳
細
に
書
く
。

　

尊
光
の
得
度
に
先
立
つ
閏
四
月
に
、
所
司
代
牧
野
親
成
か
ら
坊
官
に
覚
書
が
下
さ

れ
て
い
る
。
江
島
氏
が
知
恩
院
蔵
の
『
便
覧
書
記
）
1（
（

』
の
中
よ
り
紹
介
さ
れ
た
が
、
興

味
深
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
改
め
て
引
用
し
て
お
く
（
便
宜
的
に
条
数
番
号
を
付
す
）。

　
　
　
　
　
　

覚

①一
、
知
恩
院
御
門
跡
御
得
度
以
後
、
御
側
之
衆
無
沙
汰
無
之
様
ニ
相
嗜
可
被
申

事
、

②一
、
御
門
跡
江
常
ニ
御
寺
内
役
者
、
器
量
之
老
僧
壱
人
宛
、
替
々
に
毎
日
被
相

詰
、
御
学
文
之
御
指
南
可
被
申
上
候
様
可
申
渡
事
、

③一
、
他
所
之
儀
者
不
及
申
、
雖
為
御
寺
内
御
見
物
等
之
儀
、
御
遠
慮
可
然
候
、

④一
、
十
七
日
・
廿
日
・
廿
四
日
、
毎
月
方
丈
江
可
被
為
成
候
様
ニ
可
申
上
事
、

⑤一
、
面
々
私
之
意
趣
を
以
、
御
為
悪
敷
儀
被
仕
間
敷
事
、

⑥一
、
玄
了
・
三
省
両
人
、
御
賄
方
其
外
諸
事
、
精
入
可
被
申
付
事
、

⑦一
、
末
寺
御
寺
内
宗
門
之
公
事
等
、
役
者
之
衆
両
人
催
為
内
談
共
、
贔
屓
偏
頗

被
仕
間
敷
事
、

⑧一
、
浪
人
幷
芸
者
町
人
等
ニ
至
迄
、
濫
ニ
出
入
仕
ら
せ
間
敷
事
、

⑨一
、
御
受
戒
被
遊
候
以
後
、
御
里
よ
り
女
人
御
寺
内
江
出
入
、
堅
停
止
ニ
可
致

之
事
、

⑩一
、
御
門
跡
諸
事
御
作
法
善
悪
ニ
付
、
内
通
申
仁
於
有
之
者
、
此
方
江
可
被
申

聞
候
、
於
被
隠
置
者
、
両
人
可
為
曲
事
、

⑪一
、
御
寺
内
火
之
元
其
外
御
用
心
、
幷
掃
除
已
下
、
無
油
断
可
被
申
付
事
、

　
　
　
　

閏（明
暦
二
年
）

四
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野
佐
渡
守

　
　
　
　
　

武
田
玄
了
老

　
　
　
　
　

佐
治
三
省
老

　

坊
官
の
職
務
と
門
跡
の
行
動
規
範
を
規
定
し
て
い
る
が
、
寺
内
で
あ
っ
て
も
「
御

見
物
等
之
儀
」
を
遠
慮
せ
よ
（
第
三
条
）、「
浪
人
幷
芸
者
町
人
等
」
を
濫
り
に
出
入

り
さ
せ
る
な
（
第
八
条
）、
な
ど
と
外
部
と
の
交
渉
を
警
戒
し
、
特
に
「
御
里
よ
り
女

人
御
寺
内
江
出
入
」
を
禁
止
し
て
い
る
（
第
九
条
）。
一
般
寺
院
に
女
人
が
出
入
り
す

る
こ
と
は
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
の
諸
宗
寺
院
法
度
下
知
状
で
も
禁
止
さ
れ
て

い
る
）
11
（

か
ら
、
門
跡
寺
院
と
て
例
外
で
な
か
っ
た
と
言
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
特
に
前
門

良
純
が
流
罪
に
ま
で
及
ん
だ
行
跡
を
反
省
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ぼ
同
じ
こ

ろ
の
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
制
定
さ
れ
た
「
東
叡
山
法
度
」「
同
下
知
状
）
11
（

」
と
比

較
し
て
み
る
と
、
門
跡
の
日
常
の
行
動
規
範
に
属
す
る
条
項
が
目
立
つ
の
は
、
良
純

の
門
跡
廃
絶
と
の
関
わ
り
で
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
四
条
の
ご
と
き
は
、
門
跡
と
住
職
が
没
交
渉
で
な
く
、
円
満
な
関
係
が
続
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
月
三
度
面
謁
の
機
会
を
設
け
て
い
る
。
第
七
条
で
は
、
象
徴
的
で
あ

っ
た
と
し
て
も
門
主
た
る
地
位
を
示
す
べ
く
、「
公
事
等
」
の
「
内
談
」
の
場
を
設

け
て
い
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
し
ろ
、
門
跡
が
宗
門
行
政
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
な
お
、
第
二
条
の
門
跡
指
南
役
に
役
者
（
六

役
）
が
交
替
で
当
っ
た
こ
と
は
、『
門
室
録
』
の
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
六
月
八
日

条
に
、「
方
丈
伺
候
、
御
経
被
遊
初
乎
、
自
是
六
役
依
所
司
代
被
申
渡
、
毎
日
一
人



五
七

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

宛
伺
候
而
、
御
経
指
南
被
申
上
也
、
但
御
経
者
則
方
丈
被
上
也
」
と
あ
る
の
に
吻
合

す
る
。

　　
　
　

尊
光
法
親
王
の
関
東
下
向

　

知
恩
院
第
三
十
五
世
勝
誉
旧
応
が
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
三
月
朔
日
に
遷
化
し

た
。
そ
の
後
任
に
つ
い
て
『
門
室
録
』
に
、

六（明
暦
三
年
）

月
知
恩
院
後
住
之
評
議
、
京
門
中
首
老
亦
六
役
幷
寺
家
老
僧
、
度
々
会
合

而
、
第
一
増
上
寺
遵
誉
、
第
二
尊
空
、
第
三
新
田
大
光
院
本
誉
歟
与
評
定
而
、

御
前
幷
所
司
代ヘ

申
入
、
為
訴
詔
（
訟
）六
役
内
専
称
寺
梵
冏
、
寺
役
者
内
常
称
院
九

達
、
江
府
下
向
也
、　

然
処
早
従
増
上
寺
本
山
後
住
尊
空
可
然
哉
与
、
寺
社
奉

行
依
被
申
入
、
則
後
住ニ

被
仰
付
也
、

と
あ
っ
て
、
京
都
門
中
首
老
・
六
役
・
寺
家
老
僧
ら
が
会
合
し
、
候
補
者
三
人
を
選

定
し
て
、
門
跡
と
所
司
代
の
諒
解
を
得
た
後
に
、
六
役
・
山
役
各
一
人
が
江
戸
へ
下

向
し
た
。
と
こ
ろ
が
既
に
増
上
寺
か
ら
寺
社
奉
行
に
尊
空
が
よ
ろ
し
い
と
申
し
入
れ

て
お
り
、
後
住
が
決
定
し
た
と
い
う
。
知
恩
院
側
で
後
住
候
補
者
を
選
定
な
い
し
推

薦
す
る
慣
行
は
雄
誉
霊
巖
の
時
ま
で
確
認
で
き
る
）
11
（

。
そ
う
し
た
慣
行
に
従
っ
て
知
恩

院
側
が
動
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
増
上
寺
側
が
そ
れ
を
無
視
し
、
先
手
を
打
っ
た
の

で
あ
る
。

一
、
十（七
月
）

九
日
尊
空
本
山
為
後
住
上
洛
也
、
依
之
粟
田
口
迄
御
使
石
塚
権
兵
衛
被

遣
、
同
廿
三
日
入
院
也
、
但
是
者
伏
見
殿
家
前
仁
和
寺
一
露
殿
落
随
以

後
名
也
末
子
、
前

梨
本
靖
庵
前
青
蓮
院
尊
純
甥
也
、
依
去
若
齢
之
時
分
御
弟
子
可
被
成
慮
案
雖
有

之
、
曾
無
其
器
量
故
、
東
方
西
方
流
労
之
切
、
霊
巖
被
申
給
為
遺
弟
、
増
上
寺

所
化
寮
修
学
二
十
三
年
也
、

　

前
掲
し
た
『
檀
林
本
所
霊
山
寺
志
』
所
引
の
「
寺
記
」
に
、
尊
空
は
初
め
梶
井
宮

最
胤
法
親
王
に
投
じ
て
出
家
し
た
と
い
う
が
、『
門
室
録
』
に
は
「
前
梨
本
靖
庵
」

す
な
わ
ち
応
胤
法
親
王
（
還
俗
し
て
蜻
庵
と
号
す
）
と
尊
純
法
親
王
の
両
方
の
甥
と
あ

る
。
こ
れ
で
は
続
柄
が
合
わ
な
い
の
で
、
何
か
の
混
乱
が
考
え
ら
れ
る
。
応
胤
法
親

王
の
弟
子
に
な
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
器
量
が
な
か
っ
た
の
で
東
西
に
流
浪
し
て
い

た
所
を
、
霊
巖
が
弟
子
に
申
し
請
け
、
増
上
寺
で
修
学
し
た
と
い
う
。

　

さ
て
尊
光
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
極
月
六
日
、
翌
年
（
万
治
元
年
）
正
月
に

増
上
寺
で
執
行
さ
れ
る
徳
川
秀
忠
の
二
十
七
回
忌
に
、
門
跡
と
し
て
焼
香
す
べ
く
、

初
め
て
江
戸
下
向
の
旅
に
出
発
し
、
同
月
十
八
日
江
戸
に
着
き
、
増
上
寺
内
の
月
光

院
へ
入
っ
た
。
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
正
月
廿
四
日
に
、
二
十
七
回
忌
正
当
の
導

師
を
勤
め
て
い
る
。
二
月
五
日
に
御
暇
上
使
か
ら
時
服
十
重
・
銀
三
百
枚
を
賜
り
、

随
行
の
六
役
（
上
徳
寺
）
や
坊
官
（
武
田
玄
了
・
岩
波
延
庸
）
ら
に
も
物
を
賜
り
、
こ

の
と
き
「
先
門
御
領
地
千
石
之
通
被
進
之
」
と
仰
せ
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
十

一
日
に
江
戸
を
発
駕
、
二
十
六
日
に
京
着
し
た
。
門
跡
領
は
、
同
年
夏
条
に

一
、
夏
、
従
所
司
代
京
御
代
官
五
味
備
前
守へ

被
申
渡
者
、
知
恩
院
御
門
跡
御
領

地
、
先
規
之
通
両
坊
官ヘ

可
被
相
渡
云
々
、

と
あ
っ
て
、
坊
官
が
支
配
す
る
体
制
に
復
旧
し
た
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
は
特
段
の
事
案
が
な
い
が
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に

入
る
と
興
味
深
い
記
事
が
見
え
る
。

一
、
四
月
、
為
年
頭
之
御
使
、
江
戸へ

玄
了
御
下シ

、
御
進
物
等
如
例
、
就
夫
来
正

月
開
山
法
然
上
人
就
四
百
五
十
回
忌
贈
官
幷
勅
会
等
之
御
願
、
高
家
衆
幷
寺

社
奉
行ヘ

被
仰
遣
、
雖
然
此
度
者
兎
角
之
儀
無
之
焉
、

　

来
年
（
寛
文
元
年
・
一
六
六
一
）
の
宗
祖
法
然
上
人
四
百
五
十
年
遠
忌
に
際
し
て
、



五
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

上
人
へ
の
「
贈
官
」（
大
師
号
）
と
「
勅
会
」（
法
要
時
の
勅
使
派
遣
）
の
こ
と
を
幕
府
に

打
診
し
た
が
、
そ
の
沙
汰
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
も
八
月
に
、
大
坂

城
見
分
の
た
め
上
洛
し
た
老
中
松
平
信
綱
に
「
開
山
忌
両
様
御
願
之
儀
」（
贈
官
と
勅

会
の
こ
と
）
を
申
し
出
た
が
、
用
件
違
い
を
理
由
に
断
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
十
年
（
一

六
九
七
）
の
円
光
大
師
諡
号
宣
下
よ
り
以
前
に
、
大
師
号
追
贈
の
運
動
を
起
こ
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
年
冬
に
、

一
、
同
（
万
治
三
年
）
年
冬
、
本
山
丈
室
被
参
、
両
本
寺
之
儀
依
被
申
出
、
自
是
以
後
門
中

後
住
之
分
、
無
御
対
面
矣
、
但
両
本
寺
者
、
方
丈
与
御
門
跡
、
末
寺
同
前
御
礼
於
申
者
両
本
寺

也
、
兎
角
一
方
片
付
申
度
由
依
被
申
、
然
者
自
今
以
後
門
中
後
住

之
分
者
、
御
対
面
有
間
敷
、

則
自
此
時
無
御
対
面
也
、

「
両
本
寺
之
儀
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
知
恩
院
末
寺
（
京
都
門
中
）
の
後
任
住
職
が
方
丈

と
門
跡
の
両
方
に
御
礼
を
申
し
上
げ
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
言
う
が
、
方
丈
か
ら
ど

ち
ら
か
一
方
に
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
門
跡
に
御
礼
を

申
し
上
げ
る
こ
と
（「
御
対
面
」）
を
止
め
る
と
い
う
。
知
恩
院
末
寺
と
門
跡
の
関
係

を
希
薄
化
し
た
い
と
の
意
向
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

　

三
月
九
日
付
で
知
恩
院
末
寺
へ
の
回
状
と
増
上
寺
役
者
宛
の
書
状
が
出
て
い
る
。

　
　

一
、
来
正
月
元
祖
上
人
就
御
遠
忌
、
諸
国
末
山へ

自
本
山
廻
状
之
留
、

来
年
辛
丑
正
月
者
、　

元
祖
上
人
四
百
五
十
回
之
御
忌
付
、　

本
山
御
影
前
諸

国
末
寺
遂
出
仕
、
可
被
相
勤
御
報
謝
之
旨
、　

本
山
御
意
候
、
右
之
趣
其
地

近
辺
諸
寺
庵
被
相
觸
之
、
急
度
上
洛
最
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
恩
院
役
者
智
相
院
雲
岌

　
　
　
　
　

三（万
治
三
年
）

月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
同　

先
求
院
行
保

　
　
　
　
猶
以　

御
綸
旨
御
持
参
尤
候
、
以
上
、　

同　

常
称
院
九
達

　
　
　
　
　
国
付　

寺
号　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄
福
寺
全
誉　
六
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
徳
寺
正
誉　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
称
寺
勢
誉　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
泉
寺
念
誉　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
中
惣
代
正
覚
寺
三
誉　
京
門
中

一
老
　
　

一
筆
令
啓
上
、
仍
来
春　

元
祖
上
人
四
百
五
十
回
之
御
忌
付
、
諸
国
末
寺　

本
山
御
影
前
遂
出
仕
、
被
相
勤
御
報
謝
候
様
相
触
申
事
候
、
就
夫
関
東
向
之

儀
者
、
貴
寺
可
然
様
御
指
引
奉
頼
候
、
恐
惶
敬
白
、

　
　
　
　
　
増
上
寺
御
役
者
中　
　
　
　
　
　

連
判
衆
同
前

一
、
二
（
寛
文
元
年
正
月
）

十
五
日
、
法
然
上
人
遠
忌
之
法
会
、
於
本
山
執
行
之
、
故
諸
国
末
山
来

集
矣
、
依
之
御
門
跡
当
日
御
焼
香
幷
諷
誦
文
被
遊
也
、
但
此
時
之
行
列
倍
例

矣
、

　

法
然
上
人
四
百
五
十
年
遠
忌
の
詳
し
い
記
録
は
知
恩
院
に
現
存
し
な
い
。『
知
恩

院
史
』
に
は
「
後
西
天
皇
万
治
四
年
正
月
の
四
百
五
十
回
遠
忌
に
は
、
諸
国
の
門
末

を
上
洛
せ
し
め
、
門
主
尊
光
法
親
王
当
日
の
唱
導
師
を
厳
修
遊
ば
さ
れ
て
い
る
」
と

記
す
だ
け
で
あ
り
、『
門
室
録
』
の
記
事
は
貴
重
で
あ
る
。

一
、
春
、
従
公
儀
増
上
寺
先
門
御
学
寮
之
跡ニ

、
亦
御
学
寮
有
御
再
興
、
則
松
平

伊（信
綱
）

豆
守
承
之
也
、

　

尊
光
の
修
学
の
た
め
の
学
寮
が
こ
の
年
の
春
に
完
成
し
た
。
そ
こ
で
翌
年
の
寛
文

二
年
（
一
六
六
二
）
三
月
二
十
五
日
、
尊
光
は
江
戸
に
向
け
て
発
駕
し
、
四
月
八
日
、

増
上
寺
内
の
御
学
寮
に
着
い
た
。
尊
光
が
留
守
中
の
京
都
で
浄
土
宗
と
日
蓮
宗
の

「
宗
論
」
事
件
が
起
き
た
。

一
、
京
浄
花
院
末
寺
福
善
（
禅
）寺
於
法
談
場
、
春
洞
院
述
作
之
釋
禁
断
記
、
依
之

聴
衆
自
他
群
集ノ

節
、
五
条
辺
医
師
為
（
意
）三ト

云
者ト
日
蓮
宗
也
宗
論
矣
、
故
自
所
司
代
福



五
九

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

善
寺
停
於
法
談
乎
、
為
三
者
其
所
被
預
也
、
依
之
洛
陽
浄
土
宗
俗
出
共
、
毎

日
四
箇
本
寺
相
誥
（
詰
）令

騒
動
、
故
其
後
亦
自
所
司
代
双
方
呼
出
、
為
三
者
篭

舎
、
福
善
寺
者
本
寺
可
預
由
被
申
、
時
従
浄
花
院
末
寺ニ
テ

者ハ
無
之
由
依
訟
、

是モ

一
処ニ

篭
舎
矣
、
依
之
少
時
静
也
、

　

寛
文
二
年
の
六
月
ご
ろ
に
、
浄
華
院
末
寺
の
福
善
（
禅
）
寺
が
法
談
場
に
て
日
蓮

宗
徒
の
医
者
為
（
意
）
三
と
論
議
し
た
の
で
あ
る
。
京
都
の
浄
土
宗
の
僧
俗
が
四
箇

本
寺
に
連
日
詰
め
合
う
と
い
う
騒
動
に
発
展
し
た
。
所
司
代
が
為
三
を
入
牢
、
福
善

寺
を
本
寺
預
か
り
と
裁
定
し
た
が
、
浄
華
院
が
福
善
寺
は
末
寺
で
な
い
と
訴
え
た
の

で
、
福
善
寺
も
入
牢
と
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
事
件
は
尾
を
引
き
、
知
恩
院
住
持
の

尊
空
を
隠
棲
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
）
11
（

。

　

江
戸
滞
在
中
の
尊
光
の
主
な
行
動
を
記
す
と
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
五
月
三

日
、
徳
川
家
光
十
三
回
忌
法
要
の
焼
香
に
日
光
へ
赴
き
、
九
日
に
還
御
し
て
い
る
。

「
今
度
御
留
主
中
、
自
公
儀
御
学
寮
修
理
可
被
加
」
と
、
御
学
寮
が
修
理
さ
れ
て
い

る
。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
正
月
二
十
四
日
に
は
徳
川
秀
忠
三
十
三
回
忌
勅
会
執

行
の
導
師
を
勤
め
て
い
る
。
そ
し
て

一
、
六
月
十
一
日
御
加
行
被
為
入
、
同
廿
五
日
増
上
寺
第
廿
五
世
従
乗
蓮
社
頓

譽
上
人
知
徹
心
阿
大
和
尚
、
五
重
御
受
法
被
遊
也
、
又
後
之
七
日
御
行
被
遊

也
、

と
、
五
重
相
伝
を
受
法
さ
れ
た
。
八
月
十
五
日
、
坊
官
の
岩
波
少
進
（
延
庸
）
が
高

家
吉
良
若
狭
守
（
義
冬
）
に
伴
わ
れ
て
登
城
し
、
地
震
で
破
損
し
た
京
都
の
門
跡
屋

敷
の
修
理
料
銀
二
十
貫
目
を
拝
領
し
た
と
い
う
記
事
に
続
け
て
、

一
、
九
（
寛
文
四
年
）

月
、
知
恩
院
近
辺ニ

御
屋
敷
之
御
願
、
以
吉
良
被
仰
入
也
、
又
内
々
所
司

代ヘ
モ

此
趣
被
仰
談
置
也
、
依
之
所
司
代
近
内
可
為
参
勤
間
、
其
切
可
遂
相
談

与
也
、

と
あ
る
。
知
恩
院
の
境
内
（
下
段
）
に
あ
る
門
跡
屋
敷
が
狭
い
た
め
か
、
ほ
か
に
屋

敷
地
を
希
望
し
て
、
高
家
の
吉
良
義
冬
や
京
都
所
司
代
の
牧
野
親
成
に
相
談
し
て
い

る
。

　

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
は
、
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
交
わ
さ
れ
た
書
状
を
転

載
し
て
い
る
。
内
容
は
、
聖
護
院
門
跡
（
道
寛
法
親
王
）
が
入
峰
す
る
に
当
た
り
、
二

品
叙
位
を
奏
聞
し
た
い
が
、
年
長
者
の
知
恩
院
門
跡
と
妙
法
院
門
跡
（
堯
恕
法
親
王
）

の
意
向
を
伺
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
結
局
は
後
水
尾
法
皇
の
許
し
を
得
て
三
人
同
時

の
二
品
宣
下
と
な
っ
た
が
、
こ
の
間
の
各
門
跡
坊
官
の
往
復
書
簡
や
、
伝
奏
衆
と
高

家
吉
良
義
冬
と
の
遣
り
取
り
な
ど
が
『
門
室
録
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。『
門

室
録
』
は
七
月
十
一
日
付
の
二
品
位
記
を
転
載
し
て
お
り
、
系
譜
類
に
異
説
が
あ
っ

た
二
品
叙
位
は
寛
文
五
年
説
が
正
し
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
り
、
江
島
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、『
門
室
録
』
は
信
頼
す
る
に
値
す
る
良
質
な
記
録
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

尊
光
は
「
御
休
息
」
の
た
め
帰
洛
す
る
こ
と
に
な
り
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）

の
三
月
五
日
に
江
戸
を
発
駕
し
、
十
七
日
に
京
都
の
門
跡
御
殿
に
着
い
た
。

一
、
八
（
寛
文
六
年
）
月
十
一
日
、　

法
皇
依
御
所
望
、
於　

仙
洞
広
御
所
、
開
山
上
人ノ

一
枚

起
請
文
御
講
談
被
遊
、
則　

女
院
御
所
幷
准
后
、
何モ

女
中
簾
中ニ
テ

而
御
聴
聞

也
、

　

尊
光
は
後
水
尾
法
皇
の
仙
洞
御
所
に
て
一
枚
起
請
文
を
講
じ
て
い
る
。『
続
史
愚

抄
』
寛
文
六
年
九
月
十
五
日
条
に
「
奉
為
後
光
明
院
、
此
日
入
道
無
品
尊
光
親
王

知
恩

院

修
行
法
問
於
法
皇
御
所
」
と
あ
る
。
後
光
明
院
十
三
回
忌
の
た
め
に
法
皇
宮
に

て
浄
土
法
問
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
無
品
は
二
品
の
誤
り
で
、
ま
た

尊
光
独
り
が
行
っ
た
の
で
は
な
く
、『
門
室
録
』
に
よ
れ
ば
、
方
丈
（
玄
誉
知
鑑
）
が



六
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

法
問
の
「
算
（
讃
）題

」
の
「
廓
然
大
悟
」
を
あ
ら
ま
し
述
べ
た
後
、
十
五
人
の
僧
が
問
答

し
、
門
跡
が
「
説
話
」
を
し
た
と
あ
り
、
道
場
の
図
や
方
丈
の
立
ち
居
振
る
舞
い
や
、

法
問
の
僧
名
、
布
施
な
ど
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。

　
　

寺
務
兼
帯
と
門
跡
屋
敷
地
拝
領
の
運
動

　

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
入
っ
て
三
月
二
十
七
日
、
再
び
修
学
の
た
め
に
京
都

を
発
駕
、
四
月
十
日
に
江
戸
へ
到
着
し
た
。
御
学
寮
は
前
年
の
十
一
月
に
隣
接
す
る

塔
頭
二
軒
を
他
所
に
移
し
て
、
増
築
工
事
を
終
え
て
い
た
）
11
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
御
学

寮
は
翌
八
年
の
二
月
一
日
、
牛
込
・
神
田
な
ど
か
ら
起
き
た
火
災
に
類
焼
し
た
の
で
、

安
国
殿
別
当
の
安
龍
院
へ
移
り
、
つ
い
で
崇
源
院
殿
別
当
の
最
勝
院
の
地
に
御
学
殿

を
再
建
す
る
こ
と
に
な
り
、
八
月
二
十
九
日
に
新
し
い
御
学
殿
に
移
っ
て
い
る
。

　

尊
光
は
江
戸
下
向
よ
り
以
前
か
ら
、
そ
し
て
江
戸
に
来
て
か
ら
も
ず
っ
と
体
調
が

す
ぐ
れ
ず
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
四
月
二
日
よ
り
五
月
十
四
日
ま
で
熱
海
へ
湯

治
に
出
か
け
た
以
外
は
、
目
立
っ
た
動
き
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
の
中

で
『
門
室
録
』
の
次
の
記
事
は
注
意
を
引
く
。

一
、
自
方
丈
招
少
進
被
申
者
、
頃
源
意
伝
通
院へ

被
談
者
、
重
而
本
山
退
住セ
ハ

者
、

門
主
御
移
被
成
様ニ

取
持
可
然
被
申
由
、
是
者
安
大
事
之
儀
也
、
以
来
沙
汰
無

用
之
由
可
然
与
也
、
帰
参
而
右
之
通
申
上
処
、
幸
之
節ナ
ル

間
年
来
尊
慮ノ

程
可

演
説
与
、
依
仰
翌
日
方
丈へ

少
進
参
、
門
主
之
御
事
、
唯
今
迄ノ
分ニ
テ
者ハ
永
代
御

相
続
難
被
成
、
故
内
々
貴
僧
幷
伝
通
院へ

被
仰
談
、
宗
門
座
主
末
代
御
相
続
有

之
様ニ

、
以
時
節
御
願
可
被
遊
御
意
之
趣
、
演
説
之
処
、
丈
室
一
向
無
同
心
之

返
答
也
、

　

お
そ
ら
く
湯
治
に
出
発
す
る
直
前
の
三
月
か
四
月
の
こ
ろ
、
岩
波
少
進
が
増
上
寺

方
丈
（
頓
誉
智
哲
）
に
呼
ば
れ
て
、
知
恩
院
の
住
職
が
引
退
し
た
な
ら
ば
、
門
跡
が

寺
務
兼
帯
で
き
る
よ
う
に
取
持
ち
を
し
よ
う
と
、
増
上
寺
の
伴
頭
源
意
と
伝
通
院

（
真
誉
相
閑
）
が
話
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
「
大
事
之
儀
」
だ
か
ら
「
沙
汰
無

用
」
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
少
進
が
門
跡
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る
と
、
門
跡
は

「
年
来
尊
慮
」
を
演
説
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
、
少
進
は
翌
日
智
哲
に
、
只
今
ま
で

の
分
に
て
は
永
代
相
続
は
成
さ
れ
難
く
、
貴
僧
と
伝
通
院
へ
内
々
に
相
談
し
、「
宗

門
座
主
末
代
御
相
続
」
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
御
意
で
あ
る
と
申
し
上
げ
た
が
、
智

哲
は
一
向
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。「
重
而
」
と
い
う
か
ら
、
尊
光
の
知
恩
院

寺
務
兼
帯
は
、
以
前
か
ら
希
望
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
時
、
尊
光
は
二
十
五
歳
で
、

五
年
前
に
五
重
相
伝
を
終
え
て
い
た
。
も
は
や
「
寺
之
荘
」
の
門
跡
で
は
飽
き
足
ら

な
く
て
、「
宗
門
座
主
」
を
目
指
し
て
も
不
思
議
で
な
い
。
折
し
も
湯
治
で
江
戸
を

離
れ
て
い
た
五
月
こ
ろ
、「
一
、
本
山
知
鑑
和
尚
為
隠
居
訴
訟
、
永
養
寺
六
役
之
内
被
下

也
」、
ま
た
「
一
、
六
月
廿
日
、
本
山
隠
居
訴
訟
之
事
、
使
僧
先
可
上
京
由
被
仰
出

乎
、
依
之
永
養
寺
上
京
矣
」
と
見
え
、
知
恩
院
住
職
の
知
鑑
が
隠
居
の
意
向
を
示
し

て
い
た
。

一
、
同
（
七
月
四
日
）

日
、
増
上
寺
所
労
追
日
増
劇
矣
、
故
丈
室へ

御
成
、
内
々
之
儀
略
被
仰
演

処
、
無
同
心
之
返
答
也
、
依
茲
翌
日
自
方
丈
少
進
被
呼
、
日
外
之
一
儀
、
昨

日
有
増
被
仰
、
併
自
此
方
御
訴
訟
如
何
可
有
之
哉
、
兎
角
公
儀
之
了
簡
可
有

之
、
時
節
御
待
可
然
也
云
々
、
少
進
答
云
、
御
条
目ニ

門
領
各
別ニ

相
定
上
者
寺

家ニ

不
可
混
雑
、
是
段
門
主
者
各
別ト

何モ

被
存
故
如
斯
矣
、
此
領ノ

字
者
方
丈
領
寺

家
領
亦
門
跡
領
、
何モ
ノ

之
内
雖
為
中
絶
不
混
雑
様
与
之
儀
、
又
以
下
之
文ニ

、

引
導
仏
事
等
者
定
脇
住
持
之
文
、
能
不
可
過
御
了
簡ニ

、
右
御
条
目
之
上
而
者
、

現
在
世
間
之
評
、
又
後
代
為
門
主
御
方ノ

思
召
、
如
何
御
難
儀ノ

尊
慮
也
与
答
之



六
一

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

焉
、

　

七
月
四
日
、
増
上
寺
智
哲
の
病
が
重
く
な
っ
た
の
で
、
尊
光
自
ら
が
赴
い
て
内
々

に
話
さ
れ
た
が
、
智
哲
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
智
哲
は
翌
日
、
岩
波
少
進
を
呼
び
寄

せ
、
公
儀
に
も
考
え
が
あ
ろ
う
か
ら
、
公
然
と
願
い
出
る
の
は
時
節
を
待
っ
て
は
ど

う
か
と
言
っ
た
。
少
進
は
浄
土
宗
諸
法
度
の
文
言
を
引
い
て
、
条
文
の
解
釈
の
問
題

点
を
指
摘
し
、
後
代
の
門
主
た
る
方
が
難
儀
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
の
尊
慮
で
あ
る
と
返

答
し
た
。
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
制
定
さ
れ
た
浄
土
宗
諸
法
度
の
第
一
条
に
、

一
、
知
恩
院
之
事
、
立
置　

宮
門
跡
、
門
領
各
別
相
定
上
者
、
不
可
混
雑
寺
家
、

引
導
仏
事
等
者
、
定
脇
住
持
如
先
規
可
被
執
行
、
於
十
念
為
結
縁
、
門
主
自

身
可
有
授
与
事
、

と
あ
っ
た
。「
門
領
各
別
相
定
上
者
」
を
、
門
主
は
各
別
と
何い
ず

れ
も
が
存
ぜ
ら
れ
る

故
に
、
こ
の
よ
う
に
（
門
主
は
寺
務
を
統
領
し
な
い
）
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
領
」

字
は
方
丈
領
・
寺
家
領
・
門
跡
領
の
こ
と
で
、
た
と
え
門
跡
が
中
絶
し
て
も
混
雑

（
混
合
）
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
「
引
導
仏
事
等
者
、
定
脇

住
持
」
云
々
の
文
言
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。「
一
、

廿（七
月
）七日
、
伝
通
院
伺
候
、
一
儀
被
仰
談
処
、
御
最
之
由
也
」
と
、
伝
通
院
相
閑
は
気

を
も
た
せ
る
よ
う
な
返
事
を
し
て
い
る
。

　

寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
二
月
条
に
「
一
、
従
本
山
如
例
年
始
之
使
僧
常
称
院
下

之
、
以
此
序
隠
居
雖
訴
詔
（
訟
）申
上
、
兎
角
之
儀
無
之
矣
」
と
あ
っ
て
、
知
鑑
の
隠
居

願
い
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
尊
光
は
動
き
を
止
め
な
か
っ
た
。
六
月
条
に

「
一
、
内
々
御
欝
望
之
事
、
数
度
有
御
内
談
而
、
其
上
吉
良
・
品
川へ

以
少
進
度
々
及

御
内
談
也
」、「
廿
五
日
、
右
之
趣
召
吉
良
、
有
御
直
談
也
」、「
二
十
九
日
、
亦
右
之

通
召
品
川
、
御
直
談
被
成
矣
」
と
あ
り
、
高
家
の
吉
良
上
野
介
（
義
央
）
と
品
川
内

膳
正
（
高
如
）
に
相
談
し
、
七
月
十
日
に
吉
良
と
品
川
の
両
人
を
呼
び
寄
せ
、
ま
ず

は
大
老
の
酒
井
雅
樂
頭
（
忠
清
）
に
「
御
内
証
」
を
得
る
べ
き
だ
と
の
こ
と
で
、
門

跡
は
体
調
す
ぐ
れ
ず
、「
御
帰
洛
」
し
て
「
御
保
養
」
と
、
法
皇
に
「
御
機
嫌
」
を

窺
い
、
後
光
明
院
の
「
御
法
要
御
焼
香
」
し
た
い
旨
の
口
上
に
併
せ
て
、
次
の

　
　
　
　
　
　

御
口
上
之
覚
書

知
恩
院
御
門
跡
之
儀
、
従　

東
照
権
現
被
建
置
室ニ

候
処
、
唯
今
迄
者
御
室モ

板
倉

周（重
宗
）

防
守
、
当
分
之
御
学
寮
与
被
申
、
御
屋
敷
御
作
事
等モ

、
仮
初
之
様ニ

被
建
置
候

得
者
、
到
于
今
其
通
御
座
候
、
就
夫
寺
家
同
前
之
様ニ

御
座
候
、
既ニ

諸
門
跡
之
並モ

有
之
事ニ

候
得
者
、
御
外
聞
旁
御
迷
惑ニ

思
召
候
、
依
之
知
恩
院
近
辺ニ
テ

而
、
山
林

御
寺
地
御
相
応ニ

被
仰
受
度
趣
、
先
年
以
吉
良
若（義
冬
）

狭
守
被
仰
入
候
、
其
上
当
門
室

者
御
当
家ノ

御
建
立ニ

候
得
者
、
当
分
之
儀
而
無
御
座
、
末
代
迄
御
相
続
候
様ニ
与
思

召
候
間
、
弥
右
之
通
可
然
様ニ

、
御
了
簡
被
成
被
進
候
与
、
被
仰
入
度
思
召
御
事

御
座
候
、

と
い
う
口
上
書
を
認
め
、「
御
条
目
或ハ

諸
門
跡
之
並
」
を
特
に
口
上
す
る
よ
う
、
両

人
に
依
頼
し
て
い
る
。
二
十
四
日
に
吉
良
と
品
川
が
酒
井
に
会
う
。
酒
井
は
上
洛
の

儀
は
老
中
に
披
露
し
、
口
上
書
の
儀
は
自
身
が
上
洛
の
際
に
所
司
代
へ
指
示
す
る
が
、

「
御
内
証
不
如
意
」
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
口
上
書
に
い
う
「
先
年
」
と
は
、

前
引
の
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
九
月
条
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
「
三
通
之

御
書
付
」
と
称
し
て
、
こ
の
時
も
う
二
通
の
書
付
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。

知
恩
院
御
門
跡
之
儀
、
従　

東
照
権
現
被
建
置
室ニ

候
得
共
、
唯
今
迄
者
当
分
之

御
学
寮
、
寺
家
並ノ

様ニ

御
座
候
而
、
御
迷
惑ニ

思
召
候
、
則　

東
照
権
現
・
台
徳
院

殿
御
条
目ニ

被
記
置
候
上
者
、
何ト
ソ

御
了
簡
被
成
被
進
候
者
、
可
為
御
本
望
候
、

乍
此
上
何
様
共
可
被
任
御
差
図
候
、
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こ
れ
は
先
の
口
上
書
の
補
充
で
あ
る
。
尊
光
の
考
え
で
は
、
現
今
の
「
御
室
」
は

「
当
分
之
御
学
寮
」
と
し
て
間
に
合
わ
せ
の
、
寺
家
（
塔
頭
）
並
み
の
構
え
に
過
ぎ
ず
、

知
恩
院
近
辺
の
山
林
寺
地
を
賜
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
御
条
目
に
定
め
る
門
跡
に

相
応
の
、
諸
門
跡
並
み
の
屋
敷
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
知
恩
院

門
跡
は
将
軍
家
の
建
立
で
あ
る
か
ら
、「
当
分
之
儀
」
で
は
な
く
、「
末
代
迄
御
相

続
」
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
一
通
）
11
（

は
、

　
　
　
御
条
目
御
心
得
之
事

　
　

知
恩
院
之
事
、
立
置
宮
門
跡
、
門
領
各
別
相
定
上
者
、
不
可
混
雑
寺
家
、

右
立
置
之
二
字ニ

付
、
御
宗
門ノ

内ニ
モ

粗
存
候
者
、
御
門
跡
者
門
領
為シ
テ

各
別ト

、
宗

門
之
儀
者
曾
御
構
無
之
事
与
存
来
候
、
此
領
之
字
義
理
、
何モ

之
心
得
違
候
様ニ

思
召
候
、

一
、
此
方
御
了
簡
候
者
、
唯
今
迄
之
分ニ
テ

者
、
御
門
室
難
立
思
召
候
、
其
上

門
領
之
領
字
者
、
御
門
跡
之
御
家
領
之
事
之
様ニ

思
召
候
、
此
故
者
脇
住
持

領
・
寺
家
領
・
御
門
跡
領
各
々
相
定
故
、
末
々
迄
混
雑
不
仕
様ニ
与
之
御
事ト

思

召
候
、

　
　

引
導
仏
事
等
者
、
定
脇
住
持
如
先
規
可
被
執
行
、

此
時
初
而
御
門
室
御
建
立
有
之
付
、
加
様ニ

御
改
被
成
候ト

見へ

申
候
、
其
故
者
此

脇
住
持
之
脇
之
字
、
能
御
了
簡
専
一ニ

思
召
候
、
又
如
先
規
与
御
座
候
得
者
（
共
カ
）、

権
現
到
御
代
加
様ニ

御
改
候ト

相
見
候
、
然
処ニ

唯
今
迄
之
通ニ

候
得
者
、
此
脇
与
申

字
、
御
条
目
以
前モ

今
日
迄モ

同
前ニ

思
召
候
、

　
　

於
十
念
為
結
縁
、
門
主
自
身
可
有
授
与
事
、

　
　
　

此
段
住
持
不シ
テ

成
而
者
、
最
無
之
事
之
様ニ

思
召
候
、
末
山
一
同ニ

御
座
候
、

と
、
浄
土
宗
諸
法
度
第
一
条
の
字
句
に
つ
い
て
、
尊
光
の
解
釈
を
記
し
た
。
門
跡
が

最
も
主
張
し
た
い
重
要
な
拠
り
所
で
あ
っ
て
、
増
上
寺
智
哲
に
口
頭
で
申
し
た
こ
と

を
文
書
に
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
概
略
を
記
す
と
、
宗
内
で
は
「
門
領
各
別
」
の

語
を
盾
に
、
御
門
跡
は
「
宗
門
之
儀
者
曾
御
構
無
之
事
」
と
解
釈
し
て
来
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
の
心
得
違
い
で
あ
る
。
唯
今
ま
で
の
よ
う
な
ら
ば
、
門
室
は
立
ち
難
く
な

っ
て
し
ま
う
。
門
領
の
「
領
」
字
は
門
跡
の
「
家
領
」
の
意
で
、「
脇
住
持
（
方
丈
）

領
・
寺
家
領
・
御
門
跡
領
」
を
そ
れ
ぞ
れ
相
定
め
る
故
に
、
末
々
ま
で
混
雑
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
引
導
仏
事
等
は
脇
住
持
が
先
規
の
如
く
執
行
す
る

と
あ
る
が
、
条
目
制
定
時
に
初
め
て
門
室
が
置
か
れ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
定
め
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
脇
住
持
の
「
脇
」
字
を
よ
く
よ
く
考
え
ら
れ
た
い
。
先
規
の
如

し
と
は
い
う
も
の
の
、
権
現
の
御
代
に
至
っ
て
こ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
に
思
わ
れ

る
。「
脇
」
と
は
言
う
が
、（
正
住
た
る
こ
と
は
）
条
目
以
前
も
今
日
ま
で
も
、
何
ら
変

わ
り
な
い
。
結
縁
の
た
め
に
門
主
が
十
念
授
与
し
て
も
よ
い
と
あ
る
が
、
十
念
は
住

持
で
な
け
れ
ば
授
与
で
き
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。

　

こ
の
三
通
は
吉
良
・
品
川
の
両
人
の
披
見
に
入
れ
、「
御
最
之
由
」
と
の
意
を
得

た
の
で
、
三
通
と
も
吉
良
へ
渡
し
置
い
た
。
そ
の
後
、
何
の
音
沙
汰
も
な
い
ま
ま
、

尊
光
は
八
月
二
十
六
日
に
江
戸
を
発
し
、
九
月
七
日
に
京
着
し
て
い
る
。
そ
し
て
十

日
に
後
水
尾
法
皇
へ
の
「
御
院
参
」、
二
十
日
に
「
後
光
明
院
十
七
回
忌
」
に
参
列

し
、
帰
洛
の
目
的
を
い
ち
お
う
果
し
た
。
十
月
十
八
日
、
所
司
代
永
井
伊
賀
守
（
尚

庸
）
に
坊
官
の
岩
波
少
進
を
し
て
「
内
々
儀
」
を
申
し
聞
か
せ
、
江
戸
に
て
認
め
た

口
上
書
一
通
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
京
都
に
て
も
寺
務
兼
帯
と
門
跡
屋
敷
地
拝
領

の
う
ち
、
特
に
後
者
の
運
動
を
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

翌
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
三
月
に
岩
波
少
進
を
江
戸
へ
下
し
、
五
月
に
吉
良

上
野
介
を
通
じ
て
「
去
年
以
来
之
御
願
之
儀
」
に
つ
い
て
酒
井
雅
樂
頭
に
申
し
入
れ
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知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

た
と
こ
ろ
、「
御
最ニ

存
候
、
併
一
人ト
シ
テ

而
御
差
図
難
仕
、
兎
角
所
司
代へ

状
可
遣
、
使

者
上
着
之
砌
、
右
之
通
所
司
代へ

可
仰
遣
旨
」
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
二
十
日
に
少
進
が

帰
京
し
、
二
十
三
日
に
酒
井
よ
り
の
内
意
の
趣
を
所
司
代
永
井
伊
賀
守
に
伝
え
た
が
、

所
司
代
は
「
江
戸へ

猶
申
遣
之
条
」
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。
八
月
に
入
っ
て
幕
府
の
対

応
が
待
ち
き
れ
ず
、
所
司
代
を
訪
れ
た
少
進
に
、
永
井
は
「
此
儀
早
速ニ

者
難
調
候
、

時
節
悪
候
而
、
今
程
諸
方ノ

訴
訟
曾
而
不
調
之
間
、
御
心
長
可
被
思
召
由
」
を
言
っ
て

い
る
。
な
か
な
か
埒
が
空
か
な
い
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
十
月
に
知
恩
院
の
修
理
が
始

ま
り
、
翌
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
の
六
月
ま
で
続
い
た
。

　

こ
の
年
十
二
月
、
修
理
を
担
当
し
た
京
都
大
工
頭
の
中
井
主
水
正
（
正
知
）
に
も

「
内
々
御
願
之
儀
、
御
内
談
被
遊
也
」
と
あ
り
、
少
々
の
焦
り
を
看
取
る
。
さ
ら
に

明
く
る
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
二
月
、
江
戸
へ
参
勤
す
る
中
井
に
「
内
々
御
願
之

事
、
御
内
談
」
の
と
こ
ろ
、「
伝
奏へ

被
仰
入
、
所
司
代
之
返
答
有
御
聞
而
、
其
上
御

了
簡
可
尓
之
由
」
と
い
う
指
示
を
得
た
。
そ
こ
で
早
速
、
伝
奏
衆
の
日
野
弘
資
・
中

院
通
茂
に
「
巨
細
」
を
伝
え
、
伝
奏
衆
か
ら
所
司
代
へ
「
演
説
」
す
る
約
束
を
得
た
。

所
司
代
か
ら
は
「
最
雖
莫
失
念
、
洛
外ニ

御
相
応
之
地
依
無
之
、
延
引
之
由
」
と
い
う

返
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
五
月
八
日
、
関
白
鷹
司
房
輔
の
邸
宅
よ
り
出
火
し
、
禁
裏
以
下
百
余
町

を
焼
く
と
い
う
不
慮
の
事
態
が
出
来
し
、
所
司
代
は
知
恩
院
門
跡
の
こ
と
を
構
っ
て

い
る
暇
は
な
く
な
っ
た
。
な
お
八
月
に
、
こ
の
こ
ろ
上
京
し
て
い
た
輪
王
寺
宮
（
守

澄
法
親
王
・
尊
光
の
兄
）
の
役
者
円
覚
院
に
少
進
を
遣
わ
し
、「
内
々
御
願
之
段
幷
御

条
目
亦
先
年
之
御
訴
状
等
」
を
見
せ
、
輪
王
寺
宮
の
意
見
を
伺
っ
て
い
る
。
十
二
月

に
は
「
内
々
御
願
之
儀
」
を
仙
洞
付
（
新
院
付
）
の
小
笠
原
丹
後
守
（
信
吉
）
に
相
談

し
た
と
こ
ろ
、「
御
最
奉
存
、
併
当
時
堂
上
方
御
造
営
半ニ

候
間
、
今
少
御
延
引
可
尓

哉
」
と
返
答
さ
れ
て
い
る
。

　

翌
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
正
月
に
、
伝
奏
衆
か
ら
所
司
代
の
「
時
節
御
相
応
之

地
無
之
、
剰
堂
上
方
御
造
営
半ニ

候
間
、
早
速ニ
ハ

者
可
難
調
由
」
と
い
う
回
答
を
得
て

お
り
、
幕
府
側
の
態
度
は
同
様
で
あ
っ
た
が
、
中
院
通
茂
は
所
司
代
が
江
戸
参
勤
の

際
の
「
諸
用
覚
書
」
に
件
の
一
件
を
載
せ
て
い
る
と
告
げ
て
い
る
。
二
月
二
十
四
日

に
所
司
代
が
門
跡
に
伺
候
し
た
時
、
所
司
代
は
「
上
件ノ

一
儀
」（
門
跡
屋
敷
地
）
は

「
往ゆ
く

々
者
定
而
可
相
調
乎
、
先
者
御
相
応
之
地
、
曾
而
無
之
、
但
内
々
御
見
聞
被
遊

置
哉
」
と
尋
ね
、
さ
ら
に
他
宗
の
地
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、
自
宗
の
寺
地

な
ら
成
り
易
い
こ
と
な
の
で
、「
内
々
見
分
」
を
申
し
請
け
て
い
る
。
ま
た
「
御
領

分
」
は
遠
方
で
あ
る
の
で
、
替
地
を
考
え
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
同
月
二
十
七
日

に
尊
光
は
院
家
覚
了
院
を
所
司
代
の
宅
に
遣
わ
し
、「
御
宗
門
御
条
目
之
第
一ニ

被
記

置
之
間
、
其
通
御
相
応ニ

被
仰
付
被
進
候
様ニ

」
と
の
門
跡
の
考
え
を
説
明
さ
せ
た
。
所

司
代
が
「
御
条
目
御
相
応
と
は
如
何
よ
う
の
儀
ぞ
や
」
と
問
い
、
覚
了
院
は
「
脇
住

持
が
本
坊
に
住
み
、
御
住
持
の
門
主
が
寺
家
（
塔
頭
）
同
然
の
体て
い

で
あ
る
。
他
宗
の

諸
門
室
は
寺
務
と
か
座
主
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
山
林
境
内
を
持
ち
、
い
ず
れ
も
歴
々

の
様
子
で
あ
る
」
と
答
え
、
先
代
門
跡
の
こ
と
ど
も
を
段
々
と
演
説
し
た
。
所
司
代

が
「
畢
竟
は
知
恩
院
の
本
坊
を
お
望
み
か
」
と
畳
み
掛
け
る
と
、
覚
了
院
は
「
御
座

所
は
ど
こ
で
も
よ
ろ
し
く
、
御
宗
門
の
門
主
た
る
べ
き
よ
う
に
成
さ
れ
れ
ば
、
外
に

望
み
は
な
い
」
と
応
じ
た
。
そ
し
て
江
戸
の
老
中
へ
申
し
入
れ
る
口
上
に
失
念
な
き

よ
う
に
文
書
に
認
め
よ
と
い
う
所
司
代
に
差
し
出
し
た
口
上
書
は

　
　
　
　
　
　

御
口
上
之
覚

一
、
知
恩
院
御
門
跡
之
儀
、
従　

東
照
権
現
被
建
室
御
座
候
、
則
御
条
目
被
記

置
候
通
、
御
相
応
被
成
被
為
進
候
様
、
御
了
簡
候
者
、
可
為
御
本
望
候
、
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亦
此
奥
細
字

前
良
純
親
王
時
、
満
誉
僧
正
、
其
後
霊
巖
等
、
御
登
山
被
遊
候
様
与
、
度
々
雖
被
申
上
、

曾
而
御
貪
着
無
御
座
、
御
一
代
被
打
過
候
、
故
到
于
当
門
御
迷
惑
思
召
候
御
事
、

と
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
覚
書
の
奥
に
細
字
で
書
い
て
あ
っ
た
、
満

誉
や
霊
巖
ら
が
良
純
に
た
び
た
び
「
御
登
山
」（
本
坊
に
移
り
、
寺
務
を
兼
帯
す
る
こ
と
）

を
勧
め
た
が
、
良
純
は
「
御
貪
着
」
な
く
、「
一
代
被
打
過
」
た
の
で
、
当
門
は

「
迷
惑
」
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

　

三
月
二
十
一
日
に
所
司
代
が
京
都
を
発
し
、
江
戸
に
向
か
う
。
追
う
よ
う
に
二
十

九
日
、
知
恩
院
知
鑑
の
隠
居
願
の
た
め
、
六
役
の
善
導
寺
が
江
戸
へ
下
り
）
11
（

、
四
月
二

十
三
日
に
は
岩
波
少
進
が
江
戸
に
向
か
っ
た
。
所
司
代
が
「
内
々
之
御
願
」
を
老
中

に
披
露
す
る
か
否
か
を
確
か
め
る
た
め
で
、
増
上
寺
へ
は
「
隠
密
」
に
し
た
と
い
う
。

五
月
二
日
、
知
恩
院
の
後
住
に
鎌
倉
光
明
寺
の
玄
誉
万
無
が
決
ま
っ
た
。
多
分
に
こ

の
情
報
を
知
ら
ず
、
同
月
七
日
に
京
門
中
が
御
門
主
の
こ
と
に
関
し
て
、
御
条
目
の

通
り
、
か
つ
「
諸
門
主
之
並
」
を
求
め
て
訴
訟
す
る
旨
を
評
議
し
、
八
日
に
は
知
恩

院
の
寺
中
が
会
合
し
て
門
中
評
議
に
同
意
し
た
の
で
、
門
中
代
表
大
超
寺
、
六
役
代

表
報
恩
寺
、
寺
中
代
表
源
光
院
の
三
人
を
江
戸
へ
遣
わ
す
こ
と
を
決
し
た
）
11
（

。
三
僧
は

十
二
日
京
都
を
発
し
、
二
十
三
日
江
戸
に
到
着
し
、
翌
日
、
京
惣
門
中
・
同
六
役
・

本
山
寺
家
よ
り
の
書
状
を
持
っ
て
増
上
寺
に
参
り
、
こ
の
た
び
の
訴
訟
の
儀
に
つ
き

委
曲
を
述
べ
た
。
こ
の
後
、
三
僧
や
先
に
江
戸
滞
在
の
門
跡
坊
官
岩
波
少
進
、
あ
る

い
は
輪
王
寺
宮
役
者
円
覚
院
な
ど
が
各
方
面
へ
働
き
か
け
を
展
開
す
る
。
六
月
四
日

条
に
、
両
僧
（
大
超
寺
・
報
恩
寺
）
が
老
中
・
若
老
中
・
寺
社
奉
行
へ
廻
り
、
口
上
書

を
認
め
、
取
次
に
渡
し
た
と
い
う
記
事
に
併
せ
て
、

　
　
　
　

知
恩
院
京
都
惣
門
中
言
上
之
覚

御
門
跡
之
儀
、　

東
照
権
現
様
御
条
目ニ

、
被
為
記
置
候
御
門
室ニ

候
得
共
、
唯
今

迄
者
、
諸
事
宗
門
之
儀
無
御
支
配
、
既
御
座
主
与
無
申
候
印モ

、
諸
門
跡
之
行ニ
モ

無
御
座
候
、
依
之
門
中
一
同ニ

嘆
奉
存
候
、
哀レ

御
条
目
之
通ニ

被
為
仰
付
候
者
、
一

宗
之
大
慶
不
過
之ニ

、
奉
願
候
、

　
　
　
　

延
宝
二
年
五
月
日

と
い
う
口
上
書
を
載
せ
る
。

　

と
こ
ろ
が
六
月
十
三
日
、
江
戸
参
勤
の
所
司
代
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
岩
波
少
進
は
、

こ
の
た
び
の
御
門
跡
の
御
願
い
の
儀
は
、
ま
ず
は
「
御
屋
敷
御
改
」
の
御
望
み
に
始

ま
り
、「
御
条
目
」
の
事
が
あ
り
、「
諸
門
跡
之
並
」
の
こ
と
に
広
が
り
、
少
し
は

「
御
規
模
」
あ
る
よ
う
に
思
し
召
す
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
ご
ろ
江
戸
に
て
承

る
と
、「
御
条
目
相
応
」
と
強
く
思
し
召
さ
れ
て
い
る
が
、
諸
事
少
し
で
も
障
る
儀

が
あ
ら
ば
御
延
引
に
な
る
の
で
、
こ
の
た
び
の
儀
は
調
い
難
く
、
来
春
に
御
門
跡
御

自
身
が
御
下
向
あ
っ
て
、
老
中
ま
で
直
接
に
仰
せ
ら
れ
に
な
れ
ば
よ
か
ろ
う
、
と
通

告
さ
れ
た
。
所
司
代
の
言
葉
に
、
門
跡
側
の
要
求
が
次
第
に
昂
進
し
て
い
く
こ
と
へ

の
不
快
感
が
看
取
れ
る
。
十
七
日
に
両
僧
は
老
中
や
寺
社
奉
行
を
廻
り
、
後
住
も
決

ま
っ
た
の
で
、
訴
訟
は
い
っ
た
ん
取
り
下
げ
る
旨
を
告
げ
て
い
る
。
幕
府
の
最
終
結

論
は

一
、
廿（六
月
）

七
日
、
両
僧
月
番ノ

寺
社
奉
行
小
笠
原
山（長
頼
）

城
守
被
参
、
最モ

三
奉
行
寄
合
被

申
者
、
今
度
訴
訟
之
儀
、
老
中へ

令
披
露
之
処ニ

、
最
之
儀
雖
有
之
、
頃
刻
既
住

持
就テ

被ニ

仰
付
、
当
分
御
了
簡
難
被
成
間
、
先
此
度ハ

可
上
京
由
、
申
渡
候へ
与
被

仰
出
也
、
依
之
老
中
・
若
老
中
・
所
司
代
・
吉（
義
央
）良・
円
覚
院へ

、
右
之
通
届
之

也
、

と
、
こ
の
た
び
（
門
跡
の
儀
に
つ
い
て
）
の
訴
訟
は
尤
も
な
れ
ど
、
後
住
が
決
ま
っ
た
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知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

今
は
（
幕
府
と
し
て
は
）
受
理
し
難
い
の
で
、
先
ず
は
（
訴
訟
を
取
り
下
げ
て
）
上
京
す

べ
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
知
恩
院
前
住
の
知
鑑
は
去
る
五
月
七
日
、
五
条
の

新
善
光
寺
へ
引
退
し
て
い
た
が
、
七
月
六
日
に
「
公
儀
不
首
尾
」
を
理
由
に
伊
勢
山

田
の
清
雲
院
へ
隠
棲
し
て
い
る
。
こ
れ
は
知
鑑
が
尊
光
の
寺
務
兼
帯
を
前
提
に
隠
居

を
決
意
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

　
　

お
わ
り
に

　

所
司
代
が
京
都
に
帰
任
後
の
十
月
、
尊
光
の
も
と
に
伺
候
し
、「
此
度
江
戸
之
首

尾
、
老
中
御
最
被
存
候
、
併
当
分
了
簡
難
仕
、
兎
角
来
春
御
下
向
候
者
、
猶
可
然
被

存
由
申
被
上
矣
、
依
之
今
一
応
従
其
方
老
中
迄
被
申
達
様ニ

」
と
言
っ
て
い
る
。
江
戸

で
坊
官
に
話
し
た
通
り
、
来
春
に
尊
光
が
江
戸
下
向
す
る
際
ま
で
、
問
題
を
先
送
り

に
し
た
。
尊
光
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
閏
四
月
、
三
度
目
の
江
戸
修
学
に
下

向
す
る
が
、『
門
室
録
』
が
前
年
の
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
十
二
月
を
も
っ
て
記
事

を
終
え
る
の
で
、「
知
恩
院
門
跡
之
儀
」
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
は
明
ら
か
で

な
い
。
た
だ
延
宝
二
年
の
「
訴
訟
」
に
連
な
る
門
跡
の
一
件
は
、
知
恩
院
の
寺
史
に

「
歎な
げ
か
わ
し
き

ケ
敷
次
第
」
を
残
し
た
。『
総
本
山
知
恩
院
旧
記
採
要
録
』
に

一
、
三
十
八
代
玄
誉
万
無
大
和
尚
、
当
代
始
従
増
上
寺
書
上
住
職　

仰
付
、
末

寺
檀
林
同
様
、　

御
白
書
院
御
畳
椽
ニ
而
、
御
老
中
御
列
座
、
寺
社
御
奉
行

御
指
揮
、
増
上
寺
出
席
、
知
恩
院
住
職
之
儀
、
御
用
番
被　

仰
渡
候
事
与
相

成
候
、
右
者
此
頃　

知
恩
院
宮
尊
光
親
王
、
方
丈
江
御
移
、
御
寺
務
被
成
度

思
召
ニ
而
、
厚
く
御
願
立
之
御
模
様
ニ
付
、
檀
林
始
一
宗
混
雑
仕
候
、
依
之

哉
役
者
共
出
府
、
前
例
ニ
不
拘
斯
被　

仰
付
候
儀
ニ
付
、
後
代
ハ
必
先
格
通

可
奉
願
之
処
、
願
洩
ニ
相
成
、
歎
ケ
敷
次
第
ニ
御
座
候
、

と
あ
る
。
知
恩
院
住
職
が
万
無
の
代
か
ら
「
増
上
寺
書
上
」
に
よ
り
「
白
書
院
」
で

任
命
さ
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
変
更
の
契
機
は
尊
光
が
方
丈
へ
移
っ
て

寺
務
を
兼
帯
し
よ
う
と
幕
府
へ
願
い
立
て
、「
檀
林
一
宗
混
雑
」
し
た
か
ら
で
あ
る

と
い
う
。『
門
室
録
』
の
末
尾
に
添
付
さ
れ
た
別
筆
の
一
紙
に
、

延
宝
二
寅
年
四
月
廿
日
、
三
十
七
世
知
鑑
大
和
尚
、
願
之
通
隠
居　

御
免
、
然

処
、
近
年　

御
門
主
尊
光
親
王
、
御
住
職
方
丈
江
御
移
徙
之
思
召
之
事
、
六
役

幷
京
門
中
令
同
心
、　

公
辺
江
可
願
立
旨
、
双
方
一
決
之
事
、
未
下
関
も
不
致
、

出
願
以
前
ニ
自
然
関
東
江
相
漏
、
御
奉
行
所
ヨ
リ
知
恩
院
後
住
、
先
格
ニ
不
抱

可
書
上
旨
、
依
御
沙
汰
、
縁
山
ゟ
上
席
鎌
倉
玄
誉
万
無
上
人
書
上
之
処
、
五
月

二
日
則
被　

仰
付
候
、
後
ニ
相
成
、
御
門
主
ゟ
坊
官
を
以
御
出
願
、
六
役
山
役

惣
代
、
京
門
中
惣
代
、
都
合
三
ケ
寺
出
府
、
出
願
種
々
願
立
ニ
付
、
縁
山
江
茂

御
奉
行
所
ヨ
リ
御
尋
之
時
、
令
同
服
旨
御
答
ニ
相
成
候
得
共
、
於
公
辺
御
取
用

無
之
、
今
度
ハ
最
早
後
住　

仰
付
も
相
済
候
事
ニ
付
、
先
帰
京
候
様
与
之
御
理

解
有
之
、
無
余
儀
空
敷
一
同
帰
京
候
趣
、
右
万
無
上
人
之
時
、
御
老
中
を
以
被

　

仰
付
、

云
々
と
あ
る
。
尊
光
の
寺
務
兼
帯
に
同
心
し
た
知
恩
院
六
役
や
京
都
門
中
の
動
き
が

「
関
東
」
に
漏
れ
、
社
寺
奉
行
か
ら
先
格
に
拘
わ
ら
ず
、
増
上
寺
か
ら
の
「
書
上
」

を
も
っ
て
、
万
無
が
知
恩
院
住
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
紙
で
は

萬
無
の
任
命
後
に
門
跡
か
ら
の
願
い
立
て
が
起
き
た
よ
う
に
言
う
が
、「
関
東
」
の

当
事
者
、
す
な
わ
ち
幕
僚
と
増
上
寺
は
、
す
で
に
門
跡
の
「
内
々
之
御
願
」
を
伺
っ

て
い
た
か
ら
、
訴
訟
が
公
然
化
す
る
前
に
、
知
恩
院
知
鑑
の
隠
居
願
い
を
好
機
と
捉

え
て
、
従
前
の
「
知
恩
院
書
上
」
を
用
い
ず
、
後
任
を
電
光
石
火
に
決
し
た
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
京
都
か
ら
三
ヶ
寺
が
出
府
し
、
い
ろ
い
ろ
と
願
い
立
て
た
時
、
増
上
寺
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が
「
同
服
」
し
た
と
言
う
が
、
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

知
恩
院
が
嘆
か
わ
し
き
次
第
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
知
恩
院
の
住
職
が
欠
け
た

場
合
、「
知
恩
院
書
上
」
を
も
っ
て
後
住
を
願
い
出
た
方
式
か
ら
、「
増
上
寺
書
上
」

を
も
っ
て
任
命
さ
れ
る
方
式
に
改
ま
り
、
し
か
も
仰
せ
渡
し
の
場
が
黒
書
院
か
ら
白

書
院
に
な
る
と
い
う
、
幕
府
の
知
恩
院
に
対
す
る
接
遇
の
後
退
で
あ
っ
た
。
と
り
わ

け
「
書
上
」
の
問
題
は
、
後
任
住
職
に
関
し
て
知
恩
院
自
体
に
決
定
の
権
限
を
喪
失

し
、
増
上
寺
が
そ
の
権
限
を
握
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
現
在
、
増
上
寺
所
蔵
の
古
文
書
に
「
知
恩
院
門
跡
心
得
書
）
1（
（

」
が
あ
る
。「
御

条
目
心
得
之
事
」
と
書
き
出
す
こ
の
文
書
は
、
前
掲
し
た
『
門
室
録
』
寛
文
十
年

（
一
六
七
〇
）
七
月
廿
六
日
条
に
収
載
の
「
三
通
之
御
書
付
」
の
一
通
「
御
条
目
御
心

得
之
事
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
若
干
の
出
入
り
す
る
文
言
は
、『
門
室
録
』
に
散

見
す
る
門
跡
側
の
主
張
と
符
合
す
る
。
同
文
書
の
末
尾
に
あ
る
「
東
照
宮　

台
徳
院

殿
被
記
置
候
通
、
相
応
ニ
ト
偏
願
存
候
」
と
い
う
追
記
は
、
既
述
し
た
延
宝
二
年
二

月
に
知
恩
院
門
跡
院
家
の
覚
了
院
か
ら
所
司
代
へ
呈
示
し
た
口
上
書
の
、「
知
恩
院

御
門
跡
之
儀
、
従　

東
照
権
現
被
建
室
御
座
候
、
則
御
条
目
被
記
置
候
通
、
御
相
応

被
成
被
為
進
候
様
、
御
了
簡
候
者
、
可
為
御
本
望
候
」
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
。
よ

っ
て
こ
の
増
上
寺
文
書
は
、
尊
光
が
起
こ
し
た
知
恩
院
寺
務
兼
帯
と
門
跡
屋
敷
地
拝

領
の
運
動
の
過
程
で
、
寛
文
十
年
か
ら
延
宝
二
年
に
か
け
て
の
こ
ろ
に
門
跡
側
が
作

成
し
た
文
書
の
写
し
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
門
跡
屋
敷
地
拝
領
は
ど
う
や
ら
〝
実
現
〟
し
た
よ
う
で
、『
華
頂
要

略
』
一
四
四
附
録
（
知
恩
院
）
に

当（尊
光
）代、

於
愛
宕
郡
岡
崎
村
、
為
再
興
門
室
料
、
賜
三
千
坪
之
地
幷
造
資
料
砂
金

等
、
然
而
不
遂
造
営
薨
逝
云
々
、

と
あ
る
。
岡
崎
村
は
知
恩
院
境
内
（
下
段
）
よ
り
離
れ
た
北
方
に
位
置
し
、
三
千
坪

の
屋
敷
地
と
造
資
料
を
拝
領
し
た
も
の
の
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
尊
光
が
薨

去
し
た
た
め
に
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
拝
領
の
屋
敷
地
は
し
ば
ら
く

存
続
し
た
ら
し
く
、『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
五
（
山
城
国
中　

御
朱
印
寺
院
之

事
）
に
、「
御
朱
印
高
千
石　
　

知
恩
院
御
門
跡
」
を
掲
げ
、「
東
西
百
間　

南
北
七

十
間　

道
東
西
十
五
間　

南
北
三
間
」
と
注
し
、「
是
は
下
岡
崎
村
ニ
お
ゐ
て
寺
地

被
遣
、
小
堀
仁
右
衛
門
支
配
之
地
、
幷
御
家
来
屋
敷
知
恩
院
内
ニ
有
之
」
と
説
明
す

る
。
七
千
坪
の
屋
敷
地
は
岡
崎
（
下
岡
崎
）
村
の
三
千
坪
を
含
む
こ
と
は
明
ら
か
で
、

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
が
作
ら
れ
た
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
こ
ろ
ま
で
、
京

都
代
官
小
堀
仁
右
衛
門
が
預
か
っ
て
い
た
。
第
三
代
門
跡
尊
統
［
在
職
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）
～
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）］
の
薨
去
後
も
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
の
知
恩
院
寺
務
兼
帯
は
〝
実
現
〟
し
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
御
条
目
相

応
」
と
か
「
諸
門
跡
並
」
と
は
一
体
何
を
意
味
し
た
の
か
。「
御
条
目
相
応
」
と
は
、

『
門
室
録
』
延
宝
二
年
六
月
四
日
条
所
収
の
輪
王
寺
宮
役
者
の
円
覚
院
か
ら
稲
葉
美

濃
守
（
正
則
）
に
宛
て
た
書
状
に
、「
此
掟
書
之
通ニ

御
座
候
得
者
、
方
丈ニ
ハ

者
御
門
跡

御
移
住
被
成
筈ニ

相
見
申
候
」
と
明
言
し
て
い
る
ご
と
く
、
門
跡
が
方
丈
に
移
っ
て
寺

務
を
執
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
条
目
に
従
う
か
ぎ
り
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
か

つ
て
同
年
二
月
二
十
七
日
の
所
司
代
と
院
家
覚
了
院
と
問
答
に
お
い
て
、「
畢
竟
知

恩
院
本
防
（
坊
）御
望
乎
」
と
い
う
所
司
代
の
詰
問
に
、
院
家
は
「
於
御
座
所
指
而
無
御

選
、
兎
角
何
方ニ
テ

而モ

御
宗
門ノ

可
為
門
主
様ニ

、
被
成
被
進
上
者
、
無
外ノ

御
望
候
」
と
答

え
て
い
る
。「
宗
門
ノ
門
主
」
た
る
地
位
こ
そ
が
尊
光
の
望
み
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
「
諸
門
跡
並
」
と
は
『
門
室
録
』
延
宝
二
年
五
月
廿
七
日
条
に
、
京
都
か

ら
の
三
僧
が
頼
っ
た
輪
王
寺
宮
の
指
示
を
受
け
、
役
者
円
覚
院
が
老
中
稲
葉
美
濃



六
七

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

守
・
久
世
大
和
守
（
広
之
）
を
訪
ね
た
際
に
、
稲
葉
か
ら
「
畢
竟
輪
門
主
之
通
被
成

度
与
之
儀
歟
」
と
尋
ね
ら
れ
、
円
覚
院
は
い
か
に
も
そ
の
通
り
だ
と
答
え
て
い
た
。

尊
光
は
輪
王
寺
宮
を
門
跡
の
あ
り
方
の
規
模
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。　

　

同
じ
近
世
宮
門
跡
）
11
（

で
あ
っ
て
も
、
輪
王
寺
宮
は
東
照
宮
の
護
持
を
目
的
に
創
設
さ

れ
た
門
跡
で
あ
っ
て
、
単
に
皇
族
の
処
遇
の
一
環
で
創
設
さ
れ
た
知
恩
院
宮
と
は
そ

の
規
模
・
性
格
を
異
に
し
て
い
た
の
で
、
倣
お
う
に
も
到
底
出
来
ぬ
相
談
で
あ
っ
た
。

寺
務
兼
帯
は
事
実
上
の
住
職
交
替
を
意
味
し
た
の
で
、
宗
教
上
の
地
位
に
関
す
る
訴

訟
は
、
幕
府
の
預
り
知
ら
ぬ
所
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
註

（
（
）『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
の
一
、
七
六
一
頁
。『
梵
舜
日
記
』
慶
長
十
二
年
十
一
月

廿
七
日
条
の
八
宮
が
知
恩
院
に
入
室
す
る
記
事
に
「
次
知
恩
院
弟
子
当
今
之
皇
子
五
歳
、

庭
田
殿
腹
」、『
諸
門
跡
譜
』
の
知
恩
院
良
純
親
王
略
歴
に
「
寛
永
廿
癸
未
十
一
十
一
配

流
甲
州
天
目
山
、
于
時
四
十
一
歳
、
万
治
二
己
亥
六
廿
七
着
帰
洛
泉
涌
寺
給
、
于
時
五

十
七
歳
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
慶
長
八
年
生
ま
れ
の
数
え
年
で
記
し
て
い
る
。

（
（
）
大
内
瑞
恵
「
良
純
法
親
王
年
譜
稿
」（『
東
洋
学
研
究
』
四
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）

（
（
）『
知
恩
院
史
料
集
』
日
鑑
・
書
翰
篇
二
所
収
の
元
禄
十
一
年
四
月
廿
五
日
付
書
翰
に

「
良
純
親
王
様
、
元
和
元
乙
卯
年
六
月
、
東
照
権
現
様
御
猶
子
被
遊
候
」
と
あ
る
。『
柳
営

婦
女
伝
双
』
所
収
「
幕
府
祚
胤
伝
』
二
に
「
元
和
元
年
六
月
九
日
、
為
御
猶
子
」、『
華

頂
要
略
』
一
四
四
附
録
（
知
恩
院
）
に
「
元
和
元
年
六
月
廿
八
日
為
猶
子
」
と
日
付
を

明
ら
か
に
す
る
史
料
も
存
す
る
。

（
（
）『
徳
川
実
紀
』（
台
徳
院
殿
御
紀
）
慶
長
十
九
年
九
月
廿
二
日
条
に
「
先
帝
（
後
陽
成
院
）

第
八
の
宮
良
純
親
王
は
知
恩
院
へ
入
室
し
給
ふ
。
是
後
に　

大
御
所
御
猶
子
と
な
さ
せ

給
ひ
、
知
恩
院
の
門
跡
に
備
り
給
ふ
御
方
な
り
。（
駿
府
記
、
門
跡
譜
）」
と
あ
る
が
、

元
和
元
年
六
月
の
箇
所
に
猶
子
と
な
し
た
と
い
う
記
事
は
出
て
来
な
い
。

（
5
）『
知
恩
院
史
』
に
部
分
的
に
引
用
さ
れ
る
が
、
全
文
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
江
戸
時

代
後
半
に
編
集
、
明
治
二
十
一
年
に
書
写
さ
れ
た
寺
史
で
あ
る
。
収
め
る
の
は
断
片
的

な
既
知
史
料
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
な
か
に
は
未
知
の
寺
記
も
存
す
る
。

（
（
）『
孝
亮
宿
禰
日
次
記
』
慶
長
十
二
年
十
一
月
廿
七
日
条
に
「
智
恩
院
御
相
続
当
今
若
宮

（
註
略
）
今
日
御
入
寺
智
恩
院
有
之
、
柳
原
後
家
楊
林
院
、
同
御
乳
人
庭
田
源
少
将
塗
輿
、

板
倉
伊
賀
守
騎
馬
、
等
供
奉
云
々
、
智
恩
院
末
寺
輩
不
残
御
迎
云
々
」、『
梵
舜
日
記
』
同

日
条
に
「
次
知
恩
院
弟
子
当
今
之
皇
子
五
歳
、
庭
田
殿
腹
、
入
寺
始
、
同
板
伊
州
御
供
、

次
諸
末
寺
長
老
西
堂
、
三
条
橋
迄
御
迎
儀
式
了
」
と
あ
る
。

（
（
）「
知
恩
院
書
上
」
に
、「
権
現
様
、
慶
長
八
九
両
年
、
御
開
基
之
時
、
広
谷
之
庵
室
を

引
移
し
、
念
仏
弘
メ
被
申
候
之
処
へ
、
本
堂
を
御
建
立
可
被
遊
、
同
十
四
五
両
年
ニ
、

方
丈
諸
堂
御
建
立
之
節
、
東
新
坊
之
地
へ
小
方
丈
を
御
建
立
、
西
本
坊
元
よ
り
庵
主
在

之
候
故
、
御
取
払
被
仰
付
候
而
、
鎮
守
社
御
建
立
被
成
下
候
、
此
辺
都
而
真
葛
原
と
称

へ
申
候
」
と
あ
る
（『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
之
七
、
二
七
二
頁
）。

（
（
）
但
し
こ
の
時
に
着
座
し
た
と
い
う
公
卿
の
官
職
は
、
慶
長
十
四
年
の
時
点
に
は
そ
ぐ

わ
な
い
。
中
御
門
宣
隆
は
元
和
二
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
寛
永
四
年
七
月
六
日
ま
で

権
中
納
言
、
清
閑
寺
共
房
は
元
和
五
年
正
月
十
二
日
か
ら
寛
永
九
年
十
二
月
二
十
九
日

ま
で
権
中
納
言
。
こ
の
着
座
儀
式
は
『
華
頂
要
略
』
一
四
四
附
録
（
知
恩
院
）
に
「
同
（
元
和
）

二
年
十
二
月
一
日
有
移
徙
之
儀
」
と
あ
る
儀
式
に
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る

い
は
後
述
（
註
（（
）
の
『
東
山
門
室
記
録
』
の
記
事
解
釈
か
ら
元
和
八
年
の
「
入
室
」

儀
式
の
着
座
と
す
れ
ば
、
中
御
門
宣
隆
と
清
閑
寺
共
房
の
官
職
は
と
も
に
権
中
納
言
で

あ
る
。

（
（
・
（0
）『
孝
亮
宿
禰
日
次
記
』
慶
長
十
九
年
十
二
月
十
六
日
条(

『
大
日
本
史
料
』
第
一
二

編
之
一
六
、
九
〇
五
頁)

。

（
（（
）『
浄
土
宗
全
書
』
二
〇
巻
二
八
一
頁

（
（（
）『
系
図
纂
要
』
所
収
「
神
皇
六
」（
伏
見
宮
）
に
、
守
理
法
親
王
の
下
に
線
を
引
き
、

尊
空
の
名
を
記
し
、「
明
暦
三
年
七
ノ
廿
三
入
知
恩
院　

霊
巖
和
尚
執
之
掛
錫
増
上
寺
修

学
廿
三
年　

寛
文
三
年
十
二
ノ
十
八
有
過
隠
居
于
下
総
千
葉
来
迎
寺
」
と
註
す
る
。

（
（（
）
増
上
寺
蔵
「
筆
跡
類
聚
」
所
収
、『
増
上
寺
史
料
集
』
一
巻
。
な
お
同
寺
蔵
「
山
門
通
規
」

に
も
収
め
る
（『
増
上
寺
史
料
集
』
二
巻
）。

（
（（
）
宇
高
良
哲
『
近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』
第
八
章
「
近
世
初
期
の
知
恩
院
住
職
と
檀
林



六
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

生
実
大
巌
寺
の
関
係
に
つ
い
て
」（
青
史
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

（
（5
）
宇
高
良
哲
・
中
川
仁
喜
編
『
先
求
院
文
書
』
第
二
〇
号
文
書
。

（
（（
）
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
一
〇
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）
は
島
原
通
い
の

事
が
宮
中
に
聞
こ
え
、
所
司
代
か
ら
幕
府
に
も
達
し
た
か
ら
だ
と
い
う
。
ま
た
或
説
と

し
て
『
羈
旅
漫
録
』
の
遊
女
八
千
代
と
深
く
契
り
、
日
夜
放
蕩
の
度
が
過
ぎ
、
所
司
代

の
諫
言
も
聞
か
な
い
の
で
、
所
司
代
が
八
千
代
を
身
請
け
し
て
献
上
し
た
と
い
う
話
や
、

『
華
頂
要
略
』
の
二
条
家
の
官
女
と
密
通
し
た
と
い
う
話
を
紹
介
す
る
。
遊
女
八
千
代
の

話
は
人
口
に
膾
炙
し
た
ら
し
く
、
真
偽
の
ほ
ど
は
分
か
ら
な
い
。
二
条
家
官
女
と
の
密

通
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
て
お
こ
う
。『
華
頂
要
略
』
一
四
四

附
録
（
知
恩
院
）
に

　

同
（
寛
永
）二

十
年
十
一
月
十
一
日
配
流
甲
州
天
目
山
四
十
一
歳
、
紹
運
録
云
、
常
愛
遊
女
、

交
地
下
如
俗
躰
、
寛
永
廿
年
正
月
、
二
条
摂
政
殿
官
女
、
有
密
通
誘
出
、
其
名
無

隠
于
世
、
於
是
同
年
流
罪
甲
州
云
々
、

　

と
あ
る
。
な
お
、
大
内
瑞
恵
「
配
流
の
親
王
と
甲
州
」（『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』

五
五
号
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
配
流
の
理
由
に
つ
い
て
、
①
門
跡
の
名
誉
だ
け
で
な
く
、

知
恩
院
の
寺
務
職
の
執
行
を
望
ん
だ
た
め
。
②
朝
権
の
回
復
を
論
じ
、
幕
府
の
忌
諱
に

触
れ
た
た
め
、
③
同
様
に
、
朝
廷
の
忌
諱
に
触
れ
た
た
め
。
④
酒
色
の
乱
行
の
た
め
、

の
四
説
を
挙
げ
る
が
、
所
説
の
論
著
を
明
示
し
て
い
な
い
。

（
（（
）『
知
恩
院
史
料
集
』
日
鑑
・
書
翰
篇
二

（
（（
）『
東
山
門
室
記
録
』
は
江
島
孝
導
「
知
恩
院
宮
門
跡
御
殿
の
組
織
」（『
鷹
陵
史
学
』
一

二
号
、
一
九
八
六
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
江
島
氏
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ

が
多
い
。

（
（（
）『
門
室
録
』
の
良
純
に
関
す
る
事
項
で
注
目
さ
れ
る
記
事
を
以
下
に
抜
粋
す
る
。

同（
元
和
）八
壬
戌
年　

台
徳
院
秀
忠
公
御
代
、
知
恩
院
御
入
室
得
度
被
遊
、
于
時
十
九
歳
、

最
依　

東
照
宮
御
遺
詔
也
、
異
説
、
御
祖
母
皇
太
后
宮
号
新
正
東
門
院
、
御

愛
憐
深
故
、
御
入
室
当
時
迄
御
延
引
也
与
乎

、
御
戒
師
者
則
住
満

誉
僧
正
万
里
小
路
、
時
所
司
代
板
倉
侍
従
兼
周
防
守
重
宗
、
万
端
御
差
図
被
申
乎
、

　
　

良
純
の
得
度
は
元
和
五
年
九
月
十
七
日
で
あ
る
。
入
室
は
こ
れ
ま
で
慶
長
十
二
年
説

ま
た
は
十
四
年
説
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
元
和
八
年
説
が
登
場
す
る
。

満
誉
は
元
和
六
年
六
月
に
遷
化
し
て
お
り
、
板
倉
重
宗
の
所
司
代
は
同
年
十
一
月
以
降

で
あ
り
、
こ
の
記
事
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
入
室
と
得
度
が
同
時
に
行
わ
れ
た
後
世
の
事

例
に
準
拠
し
て
書
い
た
ゆ
え
に
犯
し
た
矛
盾
で
あ
り
、
矛
盾
を
解
く
に
は
入
室
と
得
度

を
分
け
て
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
良
純
の
入
室
は
元
和
八
年
の
事
と
考
え
ら
れ
る
。

先
の
慶
長
十
二
年
（
ま
た
は
十
四
年
）
は
知
恩
院
中
段
の
方
丈
内
一
廓
の
御
殿
、
後
の

元
和
八
年
は
三
門
や
塔
頭
が
立
ち
並
ぶ
下
段
の
一
画
に
造
営
さ
れ
た
御
殿
へ
の
入
御
で

あ
ろ
う
。

此
時
御
門
領
、
城
州
葛
野
郡
西
庄
村
弐
百
八

拾
石
余
同
郡
中
河
原
村
参
百
五

拾
石
余
同
国
紀
伊
郡
岡
村

四
百

石
余
、
都
合
千
石
被
進
也
但
以
前
豊
国

領
与
云
　々

、
其
後
江
府
増
上
寺
々
内
、
仮
従　

公
儀
御
学

寮
被
営
、
為
御
修
学
度
々
有
御
下
向
乎
、
御
逗
留
中
、
為
御
扶
持
方
、
年
中
糧
三

百
俵
但
三
斗

五
升
入
、
為
御
賄
料
、
一
箇
月
金
拾
七
両
弐
歩
宛
被
進
之
乎
、

　
　

門
跡
領
は
千
石
（
村
高
の
合
計
は
一
〇
三
〇
石
余
）
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
江
戸
滞
在

中
も
扶
持
方
・
賄
料
を
支
給
さ
れ
て
い
た
。

其
後
本
山
卅
二
世
従
霊
巖
和
尚
附
法
被
遊
也
、
雖
然
平
生
御
行
法
依
不
正
、
所
司

代
時
々
諫
言
雖
被
申
上
、
曾
而
无
御
承
引
故
、
自
然
関
東へ

有
其
聞
而
、
竟ニ　

大
猷

院
家
光
公
御
代
寛
永
廿
癸
未
年
親
王
御
在

院
廿
二
年
冬
十
一
月
十
一
日
甲
州
天
目
山
配
流
、

　
　

良
純
が
霊
巖
か
ら
附
法
し
た
こ
と
を
記
す
。
行
法
が
正
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
所
司
代

が
諫
言
し
た
が
、
つ
い
に
幕
府
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
甲
州
に
流
罪
と
な
っ
た
、

一
、
此
時
御
門
領
離
而
京
都
御
代
官
五
味
備
前
守
預
之
乎
、
其
後
本
山
御
部
屋
荒
廃

乎
、
雖
然
増
上
寺
御
学
寮
者
無
別
儀
而
、
其
後
明
暦
三
丁
酉
年
正
月
十
九
日
、
江
戸

大
火
事
之
時
回
禄
乎
、

　
　

良
純
の
流
罪
後
、
門
跡
領
は
京
都
代
官
五
味
豊
直
の
預
か
り
と
な
り
、
良
純
の
御
殿

は
荒
廃
し
た
が
、
増
上
寺
の
学
寮
は
明
暦
の
大
火
で
焼
け
る
ま
で
残
っ
て
い
た
。

（
（0
）
原
文
に
付
さ
れ
て
い
る
訓
点
は
省
略
し
、
送
り
仮
名
は
必
要
最
小
限
に
止
め
る
。
な

お
助
詞
「
与と

」
は
小
字
に
改
め
る
。

（
（（
）
表
紙
に
「
宝
暦
五
ヨ
リ
天
保
三
マ
デ
便
覧
書
記
」
と
あ
る
。
宝
暦
五
年
か
ら
天
保
三
年
ま

で
の
よ
ろ
ず
覚
書
で
あ
る
が
、
宝
暦
よ
り
も
古
い
文
書
の
写
し
も
収
め
る
。

（
（（
）『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
（
寺
院
法
度
・
諸
宗
寺
院
）、
寛
文
五
年
七
月
十
一
日
付

諸
宗
寺
院
法
度
下
知
状
に
、「
一
、
他
人
者
勿
論
、
親
類
之
好
雖
有
之
、
寺
院
坊
舎
女
人

不
可
抱
置
之
、
但
、
有
来
妻
帯
者
可
為
格
別
事
」
と
あ
る
。



六
九

　
　
　
　
知
恩
院
門
跡
初
代
良
純
法
親
王
及
び
二
代
尊
光
法
親
王
に
つ
い
て

（
（（
）『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
（
寺
院
法
度
・
天
台
宗
）、
承
応
三
年
十
二
月
十
二
日
付

東
叡
山
法
度
、
同
年
十
一
月
十
二
日
付
下
知
条
々
。

（
（（
）
拙
著
『
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』
第
三
篇
第
二
章
「
知
恩
院
の
京
都
門
中
に
つ

い
て
」（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）

（
（5
）『
門
室
録
』
寛
文
五
年
十
一
月
廿
四
日
条
に
、
江
戸
城
白
書
院
で
老
中
列
座
の
も
と
に

賜
っ
た
朱
印
状
は
「
山
城
国
紀
伊
郡
西
庄
中
河
原
西
村
五
百
九
拾
五
石
四
斗
余
、
葛
野

郡
岡
村
四
百
四
石
五
斗
余
、
都
合
千
石
事
」
と
あ
っ
た
。
同
月
八
日
条
の
「
御
知
行
所

打
出
等
書
付
」
に
は
、（
紀
伊
郡
）
西
村
「
打
出
シ
四
拾
五
石
四
斗
三
升
七
合
」
を
加
え
て
、

「
今
高
千
四
拾
五
石
九
斗
四
升
五
合
」
と
す
る
。

（
（（
）
事
件
の
顛
末
を
『
門
室
録
』
に
よ
っ
て
見
る
。
寛
文
三
年
の
条
に

一
、
今
度　

大
猷
院
殿
為
御
追
善
罪
人
等
有
赦
免
、
依
之
京
都
而
福
善
寺
・
為
三
、
五

月
廿
日
共ニ

自
篭
被
出
之
、
雖
然
福
善
寺
者
京
追
放
也
、
故
先
粟
生
光
明
寺へ

立
退
、
暫

休
息
而
自
其
江
戸へ

下
、
寺
社
奉
行へ

訴
詔
（
訟
）、
即
自
奉
行
増
上
寺へ

有
差
図
而
、
則
門
前
旅

宿
被
申
付
也
、
但
右
之
依
首
尾
上
方
宗
門
騒
動
而
、
四
家
本
寺
昼
夜
相（
詰
）、

故
従
知

恩
院
六
役
内
勝
円
寺
・
智
恵
光
院
、
門
中
之
内
浄
（
上
）善

寺
・
大
雲
院
、
寺
役
者
内
源
光

院
、
七
月
江
戸
被
下
、
右
福
善
寺
与
為
三ト

問
答
之
儀
、
御
吟
味
可
被
下
之
訴
訟
也
、

一
、
六
月
中
宗
門
騒
動
不
得
止
、
故
黒
谷
住
持
被
及
難
儀
歟
、
無
理
而
退
山
被
蟄
居
也
、

一
、
福
善
寺
出
入
之
儀ニ

付
、
自
江
戸
為
三
幷
新
右
衛
門
但
是
者
発
端
為

三
方
令
荷
担
者
被
召
遣
、
去
八
月
十

二
日
御
評
定
所
而
有
裁
許
矣
、
亦
九
月
四
日
双
方
共
遠
島
被
仰
付
也
、
新
右
衛
門
者

京
都
追
放
也
、
此
時
福
善
寺
者
知
恩
院
末
寺ニ

被
仰
付
也
、
故
先
右
之
出
入
相
済
為
御

礼
、
自
本
山
専
称
寺
梵
冏
六役
常
称
院
九
達
寺役
江
戸
被
下
也
、
右
御
裁
許
之
趣
者
、
福

善
寺
者
御
代

ノ々

背
御
法
度
、
自
讃
譏
他
曲
事
也
、
為
三
者
是
亦
自
己
法
問
御
制
法
、

況
為
犯
俗ト

対
沙
門
致
争
論
条
、
募
（
莫
）太

曲
者
也ト

、

　

と
あ
る
。
徳
川
家
光
十
三
回
忌
の
赦
免
で
釈
放
、
京
都
追
放
と
な
っ
た
福
善
寺
は
、
江

戸
の
寺
社
奉
行
へ
訴
訟
に
及
ん
だ
。
京
都
の
宗
門
が
騒
動
に
陥
り
、
四
箇
本
寺
は
互
い

に
詰
め
合
い
、
知
恩
院
の
六
役
等
を
江
戸
へ
遣
わ
し
た
。
福
善
寺
と
為
三
の
問
答
の
「
御

吟
味
」
を
見
届
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
宗
門
騒
動
」
に
慨
嘆
し
た
の
か
、

黒
谷
金
戒
光
明
寺
の
住
持
（
檀
誉
順
応
）
が
退
山
蟄
居
し
て
い
る
。
福
善
寺
と
為
三
の
出

入
り
は
評
定
所
で
裁
定
さ
れ
て
、
両
方
と
も
に
遠
島
と
な
っ
た
。
こ
の
出
入
り
一
件
は

『
憲
教
類
典
』
四
之
十
四
（
寺
社
）
所
収
の
「
寛
文
二
壬
寅
年
六
月
十
五
日
於
京
都
浄
土

法
花
宗
論
ニ
付
申
渡
覚
」、「
寛
文
三
癸
卯
年
八
月
覚
」
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
が
、
幕
府
は
宗

教
的
価
値
観
を
伴
う
「
宗
論
」
で
は
な
く
、
単
な
る
「
口
論
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
、
十
一
月
、
本
山
尊
空
和
尚
、
公
用
有
之
間
可
参
向
由
、
自
寺
社
奉
行
知
恩
院へ

申
参

也
、

一
、
七
（
十
二
月
）

日
、
尊
空
和
尚
、
江
戸
天
徳
寺
下
着
也
、

一
、
十
八
日
、
為　

上
使
寺
社
奉
行
増
上
寺へ

被
参
、
則
尊
空
被
呼
寄
、　

上
意
之
趣
被
申

渡
者
、
今
度
於
京
都
宗
論
之
儀
取
持
候
事
、
本
山ニ

不
似
合
不
届ニ

被　

思
召
也
、
於
地ノ

住
持
者
可
被
仰
付
品
可
有
之
様ニ

雖
被　

思
召
、
従
為
惣
本
山
之
住
持
、
被
閣
余
儀
無

恙
隠
居
被
仰
付
也ト

、
自
其
此
方へ

直ニ

為
上
使
被
参
、
知
恩
院
方
丈
、
依
右
之
仕
合
隠
居

被
仰
付
由
、
御
届
有
之
也
、

一
、
廿
一
日
、
尊
空
依
右
之
仕
合
、
自
江
戸
直
下
総
国
智
場
来
迎
寺
蟄
居
也
、
但
此
寺
者

先
年
弟
子
俊
意ニ

住
持
被
申
付
、
故
如
斯
矣
、

一
、
廿
七
日
、
鎌
倉
光
明
寺
知
鑑
被
召
寄
、
本
山
住
職
被
仰
付
也
、
幷
黒
谷
者
小
金
東
漸

寺
順
超
（
長
）被
附
住
也
、

　

と
あ
る
。
知
恩
院
住
持
の
尊
空
が
突
如
江
戸
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
京
都
に
お
け
る
宗
論

を
取
り
持
っ
た
の
は
本
山
に
不
似
合
・
不
届
き
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
直
ち
に
隠
居
を

仰
せ
つ
か
り
、
千
葉
の
来
迎
寺
へ
蟄
居
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
（（
）『
門
室
録
』
寛
文
六
年
条
に
「
当
秋
、
江
府
御
学
寮
東
方
之
寺
家
二
軒
、
移
於
地ヲ

他
、

則
為
御
寮
内
乎
、
則
普
請
有
之
、
同
霜
月
事
終
焉
、
奉
行
者
山
本
安
兵
衛
・
武
蔵
八
郎

右
衛
門
也
」
と
あ
る
。

（
（（
）『
門
室
録
』
原
文
に
お
け
る
角
書
き
注
記
は
一
段
下
げ
の
地
の
文
に
改
め
た
。

（
（（
）「
一
、
四
月
廿
日
、
本
山
知
鑑
隠
居
御
免
被
仰
付
乎
、
使
僧
帰
洛
矣
」
と
あ
り
、
知
鑑

は
四
月
二
十
日
に
隠
居
が
許
さ
れ
た
。

（
（0
）
三
僧
派
遣
の
こ
と
を
記
す
『
門
室
録
』
延
宝
二
年
五
月
八
日
条
の
角
書
注
記
に
、「
本

山
寺
僧
者
、
内
心
者
今
度
之
催
堅
雖
為
不
同
心
、
惣
門
中
右
之
依
為
首
尾
、
無
拠
如
右
、

但
其
旨
趣
者
、
御
門
主
若
本
坊
御
移
於
被
遊
者
、
向
後
寺
家
役
者
可
被
止
、
皆
坊
官
而

諸
事
御
用
可
済
、
然
者
何
内
証
定
而
可
無
力
、
其
時
者
及
難
儀
存
故
也
」
と
あ
る
。
要



七
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

す
る
に
若
し
門
跡
が
本
坊
に
移
ら
れ
た
な
ら
、
寺
家
役
者
を
廃
止
し
て
、
坊
官
が
寺
務

諸
事
を
済
ま
す
事
態
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
難
儀
で
あ
る
か
ら
、
門
跡
の
寺
務
兼

帯
を
内
心
で
は
反
対
で
あ
っ
た
と
い
う
。
知
恩
院
の
意
志
決
定
・
執
行
機
関
た
る
「
役
者
」

の
、
寺
家
役
者
（
山
役
）
と
京
都
門
中
代
表
（
六
役
）
と
の
間
に
根
本
的
な
差
異
が
存

す
る
。
同
月
十
日
条
に
、
源
光
院
が
門
跡
家
老
（
坊
官
）
に
、
本
山
後
住
が
誰
か
に
決

定
し
た
ら
、
愚
僧
は
両
僧
（
門
中
代
表
の
大
超
寺
と
六
役
代
表
の
報
恩
寺
）
と
違
い
、

本
山
寺
中
（
山
内
）
に
罷
り
居
て
、
住
持
に
奉
公
す
る
立
場
に
あ
り
、
後
住
を
供
奉
し

上
京
す
る
積
り
だ
と
語
っ
て
い
る
。

（
（（
）『
増
上
寺
史
料
集
』
第
一
巻
、
第
一
〇
一
号
文
書
。

（
（（
）
近
世
宮
門
跡
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
杣
田
善
雄
「
近
世
の
門
跡
」『
岩
波
講
座

日
本
通
史
』
第
一
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。
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一
、
は
じ
め
に

　
「
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
」
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
と

い
う
と
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
東
山
天
皇
か
ら
宗
祖
法
然
上
人
（
以
下
敬
称

略
）
に
円
光
大
師
を
贈
ら
れ
、
そ
の
前
後
に
宗
典
研
究
の
礎
が
確
立
し
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
代
表
的
な
学
僧
と
し
て
忍
澂
・
義
山
・
観
徹
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
忍
澂
は
善
導
大
師
の
一
千
年
の
御
遠
忌
に
『
光
明
大
師
別
伝
纂

註
』
や
『
勅
修
御
伝
縁
起
』
並
び
に
『
同
目
録
』
を
編
集
し
た
り
、
晩
年
に
は
高
麗

版
大
蔵
経
と
黄
檗
版
大
蔵
経
と
の
対
校
事
業
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
の
『
縮
刷

大
蔵
経
』
や
『
卍
蔵
経
』
や
『
大
正
蔵
経
』
の
編
纂
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
大
事

業
で
あ
っ
た
。
義
山
は
『
浄
土
三
部
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
宗
典
の
校
訂
出
版
で
あ

る
が
、
音
読
・
訓
読
と
い
う
読
法
を
確
立
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
『
選
択

集
』
の
本
文
を
決
め
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
三
経
一
論
五
部
九
巻
『
安
楽
集
』
等
の

引
用
典
籍
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
本
の
校
訂
と
併
せ
て

行
う
研
究
で
も
あ
っ
た
。
観
徹
は
義
山
の
業
績
を
受
け
て
『
浄
土
三
部
経
合
讃
』
を

執
筆
し
詳
細
な
注
釈
を
つ
け
た
。
こ
れ
に
は
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
に
よ
り
出
典
の
裏

づ
け
を
と
っ
た
よ
う
で
、『
三
部
経
関
典
』
と
い
う
引
用
箇
所
を
典
籍
名
と
と
も
に

丁
数
ま
で
も
記
し
た
本
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
学
僧
が
黄
檗
版
大
蔵
経
と

同
様
に
向
き
合
っ
て
研
究
し
受
容
し
て
い
た
の
が
浄
土
曼
陀
羅
）
（
（

で
あ
る
。
そ
の
嚆
矢

と
し
て
聖
聡
『
当
麻
曼
荼
羅
疏
』
四
十
八
巻
が
あ
る
が
、
再
評
価
さ
れ
た
の
は
江
戸

期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
性
愚
に
よ
る
修
理
や
転
写
、
元
禄
十
年
に
は
黒
谷
西
翁

院
か
ら
四
分
一
の
版
木
（
約
二
ｍ
四
方
）
が
作
ら
れ
て
摺
印
さ
れ
た
。
忍
澂
が
中
興

第
二
世
の
法
然
院
に
は
古
礀
や
忍
海
な
ど
の
浄
土
宗
の
画
僧
が
描
い
た
當
麻
曼
陀
羅

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
義
山
に
は
浄
土
三
曼
陀
羅
の
内
『
当
麻
曼
陀
羅
述
奨

記
』
四
巻
の
著
書
が
あ
り
、
道
交
の
あ
っ
た
観
徹
に
は
『
智
光
曼
陀
羅
合
讃
』
一
巻

お
よ
び
『
清
海
曼
荼
羅
合
讃
』
一
巻
が
あ
る
。
そ
の
観
徹
の
念
持
し
た
当
麻
曼
陀
羅

が
岡
山
誕
生
寺
の
宝
物
館
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
観
徹
が
晩
年
の
日
課
念
仏

の
折
に
、
念
仏
の
助
業
と
し
て
十
日
ご
と
に
浄
土
三
曼
陀
羅
、
す
な
わ
ち
智
光
・
法

如
・
清
海
曼
陀
羅
を
壁
面
に
掲
げ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
観
徹
の
遺
品
を
弟
子
秋

卯
が
誕
生
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
観
徹
を
中
心
に
、
智
光
と
法
如

と
清
海
の
三
曼
陀
羅
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か

　
江
戸
時
代
と
浄
土
宗　

―
観
徹
の
浄
土
曼
陀
羅
受
容
を
中
心
と
し
て

―

　
　
　
　

�

松　

永　

知　

海　
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に
し
た
い
。

二
、
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
浄
土
曼
陀
羅

　

こ
こ
で
い
う
浄
土
曼
陀
羅
は
、
周
知
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
平
安
時

代
ま
で
の
智
光
・
法
如
・
清
海
の
三
師
が
感
得
し
て
描
か
れ
た
伝
説
を
も
つ
極
楽
浄

土
図
で
あ
る
。

　

法
然
上
人
（
以
下
尊
称
略
）
の
主
著
『
選
択
集
』
に
は
こ
れ
ら
の
曼
陀
羅
の
記
述

は
全
く
な
い
。
し
か
し
、
伝
記
の
一
つ
で
あ
る
『
法
然
上
人
行
状
画
図
』
第
三
〇
巻
、

東
大
寺
講
説
の
段
）
（
（

で
は
、

建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
の
こ
ろ
、
上
人
を
請
じ
た
て
ま
つ
り
て
、
大
仏
殿
の

い
ま
だ
半
作
な
り
け
る
軒
の
し
た
に
て
、
入
唐
の
時
わ
た
し
た
て
ま
つ
れ
る
、

観
経
の
曼
陀
羅
、
な
ら
び
に
浄
土
五
祖
の
影
を
供
養
し
、
又
浄
土
の
三
部
経
を

講
ぜ
さ
せ
た
つ
り
け
る
に
、・
・
・

と
あ
っ
て
、
南
都
の
学
匠
を
は
じ
め
と
す
る
諸
宗
の
僧
侶
た
ち
を
前
に
、
浄
土
三
部

経
を
講
説
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
観
経
曼
陀
羅
と
浄
土
五
祖
像
の
画
像
を
掲
げ

て
い
た
と
あ
る
。
浄
土
五
祖
像
は
「
法
然
上
人
行
状
画
図
」
に
重
源
が
中
国
か
ら
齎

し
た
と
あ
る
が
、
そ
う
し
た
画
像
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
場
面
の
絵
で

は
観
経
曼
陀
羅
の
画
像
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
四
十
八
巻
伝
の
成
立

し
た
法
然
滅
後
百
年
こ
ろ
に
は
、
法
然
と
観
経
曼
陀
羅
と
を
結
び
つ
け
る
土
壌
が
で

き
つ
つ
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
善
導
と
観
経
曼
陀
羅
と
の
関
連

の
な
か
で
作
ら
れ
た
も
の
で
、
第
六
巻
）
（
（

に
は
、

か
の
当
麻
寺
の
曼
荼
羅
は
、
弥
陀
如
来
化
尼
と
な
り
て
、
大
炊
天
皇
の
御
宇
、

天
平
宝
字
七
年
に
を
り
あ
ら
は
し
給
へ
る
霊
像
な
り
。
序
正
三
方
の
縁
の
さ
か

ひ
、
日
観
三
障
の
雲
の
あ
り
さ
ま
、
人
さ
ら
に
わ
き
ま
へ
が
た
か
り
し
を
、
の

ち
に
文
徳
天
皇
の
御
宇
、
天
安
二
年
に
、
も
ろ
こ
し
よ
り
わ
た
れ
る
、
善
導
大

師
の
御
釈
の
、
観
経
疏
の
文
を
見
て
こ
そ
、
人
不
審
を
ば
、
ひ
ら
き
侍
り
し
が
、

天
平
宝
字
七
年
よ
り
、
天
安
二
年
に
い
た
る
ま
で
は
、
九
十
六
年
な
り
。
そ
の

か
み
わ
が
朝
に
て
、
を
ら
れ
た
る
曼
荼
羅
の
、
は
る
か
の
後
に
わ
た
れ
る
、
観

経
の
疏
の
文
に
、
符
合
せ
る
を
ば
、
不
思
議
と
こ
そ
申
伝
て
侍
れ
。

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
に
わ
が
国
で
織
あ

ら
わ
さ
れ
た
當
麻
曼
陀
羅
の
絵
相
の
な
か
で
、
中
台
の
極
楽
浄
土
を
囲
む
三
方
の
絵

相
の
分
け
方
と
、
第
一
日
想
観
の
絵
相
の
う
ち
に
描
か
れ
る
三
雲
の
意
味
が
理
解
で

き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
当
麻
曼
陀
羅
が
で
き
て
か
ら
九
十
六
年
後
、
天
安
二
年
に

中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
善
導
大
師
の
観
経
疏
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
を
読
む
と
、
そ

れ
ら
の
疑
問
が
氷
解
し
て
理
解
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
来
の
経
典
の
理
解
で

は
、
序
分
・
正
宗
分
・
流
通
分
と
三
段
に
分
け
て
解
説
し
て
き
た
が
、
善
導
は
観
経

を
玄
義
分
・
序
分
義
・
定
善
義
・
散
善
義
と
四
段
に
分
け
て
解
説
し
て
い
る
。
當
麻

曼
陀
羅
に
照
ら
す
と
、
序
文
は
向
か
っ
て
左
辺
、
定
善
義
（
第
一
日
想
観
よ
り
第
十

三
雑
想
観
）
は
向
か
っ
て
右
辺
、
散
善
義
（
第
十
四
観
よ
り
第
十
六
観
）
は
下
辺
と
、

絵
相
と
観
経
疏
と
が
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
法
然
伝
記
か
ら
法
然
と
當
麻
曼
陀
羅
と
の
接
点
を
見
い
出
す
こ
と
は

で
き
る
が
、
あ
く
ま
で
も
専
修
念
仏
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
智
光
や
清
海
の

曼
陀
羅
に
い
た
っ
て
は
、
法
然
伝
記
類
に
も
言
及
が
な
い
。
む
し
ろ
「
つ
ね
に
仰
ら

れ
け
る
御
詞
）
（
（

」
に
、

近
来
の
行
人
観
法
を
な
す
事
な
か
れ
。
仏
像
を
観
ず
と
も
運
慶
康
慶
が
つ
く
り

た
る
仏
ほ
ど
だ
に
も
、
観
じ
あ
ら
は
す
べ
か
ら
ず
。
極
楽
の
荘
厳
を
観
ず
と
も
、
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桜
梅
桃
李
の
華
菓
ほ
ど
も
、
観
じ
あ
ら
は
さ
ん
事
か
た
か
る
べ
し
。
た
だ
彼
仏

今
現
在
世
成
仏
、
当
知
本
誓
重
願
不
虚
、
衆
生
称
念
必
得
往
生
の
釈
を
信
じ
て
、

ふ
か
く
本
願
を
た
の
み
て
一
向
に
名
号
を
唱
べ
し
。
名
号
を
と
な
ふ
れ
ば
、
三

心
を
の
づ
か
ら
具
足
す
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
観
法
に
よ
る
手
段
で
極
楽
の
依
正
二
報
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
説
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
て
称
名
念
仏
に
よ
る
往
生
極

楽
を
説
い
て
い
る
。
法
然
の
立
場
は
こ
の
御
法
語
に
尽
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
法
然
が
浄
土
宗
開
宗
に
あ
た
り
「
偏
依
善
導
一
師
」
と
仰
い
だ
善
導
伝
の

一
つ
に
浄
土
五
祖
の
一
人
の
少
康
が
著
し
た
『
往
生
西
方
浄
土
瑞
応
刪
伝
』
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
）
5
（

、

唐
朝
善
導
禅
師
、
姓
朱
、
泗
州
人
也
。
少
出
家
。
時
見
西
方
変
相
歎
曰
。
何
当

託
質
蓮
台
。
棲
神
浄
土
。・
・
・
写
弥
陀
経
十
万
巻
。
画
浄
土
変
相
三
百
鋪
。

と
あ
り
、
西
方
浄
土
変
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
十
万
巻
も
の
阿
弥
陀

経
を
書
写
し
た
り
、
西
方
極
楽
浄
土
の
変
相
を
三
百
鋪
も
描
い
た
り
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
、
と
伝
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
相
の
遺
品
は
現
存
し
な
い
が
、
極
楽
浄
土
の

変
相
に
つ
い
て
、
善
導
の
著
『
観
念
法
門
』
の
五
種
増
上
縁
を
明
か
す
中
）
（
（

に
、

又
若
有
人
依
觀
經
等
畫
造
淨
土
莊
嚴
變
日
夜
觀
想
寳
地
者
現
生
念
念
除
滅
八
十

億
劫
生
死
之
罪
。

と
あ
っ
て
、
極
楽
浄
土
の
変
相
を
画
い
て
、
観
経
に
説
か
れ
る
極
楽
の
宝
樹
や
宝
池

や
宝
楼
な
ど
の
荘
厳
を
観
想
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
無
量
の
生
死
の
罪
を
除
滅
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
、
説
い
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
観
経
に
対
す
る
見
解
は
、『
観
経
疏
』
玄
義
分
に
お
い
て
「
今
此
觀
經

即
以
觀
佛
三
昧
爲
宗
亦
以
念
佛
三
昧
爲
宗
）
（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
観
仏
三
昧
と
念
仏
三

昧
の
二
つ
を
「
宗
」
と
説
い
て
い
る
と
、
解
釈
で
き
る
。
一
方
法
然
は
、
善
導
の

「
上
來
雖
説
定
散
兩
門
之
益
望
佛
本
願
意
在
衆
生
一
向
專
稱
彌
陀
佛
名
）
（
（

」
と
い
う
文

を
承
け
て
専
修
念
仏
を
説
き
、
凡
夫
が
極
楽
の
荘
厳
や
阿
弥
陀
仏
を
観
想
す
る
こ
と

を
も
っ
て
往
生
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
な
い
。

	

で
は
、
浄
土
宗
で
当
麻
曼
陀
羅
を
は
じ
め
と
す
る
極
楽
浄
土
の
図
相
に
、
ど
の
よ

う
な
註
釈
書
が
著
わ
さ
れ
て
き
た
の
か
を
、
浄
土
宗
典
の
目
録
か
ら
管
見
し
た
い
。

三
、
浄
土
宗
典
籍
目
録
よ
り
み
る
浄
土
曼
陀
羅
の
位
置
づ
け

　

現
存
の
浄
土
宗
典
籍
の
目
録
の
な
か
で
、
そ
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
は
、
諸
行
本
願

義
を
主
張
し
た
覚
明
房
長
西
（
一
一
八
四
～
一
二
六
六
）
が
編
纂
し
た
『
浄
土
依
憑

経
論
章
疏
目
録
』
一
巻
で
あ
る
。
全
十
篇
五
百
十
五
部
の
項
目
）
（
（

に
は
、

羣
経
録
第
一　

無
量
寿
経
二
巻
ほ
か

諸
論
録
第
二　

無
量
寿
経
論
一
巻
ほ
か

釈
経
録
第
三　

無
量
寿
経
義
記
一
巻
ほ
か

集
義
録
第
四　

宝
法
義
論
一
巻
ほ
か

別
出
録
第
五　

大
乗
義
章
第
七
ほ
か

修
行
録
第
六　

般
舟
三
昧
法
一
巻
ほ
か

讃
頌
録
第
七　

西
方
法
事
讃
文
一
巻
ほ
か

伝
記
録
第
八　

瑞
応
刪
伝
三
巻
ほ
か

雑
述
録
第
九　

廬
山
集
ほ
か

偽
妄
録
第
十　

九
品
往
生
経
一
巻
ほ
か

と
あ
っ
て
、
隆
寛
『
無
量
寿
経
四
十
八
願
義
』
四
巻
や
幸
西
『
京
師
和
尚
類
聚
伝
』

一
巻
を
含
む
八
百
八
十
二
巻
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
浄
土
曼
陀
羅
を
は
じ
め
証
空
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の
西
山
義
に
関
係
す
る
註
釈
書
は
、
記
載
が
な
い
。

　

法
然
門
下
の
流
れ
を
く
む
目
録
と
し
て
は
、
十
七
世
紀
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
鎮
西

白
旗
派
の
『
浄
土
正
依
経
論
書
籍
目
録
』
一
巻
の
百
二
十
五
部
に
、
は
じ
め
て
浄
土

曼
陀
羅
注
釈
書
が
現
れ
る
。
い
ず
れ
も
聖
聡
の
著
し
た
『
曼
陀
羅
疏
』
四
十
八
巻
と

『
曼
陀
羅
疏
切
紙
』
一
通
）
（1
（

と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
長
西
録
の
続
集
本
と
も
い
わ
れ
る
『
総
浄
土
依
憑
章
疏
』
一
巻
百
五
部
に

は
、
袋
中
良
定
の
『
曼
陀
羅
白
記
』
十
二
巻
の
記
載
は
あ
る
が
、
聖
聡
の
『
當
麻
曼

陀
羅
疏
』
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
）
（（
（

。

　

浄
土
宗
の
目
録
と
し
て
は
じ
め
て
項
目
を
た
て
曼
陀
羅
注
釈
書
を
紹
介
し
た
の
は

『
蓮
門
類
聚
経
籍
錄
』
一
巻
で
あ
る
。
無
相
文
雄
（
一
七
〇
一
～
六
四
）
の
編
に
な

る
目
録
で
あ
る
が
、
諸
本
あ
っ
て
記
載
の
部
数
が
多
少
異
な
る
が
、
養
鸕
徹
定
が
文

久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
編
纂
し
て
）
（1
（

い
る
。

　

そ
の
上
篇
に
は
「
無
量
寿
経
類
」「
大
経
疏
釈
類
」「
観
経
疏
釈
類
」「
小
経
疏
釈

類
」「
傍
依
経
本
類
」「
正
依
論
釈
類
」「
支
那
祖
釈
類
」「
支
那
傍
讃
類
」
の
八
類
を

た
て
、
下
篇
に
は
「
選
択
註
疏
類
」「
大
原
談
義
類
」「
遺
嘱
法
語
類
」「
伝
戒
章
疏

類
」「
列
祖
諸
伝
類
」「
往
生
伝
紀
（
マ
マ
）
類
」「
曼
荼
讃
述
類
」「
浄
土
名
目
類
」

「
列
祖
伝
籍
類
」「
正
統
師
釈
類
」「
他
師
章
疏
類
」「
禦
侮
筆
陳
類
」「
偽
妄
濫
真

類
」
十
三
類
を
た
て
て
い
る
。
そ
の
位
置
は
「
浄
土
名
目
類
」「
列
祖
伝
籍
類
」
の

前
に
在
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
上
篇
で
は
三
経
一
論
五
部
九
巻
を
は
じ
め
と
す
る

浄
土
宗
義
の
所
依
の
経
論
と
注
釈
書
、
下
篇
で
は
、
法
然
の
選
択
集
及
び
そ
の
注
釈

書
、
つ
ぎ
に
大
原
問
答
関
係
書
、
さ
ら
に
遺
嘱
法
語
類
で
は
一
枚
起
請
文
関
係
、
語

灯
録
、
七
箇
条
起
請
文
な
ど
の
法
然
関
係
書
が
あ
る
。
続
い
て
伝
戒
・
列
祖
諸
伝
・

往
生
伝
類
と
列
挙
し
て
、
次
に
曼
荼
讃
述
類
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
解
説
に
は
）
（1
（

、

浄
土
変
相
曼
陀
羅
者
、
中
将
法
如
所
感
得
也
。
法
如
廃
帝
朝
、
右
僕
射
豊
成
藤

公
息
女
也
。
幼
遁
世
棲
息
和
州
当
麻
寺
勤
苦
精
進
。
欲
誓
覩
弥
陀
真
身
。
一
日

有
化
尼
来
語
令
覓
藕
絲
。
絲
成
矣
。
又
有
化
女
来
而
為
織
焉
。
機
杼
軋
軋
有
声
。

須
刻
而
浄
土
変
相
。
燦
爛
于

中
矣
。
実
天
平
宝
字
七
年
六
月
二
十
有
三
日
也
。

距
今
凡
一
千
余
歳
而
尚
存
。
似
有
神
物
呵
護
之
者
。
是
以
古
今
諸
師
。
讃
述
解

釈
者
不
尠
矣
。
又
有
智
光
清
海
感
得
変
相
。
併
録
以
備
参
稽
。
聚
曼
陀
賛
述
類
。

と
あ
り
、
こ
の
変
相
（
当
麻
曼
陀
羅
）
は
中
将
法
如
の
感
得
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
に
織
あ
ら
わ
さ
れ
、
一
千
年
を
距
て
現
存
す
る
画
像
で

解
説
を
加
え
る
諸
師
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
智
光
や
清
海
が
感
得
し
た
曼
陀
羅
の
註

釈
書
も
併
せ
て
集
め
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
中
将
姫
（
法
如
）
伝
説
に

基
く
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
西
山
証
空
『
當
麻
曼
陀
羅
註
記
』
十
巻
）
（1
（

を
挙

げ
、
次
に
「
曼
陀
羅
鈔
四
十
八
巻　

酉
誉
上
人　

古
本
在
縁
山
蔵
中
」
を
挙
げ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
注
釈
書
を
著
し
た
の
は
聖
聰
で
、
智

光
・
清
海
の
両
曼
陀
羅
を
含
め
た
浄
土
三
曼
陀
羅
を
宗
義
の
解
釈
の
上
に
の
せ
た
こ

と
に
な
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
袋
中
良
定
（
一
五
五
二
～
一
六
三
九
）
の
「（
當

曼
）
白
記
」
で
あ
っ
て
「
慶
長
十
九
年
甲
寅
述
之
。
慶
安
元
年
戊
子
仲
冬
刊
之
」
と

細
註
す
る
。
そ
の
他
、
西
山
僧
・
浄
土
僧
・
黄
檗
僧
な
ど
曼
陀
羅
に
解
説
を
加
え
た

全
四
十
七
部
を
記
載
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
の
『
浄
宗
書
籍
目
録
』
二
巻
（
文
久
元
年
一
八
六
一
）
は
、
増
上
寺
円
海
寮

定
典
の
序
文
に
よ
る
と
、
浄
土
宗
の
書
目
の
遺
漏
を
補
い
、
検
索
の
便
を
計
っ
て
い

ろ
は
順
に
宇
多
（
大
村
屋
）
総
兵
衛
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。「
イ
之
部
」
は

「
一
枚
起
請
文　
　

吉
水
」
か
ら
「
ス
ノ
部
」
の
「
捨
子
問
答　

隆
寛　

二
」
で
一

九
九
三
部
を
収
録
し
た
。
浄
土
曼
陀
羅
類
は
「
マ
ノ
部
」
に
「
当
麻
曼
陀
羅
図　
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代
と
浄
土
宗

一
」
に
は
じ
ま
り
、
全
三
十
四
部
を
挙
げ
て
い
る
。

　

そ
の
解
説
書
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
図
一
部
と
三
十
三
部
の

註
釈
書
で
あ
る
。

当
麻
曼
陀
羅
図

同　
　
　
　

註
記　
　

西
山
証
空　

十

同　
　
　
　

鈔　
　
　

又
七
巻
鈔　

酉
ヨ　

四
十
八　

三
巻
伝
本
寺
縁
起
不
審
鈔

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
巻
抄
了
恵
八
巻
抄
悉
所
引

同　
　
　
　

見
聞　
　

酉
ヨ　

三

同　
　
　
　

白
記　
　

袋
中　

十
三

同　
　
　
　

白
記
撮
要　

古
鑑　

二

同　
　
　
　

縁
起　
　

鉄
空　

二

同　
　
　
　

縁
起　

平
か
な　

快
空　

二

同　
　
　
　

縁
起
説　

独
湛　

二

同　
　
　
　

変
相
便
覧　

聞
証　

二

同　
　
　
　

科
節　

等
善
寺
光
覚　

三

同　
　
　
　

弁
釈　

同　
　
　
　
　

八

同　
　
　
　

略
要
義　

一

同　
　
　
　

挟
鈔　

一
空　

一

同　
　
　
　

口
決　

勢
州
潮
ヨ　

三

同　
　
　
　

弁
惑　

忍
ヨ　

二

同　
　
　
　

綱
目
秘
訣
鈔　

越
後
善
応　

附
序
説
類
事　

一

同　
　
　
　

図
彙
正
記　

江
戸
浅
草
称
往
院
酉
阿　

二
十

同　
　
　
　

略
解　

破
秘
訣
二

同　
　
　
　

直
談
鈔　

酉
阿　

十
二

同　
　
　
　

図
記　

一

同　
　
　
　

和
賛　

京
西
導
寺
喚
ヨ　

一

同　
　
　
　

述
奨
記　

義
山　

四

同　
　
　
　

捫
象　

勢
州
円
智　

十
四

同　
　
　
　

捜
玄
疏　

大
順　

七　

図
本　

一

同　
　
　
　

捜
玄
疏
綱
要　

文
雄　

二

同　
　
　
　

捜
玄
疏
採
摘　

霊
仰　

八

同　
　
　
　

正
義
聴
書　

瓔
珞
和
尚
説
忍
海　

四

同　
　
　
　

大
意
鈔　

貞
極

同　
　
　
　

黒
段
和
解　

貞
極

智
光
清
海
曼
陀
羅
合
賛　

観
徹　

二

曼
陀
羅
疏
切
紙　

酉
阿　

一
通

曼
陀
羅
大
経
開
檀
記　

大
順　

四

同　
　

反
古
和
賛　
　

喚
ヨ　

二

以
上
の
目
録
の
上
か
ら
浄
土
宗
の
曼
陀
羅
の
註
釈
書
を
検
証
す
る
と
、
江
戸
時
代
に

な
っ
て
浄
土
宗
お
よ
び
西
山
浄
土
宗
で
注
釈
書
が
盛
ん
に
書
か
れ
た
こ
と
、
中
世
で

浄
土
宗
僧
は
酉
誉
聖
聡
の
『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
四
十
八
巻
お
よ
び
『
同
切
紙
』
一
巻

だ
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
聡
の
『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
に
は
智
光
曼
陀
羅
や
清

海
曼
陀
羅
の
縁
起
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
研
究
内
容
は
詳
細
で
あ
る
。

余
り
に
も
詳
し
い
書
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
浄
土
宗
僧
で
次
に
註
釈
を
書
い
た
の
は
袋

中
良
定
の
『
当
麻
曼
陀
羅
白
記
』
で
あ
っ
た
。
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四
、
観
徹
と
浄
土
曼
陀
羅

　

か
つ
て
誕
生
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
観
徹
の
当
麻
曼
陀
羅
を
中
心
に
し
て
、「
伝
記
と

そ
れ
を
補
う
義
山
・
直
然
の
言
葉
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
裏
づ
け
る
観
徹
所
持
の
当
麻

曼
荼
羅
の
う
ら
書
き
と
『
浄
土
三
部
経
合
讃
』
に
引
用
す
る
浄
土
曼
荼
羅
を
指
摘
し

た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
観
徹
の
学
問
成
果
は
、『
浄
土
三
部
経
合
讃
』
に
代
表
さ

れ
る
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
称
名
念
仏
の
精
励
で
貫
ぬ
か
れ
、
そ
の
補
助
と

し
て
極
楽
を
具
象
化
し
て
い
る
浄
土
三
曼
荼
羅
を
用
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。」
と
結
論
づ
け
た
）
（1
（

こ
と
が
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
新
た
に
観
徹
所
持
の
智
光
曼
陀
羅
と
清
海
曼
陀
羅
と
を
紹
介
し
て
、

そ
の
補
強
を
し
て
い
き
た
い
。

　

個
人
蔵
の
智
光
曼
荼
羅
は
箱
蓋
内
側
に
「
洛
陽
住　
　
　

青
木
宗
慶
筆
」
と
あ
り
、

縦
一
二
三
．
〇
糎
、
横
六
八
．
四
糎
で
あ
る
。

曼
陀
羅
の
下
部
に
は
そ
の
縁
起
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
略
出
し
て
い
る
。

元
興
寺
智
光
頼
光
従
小
年
同
室
修　
　

元
興
寺
の
智
光
と
頼
光
は
小
年
従
り
同

室
し
修

学
頼
光
及
暮
年
与
人
不
語
似
有
所　
　

学
す
。
頼
光
暮
年
に
及
び
、
人
と
語
ら

ず
。
失
す
る
所
有
る
に
似
た
り
。

失
智
光
恠
問
都
無
所
答
数
年
之
後　
　

智
光
、
恠
み
て
問
う
に
都
て
答
う
る
所

無
し
。
数
年
の
後
、

頼
光
入
滅
智
光
歎
曰
頼
光
是
毎
年　
　

頼
光
、
入
滅
す
。
智
光
、
歎
じ
て
曰
は

く
、
頼
光
は
是
れ
毎
年
の

同
学
也
頃
年
無
行
法
徒
以
逝
去
二　
　

同
学
な
り
。
頃
年
、
行
法
無
く
徒
ら
に

逝
去
を
以
て
す
。
二
・

三
月
間
至
心
祈
念
夢
到
頼
光
所
見　
　

三
月
の
間
、
至
心
に
祈
念
し
夢
に
頼
光

の
所
見
に
到
る
。

之
似
浄
土
問
曰
是
何
處
乎
答
曰
是　
　

之
れ
浄
土
に
似
た
り
。
問
う
て
曰
く
。

是
れ
何
れ
の
處
か
。
答
え
て
曰
は
く
是

れ

極
楽
也
以
汝
懇
志
示
我
生
所
早
可　
　

極
楽
な
り
。
汝
が
懇
志
を
以
て
我
が
生

所
を
示
す
。
早
く

帰
去
智
光
曰
我
願
生
浄
土
何
可
還　
　

帰
去
す
べ
し
。
智
光
曰
は
く
、
我
れ
願

は
く
は
浄
土
に
生
れ
ん
。
何
ぞ
還
え
る

べ
き
や
。

耶
頼
光
曰
汝
無
行
業
不
可
暫
留
若　
　

頼
光
、
曰
は
く
、
汝
は
行
業
無
く
、
暫

く
も
留
ま
る
べ
か
ら
ず
。
若
し

爾
汝
亦
生
前
無
所
作
何
得
生
乎
答　
　

爾
汝
、
亦
た
生
前
に
所
作
あ
る
こ
と
無

し
。
何
ぞ
生
す
る
こ
と
を
得
る
乎
。
答

う
る
に
、

汝
不
知
我
往
生
因
縁
乎
我
昔
披
見　
　

汝
は
我
が
往
生
の
因
縁
を
知
ら
ず
乎
。

我
れ
昔
し

経
論
欲
生
極
楽
靖
而
思
之
知
不
容　
　

経
論
を
披
見
し
、
極
楽
に
生
ぜ
ん
と
欲

す
。
靖
じ
て
之
を
思
う
に
容
易
な
ら
ざ

る
を

易
是
以
捨
人
事
絶
言
語
四
威
儀
中　
　

是
を
以
て
人
事
を
捨
て
、
四
威
儀
の
中
、

言
語
を
絶
ち
て

唯
観
浄
土
荘
厳
多
年
積
功
今
纔
事　
　

唯
だ
浄
土
の
荘
厳
を
観
じ
、
多
年
の
積智光曼陀羅　個人蔵

こ
の
よ
う
に
智
光
は
、
夢
に
よ
り
頼
光
が
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
楽
浄

土
に
往
生
し
た
こ
と
を
知
り
、
自
身
も
仏
に
よ
り
示
さ
れ
た
極
楽
を
画
工
に
命
じ
て

描
か
せ
て
、
終
に
極
楽
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
智
光
は
、
夢
に
よ
り
頼
光
が
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
楽

浄
土
に
往
生
し
た
こ
と
を
知
り
、
自
身
も
仏
に
よ
り
示
さ
れ
た
極
楽
を
画
工
に
命
じ

て
描
か
せ
て
極
楽
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
観
徹
は
観
想
の
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る

縁
起
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
智
光
曼
陀

羅
の
裏
面
に
は
次
の
よ
う
な
観
徹
の
墨
書
が
に
あ
る
。



七
七

　
　
　
　
江
戸
時
代
と
浄
土
宗

功
も
今
ま
纔
事
な
り
。

也
汝
小
意
散
乱
善
根
願
生
未
足
吾　
　

汝
、
小
意
の
散
乱
し
て
善
根
は
厳
少
に

し
て
未
だ
吾
の

浄
土
業
智
光
聞
斯
言
悲
泣
不
休
重　
　

浄
土
業
と
為
す
に
足
ら
ず
。
智
光
、
斯

の
言
を
聞
き
悲
泣
し
て
休
ま
ず
。
重
ね

て

問
曰
何
為
決
定
可
得
往
生
頼
光
曰　
　

問
う
て
曰
は
く
、
何
ぞ
決
定
し
て
往
生

を
得
可
し
為
す
や
と
。
頼
光
の
曰
は
く
、

可
問
於
佛
即
引
智
光
共
詣
佛
前
智　
　

佛
に
問
う
可
し
と
。
即
ち
智
光
を
引
い

て
共
に
佛
前
に
詣
ず
。

光
白
佛
言
修
何
善
業
得
生
此
土
佛　
　

智
光
、
佛
に
白
し
て
言
は
く
、
何
の
善

業
を
修
し
て
此
の
土
に
生
を
得
べ
き
や

と
。
佛
、

告
智
光
可
観
浄
土
荘
厳
智
光
重
白　
　

智
光
に
告
ぐ
、
浄
土
の
荘
厳
を
観
ず
可

し
、
と
。
智
光
、
重
ね
て

佛
言
此
土
荘
厳
厳
飾
廣
博
凡
夫
何　
　

佛
に
白
し
て
言
は
く
、
此
土
の
荘
厳
・

厳
飾
、
廣
愽
に
し
て
凡
夫
、
何
ぞ

観
佛
即
挙
右
手
掌
中
観
小
浄
土
智　
　

観
ず
べ
し
。
佛
、
即
ち
右
手
を
挙
げ
て
、

掌
中
に
小
浄
土
を
観
ぜ
し
む
。

光
夢
覚
忽
命
畫
工
令
圖
夢
所
見
浄　
　

智
光
、
夢
よ
り
覚
め
て
忽
て
畫
工
に
命

じ
て
夢
に
所
見
の
浄

土
相
一
生
観
之
終
得
往
生　
　
　
　
　

土
の
相
を
圖
せ
令
む
。
一
生
、
之
を
観

じ
て
終
に
往
生
を
得
る
。

智光曼陀羅　個人蔵

こ
の
よ
う
に
智
光
は
、
夢
に
よ
り
頼
光
が
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
楽
浄

土
に
往
生
し
た
こ
と
を
知
り
、
自
身
も
仏
に
よ
り
示
さ
れ
た
極
楽
を
画
工
に
命
じ
て

描
か
せ
て
、
終
に
極
楽
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
智
光
は
、
夢
に
よ
り
頼
光
が
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
楽

浄
土
に
往
生
し
た
こ
と
を
知
り
、
自
身
も
仏
に
よ
り
示
さ
れ
た
極
楽
を
画
工
に
命
じ

て
描
か
せ
て
極
楽
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
観
徹
は
観
想
の
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る

縁
起
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
智
光
曼
陀

羅
の
裏
面
に
は
次
の
よ
う
な
観
徹
の
墨
書
が
に
あ
る
。
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佛
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文
　
化
　
研
　
究

智
光
法
師
感
得
小
曼
荼
羅
依
清
日
老
人
懇
望
開
眼
供
養
且

以
禅
林
之
観
律
師
所
釈
欽
書
縁
起
也　

伏
廻
願
持
念
之
行
者

終
焉
之
時
定
得
先
導
無
比
大
楽

元
祖
大
師
云
於
此
界
所
造
形
像
即
吾
先
導
送
著
浄
土
也

享
保
元
丙
申
年
八
月
十
日

大
念
寺
十
六
世

義
譽
浄
覚
（
花
押
）

　
　
　
　
　

「
浄
覚
之
印
」（
朱
角
印
）「
観
徹
」（
朱
角
印
）

智光曼陀羅裏書　観徹墨書

こ
の
法
然
の
言
葉
と
し
て
伝
え
る
根
拠
は
つ
ぎ
に
挙
げ
る
了
恵
の
輯
録
し
た
『
漢
語

灯
録
』
巻
七
、「
逆
修
説
法　

初
七
日
」
に
あ
る
一
文
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
所
造
立
三
尺
尊
容
、
模
倣
祇
園
精
舍
聖
像
、
以
擬
最
期
終
焉
先
導
者
也
）
（1
（

・・・

是
於
此
界
所
造
形
像
、
即
作
先
導
送
著
淨
土
之
證
據
也
）
（1
（

。

こ
の
世
で
造
立
し
た
尊
像
は
そ
の
人
の
臨
終
に
際
し
て
極
楽
浄
土
に
先
導
し
送
り
著

け
て
下
さ
る
、
と
い
う
言
葉
を
根
拠
と
し
て
、
観
徹
は
仏
像
を
曼
陀
羅
の
画
像
に
置

き
換
え
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
法
然
以
前
に
も
あ
り
、
源
信

（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
に
は
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
を
引
用

し
て
、阿

弥
陀
仏
与
観
世
音
大
勢
至
、
乗
大
願
船
、
汎
生
死
海
就
此
娑
婆
世
界
、
呼
喚

衆
生
令
上
大
願
船
送
著
西
方
）
（1
（

。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
極
楽
に
送
著
し
て
下
さ
る
、
と
い
う
表

現
で
尊
像
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
部
分
は
迦
才
の
『
浄
土
論
』
に

阿
弥
陀
仏
与
観
世
音
大
勢
至
、
乗
大
願
船
、
浮
生
死
海
就
此
娑
婆
世
界
、
呼
喚

衆
生
令
上
大
願
船
送
著
西
方
）
（1
（

と
あ
る
部
分
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
11
（

よ
う
に
『
無

量
清
浄
平
等
覚
経
』
に
は
な
い
。

　

こ
の
裏
書
き
か
ら
は
観
徹
が
念
持
し
た
智
光
曼
陀
羅
の
確
認
と
、
そ
の
理
由
が
極

楽
往
生
の
先
導
を
な
す
画
像
と
し
て
拝
瞻
し
て
い
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。

　

更
に
、
観
徹
の
描
か
せ
た
清
海
曼
陀
羅
が
瓜
連
常
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
は
縁
起
は
な
い
が
、
裏
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

夫
於
吾
本
邦
圖
畫
淨
土
聖
境
者
凡
有
三
相
乃　
　
　

是
智
光
法
女（
如
）清
海
所
感
也
嘗
常
福
前
住

白
譽
秀
老
彩
畫
法
女（
如
）變
相
以
鎮
于
寺
余

當
先
領
彼
山
務
惜
闕
餘
二
圖
因
而
今
以
智

清
二
曼
荼
羅
奉
納
之
欲
令
州
郡
黎
鹿
瞻
禮

之
結
浮
業
勝
縁
也
時



七
九

　
　
　
　
江
戸
時
代
と
浄
土
宗

國
君
源
公
䑓
下
仁
政
恩
恵
以
布
國
家
更
崇
佛
乘

賢
夫
人

大
母
公
同
心

䑓
下
共
信
淨
業
由
之
啓
事
以
靈
圖

備
拝
瞻

　

夫
和
璧
者
憑
成
王
賞
乃
穪
天
下
寳
今
也
經

至
尊
之
高
覧
則
可
謂
妙
相
之
増
輝
者
也

　

享
保
十
三
歳
次
戊
申
正
月
十
七
日

　
　
　
　
　

相
州
鎌
倉
光
明
寺
第
五
十
八
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

觀
徹　

朱
角
印
（
觀
徹
）

清海曼陀羅弥陀三尊部分　常福寺蔵

清海曼陀羅裏書　観徹墨書

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
浄
土
三
曼
陀
羅
の
内
、
こ
の
常
福
寺
の
前
住
で
あ
っ
た
白
誉
秀
道

は
法
如
曼
陀
羅
、
す
な
わ
ち
當
麻
曼
陀
羅
を
彩
色
さ
せ
て
寺
宝
と
し
た
。
私
（
観

徹
）
も
常
福
寺
の
住
持
の
と
き
、
智
光
・
清
海
の
二
曼
陀
羅
が
な
い
こ
と
を
惜
し
み
、

常
福
寺
に
二
曼
陀
羅
を
奉
納
し
常
陸
の
国
の
も
ろ
も
ろ
の
郡
代
・
代
官
に
対
し
常
福

寺
と
の
勝
縁
を
結
ば
せ
、
浄
土
曼
陀
羅
を
拝
瞻
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
時
に
水
戸

藩
の
第
四
代
藩
主
の
徳
川
宗
尭
（
一
七
〇
五
～
一
七
三
〇
）、
治
世
の
安
泰
を
弘
め
、

さ
ら
に
仏
教
を
崇
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
そ
の
夫
人
も
そ
の
母
も
同
心
で
あ
っ

た
。
宗
尭
も
浄
土
の
教
え
を
信
じ
、
こ
れ
ら
の
浄
土
曼
陀
羅
の
寛
政
と
拝
瞻
に
備
え

て
い
た
。
そ
れ
は
和
氏
之
璧
の
逸
話
に
成
王
の
賞
賛
を
た
の
み
、
璧
の
価
値
が
世
に

認
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
い
ま
天
下
の
宝
物
と
す
る
の
は
曼
陀
羅
で
あ
る
。
至
尊
の
ご

高
覧
を
得
れ
ば
こ
の
曼
陀
羅
の
輝
き
が
更
に
増
し
て
い
く
、
と
解
釈
で
き
る
。「
和

璧
」
に
つ
い
て
、
宗
曉
『
楽
邦
文
類
』
に
は
「
和
璧
爲
天
下
之
至
寳
）
1（
（

」
と
あ
っ
て
、

こ
の
上
な
い
宝
と
い
う
。
そ
の
故
事
は
永
観
の
『
往
生
拾
因
』「
空
治
卞
和
之
璧
）
11
（

」

を
説
明
し
て
い
る
了
慧
の
『
往
生
拾
因
私
記
』
に
詳
し
い
。

楚
人
卞
和
、
得
玉
璞
楚
山
之
中
。
献
之
武
王
、
王
使
玉
人
相
之
曰
石
也
。
則
刖

其
左
足
。
後
文
王
即
位
献
之
。
王
使
玉
人
相
之
曰
石
也
。
刖
其
右
足
。
後
成
王

即
位
、
和
抱
其
璞
、
哭
於
楚
山
之
下
三
日
三
夜
泣
盡
繼
之
以
血
。
王
使
玉
人
冶
、

得
寳
名
曰
和
氏
之
璧
）
11
（

こ
の
天
下
の
至
宝
で
あ
る
玉
璞
も
成
王
の
賞
賛
に
よ
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
と
い

う
故
事
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
曼
陀
羅
も
至
尊
の
高
覧
を
得
れ
ば
、
輝
き
を
増
す
、
と

い
う
解
釈
が
で
き
る
。

　

観
徹
の
墨
書
は
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
正
月
十
七
日
と
あ
る
。
常
福
寺
に
は

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
か
ら
同
十
一
年
（
一
七
二
六
）
ま
で
住
持
し
、
そ
の
年
に



八
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
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鎌
倉
光
明
寺
に
晋
山
し
て
い
る
か
ら
、
光
明
寺
主
と
な
っ
て
三
年
目
の
正
月
に
書
い

た
こ
と
に
な
る
。
付
け
加
え
る
と
、
智
光
曼
陀
羅
も
常
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
観
徹
の
墨
書
は
な
い
。

五
、
白
誉
秀
道
と
浄
土
曼
陀
羅

　

前
項
の
裏
書
で
観
徹
は
秀
道
が
当
麻
曼
陀
羅
を
画
か
せ
什
物
と
し
た
、
と
記
し
て

い
る
。
秀
道
（
一
六
三
一
～
一
七
〇
七
）
は
幡
随
院
・
常
福
寺
・
伝
通
院
を
歴
住
し
、

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
知
恩
院
に
晋
山
し
第
四
十
二
世
と
な
る
。
秀
道
は
元
禄

十
年
（
一
六
九
七
）、
東
山
天
皇
よ
り
円
光
大
師
号
を
賜
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
る
が
、
当
麻
曼
陀
羅
に
大
変
関
心
を
も
っ
て
転
写
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
知

恩
院
に
は
井
上
玄
洞
の
『
大
曼
荼
羅
記
』
一
巻
）
11
（

が
あ
る
。
こ
の
「
大
曼
荼
羅
記
」
は

義
山
の
『
當
麻
曼
陀
羅
述
奨
記
』
の
記
述
と
関
連
す
る
。

　

そ
の
序
に
よ
れ
ば
）
11
（

、
義
山
と
無
塵
居
士
と
は
旧
知
の
間
柄
で
、
元
禄
十
五
年
正
月

に
居
士
が
亡
父
の
追
福
の
た
め
に
縮
本
の
曼
陀
羅
を
入
手
し
彩
色
し
た
。
そ
の
絵
具

は
岩
倉
山
に
あ
る
居
士
の
別
荘
の
庭
の
古
石
が
自
然
に
裂
け
た
こ
と
か
ら
得
ら
れ
た

も
の
で
、
画
工
に
見
せ
る
と
こ
の
上
な
い
岩
絵
の
具
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
夜
、
夢
を

み
て
山
に
登
り
祠
を
拝
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
が
云
う
に
は
そ
れ
は
熊
野
権
現
だ
と

い
う
。
覚
め
て
後
に
岩
倉
山
は
熊
野
権
現
を
お
祀
り
す
る
山
と
聞
い
た
。
そ
こ
で
岩

絵
の
具
は
熊
野
権
現
が
授
け
て
く
れ
た
物
と
理
解
で
き
た
。
曼
陀
羅
に
彩
色
が
終
り

別
荘
に
こ
れ
を
納
め
て
亡
父
の
追
福
が
で
き
た
。
そ
の
後
居
士
は
残
り
の
岩
絵
の
具

を
も
っ
て
曼
陀
羅
を
彩
色
し
て
知
恩
院
に
納
め
た
。
白
誉
秀
道
は
こ
れ
を
聞
い
て
嘉

し
た
。
曼
陀
羅
が
は
じ
め
て
紙
に
現
れ
た
の
は
空
也
院
に
珍
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

性
愚
が
納
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
秀
道
は
こ
れ
を
出
さ
せ
て
一
丈
五
尺
の
大
曼
陀
羅

を
写
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
写
し
了
る
と
秀
道
は
さ
ら
に
居
士
に
命
じ
て
当
麻
寺

に
行
か
せ
原
本
の
曼
陀
羅
（
正
図
）、
文
亀
年
間
の
転
写
曼
陀
羅
（
旧
図
）、
性
愚
の

貞
享
年
間
の
転
写
曼
陀
羅
（
新
図
）
を
厳
密
に
比
較
考
照
の
上
完
成
さ
せ
、
知
恩
院

の
蔵
本
と
し
た
。
末
の
世
ま
で
の
偉
宝
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
秀
道
や
観
徹
、
さ
ら
に
は
義
山
と
い
っ
た
僧
侶
の
極
楽
へ
の
思
慕
と
勧
誘
は

現
在
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
知
恩
院
の
大
曼
陀
羅
は
彼
岸
会
中
に
掲
げ
ら
れ

て
、
誰
で
も
が
拝
瞻
で
き
る
。
義
山
に
か
か
る
大
曼
陀
羅
は
大
本
山
清
浄
華
院
に
あ

り
、
彼
岸
会
に
同
様
に
か
か
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
浄
土
宗
定
の
『
法
要
集
』「
彼
岸

会
」
の
項
）
11
（

に
、

観
経
曼
荼
羅
を
内
陣
適
当
の
場
所
に
懸
け
、
香
華
灯
明
等
の
供
儀
を
設
く
べ
し
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
法
然
浄
土
教
で
は
、
極
楽
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
し
よ
う

と
勧
め
て
は
い
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
三
心
具
足
の
称
名
念
仏
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
江
戸
時
代
に
入
る
と
次
第
に
浄
土
宗
の
僧
侶
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
注
釈
書
も
書
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
信
仰
を
土
壌
と
し
て
性
愚
・
秀
道
等
に
よ
る

曼
陀
羅
の
転
写
と
義
山
・
観
徹
等
に
よ
る
浄
土
三
部
経
を
は
じ
め
と
す
る
宗
典
研
究

学
僧
と
布
教
に
熱
心
な
僧
侶
た
ち
の
活
躍
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
）
11
（

。

　
註（

（
）
こ
こ
で
は
「
曼
陀
羅
」
と
し
て
標
記
す
る
が
、
書
名
等
で
は
そ
の
原
題
に
従
っ
て
い
る
。

（
（
）
井
川
定
慶
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
一
九
七
頁
。

（
（
）
井
川
定
慶
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
二
九
頁
。



八
一

　
　
　
　
江
戸
時
代
と
浄
土
宗

（
（
）
井
川
定
慶
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
一
一
四
頁
。

（
5
）『
続
浄
』
十
六
巻
五
頁
下
。

（
（
）『
浄
全
』
四
巻
二
二
八
頁
上
。

（
（
）『
浄
全
』
二
巻
三
頁
下
。

（
（
）『
浄
全
』
二
巻
七
一
頁
下
。

（
（
）『
大
日
仏
』
九
八
「
目
録
部
一
」
三
三
七
頁
以
下
。

（
（0
）『
大
日
仏
』
九
八
「
目
録
部
一
」
三
五
八
頁
下
。

（
（（
）『
大
日
仏
』
九
八
「
目
録
部
一
」
三
六
一
頁
上
。

（
（（
）『
大
日
仏
』
九
八
「
目
録
部
一
」
三
六
三
頁
の
闡
誉
の
序
に
よ
れ
ば
、
黒
谷
金
戒
光
明

寺
天
従
が
こ
れ
を
重
補
し
た
と
も
あ
る
。
Ａ
大
谷
大
学
禿
氏
文
庫
写
本
八
一
八
部
と
七

九
八
部
、
Ｂ
１
版
本　

養
鸕
徹
定
編
（
文
雄
原
錄
＋
天
従
増
補
錄
に
追
録
増
補
）
七
三

四
部
と
九
二
二
部
、
Ｂ
２
版
本
は
Ｂ
１
版
本
を
福
田
行
誡
（
一
八
〇
九
―
八
八
）
が
再

校
し
二
四
部
を
追
録
）
と
い
う
。

（
（（
）『
大
日
仏
』
九
八
「
目
録
部
二
」
三
五
九
頁
。

（
（（
）
証
空
著
と
仮
託
さ
れ
た
て
き
た
。

（
（5
）「
観
徹
と
浄
土
曼
荼
羅
」『
佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
創
刊
号
、
九
頁
。
一
九

八
四
年
三
月
刊
。

（
（（
）『
浄
全
』
九
巻
三
八
四
頁
下
。

（
（（
）『
浄
全
』
九
巻
三
八
五
頁
下
。

（
（（
）『
浄
全
』
一
五
巻
九
〇
頁
下
。

（
（（
）『
浄
全
』
六
巻
六
六
七
頁
下
。

（
（0
）『
往
生
要
集
』
岩
波
文
庫
（
三
一
六
―
一
）
二
六
五
頁
注
一
三
。

（
（（
）『
浄
全
』
六
巻
九
二
二
頁
上
。

（
（（
）『
浄
全
』
十
五
巻
三
九
〇
頁
上
。

（
（（
）『
浄
全
』
十
五
巻
四
五
八
頁
上
。

（
（（
）
本
紙
全
五
紙
、
法
量
縦　

三
〇
．
一
糎
、
横
三
三
〇
．
六
糎
。
張
題
簽
「
大
曼
荼
羅
記
」。

　
　

本
文
は
じ
め
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

知
恩
院
大
曼
荼
羅
記

　
　

本
山
知
恩
院
大
曼
荼
羅
者
／
四
十
二
世
／
白
譽
大
和
尚
所
置
也

　
　

大
和
尚
聞
無
塵
居
士
蔵
／
熊
野
大
権
現
所
賜
彩
土
命
居
士
／
令
詣
当
麻
寺
寫
／
聖
圖

命
者
固
重
稟
者
克
恪
自
其
／
像
相
之
儼
印
明
之
密
瓔
蔓
之
繁
・
・
・

（
（5
）『
當
麻
曼
陀
羅
述
奨
記
』
巻
第
一
幷
序
（
元
禄
十
五
年
七
月
十
五
日
義
山
序
）（
一
丁

オ
元
禄
十
六
年
三
月
刊
）

　

居
士
無
塵
予
舊
識
也
。
今
年
春
正
月
、
居
士
為
先
考
遠
忌
之
追
福
、
買
縮
本
曼
陀
羅
一

鋪
、
彩
飾
之
。
居
士
別
野
在
巌
倉
山
。
方
起
筆
際
其
庭
際
古
石
自
裂
出
九
色
彩
土
。
居

士
未
知
之
適
登
遊
覩
之
。
引
画
工
視
之
、
工
驚
歎
輒
磨
為
粉
。
乃
無
上
彩
具
而
光
耀
潤

沢
非
人
間
物
也
。
居
士
初
得
彩
土
之
夜
、
夢
登
山
拝
祠
。
有
人
告
曰
、
熊
野
権
現
。
覚

後
聞
之
巌
倉
山
即
権
現
所
鎮
也
。
因
知
所
得
彩
土
即
是
権
現
所
賜
也
。
填
彩
事
畢
納
之

別
野
。
遂
遠
之
志
遂
矣
。
其
粉
之
余
者
緘
而
閣
之
。
其
後
居
士
、
又
欲
彩
飾
曼
陀
羅
一

鋪
蔵
本
山
知
恩
院
。
白
誉
大
和
尚
聞
而
嘉
之
。
聖
図
始
現
於
紙
者
、
珍
蔵
在
空
也
院
斯

乃
性
愚
之
所
置
也
。
大
和
尚
特
命
出
之
以
為
其
写
本
而
写
一
丈
五
尺
大
曼
陀
羅
。
写
了

又
命
居
士
、
令
詣
当
麻
、
質
諸
聖
図
。
於
是
居
士
歴
拝
旧
新
正
三
図
考
照
研
覈
無
不
罄

精
微
成
而
蔵
諸
本
庫
直
叔
世
之
偉
宝
也
。

（
（（
）
一
七
八
頁
。

（
（（
）
布
教
の
僧
侶
の
一
人
に
酉
阿
が
お
り
、
糸
魚
川
善
導
寺
に
は
発
願
の
當
麻
曼
陀
羅
が

什
宝
と
し
て
あ
る
。
ま
た
教
学
で
は
大
玄
の
『
蓮
門
学
則
』
に
は
曼
陀
羅
注
釈
書
が
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
受
容
の
広
が
り
と
深
み
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

付
記

本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
多
く
の
ご
所
蔵
寺
院
を
調
査
さ
せ
て
頂
い
た
。
直
接
に
は
総
本

山
知
恩
院
・
大
本
山
清
浄
華
院
は
じ
め
瓜
連
常
福
寺
、
過
去
に
は
獅
子
谷
法
然
院
・
黒
谷
西

翁
院
・
糸
魚
川
善
導
寺
の
関
係
各
位
に
は
、
お
彼
岸
前
後
の
ご
多
忙
の
な
か
ご
協
力
頂
き
ま

し
た
事
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。





八
三

　
　
　
　
知
恩
院
の
代
替
わ
り

　

は
じ
め
に

　

浄
土
宗
寺
院
は
血
縁
相
続
で
は
な
い
た
め
、
住
職
と
次
期
住
職
の
間
に
血
縁
は
な

い
。
ま
た
弟
子
が
相
続
す
る
に
も
制
約
が
あ
り
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
知
恩
院

末
で
は
檀
家
の
希
望
す
る
住
職
は
認
め
ら
れ
ず
、
原
則
と
し
て
本
寺
の
差
配
に
よ
り

次
期
住
職
が
決
定
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
末
寺
の
住
職
交
代
に
つ
い
て
研
究
し
て
（
1
）

き
た
が
、
本
稿
で
は
浄
土
宗
寺

院
の
総
本
山
で
あ
る
知
恩
院
で
の
住
職
の
相
続
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
そ
の
際

に
典
拠
と
す
る
史
料
は
知
恩
院
の
山
役
者
が
日
々
の
動
向
を
記
録
し
て
い
た
『
日

鑑
』
で
あ
る
。
そ
の
た
め
検
討
対
象
時
期
は
『
日
鑑
』
が
残
さ
れ
て
い
る
時
期
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の
知
恩
院
住
職
は
第
二
九
代
満
誉
尊
照
か
ら
第
七
三
代
名
誉

学
天
ま
で
の
四
十
五
人
で
あ
る
。
そ
の
間
の
住
職
代
替
わ
り
を
み
る
と
、
遷
化
と
隠

居
と
二
通
り
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
が
、
圧
倒
的
に
遷
化
が
多
く
、
隠
居
は
八
人
だ
け

で
あ
る
。
そ
こ
で
遷
化
と
し
て
第
四
四
代
通
誉
岸
了
、
隠
居
と
し
て
第
四
三
代
応
誉

円
理
の
代
替
わ
り
の
事
例
を
具
体
的
に
追
っ
て
い
き
た
い
。
こ
の
二
人
を
取
り
上
げ

た
の
は
、『
日
鑑
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
住
職
の
う
ち
、
代
替
わ
り
の
様
子
が
分
か

る
遷
化
と
隠
居
の
最
初
の
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

一　

通
誉
岸
了
の
遷
化��

　
　

①
遷
化
か
ら
の
引
き
継
ぎ
手
続
き

　

通
誉
岸
了
は
、『
新
撰
往
（
2
）

生
伝
』
に
よ
る
と
、
伊
勢
国
出
身
で
、
小
金
東
漸
寺
、

新
田
大
光
院
、
鎌
倉
光
明
寺
を
経
て
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
知
恩
院
住
職
と
な

っ
た
。
し
か
し
翌
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
七
月
十
七
日
に
遷
化
す
る
。
七
月
七
日

に
「
先
日
之
吐
逆
ゟ
別
而
御
草
臥
」
の
状
態
と
な
っ
て
以
後
、
連
日
の
よ
う
に
医
師

が
診
察
に
訪
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
甲
斐
な
く
、
十
七
日
「
午
ノ
刻
、
御
丈
室
御

臨
終
、
寿
七
十
、
九
ツ
時
也
」
と
正
午
頃
遷
化
し
た
。
知
恩
院
で
は
す
ぐ
さ
ま
山
役

の
九
勝
院
を
所
司
代
・
東
西
両
町
奉
行
に
遣
わ
し
、
岸
了
の
遷
化
を
報
告
し
た
。
そ

し
て
京
都
門
中
・
門
前
代
官
・
領
内
庄
屋
に
も
こ
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
た
。
門
前
で

は
鳴
物
停
止
が
命
じ
ら
れ
、
弔
意
を
表
現
し
た
。

　

七
月
十
八
日
に
は
、
二
十
日
の
葬
儀
と
、
葬
儀
後
の
二
十
二
日
に
後
継
住
職
を
迎

え
る
た
め
江
戸
に
六
役
の
浄
福
寺
と
山
役
の
九
勝
院
が
江
戸
に
下
向
す
る
こ
と
が
決

定
し
た
。
十
九
日
に
は
江
戸
増
上
寺
役
者
天
徳
寺
と
摂
取
院
に
、
浄
福
寺
と
九
勝
院

が
江
戸
に
下
向
す
る
こ
と
を
飛
脚
で
知
ら
せ
、
増
上
寺
に
後
任
住
職
決
定
へ
の
助
力

を
依
頼
し
た
。

　
知
恩
院
の
代
替
わ
り　

　
　
　
　

�

伊　

藤　

真　

昭　



八
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

七
月
二
十
日
、
葬
儀
が
執
行
さ
れ
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
同
時
に
引
き
継
ぎ
の
た

め
の
作
業
も
始
ま
っ
た
。
岸
了
の
弟
子
で
あ
る
知
立
・
吟
聴
・
専
括
に
対
し
て
、
手

元
に
あ
る
金
額
と
、
借
金
が
あ
れ
ば
そ
の
金
額
を
報
告
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
二
十

二
日
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
も
た
れ
た
。
弟
子
達
か
ら
は
、
岸
了
の
借

金
が
百
両
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
十
五
両
は
す
ぐ
に
返
却
す
る
が
、
残
り
の
七
十
五
両

は
八
月
十
六
日
に
返
却
す
る
旨
の
証
文
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
百
両
は
「
大
師
御
報

謝
金
」
か
ら
、
つ
ま
り
全
国
の
末
寺
か
ら
三
年
に
一
回
上
納
さ
れ
る
金
銭
か
ら
岸
了

が
借
り
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
手
元
に
あ
る
金
銀
か
ら
知
恩
院
に
提
供
す
る
金
額
が
協
議
さ
れ
た
。
弟
子
達

は
在
任
期
間
も
短
い
の
で
と
て
も
出
せ
な
い
と
断
っ
た
が
、
知
恩
院
か
ら
は
な
ん
と

か
銀
二
貫
目
程
は
出
せ
な
い
か
と
、
双
方
協
議
し
た
結
果
、
弟
子
達
は
知
恩
院
に
三

貫
目
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
方
丈
内
を
明
け
渡
す
こ
と
も
弟
子
達
に
伝

え
ら
れ
、
と
り
あ
え
ず
弟
子
達
の
道
具
類
は
山
内
の
九
誾
院
に
運
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
二
十
五
日
に
は
協
議
の
結
果
決
ま
っ
た
三
貫
目
を
弟
子
達
か
ら
請
け
取
り
、

ま
た
そ
の
他
の
精
算
も
全
て
済
ん
だ
。
弟
子
達
か
ら
は
岸
了
の
遺
志
で
あ
っ
た
大
塔

建
立
の
た
め
に
、
岸
了
か
ら
の
三
百
両
の
寄
附
も
引
き
渡
さ
れ
た
。

　

八
月
十
日
、
弟
子
の
専
活
が
知
恩
院
に
来
て
、
岸
了
の
石
塔
を
五
七
日
に
建
立
す

る
こ
と
、
宝
蔵
に
納
め
る
御
影
も
大
塔
建
設
が
成
就
し
た
際
に
納
め
た
い
こ
と
を
伝

え
た
。
こ
の
大
塔
建
設
は
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
十
四
日
に
は
岸
了
の
位
牌
が

出
来
上
が
り
、
御
影
堂
に
安
置
さ
れ
た
。
二
十
四
日
に
は
、
弟
子
達
が
九
誾
院
か
ら

引
き
退
き
、
完
全
に
知
恩
院
か
ら
岸
了
色
が
一
掃
さ
れ
た
。
九
月
六
日
に
は
四
十
九

日
の
御
霊
膳
が
備
え
ら
れ
、
十
九
日
に
は
岸
了
の
御
影
絵
像
が
完
成
し
、
蔵
に
収
め

ら
れ
た
。
こ
う
し
て
満
中
陰
ま
で
の
間
に
次
の
住
職
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
様
々
な
引

き
継
ぎ
作
業
が
実
施
さ
れ
た
。

　
　

②
次
期
住
職
決
定
の
過
程

　

七
月
二
十
二
日
に
浄
福
寺
と
九
勝
院
が
次
期
住
職
御
迎
え
の
た
め
に
江
戸
に
出
立

す
る
。
二
人
だ
け
で
な
く
、
人
足
な
ど
も
合
わ
せ
る
と
総
勢
二
十
五
人
と
馬
三
匹
で

の
出
発
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
人
足
十
三
人
と
馬
三
匹
は
宿
場
か
ら
宿
場
ま
で
の
宿

継
人
足
・
伝
馬
で
、
そ
の
提
供
依
頼
が
知
恩
院
か
ら
な
さ
れ
た
。
八
月
十
三
日
に
、

江
戸
に
到
着
し
た
浄
福
寺
・
九
勝
院
か
ら
八
月
七
日
付
の
書
状
が
知
恩
院
に
届
い
た
。

そ
の
内
容
は
、
八
月
六
日
に
二
人
に
江
戸
城
登
城
が
命
じ
ら
れ
、
そ
こ
で
伝
え
ら
れ

た
の
は
小
石
川
伝
通
院
住
職
然
誉
沢
春
に
知
恩
院
住
職
が
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
知
恩
院
で
は
そ
れ
を
受
け
て
各
方
面
に
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
ま
た

沢
春
へ
も
知
恩
院
役
者
や
大
衆
中
か
ら
住
職
就
任
の
賀
意
を
伝
え
る
手
紙
を
送
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
徳
川
吉
宗
の
将
軍
宣
下
が
八
月
十
三
日
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
御
祝

い
と
重
な
り
、
な
か
な
か
将
軍
へ
の
御
目
通
り
が
か
な
わ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
速
や
か
な
沢
春
の
上
洛
が
で
き
ず
に
い
た
。
九
月
一
日
に
よ
う
や
く
御
礼
・

御
目
通
り
・
献
上
物
の
進
呈
が
先
例
の
通
り
首
尾
よ
く
済
ん
だ
こ
と
を
知
ら
せ
る
手

紙
が
九
月
七
日
に
到
着
し
た
。
ま
た
九
月
四
日
に
宿
継
人
足
の
提
供
を
各
宿
に
命
じ

る
朱
印
状
も
幕
府
か
ら
発
給
さ
れ
、
十
一
日
に
江
戸
を
出
発
し
、
二
十
二
日
に
京
都

に
到
着
す
る
こ
と
が
十
三
日
に
知
恩
院
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
す
ぐ
さ
ま
京
都

門
中
と
休
憩
所
に
な
る
山
科
阿
弥
陀
寺
・
大
津
華
開
寺
・
草
津
常
善
寺
に
も
伝
え
ら

れ
た
。

　

沢
春
の
上
洛
を
間
近
に
控
え
た
八
月
二
十
日
か
ら
知
恩
院
山
内
の
掃
除
が
始
め
ら

れ
た
。
ま
た
こ
の
日
に
は
沢
春
宛
て
の
紫
衣
被
着
綸
旨
と
女
房
奉
書
の
下
書
き
が
草

津
常
善
寺
に
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
朝
廷
か
ら
下
さ
れ
る
内
容
の
確
認
で
あ
ろ
う
。



八
五

　
　
　
　
知
恩
院
の
代
替
わ
り

二
十
二
日
、
沢
春
は
草
津
を
出
発
し
、
大
津
華
開
寺
、
山
科
阿
弥
陀
寺
を
経
て
山
内

の
良
正
院
に
到
着
し
た
。
沢
春
は
、
こ
こ
で
し
ば
ら
く
休
息
し
た
後
、
正
午
過
ぎ
に

知
恩
院
御
影
堂
に
到
着
し
た
。
焼
香
後
、
御
対
面
所
で
迎
え
の
役
者
達
に
対
し
て
御

十
念
を
授
け
、
休
息
し
た
。
休
息
の
後
は
、
元
日
の
よ
う
に
山
内
の
様
々
な
人
び
と

の
御
礼
が
あ
り
、
そ
れ
は
午
後
八
時
頃
ま
で
続
い
た
。

　

一
方
で
山
役
の
浩
徳
院
は
大
津
よ
り
先
に
出
発
し
、
所
司
代
・
東
西
両
町
奉
行
に

沢
春
到
着
の
報
告
を
し
た
。
片
山
伊
予
は
禁
裏
へ
綸
旨
の
下
書
き
を
提
出
し
、
綸
旨

発
給
を
依
頼
す
る
と
、
二
十
五
日
に
取
り
に
来
る
よ
う
に
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
。

　

九
月
二
十
三
日
、
沢
春
は
知
恩
院
門
跡
、
上
使
松
平
讃
岐
守
頼
豊
、
所
司
代
水
野

和
泉
守
忠
之
、
京
都
町
奉
行
諏
訪
肥
後
守
頼
篤
・
山
口
安
房
守
直
重
ら
に
御
礼
の
挨

拶
に
行
っ
た
。
上
洛
の
際
に
発
行
さ
れ
た
伝
馬
朱
印
は
こ
の
日
所
司
代
に
返
却
さ
れ

た
。
二
十
五
日
、
禁
裏
か
ら
綸
旨
が
発
行
さ
れ
、
正
式
に
朝
廷
か
ら
も
知
恩
院
住
職

と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
二
十
六
日
に
入
院
式
が
挙
行
さ
れ
る
準
備
が
整
っ

た
。

　

九
月
二
十
六
日
午
前
十
時
、
沢
春
は
庫
裏
よ
り
出
発
し
、
三
門
に
て
焼
香
し
、
東

坂
下
か
ら
輿
に
乗
り
、
鎮
守
拝
殿
で
焼
香
・
三
拝
、
阿
弥
陀
堂
・
経
蔵
・
勢
至
堂
・

御
廟
に
参
拝
し
た
後
、
御
影
堂
内
陣
に
て
袈
裟
を
掛
け
替
え
、「
常
之
座
」
に
立
っ

た
。
大
衆
も
立
ち
、
そ
の
後
綸
旨
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。
入
院
式
終
了
後
は
大
方
丈

で
食
事
が
あ
っ
た
。

　

十
月
八
日
、
沢
春
は
参
内
し
て
、
中
御
門
天
皇
に
拝
謁
し
た
。
そ
の
ま
ま
霊
元
法

皇
、
新
中
和
門
院
・
九
条
輔
実
・
近
衛
家
熈
・
一
条
兼
香
の
摂
関
家
、
徳
大
寺
公

全
・
庭
田
重
条
の
両
武
家
伝
奏
、
申
次
の
清
閑
寺
治
房
、
そ
し
て
禁
裏
付
武
家
等
に

御
礼
を
し
た
。
翌
九
日
に
は
所
司
代
と
東
西
両
町
奉
行
と
も
対
面
し
御
礼
し
て
い
る
。

そ
し
て
十
日
に
は
、
無
事
入
院
を
果
た
し
た
御
礼
の
た
め
、
江
戸
に
浩
徳
院
が
下
向

し
た
。

　

そ
の
後
は
各
地
の
末
寺
か
ら
の
祝
儀
を
受
け
て
、
そ
れ
が
十
二
月
四
日
ま
で
続
く
。

伝
言
も
含
め
百
五
十
カ
所
ほ
ど
の
寺
院
が
、
あ
る
い
は
単
独
で
、
あ
る
い
は
門
中
を

代
表
し
て
祝
儀
に
や
っ
て
来
た
。
遠
く
は
対
馬
国
か
ら
も
は
る
ば
る
御
祝
い
に
駆
け

つ
け
て
い
る
が
、
大
半
は
畿
内
近
国
の
諸
寺
院
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
連
の
代
替
わ

り
行
事
が
終
了
し
た
。

　

二　

応
誉
円
理
の
隠
居

　

正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
五
月
二
十
二
日
、
時
の
第
四
十
三
代
知
恩
院
住
職
応
誉

円
理
が
隠
居
し
た
。
そ
れ
以
前
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
遷
化
で
な
く
隠
居
し

た
住
職
は
、
知
恩
院
が
幕
府
に
提
出
し
た
書
類
に
よ
る
と
、
寛
文
三
年
（
一
六
六

三
）
に
隠
居
し
た
第
三
六
代
帝
誉
尊
空
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
隠
居
し
た
第

三
七
代
玄
誉
知
鑑
が
（
3
）

い
た
が
、
こ
の
頃
の
『
日
鑑
』
が
現
存
せ
ず
、
隠
居
し
た
前
知

恩
院
住
職
の
処
遇
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
当
時
の
様
子
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

最
終
的
に
は
帝
誉
尊
空
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
十
一
月
七
日
に
江
戸
で
遷
化
し
、

玄
誉
知
鑑
は
京
都
五
条
新
善
光
寺
に
移
っ
た
後
、
伊
勢
国
山
田
清
雲
院
に
移
り
延
宝

六
年
三
月
六
日
に
そ
こ
で
遷
化
し
て
（
4
）

い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、『
日
鑑
』
が
残
っ
て
い
る
時
期
で
最
初
に
隠
居
し
た
知
恩

院
住
職
応
誉
円
理
の
事
例
か
ら
隠
居
の
経
緯
、
隠
居
し
た
後
の
立
場
を
み
て
い
き
た

い
。
応
誉
円
理
は
隠
居
後
、
玄
誉
知
鑑
と
同
様
新
善
光
寺
に
住
ん
だ
が
、
知
鑑
と
違

い
、
遷
化
す
る
ま
で
京
都
を
離
れ
な
か
っ
た
。
前
住
職
が
京
都
に
い
る
こ
と
で
後
任

住
職
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。
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①
円
理
の
隠
居

　

応
誉
円
理
は
な
ぜ
遷
化
ま
で
住
職
を
務
め
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
示
す
史

料
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
推
測
に
な
る
が
、
ひ
と
つ
は
そ
の
年
齢

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
円
理
は
隠
居
し
た
正
徳
五
年
時
点
で
、
七
十
七
歳

で
あ
っ
た
。
三
六
代
以
降
三
九
代
直
誉
感
栄
、
四
二
代
白
誉
秀
道
が
七
十
七
歳
で
遷

化
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
を
超
え
な
い
よ
う
に
遠
慮
し
て
隠
居
し
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
確
か
に
こ
の
年
の
正
月
は
「
風
気
」
つ
ま
り
風
邪
を
引
い
て
い
て
、
十
九
日

の
御
忌
に
も
出
座
が
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
隠
居
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
後

は
体
調
不
良
の
記
事
が
な
い
か
ら
だ
。
そ
う
す
る
と
体
力
的
な
問
題
で
は
な
い
し
、

実
際
に
遷
化
し
た
の
は
十
一
年
後
の
享
保
十
年
で
あ
る
。
こ
れ
が
年
齢
が
理
由
と
考

え
る
所
以
で
あ
る
。

　

隠
居
に
向
け
て
の
行
動
が
史
料
上
伺
え
る
の
が
次
の
言
動
で
あ
る
。
正
徳
五
年
二

月
九
日
に
、
円
理
が
知
恩
院
に
銀
三
〇
貫
目
を
祠
堂
と
し
て
寄
附
し
た
。
そ
の
際
円

理
は
「
こ
れ
は
兼
ね
て
か
ら
隠
居
し
た
時
に
寄
附
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
手
元

に
置
い
て
お
い
て
も
利
息
が
入
っ
て
く
る
わ
け
で
も
な
い
。
少
し
で
も
早
く
寄
附
し

た
ら
寺
中
の
た
め
に
も
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
寄
附
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
貸
し

付
け
に
回
し
て
利
息
を
寺
中
で
配
分
す
る
よ
う
に
」
と
山
役
に
申
し
伝
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
時
期
は
未
定
で
あ
る
が
、
隠
居
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
表

明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
円
理
が
正
式
に
隠
居
を
表
明
し
た
の
は
、
四
月
二

十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
四
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
ま
で
勤
め
ら
れ
た

徳
川
家
康
百
回
忌
法
要
が
終
了
し
た
直
後
で
も
あ
っ
た
。
年
齢
的
な
こ
と
や
大
き
な

法
要
を
終
え
た
区
切
り
に
、
兼
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
隠
居
を
表
明
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

四
月
二
十
四
日
、
円
理
は
先
ず
山
役
に
隠
居
の
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
の
後
六
役
が

晩
に
な
っ
て
知
恩
院
に
招
集
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
六
役
は
円
理
に
隠

居
し
な
い
よ
う
慰
留
し
た
。
翌
日
に
は
大
衆
中
も
慰
留
し
た
が
、
円
理
の
決
意
は
固

く
、
こ
の
日
円
理
は
山
役
の
先
求
院
と
崇
泰
院
を
伴
い
、
所
司
代
と
東
西
両
町
奉
行

の
二
条
三
所
に
隠
居
の
承
認
を
求
め
に
行
っ
た
。

　

円
理
は
先
ず
東
町
奉
行
山
口
直
重
の
と
こ
ろ
に
行
き
願
書
を
提
出
し
た
。
山
口
は

所
司
代
に
も
願
い
出
る
よ
う
に
伝
え
た
。
次
に
行
っ
た
西
町
奉
行
諏
訪
頼
篤
は
留
守

だ
っ
た
が
、
所
司
代
水
野
忠
之
の
と
こ
ろ
で
出
会
え
、
隠
居
を
願
い
出
た
。
所
司
代

で
は
直
接
水
野
と
は
会
え
な
か
っ
た
が
、
用
人
に
願
書
を
提
出
し
、
追
っ
て
返
事
が

あ
る
こ
と
を
伝
え
ら
れ
た
。

　

そ
の
日
の
う
ち
に
東
町
奉
行
所
よ
り
最
近
二
、
三
代
の
知
恩
院
住
職
が
隠
居
や
遷

化
し
た
年
数
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
知
恩
院
で
は
四
〇
代
専
誉
孤

雲
か
ら
四
二
代
白
誉
秀
道
の
遷
化
年
月
日
と
最
近
で
は
隠
居
が
な
い
こ
と
を
返
答
し

（
5
）
た
。
同
月
二
十
九
日
、
奉
行
所
よ
り
隠
居
が
認
め
ら
れ
た
ら
ど
う
す
る
つ
も
り
か
と

尋
ね
て
き
た
の
で
、
五
条
下
寺
町
に
あ
る
新
善
光
寺
に
移
る
つ
も
り
だ
と
返
答
し
て

い
る
。
そ
の
際
知
恩
院
に
お
け
る
後
任
住
職
選
定
方
法
に
つ
い
て
も
報
告
し
て
（
6
）

い
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
知
恩
院
で
は
先
代
が
隠
居
あ
る
い
は
遷
化
し
た
際
、
す
ぐ
に
二

条
三
所
に
、
そ
し
て
江
戸
で
は
増
上
寺
に
報
告
し
、
後
任
住
職
を
御
迎
え
す
る
た
め

に
山
役
と
六
役
が
一
人
ず
つ
江
戸
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
遷
化
後
で

あ
れ
ば
、
一
七
日
が
過
ぎ
て
「
寺
請
取
」
以
後
出
発
し
た
と
い
う
。
二
人
が
江
戸
に

到
着
す
る
前
に
後
任
住
職
が
決
定
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
時
も
江
戸
城
で
の
御

礼
は
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
「
寺
請
取
」
は
、
前
章
で
み
た
よ
う
に
遷
化

し
た
先
代
住
職
の
弟
子
達
が
知
恩
院
か
ら
出
て
行
く
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
て
京
都
か
ら
江
戸
に
円
理
隠
居
の
報
告
が
な
さ
れ
、
許
可
が
下
り
る
の
を

待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
五
月
二
十
二
日
、
所
司
代
水
野
忠
之
の
屋
敷
か
ら
呼
び
出
し

が
あ
っ
た
。
円
理
が
行
く
と
そ
こ
に
は
東
西
両
町
奉
行
も
同
席
し
て
い
た
。
そ
こ
で

水
野
か
ら
江
戸
か
ら
隠
居
の
許
可
が
出
た
こ
と
が
円
理
に
伝
え
ら
れ
た
。
円
理
が
知

恩
院
に
戻
る
と
す
ぐ
さ
ま
山
内
は
も
ち
ろ
ん
、
京
都
門
中
に
も
そ
の
こ
と
が
知
ら
さ

れ
た
。
二
十
六
日
、
円
理
は
知
恩
院
を
出
て
新
善
光
寺
へ
と
移
っ
た
が
、
こ
の
後
後

任
住
職
が
上
洛
す
る
ま
で
知
恩
院
は
無
住
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　

②
円
理
隠
居
直
前
の
騒
動

　

円
理
の
隠
居
表
明
は
実
は
こ
れ
が
最
初
で
は
な
か
っ
た
。
正
徳
三
年
（
一
七
一

三
）
三
月
二
十
九
日
、
突
然
円
理
が
隠
居
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
に
も
当
麻
寺
奥
院
を
隠
居
所
と
考
え
て

（
7
）

い
た
よ
う
に
、
全
く
気
配
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
役
者
は
翌

日
「
御
尤
至
極
」
と
同
意
は
し
た
も
の
の
、「
御
達
者
」
な
円
理
は
寺
役
も
十
分
務

め
ら
れ
る
と
し
て
、
所
司
代
等
に
願
い
出
に
行
こ
う
と
す
る
円
理
を
慰
留
し
た
。
こ

の
こ
と
は
六
役
に
も
ま
だ
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
早
速
山
役
か
ら
報
告
し

た
と
こ
ろ
、
六
役
も
円
理
に
隠
居
を
強
く
慰
留
し
た
。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
円
理
の
意
志
は
強
く
、
四
月
一
日
、
円
理
は
所
司
代
に
隠
居
を

願
い
出
た
。
所
司
代
松
平
信
庸
は
、「
軽
々
し
く
隠
居
を
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
老
中
と
の
間
を
取
り
持
っ
て
き
た
が
、
隠
居
す
る
と
な
る
と
我
々
に
問
題

が
あ
る
と
老
中
か
ら
思
わ
れ
て
し
ま
う
」
な
ど
と
強
く
慰
留
し
、
隠
居
の
願
い
を
取

り
上
げ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
一
件
は
し
ば
ら
く
進
展
し
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
円
理
が
再
び
隠
居
を
口
に
す
る
事
態
が
生
じ
た
。
こ
と
の
発
端
は
正
徳
四

年
正
月
九
日
に
円
理
が
二
条
三
所
へ
礼
参
し
た
際
、
六
役
を
同
行
さ
せ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
「
当
年
初
而
之
事
」、
つ
ま
り
前
例
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
座
る
順
番
を
巡
っ
て
翌
々
十
一
日
、
山
役
と
六
役
の
間
で
相
論
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
円
理
は
六
役
に
対
し
て
「
山
役
・
六
役
惣
而
致
和
合
」「
と

か
く
不
和
ニ
無
之
」
と
話
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
六
役
と
山
役
の
話
し
合
い
の
場
が

持
た
れ
た
。
六
役
は
、
山
役
の
方
か
ら
不
和
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
、
そ
れ
は

「
山
役
ハ
物
ニ
ナ
レ
御
座
候
故
、（
中
略
）
六
役
ハ
無
用
ニ
相
見
」
え
る
か
ら
、
円
理

も
両
者
が
「
不
和
合
之
様
ニ
相
見
申
候
様
ニ
思
召
」
さ
れ
た
の
だ
と
、「
段
々
恨
を

被
申
」
て
、
山
役
を
非
難
し
た
。
特
に
清
光
寺
・
浄
福
寺
・
西
園
寺
が
そ
の
急
先
鋒

で
あ
っ
た
。
二
月
二
十
六
日
に
六
役
が
山
役
に
要
求
し
た
の
は
、
二
条
三
所
へ
の
正

月
御
礼
の
順
番
と
、
六
役
の
仕
事
を
山
役
が
奪
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
新
た
に

六
役
の
職
務
内
容
や
位
置
づ
け
を
明
確
化
し
た
円
理
制
定
の
「
条
目
」
の
書
付
が
ほ

し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
十
九
日
、
六
役
と
円
理
が
こ
の
件
で
話
し
合
っ

た
際
、
円
理
は
こ
の
要
求
に
対
し
て
「
内
々
書
付
之
願
、
先
年
ゟ
無
之
事
」
と
し
て

拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
六
役
の
天
性
寺
や
西
園
寺
が
円
理
に
対
し
て
「
何
角
と

申
」
し
て
反
論
し
た
た
め
、
激
怒
し
た
円
理
は
、
自
分
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
六
役

に
対
し
て
「
隠
居
」
を
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
驚
い
た
六
役
は
「
御
前
へ

三
度
迄
罷
出
、
御
機
嫌
直
り
候
様
ニ
何
茂
段
々
申
候
へ
共
」、
円
理
は
「
御
承
引
無

御
座
候
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
四
月
七
日
に
は
六
役
は
連
名
で
辞
任
を
願
い
出
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

の
円
理
の
判
断
は
不
明
で
あ
る
が
、
つ
い
に
六
役
は
東
町
奉
行
山
口
直
重
に
訴
え
、

六
月
十
一
日
に
六
役
と
山
役
が
奉
行
所
に
呼
び
出
さ
れ
、
そ
こ
で
「
対
論
」
が
あ
っ

た
。

　

そ
の
判
決
は
七
月
二
十
一
日
に
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
①
山
役
と
六
役
が
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相
論
に
な
る
こ
と
は
、
双
方
不
届
き
で
あ
る
、
②
六
役
は
徳
川
家
康
の
浄
土
宗
法
度

に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
山
役
だ
け
で
評
議
し
て
は
い
け
な
い
、

③
今
後
は
双
方
和
融
し
、
六
役
に
山
役
を
加
え
て
評
議
す
る
よ
う
に
、
④
三
月
十
九

日
の
円
理
御
前
で
の
評
議
で
、
山
役
の
九
誾
院
と
六
役
の
西
園
寺
が
円
理
の
御
前
で

声
高
に
口
論
し
た
こ
と
は
無
礼
で
あ
り
、
九
誾
院
・
西
園
寺
と
も
役
職
罷
免
と
謹
慎

を
命
じ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
判
決
以
降
、
円
理
は
隠
居
の
こ
と
を
口
に
し
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
翌
正
徳

五
年
四
月
二
十
四
日
に
隠
居
を
表
明
し
た
の
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
二
年
前
に
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
隠
居
が
な
ぜ
今
回
は
認
め
ら
れ
た
の
か
、『
日
鑑
』
は
明
ら
か

に
し
な
い
。

　
　

③
後
任
住
職
の
決
定

　

隠
居
が
認
め
ら
れ
た
理
由
は
と
も
か
く
、
次
は
後
任
住
職
の
選
定
に
移
る
。
遷
化

の
場
合
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
六
月
一
日
に
六
役
の
清
光
寺
と
山
役
の
九

勝
院
が
後
任
住
職
御
迎
え
の
た
め
江
戸
に
向
け
て
出
発
し
た
。
円
理
は
知
恩
院
住
職

と
し
て
初
め
て
大
僧
正
に
任
官
し
た
人
で
、
後
任
住
職
も
大
僧
正
に
任
官
す
る
こ
と

を
幕
府
に
希
望
し
た
。

　

後
任
住
職
は
六
月
十
九
日
に
江
戸
城
白
書
院
に
お
い
て
老
中
が
居
並
ぶ
中
、
増
上

寺
と
鎌
倉
光
明
寺
が
呼
び
出
さ
れ
、
光
明
寺
通
誉
岸
了
に
決
定
し
た
と
の
知
ら
せ
が
、

同
月
二
十
七
日
、
知
恩
院
に
届
い
た
。
知
恩
院
で
は
早
速
山
内
は
も
ち
ろ
ん
、
所
司

代
・
両
町
奉
行
所
、
京
都
門
中
・
六
役
中
等
に
触
れ
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
七
月
二
十
八
日
に
江
戸
を
出
発
し
た
岸
了
が
八
月
九
日
に
到
着
予
定
だ
と

手
紙
が
届
い
た
。
後
任
住
職
が
決
定
し
て
か
ら
出
発
が
遅
れ
た
の
は
、
将
軍
家
宣
の

病
気
の
た
め
で
、
結
局
将
軍
へ
の
拝
謁
は
で
き
ず
に
、
七
月
二
十
二
日
に
登
城
し
て

老
中
に
挨
拶
し
て
献
上
物
を
納
め
、
二
十
三
日
に
宿
送
り
の
朱
印
状
が
発
行
さ
れ
て
、

二
十
八
日
に
出
発
の
途
に
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
慣
例
で
は
、
①
桑
名
宿
か
ら
関
宿

の
間
に
知
恩
院
か
ら
足
軽
一
人
を
遣
わ
す
。
②
上
洛
前
日
は
草
津
で
宿
泊
す
る
。
③

上
京
の
日
は
瀬
田
ま
で
行
者
・
門
前
代
官
・
御
供
の
侍
な
ど
が
迎
え
に
行
く
。
④
膳

所
ま
で
六
役
が
迎
え
に
行
く
。
⑤
大
津
華
開
寺
で
休
息
し
、
そ
こ
に
山
内
残
ら
ず
行

く
。
⑥
山
科
阿
弥
陀
寺
に
小
休
止
し
京
都
門
中
が
そ
こ
で
対
面
す
る
。
⑦
到
着
す
る

と
山
内
で
先
ず
良
正
院
に
入
る
、
と
な
っ
て
（
8
）

い
た
。
良
正
院
は
徳
川
家
康
の
娘
、
督

姫
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
沢
春
の
際
に
も
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
九
日
、
岸
了
は
草
津
を
出
発
し
、
瀬
田
、
膳
所
、
松
本
、
大
津
、
山
科
を

経
由
し
て
良
正
院
に
入
り
、
正
午
過
ぎ
に
知
恩
院
に
到
着
し
た
。
到
着
後
本
堂
に
御

参
り
し
方
丈
を
見
回
っ
た
後
、
対
面
所
で
休
憩
し
た
。
翌
日
は
所
司
代
・
東
西
両
町

奉
行
、
前
住
職
の
円
理
、
知
恩
院
門
跡
に
到
着
の
挨
拶
回
り
を
し
、
昼
頃
に
は
御
所

よ
り
知
恩
院
住
持
職
勅
許
の
綸
旨
と
女
房
奉
書
が
到
着
し
た
。
こ
れ
は
知
恩
院
側
よ

り
下
書
き
を
奏
聞
し
て
出
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

十
二
日
に
は
入
院
式
が
行
わ
れ
た
。
山
門
で
焼
香
し
、
輿
に
乗
っ
て
坂
を
上
り
、

鎮
守
の
拝
殿
で
焼
香
。
こ
こ
か
ら
徒
歩
で
阿
弥
陀
堂
ま
で
行
き
そ
こ
で
焼
香
、
さ
ら

に
経
蔵
で
も
焼
香
し
、
輿
に
乗
り
勢
至
堂
ま
で
行
き
礼
拝
し
、
御
廟
に
参
拝
し
た
。

御
廟
参
拝
は
こ
の
時
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
『
日
鑑
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
ま
た
輿
に
乗
り
本
堂
に
入
る
。
開
山
の
袈
裟
を
懸
け
て
着
座
し
た
後
、
綸
旨
が
読

み
上
げ
ら
れ
岸
了
に
渡
さ
れ
た
。
焼
香
礼
拝
の
後
、
四
奉
請
、
阿
弥
陀
経
等
を
称
え

て
終
了
し
た
。

　

入
院
の
儀
式
後
は
、
連
日
所
々
か
ら
の
御
礼
を
受
け
た
。
御
所
へ
は
二
十
一
日
に
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参
内
し
、
二
十
二
日
に
は
参
内
の
御
礼
と
し
て
所
司
代
・
東
西
両
町
奉
行
、
円
理
、

知
恩
院
門
跡
等
に
挨
拶
し
た
。
こ
れ
で
住
職
交
代
に
伴
う
大
き
な
行
事
は
終
了
し
た
。

　

円
理
が
新
善
光
寺
に
隠
居
し
て
か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
経
っ
た
六
月
二
十
九
日
、
円
理

の
隠
居
所
へ
基
本
的
に
は
毎
月
朔
日
に
御
礼
御
見
舞
い
に
参
上
す
る
こ
と
が
知
恩
院

で
決
め
ら
れ
た
。
と
り
あ
え
ず
年
内
の
当
番
が
定
め
ら
れ
、
七
月
良
正
院
、
七
夕
先

求
院
、
八
月
崇
泰
院
、
九
月
霊
雲
院
、
節
句
信
重
院
、
十
月
九
勝
院
、
十
一
月
浩
徳

院
、
十
二
月
源
光
院
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
遷
化
の
際
に
も
、
隠
居
後
京
都
を
離
れ
た

際
に
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
知
恩
院
と
し
て
も
隠
居
し
た
か
ら
全
く
無
関
係
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
三
月
と
五

月
の
節
句
に
も
訪
問
し
て
い
る
こ
と
が
『
日
鑑
』
か
ら
伺
え
、
そ
れ
は
円
理
が
示
寂

す
る
三
年
前
の
享
保
七
年
ま
で
続
け
ら
れ
る
。

　
　

④
住
職
の
遷
化
と
御
隠
居

　

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
七
月
十
七
日
、
通
誉
岸
了
が
遷
化
し
た
。
七
十
歳
で
あ

っ
た
。
直
ち
に
円
理
に
も
そ
の
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。
岸
了
の
遺
言
で
、
遺
体
は
火
葬

で
は
な
く
土
葬
と
さ
れ
た
。
埋
葬
場
所
は
「
応
誉
大
僧
正
之
西
隣
」
で
あ
っ
た
の
で
、

ま
だ
遷
化
し
て
い
な
い
円
理
の
墓
所
も
確
保
し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
二
十
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
「
焼
香
」、
つ
ま
り
導
師
は
通
常
で
あ
れ
ば

末
寺
の
長
老
が
務
め
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
は
前
住
職
の
円
理
が
い
る
の
だ

か
ら
円
理
が
務
め
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
、
大
衆
中
に
も
岸
了
の
弟
子
中
に
も
あ

っ
た
。
円
理
の
存
在
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
円
理
は
も
し
長
老

が
辞
退
し
た
ら
務
め
よ
う
と
い
う
返
事
で
、
い
っ
た
ん
は
固
辞
し
た
。
そ
れ
で
も
弟

子
中
た
っ
て
の
願
い
で
円
理
も
導
師
を
引
き
受
け
た
よ
う
だ
。
葬
儀
当
日
、
円
理
は

先
ず
九
勝
院
に
入
り
、
そ
こ
に
弟
子
中
・
大
衆
中
が
挨
拶
に
来
た
。
行
列
が
衆
会
堂

の
玄
関
よ
り
出
発
し
、
本
堂
の
正
面
か
ら
外
陣
に
入
っ
た
。
外
陣
の
東
座
に
は
役

人
・
寺
家
ら
、
西
座
に
は
惣
門
中
ら
、
そ
し
て
正
面
に
は
曲
彔
に
座
っ
た
円
理
が
い

た
。
葬
儀
終
了
後
円
理
が
退
出
し
、
行
列
は
そ
の
ま
ま
勢
至
堂
に
上
が
っ
て
い
っ
た
。

五
条
に
戻
っ
た
円
理
の
元
に
は
早
速
弟
子
中
ら
が
参
上
し
、
御
礼
を
述
べ
た
。
三
十

日
に
は
再
度
焼
香
御
礼
と
し
て
銀
三
枚
を
献
上
し
た
が
、
円
理
は
そ
の
ま
ま
返
却
し

た
の
で
、
そ
の
後
袈
裟
を
進
上
し
た
。

　

こ
う
し
て
岸
了
の
葬
儀
は
終
わ
っ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
こ
の

年
四
月
三
十
日
に
亡
く
な
っ
た
七
代
将
軍
徳
川
家
継
の
百
箇
日
法
要
が
八
月
十
一
日

に
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
導
師
を
す
べ
き
住
職
が
知
恩
院
に
は
不
在
で
あ
っ
た
。

ま
た
そ
れ
に
向
け
て
家
継
の
位
牌
が
十
日
に
出
来
上
が
り
知
恩
院
に
納
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
知
恩
院
に
納
め
ら
れ
る
際
は
、
位
牌
の
開
眼
法
要
を
勤
め
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
導
師
も
ど
う
す
る
か
問
題
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
知
恩
院
で
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
所
司
代
に
伺
い
を
た
て
た
。
知

恩
院
か
ら
は
「
隠
居
大
僧
正
」
円
理
が
導
師
を
務
め
る
か
、
次
期
住
職
が
上
洛
す
る

ま
で
延
期
す
る
か
の
選
択
肢
を
提
示
し
た
が
、
所
司
代
の
返
答
は
、
こ
れ
ま
で
そ
う

い
う
こ
と
は
先
例
が
な
い
が
、
円
理
が
導
師
を
務
め
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
の
で
あ

れ
ば
そ
う
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
つ
の
事
例
か
ら
は
、
円
理
が
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
滞
り
な
く
岸
了
の
葬

儀
と
、
家
継
の
位
牌
開
眼
供
養
と
百
箇
日
法
要
が
務
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

住
職
不
在
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
を
円
理
が
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
円
理
も

そ
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
、
岸
了
の
葬
儀
の
際
は
先
例
を
重
視
し
て
末

寺
の
長
老
が
務
め
る
よ
う
に
と
遠
慮
し
た
が
、
そ
れ
で
も
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
引

き
受
け
る
つ
も
り
で
い
た
し
、
家
継
百
箇
日
法
要
で
は
遠
慮
し
た
形
跡
は
全
く
な
か
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っ
た
。
し
か
し
位
牌
開
眼
法
要
は
次
期
住
職
沢
春
上
洛
後
の
十
月
五
日
に
務
め
ら
れ

た
こ
と
を
み
る
と
固
辞
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

⑤
金
襴
袈
裟
一
件

　

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
二
月
七
日
、
泉
州
尾
崎
善
性
寺
が
知
恩
院
に
来
て
次
の

よ
う
な
こ
と
を
願
い
出
た
。
去
る
三
日
に
参
内
・
院
参
し
た
こ
と
で
、
円
理
よ
り
金

襴
の
五
条
と
お
墨
付
き
を
拝
領
し
た
。
現
住
職
沢
春
か
ら
も
御
召
颪
の
五
条
と
お
墨

付
き
を
拝
領
で
き
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
却
下
さ
れ
た
が
、
問
題

は
円
理
が
知
恩
院
に
無
断
で
末
寺
に
金
襴
の
五
条
を
与
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
円
理
に
仕
え
て
い
る
加
藤
平
八
を
呼
び
、
こ
と
の
実
否
を
問
い
た
だ
し
た
。
加
藤

平
八
も
こ
の
こ
と
は
知
ら
な
い
と
い
い
、
円
理
本
人
に
確
認
す
る
と
返
答
し
た
。
す

る
と
こ
れ
は
事
実
で
あ
っ
た
。
円
理
の
返
答
は
、
参
内
の
祝
儀
と
し
て
与
え
も
の
で

あ
る
、
田
舎
で
は
参
内
を
遂
げ
た
者
が
金
襴
を
着
る
こ
と
は
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
し
、
門
中
が
集
ま
る
場
で
は
善
性
寺
も
遠
慮
し
て
着
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の

で
与
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
件
に
つ
い
て
、
二
月
十
三
日
、
円
理
が
知
恩
院
に
来
て
沢
春
と
善
性

寺
の
件
で
密
談
す
る
場
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
円
理
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
主

張
し
た
。「
善
性
寺
は
好
身
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
百
万
遍
か
ら
頼
ま
れ
て
円
理
が

住
職
時
に
善
性
寺
住
職
に
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
で
祝
儀
と
し
て
金
襴
の
五
条
を

与
え
た
の
で
あ
る
が
、
先
日
こ
の
件
で
知
恩
院
役
者
が
や
っ
て
き
て
、
こ
う
い
う
こ

と
は
困
る
、
今
後
こ
う
い
う
こ
と
は
役
者
に
尋
ね
て
か
ら
に
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
て

き
た
。
隠
居
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
に
物
を
与
え
る
こ
と
ま
で
い
ち
い
ち
役
者
に

断
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
増
上
寺
が
金
襴
衣
を
許
し
て
い
る
事
例
も
間
々

あ
る
。
京
都
で
も
黒
谷
や
百
万
遍
も
許
し
て
い
る
。
他
の
本
山
で
は
自
由
に
末
寺
に

金
襴
衣
を
許
可
し
て
い
る
の
に
、
知
恩
院
で
は
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
惣

本
山
の
威
光
が
な
い
」、
と
い
う
の
だ
。

　

こ
の
主
張
に
知
恩
院
役
者
は
困
っ
て
し
ま
っ
た
。
円
理
は
前
住
職
で
あ
る
だ
け
に

そ
の
意
見
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
知
恩
院
の
立
場
も
あ

る
。
ま
た
沢
春
も
知
恩
院
に
来
て
ま
だ
日
が
浅
い
の
で
役
者
の
見
解
を
確
認
し
た
が
、

そ
れ
に
対
す
る
返
答
は
沢
春
も
納
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
知
恩
院
で
は
善
性

寺
の
願
い
出
、
つ
ま
り
知
恩
院
か
ら
五
条
袈
裟
を
下
賜
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。

し
か
し
同
時
に
願
い
出
て
い
た
、
善
性
寺
一
代
限
り
の
別
触
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
折
衷
案
で
な
ん
と
か
納
め
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
一
件
で
は
、
知
恩
院
役
者
や
現
住
職
に
と
っ
て
、
京
都
に
い
る
知
恩
院
前
住

職
は
権
威
が
あ
る
だ
け
に
、
現
任
者
に
と
っ
て
非
常
に
対
応
に
困
る
こ
と
と
な
る
厄

介
な
存
在
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
　

④
本
覚
寺
一
件

　

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
六
月
八
日
、
五
条
本
覚
寺
住
職
品
誉
が
病
気
の
た
め
隠

居
を
願
い
出
て
許
さ
れ
た
。
後
任
住
職
を
誰
に
す
る
か
に
つ
い
て
沢
春
が
こ
う
い
っ

た
。「
本
覚
寺
後
住
に
つ
い
て
は
、
隠
居
大
僧
正
か
ら
大
宮
法
善
寺
を
本
覚
寺
に
転

住
さ
せ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
て
い
る
。
格
別
の
お
頼
み
な
の
で
法
善
寺
に
申
し
つ
け

よ
う
と
思
う
」
と
。
そ
し
て
十
一
日
に
は
大
宮
法
善
寺
順
了
長
老
が
本
覚
寺
住
職
に

任
命
さ
れ
た
。

　

し
か
し
す
ぐ
に
は
本
覚
寺
に
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
法
善
寺
の
後
住
が
す
ぐ
に

決
ま
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
法
善
寺
旦
那
が
前
住
職
の
刹
誉

の
住
職
復
帰
を
願
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
檀
家
か
ら
「
願
之
住
持
者
寺
法

故
」
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
結
局
順
了
が
旦
那
を
説
得
し
て
、
二
十
三
日
、
好
身
の
中
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知
恩
院
の
代
替
わ
り

か
ら
誠
誉
致
宣
長
老
が
法
善
寺
住
職
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
そ
の
翌
日
順
了
が

本
覚
寺
に
入
っ
た
。

　

末
寺
住
職
の
人
事
は
本
寺
住
職
の
専
権
事
項
で
あ
る
が
、
前
住
職
で
あ
る
円
理
か

ら
「
格
別
」
の
依
頼
で
あ
れ
ば
、
沢
春
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
と
い

っ
て
『
日
鑑
』
を
み
る
限
り
、
こ
の
事
例
以
外
に
は
円
理
の
介
入
は
な
い
の
で
、
例

外
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
享
保
五
年
十
月
、
そ
の
本
覚
寺
で
円
理
が
絡
む
借
銀
問
題
が
浮
上
し
た
。

十
月
二
十
六
日
、
円
理
か
ら
丹
羽
伊
織
と
並
河
新
八
が
知
恩
院
に
口
上
書
を
提
出
し

た
。
そ
れ
は
「
本
覚
寺
に
は
円
理
が
以
前
資
縁
銀
を
預
け
て
い
た
。
し
か
し
本
覚

寺
は
長
年
無
住
で
あ
り
返
済
が
な
か
っ
た
。
今
回
新
住
職
が
入
っ
た
の
で
返
済
さ
れ

る
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
そ
れ
が
な
い
。
そ
こ
で
公
儀
に
訴
え
る
こ
と
に
し
た
の

で
、
そ
の
こ
と
を
知
恩
院
に
も
報
告
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
知
恩

院
で
は
翌
々
二
十
八
日
に
本
覚
寺
を
呼
び
、
内
々
に
円
理
に
相
談
す
る
よ
う
伝
え
た
。

十
一
月
一
日
、
知
恩
院
は
本
覚
寺
を
呼
び
出
し
、
そ
の
後
の
経
緯
を
報
告
さ
せ
た
。

本
覚
寺
は
、「
空
也
寺
を
通
じ
て
内
々
に
こ
の
件
に
つ
い
て
円
理
側
と
連
絡
を
取
っ

た
と
こ
ろ
、
並
河
が
本
覚
寺
に
来
て
事
情
を
よ
く
知
る
者
を
二
、
三
人
寄
越
す
よ
う

に
い
う
の
で
、
行
か
せ
た
。
お
そ
ら
く
う
ま
く
い
く
の
で
は
な
い
か
」
と
返
事
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
七
日
、
丹
羽
伊
織
が
知
恩
院
に
来
て
、
公
儀
へ
訴
え
る
の
を
し
ば

ら
く
延
期
し
て
ほ
し
い
と
本
覚
寺
が
頼
ん
で
き
た
の
で
、
延
期
す
る
こ
と
に
し
た
こ

と
、
つ
い
て
は
先
日
提
出
し
た
口
上
書
を
差
し
戻
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
で
口
上

書
を
返
却
し
た
。
知
恩
院
で
は
十
一
日
に
本
覚
寺
を
呼
び
出
し
、
円
理
側
が
公
儀
へ

の
訴
え
を
取
り
下
げ
た
こ
と
を
伝
え
、
本
覚
寺
も
な
ん
と
か
借
銀
を
返
済
で
き
る
よ

う
手
配
す
る
こ
と
を
返
事
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
問
題
は
こ
こ
か
ら
混
迷
し
て
い
く
。
本
覚
寺
か
ら
の
借
銀
返
済
が

実
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
ヶ
月
後
の
翌
享
保
六
年
二
月
一
日
、
円
理
は
、

先
住
の
借
銀
「
拾
五
貫
目
」
を
返
済
す
る
よ
う
公
儀
へ
訴
え
る
と
通
告
し
て
き
た
。

知
恩
院
で
は
本
覚
寺
を
呼
び
出
し
、
事
情
を
聞
い
た
。
本
覚
寺
は
「
先
月
二
十
九
日
、

よ
う
や
く
十
五
貫
目
の
う
ち
三
貫
目
を
工
面
し
て
円
理
に
返
却
し
た
。
そ
し
て
証
文

を
書
き
直
し
、
今
後
は
利
息
を
支
払
い
な
が
ら
元
銀
を
時
間
を
か
け
て
返
却
し
た
い
、

と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
納
得
し
て
い
た
だ
け
ず
、
公
儀
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
」
と
返
答
し
た
。
知
恩
院
で
は
円
理
側
に
公
儀
へ
訴
え
出
る
こ
と
を
や
め
る
よ

う
に
説
得
し
た
が
、
円
理
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
と
う
と

う
二
月
三
日
円
理
は
公
儀
へ
訴
え
出
た
。
そ
の
後
も
連
日
本
覚
寺
は
訴
訟
取
り
下
げ

を
円
理
に
願
い
出
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
六
日
に
本
覚
寺
と
寺
中
の
四
人
、
そ

れ
に
組
寺
二
ヶ
寺
が
知
恩
院
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
善
後
策
を
協
議
し
た
。
そ
の
結
果

は
さ
ら
に
当
座
の
返
済
額
を
二
貫
目
「
増
銀
」
し
「
又
々
侘
」
び
る
こ
と
し
か
な
い

と
な
っ
た
。
し
か
し
本
覚
寺
が
円
理
側
に
そ
の
こ
と
を
申
し
入
れ
て
も
「
御
承
引
」

は
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
二
月
十
二
日
、
奉
行
所
か
ら
知
恩
院
に
呼
び
出
し
が
あ
り
、
翌
日
行
っ
て

み
る
と
、
円
理
か
ら
の
訴
え
の
件
で
あ
っ
た
。
奉
行
の
判
断
は
、
こ
れ
は
知
恩
院
の

内
部
で
解
決
す
べ
き
事
案
だ
と
し
て
、
差
し
戻
し
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
す
ぐ
さ

ま
円
理
に
報
告
す
る
と
、
円
理
は
こ
の
件
に
つ
い
て
、
す
で
に
先
月
奉
行
所
に
行
っ

て
奉
行
が
仲
介
す
る
と
い
う
話
は
知
っ
て
い
る
、
し
か
し
知
恩
院
で
は
こ
の
件
に
つ

い
て
今
ま
ま
で
放
置
し
て
い
た
で
は
な
い
か
、
と
し
て
強
硬
な
態
度
を
崩
さ
な
か
っ

た
。

　

二
月
十
五
日
、
円
理
が
年
始
と
し
て
沢
春
に
会
い
に
来
た
。
対
面
し
た
際
円
理
は



九
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

「
本
覚
寺
借
銀
不
埒
ニ
思
召
候
事
」
と
「
一
心
院
事
不
届
者
と
御
申
事
」
の
二
つ
の

こ
と
を
話
し
出
し
た
。「
一
心
院
事
」
と
い
う
の
は
、
一
心
院
末
寺
の
名
が
書
か
れ

た
御
忌
中
の
張
り
紙
の
中
に
、
円
理
と
同
じ
「
応
誉
」
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指

す
。
そ
も
そ
も
「
一
宗
之
僧
侶
、
当
山
代
々
之
誉
号
差
除
候
義
、
宗
門
之
大
法
」

（
二
月
二
十
日
条
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
円
理
が
こ
れ
を
見
て
「
中
々
御

腹
立
強
」
い
も
の
で
あ
っ
た
（
二
月
十
八
日
条
）。
円
理
は
関
係
者
全
員
の
「
追

放
」
を
主
張
し
た
。
し
か
し
こ
の
件
は
二
月
二
十
日
に
一
心
院
が
「
遠
慮
」、
つ
ま

り
軽
い
謹
慎
で
、
す
ぐ
に
赦
免
さ
れ
た
こ
と
で
決
着
が
付
い
た
。

　

残
る
問
題
は
本
覚
寺
借
銀
一
件
で
あ
っ
た
。
円
理
は
「
今
月
ハ
相
待
、
来
月
ニ
罷

成
候
ハ
ヽ
又
々
公
儀
へ
申
上
、
方
丈
も
役
者
も
は
ぢ
を
か
ゝ
せ
迷
惑
為
致
可
申
と
、

段
々
御
腹
立
之
事
」（
二
月
二
十
二
日
条
）
と
、
こ
の
件
に
か
な
り
の
強
硬
さ
で
臨

ん
で
い
る
こ
と
が
目
立
つ
。
本
覚
寺
も
返
金
し
よ
う
と
す
る
が
、
用
立
て
で
き
る
の

は
せ
い
ぜ
い
「
五
貫
五
百
目
」
で
あ
っ
た
（
二
月
二
十
九
日
条
）。
な
ん
と
か
こ
の

金
額
で
「
埒
明
」
く
よ
う
に
と
御
願
い
し
た
と
こ
ろ
、「
終
御
承
引
」
と
な
り
、
こ

の
問
題
に
光
明
が
差
し
た
。

　

た
だ
し
円
理
は
条
件
を
出
し
た
。
そ
れ
は
新
し
い
借
用
証
文
に
は
山
役
・
六
役
の

「
両
役
壱
人
宛
致
加
印
候
様
」
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
知
恩
院
で
も
そ
れ
は

「
不
罷
成
」
と
拒
否
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
（
三
月
三
日
条
）。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て

は
円
理
が
妥
協
し
、
組
寺
と
本
覚
寺
寺
家
が
残
ら
ず
加
判
す
る
こ
と
で
決
着
し
た

（
三
月
八
日
条
）。
そ
し
て
本
覚
寺
が
「
御
隠
居
大
僧
正
銀
子
拾
五
貫
目
之
内
、
今
日

五
貫
五
百
目
致
返
納
、
残
ル
九
貫
五
百
匁
証
文
仕
直
シ
、
組
・
寮
舎
加
判
ニ
而
相

済
」
む
こ
と
と
な
っ
た
。
三
月
十
三
日
、
奉
行
所
に
も
こ
の
旨
を
報
告
し
、
正
式
に

こ
の
一
件
が
落
ち
着
き
を
見
せ
る
こ
と
と
な
り
、
以
後
は
内
理
が
騒
ぎ
立
て
る
記
事

は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　

今
後
の
課
題

　

遷
化
し
た
通
誉
岸
了
と
、
隠
居
し
た
応
誉
円
理
と
い
う
二
人
の
事
例
を
取
り
上
げ

た
。
遷
化
の
場
合
も
隠
居
の
場
合
も
後
任
住
職
決
定
過
程
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
知
恩
院
で
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
幕
府
が
決
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
増
上
寺
が
後
任
選
定
に
あ
た
っ
て
は
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ

る
。
そ
し
て
決
定
後
の
経
緯
も
全
て
慣
例
通
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

し
か
し
今
回
は
受
け
入
れ
る
側
の
知
恩
院
に
視
点
を
固
定
し
た
の
で
、
実
際
の
選
定

過
程
の
解
明
や
受
け
入
れ
過
程
の
慣
例
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
遷
化
と
隠
居
で
異
な
る
点
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
後
任
住
職
へ
の

引
き
継
ぎ
で
あ
る
。
引
き
継
ぎ
を
弟
子
が
す
る
か
、
本
人
が
す
る
か
の
違
い
で
あ
る
。

岸
了
の
場
合
は
、
遷
化
し
て
い
る
の
で
実
際
の
引
き
継
ぎ
は
弟
子
が
行
っ
た
。
引
き

継
ぎ
の
中
で
最
重
要
事
項
は
経
済
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
借
金
の
返
済
や
寄
附
、
位

牌
や
御
影
の
作
成
な
ど
は
弟
子
が
行
っ
た
。
し
か
し
知
恩
院
住
職
は
何
の
た
め
に
借

金
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
一
方
で
大
塔
建
設
の
た
め
に
三
〇
〇
両
を

知
恩
院
に
寄
附
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
住
職
の
会
計
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　

遷
化
の
場
合
は
様
々
な
残
務
処
理
・
引
き
継
ぎ
を
完
了
し
て
か
ら
「
寺
請
取
」
と

な
る
が
、
本
人
が
い
る
隠
居
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
も
な
ら
ず
、
円
理
の
時
に

は
『
日
鑑
』
に
も
そ
う
い
っ
た
記
事
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
何
か
あ
っ
て
も
本
人

に
す
ぐ
さ
ま
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
円
理
は
体
力
的
問
題
で
隠
居
し
た
の
で



九
三

　
　
　
　
知
恩
院
の
代
替
わ
り

は
な
い
た
め
、
隠
居
後
も
十
一
年
間
新
善
光
寺
に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
逆
に
知
恩
院

住
職
の
方
が
三
人
交
代
し
た
。

　

隠
居
が
知
恩
院
近
く
に
い
る
こ
と
で
生
じ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
れ
ば
デ
メ
リ
ッ
ト
も

あ
っ
た
。
メ
リ
ッ
ト
は
、
住
職
不
在
の
際
に
住
職
の
代
行
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
家
継
百
箇
日
法
要
の
事
例
は
そ
れ
に
あ
た
る
。
一
方
で
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、

様
々
な
点
で
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
円
理
の
個
人
的
性

質
に
も
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
金
に
関
し
て
非
常
に
厳
し
い
一
面
が
垣
間
見

れ
た
反
面
、
五
条
袈
裟
の
許
可
な
ど
自
分
の
懐
が
痛
ま
な
い
こ
と
に
は
比
較
的
無
頓

着
で
、
円
理
の
行
動
に
知
恩
院
が
対
応
に
苦
慮
す
る
場
面
が
多
く
み
ら
れ
た
。
お
そ

ら
く
元
気
な
隠
居
は
知
恩
院
に
と
っ
て
デ
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　

毎
月
一
日
に
は
役
者
達
が
交
代
で
御
機
嫌
伺
に
赴
い
て
い
た
が
、
そ
れ
が
途
絶
え

る
の
が
享
保
七
年
七
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
「
今
度
之
出
入
不
相

済
中
ハ
、
御
礼
御
請
不
被
成
候
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
出
入
」
と
は
、
五
月

三
日
に
東
西
両
奉
行
に
訴
え
出
た
「
両
役
致
争
論
」、
つ
ま
り
山
役
と
六
役
の
相
論

で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
毎
月
の
御
機
嫌
伺
が
復
活
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
円
理
は
享

保
十
年
に
示
寂
し
た
。
山
役
と
六
役
の
相
論
は
円
理
在
住
時
に
も
隠
居
騒
動
に
発
展

し
た
根
深
い
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
知
恩
院
の
課
題
で
あ

っ
た
。

　
　

註
（
1
）
拙
稿
「
近
世
浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る
本
末
・
寺
檀
関
係
と
住
職
の
異
動
―
近
江
湖
南

地
域
を
素
材
に
し
て
―
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
五
五　

教
学
院　

二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
2
）『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
。

（
3
）「
正
徳
五
年
役
者
書
翰
」
一
〇
一
（『
知
恩
院
史
料
集
』
日
鑑
・
書
翰
篇
五
）

（
4
）
藪
内
彦
瑞
編
『
知
恩
院
史
』（
一
九
三
七　

知
恩
院
）。

（
5
）「
正
徳
五
年
役
者
書
翰
」
八
九
（『
知
恩
院
史
料
集
』
日
鑑
・
書
翰
篇
五
）

（
6
）「
正
徳
五
年
役
者
書
翰
」
一
〇
四
（『
知
恩
院
史
料
集
』
日
鑑
・
書
翰
篇
五
）。

（
7
）『
日
鑑
』
宝
永
五
年
閏
正
月
三
日
条
。

（
8
）「
正
徳
五
年
役
者
書
翰
」
一
五
二
（『
知
恩
院
史
料
集
』
日
鑑
・
書
翰
篇
五
）。

　





九
五

　
　
　
　
黄
檗
僧
と
洛
陽
善
導
寺

　
　
　

は　

じ　

め　

に

近
世
日
本
に
明
よ
り
黄
檗
の
仏
教
を
伝
え
た
臨
済
宗
楊
岐
派
の
隠
元
（
一
五
九
二

～
一
六
七
三
）
は
中
国
福
建
省
の
黄
檗
山
萬
福
寺
の
住
持
で
あ
っ（

（
）

た
。
隠
元
の
渡
来

は
長
崎
興
福
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
逸
然
（
一
六
〇
一
―
一
六
六
八
）
の
招
請
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
逸
然
は
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
四
月
に
第
一
回
の
招
請
状
を
送

り
、
八
月
に
第
二
回
、
翌
年
三
月
に
第
三
回
、
十
一
月
に
第
四
回
と
、
再
三
に
わ
た

っ
て
招
請
状
を
出
し
た
の
で
、
隠
元
は
そ
の
熱
意
を
感
じ
て
つ
い
に
応
請
を
決
意
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
道
俗
は
日
本
へ
の
渡
航
の
中
止
を
願
っ
た
が
、
隠
元

は
約
束
を
違
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
道
俗
の
願
い
を
無
下
に
却
け
る
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
、三
年
後
に
帰
国
す
る
と
約
束
し
て
出
発
し
た
。
隠
元
は
承
応
三
年（
一

六
五
四
）
六
月
二
十
一
日
厦
門
を
出
帆
し
て
、
七
月
五
日
に
長
崎
に
着
き
、
翌
日
興

福
寺
に
入（

（
）

る
。
そ
の
一
行
は
弟
子
の
獨
言
、
獨
知（
の
ち
慧
林
と
改
め
た
）、
大
眉
、

惟
一
、
獨
吼
、
獨
湛
、
良
衍（
の
ち
に
南
源
と
改
め
た
）、
雪
機
、
古
石
、
揚
津
、
良

哉
ら
と
彫
仏
師
・
仏
画
師
・
仏
具
工
・
縫
工
・
建
築
技
師
な
ど
の
諸
種
の
職
人
を
も

含
め
た
三
十
名
だ
っ
た
。
隠
元
の
宗
風
は
日
本
臨
済
宗
と
違
っ
て
禅
浄
双
修
で
あ
っ

た
。
妙
心
寺
二
百
十
九
世
虚
欞
了
廓
（
一
六
〇
〇
～
一
六
九
一
）
は
長
崎
に
赴
き
、

興
福
寺
で
隠
元
と
接
見
し
て
法
儀
を
視
察
し
た
。
そ
の
見
聞
は
手
紙
で
妙
心
寺
百
九

十
六
世
禿
翁
妙
宏
（
一
六
一
一
～
一
六
八
一
）
に
伝
え
ら
れ
て
い（

（
）

る
。

渡
来
か
ら
約
四
年
後
の
万
治
二
年
（
一
六
五
八
）、
隠
元
に
は
幕
府
か
ら
京
都
近

郊
に
一
寺
建
立
の
許
可
が
伝
え
ら
れ
、
現
在
の
宇
治
市
に
土（

（
）

地
を
賜
っ
て
新
寺
を
建

立
す
る
こ
と
に
な
る
。
隠
元
は
こ
の
寺
を
本
国
と
同
じ
黄
檗
山
万
福
寺
と
号
し
た
。

約
三
年
後
の
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
隠
元
は
新
黄
檗
山
に
開
基
と
し
て
晋
山
し
た
。

翌
々
年
に
は
法
堂
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
翌
年
に
は
禅
堂
と
、
次
々
に
建
物
が
建
て
ら

れ
て
行
っ
た
。

隠
元
と
そ
の
弟
子
等
は
し
ば
し
ば
受
戒
会
を
開
き
、
能
家
、
在
家
を
含
め
た
多
く

の
人
々
に
授
戒
を
し
て
い
る
。
萬
福
寺
で
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
十
二
月
に
日

本
で
最
初
の
授
戒
会
が
開
か
れ
て
い（

5
）

る
。

隠
元
と
そ
の
弟
子
は
日
本
の
諸
宗
の
諸
師
と
交
流
、
ま
た
土
地
を
与
え
ら
れ
た
幕

府
を
介
し
て
皇
室
と
も
接
触
し
て
い
る
。
ま
ず
隠
元
は
後
水
尾
法
（
（
）

法
皇
（
一
五
九
六

―
一
六
八
〇
）
の
帰
依
を
受
け
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
五
月
二
十
五
日
に
法
皇

　
黄
檗
僧
と
洛
陽
善
導
寺　

　
　
　
　

―
善
導
寺
第
六
世
如
実
と
の
交
流
―

�

田　

中　

芳　

道　
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が
隠
元
の
最
初
の
日
本
人
弟
子
（
（
）

龍
渓
（
一
六
〇
二
―
一
六
七
〇
）
を
介
し
て
法
語
を

求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
法
語
一
章
を
作
っ
て
奉
答
し
た
。
そ
れ
以
降
法
皇
は
隠
元
に

香
、
金
子
、
硯
箱
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
六
年
六
月
に
は
、
高
さ
約
二
尺
の
金

塔
に
収
め
た
仏
舎
利
五
粒
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
隠
元
は
こ
れ
を
松
（
（
）

隠
堂
に
安
置
し

た
。隠

元
の
弟
子
の
獨
湛
は
、
萬
福
寺
第
四
世
と
な
り
、
又
浜
松
の
初
山
宝
林
寺
を
開

基
し
て
教
化
に
勤
め
、諸
宗
の
諸
師
と
も
交
流
し
て
い
る
。
獨
湛
の
伝
記
で
あ
る『
黄

檗
第
四
代
獨
湛
和
尚
行
略
』
に
よ
れ
ば
、
獨
湛
が
「
蓮
宗
の
翹
楚
」
つ
ま
り
日
本
浄

土
教
の
諸
師
、
知
恩
院
第
四
十
二
代
白
譽
秀
道
（
一
六
三
一
～
一
七
〇
七
）、
黒
谷

金
戒
光
明
寺
第
三
十
六
代
薫
譽
寂
仙（
一
六
四
四
～
一
七
〇
七
）、誓
願
寺
の
超
然（
～

一
七
一
七
）、
眞
宗
院
の
慈
空
（
一
六
四
六
～
一
七
一
九
）、
鴨
水
善
導
寺
如
實
（
～

一
七
二
一
）、蕐
頂
の
義
山
（
一
六
四
八
～
一
七
一
七
）、蓮
華
谷
梅
香
寺
の
寅
歳
（
載
）

（
～
一
七
二
一
）、
西
岸
寺
の
古
礀
（
一
六
五
二
～
一
七
一
七
）、
真
言
律
の
東
方
山

安
養
寺
の
高
僧
戒
山
慧
堅
（
一
六
四
九
～
一
七
〇
四
）
と
そ
の
弟
子
湛
堂
慧
淑
（
一

六
六
九
～
一
七
二
〇
）、比
叡
山
慧
心
院
の
貞
暁
僧
正
、禅
家
の
草
菴
慧
中
な
ど
と「
法

喜
ノ
交
リ
」
を
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
（
（
）

い
る
。
他
に
法
然
院
の
忍
澂
（
一
六
四
五

～
一
七
一
一
）
と
も
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
珂
然
『
獅
谷
白
蓮
社
忍
澂
和
尚
行
業
記
』

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
慈
空
の
伝
記
『
城
州
深
草
眞
宗
院
沙
門
性
憲
傳
』
に
は
「
講
二
往
生
要
集
一。

勧
二+

化
道
俗
一。
黄
檗
獨
湛
。
佛
国
高
泉
。
方
恋
二
蓮
社
一。
来
結
二

（
（0
）

法
盟
一。」
と
あ
る
。

つ
ま
り
慈
空
性
憲
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
講
義
を
し
て
僧
や
在
家
を
教
化
し
て

い
た
。
黄
檗
の
獨
湛
や
佛
国
寺
の
高
泉
（
萬
福
寺
第
五
世
）
は
ま
さ
に
そ
の
蓮
社
に

こ
こ
ろ
ひ
か
れ
、
慈
空
の
所
に
来
て
法
盟
を
結
ん
だ
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
獨
湛
だ
け

で
は
な
く
高
泉
も
日
本
に
お
け
る
念
仏
の
法
門
に
心
ひ
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。ま

た
珂
然
撰
『
義
山
和
尚
行
業
記
』
に
は
、
獨
湛
と
善
導
の
日
本
に
お
け
る
邂
逅

に
つ
い
て
、「
又
一
年
嘗
テ
講
ス二
觀
經
四
ノ
帖
疏
及
ヒ
行
儀
分
ヲ一
黄
檗
獨
湛
禪
師
大
ニ
隨
二

喜
シ
之
ヲ一
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
義
山
が
か
つ
て
善
導
の
『
観
経
疏
』
と
「
行

儀
分
」
の
講
義
を
し
た
時
、
獨
湛
は
そ
れ
を
聞
い
て
大
い
に
随
喜
し
た
と
い
う
。
宗

暁
（
一
一
五
一
～
一
二
一
四
）
の
『
楽
邦
文
類
』
巻
第
三
「
歴
代
蓮
社
継
祖
五
法
師

伝
」
に
は
中
国
に
お
け
る
蓮
社
五
祖
と
し
て
、
始
祖
慧
遠
に
続
い
て
善
導
・
法
照
・

少
康
・
省
常
・
宗
頤
を
あ
げ
て
い
る
が
、
獨
湛
は
故
国
の
法
師
善
導
の
日
本
に
お
け

る
受
容
の
姿
に
深
く
感
銘
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
黄
檗
僧
は
皇
室
、
幕
府
そ
し
て
日
本
仏
教
の
諸
僧
と
交
流
し
な
が
ら
、

多
く
の
黄
檗
文
化
を
伝
え
、
ま
た
逆
に
多
く
の
こ
と
を
日
本
の
諸
僧
に
学
ん
で
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
は
獨
湛
が
交
流
し
て
い
た
浄
土
宗
諸
僧
の
う
ち
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
京
都
善
導
寺
第
六
世
顕
譽
如
実
を
取
り
上
げ
、
善
導
寺
に
残
る
隠
元
と
獨
湛

の
資
料
を
中
心
に
黄
檗
諸
師
と
浄
土
宗
侶
の
交
流
の
一
端
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

一
、
善
導
寺
と
開
山

京
都
市
中
京
区
二
条
鴨
川
西
岸
に
あ
る
善
導
寺
の
開
山
は
然
誉
清
善
（　

～
一
六

〇
五
）
で
あ
る
。
清
善
が
、
六
角
堂
の
付
近
に
草
庵
を
建
立
し
た
こ
と
が
善
導
寺
の

始
ま
り
で
あ
る
。
し
か
し
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
大
火
に
か
か
り
草
庵
が
焼
失

し
て
、
当
時
の
住
持
、
善
導
寺
第
四
世
旭
誉
了
無
（　

～
一
六
四
〇
）
が
長
谷
川
重
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兵
衛
の
寄
進
に
よ
っ
て
現
在
二
条
通
に
移
さ
れ
て
現
在
に
い
た
る
。
善
導
寺
に
伝
わ

る
当
寺
創
建
に
関
す
る
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

善
導
寺　

創
立
由
緒

開
山
然
譽
清
善
筑
後
善
導
寺
ニ
在
リ
、
一
夜
靈
（
瑞
）
夢
ヲ
感
ス
曰
ク
當

山
ニ
善
導
大
師
真
筆
ノ
肖
像
ア
リ
既
ニ
久
シ
ク
函
底
ニ
埋
レ
人
知
ル
ヿ
ナ

シ
若
シ
道
俗
拝
謁
ノ
開
誘
ア
ラ
ハ
寧
ロ
利
益
多
カ
ル
可
シ
ト
爰
ニ
於
テ
詰

且
函
底
ヲ
捜
レ
ハ
果
シ
テ
一
鋪
ノ
肖
像
ヲ
得
タ
リ
清
善
感
夢
ノ
瑞
ニ
驚
キ

則
チ
帝
都
ニ
馳
セ
テ
六
角
堂
ノ
東
側
ニ
一
宇
ヲ
建
設
シ
尊
影
ヲ
安
置
シ
善

導
寺
ト
號
ス
時
ニ
人
皇
百
七
代　

正
親
町
院　

永
録
丁
卯
年
ナ
リ

こ
の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
筑
後
の
善
導
寺
に
い
た
清
善
は
、
あ
る
夜
霊
夢
を
感
得
し

た
。
そ
れ
は
善
導
大
師
の
真
筆
の
肖
像
画
が
人
知
れ
ず
箱
の
底
に
埋
れ
て
い
る
。
も

し
道
俗
が
そ
の
肖
像
画
を
拝
謁
す
る
機
会
を
作
れ
ば
、
多
く
の
利
益
が
あ
る
だ
ろ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
清
善
が
そ
れ
を
捜
す
と
夢
告
通
り
、
箱
の
底
に
肖
像
画
が
あ

り
、
驚
い
た
。
そ
れ
を
京
都
に
持
っ
て
行
き
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
六
角
堂

の
東
側
に
堂
宇
を
建
立
し
て
、
そ
の
肖
像
を
安
置
し
て
善
導
寺
と
号
し
た
と
い
う
。

善
導
寺
に
あ
る
目
録
の
「
仏
像
」
の
条
に
は
「
善
導
大
師
の
御
影
〈
御
自
筆
當
山
縁

由
ノ
御
影
〉」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
寺
宝
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
筑
後
善
導
寺
か
ら
清

善
が
将
来
し
た
善
導
大
師
自
画
像
の
こ
と
で
あ
（
（（
）

ろ
う
。

善
導
寺
に
つ
い
て
は『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』第
二
冊	「
山
城
」に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

○
善
導
寺　

同
（
本
山
）
末
同
（
山
城
）
州
京
都　

起
立
永
祿
年
中　

開

山
源
蓮
社
然
譽
淸
善
上
人
慶
長
九
甲
辰
年
二
月
廿
三
（
（（
）

日
寂

こ
こ
で
は
善
導
寺
が
知
恩
院
末
と
し
て
、
右
の
由
緒
通
り
永
禄
年
中
（
一
五
五
八

～
一
五
七
〇
）
に
建
立
さ
れ
、
開
山
が
然
誉
清
善
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
清
善
の
没

年
日
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
善
導
寺
開
山
清
善
に
つ
い
て
、
善
導
寺
に
伝
わ
る
資
料
（
こ
の
資
料
に
表
題

が
な
い
た
め
こ
の
稿
で
は
『
善
導
寺
縁
起
』
と
仮
称
す
る
）
の
「
高
僧
」
の
条
に
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

開
山
然
譽
清
善
証
人
ハ
元
備
中
ノ
産
加
陽
氏
ナ
リ
十
六
歳
ノ
時
筑
後
善
導

寺
ニ
於
テ
薙
髪
シ
後
鎌
倉
光
明
寺
ノ
學
林
ニ
遊
ヒ
頗
ル
英
名
ア
リ
稍
星
霜

ヲ
経
テ
鎮
西
ニ
歸
リ
前
記
ノ
靈
夢
ヲ
感
シ
京
師
ニ
上
リ
當
寺
ヲ
建
立
シ
念

佛
ヲ
弘
通
シ
衆
生
ヲ
濟
度
ス
後
天
正
十
四
丙
戌
年
亦
大
龍
寺
ヲ
建
立
シ
慶

長
九
甲
辰
年
二
月
廿
三
日
寂
墓
碑
當
寺
ニ
ア
リ

こ
の
記
事
に
よ
る
と
清
善
は
備
中
（
岡
山
県
）
の
出
身
で
十
六
歳
で
剃
髪
し
て
鎌

倉
光
明
寺
の
学
林
で
学
び
英
才
で
知
ら
れ
た
が
、
筑
後
の
善
導
寺
に
戻
り
、
霊
夢
を

感
得
し
て
京
都
に
行
き
、善
導
寺
を
開
基
し
て
念
仏
を
弘
通
し
た
。
天
正
十
四
年（
一

五
八
六
）
に
は
大
龍
寺
（
浄
土
宗
京
都
教
区
嵯
峨
組
）
を
建
立
し
て
、慶
長
九
年
（
一

六
〇
四
）
二
月
二
十
三
日
に
寂
し
た
、
墓
碑
は
善
導
寺
に
あ
る
。
清
善
は
善
導
寺
と

大
龍
寺
の
他
に
法
（
（（
）

雲
寺
（
浄
土
宗
京
都
教
区
鴨
川
組
）
も
創
建
し
て
い
る
。

こ
の
清
善
に
つ
い
て
『
鎌
倉
光
明
寺
志
』
の
「
摂
門
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。
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○
源
蓮
社
然
譽
淸
善
は
備
中
人
賀
陽
氏
筑
後
善
導
寺
弟
子
に
て
光
明
寺
に

來
り
訪
宗
尋
要
す
後
花
洛
に
遊
ひ
二
條
樋
口
に
善
導
寺
又
法
雲
寺
を
開
立

す
慶
長
九
年
二
月
二
十
三
（
（（
）

日
滅

こ
こ
で
は
清
善
が
鎌
倉
の
光
明
寺
に
宗
学
の
要
を
学
び
二
条
の
あ
た
り
に
善
導
寺

と
法
雲
寺
を
建
立
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

大
龍
寺
に
つ
い
て
は
『
京
都
黒
谷
蓮
門
精
舎
旧
詞
』
第
四
十
四
冊	

金
戒
光
明
寺

末
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
清
善
の
没
年
月
日
が
善
導
寺

所
伝
と
は
異
な
り
、
十
一
年
早
く
な
っ
て
い
る
。

○
大
龍
寺　

山
城
國
愛
宕
郡
四
條
通
御
旅
町　

八
部
山　

起
立
天
正
十
四

丙
戌
歲
開
基
源
蓮
社
然
譽
淸
善
上
人
遷
化
文
祿
二
癸
巳
歲
正
月
廿
（
（5
）

五
日

ま
た
法
雲
寺
に
は
専
念
寺
の
隆
円
が
文
政
五
年（
一
八
二
二
）八
月
に
記
し
た『
法

雲
寺
縁
起
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
清
善
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

こ
こ
に
然
譽
清
善
上
人
と
い
へ
る
淨
家
の
大
徳
い
ま
せ
り
。
俗
姓
は
、
賀

陽
氏
備
中
の
國
人
な
り
、
幼
に
し
て
、
發
心
し
、
鎮
西
善
導
寺
に
入
り
て

祝
髪
し
、
後
相
州
鎌
倉
光
明
寺
に
錫
を
つ
け
て
、
蛍
雪
功
成
し
、
學
臈
満

じ
て
宗
戒
両
脈
の
奥
旨
を
傳
え
う
け
て
自
證
に
く
ら
か
ら
ざ
り
け
れ
ば
、

こ
れ
よ
り
諸
國
に
遊
化
し
て
、
專
ら
專
修
念
佛
を
弘
通
し
、
円
頓
大
戒
を

勸
進
す
。
い
た
る
所
そ
の
化
益
を
蒙
む
る
も
の
あ
け
て
か
ぞ
え
が
た
し
。

永
禄
十
年
丁
卯
春
、
都
に
来
た
り
こ
の
清
水
に
靈
鬼
あ
り
て
、
人
皆
怖
畏

す
る
こ
と
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
い
た
ま
し
く
お
ぼ
し
て
、
こ
の
水
邊
に
か

た
ば
か
り
な
る
庵
を
む
す
び
て
、
明
暮
念
佛
し
給
ひ
し
に
、
そ
の
鬼
靈
ふ

た
た
び
出
ず
る
こ
と
な
か
り
け
り
。
こ
は
邪
鬼
に
て
逃
さ
り
け
る
か
、
は

た
迷
靈
の
解
脱
し
け
る
に
や
ら
ん
、
い
づ
れ
に
ま
れ
た
ふ
と
き
こ
と
な
り

と
て
、
諸
人
安
途
の
思
ひ
を
な
し
ぬ
。
こ
の
故
に
清
水
庵
の
上
人
と
よ
び

て
、
人
多
く
帰
崇
し
日
課
念
佛
を
誓
約
す
る
も
の
い
と
も
多
く
あ
り
け
り
。

さ
れ
ば
洛
陽
六
角
堂
邊
に
一
寺
を
建
立
し
、
鎮
西
の
師
席
を
し
た
い
、
善

導
寺
と
名
け
て
彼
寺
の
開
山
初
祖
と
は
な
り
給
い
き
。〈
元
和
二
年
丙
辰

善
導
寺
旭
譽
上
人
住
持
の
時
長
谷
川
氏
何
某
檀
那
と
な
り
て
、
法
雲
寺
の

東
隣
に
移
せ
り
〉

こ
の
誌
に
よ
る
と
清
善
は
筑
後
の
善
導
寺
で
出
家
、
鎌
倉
光
明
寺
に
遊
学
し
て
、

宗
戒
両
脈
を
受
け
た
後
、
専
ら
念
仏
教
化
し
、
ま
た
円
頓
戒
を
勧
進
す
る
。
永
禄
十

年
（
一
五
六
七
）
に
上
洛
、
清
水
の
地
に
邪
鬼
が
出
没
す
る
と
人
々
が
怖
れ
て
い
る

の
を
聞
い
て
、
庵
を
結
び
明
け
暮
れ
念
仏
し
た
と
こ
ろ
、
邪
鬼
は
逃
げ
去
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
解
脱
し
た
の
か
、
現
れ
な
く
な
っ
た
。
人
々
は
安
堵
し
て
清
善
上
人
を
清

水
庵
の
上
人
と
呼
ん
で
日
課
念
仏
を
制
約
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と

も
あ
っ
て
洛
中
六
角
堂
の
近
辺
に
寺
を
建
立
し
て
善
導
寺
と
号
し
た
。元
和
二
年（
一

六
一
六
）、
善
導
寺
住
持
旭
誉
上
人
の
折
、
長
谷
川
氏
が
壇
越
と
な
っ
て
善
導
寺
を

法
雲
寺
の
東
隣
に
移
し
た
と
（
（（
）

い
う
。



九
九

　
　
　
　
黄
檗
僧
と
洛
陽
善
導
寺

二
、
善
導
寺
第
六
世
如
実

　

善
導
寺
の
第
六
代
住
持
（
（（
）

如
実
は
、
多
く
の
黄
檗
僧
と
交
流
し
て
い
た
。
善
導
寺
所

蔵
の
『
善
導
寺
縁
起
』
に
は
「
高
僧
」
の
条
に
開
山
清
善
と
第
六
祖
如
実
の
こ
と
だ

け
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
如
実
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

第
六
世
顕
譽
如
實
上
人
ハ
憶
佛
居
ト
號
シ
備
前
産
能
勢
氏
ナ
リ
唐
僧
黄
檗

ノ
南
源
獨
湛
諸
師
ト
友
ト
シ
テ
善
シ
殊
ニ
詩
文
ヲ
能
ク
シ
頗
ル
英
邁
ノ
質

ア
リ
後
西
院
帝
御
歸
依
浅
カ
ラ
ズ
、
眞
翰
御
歌
一
軸
、
三
十
六
歌
仙
一
箱

勅
作
竹
花
生
、
等
ノ
拝
領
モ
ノ
ア
リ
享
保
五
子
年
五
月
二
十
四
日
寂
壽
八

十
四
其
名
書
畫
便
覧
ニ
見
エ
墓
碑
當
寺
ニ
ア
リ
師
ニ
関
ス
ル
書
畫
多
シ
就

テ
見
ル
可
シ

　

つ
ま
り
善
導
寺
の
第
六
世
顕
譽
如
実
は
憶
佛
居
と
号
し
、
備
前
の
国
の
人
で
、
能

勢
氏
の
出
で
あ
る
。
黄
檗
の
南
源
や
獨
湛
と
善
知
識
と
し
て
い
た
。
特
に
如
実
は
詩

文
の
才
能
に
長
け
て
い
た
。
後
西
院
天
皇
か
ら
厚
い
帰
依
を
受
け
、
真
翰
の
御
歌
一

軸
、
三
十
六
歌
仙
一
箱
と
勅
作
の
竹
花
生
な
ど
を
頂
い
て
い
た
。
享
保
五
年
（
一
七

二
一
）
五
月
二
十
四
日
に
八
十
歳
で
寂
し
た
。
如
実
の
名
は
『
本
朝
古
今
新
増
書
畫

（
（（
）

便
覽
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
墓
碑
は
当
寺
に
あ
る
。
師
に
関
す
る
書
画
は

多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
珂
然
撰
『
獅
谷
白
蓮
社
忍
澂
和
尚
行
業
記
』
巻
上
に
は
、
忍
澂
が
清
水
の
観

音
菩
薩
を
礼
す
る
時
に
如
実
と
接
見
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。そ
こ
で
は「
京

師
鴨
水
善
導
寺
如
實
上
人
」
と
あ
り
、
そ
の
割
注
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

爲
リレ
人
ト
豪
俊	

自
リレ
幼
至
ルレ
マ
テ
老
ニ
。
好
テレ
學
ヲ
不
レ
饜
カ
。
有
リ二
能
クレ
ス
ル
ノ
詩
ヲ

聲ナ

一。
法
友
傳
誦
ス
。
嘗
テ
爲
ル二
師
ノ
影
像
ノ
贊
ヲ一
其
ノ
齡
ト
高
年
。
九
十
ノ
老
筆
。

辭
章
勞
烈
。
足
レ三
リ
以
テ
傳
ル二
ニ
世
ニ
於
無
窮
ニ一
其
ノ
詞
ハ
今
題
二
識
ス
于	

行
業
ノ

卷
末
。
輓
偈
ノ
左
方
ニ一
。
故
ニ
不
レ
載
セレ
玆
ニ
其
ノ
迨
テ二
耄
期
ニ一
。
益〵〳

壯
皆
ナ
類
スレ
（
（（
）

此
レ
。

つ
ま
り
如
實
上
人
の
人
柄
を
い
え
ば
勝
れ
た
器
量
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
、
幼
少
よ

り
老
齢
に
至
る
ま
で
、
学
を
好
み
満
足
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
詩
作
に
秀
で
て
名

声
が
あ
り
、
法
友
は
そ
の
詩
文
を
暗
誦
し
て
い
た
。
か
つ
て
忍
澂
師
の
影
像
に
贊
を

寄
せ
た
。
そ
れ
は
齢
九
十
歳
の
老
筆
に
よ
る
も
で
あ
っ
た
。
賛
文
は
忍
澂
師
の
功
績

を
よ
く
顕
彰
し
て
い
て
、
長
く
後
世
に
伝
え
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
贊

は
こ
の
行
業
記
の
巻
下
の
弔
詞
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
に
は
載
せ
て
い

な
い
。
老
齢
に
お
よ
ん
で
益
々
意
気
盛
ん
な
る
こ
と
は
全
て
に
わ
た
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
に
出
る
忍
澂
へ
の
賛
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

		

　
　

忍
澂
和
尚
像
贊
二
首　
　
　

憶
佛
居
九
十
翁
如
實	

個
ノ
老
和
尚
。
德
冠
タ二
リ
世
雄
ニ一
。
單
二
提
兎

念
佛
ヲ一
。
開
二
示
ス
羣
蒙
ニ一
。
考
二

證
兎

三
藏
ヲ一
。
鼎
二
新
ス
蓮
宮
ヲ一
。
道
容
卓
爾
ト
兎

無
シ二
餘
長
一。
輪
珠
一
串
ノ
家
風
。	

坐
臥
經
行
絶
ス

二
餘
念
ヲ
一。持
名
三
昧
度
ス

二
沈
淪
ヲ一
。戒
光
潔
白
ナ
リ
秋
江
ノ
月
。

獅
子
峯
頭
ニ
轉
ス二
法
輪
ヲ一
。〈
九
十
翁
ノ
事
ト
載
テ
在
リ二
于
行
業
上
卷
ノ
中
ニ一
天
麟

禪
師
ハ
黄
檗
山
獨
湛
和
尚
ノ
之
高
弟
ナ
リ（
（0
）

也
〉



一
〇
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

す
な
わ
ち
、
こ
の
老
和
尚
の
徳
は
世
雄
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
え
に

念
仏
の
法
門
を
以
て
多
く
の
蒙
昧
の
人
々
を
教
導
感
化
し
た
。
大
蔵
経
対
校
の
行
業

は
新
し
い
仏
堂
に
ま
こ
と
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
者
と
し
て
の
姿
は
抜
き

ん
で
て
い
て
他
に
勝
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
念
珠
一
玉
を
旧
い
馴
染
み
と
し
て
い
た
。

坐
臥
に
も
経
行
に
も
余
念
を
雑
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
執
持
名
号
に
よ
る
口
称
三

昧
に
よ
っ
て
難
度
の
苦
海
を
渡
っ
て
お
ら
れ
た
。
持
戒
の
生
活
が
放
つ
光
は
潔
白
で
、

秋
の
澄
ん
だ
月
光
を
水
面
に
映
す
よ
う
で
あ
っ
た
。
説
法
獅
子
吼
の
先
頭
に
立
っ
て

法
輪
を
転
じ
て
お
ら
れ
た
。〔
割
註
〕
こ
の
忍
澂
へ
の
如
実
の
賛
は
『
行
業
記
』
巻

上
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
天
麟
禅
師
と
は
獨
湛
の
高
弟
子
の
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
天
麟
は
『
近
代
諸
上
善
（
（（
）

人
詠
』
と
『
授
手
堂
浄
（
（（
）

土
詩
』
を
編
纂
し
て
い

る
。と

こ
ろ
で
善
導
寺
に
は
黄
檗
の
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
獨
湛
も
深
く
敬
慕

し
て
い
た
蓮
池
大
師
雲
棲
（
（（
）

袾
宏
（
一
五
三
五
～
一
六
一
五
）
の
肖
像
画
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
軸
表
装
の
裏
面
に
は
「
雲
棲
大
師　

獨
湛
和
尚
賛　

京
師
善
導
寺
如

實
」
と
書
か
れ
、
ま
た
そ
の
箱
書
き
に
も
同
筆
で
「
雲
棲
大
師
像　

黄
檗
四
世
獨
湛

賛　

善
導
寺
如
實
」
と
あ
る
。
こ
の
彩
色
の
肖
像
画
は
江
戸
時
代
中
期
に
京
都
で
活

躍
し
た
絵
師
で
善
導
寺
に
墓
が
あ
る
山
口
雪
渓
（
一
六
四
八
～
一
七
三
二
）
の
筆
に

な
る
も
の
で
あ
る
。

雲棲袾宏の肖像（山口雪渓画）善導寺蔵

萬
法
師
者
諸
家
準
縄
炎
炎
火
宅
斤
斤
蓮
邦

つ
ま
り
、「
萬
法
の
師
と
な
る
も
の
は
仏
家
の
規
矩	

で
あ
る
。（
そ
の
規
範
を
行

ず
る
者
は
）	

炎
炎
と
燃
え
盛
る
火
宅
で
浄
土
を
明
察
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

で
獨
湛
は
雲
棲
袾
宏
の
学
識
と
浄
土
教
化
に
つ
い
て
讃
え
て
い
る
。

如
実
は
隠
元
と
共
に
来
朝
し
、
隠
元
入
寂
後
に
そ
の
『
広
録
』
や
『
隠
元
禅
師
年

譜
』
を
編
纂
し
た
弟
子
の
南
源
性
派
（
一
六
三
一
～
一
六
九
二
）
と
も
交
友
が
あ
っ

た
。
南
源
の
語
録
に
は
善
導
寺
や
如
実
に
関
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
南
源
の

弟
子
道
曜
が
編
纂
し
た
『
南
源
禅
師
芝
林
集
』
全
二
十
四
巻
に
は
高
泉
の
序
が
置
か

れ
て
い
る
。
そ
の
巻
第
一
で
は
如
実
の
人
柄
を
次
の
よ
う
に
讃
え
て
い
る
。

　
　
　

過
二
善
導
寺
一
贈
二
如
實
上
人
一

　

以
レ
德
而
化
スレ
人
所
レ

趨
オ
モ
ム
ク

無
レ
不
レ
吉
ナ
ラ
以
レ
善
而
導
クレ
人
所
ハレ
貴
フ
行
眞
實

君
也
際
テ二
澆
時
一
揮
レ
戈
揚
二
佛
日
一
念
スレ
レ
ハ
佛
佛
現
前
佛
光
從
レ
口
出
廣
化
兎二



一
〇
一

　
　
　
　
黄
檗
僧
と
洛
陽
善
導
寺

長
安
ノ
民
一
樂
ハレ
シ
メ
テ
善
咸〳
〵

歸
レ
一
ニ
拽
レ
杖
我
重
來
蓮
開
テ
香
滿
レ（
（（
）

室
ニ

　

つ
ま
り
南
源
が
善
導
寺
を
訪
れ
て
、
如
実
に
贈
っ
た
五
言
古
に
、「
如
実
上
人
は

徳
を
も
っ
て
人
々
を
教
化
す
る
。
如
実
上
人
が
趣
く
と
こ
ろ
に
は
必
ず
吉
祥
が
も
た

ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
善
」
を
も
っ
て
人
々
を
「
導
」
く
か
ら
で
あ
る
。
如
実
上
人

の
貴
い
所
以
は
、
そ
の
行
が
真
実
で
尊
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
る
。
人
情
が
薄
く
な
っ

た
末
世
に
遭
遇
し
て
迷
妄
の
闇
を
破
す
智
慧
の
戈
を
ふ
る
っ
て
仏
の
慈
悲
の
日
を
世

に
現
し
た
。「
仏
を
念
ず
れ
ば
仏
が
現
前
す
る
。
仏
の
口
よ
り
光
明
が
出
る
」
と
い

う
徳
で
長
安
の
人
々
を
広
く
教
化
し
、
善
を
願
わ
し
め
、
こ
と
ご
と
く
阿
弥
陀
一
仏

に
帰
依
さ
せ
た
、
そ
の
善
導
大
師
の
教
え
が
伝
わ
る
善
導
寺
に
私
が
掛
錫
し
、
た
び

た
び
訪
れ
る
と
そ
こ
に
は
人
中
の
芬
陀
利
華
の
香
り
が
室
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
」。

こ
こ
で
南
源
は
如
実
の
念
仏
者
と
し
て
の
人
柄
を
称
え
る
の
に
、「
善
」
と
「
導
」

の
二
文
字
を
用
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
末
世
に
お
け
る
教
化
の
姿
を
善
導
に
重
ね
合

わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
南
源
は
ま
た
如
実
を
次
の
よ
う
に
讃
え
て
い
る
。

過
ク二
善
導
寺
ニ一
贈
ル二
如
實
上
人
一

壽
光
學
士
久
ク
聞
クレ
名
ヲ
喜
ヒ
得
タ
リ
今
朝
一
咲
兎

迎
ル
ヿ
ヲ
四
壁
ノ
圖
書
標
シ二

韻
致
ヲ一
滿
懐
ノ
雪
月
富
ム二
生
平
ニ一
軒
開
テ
共
ニ
叙
フ
三
春
ノ
話
性
敏
二
能
ク
通
ス
兩

國
ノ
情
導
二
引
兎

兆
民
ヲ一
歸
ス二
正
信
ニ一
應
サレ
ニ
知
ル
道
價
ノ
重
二ヿ
ヲ

（
（5
）

連
城
一ヨ
リ

　

つ
ま
り
、「
久
々
に
浄
土
の
学
士
で
あ
る
如
実
の
名
を
聞
い
て
喜
び
を
感
じ
た
。

そ
れ
で
今
朝
を
ほ
ほ
え
み
を
以
て
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
四
方
の
書
架
に
あ
る
書

物
は
風
雅
な
趣
き
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。
雪
の
日
の
月
は
平
生
よ
り
も
心
に
満
ち

て
残
る
深
い
思
い
出
で
あ
る
。
軒
の
窓
を
開
き
共
に
め
ぐ
り
会
え
た
三
た
び
の
春
の

語
ら
い
を
し
な
が
ら
過
ご
し
た
。
如
実
上
人
は
明
敏
で
よ
く
両
国
の
心
に
通
じ
て
い

て
多
く
の
人
々
を
教
導
感
化
し
て
い
る
。
全
て
は
正
信
に
由
来
す
る
。
仏
道
の
価
は

連
城
よ
り
重
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」。
こ
こ
に
は
仏
法
が
流
伝
し
た
両
国
に

お
い
て
互
い
に
教
化
を
通
し
て
結
縁
し
た
南
源
と
如
実
の
善
知
識
と
し
て
の
交
流
が

み
ら
れ
る
。

　

ま
た
南
源
が
善
導
寺
で
お
斎
を
頂
い
た
そ
の
謝
辞
が
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

　
　

謝
二
善
導
寺
ノ
齋
一

兩
朝
丈
室
承
ク二
淸
供
ヲ一
數
里
看
レ
山
出
二
洛
陽
ヲ一
半
偈
裁
成
兎

勤
テ
致
レ
謝
歸

來
テ
尚
覺
齒
牙
ノ（
（（
）

香　

つ
ま
り
南
源
は
「
両
朝
方
丈
で
齋
食
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
遠
く
に
山
な
み
を

見
な
が
ら
洛
中
を
出
た
。
帰
途
、
程
よ
く
作
偈
を
し
、
仕
上
げ
て
謝
辞
と
し
た
。
自

坊
に
帰
っ
て
も
ま
だ
歯
牙
の
香
り
が
甦
っ
て
き
た
」
と
如
実
と
の
出
会
い
の
回
想
し

て
（
（（
）

い
る
。
こ
の
謝
辞
の
偈
に
あ
る
「
歯
牙
」
は
善
導
寺
に
奉
安
さ
れ
て
い
る
仏
牙
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仏
牙
に
関
し
て
多
く
の
黄
檗
僧
が
善
導
寺
を
訪
れ
、
讃
文
を
残

し
て
い
る
。

三
、
獨
湛
へ
の
如
実
の
香
語

獨
湛
が
入
寂
し
た
折
、
悦
山
が
そ
の
送
葬
の
儀
に
お
い
て
「
四
佛
事
法
語
」、
つ

ま
り
鎖
龕
、
掛
真
、
起
龕
と
進
塔
の
法
語
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
三
十
三
人
が
香
語



一
〇
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
蒐
集
し
て
『
挽
偈
稱
讚
淨
土
詠
』
が
編
集
さ
れ
て
い
る
。

三
十
三
人
の
中
唯
一
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
香
語
を
述
べ
て
い
る
の
が
如
実
で
あ
る
。

そ
の
香
語
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

其
三
十
一　
　
　

憶
佛
如
實
上
人

仰
見
ル
龜
毛
ノ
拂
。
一
麾
度
ス二
日
東
ヲ一
。
師
ハ
歸
二
寂
滅
ノ
樂
ニ一
。
人
ハ
惜
二
化
縁
ノ

終
ヲ一
。
天
樂
拂
キ二
雲
外
ニ一
。
玅
蕐
翻
ル二
室
中
ニ一
。
西
方
稱
二
上
首
ト一
。
扶
起
ス
願

王
ノ（
（（
）

風
。

　

　

す
な
わ
ち
、「
獨
湛
禅
師
が
手
に
し
た
払
子
を
仰
ぎ
見
れ
ば
、
そ
の
ひ
と
ふ
り
で

日
域
の
人
々
を
済
度
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
師
は
無
為
涅
槃
の
寂
滅
の
境

に
帰
入
さ
れ
た
。
人
々
は
そ
の
教
化
の
縁
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
。
今
は
天
楽

が
障
礙
の
雲
を
払
い
、
妙
華
が
室
中
に
な
び
い
て
い
る
。
師
は
西
方
浄
土
の
指
導
者

と
し
て
、
日
本
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
風
を
起
こ
さ
れ
た
」
と
獨
湛
を
た
た
え
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
如
実
は
黄
檗
僧
と
交
友
を
深
め
る
中
、「
作
福
念
仏
図
説
」
を
印
施

し
て
念
仏
教
化
に
つ
と
め
た
獨
湛
の
葬
儀
の
香
語
を
呈
す
る
ほ
ど
或
い
は
求
め
ら
れ

る
ほ
ど
黄
檗
と
の
交
流
を
も
ち
、
ま
た
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
隠
元
の
仏
牙
讃

　

隠
元
は
寛
文
六
年
に
後
水
尾
法
皇
か
ら
仏
舎
利
を
賜
っ
て
い
る
。「
黄
檗
山
佛
舎

利
記
」
に
は
釈
迦
牟
尼
仏
に
つ
い
て
「
以
テ二
三
昧
ノ
火
ヲ一
闍
二
維
ス
金
軀
ヲ一
火
光
ノ
中
舎

利
無
シレ
窮
リ
散
二
滿
兎

天
上
人
間
龍
宮
海
藏
ニ一
俾
ム三
天
龍
八
部
一
切
ノ
群
生
ヲ
兎

咸
沾
フ二
利

樂
ニ一
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
隠
元
の
仏
舎
利
観
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
釈
迦
牟

尼
仏
の
金
体
は
［
そ
の
大
慈
悲
力
に
よ
る
胸
中
か
ら
の
］
三
昧
の
火
に
よ
っ
て
荼
毘

に
さ
れ
、
仏
舎
利
は
多
く
の
地
に
分
散
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

生
類
に
利
楽
を
与
え
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
南
源
は
隠
元
の
伝
記
『
普
照
国
師
年

譜
』
を
編
纂
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
隠
元
が
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）、
八
十
一

歳
の
時
に
善
導
寺
の
仏
舎
利
に
寄
せ
た
讃
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
本
文
八
十
字
）。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

萬
徳
涅
槃
後
金
剛
不
壊

牙
分
身
塵
刹
々
利
済
徧
恒

沙
歴
尽
百
餘
國
瑞
鍾
善

導
家
見
聞
増
正
信
堅
固

玉
無
瑕
頂
戴
添
供
福
讃
揚

長
慧
芽
浄
因
結
浄
果
特

地
化
龍
蛇
継
述
金
剛
鍾

山
々
現
赤
霞
荘
厳
真
実
相

劫
石
永
無
涯

壬
子
季
冬
吉
旦
禮

善
導
寺
仏
牙

黄
檗
隠
元
琦
謹
讃

　
　

つ
ま
り
、「
萬
徳
円
満
の
釈
迦
如
来
が
涅
槃
に
入
ら
れ
た
後
、
そ
の
金
剛
不
壊
の

善導寺蔵



一
〇
三

　
　
　
　
黄
檗
僧
と
洛
陽
善
導
寺

歯
は	
、
無
数
の
国
土
に
分
散
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
利
養
と
救
済
は
数
限
り
な
い
国

土
に
遍
く
及
び
、
百
余
り
の
国
々
を
め
ぐ
り
尽
し
た
。
吉
祥
な
る
仏
舎
利
を
と
り
わ

け
敬
愛
し
た
の
は
善
導
寺
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
聞
す
れ
ば
正
信
が
増
長
し
、
そ
の
信

に
は
堅
固
な
玉
の
よ
う
に
瑕
な
ど
な
い
。
仏
歯
を
頂
戴
す
れ
ば
福
が
添
え
ら
れ
差
し

向
け
ら
れ
る
。
讃
め
た
た
え
れ
ば
智
慧
の
芽
が
育
つ
。
浄
因
を
修
す
れ
ば
浄
果
を
招

く
。
と
り
わ
け
佛
の
説
法
教
化
を
助
け
る
龍
蛇
と
化
し
て
、
金
剛
の
法
鐘
を
護
持
継

承
し
伝
え
て
行
く
こ
と
と
な
る
。
あ
た
か
も
山
々
に
夕
焼
け
が
美
し
く
現
出
す
る
よ

う
に
、
真
実
相
を
荘
厳
す
る
。
そ
の
様
子
は
終
わ
り
の
な
い
時
間
の
よ
う
に
ど
こ
ま

で
も
果
て
し
な
い
」
と
、
仏
教
東
漸
の
日
本
で
み
る
仏
舎
利
を
讃
嘆
し
て
い
る
。

　

こ
の
讃
と
ほ
ぼ
同
文
が
隠
元
の
語
録
で
あ
る
『
松
隠
老
人
随
録
』
に
「
洛
中
善
導

寺
佛
牙
讃
」（
八
十
字
）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
普
照
国
師
廣
録
』
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
（
六
十
字
）。

　

仏
舎
利
信
仰
は
イ
ン
ド
に
始
ま
り
広
く
仏
教
文
化
圏
に
及
ん
で
い
る
。
中
国
や
日

本
で
は
そ
こ
が
舎
利
放
光
な
ど
の
神
変
、
霊
験
、
感
応
伝
と
共
に
ま
と
め
ら
れ
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
中
国
で
は
道
宣
撰
の
『
廣
弘
明
集
』
巻
十
七
、
同
『
集
神
州

三
宝
感
通
録
』
巻
上
、道
世
撰
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
十
八
（
敬
塔
篇
）、巻
第
四
十
（
舎

利
篇
）、『
義
楚
六
帖
』
巻
之
一
（
入
滅
舎
利
）、清
代
の
妙
然
『
阿
育
王
舎
利
瑞
應
集
』、

ま
た
日
本
で
は
各
種
の
『
舎
利
講
式
』
や
仏
舎
利
奉
納
願
文
が
著
わ
さ
れ
た
り
、
書

か
れ
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
は
台
山
千
光
院
釋
義
宥
が
『
佛
舎
利
験
傳
』
二

（
（（
）

巻
を
撰
述
す
る
な
ど
、
仏
教
東
漸
の
国
に
舎
利
信
仰
盛
行
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
仏
牙
仏
舎
利
賛
文
の
背
景
に
も
そ
う
し
た
歴
史
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
隠
元
門
下
の
獨
湛
と
高
泉
の
仏
牙
賛
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

五
、
獨
湛
の
仏
牙
讃

　

獨
湛
は
如
實
と
交
流
す
る
中
で
善
導
寺
に
あ
る
舎
利
塔
を
見
聞
す
る
こ
と
に
な
る
。

黄
檗
山
萬
福
寺
に
も
、
隠
元
が
御
水
尾
法
皇
か
ら
頂
い
た
仏
舎
利
塔
が
あ
る
。
獨
湛

は
『
初
山
獨
湛
禅
師
語
録
』
そ
の
仏
舎
利
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

黄
檗
山
御
賜
佛
牙
舎
利
ノ
讃

齒
牙
一
具
骨
堅
貞
珠
玉
從
二リ
カ
何
ノ
所
一
出
生
ス
身
後
ノ
化
儀
埀
レ二
異
域
ニ一
光

中
ノ
機
感
攝
ス

二
羣
情
ヲ一
育
王
ノ
塔
樣
留
リ二
千
古
ニ一
律
主
ノ
神
交
在
リ二
片
誠
ニ一
解
二

佩
兎

兎
聖
躬
ヲ一
頒
テ
到
ルレ
此
ニ
檗
山
高
ク
與ト

二
竺
天
一（
（0
）

平
ナ
リ	

　

つ
ま
り
、「
一
具
の
仏
舎
利
、
そ
の
霊
骨
は
堅
貞
な
珠
玉
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ

か
ら
生
起
し
来
っ
た
の
か
。
釈
迦
如
来
は
入
滅
後
、
教
化
の
行
き
先
を
天
竺
以
外
に

も
差
し
向
け
ら
れ
た
。
仏
牙
舎
利
の
光
の
中
で
、
そ
れ
を
感
受
し
た
多
く
の
人
々
が

救
済
さ
れ
た
。
そ
れ
は
阿
育
王
塔
の
場
合
の
よ
う
に
千
古
に
わ
た
っ
て
留
ま
る
。
そ

こ
に
は
持
律
者
同
志
の
心
と
心
と
の
交
流
の
誠
が
あ
る
。
仏
牙
舎
利
の
謂
れ
が
よ
く

知
ら
れ
心
に
留
ま
り
、
分
か
た
れ
こ
の
萬
福
寺
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
黄
檗

山
の
気
高
き
こ
と
は
天
竺
と
等
し
い
」
と
、
宋
代
に
中
国
に
お
い
て
盛
ん
に
な
っ
た

阿
育
王
信
仰
の
流
れ
の
上
に
舎
利
塔
を
と
ら
え
て
い
る
。

獨
湛
は
善
導
寺
の
仏
牙
舎
利
に
も
賛
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。



一
〇
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

先
佛
垂
化
儀
一
歯
獨

留
遺
上
下
所
千
載
大

人
相
靡
移
堅
貞
玉
一

片
輪
紋
重
々
現
説
法

菩
提
場
出
光
如
初
電

擺
落
誰
聞
蔵
蔵
人
無

間
方
流
転
諸
國
土
福

利
在
扶
桑
豊
臣
法

使
臣
志
図
知
彊
界
豈

知
得
此
寶
無
價
酬
買

売
善
導
古
良
導

光
曽
吐
口
門
口
門
含

佛
歯
都
将
佛
祖
呑

顕
譽
大
徳
譽
日
親
尊

無
上
示
人
與
民
福
廣

開
大
心
量
我
願
諸
衆

生
證
坐
達
心
源
霊
住

願
眞
地
没
歯
無
怨
意

黄
檗
四
代
獨
湛
性
瑩

　
　
　

拝
書
于

獅
子
林
方
丈

善導寺蔵

す
な
わ
ち
、「
先
佛
は
教
化
の
方
便
を
垂
れ
、
た
だ
一
歯
を
こ
の
世
に
留
め
遺
さ

れ
た
。
上
下
を
尽
く
し
て
千
年
、
大
人
相
そ
の
も
の
は
移
り
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

堅
き
如
意
珠
の
一
片
は
、
意
の
ま
ま
に
法
輪
の
形
象
を
た
び
た
び
現
し
、
菩
提
説
法

の
道
場
で
は
、
光
を
出
だ
す
こ
と
雷
鳴
の
初
め
の
電
光
の
よ
う
で
あ
る
。
宝
閣
を
開

い
て
誰
が
法
蔵
に
預
か
り
聞
く
の
だ
ろ
う
。
人
を
懐
き
包
む
こ
と
に
定
ま
っ
た
方
角

な
ど
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
土
を
流
転
し
て
、
い
ま
そ
の
福
利
の
糧
は
扶
桑
に
あ
る
。

豊
臣
公
の
命
を
受
け
た
家
臣
は
、
自
分
の
力
の
及
ぶ
範
囲
を
知
ろ
う
し
た
。
ど
う
し

て
こ
の
舎
利
の
入
手
に
よ
っ
て
、
売
買
に
よ
る
報
酬
な
ど
が
価
値
あ
る
も
の
で
は
な

い
と
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
。
善
導
大
師
は
古
よ
り
人
々
を
良
く
仏
道
に
導
く

人
で
あ
っ
た
。
曽
て
仏
の
光
が
念
仏
す
る
善
導
の
口
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
。
そ
の
口

に
は
三
十
二
相
の
一
つ
に
あ
る
仏
歯
が
含
ま
れ
、
念
仏
は
仏
祖
を
呑
み
込
ん
で
い
た

か
の
よ
う
で
あ
る
。
顕
譽
大
徳
如
實
上
人
は
、
広
く
親
し
み
尊
ば
れ
る
こ
と
こ
の
上

も
な
い
。
人
民
に
福
を
示
す
の
に
、
大
い
な
る
心
量
を
開
か
れ
た
。
私
が
人
々
に
願

う
こ
と
は
、
万
有
根
源
の
心
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
霊
性
の
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
は

そ
の
よ
う
な
真
実
の
地
を
願
っ
て
い
る
。
仏
歯
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
何
ら

無
念
の
お
も
い
は
な
い
」。
こ
の
獨
湛
の
善
導
寺
の
賛
文
に
は
、
大
唐
に
相
い
伝
え

ら
れ
て
い
た
と
い
う
善
導
の
弥
陀
化
身
説
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

六
、
高
泉
の
仏
牙
銘

萬
福
寺
第
五
世
高
泉
の
語
録
の
一
つ
に
門
弟
子
道
享
・
道
清
編
録
の
『
高
泉
禅
師

洗
雲
集
』
二
十
巻
が
あ
る
。
そ
の
中
に
巻
第
十
五
と
第
十
六
に
「
銘
」
が
蒐
集
さ
れ

て
い
る
。
巻
第
十
六
に
は
善
導
寺
の
仏
牙
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
銘
を
書
い
て
い
る
。



一
〇
五

　
　
　
　
黄
檗
僧
と
洛
陽
善
導
寺

佛
牙
銘
并
序

　

洛
陽
ノ
善
導
寺
ニ
有
二
佛
牙
一
體
方
ニ
兎

而
竪
長
二
寸
許
リ
濶
サ
二
指
色
如
二

紫
金
ノ一
牙
ノ
端
ニ
有
二
卍
字
一
如
二
籀
文
ノ一
根
分
二
三
一
支
頭
ニ
有
二
圓
ナ
ル
孔
一
相

傳
フ
先
將
軍
征
二ス
ル
三
韓
一
旹
得
ト
三
韓
又
得
リレ
自
二
身
毒
一
計
ル
ニ
今
將
二
三
千

載
一ナ
ラ
ン
ト
嘗
テ
置
ニ
水
晶
ノ
宰
堵
波
ノ
中
一
人
天
鬼
神
ノ
所
ニ二
共
ニ
瞻
仰
ス一
寺
僧

請
レ
造
レヿ
ヲ
銘
爲
ニレ
之
銘
兎

曰

　

我
聞
三
界
ノ
師
滅
二
度
ス
跋
提
ノ
側
一
自
運
二ラ

兎

三
昧
ノ
火
一
闍
二
維
ス
眞
金
色
一

火
後
ノ
設
利
羅
不
ト二
翅
サ
ハ
千
萬
億
一ノ
ミ
ナ
ラ
遺
レ二
來
テ
此
ノ
一
牙
一
展
轉
兎

傳
二
三

域
一
希
有
ナ
ル
ヲ
勝
二レ
リ
優
曇
一
千
生
難
二
丹
得
一
爰
ニ
來
索
ム二
我
銘
一
須
彌
ヲ
研
テ

爲
レ
墨
ト
寫
兎

至
冫二
劫
盡
ル
旹
一
究
竟
非
レ
可
ニレ
極
莫
レ
若
レク
ハ
返
二ル
ニ
自
心
ニ一
心
明
ニ

兎

全
ス二
萬
徳
一
囘
テ
觀
二ル
ニ
此
一
枚
一
非
レ
離
亦
非
レ（
（（
）

即　

つ
ま
り
、
洛
陽
の
善
導
寺
に
仏
牙
が
あ
る
。
方
形
で
そ
の
寸
法
は
竪
は
二
寸
ば
か

り
、
広
さ
が
二
指
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
色
は
紫
金
の
よ
う
で
あ
る
。
端
に
卍
字
が
あ
り

書
体
の
籀
文
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
け
ね
は
三
つ
に
分
か
れ
て
そ
の
頭
に
円
い
孔
が
あ

る
。
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
朝
鮮
か
ら
得
た
も
の
で
、
朝
鮮
は
ま
た
イ
ン
ド
か
ら

得
た
も
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
今
か
ら
三
千
年
が
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
か
つ

て
水
晶
の
小
塔
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
人
天
鬼
神
は
共
に
仰
ぎ
敬
慕
し
た
。
善
導
寺

の
住
持
に
請
わ
れ
て
次
の
よ
う
な
銘
を
作
っ
た
。「
釈
尊
が
跋
提
河
の
ほ
と
り
で
入

滅
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
自
ら
三
昧
の
火
を
め
ぐ
ら
さ
れ
て
真
金
色
の
荼
毘
に
付

さ
れ
た
。
火
葬
の
後
、
舎
利
は
分
散
さ
れ
る
こ
と
千
万
億
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
一
牙
を
遣
わ
し
来
た
し
、
三
国
に
め
ぐ
り
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
希
有
な
る
こ
と

は
優
曇
華
に
も
勝
っ
て
い
た
。
千
生
を
経
て
も
そ
の
ま
ご
こ
ろ
を
受
持
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
こ
こ
に
善
導
寺
よ
り
私
に
仏
牙
の
銘
を
求
め
ら
れ
た
。
須
弥
山
を
研
い
て

墨
と
し
、
書
い
て
劫
尽
の
時
に
至
る
と
も
、
そ
の
ま
ご
こ
ろ
を
極
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
仏
道
を
求
め
る
自
心
を
返
照
す
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
心
を
明
ら
め
て

万
徳
を
全
う
し
、
そ
れ
を
以
て
こ
の
舎
利
一
枚
を
よ
く
観
察
す
れ
ば
、
仏
の
ま
ご
こ

ろ
と
非
離
非
即
で
あ
る
」
と
三
国
を
渡
っ
て
洛
陽
の
善
導
寺
に
奉
安
さ
れ
て
い
る
仏

牙
舎
利
を
讃
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

善
導
寺
の
目
録
の
「
什
寶
及
文
詞
」
に
は
、
先
に
あ
げ
た
隠
元
の
「
善
導
寺
佛

牙
賛
」
一
軸
や
獨
湛
の
「
善
導
寺
佛
牙
賛
」
一
軸
の
他
に
、
黄
檗
僧
の
次
の
も
の
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。

善
導
寺
佛
牙
記
及
賛　

黄
檗
諸
禅
師
作　
　
　

貮
巻

　

題
辞
木
庵　
　

記
及
賛
南
源　
　
　

賛
大
眉
善

　

賛
獨
孔
獅　
　

賛
高
泉　
　
　
　
　

賛
栢
岩

　

賛
悦
山　
　
　

賛
惟
一
實　
　
　
　

賛
月
潭

　

賛
東
巌

善
導
教
寺
八
景
詩　
　

南
源
律
師
作　
　
　

壱
巻

こ
の
『
善
導
寺
佛
牙
記
及
賛　

黄
檗
諸
禅
師
作
』
一
巻
の
内
容
は
、
善
導
寺
の
仏

牙
に
対
し
て
、
萬
福
寺
第
二
代
木
庵
性
瑫
（
一
六
一
一
～
一
六
八
四
）
の
題
辞
、
南

源
性
派
の
記
と
賛
、
隠
元
の
弟
子
に
な
っ
て
最
後
ま
で
付
き
添
っ
た
大
眉
性
善
（
一

六
一
六
～
一
六
七
三
）
の
賛
、
隠
元
の
命
を
承
け
舎
利
殿
に
移
り
住
ん
だ
獨
吼
性
獅



一
〇
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
一
六
二
四
～
一
六
八
八
）、
萬
福
寺
第
五
代
高
泉
性
潡
（
一
六
三
三
～
一
六
九
五
）、

書
画
に
秀
で
て
、
施
餓
鬼
の
本
を
刊
行
し
た
柏
岩
性
節
（
一
六
三
四
～
一
六
七
三
）、

萬
福
寺
第
七
代
悦
山
道
宗
（
一
六
二
九
～
一
七
〇
九
）、『
楞
厳
経
』
と
『
華
厳
経
』

お
よ
そ
二
百
巻
を
血
書
し
た
惟
一
道
實
（
一
六
二
〇
～
一
六
九
二
）
日
本
人
の
黄
檗

僧
で
直
指
庵
の
第
二
世
月
潭
道
澄
（
一
六
三
六
～
一
七
一
三
）
と
龍
渓
の
弟
子
東
巌

（
生
没
不
詳
）
等
、
黄
檗
の
諸
僧
が
善
導
寺
の
仏
牙
に
対
し
て
賛
を
述
べ
て
一
巻
に

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
善
導
寺
は
仏
牙
を
通
し
て
黄
檗
山
萬
福
寺
歴

代
高
僧
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
善
導
寺
の
目
録
「
什
寶

及
文
詞
」
の
項
目
に
は
「
善
導
寺
佛
牙
記
〈
泉
涌
寺
雲
龍
院
如
周
律
師
作
〉
壱
巻
」

と
い
う
、
泉
涌
寺
と
の
交
流
を
伺
う
文
書
も
伝
わ
る
。
こ
れ
に
は
正
保
二
年
（
一
六

四
五
）
二
月
十
八
日
の
日
付
が
あ
る
。
如
周
（
一
五
九
四
～
一
六
四
七
）
の
仏
牙
舎

利
由
来
記
に
よ
れ
ば
、
仏
舎
利
は
「
濁
世
滅
罪
之
導
師
」「
供
養
舎
利
与
如
来
供
養

功
徳
正
等
無
異
」
な
ど
と
そ
の
霊
用
が
記
さ
れ
て
い
る
。
泉
涌
寺
は
皇
室
ゆ
か
り
の

寺
院
で
あ
り
、
雲
龍
院
は
そ
の
別
院
で
あ
る
。
境
内
の
仏
舎
利
殿
に
は
開
基
俊
芿
律

師
の
弟
子
湛
海
が
南
宋
慶
元
府
の
白
蓮
寺
よ
り
将
来
し
た
と
い
う
仏
舎
利
が
奉
安
さ

れ
て
い
る
。
隠
元
の
日
本
人
で
最
初
の
弟
子
龍
渓
性
潜
は
後
水
尾
天
皇
に
講
説
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
帰
依
を
受
け
、
勅
願
寺
で
あ
っ
た
日
野
の
正
明
寺
の
住
持
と
な

っ
た
。
ま
た
龍
渓
は
隠
元
を
日
本
に
留
め
る
た
め
四
回
に
わ
た
っ
て
江
戸
に
赴
き
、

そ
の
尽
力
で
宇
治
の
土
地
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
た
。信
空
の
弟
子
敬
西
房
信
瑞
は『
明

義
進
行
集
』
や
『
廣
疑
瑞
決
集
』
の
編
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
泉
涌
寺
俊

芿
の
伝
記
『
泉
涌
寺
不
可
棄
法
師
伝
』
一
巻
も
残
し
て
い
る
。
知
恩
院
宮
門
跡
第
一

代
は
泉
涌
寺
と
関
わ
り
の
深
い
良
純
法
親
王
（
一
六
〇
四
～
一
六
六
九
）
で
あ
る
が
、

善
導
寺
も
そ
う
し
た
方
面
で
の
関
係
で
、
ま
た
仏
舎
利
奉
安
寺
院
と
し
て
泉
涌
寺
と

も
交
流
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

　
註

（
（
）
隠
元
は
渡
来
の
際
「
臨
濟
正
宗
」
と
標
榜
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
臨
済
正
宗
黄
檗
派

と
言
い
、
明
治
九
年
、
臨
済
宗
か
ら
一
宗
と
し
て
独
立
、
以
後
「
黄
檗
宗
」
を
公
称
し

て
い
る
。

（
（
）
隠
元
が
日
本
に
来
た
当
時
は
徳
川
幕
府
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
禁
教
令
と
鎖
国
令

を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
長
崎
で
は
中
国
商
人
の
出
入
り
は
頻
繁
で
あ
っ
た
。
そ
の
中

国
出
身
者
が
興
福
寺
、
福
済
寺
、
崇
福
寺
と
三
福
寺
を
長
崎
に
建
立
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
隠
元
の
存
在
を
知
っ
た
臨
済
の
僧
た
ち
が
日
本
に
招
こ
う
と
し
た
。（
竹
貫
元
勝

『
日
本
禅
宗
史
』）。

（
（
）
拙
著
『
黄
檗
禅
と
浄
土
教　
　

萬
福
寺
第
四
祖
獨
湛
の
思
想
と
行
動
』
一
八
頁
。

（
（
）
伊
丹
郷
町
の
支
配
者
近
衛
家
近
世
の
伊
丹
郷
町
に
最
も
関
係
の
深
い
領
主
は
近
衛
家

で
あ
る
。
元
和
三
年（
一
六
一
七
）九
月
七
日
徳
川
幕
府
か
ら
う
け
た
朱
印
状
で
は
、
近

衛
家
は
山
城
国
宇
治
郡
五
箇
庄
村
・
寺
戸
村（
一
部
）浄
土
寺
村
に
お
い
て
一
七
九
七
石

を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
寛
永
十
九
年（
一
六
四
二
）寺
戸
村.

浄
土
寺
村
は

公
収
さ
れ
、
そ
れ
に
替
え
て
山
城
国
久
世
郡
樽
概
麟
村（
一
部
）が
与
え
ら
れ
た
の
で
、

近
衛
家
は
以
後
五
箇
庄
村
と
枇
杷
庄
村
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　

と
こ
ろ
が
、
明
よ
り
渡
来
し
た
隠
元
禅
師
が
万
治
二
年（
一
六
五
九
）黄
檗
山
万
福
寺

を
創
立
し
た
の
に
伴
い
、
五
箇
庄
村
の
地
を
そ
の
寺
地
と
す
る
た
め
に
、
幕
府
は
寛
文

元
年（
一
六
六
一
）近
衛
家
領
五
箇
庄
村
を
公
収
し
た
。
そ
し
て
そ
の
替
え
地
と
し
て
伊

丹
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
寛
文
元
年
近
衛
家
の
所
領
は
山
城
国
枇
杷
庄
村
の
う

ち
に
お
い
て
三
九
四
石
八
斗
余
と
伊
丹
郷
町
の
う
ち
に
お
い
て
一
四
〇
二
石
三
斗
、
合

わ
せ
て
一
七
九
七
石
余
と
な
っ
て
、
伊
丹
と
の
関
係
が
は
じ
め
て
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
伊
丹
市
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
集
『
伊
丹
市
史
』
二
巻
五
〇
頁
。

（
5
）『
本
山
歴
代
戒
壇
執
事
記
』（
京
都
萬
福
寺
所
蔵
）。
駒
澤
大
学
曹
洞
宗
教
化
研
究
所『
共

同
研
究　

授
戒
会
の
歩
み
と
伝
道
』（
一
九
七
四
年
出
版
）
に
よ
る
と
、
授
戒
に
関
し
て

曹
洞
宗
に
刺
戟
を
与
え
た
の
は
中
国
黄
檗
宗
の
道
者
超
元
（
一
六
〇
二
～
一
六
六
二
、



一
〇
七

　
　
　
　
黄
檗
僧
と
洛
陽
善
導
寺

隠
元
の
法
弟
亘
信
の
弟
子
、
隠
元
よ
り
五
年
前
に
来
日
、
長
崎
崇
福
寺
の
住
持
）
と
隠

元
の
来
朝
で
あ
る
。
隠
元
が
萬
福
寺
で
開
い
た
授
戒
会
に
多
く
の
曹
洞
宗
侶
が
参
詣
受

戒
す
る
た
め
会
下
に
参
じ
た
。
第
一
会
と
第
二
会
の
授
戒
の
受
者
は
五
百
人
、
第
三
会

の
授
戒
の
受
者
は
千
人
で
あ
っ
た
と
『
弘
戒
法
儀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
照
山
元
瑤
の
後
水
尾
法
皇
の
肖
像
画
が
萬
福
寺
に
あ
る
。

（
（
）
龍
渓
性
潜　

俗
姓
は
奥
村
氏
。
京
都
の
出
身
。
八
歳
で
東
寺
に
入
っ
て
密
教
を
習
う
。

十
六
歳
の
時
、
摂
津
国
普
門
寺
で
出
家
し
て
宗
琢
と
改
名
。
元
和
六
年
普
門
寺
の
第
九

代
の
住
持
と
な
る
。
慶
安
四
年
五
十
歳
で
妙
心
寺
の
住
持
に
就
任
し
、
紫
衣
を
賜
っ
た
。

そ
の
後
退
隠
し
て
再
び
普
門
寺
に
戻
っ
た
。
承
応
三
年
中
国
か
ら
隠
元
が
来
日
す
る
と
、

そ
の
弟
子
と
な
る
。
明
暦
三
年
に
は
後
水
尾
天
皇
に
講
説
を
行
い
、
天
皇
の
帰
依
を
受
け
、

大
宗
正
統
禅
師
の
勅
号
を
賜
っ
た
。
龍
渓
は
隠
元
を
日
本
に
留
め
る
た
め
四
回
に
わ
た

っ
て
江
戸
へ
行
き
、
宇
治
の
土
地
を
賜
る
こ
と
に
な
る
。
龍
渓
は
隠
元
の
も
と
で
宇
治

黄
檗
山
萬
福
寺
の
建
立
を
助
け
、
日
本
に
お
け
る
黄
檗
宗
の
開
宗
に
尽
力
し
た
。
寛
文

三
年
性
潜
に
改
め
て
い
る
。
寛
文
四
年
法
皇
と
な
っ
た
後
水
尾
帝
の
勅
願
寺
で
あ
っ
た

日
野
の
正
明
寺
の
住
持
と
な
っ
た
。
寛
文
九
年
日
本
人
初
の
隠
元
の
嗣
法
者
と
な
っ
た
。

（
（
）
松
隠
堂
は
隠
元
が
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
萬
福
寺
の
住
職
を
退
い
た
の
ち
居
住

し
た
と
こ
ろ
。
開
山
堂
、
舎
利
殿
、
客
殿
、
通
玄
門
、
寿
蔵
な
ど
の
建
物
が
あ
る
。

（
（
）『
行
略
』
十
二
丁
左
。〈『
獨
湛
全
集
』
第
四
巻
四
九
二
頁
〉。

（
（0
）『
続
日
本
高
僧
伝
』
巻
九
（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
六
四
巻
史
伝
部
三
・
七
三
頁
）。

（
（（
）
善
導
大
師
自
画
像
は
他
に
兵
庫
県
加
東
市
の
光
明
寺
に
も
伝
わ
る
、
し
か
し
両
像
は

異
な
っ
て
、
光
明
寺
の
方
は
立
っ
た
肖
像
で
あ
り
、
京
都
善
導
寺
の
は
椅
座
し
て
い
る
。

（
（（
）『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』
第
二
冊	

山
城　
〈『
続
浄
』
一
八
、
三
二
下
〉

（
（（
）
○
法
雲
寺　

淸
水
山
號
洗
心
院　

同
末
同
州
洛
陽　

起
立
永
祿
十
丁
卯
年　

開
山
源

蓮
社
然
譽
淸
善
上
人
慶
長
九
甲
辰
年
二
月
廿
三
日
寂
〈『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』
第
二
冊	

山
城

　

四
十
四
冊
『
続
浄
』
一
八
、
三
二
下
〉
現
在
地
、
中
京
区
河
原
町
通
二
条
上
ル
清
水
町
。

（
（（
）『
鎌
倉
光
明
寺
志
』
摂
門
〈『
浄
全
』
十
九
、
六
五
二
上
〉。

（
（5
）『
続
浄
』
一
九
、
六
七
九
下
〉
現
在
地
、
右
京
区
梅
ケ
畑
高
鼻
町
、
京
都
教
区
嵯
峨
組
。

（
（（
）『
善
導
寺
縁
起
』
に
現
在
地
の
寄
進
者
は
長
谷
川
重
兵
衛
と
あ
る
、
ま
た
移
転
は
天
明

の
大
火
で
元
の
善
導
寺
が
焼
失
し
た
か
ら
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

（
（（
）
如
実
は
『
集
成
光
明
善
導
大
師
別
傳
纂
註
』
に
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
序
を
寄

せ
て
、
そ
し
て
「
忍
澂
和
尚
像
賛
」
二
首
を
書
い
て
い
る
。

（
（（
）『
本
朝
古
今
新
増
書
畫
便
覽
』
百
十
六
右
（
シ
之
部
）。『
本
朝
古
今
新
増
書
畫
便
覽
』

は
建
暦
建
久
よ
り
幕
末
ま
で
の
書
画
家
の
い
ろ
は
引
人
名
辞
典
で
あ
る
。
河
津
山
白
原
輯
、

二
木
肇
美
補
訂
、
桜
井
匡
直
増
補
。
刊
記
に
は
、
文
化
十
五
年
春
原
刻
、
文
久
二
年
春
再

刻
と
あ
る
。
こ
の
本
の
「
コ
の
部
」（
八
十
四
右
）
に
は
獨
湛
と
交
友
が
あ
っ
た
古
礀
（
一

六
五
二
～
一
七
一
七
）
も
あ
げ
て
い
る
。（
国
会
図
書
館
所
蔵
）

（
（（
）
珂
然
『
忍
澂
和
尚
行
業
記	

』
巻
上
、
十
二
左
（
佛
教
大
学
図
書
館
所
蔵
）（『
浄
全
』

一
八
、
八
）

（
（0
）
珂
然
『
忍
澂
和
尚
行
業
記	

』
巻
下
、三
十
七
右
（
佛
教
大
学
図
書
館
所
蔵
）（『
浄
全
』

一
八
、
四
十
七
）（（.（（

上
。

（
（（
）
拙
著
六
三
頁
。

（
（（
）
拙
著
八
一
頁
。

（
（（
）
獨
湛
は
雲
棲
袾
宏
の『
山
房
雑
録
』を
引
用
し
て『
勧
修
作
福
念
仏
図
説
』を
著
し
、『
當

麻
図
記
』
の
後
に
『
縁
起
説
』
の
後
に
「
悔
し
い
の
は
雲
棲
袾
宏
が
こ
の
曼
陀
羅
を
見

て
い
な
い
こ
と
な
の
で
一
幅
を
描
き
雲
棲
大
師
の
塔
堂
に
寄
進
し
た
」
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
棲
袾
宏
を
敬
著
し
て
い
る
。（
拙
著
第
四
章
四
節
、
五
節
参
照
）

（
（（
）『
南
源
禅
師
芝
林
集
』
巻
第
一
（
黄
檗
宗
萬
福
寺
所
蔵
）。

（
（5
）『
南
源
禅
師
芝
林
集
』
巻
第
三
（
黄
檗
宗
萬
福
寺
所
蔵
）。

（
（（
）『
南
源
禅
師
芝
林
集
』
巻
第
十
一
（
黄
檗
宗
萬
福
寺
所
蔵
）。

（
（（
）
南
源
の
語
録
の
中
に
他
に
次
に
あ
げ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

善
導
寺
如
實
上
人
ハ
乃
淨
邦
領
袖
也
歳
暮
以
テレ
詩
致
レ
慰
依
テレ
韵
荅
之

導
テレ
人
歸
二
至
善
ニ一
上
國
羨
二
君
賢
ナ一
ル
ヿ
淨
放
テ二
青
蓮
ノ
眼
一
遥
ニ
馳
ス
白
雪
ノ
篇
韵
高
兎

人
和
ス

ル
ヿ
寡
ク
歳
晩
テ
節
彌〳
〵

堅
以
レ
道
互
ニ
相
照
何
分
シ二
南
北
ノ
天
一　
（『
南
源
禅
師
芝
林
集
』
巻

第
三
）

　
　
　
　

重
過
二
善
導
寺
一
贈
二
實
長
老
一

淨
社
多
年
養
二
淨
身
一
直
將
テ二
斯
ノ
道
一
覺
二
斯
ノ
民
一
眷
テレ
予
片
念
惟
存
レ
實
一
度
登
テレ
堂
一

度
親
シ　
（『
南
源
禅
師
芝
林
集
』
巻
第
十
二
」）

　
　
　
　

重
過
二
善
導
寺
ニ一
贈
二
實
長
老
一



一
〇
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

善
導
ノ
實
上
人
。
道
行
全
眞
實
。
法
門
二
十
秋
。
予
也
稱
莫
逆
年
來
重
振
化
儀
新
内
苑

別
ニ
開
二
青
蓮
室
ヲ一
。
招
二
得
宗
雷
白
社
ノ
贒
ヲ一
。
遠
公
ノ
遺
韻
争
追
述
ス
。
觀
光
一
枚
我

重
ニ
來
。
紀
在
二
丙
寅
春
仲
ノ
日
一
堂
前
ノ
八
景
目
從
容
。
圖
晝
天
開
テ
非
レ
假
レ
筆
ヲ
。
台

岳
雲
歸
迎
レ
客
ヲ
忙
。
暢
川
流
潟
應
レ
機
疾
。
撃
レ
節
祇
林
爲
二
賞
音
一。
起
レヿ
ハ
家
代
日
ハ
有
二

龍
孫
ノ
出
ル　
（『
南
源
禅
師
芝
林
集
』
巻
第
十
七
）

　

善
導
寺
ノ
八
景
有
引

蓮
室
ニ
標
シレ
名
道
香
徧
布
ク
竹
林
ニ
撃
チレ
節
聲
價
彌
増
ス
觀
二
東
山
之
暁
日
一
而
倐
ト
兎

爾
開
クレ

懐
望
二
台
獄
之
歸
雲
ヲ一
乃
沛
ト
兎

然
欲
レ
雨
ラ
ン
但
令
二
神
社
ヲ
兎

香
烟
不
レ
斷
一
管
二
取
ス
鴨
川
ノ

法
澤
長
ニ
流
ヿ一
市
民
レ
歸
レ
化
ニ
追
二
囘
シ
舎
衛
之
風
一
如
意
擲
珠
直
ニ
潟
二
縣
崖
之
瀑
ヲ一
此
レ

洛
東
善
導
教
寺
之
八
景
也
其
ノ
住
持
如
實
長
老
乃
法
中
ノ
柱
石
天
資
挺
出
行
誼
卓
タ
リ
然

年
來
中
二
與
シ
是
ノ
刹
一
列
景
重
重
ナ
リ
請
レ
題
二セ
ン
ヿ
其
後
ニ一
筆
レ兎

此　

應
レ
命
ニ　
（『
南
源
禅
師

芝
林
集
』
巻
第
十
四
）。

（
（（
）『
挽
偈
稱
讚
淨
土
詠
』
七
右
（『
獨
湛
全
集
』
第
三
巻（（（

）。

（
（（
）
本
稿
に
関
連
す
る
人
と
し
て
は
泉
涌
寺
湛
海
上
人
、
浄
土
宗
に
関
連
す
る
人
と
し
て

は
澄
禅
上
人
、
浄
土
教
に
関
連
す
る
人
と
し
て
は
空
也
上
人
、
釋
暁
印
、
釋
永
観
、
釋

宣
澄
、（
上
巻
）
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（0
）『
初
山
獨
湛
禅
師
語
録
』
侍
者
道
越
記
録
、
四
十
八
右
（『
獨
湛
全
集
』
第
一
巻
、5（（

）。

仏
舎
利
を
め
ぐ
る
感
応
に
つ
い
て
は
、
長
岡
龍
作
「
隋
仁
寿
舎
利
塔
と
青
州
勝
福
寺
址
」

（
氣
賀
澤
保
規
編
『
中
国
中
世
仏
教
石
刻
の
研
究
』
所
収
）
を
参
照
。

（
（（
）『
高
泉
禅
師
洗
雲
集
』
巻
第
十
六
、
門
弟
子
道
亨
道
清
編
録
、
十
三
左
（『
高
泉
全
集
』

Ⅱ
、
九
五
六
）。

こ
の
稿
の
執
筆
に
際
し
、
善
導
寺
ご
住
職
小
川
隆
宏
様
、
法
雲
寺
ご
住
職
伊
藤
萌
未
様
、

黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
の
田
中
智
誠
様
よ
り
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
こ
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　



一
〇
九

　
　
　
　
法
然
上
人
の
語
り

は
じ
め
に

　

仏
教
と
女
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
学
、
文
化
人
類
学
、
女
性

学
な
ど
様
々
な
分
野
で
議
論
が
な
さ
れ
て
（
（
）

き
た
。
な
か
で
も
、
仏
教
と
女
性
た
ち
と

の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際
に
必
ず
問
題
に
さ
れ
る
の
が
、『
法
華
経
』
提
婆

達
多
品
に
説
か
れ
る
「
五
障
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
負
の
言
葉
と
理
解
さ
れ
て
以

来
、
女
性
は
罪
深
い
存
在
で
あ
り
、
往
生
や
悟
り
の
た
め
に
は
女
身
か
ら
男
身
に
な

る
変
成
男
子
が
必
要
が
あ
る
と
在
家
社
会
・
仏
教
界
で
も
認
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。

　

と
く
に
鎌
倉
時
代
の
女
性
と
仏
教
に
対
す
る
研
究
状
況
は
、
五
障
に
対
す
る
意
味

を
『
法
華
経
』
以
外
で
の
経
典
等
で
深
く
調
べ
る
こ
と
な
く
、
当
時
各
教
団
が
、
女

性
は
五
障
を
備
え
て
い
る
存
在
を
強
調
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
説
い
た
の
か

に
つ
い
て
の
理
由
に
つ
い
て
、
女
性
た
ち
が
罪
深
い
存
在
と
い
う
認
識
が
社
会
的
に

あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
く
方
向
に
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
り
、
最
終
的

に
各
々
の
教
団
は
女
性
の
成
仏
や
往
生
を
認
め
て
い
る
の
は
、
五
障
と
い
う
女
性
差

別
観
を
利
用
す
る
こ
と
で
女
性
を
教
団
へ
と
取
り
込
ん
で
き
た
の
だ
と
い
う
結
論
に

達
す
る
の
が
大
部
分
を
占
め
て
き
た
。

　

し
か
し
こ
の
結
論
こ
そ
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
論
じ
る
「
疑
」
か
ら
解
放
さ
れ
な
い

で
い
る
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
に
は
「
男
／
女
」
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
二
項
対
立

の
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
導
い
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
男
女
の
間
に
差
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
な
ぜ
現
代
社
会
に
生
ま
れ
た
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
ジ
ェ
ー
ン
・
W
・
ス
コ
ッ
ト
は
、

現
代
社
会
に
横
た
わ
る
「
男
女
は
同
じ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

男
女
観
の
差
異
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
（
（
）

い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
過
去
の
女
性
た
ち
は
仏
教
的
世
界
と
自
ら
を
ど
う
結
び
つ
け
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
何
よ
り
も
五
障
と
い
う
考
え
が
、
男
性
に
よ
っ
て
女
性

自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
抑
圧
、
も
し
く
は
仏
教
の
差
別
思
想
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

確
か
に
、
日
本
は
仏
教
伝
来
し
て
最
初
に
出
家
し
た
の
は
女
性
で
あ
る
。
ま
た
奈

良
時
代
に
は
家
僧
を
も
含
め
尼
の
数
は
増
加
し
、
在
家
社
会
の
女
性
た
ち
も
積
極
的

な
仏
教
活
動
を
行
っ
て
き
た
こ
と
は
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
な

ど
の
往
生
伝
、『
今
昔
物
語
集
』
等
に
詳
細
に
語
ら
れ
て
（
（
）

い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
史
料
で
も
女
性
自
身
が
自
ら
を
五
障
の
身
と
述
べ
、
だ
か
ら
こ

そ
即
身
成
仏
が
遂
げ
る
こ
と
が
可
能
も
し
く
は
往
生
は
間
違
い
と
主
張
し
て
い
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
女
性
た
ち
は
「
五
障
」
と
い
う
文
言
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教

　「
法
然
上
人
の
語
り
―
念
仏
往
生
の
願
は
男
女
を
き
ら
は
ず
」　

　
　
　
　

�

工　

藤　

和　

興
（
工
藤
美
和
子
）　



一
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佛
　
教
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に
女
性
差
別
を
意
味
す
る
文
言
だ
と
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
女
性
と
仏
教
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
経
典
等
に

記
さ
れ
て
い
る
「
五
障
」
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
女
性
た
ち
自

身
が
自
ら
「
五
障
」
の
言
葉
を
用
い
史
料
の
一
つ
と
し
て
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代

の
願
文
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
上
で
鎌
倉
時
代
に
女
人
成
仏
や
往
生
を
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
法
然
上
人
の
消
息
・
絵
巻
（
詞
書
）
な
ど
に
記

さ
れ
た
語
り
か
ら
、
教
団
に
女
性
た
ち
を
と
り
込
む
た
め
の
方
便
と
し
て
語
っ
て
い

た
の
か
、
そ
れ
と
も
極
楽
往
生
の
す
ば
ら
し
さ
を
男
女
と
も
差
別
す
る
こ
と
な
い
語

り
を
答
え
を
示
し
た
の
か
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

一
．
仏
教
経
典
に
み
る
五
障
観

　

五
障
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
に
よ
っ
て
若
干
意
味
を
異
に
す
る
も
の
の
男

女
の
成
仏
の
差
異
を
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
反
対
に
男
女
と
も
に
そ

な
わ
っ
て
い
る
悟
り
の
妨
げ
、
い
わ
ゆ
る
煩
悩
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
雑
阿
含
経
』
巻
第
二
十
六
は
、「
五
障
（
（
）

五
蓋
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
意

味
は
「
貪
欲
蓋
・
瞋
蓋
（
怒
り
と
憎
悪
）・
睡
眠
蓋
（
心
の
消
沈
）・
掉
蓋
（
悔
恨
）・

疑
蓋
（
仏
へ
の
疑
）」
が
五
障
と
す
る
。
こ
の
「
五
障
五
蓋
」
は
仏
道
修
行
者
す
べ

て
が
抱
え
る
の
問
題
と
さ
れ
「
五
障
五
蓋
」
を
滅
す
る
た
め
に
は
「
七
覚
支
」
に
よ

る
智
慧
が
増
長
さ
れ
悟
り
に
い
た
る
し
か
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

初
期
大
乗
経
典
の
『
大
宝
積
経
』
巻
（
5
）

第
三
に
は
、
在
家
の
仏
道
修
行
者
は
三
つ
の

修
行
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
六
法
」
を
得
て
「
五
障
」
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
記
さ

れ
る
。
こ
の
「
五
障
」
は
「
離
間
語
（
二
枚
舌
）・
妄
語
・
意
楽
（
心
構
え
の
不

成
）・
嫉
妬
・
耽
著
諸
欲
（
欲
望
）」
の
五
事
項
で
、
身
口
意
の
三
業
が
作
り
出
す
十

悪
と
も
理
解
さ
れ
る
。

　

玄
奘
訳
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
九
十
八
は
、
瞑
想
に
よ
っ
て
禅
定
を
実
践
す
る
際

に
生
じ
る
散
乱
心
を
「
五
障
礙
」
と
説
い
て
い
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
女
性
の
み
を
対
象
と
し
た
差
別
的
な
言
葉
と
し
て
我
々
は
考
え
て
い

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
答
え
に
な
る
の
が
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
に
説
か
れ
た
の
五
障
の
説
明
を

前
後
の
内
容
と
関
連
づ
け
て
解
釈
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
は
、
前
半
と
後
半
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
半
部
で
は

は
提
婆
達
多
が
釈
尊
の
殺
害
を
試
み
な
が
ら
も
悪
人
成
仏
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。
続
い
て
後
半
部
に
釈
尊
の
説
法
の
場
に
八
大
竜
王
の
娘
・
竜
女
が
登

場
す
る
。
竜
女
は
文
殊
菩
薩
が
海
の
中
で
説
い
た
『
法
華
経
』
の
教
え
に
よ
っ
て
即

身
成
仏
を
遂
げ
た
こ
と
を
釈
尊
と
聴
衆
の
人
々
に
告
げ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
小

乗
仏
教
の
修
行
者
で
あ
る
智
積
菩
薩
と
声
聞
の
代
表
者
で
あ
る
舎
利
弗
が
疑
義
を
と

な
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
釈
迦
如
来
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
無
量
劫
に
お
い
て
、
難
行
し
、
苦
行
し
、

功
を
積
み
、
徳
を
累
ね
て
、
菩
薩
の
道
を
求
む
る
こ
と
に
、
未
だ
曾
て
止
息
し

た
ま
わ
ず
。（
中
略
）
そ
の
時
、
舎
利
弗
は
竜
女
に
語
り
て
言
わ
く
、
汝
は
、

久
し
か
ら
ず
し
て
。
無
上
道
を
得
た
り
と
謂
え
る
も
、
こ
の
事
端
信
じ
難
し
。

所
以
は
い
か
ん
。
女
身
は
垢
穢
に
し
て
、
こ
れ
法
器
に
非
ず
。
云
何
ん
ぞ
能
く
、

無
上
菩
提
を
得
ん
。
仏
道
は
懸
曠
に
し
て
無
量
劫
を
経
て
、
勤
苦
し
て
行
を
積

み
、
具
に
諸
度
を
修
し
て
、
然
し
て
後
、
乃
ち
成
ず
る
な
り
。
又
、
女
人
の
身

に
は
、
猶
、
五
つ
の
障
あ
り
。
一
に
は
梵
天
王
と
作
る
こ
と
を
得
ず
、
二
に
は
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法
然
上
人
の
語
り

帝
釈
、
三
に
は
魔
王
、
四
に
は
転
輪
聖
王
、
五
に
は
仏
身
な
り
。
云
何
ん
ぞ
、

女
身
、
速
か
に
成
仏
す
る
こ
と
を
得
ん
。（
中
略
）
当
時
の
衆
会
は
、
皆
、
竜

女
の
、
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男
子
と
成
り
、
菩
薩
の
行
を
具
し
て
、
す
な
わ
ち

南
方
の
無
垢
世
界
に
往
き
、
宝
蓮
華
に
坐
し
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
三
十
二
相
、

八
十
種
好
あ
り
て
、
普
く
十
方
の
一
切
衆
生
の
た
め
に
、
妙
法
を
演
説
す
る
を

見
た
り
。
そ
の
時
、
娑
婆
世
界
の
菩
薩
と
声
聞
と
天
・
竜
の
八
部
と
人
と
非
人

と
は
、
皆
、
遙
か
に
彼
の
竜
女
の
、
成
仏
し
て
普
く
時
の
会
の
人
、
天
の
た
め

に
法
を
説
く
を
見
、
心
、
大
い
に
歓
喜
し
て
悉
く
遙
か
に
敬
礼
せ
り
。
無
量
の

衆
生
は
、
法
を
聞
い
て
解
悟
り
、
不
退
転
を
得
、
無
量
の
衆
生
は
、
道
の
記
を

受
く
る
こ
と
を
得
た
り
。
無
垢
世
界
は
、
六
反
に
震
動
し
、
娑
婆
世
界
の
三
千

の
衆
生
は
、
不
退
の
地
に
住
し
、
三
千
の
衆
生
は
菩
提
心
を
発
し
て
、
記
を
受

く
る
こ
と
を
得
た
り
。
智
積
菩
薩
と
及
び
舎
利
弗
と
一
切
の
衆
会
と
は
、
黙
然

と
し
て
信
受
（
（
）

せ
り
。

　
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
に
お
け
る
智
積
菩
薩
と
舎
利
弗
の
主
張
は
、
い
く
ら
修

行
を
し
た
と
い
っ
て
も
二
人
は
竜
女
の
即
身
成
仏
は
絶
対
あ
り
得
な
い
と
い
う
反
論

だ
っ
た
。
例
え
ば
智
積
菩
薩
は
、
こ
の
世
界
で
釈
尊
以
外
に
悟
り
を
得
た
も
の
は
い

な
い
と
述
べ
、
舎
利
弗
は
女
性
は
五
障
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
仏
に
な
れ
な
い
と
そ

れ
ぞ
れ
主
張
し
て
い
る
。

　

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
釈
尊
が
五
障
は
女
性
差
別
と
い
う
こ

と
を
説
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
仏
に
な
っ
た
は
ず
の
竜
女
が
再
び
竜
女
の
姿
と

し
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

経
典
に
は
竜
女
は
「
変
じ
て
男
子
」
と
な
り
「
南
方
無
垢
世
界
」
の
蓮
華
坐
で
悟

り
を
得
て
仏
の
相
好
を
そ
な
え
た
仏
と
し
て
法
を
説
い
た
。
つ
ま
り
智
積
菩
薩
や
舎

利
弗
が
集
う
場
の
衆
生
は
、
竜
女
と
い
う
女
性
で
あ
り
八
歳
の
子
ど
も
で
あ
り
竜

（
畜
生
）
が
一
瞬
に
し
て
変
成
男
子
し
、
ま
た
一
瞬
に
し
て
仏
の
相
好
を
そ
な
え
た

仏
を
目
撃
し
た
。
し
か
し
「
娑
婆
世
界
」
と
「
無
量
の
衆
生
」
は
、
一
瞬
に
竜
女
が

竜
女
の
姿
の
ま
ま
成
仏
し
た
の
を
目
撃
し
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
智
積
菩
薩
や
舎
利
弗
の
い
る
場
で
は
竜
女
仏
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
再
び
女

性
か
ら
男
性
へ
、
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
、
竜
か
ら
人
へ
と
変
成
男
子
し
仏
へ
と
姿
一

瞬
の
う
ち
に
姿
を
変
え
仏
の
て
い
っ
た
竜
女
を
目
撃
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
竜
女
が
成
仏
し
た
の
か
否
か
で
は
な
く
、
釈
尊
以
外

に
悟
る
修
行
者
は
い
な
い
頑
に
考
え
て
い
る
智
積
菩
薩
と
、「
男
は
仏
に
な
れ
る
、

女
は
な
れ
な
い
」
と
い
う
当
時
の
小
乗
的
男
女
観
（
男
女
の
差
異
を
実
体
化
す
る
二

者
択
一
的
な
先
入
観
）
に
固
執
す
る
舎
利
弗
の
二
人
の
成
仏
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

こ
と
で
（
（
）

あ
る
。

　

つ
ま
り
智
積
菩
薩
や
舎
利
弗
の
二
人
は
自
ら
の
執
着
に
よ
っ
て
釈
尊
の
説
く
す
べ

て
の
衆
生
は
仏
に
な
れ
る
と
い
う
法
に
疑
い
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

釈
尊
に
対
す
る
誹
謗
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
二
人
の
執
着
（
疑
）
を
取

り
除
く
必
要
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
智
積
菩
薩
や
舎
利
弗
の
執
着
こ
そ
煩
悩
で
あ
る

と
気
づ
か
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
釈
尊
や
竜
女
は
、
舎
利
弗
や
智
積
菩
薩
が

と
ら
わ
れ
て
い
る
煩
悩
に
沿
っ
た
形
で
成
仏
に
は
男
女
は
お
ろ
か
何
の
差
異
（
竜
女

は
八
歳
で
竜
で
も
あ
る
の
で
子
／
大
人
、
人
間
／
畜
生
も
含
む
）。
も
な
い
と
い
う

こ
と
を
説
い
た
。

　
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
た
五
障
の
解
釈
は
、『
法
華
経
』
を
重
視
す
る
天
台
宗
で
は
、

天
台
大
師
智
顗
『
法
華
玄
義
』
巻
第
（
（
）

五
上
に
、
煩
悩
の
自
覚
が
発
菩
提
心
に
つ
な
が
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究

り
、
等
正
覚
に
な
る
と
指
摘
し
、
龍
女
の
即
身
成
仏
こ
そ
天
台
宗
の
目
指
す
べ
き
悟

り
の
姿
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
龍
女
の
成
仏
は
即
身
成
仏
で
あ
る
か
ら
、

天
台
宗
は
頓
教
で
あ
る
と
い
う
他
宗
へ
の
優
位
性
を
示
す
論
拠
と
な
る
。
そ
し
て
当

然
の
よ
う
に
こ
の
理
解
は
、
日
本
天
台
宗
へ
も
伝
来
さ
れ
て
い
く
。

　

た
と
え
ば
円
珍
は
『
授
決
集
』
の
な
か
で
、
竜
女
は
海
中
で
即
身
成
仏
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
衆
生
の
前
に
あ
え
て
三
十
二
相
を
具
現
し
た
仏
の
姿
で
は
な
く
、
女
身

の
姿
で
説
法
し
た
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
真
理
そ
の
も
の
が
現
れ
て
も
、

衆
生
は
姿
形
を
と
も
な
っ
た
実
体
を
見
な
け
れ
ば
理
解
不
能
と
い
う
煩
悩
が
あ
る
た

め
、
仏
が
衆
生
の
思
う
形
に
そ
っ
て
現
わ
れ
た
慈
悲
と
解
釈
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
智
顗
『
法
華
玄
義
』
の
注
釈
書
を
記
し
た
湛
然
『
法
華
玄
義
籤
』

巻
第
一
に
は
、
智
顗
が
『
法
華
経
』
信
解
品
の
「
汝
恒
に
作
す
時
、
欺
怠
瞋
恨
怨
言

有
る
こ
と
無
く
」
の
「
欺
怠
瞋
恨
怨
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
菩
提
心
が
生
じ
、

即
身
成
仏
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
述
べ
て
（
（
）

い
る
。
つ
ま
り
「
欺
怠
瞋
恨
怨
」
が
五
障
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

最
澄
の
弟
子
で
後
の
天
台
座
主
の
義
真
も
『
天
台
法
華
宗
義
宗
』
に
て
「
嫉
妬
・

覚
観
・
癡
・
貪
・
障
道
」
が
「
五
障
」
で
あ
り
、「
慈
停
心
・
数
息
停
心
・
因
縁
停

心
・
不
浄
停
心
・
念
仏
停
心
」
の
「
五
停
心
」
に
よ
っ
て
必
ず
滅
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
五
障
」
は
女
性
が
成
仏
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

煩
悩
や
散
乱
心
、
執
着
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
．「
五
障
」
を
語
る
女
性
た
ち

　

と
こ
ろ
で
、
女
性
自
身
が
自
ら
に
五
障
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
告
白
し
た
史
料
が

あ
る
。
極
め
て
早
い
史
料
は
、
元
慶
八
年
（
八
八
三
）「
式
部
大
輔
藤
原
朝
臣
室
家

命
婦
の
為
の
逆
修
功
徳
（
（0
）

願
文
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
願
文
と
は
中
国
や
日
本
を
中
心
に
記
さ
れ
た
誓
願
を
記
し
た
文
集
の
こ

と
で
（
（（
）

あ
る
。

　

日
本
で
は
、
奈
良
時
代
で
す
で
に
願
文
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
光
明
皇
后
の

「
五
月
一
日
経
」
奥
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
願
主
自
ら
記
す
よ
り
願

主
の
意
向
を
聞
い
た
文
人
官
僚
が
仏
に
捧
げ
る
言
葉
を
、
漢
籍
や
仏
典
よ
り
ふ
さ
わ

し
い
言
葉
を
選
択
し
、
草
稿
を
作
成
し
た
後
、
願
主
の
許
可
を
経
て
能
筆
家
で
あ
る

貴
族
に
書
写
を
依
頼
す
る
。
清
書
さ
れ
た
願
文
は
法
要
の
導
師
を
務
め
る
僧
侶
に
よ

っ
て
読
誦
さ
れ
る
た
め
、
仏
教
界
か
ら
の
承
認
も
得
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
極
め
て

公
的
な
文
章
で
あ
っ
た
。

　
「
式
部
大
輔
藤
原
朝
臣
室
家
命
婦
の
為
の
逆
修
功
徳
願
文
」
は
、
あ
る
女
性
が
亡

き
父
母
の
た
め
に
『
法
華
経
』
二
部
を
書
写
・
功
徳
と
と
も
に
逆
修
法
会
を
行
う
際

に
、
文
人
官
僚
の
菅
原
道
真
（
八
四
五
～
九
〇
四
）
に
作
成
を
依
頼
し
た
願
文
で

（
（（
）

あ
る
。弟

子
重
ね
て
願
を
発
し
て
曰
く
、
生
有
り
、
老
有
り
、
病
有
り
、
死
有
り
、

（
中
略
）
将
に
後
事
を
属
せ
ん
と
す
る
に
、
一
も
生
ず
る
所
無
し
。
道
の
三
塗
、

身
の
五
障
、
誠
に
哀
れ
む
べ
し
。
是
故
に
我
今
唯
一
心
を
発
し
、
三
宝
に
帰
依

す
。（
中
略
）
随
喜
心
に
欣
ぶ
は
、
皆
是
れ
菩
提
（
（（
）

薩
埵
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親
し
い
親
族
が
い
な
い
願
主
の
女
性
は
、
こ
の
世
は
生
老
病
死
の
四
苦
の
世
界
で

あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
死
後
（「
後
事
」）
に
供
養
を
依
頼
す
る
者

が
い
な
い
た
め
、
そ
の
こ
と
を
「
道
の
三
塗
、
身
の
五
障
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
女
性
が
五
障
を
も
っ
て
い
る
か
ら
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
意
味
と
し
て

述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
誓
願
を
述
べ
る
対
象
者
は
人
間
で
は
な
く
仏
で
あ
る

か
ら
、
仏
前
に
て
自
ら
懺
悔
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。「
後
事
」
の
よ
う
な
身
だ
か
ら

こ
そ
、
菩
提
心
を
生
じ
仏
へ
の
帰
依
を
自
ら
誓
い
自
ら
の
成
仏
を
願
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
自
ら
の
成
仏
だ
け
で
は
な
く
、
法
会
に
参
加
し
た
人
々
に
『
法
華
経
』
講

説
を
見
聞
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
仏
の
教
え
を
受
け
に
つ
な
が
り
、
一
切
衆
生
が

菩
提
薩
埵
＝
菩
薩
に
な
る
こ
と
を
願
う
利
他
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
願
主
が
自
分
の
願
い
が
「
五
障
」
＝
煩
悩
と
気

づ
く
史
料
が
あ
る
。

　

寛
和
元
年
（
九
八
五
）「
大
納
言
藤
原
卿
息
女
女
御
の
為
の
四
十
九
日
の
願
文
」

（『
本
朝
文
粋
』
巻
十
四
）
は
、
花
山
天
皇
女
御
の
藤
原
為
光
女
の
四
十
九
日
追
善
法

要
の
た
め
に
、
父
の
藤
原
為
光
が
願
主
と
な
っ
て
文
人
官
僚
慶
滋
保
胤
（
生
年
未
詳

～
一
〇
〇
二
）
に
作
成
の
依
頼
を
し
た
。
内
容
は
早
す
ぎ
る
娘
の
死
を
悲
し
む
父
親

の
心
情
と
娘
の
後
世
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

生
ず
る
所
の
功
徳
、
累
業
を
銷
滅
せ
ん
。
努
力
人
中
の
雲
雨
と
な
る
こ
と
莫
れ
、

自
愛
し
て
天
上
の
快
楽
を
受
け
ざ
れ
。
又
其
れ
此
の
五
障
を
奈
何
せ
ん
と
欲
す
、

其
れ
彼
の
五
衰
を
奈
何
せ
ん
と
欲
す
。
弟
子
早
く
幽
霊
を
引
き
、
偏
に
極
楽
に

在
ら
し
め
ん
。
弥
陀
尊
の
蓮
台
を
設
く
る
や
、
上
品
を
望
み
、
又
下
品
を
仰
ぐ
。

法
華
経
の
仏
果
を
説
く
や
、
我
が
女
を
し
て
龍
女
に
異
な
ら
ざ
し
め
ん
。
彼
は

即
身
な
り
是
は
後
身
（
（（
）

な
り
。

　

以
上
の
よ
う
に
父
親
の
悲
し
み
と
と
も
に
「
我
が
女
を
し
て
龍
女
に
異
な
ら
ざ
し

め
ん
。」
と
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
の
竜
女
を
引
用
し
て
い
る
。

　

為
光
は
、
娘
は
死
後
「
人
中
の
雲
雨
」（
六
道
の
人
道
）
や
「
天
上
の
快
楽
」（
天

道
）
に
輪
廻
転
生
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
願
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
道
や
天
道
は

仏
の
説
法
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
永
遠
の
命
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

天
に
は
「
五
衰
」
が
人
道
に
は
「
五
障
」
が
と
も
な
う
か
ら
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、

為
光
が
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
を
読
誦
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
娘
は
竜
女
と
同
じ
く

即
身
成
仏
を
遂
げ
て
い
た
の
だ
と
気
が
つ
い
た
と
述
べ
る
。「
五
障
」
は
「
人
中
の

雲
雨
」
と
対
句
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
転
生
し
た
場
合
、
ま
た
五
障
＝
煩
悩
を
生
じ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
為
光
に
と
っ
て
天
道
か
人
道
か
と
気
に
病
む
自
身
の
考

え
が
実
は
煩
悩
で
あ
り
、
娘
の
死
後
は
為
光
が
心
配
し
て
い
た
こ
と
を
は
る
か
に
上

回
り
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
に
よ
っ
て
娘
が
即
身
成
仏
を
遂
げ
た
こ
と
を
理
解
で

き
た
と
明
か
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
女
性
願
主
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
願
文
の
特
徴
と
し
て
、
一
切
衆
生
と

自
ら
の
成
仏
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
利
他
行
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
「
自
分
は
五

障
を
も
っ
て
い
る
か
ら
即
身
成
仏
が
で
き
る
」
と
自
ら
の
後
世
を
確
信
す
る
願
文
が

積
極
的
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）「
顕
季
卿
室
の
千
日
講
の
結
願
の
（
（5
）

願
文
」
は
、
願
主
が

文
人
官
僚
大
江
匡
房
に
依
頼
し
た
願
文
で
あ
る
。
願
文
に
は
、
願
主
の
手
で
『
法
華

経
』『
阿
弥
陀
経
』
を
書
写
し
た
こ
と
を
「
婦
女
の
堪
え
ざ
る
の
性
を
以
て
、
究
竟



一
一
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

難
解
の
文
を
書
す
」
と
、
女
性
に
と
っ
て
は
大
変
な
作
業
だ
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
。

し
か
し
経
典
書
写
を
行
う
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夫
れ
化
他
の
道
還
り
て
我
に
資
す
。
自
業
の
果
将
に
誰
に
属
せ
ん
と
す
。
一
切

衆
生
の
貪
愛
を
除
い
て
、
我
秋
胡
陰
氏
の
廉
潔
を
得
ん
。
一
切
衆
生
の
瞋
恚
を

除
い
て
、
我
荘
姜
嫄
大
任
の
慈
忍
を
得
ん
。
一
切
衆
生
の
愚
痴
を
罷
め
て
、
我

龍
女
釈
女
の
智
恵
を
得
ん
。
一
切
衆
生
の
輪
廻
を
罷
め
て
、
我
妙
覚
等
覚
の
極

位
を
得
ん
。（
中
略
）
弟
子
五
障
の
雲
重
し
と
雖
も
、
証
入
を
無
垢
界
の
正
覚

に
望
む
。
三
業
の
塵
深
し
と
雖
も
、
払
拭
を
有
頂
天
の
成
道
に
（
（（
）

期
す
。

　
「
顕
季
卿
室
」
に
と
っ
て
経
典
書
写
は
「
一
切
衆
生
」
の
貪
愛
と
い
っ
た
煩
悩

（
三
毒
）
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
の
利
他
行
で
あ
り
、
衆
生
は
輪
廻
転
生
か
ら
脱
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、「
龍
女
釈
女
の
智
恵
」
す
な
わ
ち
悟
り
を
得
る
と
理
由
を
明

か
す
。

　
「
五
障
の
雲
」「
三
業
の
塵
」
の
「
雲
」「
塵
」
は
先
が
見
え
な
い
と
い
う
意
味
で

あ
る
か
ら
、
悟
り
を
隠
し
て
し
ま
う
雲
と
塵
を
衆
生
の
煩
悩
と
つ
な
げ
て
い
る
。
だ

が
そ
の
自
覚
を
も
つ
こ
と
が
「
無
垢
界
の
正
覚
」「
有
頂
天
の
成
道
」
に
な
る
と
述

べ
ら
れ
る
。

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）「
逆
修
功
徳
の
願
文
」
で
、
浄

意
と
い
う
尼
僧
が
出
家
の
志
を
固
め
念
仏
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、「
順

次
往
生
」
の
た
め
に
阿
弥
陀
如
来
像
と
浄
土
三
部
経
を
書
写
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う

に
誓
う
。

彼
の
末
法
万
年
の
利
益
は
、
弥
陀
一
教
の
功
徳
な
り
。
我
若
し
此
の
教
え
の
流

布
に
遇
ず
ば
、
豈
に
偏
増
の
益
を
蒙
ら
ん
や
。
極
楽
教
主
の
悲
願
甚
だ
深
し
。

袂
を
反
し
て
自
ら
勝
へ
ず
。
善
知
識
の
方
便
尤
も
苦
し
、
心
に
銘
じ
て
暫
く
忘

れ
ん
。（
中
略
）
然
れ
ば
則
ち
五
障
の
雲
晴
れ
、
光
明
無
量
の
月
常
に
照
ら
す
、

六
根
の
露
潔
、
来
迎
引
摂
の
蓮
（
（（
）

遂
□
。

　

造
像
や
経
典
書
写
な
ど
仏
教
的
作
善
に
よ
っ
て
「
五
障
の
雲
」
が
滅
し
、「
光
明

無
量
の
月
」
と
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
引
接
」
に
よ
っ
て
往
生
が
果
た
さ
れ
る
の
だ
と

述
べ
る
。
こ
こ
で
も
「
五
障
」
は
「
雲
」
と
い
う
悟
り
を
遮
る
煩
悩
の
意
味
と
し
て

記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
極
楽
往
生
に
往
生
し
た
い
と
い
う
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
仏
教

的
作
善
に
よ
っ
て
煩
悩
が
消
滅
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
三
．
女
性
た
ち
に
語
る
法
然

　

と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
界
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
法
然
（
一
一
三
三
～

一
二
一
二
）
の
専
修
念
仏
、
そ
の
弟
子
親
鸞
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）、
遊
行
僧

侶
と
し
て
念
仏
往
生
を
説
い
た
一
遍
（
一
二
三
九
～
一
二
八
九
）、
臨
済
宗
の
栄
西

（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）、
道
元
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
の
曹
洞
宗
、
法
華
信

仰
の
重
要
性
を
説
い
た
日
蓮
（
一
二
二
二
～
一
二
八
二
）、
戒
律
復
興
に
尽
力
し
た

西
大
寺
の
叡
尊
（
一
二
〇
一
～
一
二
九
〇
）、
東
大
寺
再
興
の
大
勧
進
重
源
（
一
一

二
一
～
一
二
〇
六
）、
興
福
寺
学
僧
の
貞
慶
（
一
一
五
五
～
一
二
一
三
）、
唱
導
の

祖
・
澄
憲
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
三
）
と
そ
の
子
息
の
聖
覚
（
一
一
六
七
～
一
二
三

五
、
後
に
法
然
の
弟
子
と
な
る
）
な
ど
の
多
く
の
高
僧
が
登
場
し
、
仏
教
界
は
大
き

な
変
革
が
も
た
ら
さ
れ（
（（
）
た
。

　

法
然
や
親
鸞
は
、
積
極
的
に
女
人
往
生
や
成
仏
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。



一
一
五

　
　
　
　
法
然
上
人
の
語
り

そ
れ
は
、『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
が
一
切
衆
生
を
往
生
さ
せ
る
と
い

う
四
十
八
の
誓
願
が
成
就
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
一
切
衆
生
が
極
楽
往

生
で
き
る
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
道
元
も
『
正
法
眼
蔵
』
で
、
女
人
禁
制
に
つ
い
て
強
烈
に
批
判
し
、
悟
り

に
男
女
の
差
異
は
な
い
と
訴
え
た
。
日
蓮
も
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
を
用
い
て
積

極
的
な
女
人
成
仏
を
説
い
た
。

　

南
都
仏
教
で
も
女
性
と
仏
教
の
関
係
に
変
化
が
み
ら
れ
た
。
当
時
、
南
都
寺
院
全

体
が
再
興
を
目
指
し
て
い
た
鎌
倉
期
に
、
西
大
寺
律
宗
を
再
興
さ
せ
た
叡
尊
は
、
男

女
不
問
の
一
切
衆
生
救
済
の
た
め
光
明
真
言
会
を
行
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
尼
寺
の
創
建
が
増
加
し
尼
と
な
る
女
性
も
増
え
て
い
っ
た
。
と
く
に
尼

五
山
は
、
鎌
倉
幕
府
が
南
宋
の
制
度
に
な
ら
い
禅
宗
寺
院
を
五
山
・
十
刹
・
諸
山
に

分
類
し
た
が
、
尼
寺
も
五
山
の
制
度
が
適
用
さ
れ
た
。『
蔭
凉
軒
日
録
』
に
よ
る
と
、

京
都
の
尼
五
山
に
景
愛
寺
・
通
玄
寺
・
檀
林
寺
・
護
念
寺
・
恵
林
寺
、
鎌
倉
の
尼
五

山
は
太
平
寺
・
東
慶
寺
・
国
恩
寺
・
護
法
寺
・
禅
明
寺
が
定
め
ら
れ
た
。

　

尼
僧
の
活
躍
も
天
寿
国
繍
帳
を
発
見
し
た
中
宮
寺
の
信
如
尼
（
一
二
一
一
～
没
年

未
詳
）、
禅
僧
無
外
如
大
（
一
二
二
三
～
一
二
九
八
）
の
活
躍
が
目
を
（
（（
）

引
く
。

　

と
こ
ろ
で
鎌
倉
仏
教
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
法
然
が
、
そ
の
説
法
の
中
で
、
女

性
の
極
楽
浄
土
往
生
の
可
否
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
を
し
て
い
な
い
こ
と
は
上
述

し
た
が
、
数
々
の
絵
巻
や
消
息
な
ど
を
見
る
と
、
女
性
の
不
信
に
対
す
る
問
い
か
け

に
積
極
的
に
語
り
か
け
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、『
法
然
上
人
絵
伝
』
で
は
、
東
大
寺
で
行
わ
れ
た
『
阿
弥
陀
経
』『
無

量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
の
「
浄
土
三
部
経
」
講
説
に
お
い
て
女
性
の
往
生
に
つ

い
て
問
答
し
て
い
る
。

　

法
然
へ
の
消
息
は
、
送
り
主
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
男
女
に
対
す
る
返
答
も
何
ら

分
け
隔
て
は
な
か
っ
た
。
消
息
の
相
手
は
熊
谷
直
実
や
大
胡
の
太
郎
実
秀
、
正
如
房

（
式
子
内
親
王
）、
北
条
政
子
な
ど
著
名
な
人
物
か
ら
無
名
の
人
物
ま
で
約
三
〇
名
の

消
息
を
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
法
然
の
死
後
、
信
空
・
証
空
・
聖
光
・
源
智
・
親
鸞
と
い
っ
た
多
く
の
弟
子

た
ち
が
、
法
然
の
語
り
を
自
ら
に
も
問
い
、
人
々
へ
と
語
り
続
け
て
い
た
。

　

な
か
で
も
法
然
の
死
の
間
際
に
『
一
枚
起
請
文
』
を
授
け
ら
れ
た
源
智
は
、
法
然

の
一
周
忌
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
約
四
万
六
千
人
の
結
縁
者
を
募
り
阿
弥
陀
如

来
立
像
を
造
立
し
、
法
然
が
亡
く
な
っ
た
建
暦
二
年
正
月
二
十
五
日
か
ら
一
年
も
た

た
な
い
一
二
月
二
四
日
に
法
会
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
像
内
に
は
源
智
自
身
が
記
し

た
「
阿
弥
陀
如
来
立
像
造
立
（
（0
）

願
文
」
が
納
入
さ
れ
た
が
、
法
然
は
阿
弥
陀
如
来
の
化

身
と
み
な
さ
れ
、
人
々
は
そ
の
像
内
に
自
分
の
名
前
を
記
し
た
交
名
帳
を
納
入
す
る

こ
と
で
、
法
然
＝
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
引
接
に
よ
る
往
生
が
間
違
い
な
い
こ
と
と
、

そ
の
た
め
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
作
善
が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
（
（（
）

い
る
。

　

ま
た
願
文
に
は
、
法
然
が
衆
生
の
た
め
に
時
間
を
費
や
し
、
浄
土
の
教
え
を
教
示

し
た
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
法
然
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
報
恩
が
で
き
る
の
か
を

述
べ
て
い
る
。
そ
の
報
恩
の
方
法
が
、
結
縁
者
に
よ
る
阿
弥
陀
如
来
立
像
造
立
と
、

そ
の
像
内
に
結
縁
者
の
名
前
を
記
し
納
入
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
（
（（
）

い
る
。

　

実
際
に
納
入
さ
れ
た
交
名
帳
は
、
願
文
を
芯
に
し
て
約
四
万
六
千
人
も
の
交
名
帳

を
巻
き
付
け
た
形
で
像
内
に
納
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
源
智
の
親
族
（
母
か

妹
）
と
み
ら
れ
る
名
前
や
、
源
氏
・
平
氏
方
の
人
々
、
法
然
上
人
の
弟
子
、
天
皇
や

皇
族
、
各
地
方
か
ら
集
め
ら
れ
た
交
名
帳
が
と
も
に
納
入
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
式

子
内
親
王
な
ど
身
分
の
高
い
女
性
か
ら
、
一
般
の
女
性
、
白
拍
子
や
遊
女
な
ど
多
く
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の
女
性
た
ち
名
前
が
記
さ
れ
（
（（
）

て
た
。

　

願
文
に
は
、「
数
万
人
の
姓
名
」
を
納
入
す
る
の
意
味
に
つ
い
て
「
衆
生
利
益
の

源
」
で
あ
り
、
法
然
が
明
か
し
た
「
凡
聖
一
位
」「
迷
悟
一
如
」
の
実
現
に
な
る
と

記
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
仏
教
的
報
恩
は
、
血
縁
関
係
で
結
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

自
分
以
外
の
一
切
衆
生
（
他
者
）
が
報
恩
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
他
者
に
対
す
る
利

他
行
を
行
う
こ
と
こ
そ
、
法
然
の
誓
願
と
教
え
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
結

縁
者
は
理
解
し
て
（
（（
）

い
た
。

　

鎌
倉
時
代
よ
り
、
仏
像
内
や
高
僧
像
内
に
交
名
を
納
入
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ

れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
、
増
加
の
理
由
に
つ
い
て
結
縁
者
の
リ
ス
ト
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
関
係
を
中
心
に
議
論
が
な
さ
れ
て
（
（5
）

き
た
。
し
か
し
名
前
を
捧
げ
る
こ
と
は
、

法
然
へ
の
、
最
も
尊
い
報
恩
「
偏
に
我
師
上
人
の
恩
徳
」
に
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
像
内
に
交
名
帳
を
納
め
ら
れ
る
の
は
日
本
が
初
め
て
で
は
な
い
。
中
国

の
『
楽
邦
文
類
』
巻
第
三
「
無
量
院
に
弥
陀
像
を
造
る
の
記
」
に
次
の
よ
う
な
文
章

が
あ
る
。

乃
ち
士
女
一
千
人
を
募
り
、
率
財
計
三
百
、
緡
を
も
っ
て
八
尺
の
弥
陀
像
を
雕

像
す
。
元
祐
八
年
、
上
元
の
日
、
衆
を
集
め
て
瞻
礼
す
。
淵
乃
ち
誠
を
述
べ
、

大
弘
誓
を
発
し
て
像
の
腹
中
に
（
（（
）

寘
む

　

こ
の
文
章
に
よ
る
と
、
男
女
す
べ
て
の
結
縁
者
の
誓
願
を
像
内
納
入
品
と
し
て
納

め
る
こ
と
が
仏
像
制
作
に
欠
か
せ
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
な
ぜ
像
内
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
な
の
『
楽
邦
文
類
』「
浄
慈
七
宝
弥
陀
像
記
」（
揚

潔
）
に
、

仏
身
大
虚
に
等
し
。
故
に
、
五
蔵
を
設
け
ず
し
て
、
衆
生
の
心
を
以
て
心
と
な

す
。
故
に
会
中
の
人
、
各
て
弥
陀
の
一
願
を
記
す
。
四
十
八
人
毎
に
弥
陀
の
願

周
し
。
悉
く
以
て
身
中
に
蔵
め
て
、
願
願
衆
生
を
忘
れ
ざ
る
こ
と
を
し
め
す
。

（
中
略
）
一
身
清
浄
な
れ
ば
則
ち
一
切
の
身
清
浄
な
り
。
一
念
清
浄
な
れ
ば
則

ち
一
切
の
念
清
浄
な
り
。
然
れ
ば
婆
婆
を
離
れ
ず
し
て
頓
に
極
楽
に
超
ゆ
。
一

た
び
宝
像
を
見
れ
ば
大
縁
を
成
就
す
（
（（
）

べ
し
。

と
記
さ
れ
る
。

　

像
内
は
「
空
」（
大
虚
）
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
仏
像
内
に
五
臓
を
納
入
す
る
必

要
が
な
く
な
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
し
か
し
五
臓
は
仏
舎
利
と
と
も
に
生
身
の
仏

を
示
す
重
要
な
意
味
が
付
与
さ
れ
た
聖
な
る
遺
物
で
も
あ
る
か
ら
、
五
臓
や
仏
舎
利

も
と
も
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
と
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
像
内
納
入
に
つ
い
て
奥
健
夫
氏
は
、
仏
像
に
霊
性
を
付
与
す
る
と
い
う

舎
利
納
入
の
本
源
的
な
意
義
を
端
的
に
示
す
と
指
摘
さ
れ
て
（
（（
）

い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
源
智
の
願
文
に
は
「
衆
生
の
心
を
以
て
心
と
な
す
」
と
記
し
て
い
る
が
、
五
臓

や
舎
利
と
と
も
に
、
衆
生
の
仏
へ
の
信
ず
る
心
を
名
前
を
納
め
る
行
為
を
通
し
て
全

人
格
を
布
施
し
た
の
で
（
（（
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
像
内
は
清
浄
な
極
楽
浄
土
世
界

で
あ
り
、
像
内
に
納
入
さ
れ
た
全
て
の
衆
生
が
必
ず
往
生
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

　

源
智
は
願
文
に
、「
像
中
に
納
め
奉
る
所
の
道
俗
貴
賤
有
縁
無
縁
の
類
、
併
愚
侶

方
便
の
力
に
随
い
、
必
ず
我
師
の
引
接
を
蒙
ら
ん
」
と
、
法
然
に
よ
る
極
楽
へ
の

「
引
接
」
が
あ
る
と
が
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
な
ぜ
法
然

を
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と
と
ら
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
明
確
な
理

由
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
が
、
二
祖
対
面
と
い
う
体
験
を
し
た
法
然
は
、
阿
弥
陀

如
来
の
化
身
と
さ
れ
た
善
導
大
師
を
通
じ
て
、
化
身
説
を
法
然
に
当
て
は
め
た
の
で
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法
然
上
人
の
語
り

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
生
前
か
ら
法
然
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
だ
と
い
う
言
説

が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
仮
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
多
く
の
信
者
に
慕
わ
れ
た
法
然
の
死
後
、
そ
の
生
涯
を
描
い
た
多

く
の
絵
巻
が
制
作
さ
れ
た
。

　

現
在
最
も
古
い
と
さ
れ
て
い
る
の
が
『
伝
法
絵
流
通
』（
善
導
寺
本
）
で
あ
る
。

そ
の
後
『
源
空
上
人
私
日
記
』・『
法
然
上
人
伝
記
』（
醍
醐
本
）・『
知
恩
講
式
』・『
本

朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』（
四
巻
伝
）・『
黒
谷
上
人
伝
』（
信
瑞
本
）・『
源
空
上
人
伝
』（
知

恩
伝
）・『
法
然
聖
人
絵
伝
』（
弘
願
本
）・『
法
然
上
人
秘
伝
』（
秘
伝
）・『
黒
谷
源
空

上
人
伝
』（
十
六
門
記
）・『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』（
琳
阿
本
）・『
拾
遺
古
徳
伝
絵
』（
古

徳
伝
）・『
法
然
上
人
伝
記
』（
九
巻
伝
）・『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
等
で
（
（0
）

あ
る
。

　

な
か
で
も
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
は
詞
書
と
絵
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
た
絵
詞

で
、
四
十
八
巻
と
い
う
大
部
の
絵
伝
で
あ
る
。
別
称
を
「
法
然
上
人
絵
伝
」・「
四
十

八
巻
伝
」・「
勅
修
御
伝
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
全
編
は
二
三
五
段
に
分
け
ら
れ
、
詞

書
の
間
は
二
三
二
枚
の
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
全
長
は
五
四
八
メ
ー
ト
ル
に

も
及
ぶ
大
作
で
、
正
本
は
知
恩
院
が
副
本
は
当
麻
寺
奥
の
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
内
容
は
、
勢
至
丸
と
呼
ば
れ
た
幼
児
の
頃
か
ら
西
を
向
い
て
合
掌
し
、
父
亡

き
後
、
天
台
宗
学
を
学
ぶ
た
め
に
登
山
し
、
清
凉
寺
を
訪
れ
釈
迦
信
仰
を
参
詣
す
る

人
々
の
姿
や
善
導
大
師
と
の
二
祖
対
面
に
よ
る
念
仏
者
と
し
て
の
極
楽
往
生
の
確
信

や
説
法
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

法
然
上
人
の
庵
に
多
く
の
人
々
が
参
詣
し
、
法
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
場
面
は

『
法
然
上
人
行
状
絵
巻
』
の
な
か
で
は
珍
し
い
絵
画
で
は
な
い
。
詞
書
き
に
よ
っ
て

何
を
説
い
た
の
か
と
い
う
内
容
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
阿
弥
陀
如
来
の

第
十
八
願
を
ひ
た
す
ら
信
じ
念
仏
を
称
え
な
さ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
も
奈
良
時
代
の
行
基
や
「
阿
弥
陀
聖
」
と
称
さ
れ
た
空
也
の
よ
う
に
市
中

に
あ
っ
て
人
々
に
仏
教
の
教
え
を
説
い
た
僧
侶
は
い
た
。
寛
和
元
年
（
九
八
四
）
に

記
さ
れ
た
源
為
憲
『
三
宝
絵
』
下
巻
に
も
、
都
や
大
和
国
の
寺
院
で
月
ご
と
に
行
わ

れ
る
仏
事
法
会
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
基
や
空
也
の
場
合
、
何
を

人
々
に
法
話
し
て
い
た
の
か
、
人
々
の
問
い
か
け
る
内
容
に
つ
い
て
明
確
で
は
な
い
。

ま
た
願
文
の
場
合
、
願
文
は
仏
に
自
ら
を
懺
悔
し
誓
願
を
立
て
る
文
章
で
あ
る
。
講

式
や
唱
導
も
仏
に
対
し
て
語
り
か
け
る
文
章
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
も
時
代
が
経

る
ご
と
に
華
美
で
難
解
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

確
か
に
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
宗
教
的
指
導
者
が
何
を
語
ろ
う
と

し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
願
文
・
唱
導
・
消
息
・
説
法
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ

と
で
明
確
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
人
間
と
し
て
仏
の
言
葉
を
伝
え
る
僧
侶
が
中
に
立

っ
て
間
を
つ
な
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
釈
尊
が
何
を
私
た
ち
に

語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
何
を
も
っ
て
救
お
う
と
言
葉
を
述
べ
て
い
る
の
か
を
正

確
に
と
ら
え
る
命
が
け
の
努
力
を
要
す
る
。
そ
の
努
力
と
正
確
性
を
も
っ
て
法
を
説

く
僧
侶
は
、
正
し
い
言
葉
で
何
度
も
何
度
も
人
々
に
法
を
説
く
と
と
も
に
、
そ
れ
は

難
解
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
相
手
が
そ
の
教
え
に
共
鳴
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
指
導
者
側
が
衆
生
の
身
に
な
っ
て
仏
の
言
葉
を
聞
き
取
る
必
要
性

も
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
法
然
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
親
鸞
、
日
蓮
、
一
遍
、
明
恵
な
ど
も
こ
の

問
題
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
。『
一
遍
上
人
伝
』
を
見
る
と
、
極
楽
浄
土
へ
の
往

生
を
確
定
す
る
賦
算
を
配
布
す
る
一
遍
に
対
し
て
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
熊
野
権

現
が
人
間
の
姿
と
し
て
現
れ
、
極
楽
浄
土
往
生
は
一
遍
が
決
定
す
る
こ
と
で
は
な
い

と
諫
め
る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
遍
の
一
切
衆
生
に
対
す
る
往
生
へ
の
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願
い
が
賦
算
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
阿
弥
陀
仏
は
そ
れ
を
大
き
く
否
定

す
る
。
阿
弥
陀
仏
が
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
を
一
遍
が
聞
き
取
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

法
然
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
絵
巻
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
は

人
々
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
疑
問
を
投
げ
か
け
た
人
が
分
か
る
よ
う
に
言
葉
を
選

び
な
が
ら
直
接
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
談
義
の
様
子
、
弟
子
た
ち
へ
の
説

法
、
配
流
先
の
人
々
へ
の
説
法
、
室
津
の
遊
女
へ
の
説
法
、
女
性
た
ち
だ
け
に
往
生

を
説
い
て
い
る
場
面
な
ど
で
あ
る
。

　
『
法
然
上
人
絵
伝
』
巻
十
八
段
に
は
、
女
人
に
教
え
を
説
い
て
い
る
場
面
が
絵
と

詞
書
き
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

上
人
、
大
教
を
尺
給
と
き
、
四
十
八
願
の
中
の
第
丗
五
の
女
人
往
生
の
願
の
意

を
の
べ
て
の
給
は
く
、
上
の
念
仏
往
生
の
願
は
男
女
を
き
ら
ば
ず
、
今
別
に
こ

の
願
あ
る
、
そ
の
こ
こ
ろ
い
か
ん
。
つ
ら
つ
ら
こ
の
事
を
案
ず
る
に
、
女
人
は

さ
は
り
お
も
し
。
別
し
て
女
人
に
約
せ
ず
ば
、
す
な
は
ち
疑
心
を
を
生
ず
べ
し
。

そ
の
ゆ
へ
は
、
女
人
は
と
が
お
も
し
。
大
梵
高
台
の
閣
に
も
へ
だ
て
ら
れ
て
、

梵
衆
梵
輔
の
雲
を
の
ぞ
む
こ
と
な
く
、
帝
釈
柔
軟
の
床
に
も
く
だ
さ
れ
て
、
三

十
三
天
の
花
を
も
て
あ
そ
ぶ
事
な
し
。
六
天
魔
王
の
位
、
四
種
輪
王
の
跡
、
の

ぞ
み
な
が
く
た
え
て
か
げ
を
さ
（
（（
）

さ
ず
。

　　

法
然
は
女
性
の
問
い
に
対
し
て
阿
弥
陀
仏
の
第
三
十
五
願
を
用
い
て
説
い
て
い
る
。

　

一
般
的
に
、『
無
量
寿
経
』
第
三
十
五
願
は
「
女
人
往
生
の
願
」
と
言
わ
れ
て
い

る
。
法
蔵
菩
薩
が
立
て
た
は
第
三
十
五
願
は
、「
あ
ま
ね
く
無
量
・
無
数
・
不
可
思

議
・
無
比
・
無
現
量
の
諸
仏
国
土
に
い
る
女
人
た
ち
が
わ
た
く
し
の
名
を
聞
い
て
、

き
よ
く
澄
ん
だ
心
を
生
じ
、
覚
り
に
向
か
う
心
を
お
こ
し
、
女
人
の
身
を
厭
う
た
と

し
て
、
生
を
脱
し
て
か
ら
ふ
た
た
び
女
人
の
身
を
う
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な

ら
ば
、
そ
の
間
わ
た
く
し
は
こ
の
上
な
い
正
し
い
覚
を
現
に
覚
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
よ
う
に
」
と
、「
諸
仏
国
土
」
に
見
捨
て
ら
れ
た
女
人
た
ち
が
阿
弥
陀
如
来
の
誓

願
に
よ
っ
て
往
生
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
穢
土
の
瓦
礫
、
荊
棘
の
山
、
泥
木
素
像
の
仏
だ
に
も
障
あ
り
。
い
か
に
い

は
ん
や
、
衆
宝
合
成
の
浄
土
、
万
徳
究
竟
の
仏
を
や
。
こ
れ
に
よ
り
て
往
生
そ

の
う
た
が
ひ
あ
る
べ
し
。
か
る
が
ゆ
へ
に
此
理
を
か
ゞ
み
て
、
別
に
こ
の
願
あ

り
。

と
述
べ
、
善
導
大
師
が
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
第
三
十
五
願
を
ど
う
解
釈
し
て
い
た
の

か
を
女
性
た
ち
に
説
い
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
法
然
は
「
女
人
は
と
が
お
も
し
。

大
梵
高
台
の
閣
に
も
へ
だ
て
ら
れ
て
、
梵
衆
梵
輔
の
雲
を
の
ぞ
む
こ
と
な
く
、
帝
釈

柔
軟
の
床
に
も
く
だ
さ
れ
て
、
三
十
三
天
の
花
を
も
て
あ
そ
ぶ
事
な
し
。
六
天
魔
王

の
位
、
四
種
輪
王
の
跡
、
の
ぞ
み
な
が
く
た
え
て
か
げ
を
さ
さ
ず
。」
と
、『
法
華

経
』
提
婆
達
多
品
で
舎
利
弗
が
釈
尊
に
呈
し
た
五
障
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
決
し

て
仏
に
な
れ
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
梵
天
・
帝
釈
・
魔
王
・
輪
王
」

に
は
な
れ
な
い
と
言
っ
て
は
い
る
が
、
仏
に
な
れ
な
い
と
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
女
人
は
さ
は
り
お
も
し
。
別
し
て
女
人
に
約
せ
ず
ば
、
す
な
は
ち
疑

心
を
を
生
ず
べ
し
。」
と
問
題
は
、
女
性
た
ち
の
「
疑
心
」
に
あ
る
の
だ
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、

弥
陀
の
大
願
力
に
よ
る
が
ゆ
へ
に
、
女
人
仏
の
名
号
を
称
す
れ
ば
、
命
終
の
と

き
女
身
を
転
じ
男
子
と
な
る
事
を
得
。
弥
陀
御
手
を
さ
づ
け
、
菩
薩
身
を
た
す

け
て
、
宝
花
の
う
へ
に
坐
し
、
仏
に
し
た
が
ひ
て
往
生
し
、
仏
の
大
会
に
い
り



一
一
九

　
　
　
　
法
然
上
人
の
語
り

て
無
生
を
証
悟
す
。
一
切
の
女
人
、
も
し
弥
陀
の
名
願
力
に
よ
ら
ず
ば
、
千

劫
・
万
劫
・
恒
沙
等
の
劫
に
も
、
つ
ゐ
に
女
身
を
転
ず
る
こ
と
を
得
べ
か
ら

ず
」
と
い
へ
り
。
是
則
ち
女
人
の
苦
を
抜
き
女
人
の
楽
を
あ
た
ふ
る
、
慈
悲
の

誓
願
利
生
な
り
。〈
已
上
大
経
尺
に
見
ゆ
。
要
を
取
り
て
、
こ
れ
を
抄
す
（
已

上
見
于
大
経
尺
、
取
要
抄
之
）。

と
語
ら
れ
る
。

　

こ
れ
だ
け
見
る
と
、
や
は
り
女
性
は
男
性
の
身
に
転
じ
な
け
れ
ば
浄
土
往
生
で
き

な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
が
、
法
然
は
念
仏
の
優
位
性
を
説
く
た
め

に
仏
教
に
は
聖
道
門
と
浄
土
門
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
、
そ
の
た
め
第
三
十
五
願
の
理
解
も
、
浄
土
門
の
視
点
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
の
舎
利
弗
の
言
葉
は
、『
法
華
経
』
を
所
依
の
経
典
と
す

る
天
台
宗
は
、
女
人
成
仏
の
理
由
も
当
然
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
上
述
し

た
よ
う
に
天
台
宗
学
で
は
、
女
人
五
障
に
よ
っ
て
悟
り
の
妨
げ
と
い
う
こ
と
は
問
題

と
せ
ず
、
五
障
と
は
舎
利
弗
の
五
つ
の
疑
心
で
あ
る
こ
と
は
当
然
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　

で
は
、
法
然
が
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
や
第
三
十
五
願
に
つ
い
て
語
る
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

法
然
の
言
葉
と
し
て
直
接
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝

記
』
や
覚
如
『
口
伝
鈔
』
に
は
「
善
人
な
ほ
も
っ
て
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
悪

人
を
や
」
と
い
う
言
葉
が
親
鸞
を
は
じ
め
と
し
た
門
弟
た
ち
に
引
き
継
が
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
（
（（
）

い
る
。
こ
の
法
然
の
言
葉
は
、「
善
人
」
は
往
生
で
き
る
と
思
っ
て
い
る

人
、「
悪
人
」
と
は
自
分
は
往
生
は
で
き
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
の
こ
と
を
示

す
。
そ
の
善
人
悪
人
の
考
え
は
法
然
の
弟
子
た
ち
、
と
く
に
親
鸞
に
継
承
さ
れ
て
い

っ
た
。

　

そ
も
そ
も
悪
人
正
機
の
解
釈
は
、
①
悪
人
が
往
生
出
来
る
の
だ
か
ら
善
人
が
往
生

で
き
な
い
は
ず
は
な
い
、
②
善
人
が
往
生
で
き
る
の
だ
か
ら
悪
人
が
往
生
で
き
な
い

は
ず
は
な
い
、
と
い
う
二
種
類
の
解
釈
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
①
は
聖
道
門
の
見
方
で
あ
っ
て
、
②
は
浄
土
門
の
見
方
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら

ば
ま
た
異
な
る
見
方
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
善
導
大
師
は
『
観
経
疏
』
で
深
心
に
は
二
種
類
あ
る
と
説
い
て
い

る
。
一
つ
は
機
の
深
心
、
二
つ
目
は
法
の
深
心
で
あ
る
。
機
の
深
心
は
自
己
の
凡
夫

性
を
よ
く
反
省
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い

う
法
の
深
心
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
が
浄
土
門
で
あ
る
。　

　
「
太
胡
の
太
郎
実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」
に
は
、
こ
の
三
心
に
つ
い
て
法
然
が

質
問
に
答
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
深
心
に
つ
い
て
法
然
は
、

二
に
は
深
心
と
は
、
す
な
は
ち
ふ
か
く
信
す
る
こ
こ
ろ
な
り
。
な
に
事
を
ふ
か

く
信
す
る
と
い
う
ふ
に
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
を
愚
息
し
て
、
お
ほ
く
の
つ
み
を
つ

く
り
て
、
余
り
の
善
根
な
か
ら
し
む
凡
夫
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
願
を
あ
ふ
き

て
、
そ
の
ほ
と
け
の
名
行
を
と
な
へ
て
、
も
し
は
百
念
に
て
も
、
も
し
は
四
五

十
念
に
て
も
、
も
し
は
十
二
十
念
乃
至
一
二
念
、
す
へ
て
お
も
ひ
は
し
め
ら
た

む
よ
り
、
臨
終
の
時
に
い
た
る
ま
で
退
せ
さ
ら
む
。（
中
略
）
し
か
る
に
も
ろ

も
ろ
の
往
生
を
ね
か
ふ
人
も
、
本
願
の
名
号
お
は
も
ち
な
か
ら
、
な
ほ
不
定
に

お
も
う
は
、
す
で
に
仏
の
本
願
を
う
た
か
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
善
導
は
、
は
る
か

に
未
来
の
行
者
の
こ
の
う
た
か
ひ
を
の
こ
さ
む
事
を
か
か
み
て
、
う
た
か
ひ
を

の
そ
き
て
、
決
定
心
を
す
す
め
む
か
た
め
に
、
煩
悩
を
具
し
て
つ
み
を
つ
く
り

て
、
善
根
す
く
な
く
さ
と
り
な
か
ら
む
凡
夫
、
一
声
ま
て
の
念
仏
、
決
定
し
て



一
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

往
生
す
へ
き
こ
と
わ
り
を
こ
ま
か
に
釈
し
て
の
た
ま
へ
る
（
（（
）

な
り
。

と
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
成
就
し
凡
夫
の
心
は
決
定
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
衆
生

は
疑
を
起
こ
し
仏
の
本
願
を
疑
う
」
と
語
る
。
し
か
し
善
導
大
師
は
、
そ
の
衆
生
が

も
つ
疑
を
す
で
に
予
見
し
て
い
て
、
疑
を
除
く
た
め
に
念
仏
の
教
え
を
説
い
た
の
だ

と
語
る
。

　

至
誠
心
・
深
心
・
廻
向
発
願
心
の
三
心
が
な
い
と
往
生
で
き
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、

人
々
が
女
人
往
生
に
対
し
て
疑
い
心
を
も
つ
こ
と
つ
ま
り
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
疑

う
こ
と
に
な
り
、
往
生
の
妨
げ
に
な
る
。

　
『
法
然
上
人
絵
伝
』
で
は
、
女
性
た
ち
が
法
然
上
人
に
問
い
か
け
る
場
面
が
あ
る
。

あ
る
時
、
尋
常
な
る
尼
女
房
ど
も
、
吉
水
の
御
坊
へ
ま
い
り
て
、「
罪
ふ
か
き

女
人
も
、
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
、
極
楽
へ
ま
い
り
候
な
る
は
ま
こ
と
に
て
候
や

ら
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
上
人
大
経
の
尺
の
心
を
ね
む
ご
ろ
に
申
し
の
べ
ら
れ

て
、「
第
十
八
願
の
う
へ
に
う
た
が
ひ
を
た
ゝ
む
が
た
め
に
、
と
り
わ
き
女
人

往
生
の
願
を
た
て
給
へ
る
事
ま
こ
と
に
た
の
も
し
、
か
た
じ
け
な
き
」
よ
し
仰

せ
ら
れ
け
れ
ば
、
歓
喜
の
涙
を
な
が
し
、
み
な
念
仏
門
に
い
り
に
け
る
と
な
む
。

　
「
第
十
八
願
の
う
へ
に
う
た
が
ひ
を
た
ゝ
む
が
た
め
に
、
と
り
わ
き
女
人
往
生
の

願
を
た
て
給
へ
る
事
ま
こ
と
に
た
の
も
し
、
か
た
じ
け
な
き
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
、

法
然
上
人
が
自
ら
も
含
め
た
阿
弥
陀
如
来
へ
の
帰
依
を
求
め
る
し
か
な
い
愚
、
す
な

わ
ち
煩
悩
で
あ
ろ
う
。
誰
も
が
も
っ
て
い
な
が
ら
自
分
で
消
去
す
る
こ
と
が
容
易
で

は
な
い
愚
を
「
う
た
が
ひ
」
と
し
て
女
性
に
理
解
さ
せ
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
愚
の

消
滅
と
往
生
は
か
な
う
の
だ
と
理
解
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
後
白
河
天
皇
皇
女
で
式
子
内
親
王
と
い
わ
れ
る
「
正
如
房
へ
つ
か
は
す
御

文
」
に
は
、
正
如
房
の
問
い
に
対
し
て
、

仏
の
の
た
ま
ふ
こ
と
は
一
言
も
あ
や
ま
た
す
と
申
候
へ
は
、
た
た
あ
ふ
き
て
信

す
へ
き
に
て
候
。
こ
れ
を
う
た
か
は
は
、
仏
の
御
そ
ら
ご
と
と
申
す
に
も
な
る

む
へ
く
、
か
へ
り
は
ま
た
そ
の
つ
み
に
候
ぬ
へ
し
と
こ
そ
お
ほ
え
候
へ
、
深
く

信
せ
さ
せ
た
ま
ふ
へ
（
（（
）

く
候
。

　

と
疑
念
を
も
つ
こ
と
は
仏
へ
の
大
罪
で
あ
り
、
深
く
信
じ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る

と
答
え
て
い
る
。

　

法
然
上
人
は
東
大
寺
で
講
説
し
た
『
無
量
寿
経
釈
』
の
講
義
で
「
女
性
が
な
れ
な

い
五
位
」
と
し
て
五
障
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
天
台
学
で
提
婆
達

多
品
の
解
釈
を
学
ん
で
い
た
法
然
は
、
女
性
差
別
を
示
す
意
味
で
は
な
く
、
阿
弥
陀

如
来
の
誓
願
に
よ
る
往
生
し
か
悟
り
へ
の
道
は
な
い
と
い
う
教
え
を
社
会
へ
語
る
な

か
で
、
女
人
往
生
の
不
可
能
の
根
拠
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
提
婆
達
多
品
を
引
用

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
女
性
差
別
と
し
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
い
。

聖
道
門
で
あ
る
南
都
仏
教
側
か
ら
の
「
信
ず
る
女
人
は
障
り
あ
り
」
と
い
う
問
答
に

対
し
て
、
ま
る
で
竜
女
が
舎
利
弗
の
疑
い
を
舎
利
弗
の
疑
い
に
沿
っ
た
形
で
打
破
し

た
よ
う
に
、
南
都
仏
教
の
主
張
す
る
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
こ
そ
阿
弥
陀
如
来

に
対
す
る
疑
い
と
愚
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
の
第
三
十
五
願
の
「
諸
国
仏
土
に
い
る

女
人
」
が
他
の
仏
国
土
か
ら
見
放
さ
れ
た
衆
生
だ
と
思
う
で
あ
ろ
う
か
ら
こ
そ
、
阿

弥
陀
如
来
は
女
人
救
済
を
す
る
と
い
う
解
釈
を
述
べ
た
の
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
そ

し
て
そ
の
考
え
は
、
阿
弥
陀
如
来
は
老
若
男
女
有
智
無
智
の
凡
夫
救
済
を
誓
願
と
し

て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
も
う
実
践
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
正
如
房
へ
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法
然
上
人
の
語
り

語
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
然
の
思
想
背
景
に
は
、
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
の
影
響
が
充
分
考
え
ら

れ
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
観
無
量
寿
経
』
の
前
半
は
韋
提
希
夫

人
の
悲
歎
と
苦
悶
の
問
い
に
対
し
て
釈
尊
が
答
え
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
苦
と
悲
歎

は
煩
悩
で
あ
る
。
し
か
し
後
半
は
、
釈
尊
が
自
ら
韋
提
希
夫
人
に
語
り
か
け
る
と
い

う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
釈
尊
が
質
問
の
答
え
で
は
な
く
自
ら
法
を
説
く
の
は
、
そ

の
教
え
こ
そ
韋
提
希
夫
人
に
釈
尊
自
ら
が
教
え
た
か
っ
た
仏
法
を
自
身
が
語
ら
れ
る

こ
と
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
と
誓
願
、
極
楽
の
有
様
を
聞
い
た
韋
提
希
夫
人
は
阿

弥
陀
如
来
の
誓
願
を
疑
い
な
く
信
じ
、
凡
夫
の
ま
ま
無
生
忍
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

自
分
の
力
を
信
じ
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
な
い
聖
道
門
の
人
は
往
生
出
来
な

い
。
反
対
に
自
己
の
罪
障
を
深
く
反
省
し
て
い
る
衆
生
は
、
本
願
に
対
す
る
疑
心
が

な
い
の
で
、
自
然
に
三
心
が
そ
な
わ
り
、
往
生
が
出
来
る
の
だ
と
語
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。　

お
わ
り
に

　

法
然
上
人
は
、
聖
道
門
側
が
語
る
、「
女
性
は
煩
悩
が
深
い
の
で
、
成
仏
の
機
会

は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
は
、
機
会
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
反

対
に
女
性
が
機
の
深
心
を
自
覚
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
聖
道
門
は
浄

土
門
に
入
る
た
め
の
方
便
と
理
解
し
た
。
男
女
を
区
別
し
な
い
で
、
同
じ
人
間
と
し

て
扱
う
近
代
で
は
、
男
女
を
生
物
学
的
な
身
体
の
差
異
だ
け
を
認
め
る
た
め
、
女
性

は
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
で
男
性
に
劣
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
る

と
し
て
、
男
女
の
間
に
差
別
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
が
性
差
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
近
代
で
は
す
べ
て
は
同
じ
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て

考
え
て
い
る
。
そ
の
考
え
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
歴
史
を
正
確
に
理
解
で
き
な
く
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
舎
利
弗
が
女
は
仏
・
転
輪
聖
王
に
は
な
れ
な
い
と
語
る
の
は
、

『
法
華
経
』
が
編
纂
さ
れ
た
紀
元
後
一
～
二
世
紀
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
の
慣
習
、
男

女
間
の
役
割
分
担
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
法
華
経
』

は
、
世
俗
的
な
男
女
の
役
割
分
担
は
、
仏
教
の
世
界
で
は
無
関
係
だ
と
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
前
近
代
は
「
男
の
領
域
」「
女
の
領
域
」
と
い

う
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
考
え
方
も
言
葉
も
異
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
自
己
卑
下

す
る
よ
う
な
言
葉
を
女
性
自
身
が
語
る
の
は
「
女
の
領
域
」
の
独
特
の
言
葉
な
の
か

も
し
れ
（
（5
）

な
い
。

　

仏
の
真
理
の
視
点
か
ら
は
、
す
べ
て
は
無
差
別
の
世
界
で
あ
っ
て
、「
男
の
領

域
」「
女
の
領
域
」
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
い
る
の
は
た
だ
往
生
や
成
仏
へ
の

「
疑
心
」
を
も
っ
た
一
切
衆
生
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
疑
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
疑

い
を
も
っ
て
い
る
衆
生
、
例
え
ば
女
性
た
ち
が
信
じ
切
っ
て
い
る
そ
の
煩
悩
に
沿
っ

た
言
葉
で
女
人
往
生
や
成
仏
へ
の
絶
対
的
な
法
を
説
く
こ
と
で
、
女
性
往
生
や
成
仏

は
約
束
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
法
然
が
述
べ
た
と
言
わ
れ
る
悪
人
正
機
の
悪
人
と
は
日
常
的

に
悪
い
行
為
を
犯
し
て
い
る
人
物
を
言
う
の
で
は
な
い
。
悪
人
と
は
、
男
女
別
な
く

「
念
仏
を
称
え
て
も
往
生
で
き
な
い
の
で
は
」
と
疑
い
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
衆
生
を

意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
法
然
上
人
は
、
老
若
男
女
に
関
わ
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

に
た
っ
て
法
を
説
き
続
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
人
々
と
直
接
対
面

し
問
わ
れ
た
質
問
に
対
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
語
り
続
け
た
。
も
し
く
は
消
息
と

い
う
形
で
語
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

　

そ
の
姿
は
、
法
然
の
死
後
に
法
然
の
弟
子
で
あ
る
聖
光
、
源
智
、
証
空
、
親
鸞
た
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ち
な
ど
が
継
承
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
弟
子
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と
言
わ
れ

た
善
導
大
師
と
対
面
し
た
法
然
を
、
源
智
の
願
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
阿
弥
陀
如
来
の

化
身
（
も
し
く
は
勢
至
菩
薩
の
化
身
）
で
あ
っ
た
の
だ
と
理
解
し
、
各
々
が
仏
の
言

葉
を
直
接
見
聞
す
る
と
い
う
機
会
を
得
た
こ
と
へ
の
報
恩
も
兼
ね
、
法
然
上
人
の
語

り
継
承
し
正
し
い
言
葉
で
浄
土
信
仰
を
語
っ
て
い
く
努
力
を
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
　

註
（
（
）　

笠
原
一
男
『
女
人
往
生
思
想
の
系
譜
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）、
岩
本
裕

『
仏
教
と
女
性
』（
第
三
文
明
社
、
一
九
八
〇
年
）、
大
隅
和
雄
・
西
口
順
子
編
『
シ
リ
ー

ズ　

女
性
と
仏
教
』
１
～
４
（
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）、
西
口
順
子
『
女
の
力
―
古
代

の
女
性
と
仏
教
』（
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
）、
大
越
愛
子
『
性
差
別
す
る
仏
教
―
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
告
発
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
〇
年
）、
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教
と
女

性
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
塙
書
房
、

一
九
九
二
年
）、
田
上
太
秀
『
仏
教
と
性
差
別
』（
東
京
書
籍
、
一
九
九
二
年
）、
大
越
愛

子
・
源
淳
子
著
『
解
体
す
る
仏
教
―
そ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
観
と
自
然
観
』（
大
東
出

版
社
、
一
九
九
四
年
）、
吉
田
一
彦
・
勝
浦
令
子
・
西
口
順
子
著
・
光
華
女
子
大
学
・
短

期
大
学
真
宗
文
化
研
究
所
編
『
日
本
史
の
中
の
女
性
と
仏
教
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
九

年
）、
吉
原
浩
人
「
王
朝
貴
族
の
信
仰
生
活
―
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
み
る
女
性
の

願
い
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
五
七
巻
一
二
号
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）、
植
木
雅

俊
『
仏
教
の
な
か
の
男
女
観
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
等
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

（
（
）
ジ
ェ
ー
ン
・
W
・
ス
コ
ッ
ト
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
歴
史
学
』（
萩
原
美
穂
訳
、
平
凡
社
、

一
九
九
二
年
）
そ
の
他
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
言
及
し
た
書
と
し
て
、
イ
ヴ
ァ

ン
・
イ
リ
イ
チ
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
と
男
の
世
界
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）、
同
著

『
シ
ャ
ド
ウ
・
ワ
ー
ク　

生
活
の
あ
り
方
を
問
う
』(

岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）、
荻
野

美
穂
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
社
会
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
等
も
参
考
に
な
る
。

（
（
）
前
掲
註
（
（
）
勝
浦
令
子
。

（
（
）
大
正
蔵
第
二
巻
・
一
八
九
頁
・
下
段
。

（
5
）
大
正
蔵
第
十
一
巻
・
十
六
頁
・
上
段
。

（
（
）
本
文
の
引
用
は
、
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
『
法
華
経
』
中
（
岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。

（
（
）
こ
の
よ
う
な
見
方
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
（
）
植
木
雅
俊
氏
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

（
（
）
大
正
蔵
第
三
十
三
巻
・
七
三
四
頁
・
中
段
。

（
（
）
大
正
蔵
第
三
十
三
巻
・
八
一
九
頁
・
上
段
。

（
（0
）『
菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
所
収
。

（
（（
）
願
文
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
安
期
の
願
文
と
仏
教
的
世
界
観
』（
思
文
閣
出
版
、
二

〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
（（
）
菅
原
道
真
の
願
文
に
つ
い
て
は
『
菅
家
文
草
』
巻
十
一
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に

所
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
渡
辺
秀
夫
「『
法
華
経
』
と
願
文
―『
菅
家
文
草
』『
本

朝
文
粋
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』（
第
六
一
巻
一
二
号
、

一
九
九
六
年
一
二
月
）、
藤
原
克
己
『
菅
原
道
真
と
平
安
朝
文
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
）、
所
功
『
菅
原
道
真
の
実
像
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
桑
原
朝
子

『
平
安
朝
の
漢
詩
と
「
法
」
―
文
人
貴
族
の
貴
族
制
構
想
の
成
立
と
挫
折
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
今
井
正
『
摂
関
政
治
と
菅
原
道
真
』
敗
者
の
日
本
史
３
（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。

（
（（
）
本
文
の
引
用
は
『
菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
よ
る
。

（
（（
）
本
文
の
引
用
は
『
本
朝
文
草
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
よ
る
。

（
（5
）
本
文
の
引
用
は
六
地
蔵
寺
善
本
叢
刊
第
三
巻
『
江
督
納
言
願
文
集
』（
汲
古
書
院
、
一

九
八
四
年
）
に
よ
る
が
、
平
泉
澄
校
勘
『
江
督
納
言
願
文
集
』（
至
文
堂
、
一
九
二
九

年
）、
山
崎
誠
著
『
江
都
督
納
言
願
文
集
注
解
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
を
適
宜
参

照
し
た
。
以
下
、
引
用
は
こ
れ
に
準
ず
。
訓
読
は
底
本
に
し
た
が
っ
た
。
明
ら
か
な
誤

字
は
訂
正
し
た
が
、
推
測
で
き
な
い
字
は
元
の
ま
ま
に
表
記
し
た
。

（
（（
）
本
文
の
引
用
は
前
掲
註
（
（5
）。

（
（（
）
本
文
の
引
用
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
本
朝
文
集
』
巻
第
六
十
四
に
よ
る
。

（
（（
）
鎌
倉
時
代
の
仏
教
や
僧
侶
に
つ
い
て
は
、
大
隅
和
雄
編
『
鎌
倉
時
代
文
化
の
伝
播
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）、
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
―
思
想
史
と
し
て
の
ア
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法
然
上
人
の
語
り

プ
ロ
ー
チ
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
九
六
年
）、
大
隅
和
雄
・
中
尾
堯
篇
『
日
本
仏
教
史　

中
世
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）、
末
木
文
美
士
編
『
躍
動
す
る
中
世
仏
教
』
新

ア
ジ
ア
仏
教
史
１
２
（
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
菊
地
大
樹
『
鎌
倉
仏
教
へ
の
道

―
実
践
と
修
学
・
信
心
の
系
譜
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
一
年
）、
佐
藤
弘
夫

『
鎌
倉
仏
教
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）。

　

田
村
圓
澄
『
法
然
』
人
物
叢
書
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）、
大
橋
俊
雄
校
注
『
法

然
・
一
遍
』
日
本
思
想
大
系
（0
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、）、
玉
山
成
元
編
『
法

然
』
日
本
名
僧
論
集
６
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）、
梯
実
圓
『
法
然
教
学
の
研

究
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
六
年
）、
浅
井
成
道
『
浄
土
教
入
門
―
法
然
上
人
と
そ
の

門
下
の
教
学
』（
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、
浅
井
成
海
編
『
法
然
と
親
鸞
―
そ

の
教
義
の
継
承
と
展
開
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
三
年
）、
中
井
真
孝
編
『
念
仏
の
聖

者
法
然
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）、
中
野
正
明
『
増
補
改
訂
法
然
遺
文
の
基
礎

的
研
究
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
）、
佛
教
大
学
編
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』（
佛

教
大
学
、
二
〇
一
二
年
）、
石
田
瑞
麿
編
・
訳
『
親
鸞
』
日
本
の
名
著
６
（
中
央
公
論
社
、

一
九
六
九
年
）、
星
野
元
豊
・
石
田
充
之
・
家
永
三
郎
『
親
鸞
』
日
本
思
想
大
系
（（
（
岩

波
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
平
雅
行
『
親
鸞
と
そ
の
時
代
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）、

草
野
顕
之
編
『
信
の
念
仏
者
親
鸞
』
日
本
の
名
僧
８
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）、

奈
良
国
立
博
物
館
編
『
解
脱
上
人
貞
慶
―
鎌
倉
仏
教
の
本
流　

御
遠
忌
八
〇
〇
年
記
念

特
別
展
』（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
二
年
）、
中
尾
堯
・
渡
辺
宝
陽
編
『
日
蓮
』
日

本
名
僧
論
集
９
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
大
野
達
之
助
『
日
蓮
』
人
物
叢
書

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
中
尾
堯
『
日
蓮
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
130
（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
佐
々
木
馨
『
日
蓮
と
そ
の
思
想
』（
平
楽
寺
書
店
、
二
〇

〇
四
年
）、
多
賀
宗
隼
『
栄
西
』
人
物
叢
書
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）、
玉
城
康

四
郎
編
『
道
元
』
日
本
の
名
著
７
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）、
河
村
孝
道
・
石
川

力
山
編
『
道
元
』
日
本
名
僧
論
集
８
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）、、
中
尾
堯
・
今

井
雅
晴
編
『
重
源
・
叡
尊
・
忍
性
』
日
本
名
僧
論
集
５
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）、

和
島
芳
男
『
叡
尊
・
忍
性
』
人
物
叢
書
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
そ
の
他
多
く

見
ら
れ
る
が
紙
面
の
都
合
上
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
（（
）
信
如
尼
や
無
外
大
如
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
女
性
と
仏
教
―

い
の
り
と
ほ
ほ
え
み
』（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（0
）
玉
桂
寺
阿
弥
陀
仏
像
体
内
文
書
調
査
団
編
『
玉
桂
寺
阿
弥
陀
仏
像
胎
内
文
書
』（
玉
桂

寺
、
（
（
（
（
年
）。

（
（（
）
願
文
の
本
文
は
前
掲
註
（
（0
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

「
阿
弥
陀
如
来
立
像
願
文
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
便
宜
上
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｄ
）
の
四

つ
に
段
落
を
分
け
書
き
下
し
文
に
改
め
た
。
ま
た
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。）

　
　

【
弟
子
源
智
、
敬
ん
で
三
宝
諸
尊
に
白
し
て
言
く
。
恩
山
の
尤
も
高
き
は
、
教
導
の
恩
、

徳
海
の
尤
も
深
き
は
、
厳
訓
の
徳
な
り
。
凡
そ
俗
諦
の
師
範
た
る
礼
儀
の
教
、
両
肩
に

荷
う
に
尚
重
し
。
況
ん
や
真
諦
の
教
授
仏
陀
の
法
に
於
い
て
を
や
。

　
　

爰
に
我
師
上
人
、
先
に
三
僧
祇
の
修
行
に
於
い
て
一
仏
乗
の
道
教
に
入
り
、
後
に
聖

道
の
教
行
を
改
め
て
偏
に
浄
土
の
乗
因
を
専
ら
に
せ
ん
。
此
の
教
え
即
ち
凡
夫
出
離
の

道
、
末
代
有
縁
の
門
な
り
。
玆
れ
由
り
て
四
衆
望
を
安
養
の
月
に
懸
け
て
、
五
悪
の
闇
忽

ち
晴
れ
、
未
断
惑
の
凡
夫
、
忽
ち
三
有
の
栖
を
出
で
て
、
四
徳
の
城
に
入
る
は
、
偏
に
我

師
上
人
の
恩
徳
な
り
。
粉
骨
曠
劫
に
も
謝
し
難
し
、
抜
眼
多
生
に
も
豈
に
報
ぜ
ん
や
。

　
　

是
を
以
て
三
尺
の
弥
陀
像
を
造
立
し
、
先
師
の
恩
徳
に
報
ぜ
ん
と
欲
し
、
此
の
像
中

に
数
万
人
の
姓
名
を
納
む
。
是
れ
又
幽
霊
の
恩
に
報
ず
る
な
り
。
所
以
は
何
と
な
れ
ば
、

先
師
は
只
化
物
を
以
て
心
と
為
し
、
利
生
を
以
て
先
と
為
せ
ば
な
り
、
仍
て
数
万
人
の

姓
名
を
書
し
て
三
尺
の
仏
像
に
納
む
。
此
れ
即
ち
衆
生
を
利
益
す
る
の
源
、
凡
聖
一
位

の
意
、
迷
悟
一
如
の
義
な
り
。
迷
悟
一
如
の
意
に
住
し
、
衆
生
を
利
益
す
る
計
を
以
て
、

先
師
上
人
の
恩
徳
に
報
謝
す
る
な
り
、
何
ぞ
真
の
報
謝
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。

　
　

像
中
に
納
め
奉
る
所
の
道
俗
貴
賤
有
縁
無
縁
の
類
、
併
愚
侶
方
便
の
力
に
随
い
、
必

ず
我
師
の
引
接
を
蒙
ら
ん
。
此
の
結
縁
の
衆
は
、
一
生
三
生
の
中
、
早
く
三
界
の
獄
城

を
出
で
、
速
や
か
に
九
品
の
仏
家
に
生
ず
る
べ
し
。
已
に
利
物
を
以
て
師
徳
に
報
ず
、

実
に
此
の
作
善
莫
大
な
り
。
上
分
の
善
を
以
て
、
三
界
の
諸
天
善
神
の
離
苦
得
道
が
為

に
、
兼
ね
て
秘
妙
等
親
類
が
為
な
り
。
中
分
の
善
を
以
て
、
国
王
国
母
大
政
天
皇
百
官

百
姓
万
民
が
為
に
、
下
分
の
善
を
以
て
、
自
身
の
極
楽
に
決
定
往
生
せ
ん
が
為
な
り
。

若
し
此
の
中
の
一
人
先
に
浄
土
往
生
せ
ば
、
忽
ち
還
来
し
て
残
衆
を
引
入
せ
ん
。
若
し

又
愚
癡
の
身
先
に
極
楽
に
往
生
せ
ば
、
速
や
か
に
生
死
の
家
に
入
り
て
残
生
を
導
化
せ

ん
。
自
他
の
善
和
合
す
る
こ
と
偏
に
網
目
に
似
た
り
。
我
が
願
を
以
て
衆
生
の
苦
を
導
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

き
、
衆
生
の
力
を
以
て
我
が
苦
を
抜
か
ん
。
自
他
共
に
五
悪
趣
を
離
れ
、
自
他
同
じ
く

九
品
の
道
に
生
ぜ
ん
。
此
の
願
実
雄
り
、
此
の
誓
い
尤
も
深
し
。
必
ず
諸
仏
菩
薩
諸
天

善
神
、
弟
子
が
願
う
所
を
知
見
し
た
ま
ひ
て
、
即
ち
成
熟
圓
満
せ
し
め
た
ま
は
ん
こ
と

を
、
敬
ん
で
白
す
。

　

建
暦
二
年
十
二
月
廿
四
日　

	

　
　
　

沙
門
源
智
敬
ん
で
白
す

　

ま
た
伊
藤
唯
真
「
勢
観
房
源
智
の
勧
進
と
念
仏
衆
―
玉
桂
寺
阿
弥
陀
仏
像
胎
内
文
書
を

め
ぐ
っ
て
」（
同
著
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
も
参
照

さ
れ
た
い
。

（
（（
）
工
藤
美
和
子
「
勢
観
房
源
智
「
阿
弥
陀
如
来
像
造
立
願
文
」
に
つ
い
て
」（
佛
教
大
学

『
歴
史
学
部
論
集
』
第
四
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）。
な
お
こ
の
論
文
で
翻
刻
さ
れ
た
願

文
の
内
容
を
考
察
し
た
。
考
察
し
た
結
果
、
法
然
上
人
が
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る

と
当
時
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
生
前
か
ら
阿
弥
陀
如

来
の
化
身
と
し
て
法
然
の
存
在
は
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
描
か
れ
て
き
た
法
然
上
人
に
関
す
る
絵
巻
や
詞
書
に

つ
い
て
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
伝
え
ら
れ
た
法
然
上
人
を
異
な
る
視
点
で
考
え
る
こ
と
も

必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
（（
）
ど
の
よ
う
な
女
性
た
ち
が
結
縁
者
な
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
は
前
掲
註
（
（0
）
を
参
照
。

（
（（
）
前
掲
註
（
（（
）
工
藤
美
和
子
。

（
（5
）
仏
像
内
の
納
入
品
に
つ
い
て
は
、
青
木
淳
監
修
『
仏
像
の
知
ら
れ
ざ
る
な
か
み
』（
宝

島
社
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「『
平
家
物
語
』
作
者
論
を
―
像
内
納
入
品
資
料
か
ら
見
た

創
作
の
場
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
九
巻
二
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）、
同
「
快

慶
作
遣
迎
院
阿
弥
陀
如
来
造
の
結
縁
交
名
―
像
内
納
入
品
資
料
に
見
る
中
世
信
仰
者
の

「
結
衆
」
と
そ
の
構
図
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
第
三
八
巻
二
号
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）

を
参
照
。

（
（（
）『
国
訳
一
切
経
』
和
漢
撰
述
部
・
諸
宗
部
七
。

（
（（
）
前
掲
註
（
（（
）。

（
（（
）
奥
健
夫
「
像
内
納
入
品(

下
）」（『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
』
四
、
毎
日
新
聞
社
、

一
九
九
九
年
）、
同
「
生
身
仏
身
論
」（
長
岡
龍
作
編
『
造
形
の
場
』
講
座
日
本
美
術
史

第
四
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）。
仏
像
内
へ
の
舎
利
納
入
に
つ
い
て
は
、

田
邊
助
三
鉱
「
像
内
納
入
品
」（『
田
邊
助
三
鉱
彫
刻
史
論
中
―
日
本
彫
刻
と
そ
の
周

辺
」（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）。
ま
た
五
臓
納
入
で
知
ら
れ
る
嵯
峨
の
清

凉
寺
の
生
身
の
釈
迦
如
来
に
つ
い
て
も
像
内
に
納
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
身
の
釈

迦
如
来
が
直
接
に
衆
生
に
語
り
か
け
て
い
る
と
い
う
意
味
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

清
凉
寺
の
釈
迦
如
来
に
つ
い
て
は
、
石
原
明
・
他
「
清
凉
寺
釈
迦
像
胎
内
五
臓
の
研

究
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
七
巻
一
～
三
号
、
一
九
五
六
年
）、
小
杉
一
雄
「
内
蔵
納
入

の
仏
像
」（『
中
国
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
新
樹
社
、
一
九
八
〇
年
）。
長
岡
龍
作
「
清
凉

寺
釈
迦
如
来
像
と
北
宋
の
社
会
」（『
国
華
』
一
二
六
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
奥
健
夫

『
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
』
日
本
の
美
術
五
一
三
号
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（（
）
中
田
薫
「
コ
ム
メ
ン
ダ
チ
エ
オ
と
名
簿
捧
呈
の
式
」（
同
著
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）。

（
（0
）
法
然
上
人
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
三
田
全
信
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』

（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
六
年
）、
小
松
茂
美
・
他
編
『
法
然
上
人
絵
伝
』
上
・
中
・
下

巻(

中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
）
法
然
上
人
伝
研
究
会
編
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的

研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）。

（
（（
）
本
文
の
引
用
は
、『
法
然
上
人
絵
伝
』（
岩
波
文
庫
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
（（
）
法
然
門
下
に
つ
い
て
は
、
菊
地
勇
次
郎
『
源
空
と
そ
の
門
下
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
五

年
）、
同
『
浄
土
信
仰
の
展
開
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

（
（（
）
本
文
の
引
用
は
石
井
教
道
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
四

年
）
に
よ
る
。

（
（（
）
前
掲
註
（
（（
）。

（
（5
）
現
代
人
の
我
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
教
祖
や
宗
教
指
導
者
は
、
信
者
に
直
接
説
法

す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
の
は
当
た
り
前
の
光
景
だ
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法

を
説
く
と
い
う
の
は
、
釈
尊
が
悟
り
を
得
た
と
き
に
人
々
に
対
し
て
語
る
の
を
一
度
躊

躇
し
た
よ
う
に
、
自
分
が
語
る
言
葉
に
疑
い
を
も
た
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
迷
う
行
為

で
あ
る
。
そ
れ
は
男
だ
か
ら
理
解
で
き
る
、
女
だ
か
ら
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
仏
の
言
葉
を
自
ら
の
疑
心
も
晴
れ
る
必
要
性
が
あ
る
。
し
か
し
疑
い
な
く
そ

し
て
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
実
は
過
去
か
ら
現

代
ま
で
続
い
て
い
る
宗
教
全
般
の
抱
え
る
問
題
で
あ
る
。
仏
の
言
葉
を
記
し
た
経
典
、



一
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法
然
上
人
の
語
り

神
の
言
葉
を
記
し
た
『
聖
書
（
旧
・
新
）』
や
ム
ス
リ
ム
の
『
コ
ー
ラ
ン
』
な
ど
、
神
仏

の
言
葉
を
正
確
に
語
る
こ
と
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
は
、

神
の
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
例
に

と
り
「
人
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
。
人
々
に
人
間
的
言
葉
で
語
り
か
け
、
彼
ら

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
言
葉
。
人
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
、
人
々
に
人
間
的
な

言
葉
で
語
り
か
け
る
が
、
彼
ら
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
自
身
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
言
葉
。
言
と
し
て
の
、
つ
ま
り
は
神
の
言
葉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
、

人
間
的
言
語
一
般
と
何
が
ど
う
違
う
の
か
。
そ
の
言
葉
は
い
か
に
語
り
、
ま
た
何
を
語

っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
本
質
的
正
確
は
一
体
何
か
。
い
か
に
し
て
人
間
は
、
自
分
た
ち

の
言
葉
で
は
な
く
、
神
の
言
葉
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
聞
き
取
り
、
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
」（
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
『
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
』
白
水
社
・
二
〇
一
二

年
）
と
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
的
指
導
者
は
神
仏
の
言
葉
を
正
確
に
伝
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
言
葉
は
、
人
間
で
も
あ
る
宗
教
者
が
救
済
さ
れ
る
者
た
ち
と
同

じ
言
葉
を
も
っ
て
し
か
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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は
じ
め
に

敦
煌
文
献
の
ま
と
ま
っ
た
資
料
で
最
も
新
し
い
も
の
に
公
益
財
団
法
人
武
田
科
学

振
興
財
団
杏
雨
書
屋
刊
『
敦
煌
秘
笈
）
（
（

』
が
あ
る
。そ
の
中
の
浄
土
教
関
係
漢
文
写
本

で
、
特
に
浄
土
宗
所
依
の
三
経
一
論
と
中
国
浄
土
五
祖
の
著
述
な
ら
び
に
そ
の
周
辺

資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
以
下
、『
敦
煌
秘
笈
』
の
巻
数
・
整
理
番
号
・
新
題
名

の
順
で
示
す
）。
⑴
八
巻
・
六
〇
五
・
佛
説
無
量
壽
經
巻
上
、
⑵
三
巻
・
一
七
七
・

觀
無
量
壽
經
、
⑶
三
巻
・
一
八
八
・
佛
説
觀
無
量
壽
經
、
⑷
八
巻
・
五
九
九
・
觀
無

量
壽
經
、
⑸
三
巻
・
一
九
〇
・
佛
説
阿
彌
陀
經
、
⑹
三
巻
・
二
三
二
・
佛
説
阿
彌
陀

經
、
⑺
八
巻
・
六
五
五
・
佛
説
阿
彌
陀
經
、
⑻
一
巻
・
三
六
Ｖ
・
往
生
禮
讃
偈
、
⑼

九
巻
・
六
八
三

－

一
・
擬
無
常
偈
、
⑽
一
巻
・
二
一
・
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
、
⑾
八

巻
・
六
三
四
・
浄
土
五
會
念
佛
誦
經
觀
行
儀
巻
下
、
⑿
九
巻
・
七
〇
四
Ｖ
・
浄
土
五

會
念
佛
誦
經
觀
行
儀
巻
下
。

そ
れ
ぞ
れ
に
詳
細
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
報
告
書
で
は
経
典
の
中
か
ら

⑴
佛
説
無
量
壽
經
巻
上
、
論
書
の
中
か
ら
⑽
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
を
取
り
上
げ
る
。

一　

⑴
八
巻
・
六
〇
五
・
佛
説
無
量
壽
經
巻
上
（
羽
六
〇
五
）
（
（

）

浄
土
三
部
経
の
漢
訳
敦
煌
写
本
に
つ
い
て
は
、
廣
川
尭
敏
氏
）
（
（

が
詳
細
な
調
査
報

告
を
行
い
、
そ
の
後
、
藤
田
宏
達
氏
）
（
（

が
「
浄
土
三
部
経
の
諸
本
対
照
表
」
で
網
羅
的

に
示
し
た
た
め
、
二
〇
〇
七
年
時
点
で
の
現
存
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

『
阿
弥
陀
経
』
や
『
観
経
』
の
書
写
が
ほ
ぼ
唐
代
に
集
中
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
無
量
寿
経
』
の
書
写
は
、
南
北
朝
時
代
（
五
、
六
世
紀
）
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
）
5
（

。
康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』
敦
煌
写
本
）
（
（

の
中
で
、
は
っ
き
り
と
し
た

年
紀
が
あ
る
も
の
、
年
代
推
定
が
可
能
な
も
の
と
し
て
以
下
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
い
ず
れ
も
北
朝
期
で
あ
る
。

①
神
瑞
二
年
（
四
一
五
）
？･･･

大
谷
大
本　

※
元
大
榮
の
願
経
か

②
皇
興
五
年
（
四
七
一
）･･･

Ｐ
四
五
〇
六	bis

③
六
世
紀
中
頃･･･

李
盛
鐸
（
木
斉
）
旧
蔵
本
（
敦
煌
遺
書
散
録
六
〇
七
）　

※
元
大
榮
の
願
経
か

④
六
世
紀
中
頃･･･

龍
谷
大
本　

※
元
大
榮
の
願
経
か

①
大
谷
大
本
に
つ
い
て
は
、
康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』
の
訳
出
年
時
よ
り
も
早
い

　
浄
土
教
関
係
敦
煌
漢
文
写
本
の
研
究

　

─
『
佛
説
無
量
壽
經
巻
上
』（
羽
六
〇
五
）
と
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』（
羽
〇
二
一
）
に
つ
い
て
─

�

　

大　

屋　

正　

順　



一
二
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

年
代
で
あ
る
た
め
、
野
上
俊
静
氏
）
（
（

が
可
能
性
と
し
て
竺
法
護
訳
出
説
を
提
起
し
た
が
、

［
藤
田
一
九
七
〇
］
で
跋
文
そ
の
も
の
に
異
議
を
唱
え
、
元
太
榮
の
願
経
説
を
提
示

し
た
。
こ
の
説
は
［
藤
田
二
〇
〇
七
］
で
も
踏
襲
さ
れ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
に

替
わ
る
説
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
②
Ｐ
四
五
〇
六bis

は
、
Ｐ
四
五
〇
六
金
光
明
経

巻
第
二
の
末
尾
の
跋
文
に
基
づ
い
て
、
四
七
一
年
の
張
興
保
の
願
経
と
推
定
さ
れ
て

い
る
）
（
（

。
④
龍
谷
大
本
は
、
小
川
貫
弌
氏
）
（
（

が
元
太
榮
の
願
経
説
を
示
し
、［
藤
田
二
〇

〇
七
）
（1
（

］
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

さ
て
、
③
李
盛
鐸
旧
蔵
本
だ
が
、「
敦
煌
遺
書
散
録　

李
木
齋
𦾔
藏
燉
煌
名
跡
目

録
（
第
二
部
分
）」
に
「
〇
六
〇
七
北
魏
寫
本　

無
量
壽
經
卷
下
（
共
三
一
三
行
長

卷
）」
と
あ
り
、
末
題
「
瓜
州
李
刺
史
元
太
榮
所
供
養
経
）
（（
（

」
と
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、

元
太
榮
の
願
経
と
し
て
そ
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、［
藤
田
一
九
七
〇
］
で

は
「
現
品
を
確
か
め
得
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
）
（1
（

」、［
廣
川
一
九
八
四
］
で
は
「
未
見

で
あ
る
」、［
藤
田
二
〇
〇
七
］
で
も
「
現
在
実
物
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
（1
（

」

と
し
て
、
目
録
上
の
み
の
存
在
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

『
敦
煌
秘
笈
』
は
李
盛
鐸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
に
、
李
盛
鐸
旧

蔵
本
無
量
寿
経
巻
下
が
登
場
す
る
淡
い
期
待
を
抱
い
た
が
、
案
の
定
存
在
し
な
か
っ

た
）
（1
（

。
二
〇
一
五
年
現
在
も
「
現
物
を
確
か
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
羽
田
氏
の
手
に
渡
る
段
階
で
は
す
で
に
李
盛
鐸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
加
わ
っ
た
の
み
で
あ
る
。

羽
六
〇
五
と
正
蔵
no.
三
六
〇
と
の
校
勘
で
あ
る
が
、
多
く
は
［
藤
田
二
〇
〇
七
］

諸
本
対
照
表
に
示
さ
れ
て
い
る
異
同
と
一
致
す
る
た
め
）
（1
（

、
こ
こ
で
は
そ
の
対
照
表
に

示
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
を
提
示
す
る
。

羽
六
〇
五

正
蔵
一
二　

no.
三
六
〇

紙

行

経
文

頁
・
段
・
行

経
文

五

一
八

觀
法
如
□是

二
六
九
・
ｃ
・
一
八

觀
法
如
化

六

三

一
切
諸
□諸
佛

二
六
九
・
ｃ
・
二
六

一
切
諸
□仏

六

五

其
香
普
□薫

二
六
九
・
ｃ
・
二
八

其
香
普
□勲

六

一
九

渓
渠
井
□谷

二
七
〇
・
ａ
・
一
三

渓
渠
井
□浴

六

二
一

若
无
須
弥

二
七
〇
・
ａ
・
一
六

若
彼
國
土
無
須
彌
□山

七

三

諸
佛
□境
界

二
七
〇
・
ａ
・
二
〇

諸
佛
□世
界

七

一
二

對
光
佛

二
七
〇
・
ｂ
・
一

□無
對
光
佛

八

五

尚
□未
能
□竟

二
七
〇
・
ｂ
・
一
五

尚
□不
能
□盡

八

一
七

沾
取
□其
一
渧

二
七
〇
・
ｂ
・
二
九

沾
取
一
渧

八

二
〇

□大
目
連
等

二
七
〇
・
ｃ
・
三

目
連
等

十
一

一
五

調
和
冷
□濡

二
七
一
・
ｂ
・
一
三

調
和
冷
□煖

十
二

一
二

無
所
味
□者

二
七
一
・
ｃ
・
四

無
所
味
□著

本
文
の
内
容
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
異
同
は
な
い
と
考
え
、
こ
こ
で
は
、
文
字
の

意
味
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
一
つ
の
特
徴
を
示
し
て
お
き
た
い
。

特
に
「
貝
」「
頁
」
に
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
右
側
に
く
る
縦
画
を
、
極
端
に
太
く

長
く
、
最
終
画
の
点
に
接
し
な
い
よ
う
に
か
な
り
下
方
ま
で
伸
ば
し
、
ボ
リ
ュ
ー
ム

感
を
も
っ
て
長
め
に
ハ
ネ
上
げ
て
い
る
の
だ
。
例
外
な
く
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
令
狐
崇
哲
写
経
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
重
な
る
。
令
狐
崇
哲
写
経
の
一
つ

に
大
谷
大
学
所
蔵
北
魏
敦
煌
写
本
『
華
厳
経
』
巻
第
四
十
七
）
（1
（

が
あ
る
が
、
こ
の
写
本

の
識
語
に
は
、
延
昌
二
年
（
五
一
三
）・
敦
煌
鎮
・
経
生
張
顕
昌
所
寫
・
典
経
師
令

狐
崇
哲
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。
令
狐
崇
哲
と
は
、
五
一
一
～
五
一
四
頃
の
北
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魏
朝
の
治
下
で
敦
煌
鎮
に
設
け
ら
れ
た
写
経
所
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
、

そ
の
門
下
生
の
張
顕
昌
が
書
写
し
た
こ
と
に
な
る
）
（1
（

。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
元
太
榮
の
願

経
一
群
は
五
三
〇
～
五
三
四
年
頃
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
令
狐
崇
哲
写
経
の
古
層
は

そ
れ
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
即
座
に
羽
六
〇
五
を
令
狐
崇
哲
写

経
の
古
層
に
位
置
づ
け
る
に
は
根
拠
が
乏
し
す
ぎ
る
し
、
全
体
的
な
秀
麗
さ
を
考
慮

す
る
と
南
朝
系
の
要
素
も
多
分
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
縦
画
の
特
徴
は
羽
六

〇
五
が
令
狐
崇
哲
写
経
出
現
以
降
即
ち
五
一
一
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
上
限

を
定
め
る
一
材
料
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
冒
頭
に
示
し
た
四
本
に
羽
六
〇
五
を
加
え
た
康
僧
鎧
訳
『
無

量
寿
経
』
敦
煌
写
本
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
Ｐ
四
五
〇
六	bis･･･

皇
興
五
年
（
四
七
一
）

・
大
谷
大
本･･･

元
大
榮
の
願
経
か　

※
神
瑞
二
年
（
四
一
五
）
に
は
疑
義
あ
り

・
李
盛
鐸
旧
蔵
本
（
敦
煌
遺
書
散
録
六
〇
七
）･･･

元
大
榮
の
願
経
か　

※
二
〇

一
五
年
現
在
も
確
認
と
れ
ず

・
龍
谷
大
本･･･

元
大
榮
の
願
経
か

・
羽
六
〇
五･･･

令
狐
崇
哲
指
導
下
の
写
経
体
に
加
え
南
朝
系
の
写
経
体
を
認
知

で
き
た
者
の
手
に
よ
る
も
の

羽
六
〇
五
を
北
朝
期
の
も
の
と
位
置
づ
け
る
に
は
根
拠
が
乏
し
す
ぎ
る
し
、
そ
う

で
は
な
い
要
素
が
多
い
が
、
令
狐
崇
哲
の
も
の
と
関
連
す
る
新
た
な
敦
煌
本
『
無
量

寿
経
』
が
増
え
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

二　

⑽
一
巻
・
二
一
・
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
（
羽
〇
二
一
）
（1
（

）

『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
つ
い
て
は
金
子
寛
哉
氏
と
村
上
真
瑞
氏
の
研
究
が
あ
る
が
）
（1
（

、

両
氏
の
出
版
段
階
で
は
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
－
一　

羽
〇
二
一
に
つ
い
て

テ
キ
ス
ト
の
基
本
情
報

『
敦
煌
秘
笈
』
目
録
冊
な
ら
び
に
影
片
冊
一
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
本
の
基
本
情

報
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
）
11
（

。

①
番
号
：
二
一　

題
名
：
釋
浄
土
群
疑
論
第
七

②
原
番
号
：
二
一　

原
題
名
：
□
疑
論
第
二
（
〇
二
一
〇
）

③
首
題
：
欠

④
尾
題
：
□
疑
論
第
二

⑤
用
紙
：
縦
二
八
・
五
×
横
九
〇
・
六
㎝　

簾
条
数
：
九
（
㎝
当
り
）

　

一
紙
長
：
縦
二
八
・
五
×
横
四
〇
・
六
㎝　

紙
数
：
三　

紙
質
：
穀
紙　
　

色
：
青
白
橡　

染
：
無

⑥
一
紙
行
数
：
二
二　

字
詰
め
：
二
四　

界
高
：
二
八
㎝　

罫
巾
：
一
・
八
㎝

⑦
巻
軸
：
有　

巻
軸
長
：
二
八
・
六
㎝　

径
：
一
・
五
㎝

⑧
字
体
：
草
書

⑨
体
裁
：
巻
子
本

⑩
同
定
大
正
No.
：
一
九
六
〇
・
第
四
七
巻
・
七
六
頁
・
上
欄
・
一
九
行
―
下
欄
・

二
六
行

⑪
記
事
：
一
．
尾
題
下
印
二
顆　
「
李
盛
鐸
印
」「
敦
煌
石
室
秘
笈
」「
李
滂
」

　
　
　
　

二
．
識
語　
「
萬
歳
通
天
元
年
在
涼
府
富
刹
記
」

　
　
　
　

三
．
則
天
文
字　
「
天
」「
年
」
両
字
ハ
則
天
文
字
。

　
　
　
　

四
．
分
巻　

大
正
蔵
經
本
ハ
第
一
巻
ヨ
リ
第
七
巻
マ
デ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
写
本
ハ
、
第
七
巻
末
に
相
当
ス
ル
。
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題
名
と
原
題
名
に
つ
い
て

　

基
本
情
報
①
に
は
『
敦
煌
秘
笈
』
で
新
た
に
付
さ
れ
た
整
理
番
号
と
題
名
が
、
②

に
は
『
敦
煌
秘
笈
』
目
録
に
付
さ
れ
て
い
た
原
番
号
と
原
題
名
が
記
さ
れ
、
原
題
名

の
あ
と
に
は
『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
』
中
「
李
氏
鍳
藏
燉
煌
寫
本
目
録
（
據
傳
鈔

本
）」
に
符
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
そ
の
当
該
番
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
」
と
い
う
題
名
は
、
基
本
情
報
⑪
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に

『
大
正
蔵
』
を
根
拠
に
今
回
新
た
に
付
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
原
題
名
の

「
□
疑
論
第
二
」
は
第
三
紙
の
尾
題
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
写
本
は
紙
の
上

方
が
欠
損
し
て
お
り
、
行
に
よ
っ
て
異
な
る
が
一
～
三
文
字
ほ
ど
欠
け
て
い
る
た
め
、

見
え
な
い
文
字
を
□
で
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
李
盛
鐸
旧
蔵
目
録
の
〇
二
一

〇
番
が
符
合
す
る
と
の
こ
と
な
の
で
目
録
を
確
認
す
る
と
、「
〇
二
一
〇　

□
疑
論

第
二
（
萬
歳
通
天
元
年
行
書
）」
と
あ
っ
た
）
1（
（

。
題
名
の
最
初
の
文
字
が
欠
け
て
い
る

こ
と
と
、
第
三
紙
識
語
の
書
写
年
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、『
敦
煌
秘
笈
』
が
示
す

よ
う
に
李
盛
鐸
旧
蔵
目
録
〇
二
一
〇
と
羽
〇
二
一
は
同
一
の
写
本
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
尾
題
に
用
い
ら
れ
る
略
称
は
「
群
疑
論
」
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
ず
、
孟
詵

の
序
文
に
あ
る
「
釋
疑
之
論
）
11
（

」
と
い
う
表
現
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
釋
疑
論
」
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
。

　

李
盛
鐸
旧
蔵
目
録
で
は
「
行
書
」
と
す
る
の
に
対
し
、『
敦
煌
秘
笈
』
羽
〇
二
一

基
本
情
報
⑧
で
は
書
体
を
「
草
書
」
と
し
て
い
る
問
題
点
が
残
る
が
、
こ
れ
は
写
本

の
ど
の
部
分
の
書
体
を
採
用
し
た
か
の
違
い
の
み
で
、
同
一
写
本
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
こ
の
写
本
は
二
二
行
目
ま
で
と
二
三
行
目
以
降
で
書
体
が
異
な
っ
て

お
り
、
前
半
は
草
書
体
、
後
半
は
行
書
体
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
と
も
に
ど
ち
ら

か
の
書
体
で
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
行
草
書
体
が
混
在
し
て
お
り
、
書
き

ぶ
り
や
点
画
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
前
半
の
草
書
体
を
採
用
し
た
『
敦
煌
秘
笈
』、

後
半
の
行
書
体
を
採
用
し
た
李
盛
鐸
旧
蔵
目
録
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

識
語
に
つ
い
て

基
本
情
報
⑪
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
識
語
に
は
「
萬
歳
通
天
元
年
在
涼
府
富
刹

記
」
と
あ
り
、
そ
の
「
天
」
と
「
年
」
は
則
天
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
則
天
文
字

は
武
則
天
が
皇
位
に
就
い
て
い
た
載
初
元
年
（
六
九
〇
）
か
ら
神
龍
元
年
（
七
〇

五
）
ま
で
公
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、
萬
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
の
年
号
と

そ
の
使
用
の
実
態
は
整
合
性
が
と
れ
る
し
、
使
わ
れ
は
じ
め
て
六
年
経
過
し
て
い
る

の
で
だ
い
ぶ
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
年
」
の
く
ず

し
が
慣
れ
た
運
筆
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
書
き
手
が
日
常
的
に
使
用
し
て
い
た
証
左
で

あ
る
。

こ
の
六
九
六
年
は
、『
群
疑
論
』
の
著
者
懐
感
と
編
集
者
懐
惲
の
両
者
が
生
存
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
年
な
の
で
「
羽
〇
二
一
」
は
極
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
も

の
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
懐
感
の
生
没
年
は
不
詳
だ
が
、
没
年

に
つ
い
て
［
金
子
・
研
究
］
で
は
聖
暦
二
年
（
六
九
九
）、［
村
上
・
研
究
］
で
は
久

視
元
年
（
七
〇
〇
）
説
を
と
る
）
11
（

。
ま
た
、『
群
疑
論
』
は
懐
感
一
人
の
著
作
で
は
な

く
、
懐
惲
（
六
三
九
―
七
一
〇
）
の
編
集
作
業
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
六
九
九
年
か
ら
七
一
〇
年
ま
で
が
そ
の
編
集
期
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
）
11
（

。「
羽
〇
二
一
」
に
は
懐
感
で
も
懐
惲
で
も
な
い
第
三
者
の
署
名
が
あ
る

こ
と
は
、
六
九
六
年
以
前
に
は
原
本
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
在
涼
府
富
刹
記
」
の
「
涼
府
」
は
場
所
、「
富
刹
」
は
人
名
と
し
て
「
涼
府
に
在

り
て
富
刹
記
す
」
と
読
む
で
あ
ろ
う
が
、
唐
代
に
「
涼
府
」
と
い
う
行
政
区
画
は
存

在
し
な
い
。
し
か
し
「
涼
州
」
は
現
在
の
甘
粛
省
武
威
市
の
あ
た
り
に
存
在
し
、
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「
涼
州
総
管
府
」「
涼
州
都
督
府
」
と
い
っ
た
表
記
が
『
旧
唐
書
』
な
ど
に
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
付
近
を
想
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
11
（

。
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
六
九
六
年
時
点
で
長
安
か
ら
約
九
〇
〇
㎞
ほ
ど
離
れ
て
い
る
こ
の
地
方
ま

で
『
群
疑
論
』
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
残
念
な
が
ら
書
き
手
で
あ

ろ
う
「
富
刹
」
に
つ
い
て
は
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

『
釈
浄
土
群
疑
論
』
諸
本
に
お
け
る
「
羽
〇
二
一
」
の
位
置
づ
け

前
項
で
「
羽
〇
二
一
」
は
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
写
本
で
あ
る
可
能
性
を
示
し

た
が
、
こ
こ
で
諸
本
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。［
金
子
・
研

究
］
と
［
村
上
・
研
究
］
に
依
っ
て
二
〇
〇
八
年
時
点
で
の
諸
本
を
整
理
す
る
と
以

下
の
通
り
で
あ
る
）
11
（

。

①
Ｓ
二
六
六
三　

年
代
不
明
・
写
本
・
断
片

②
七
寺
一
切
経
本　

平
安
末
（
一
一
七
五
―
一
一
八
〇
）、
写
本
・
断
片

③
建
長
版　

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）、
版
本
・
一
部
欠
本　

※
『
大
正
蔵
』
の

底
本

④
元
徳
摺
写
版　

元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）、
版
本
・
全
巻
・
禅
林
寺
所
蔵

⑤
桑
譽
了
的
書
写
本　

慶
長
一
三
年
―
元
和
二
年
（
一
六
〇
八
―
一
六
一
六
）、

写
本
・
全
巻

⑥
寛
永
版　

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）、
版
本
・
全
巻

⑦
万
治
版　

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
以
前
、
版
本
・
全
巻

⑧
宝
永
版　

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）、
版
本
・
全
巻　

※
『
浄
全
』
の
底
本

こ
の
よ
う
に
、
八
本
中
七
本
が
日
本
の
写
本
ま
た
は
版
本
で
①
の
み
が
敦
煌
写
本

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
Ｓ
二
六
六
三
は
年
代
が
不
明
で
あ
る
事
実
を
考
慮
す
る
と
、

「
羽
〇
二
一
」
は
、
ひ
と
つ
に
は
敦
煌
写
本
が
一
本
増
え
た
と
い
う
点
、
も
う
ひ
と

つ
は
萬
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
と
い
う
年
紀
が
あ
る
と
い
う
点
で
資
料
的
価
値
が

高
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
年
紀
が
あ
る
敦
煌
写
本
だ
と
は
い
え
僅
か
千
文
字
に
も

満
た
な
い
資
料
で
あ
る
し
、［
金
子
・
研
究
］
で
「
敦
煌
写
本
と
の
対
照
の
上
で
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、『
釈
浄
土
群
疑
論
』
原
本
が
存
在
し
な
い
以
上
、
敦
煌

写
本
に
比
し
て
日
本
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
が
決
し
て
質
的
に
劣
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
保
管
と
記
録
の
確
実
さ
と
い
う
点

か
ら
み
て
も
日
本
の
写
本
は
質
が
高
く
、
日
本
に
お
け
る
『
群
疑
論
』
の
書
写
は
奈

良
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）
11
（

こ
と
か
ら
、
当
然
な
が
ら
日
本
の
テ
キ
ス

ト
の
価
値
は
保
た
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
方
で
や
は
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
の
近
さ
と
い

う
の
は
魅
惑
的
だ
。
懐
感
と
懐
惲
が
生
存
し
て
い
た
年
号
と
『
群
疑
論
』
本
文
が
共

存
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

翻
刻
）
11
（
　

（
第
一
紙
）

（　

□
曰
今
當
爲
子
廣
引
聖
教
備
陳
信
謗
所
得
損
益
如
賢
護
経
□
□

（　

□
隨
喜
功
徳
品
説
隨
喜
三
昧
人
譬
如
有
人
定
愛
）
11
（

百
歳
身
軽
氣）11
（

（　

□
行
駿
）
1（
（

□
□
飛
是
人
生
便
即
能
行
一
世
界
周
旋
十
方
窮
極
地
際
至
滿

（　

□
□
□
□
不
絶
□
□
善
男
子
善
女
）
11
（

起
信
敬
心
於
彼
因
行
壯
人
所

5　

経
世
界
盛
滿
珍
寶
持
用
奉
獻
十
方
諸
佛
其
所
獲
福
雖
曰
極
多
然

（
第
二
紙
）

（　

尚
不
如
修
三
昧
功
徳
少
分
何
以
故
賢
護
由
彼
サ
サ
摩
訶
薩
修
此
三
昧

（　

□
足
如
上
四
天
）
11
（

隨
喜
廻
向
阿
耨
多
羅
三
藐
三
サ
提
為
求
多
聞
成
正
覺

（　

□
賢
護
以
是
因
縁
）
11
（

持
此
施
福
望
前
隨
喜
）
11
（

所
獲
功
徳
百
分
不
及
一
千
分
不
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（　

□
□
百
千
萬
分
不
及
一
億
百
千
分
不
及
一
乃
至
算
數
譬
喩
所
不
能
及
其
生

（0　

□
随
喜
福
既
無
邊
不
信
起
謗
罪
亦
無
量
也
如
大
品
經
法
華
經
及
佛
藏

（（　

□
□
廣
説
膀
法
之
罪）11
（

（（　

□
□
□
□
修
此
三
昧
之
者
皆
須
嚴
飾
道
場
安
置
尊
像
澡
浴
清
淨

（（　

著
新
凜
）
11
（

衣
日
□
□
食
不
顧
形
命
專
心
念
佛
此
義
可
然
何
因
處
在
闇
中
閉

（（　

諸
光
隙
勵
聲
大
念
斯
何
教
哉
皆
）
11
（

見
諸
徒
咸
生
疑
恠
請
陳
斯
術
有

（5　

□
教
哉

（（　

□
曰
稽
其
聖
典
亦
無
至
教
但
修
行
之
人
將
斯
闇
室
絶
諸
視
聽
心
捨

（（　

□
□
初
學
之
儔
約
斯
住
相
）
11
（

易
得
三
昧
不
爾
難
成
凡
是
世
間
欲
思
難

（（　

□
□
得
解
了
亂
相
）
1（
（

難
成
或
掩
炎
）
11
（

獨
居
或
閉
目
絶
視
因
茲
恬
静

（（　

□
□
□
成
此
亦
如
斯
亂
心
難
住
念
佛
三
昧
無
由
現
前
故
為
其
闇
室

（0　

□
□
三
昧
不
學
之
學
之
輩
於
此
生
疑
曾
修
習
者
深
將
為
要
如
處
蜜
）
11
（

内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

闇）11
（

（（　

□
□
□
時
有
少
隙
光
照
斯
闇
室
心
便
縁
此
浪
起
思
惟
如
絶
斯
是
）
11
（

明

（（　

□
□
□
□
此
乃
學
者
所
知
非
是
浪
為
斯
法
又
如
調
鷹
之
法
縫
目
飼
氈

（（　

□
其
無
所
瞻
視
損
於
肥
健
之
力
方
始
絶
彼
飛
遊
往
來
調
伏
將

（（　

□
□
獵
縱
任
隨
人
三
昧
亦
爾
初
學
之
輩
馳
心
五
欲
攀
縁
六
塵
若

（5　

□
□
□
闇
室
無
由
得
成
三
昧
後
學
成
就
處
之
）
11
（

遊
行
不
簡
明
闇

（（　

□
□
見
佛
詎
勞
闇
室
而
行
念
佛
）
11
（

故
觀
經
言
是
人
苦
逼
不
遑

（（　

□
□
□
友
教
令
可
稱
阿
彌
陀
佛
如
是
至
心
令
聲
不
絶
豈
非
苦
惱

（
第
三
紙
）

（（　

□
□
念
相
）
11
（

難
成
令
聲
不
絶
至
心
便
得
今
此
出
聲
學
念
佛
定
亦
復

（（　

□
□
令
聲
不
絶
遂
得
三
昧
見
佛
聖
衆
皎
然
自
前
）
11
（

故
大
集
日
藏
分
經

（0　

□
大
念
見
大
佛
小
念
見
小
佛
大
念
者
大
聲
稱
佛
也
小
念
者
小
聲
稱

（（　

□
斯
則
）
11
（

聖
教
有
何
惑
哉
既
）
1（
（

見
即
今
諸
修
學
者
唯
須
勵
聲

（（　

□
□
三
昧
易
成
小
聲
稱
佛
遂
多
馳
散
此
乃
學
者
所
知
非
外
人
之
曉

（（　

□
□
□
不
信
□
識
）
11
（

學
為
無
得
不
修
但
生
疑
惑
矣

（（　

□
□
經
言
五
躰
投
地
求
哀
懺
悔
未
知
懺
悔
之
徒
或
多
自
撲
未
知
有

（5　

□
□
教
若
以
五
躰
投
地
即
為
自
撲
者
將
恐
此
釋
埋
未
可
然
此
五
躰

（（　

□
□
妨
只
□
五
輪
著
地
頭
面
禮
佛）11
（

（（　

□
□
如
觀
佛
三
昧
海
經
第
三
説
佛
於
座
起
）
11
（

令
諸
四
衆
觀
佛
色
身
釋

　
　
　
　

五
百
釋
子

（（　

□
□
□
色
身
猶
如
灰
人
比
丘
衆
中
有
）
11
（

一
千
人
見
佛
色
身
如
赤
土
人
優
婆

（（　

□
□
中
有
十
六
人
見
佛
色
身
如
黒
象
脚
優
婆
夷
衆
中
二
）
11
（

十
四
人
）
11
（

見
佛

（0　

□
□
猶
如
聚
墨
比
丘
尼
衆
中
有
比
）
11
（

丘
尼
）
11
（

見
佛
色
身
如
白
銀
色
優
）
11
（

婆

（（　

□
□
佛
色
身
如
藍
染
青
色
如
是
四
衆
觀
佛
色
身
所
見
不
同
不
得

（（　

□
□
□
金
色
身
發
露
悔
過
懺
悔
諸
罪
五
躰
投
地
如
太
）
1（
（

山
崩
自

（（　

□
頭
髮
舉
身
投
地
婉
轉
自
撲
鼻
中
血
出
）
11
（

懺
罪
消
滅
心
眼
得

（（　

□
見
佛
色
身
端
嚴
微
妙
如
須
彌
山
光
顯
大
海
此
豈
不
是
懺
悔

（5　

□
□
自
撲
之
法
無
教
輒
為
誠
如
所
責
有
経
而
作
）
11
（

其
何
哉
恠）11
（

（（　

□
疑
論
第
二

（（　

萬
歳
通
天
元
年　

在
涼
府
富
刹
記
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内
容
に
つ
い
て

ま
ず
分
巻
に
つ
い
て
だ
が
、
基
本
情
報
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
本
文
の
内
容
は

現
行
本
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
第
七
巻
末
で
、
科
文
で
言
え
ば
第
十
一
料
簡
念
仏
三
昧

行
相
十
三
章
―
信
謗
損
益
章
・
闇
室
念
仏
章
、
第
十
二
料
簡
投
地
自
撲
懺
悔
一
章
に

相
当
す
る
。
こ
れ
を
羽
〇
二
一
で
は
「
□
疑
論
第
二
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
懐

惲
に
よ
る
編
集
作
業
以
前
、
こ
の
部
分
は
「
第
二
」
と
し
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
よ
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
冒
頭
が
念
仏
三
昧
や
自
撲
懺
悔
な
ど
の
実
践
的

内
容
に
関
す
る
問
答
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

次
に
、
対
校
作
業
で
わ
か
っ
た
文
字
の
相
違
に
つ
い
て
二
点
示
し
て
お
き
た
い
。

一
八
行
目
の
「
掩
」
の
次
の
文
字
は
「
炎
」
と
読
め
る
が
、
現
行
本
で
は
「
室
」

で
、「
或
い
は
室4

を
掩
い
て
獨
居
し
或
い
は
目
閉
じ
て
視
を
絶
ち
て
（
或
掩
室4

獨
居

或
閉
目
絶
視
）」
と
な
っ
て
い
る
。「
室
」
で
は
な
く
て
「
炎
」
に
し
た
場
合
、「
炎

を
掩
い
て
（
掩
炎4

）」
と
読
め
る
。
前
者
は
屋
外
か
ら
の
光
を
遮
断
す
る
印
象
、
後

者
は
尊
像
の
前
の
灯
火
を
隠
す
印
象
が
あ
る
が
、
果
た
し
て
灯
火
を
炎
と
表
現
す
る

だ
ろ
う
か
、
灯
火
で
あ
れ
ば
隠
す
の
で
は
な
く
消
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
の

よ
う
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
の
で
誤
写
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が
、
光
を
遮
断
し
た
状
況
を
つ
く
る
目
的
は
動
か
な
い
の
で
、
大
き
な
問
題
で

は
な
い
。

二
九
行
目
に
「
皎
然
自
前
」
と
あ
る
が
、
現
行
本
で
は
「
皎
然
常
在
目
前
（
皎
然

と
し
て
常
に
目
前
に
在
し
ま
す
）」
と
な
っ
て
い
る
。「
目
前
」
で
あ
れ
ば
「
皎
然
と

し
て
常
に
修
行
者
の

4

4

4

4

目
前
に
在
し
ま
す
」
と
読
め
る
が
、「
自
前
」
で
あ
れ
ば
「
皎

然
と
し
て
仏
聖
衆
が

4

4

4

4

自
ら
前
む
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
状
況
を
目

の
当
た
り
に
す
る
の
は
修
行
者
で
あ
る
か
ら
内
容
と
し
て
は
大
差
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
違
う
文
字
で
あ
っ
た
と
し
て
も
意
味
に
大
き
な
違
い
は
な
く
、
明

ら
か
に
後
世
の
文
字
の
追
加
だ
と
分
か
る
箇
所
で
も
文
脈
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
建
長
版
が
底
本
の
『
大
正
蔵
』・
宝
永
版
が
底
本
の
『
浄
全
』
と
「
羽

〇
二
一
」
は
全
体
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。

書
体
の
変
化
に
つ
い
て

先
に
羽
〇
二
一
で
書
体
の
変
化
す
る
箇
所
を
二
二･

二
三
行
目
と
指
摘
し
た
が
、

前
後
の
行
を
合
わ
せ
て
全
体
的
な
印
象
を
み
る
と
そ
の
変
化
が
よ
く
分
か
る
。
二
二

行
目
以
前
と
二
三
行
目
以
降
で
は
っ
き
り
と
書
体
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ

ば
す
べ
て
行
草
書
体
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
ど
ち
ら
に
基
本
を
置
く
か
の
違
い
が
あ

る
の
み
だ
。
こ
れ
を
一
人
の
書
き
手
に
よ
る
気
分
の
変
化
あ
る
い
は
意
図
的
な
調
子

の
変
更
な
の
か
、
別
な
人
物
の
書
き
ぶ
り
の
違
い
と
み
る
べ
き
な
の
か
即
断
は
避
け

て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
二
二･

二
三
行
目
の
前
後
三
行
を
合
わ
せ
た
八
行
を
全
体
と
し
て
見
た
と

き
の
印
象
と
し
て
は
、
前
半
四
行
は
線
に
あ
ま
り
抑
揚
が
な
く
淡
々
と
一
定
の
幅
の

中
に
文
字
を
収
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
半
四
行
は
墨
量
が

多
く
太
め
の
線
が
目
立
ち
、
大
小
の
変
化
が
あ
り
横
へ
の
動
き
が
多
い
た
め
躍
動
感

が
あ
る
。

次
に
文
字
単
位
で
み
て
い
く
と
、
後
半
は
、
其
（
二
三
行
目

－

一
文
字
目
。
以
下

数
字
の
み
表
記
）
や
言
（
二
六

－

一
四
）
に
顕
著
だ
が
、
横
画
の
右
上
が
り
が
強
く
、

全
体
的
に
右
上
が
り
に
字
形
を
と
っ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
し
、
塵
（
二
四

－

二

一
）
や
若
（
二
四

－

二
二
）
の
左
ハ
ラ
イ
の
伸
び
や
か
さ
、
遊
（
二
三

－

一
七
）
遊

（
二
五

－

一
五
）
遑
（
二
六

－

二
〇
）
の
シ
ン
ニ
ョ
ウ
の
前
屈
み
具
合
な
ど
前
半
に

は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
出
て
く
る
。
ま
た
前
後
半
共
に
出
る
字
句
に
つ
い
て
だ
が
、
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心
（
二
一

－

一
〇･

二
四

－

一
五
）
を
比
較
す
る
と
、
点
画
の
省
略
の
違
い
が
浮
き

彫
り
に
な
り
、
草
書
体
中
心
の
前
半･

行
書
体
中
心
の
後
半
と
い
う
こ
と
が
明
確
に

な
る
。
学
（
二
〇

－

四･

二
二

－

三･

二
四

－

一
一･

二
五

－

一
〇
）
は
、
後
半
の

二
つ
は
中
心
を
右
に
と
り
、
特
に
四
つ
め
は
極
端
に
カ
ン
ム
リ
の
左
を
下
げ
て
右
上

が
り
感
を
出
し
て
お
り
、
三
昧
（
一
九･

二
〇･

二
四･

二
五
行
目
）
は
、
前
半
は

「
昧
」
の
偏
と
旁
を
接
近
さ
せ
て
い
る
が
後
半
で
は
間
を
空
け
、
旁
の
横
画
も
前
半

は
息
が
長
く
後
半
は
短
い
と
い
っ
た
違
い
が
見
ら
れ
る
。
念
仏
（
一
九･

二
六
）
は

「
念
」
の
ヒ
ト
ガ
シ
ラ
右
ハ
ラ
イ
の
長
短
の
違
い
、
コ
コ
ロ
の
二
画
目
を
横
方
向
に

引
く
か
右
下
方
向
に
落
と
す
か
の
違
い
、「
仏
」
は
ニ
ン
ベ
ン
の
幅
の
と
り
方
の
違

い
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
は
一
九
～
二
六
行
目
の
八
行
に
限
っ
て
例
を
示
し
た
が
、
同
様
の
字
句
が
一

八
行
目
以
前･

二
七
行
目
以
降
に
出
る
場
合
も
同
様
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

小
結

杏
雨
書
屋
所
蔵
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』（
羽
〇
二
一
）
は
李
盛
鐸
旧
蔵
本
で
、

尾
題
と
識
語
か
ら
諸
本
の
中
で
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
写
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
書
写
年
の
萬
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
は
著
者
懐
感
と
編
集
者
懐
惲
が
生
存
し

て
い
た
年
号
だ
が
、
第
三
者
の
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
群
疑
論
』
原
本
は
こ
の

年
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
書
き
手
の
「
富
刹
」
に
つ
い
て
は
不
明
だ

が
、
所
在
地
で
あ
ろ
う
「
涼
府
」
は
現
在
の
甘
粛
省
武
威
市
付
近
を
想
定
で
き
、

『
群
疑
論
』
が
著
さ
れ
て
か
ら
早
い
段
階
で
こ
の
地
方
ま
で
伝
播
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

羽
〇
二
一
は
尾
題
に
「
第
二
」
と
あ
る
が
、
現
行
本
の
第
七
巻
末
の
章
と
一
致
す

る
。
念
仏
三
昧
や
自
撲
懺
悔
と
い
っ
た
実
践
的
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
で
、
懐

惲
に
よ
る
編
集
以
前
は
冒
頭
に
実
践
に
関
す
る
問
答
が
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
尾
題
の
一
文
字
目
が
欠
け
て
い
る
た
め
、「
□
疑
論
」
は

「
群
疑
論
」
か
「
釈
疑
論
」
か
、
あ
る
い
は
別
の
呼
び
名
か
、
当
時
の
略
称
に
つ
い

て
も
選
択
肢
が
増
え
た
。

現
行
本
と
の
対
校
の
結
果
、
誤
写
で
あ
ろ
う
箇
所
や
後
世
の
追
加
で
あ
ろ
う
部
分

な
ど
、
文
字
の
相
違
は
多
少
見
ら
れ
る
も
の
の
大
き
く
文
脈
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い

の
で
、
内
容
と
し
て
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
本

文
と
識
語
を
合
わ
せ
て
全
部
で
四
八
行
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
行
草
書
体
で
あ

り
、
前
半
部
分
（
二
二
行
目
以
前
）
は
草
書
体
の
、
後
半
部
分
（
二
三
行
目
以
降
）

は
行
書
体
の
比
重
が
高
い
。
前
半
は
線
に
あ
ま
り
抑
揚
が
な
く
淡
々
と
一
定
の
幅
の

中
に
文
字
を
収
め
て
い
く
の
に
対
し
、
後
半
は
墨
量
が
多
く
大
小
の
変
化
も
あ
り
躍

動
感
が
あ
る
。

二

－

二　

Ｓ
二
六
六
三
と
の
関
係
に
つ
い
て

『
群
疑
論
』
の
敦
煌
写
本
は
、
矢
吹
慶
輝
氏
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
て
い

た
「
Ｓ
二
六
六
三
」
の
み
と
さ
れ
て
き
た
が
、
羽
〇
二
一
の
登
場
に
よ
り
比
較
可
能

な
状
況
と
な
っ
た
。
識
語
の
な
い
Ｓ
二
六
六
三
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
深
く
掘
り
下
げ

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
羽
〇
二
一
に
は
年
紀
が
あ
る
た
め
前
者
に
関
し
て
も

新
た
な
展
開
の
可
能
性
が
出
て
き
た
。

テ
キ
ス
ト
の
基
本
情
報

現
在
ス
タ
イ
ン･

ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
上
海
師
範
大
学
と
英
国
国
家
図
書
館

と
の
合
編
で
、
中
国
側
は
方
廣
錩
氏
、
英
国
側
は
呉
芳
思
氏
が
主
編
と
な
っ
て
『
英

国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
遺
書
（
漢
文
部
分
）』
が
桂
林
の
広
西
師
範
大
学
出
版
社
か

ら
順
次
出
版
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
九
月
に
一
～
一
〇
巻
（
Ｓ
六
三
九
ま
で
）、
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二
〇
一
三
年
三
月
に
一
一
～
二
〇
巻
（
Ｓ
一
三
二
一
ま
で
）、
二
〇
一
三
年
十
二
月

に
二
一
～
三
〇
巻
（
Ｓ
一
九
六
〇
ま
で
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

英
蔵
敦
煌
遺
書
の
前
半
六
千
余
号
部
分
は
、
一
九
八
一
年
に
台
湾
か
ら
『
敦
煌
宝

蔵
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
図
版
の
品
質
や
編
集
な
ど
に
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
書
は
鮮
明
な
図
版
を
用
い
、
ス
タ
イ
ン･

ナ
ン
バ
ー
一

万
四
千
余
号
す
べ
て
の
敦
煌
遺
書
を
影
印
収
録
す
る
予
定
で
、
特
に
後
半
六
千
余
号

の
大
半
は
初
公
刊
で
あ
る
こ
と
か
ら
大
変
貴
重
で
あ
り
今
後
最
初
に
参
照
す
べ
き
ス

タ
イ
ン･

ナ
ン
バ
ー
の
基
礎
資
料
と
な
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
い
ま
扱
お
う
と

す
る
Ｓ
二
六
六
三
を
含
む
巻
は
未
刊
の
た
め
影
印
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
現
在
日
本
で
確
認
で
き
る
資
料
の
中
で
最
も
確
実
か
つ
鮮
明
で
あ
る
、
東
洋

文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
紙
焼
き
資
料
を
調
査
の
対
象

と
し
た
。

こ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
数
（
No.　
（（
ま
で
）
は
、
原
本

の
紙
数
と
は
一
致
し
な
い
。
本
文
中
、
文
字
単
位
で
場
所
を
指
示
す
る
と
き
は
基
本

的
に
は
総
行
数
で
表
記
し
、
大
き
な
ま
と
ま
り
で
指
示
す
る
場
合
は
コ
マ
No.
を
使
用

す
る
こ
と
に
す
る
。

Ｓ
二
六
六
三
が
公
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
こ
と
で
、
矢
吹
慶

輝
『
三
階
教
之
研
究
』
に
付
図
一
四
と
し
て
断
片
一
部
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
そ
の

存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。［
金
子･

研
究
］（
九
三
～
九
五
頁
）
で
は
、

『
正
蔵
』
で
の
対
校
作
業
の
問
題
点
や
記
載
の
誤
り
、
欠
損
し
て
い
る
文
字
に
つ
い

て
言
及
が
あ
り
、［
村
上･

研
究
］
で
は
三
九
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
二
六
六
三
は
識
語
や
題
号
を
も
た
な
い
た
め
内
容
か
ら
『
群
疑
論
』
と
判
断
さ

れ
た
も
の
で
、『
正
蔵
』
四
七
巻
（
No.
一
九
六
〇
）
四
五
頁
上
段
二
二
行
目
～
四
九

頁
中
段
一
三
行
目
に
当
た
る
。
現
行
本
の
第
三
巻
に
相
当
し
、
標
目
と
し
て
は
「
第

六　

会
経
異
説
破
他
誤
謬
」
で
三
階
教
者
と
の
対
論
が
記
さ
れ
て
お
り
、
三
階
教
者

の
主
張
を
強
く
批
難
す
る
箇
所
で
『
群
疑
論
』
の
立
場
が
明
確
に
な
る
重
要
な
部
分

で
あ
る
。

こ
の
写
本
に
は
全
部
で
二
六
二
行
残
っ
て
お
り
、
一
行
の
文
字
数
は
二
〇
～
二
七

字
ほ
ど
で
定
ま
っ
て
い
な
い
。
三･

四･

五･

九･

一
四･

三
〇
行
目
の
上
部
は
一
～

六
文
字
ず
つ
欠
け
、
No.
３
～
（0
は
欠
損
な
く
、
No.　
（（
後
半
か
ら
No.　
（（
は
上
部
が
欠
損

し
て
お
り
二
二
二
行
目
か
ら
は
各
行
一
～
四
文
字
ず
つ
欠
け
、
下
部
は
欠
損
が
少
な

く
ほ
ぼ
判
読
可
能
な
状
態
で
あ
る
。

裏
紙
の
使
用
に
つ
い
て

No.
８
の
後
半
（
一
六
四
と
一
六
五
行
目
の
間
）
か
ら
No.　
（（
の
最
後
（
二
六
二
行

目
）
ま
で
左
右
反
転
し
た
文
字
が
薄
く
写
っ
て
お
り
、
裏
紙
を
使
用
し
て
書
写
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
既
に
文
字
が
書
か
れ
た
も
の
を
裏
返
し
に
し
て
行
間
に
新
た
に
書

い
て
い
く
た
め
、
基
本
的
に
は
文
字
が
重
な
っ
て
お
ら
ず
判
読
可
能
な
文
字
も
多
い
。

そ
こ
で
、
No.
８
～
（（
の
写
真
を
左
右
反
転
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
判
読
可
能
な
文
字
群

が
い
く
つ
か
浮
か
び
上
が
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、

紙
背
文
書
は
『
四
分
戒
本
疏
』
巻
第
二
）
11
（

で
あ
り
、『
四
分
戒
本
疏
』
が
書
か
れ
た
紙

の
裏
を
使
っ
て
Ｓ
二
六
六
三
の
後
半
が
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
群
疑
論
』

を
書
写
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
人
物
が
『
四
分
戒
本
疏
』
を
書
写
し
た
も
の
を
手
に

取
る
環
境
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
両
テ
キ
ス
ト
が
近
い
存
在
で
あ
っ
た
証
左
で

あ
る
し
、
そ
の
人
物
あ
る
い
は
そ
の
人
物
が
属
す
る
集
団
で
こ
の
二
本
の
テ
キ
ス
ト

が
何
ら
か
の
理
由
で
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

今
後
、
英
国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
遺
書
が
継
続
的
に
出
版
さ
れ
て
Ｓ
二
六
六
三
も



一
三
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

高
画
質
の
写
真
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

書
体
の
変
化
に
つ
い
て

　

Ｓ
二
六
六
三
に
も
羽
〇
二
一
と
同
様
に
書
体
が
変
化
す
る
箇
所
が
数
箇
所
あ
る
。

一
行
目
か
ら
順
に
書
体
の
ま
と
ま
り
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ　

〇
〇
一
～
〇
二
三
（
行
目
）〈
二
三
（
行
数
）〉
行
草
書
体

Ｂ　

〇
二
四
～
〇
二
九
〈
六
〉
楷
行
書
体

Ｃ　

〇
三
〇
～
一
一
五
〈
八
六
〉
行
草
書
体

Ｄ　

一
一
六
～
一
三
一
〈
一
六
〉
楷
行
書
体

Ｅ　

一
三
二
～
一
三
七
〈
六
〉
行
書
体
、
字
粒
が
大
き
い
、
Ｄ･

Ｆ
と
は
異
質
。

Ｆ　

一
三
八
～
一
五
二
〈
一
五
〉
楷
行
書
体

Ｇ　

一
五
三
～
二
六
二
〈
一
一
〇
〉
行
草
書
体
、
一
六
四
と
一
六
五
行
目
の
間
か
ら

反
転
し
た
文
字
あ
り
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ･

Ｃ･

Ｇ
は
行
草
書
体
、
Ｂ･

Ｄ･

Ｆ
は
楷
行
書
体
、
Ｅ
は
行
書

体
で
、
Ａ･

Ｃ･

Ｇ
と
Ｄ･

Ｆ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
で
共
通
点
が
多
く
、
Ｅ

だ
け
少
し
異
質
な
印
象
が
あ
る
。
大
部
分
を
占
め
る
行
草
書
体
（
Ａ･
Ｃ･

Ｇ
）
は
、

行
書
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
点
画
の
省
略
が
多
い
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
、
草
書
体

を
と
る
も
の
も
比
較
的
多
い
。
運
筆
は
速
め
で
軽
快
に
書
き
進
め
ら
れ
、
一
行
の
文

字
数
に
も
規
則
性
は
な
く
、
美
し
く
保
存
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｄ･

Ｆ
の
楷
行
書
体
は
、
横
画
の
起
筆
や
終
筆
を
み
る
と
楷
書

体
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
次
画
へ
の
連
続
性
や
転
折
部
分
な
ど
は

行
書
体
と
と
れ
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
字
粒
は
安
定
し
な
い
も
の
の
、
丁
寧
な

運
筆
の
意
識
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
比
較
的
行4

が
真
っ
直
ぐ
に
通
っ
て
い

て
す
っ
き
り
見
え
る
。
Ｅ
に
は
楷
書
的
要
素
は
み
ら
れ
ず
、
こ
の
六
行
だ
け
他
の
行

書
体
と
も
異
質
で
あ
り
、
字
形
の
と
り
方
で
は
文
字
の
下
半
身
が
大
き
く
な
っ
た
り
、

運
筆
で
は
筆
の
開
閉
が
安
定
せ
ず
極
端
に
太
い
線
が
突
然
入
っ
た
り
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ａ
と
Ｂ
の
境
界
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
の
、
Ｂ
と
Ｃ
の
境
界
は
曖
昧

で
、
楷
行
か
ら
行
草
へ
の
変
化
が
自
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
八
行
目

－

一
九
文
字

目
（
以
下
数
字
の
み
表
記
）「
生
」
と
三
〇

－

一
四
「
生
」、
二
九

－

一
七
「
普
」
と

三
一

－

二
二
「
普
」
な
ど
を
比
べ
る
と
変
化
が
よ
く
分
か
る
が
、
二
九

－

一
八

「
法
」
と
三
〇

－

一
七
「
法
」、
二
九

－

二
三
「
第
」
と
三
〇

－

七
「
第
」
を
比
べ
る

と
あ
ま
り
変
化
が
な
い
。「
別
」
か
ら
始
ま
る
Ｂ
の
書
き
出
し
（
二
四
行
目
）
か
ら

し
ば
ら
く
楷
書
を
基
本
に
書
い
て
い
た
が
、
二
九

－

一
八
「
法
」
あ
た
り
か
ら
調
子

づ
い
て
少
し
ず
つ
運
筆
の
速
度
が
高
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
Ａ･

Ｂ･

Ｃ
は
同
一
の
書
き
手
の
変
化
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ａ･

Ｃ･

Ｇ
の
行
草
書
体
と
Ｂ
の
楷
行
書
体
は
関
わ
り
が
考

え
ら
れ
（
同
一
の
書
き
手
の
変
化
で
あ
る
と
い
う
即
断
は
避
け
る
）、
Ｄ･

Ｆ
の
楷

行
書
体
は
類
似
性
が
高
く
、
Ｅ
の
み
異
質
な
行
書
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
大
き

く
三
つ
の
ま
と
ま
り
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
Ｓ
二
六
六
三
」
と
「
羽
〇
二
一
」
行
草
書
体
の
類
似
性

Ｓ
二
六
六
三
と
羽
〇
二
一
の
前
半
部
分
（
二
二
行
目
以
前
）
か
ら
同
様
の
文
字
を

拾
っ
て
み
る
と
、
Ａ･

（
Ｂ
）･

Ｃ･

Ｇ
の
グ
ル
ー
プ
と
類
似
性
が
高
い
こ
と
が
分
か

る
。
同
一
グ
ル
ー
プ
内
で
も
当
然
な
が
ら
線
の
出
か
た
は
変
わ
る
の
で
完
全
に
一
致

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
運
筆
や
く
ず
し
の
理
解
が
同
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き

る
。ま

た
、
羽
〇
二
一
の
後
半
部
分
（
二
三
行
目
以
降
）
の
行
草
書
体
と
Ｓ
二
六
六
三

の
Ｄ･

Ｆ
、
あ
る
い
は
Ｅ
の
グ
ル
ー
プ
と
の
類
似
性
は
見
出
し
に
く
か
っ
た
。
こ
こ



一
三
七

　
　
　
　
浄
土
教
関
係
敦
煌
漢
文
写
本
の
研
究

で
は
、
Ｓ
二
六
六
三
の
Ａ･

（
Ｂ
）･

Ｃ･

Ｇ
グ
ル
ー
プ
と
羽
〇
二
一
前
半
部
分
（
二

二
行
目
以
前
）
の
行
草
書
体
は
運
筆
法
や
点
画
の
理
解
な
ど
に
お
い
て
類
似
性
が
高

い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

小
結

『
群
疑
論
』
の
敦
煌
写
本
は
、
矢
吹
慶
輝
氏
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
て
い

た
「
Ｓ
二
六
六
三
」
一
本
の
み
と
さ
れ
て
き
た
が
、
公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興

財
団
杏
雨
書
屋
『
敦
煌
秘
笈
』
の
中
に
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』（
羽
〇
二
一
）
が

確
認
さ
れ
て
二
本
と
な
っ
た
。
羽
〇
二
一
に
は
、
本
文
と
識
語
を
合
わ
せ
て
全
部
で

四
八
行
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
行
草
書
体
で
あ
り
、
前
半
部
分
（
二
二
行
目
以

前
）
は
草
書
体
の
、
後
半
部
分
（
二
三
行
目
以
降
）
は
行
書
体
の
比
重
が
高
い
。
前

半
は
線
に
あ
ま
り
抑
揚
が
な
く
淡
々
と
一
定
の
幅
の
中
に
文
字
を
収
め
て
い
く
の
に

対
し
、
後
半
は
墨
量
が
多
く
大
小
の
変
化
も
あ
り
躍
動
感
が
あ
る
。
Ｓ
二
六
六
三
は
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
No.
８
の
後
半
（
一
六
四
と
一

六
五
行
目
の
間
）
以
降
に
見
ら
れ
る
左
右
反
転
し
た
文
字
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
紙

背
文
書
は
『
四
分
戒
本
疏
』
巻
第
二
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
群
疑
論
』
と

『
四
分
戒
本
疏
』
が
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
事
実
は
、
書
き
手
が
属
す
る
集
団
の
修
学

状
況
を
知
る
手
が
か
り
の
ひ
と
つ
に
な
り
得
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
全
部
で
二
六
二
行
残
っ
て
い
る
が
、
七
つ
の
書
体
の
ま
と
ま

り
に
分
け
て
そ
れ
を
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
し
た
。
一
つ
は
大
部
分
を
占
め
る

Ａ･

Ｃ･

Ｇ
で
、
あ
ま
り
型
を
意
識
せ
ず
軽
快
に
書
き
進
め
て
い
る
行
草
書
体
グ
ル

ー
プ
。
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
の
変
化
が
自
然
で
あ
る
た
め
Ｂ
の
楷
行
書
体
も
暫
定
的
に
こ
れ

に
属
す
る
も
の
と
し
た
。
一
つ
は
Ｄ･

Ｆ
で
、
楷
書
を
基
調
に
し
な
が
ら
行
書
体
も

多
用
し
て
お
り
全
体
的
に
丁
寧
な
運
筆
を
感
じ
さ
せ
る
楷
行
書
体
グ
ル
ー
プ
。
一
つ

は
Ｅ
で
、
こ
れ
の
み
異
質
な
行
書
体
で
字
形
の
安
定
感
が
欠
け
行
の
ま
と
め
方
に
も

統
一
感
が
な
か
っ
た
。

注
目
し
た
の
は
両
テ
キ
ス
ト
の
行
草
書
体
で
、
Ｓ
二
六
六
三
の
Ａ･

（
Ｂ
）･

Ｃ･

Ｇ
グ
ル
ー
プ
と
羽
〇
二
一
前
半
部
分
（
二
二
行
目
以
前
）
は
運
筆
法
や
点
画
の
理
解

な
ど
に
お
い
て
類
似
性
が
高
い
こ
と
を
い
く
つ
か
の
事
例
を
用
い
て
指
摘
し
た
。
同

一
の
書
写
環
境
な
ど
を
想
定
で
き
る
決
定
的
な
材
料
は
な
い
が
、
両
者
が
近
い
存
在

で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
敦
煌
秘
笈
』
の
中
か
ら
「
羽
六
〇
五
」
と
「
羽
〇
二
一
」
を
取
り

上
げ
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
た
。
今
後
は
、
序
言
で
挙
げ
た
他
の
テ
キ

ス
ト
を
研
究
対
象
と
し
て
い
き
た
い
。

　
　

註
（
（
）
敦
煌
写
本
の
大
部
分
は
ロ
ン
ド
ン
の
大
英
博
物
館
・
図
書
館
、
パ
リ
の
国
立
図
書
館
、

北
京
図
書
館
、
北
京
大
学
図
書
館
、
ロ
シ
ア
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋

学
研
究
所
、
上
海
図
書
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
目
録
が
完
備
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
個
人

蔵
の
も
の
も
中
国
や
日
本
を
中
心
に
散
在
し
て
い
る
。
個
人
蔵
の
大
部
な
も
の
の
一
つ
に

李
盛
鐸
（
一
八
五
九
－
一
九
三
七
）
旧
蔵
本
が
あ
る
が
、
王
重
民
の
目
録
（『
敦
煌
遺
書

総
目
索
引
』
中
華
書
局
、
一
九
八
三
）
で
は
敦
煌
遺
書
散
録
と
し
て
「
李
氏
鑒
藏
燉
煌
寫

本
目
録
（
據
傳
鈔
本
）」「
李
木
齋
𦾔
藏
燉
煌
名
跡
目
録
」
な
ど
と
記
さ
れ
、
所
在
不
明
で

目
録
上
の
み
の
文
献
と
し
て
集
録
さ
れ
て
い
る
。
李
盛
鐸
が
職
権
を
利
用
し
て
私
蔵
し
た

収
集
品
は
暫
く
の
間
は
学
者
が
閲
覧
可
能
で
あ
っ
た
た
め
目
録
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一

九
三
〇
年
代
に
海
外
へ
売
却
さ
れ
て
以
降
は
公
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
　

そ
の
李
盛
鐸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
刊
本
『
敦
煌
秘
笈
』
と
い
う
形
で
公
開
さ
れ
た
。
財
団

法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
が
二
〇
〇
九
年
よ
り
順
次
刊
行
し
、
目
録
冊
一
冊
・



一
三
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

影
片
冊
九
冊
が
二
〇
一
三
年
三
月
二
五
日
に
揃
っ
た
も
の
で
、
落
合
俊
典
氏
の
言
葉
を
借

り
る
な
ら
ば
、「
敦
煌
蔵
経
洞
の
発
見
以
来
百
年
の
星
霜
を
経
て
よ
う
や
く
敦
煌
写
本
の

総
体
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
唯
一
未
公
開
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
が
や
っ
と
公
開

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（「
李
盛
鐸
と
敦
煌
秘
笈
」
印
仏
研
五
二
―
二
、
二
〇
〇
四
）。

　
　
『
敦
煌
秘
笈
』
の
出
版
に
つ
い
て
は
、
岩
本
篤
志
「
杏
雨
書
屋
蔵
「
敦
煌
秘
笈
」
概

観
」（『
西
北
出
土
文
献
研
究
』
八
号
、
二
〇
一
〇
）
で
、
出
版
さ
れ
て
す
ぐ
に
紹
介
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
北
京
大
学
･
栄
新
江
『
辨
偽
与
存
真
―
敦
煌
学
論
集
』（
上
海
古
籍
出

版
社
、
二
〇
一
〇
）
の
書
評
、
岩
本
篤
志
「
敦
煌
文
献
と
は
何
か
」（『
東
方
』
三
六
一
号
、

二
〇
一
一
）
で
は
、『
敦
煌
秘
笈
』
の
出
版
が
公
に
な
る
以
前
に
書
か
れ
た
栄
新
江
「
李

盛
鐸
蔵
敦
煌
写
巻
的
真
与
偽
」
は
、『
敦
煌
秘
笈
』
冒
頭
の
四
三
二
点
と
売
却
さ
れ
た
李

盛
鐸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
が
一
致
す
る
こ
と
の
傍
証
に
な
り
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
『
敦
煌
秘
笈
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
羽
田
亨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
七
三
六
点
は
、
李
盛
鐸
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
四
三
二
点
と
そ
れ
以
外
の
ル
ー
ト
で
入
手
し
た
も
の
三
〇
四
点
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
李
盛
鐸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
羽
田
亨
氏
の
手
に
渡
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、

杏
雨
書
屋
館
長
吉
川
忠
夫
氏
の
刊
行
の
辞
（『
敦
煌
秘
笈
』
目
録
冊
冒
頭
）
に
詳
し
い
。

吉
川
氏
は
そ
こ
で
高
田
時
雄
「
李
滂
と
白
堅
―
李
盛
鐸
舊
藏
敦
煌
寫
本
日
本
流
入
の
背

景
」（『
敦
煌
写
本
研
究
年
報
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
七
）
を
紹
介
し
て
い
る
。
売
却
さ
れ
た

李
盛
鐸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
、
所
在
は
研
究
者
の
あ
い
だ

で
は
公
然
の
秘
密
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（
）
羽
六
〇
五
に
つ
い
て
、
図
版
を
使
用
し
て
検
討
し
た
も
の
は
『
佛
教
論
叢
』
五
八
（
二

〇
一
三
）
に
掲
載
し
た
。

（
（
）［
廣
川
一
九
八
一
］
：
「
敦
煌
出
土
浄
土
三
部
経
古
写
本
に
つ
い
て
」（
仏
教
文
化
研
究

二
七
、
一
九
八
四
）、［
廣
川
一
九
八
四
］『
講
座
敦
煌
七
敦
煌
と
中
国
仏
教
』
四　

浄
土

三
部
経
（
大
東
出
版
、
一
九
八
四
）
八
一
～
一
一
四
頁
。

（
（
）［
藤
田
二
〇
〇
七
］
：
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
）。
な
お
、

［
藤
田
一
九
七
〇
］
：
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
に
内
容
を

譲
る
部
分
が
あ
る
。

（
5
）［
廣
川
一
九
八
一
］

（
（
）
漢
訳
『
無
量
寿
経
』
敦
煌
写
本
の
ほ
と
ん
ど
が
康
僧
鎧
訳
。
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
時
点
で

の
現
存
状
況
は
次
の
通
り
。

・［
藤
田
一
九
七
〇
］
ス
タ
イ
ン
四
、
ペ
リ
オ
一
、
北
京
図
書
館
五
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド

一
、
李
盛
鐸
旧
蔵
一
、
龍
谷
大
学
図
書
館
一
、
大
谷
大
学
図
書
館
一
、
計
一
四
点
。

（
八
七
頁
）

・［
廣
川
一
九
八
一
］
ペ
リ
オ
一
、
ス
タ
イ
ン
四
、
北
京
五
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
一
（
未

見
）、
ベ
ル
リ
ン
一
（
未
見
）、
大
谷
大
学
一
、
龍
谷
大
学
一
、
大
谷
家
一
三
（
未
見
）、

敦
煌
遺
書
散
録
二
（
未
見
）、
計
二
九
点
。（
八
九
頁
）

・［
廣
川
一
九
八
四
］
ペ
リ
オ
一
、
ス
タ
イ
ン
五
、
北
京
五
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
一
、
ベ

ル
リ
ン
一
、
大
谷
大
学
一
、
龍
谷
大
学
一
、
大
谷
家
一
三
、
敦
煌
遺
書
散
録
三
（
未

見
）、
計
三
一
点
。（
一
〇
六
頁
）

・［
藤
田
二
〇
〇
七
］
ス
タ
イ
ン
四
、
北
京
図
書
館
六
、
ペ
リ
オ
一
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ

デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
支
部
所
三
、
龍
谷
大
学
図
書
館
一
、

大
谷
大
学
図
書
館
一
、
李
盛
鐸
旧
蔵
一
（
未
見
）、
計
一
七
点
。（
附
章
三
五
･
一
六
一

頁
）

（
（
）『
大
谷
大
学
所
蔵
敦
煌
古
写
経
』（
大
谷
大
学
東
洋
学
研
究
室
、
一
九
六
五
）
一
五
七
～

一
六
三
頁

（
（
）［
藤
田
二
〇
〇
七
］
附
章
一
四
七
頁
。［
廣
川
一
九
八
一
］
で
は
、
Ｐ
四
五
〇
六
Ａ
無
量

寿
経
巻
下
・
Ｐ
四
五
〇
六
Ｂ
金
光
明
経
巻
第
二
と
し
て
い
る
が
、
東
洋
文
庫
に
現
存
す
る

マ
イ
ク
ロ
で
は
、
四
五
〇
六
金
光
明
経
巻
第
二
・
四
五
〇
六
bis
無
量
寿
経
巻
下
と
な
っ
て

い
る
。

（
（
）
小
川
貫
弌
「
西
域
出
土
の
六
朝
写
経
」
龍
谷
大
学
論
集
三
五
六
、
一
九
五
七

（
（0
）
附
章
一
四
九
頁

（
（（
）『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
）
三
二
五
頁

（
（（
）
八
七
頁

（
（（
）
五
四
六
頁

（
（（
）「
敦
煌
遺
書
散
録　

李
木
齋
𦾔
藏
燉
煌
名
跡
目
録
」
に
符
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

に
は
、
原
題
名
の
あ
と
に
そ
の
番
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（5
）【
羽
六
〇
五
】
の
当
該
箇
所
は
附
章
四
三
～
五
五
頁
。
こ
の
表
で
は
、
流
布
本
を
基
準

に
し
て
、
敦
煌
本
一
六
点
・
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
本
二
点
・
石
経
一
点
・
蔵
経
本
八
点
・
日
本



一
三
九

　
　
　
　
浄
土
教
関
係
敦
煌
漢
文
写
本
の
研
究

写
経
三
点
・
日
本
版
本
三
点
を
校
勘
し
て
い
る
。【
羽
六
〇
五
】
は
特
定
の
本
と
の
一
致

度
が
高
い
わ
け
で
は
な
く
、
文
字
の
配
列
で
傾
向
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
（（
）
藤
枝
晃
「
北
魏
写
本
華
厳
経
」（『
墨
美
』
一
二
〇
、
一
九
六
二
）、『
大
谷
大
学
所
蔵
敦

煌
古
写
経
』（
大
谷
大
学
東
洋
学
研
究
室
、
一
九
六
五
）
図
版
四
五
～
四
八
頁
。

（
（（
）
藤
枝
晃
『
文
字
の
文
化
史
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
）
一
八
三
頁

（
（（
）
羽
〇
二
一
と
Ｓ
二
六
六
三
に
つ
い
て
、
図
版
を
使
用
し
て
検
討
し
た
も
の
は
『
佛
教
論

叢
』
五
九
（
二
〇
一
四
）・『
小
澤
憲
珠
先
生
頌
寿
記
念
論
集　

大
乗
仏
教
と
浄
土
教
』

（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
五
）
に
掲
載
し
た
。

（
（（
）
金
子
寛
哉
『『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
研
究
』
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
、
以
下

［
金
子
･
研
究
］。
村
上
真
瑞
『『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
研
究
』
建
中
寺
出
版
部
、
二
〇
〇

八
、
以
下
［
村
上
･
研
究
］。

（
（0
）『
敦
煌
秘
笈　

目
録
冊
』
一
二
頁
、『
敦
煌
秘
笈　

影
片
冊
一
』
一
七
八
～
一
八
〇
頁
。

（
（（
）『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
』（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
三
）
三
一
八
頁

（
（（
）『
正
蔵
』
四
七
・
三
〇
・
下
、『
浄
全
』（
山
喜
房
版
）
六
・
二
・
上
。

（
（（
）［
金
子
・
研
究
］
二
四
頁
、［
村
上
・
研
究
］
一
九
頁
。

（
（（
）［
金
子
・
研
究
］
一
一
一
頁

（
（5
）
平
岡
武
夫
編
『
唐
代
研
究
の
し
お
り　

第
二　

唐
代
の
行
政
地
理
』（
京
都
大
学
人
文

科
学
研
究
所
、
一
九
五
五
）
一
〇
四
頁

（
（（
）［
金
子
・
研
究
］
九
一
～
九
五
頁
、［
村
上
・
研
究
］
三
九
～
七
九
頁
。

（
（（
）［
金
子
・
研
究
］
九
五
頁

（
（（
）「
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
」（
羽
〇
二
一
）
を
翻
刻
す
る
に
あ
た
り
凡
例
を
次
の
よ
う
に
す

る
。

一
、
底
本
に
は
、
公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
所
蔵
本
（『
敦
煌
秘
笈

　

影
片
冊
一
』
一
七
九
～
一
八
〇
頁
）
の
影
印
を
用
い
る
。

一
、
対
校
本
と
し
て
次
の
二
本
を
用
い
る
。

　
　

甲
本
…
『
正
蔵
』
四
七
、
№
一
九
六
〇
、
七
六
上
・
一
九
行
～
下
・
二
六
行

　
　

乙
本
…
『
浄
全
』（
山
喜
房
版
）
六
、
一
〇
五
上
・
一
五
行
～
一
〇
七
上
・
四
行

一
、
判
読
で
き
な
い
文
字
は
□
と
記
す
。

一
、
判
読
が
困
難
だ
が
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
文
字
を
充
て
た
と
こ
ろ
は
そ
の
文
字
を
□
で

囲
む
。

（
（（
）
愛　

甲
本
・
乙
本
「
壽
」。
こ
の
部
分
は
『
大
方
等
大
集
経
賢
護
分
』（『
正
蔵
』
一

三
・
八
九
四
・
下
）
の
引
用
箇
所
で
経
文
本
文
で
も
「
壽
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
誤
写
で

あ
ろ
う
。

（
（0
）
氣　

甲
本
「
勇
」。
甲
本
に
は
「
勇
＝
氣
甲
」
と
注
あ
り
。

（
（（
）
駿　

乙
本
「
駛
」。
甲
本
に
は
「
駿
＝
駛
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
に
は
「
身
軽
氣
猛
行

駛　

氣
ノ
字
現
本
非
レ
勇
駛
ノ
字
作
レ
駿
」
と
注
あ
り
。

（
（（
）
女　

甲
本
・
乙
本
（
女
）
＋
「
人
」

（
（（
）
因　

甲
本
・
乙
本
「
風
」
こ
の
部
分
は
『
大
方
等
大
集
経
賢
護
分
』（『
正
蔵
』
一
三
・

八
九
四
・
下
）
の
引
用
箇
所
で
経
文
本
文
で
も
「
風
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
誤
写
で
あ
ろ

う
。

（
（（
）
天　

甲
本
・
乙
本
「
大
」

（
（5
）
乙
本
に
は
「
以
是
因
縁　

是
ノ
字
現
本
作
レ
此
」
と
注
あ
り
。

（
（（
）
乙
本
に
は
「
望
前
随
喜　

現
本
無
二
前
ノ
字
一
」
と
注
あ
り
。

（
（（
）
罪　

甲
本
・
乙
本
（
罪
）
＋
「
也
」

（
（（
）
凜　

甲
本
・
乙
本
「
浄
」

（
（（
）
皆　

甲
本
に
は
「
此
＝
比
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
「
比
」

（
（0
）
相　

甲
本
・
乙
本
「
想
」

（
（（
）
相　

甲
本
・
乙
本
「
想
」

（
（（
）
炎　

甲
本
・
乙
本
「
室
」

（
（（
）
蜜　

甲
本
・
乙
本
「
堂
」

（
（（
）
闇
？　

通
常
校
正
の
際
は
脱
字
の
場
合
は
右
側
に
書
く
が
、
羽
〇
二
一
で
も
実
際
に
右

側
に
書
く
例
が
第
三
紙
の
一
一
行
目
に
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
文
字
も
一
六
行
目
の

「
是
」
の
前
後
ど
ち
ら
か
に
入
る
と
思
わ
れ
る
が
「
闇
」
と
読
ん
だ
場
合
つ
な
が
り
が
分

か
ら
な
い
。

（
（5
）
是　

甲
本
・
乙
本
に
ナ
シ

（
（（
）
處
之　

甲
本
・
乙
本
「
随
處
」

（
（（
）
佛　

甲
本
・
乙
本
（
佛
）
＋
「
也
」

（
（（
）
相　

甲
本
・
乙
本
「
想
」



一
四
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
（（
）
自
前　

甲
本
・
乙
本
「
常
在
目
前
」

（
50
）
則　

甲
本
・
乙
本
「
即
」

（
5（
）
既　

甲
本
・
乙
本
「
現
」

（
5（
）
識　

甲
本
・
乙
本
「
試
」

（
5（
）
佛　

甲
本
・
乙
本
（
佛
）
＋
「
也
」

（
5（
）
乙
本
に
は
「
佛
於
起
座　

現
本
作
二
佛
於
座
地
一
」
と
注
あ
り
。

（
55
）
有　

甲
本
・
乙
本
に
ナ
シ

（
5（
）
二　

甲
本
に
は
「（
有
）
＋
二
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
「
有
」
＋
（
二
）

（
5（
）
乙
本
に
は
「
有
二
十
四
人　

現
本
無
二
有
ノ
字
一
」
と
注
あ
り
。

（
5（
）
比　

甲
本
に
は
「（
一
）
＋
比
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
（
有
）
＋
「
一
」

（
5（
）
乙
本
に
は
「
有
一
比
丘
尼　

現
本
無
二
一
ノ
字
一
」
と
注
あ
り
。

（
（0
）
優　

甲
本
に
は
「（
多
）
＋
優
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
（
優
婆
）
＋
「
夷
衆
中
有
多
優
婆
」

（
（（
）
太　

甲
本
・
乙
本
「
大
」

（
（（
）
血
出　

甲
本
に
は
「
血
出
＝
流
血
原
」
と
注
あ
り
。

（
（（
）
有
経
而
作　

甲
本
・
乙
本
「
經
言
正
作
」

（
（（
）
哉
恠　

甲
本
・
乙
本
「
恠
哉
」

（
（5
）
判
読
可
能
な
文
字
を
検
索
す
る
こ
と
で
裏
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
『
四
分
戒
本
疏
』

巻
第
二
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
が
、
念
の
た
め
『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
新
編
』

（
二
〇
〇
〇
、
中
華
書
局
）
で
Ｓ
二
六
六
三
を
確
認
す
る
と
「
四
分
戒
本
疏
巻
第
二
」
と

な
っ
て
い
た
。
日
本
で
は
矢
吹
慶
輝
氏
の
指
摘
で
Ｓ
二
六
六
三
は
『
群
疑
論
』
で
あ
り
そ

の
後
半
に
裏
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
敦
煌
研
究
院
で
は
Ｓ
二
六

六
三
は
『
四
分
戒
本
疏
』
で
あ
り
、
そ
の
前
半
に
裏
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
た

こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
新
編
が
発
刊
さ
れ
る
以
前
の
『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
』
で
は
Ｓ

二
六
六
三
の
項
に
は
『
群
疑
論
』
と
『
四
分
戒
本
疏
』
ど
ち
ら
の
記
述
も
な
く
内
容
が
分

か
ら
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
　
『
四
分
戒
本
疏
』
は
『
正
蔵
』
の
目
次
で
は
「
二
七
八
七　

四
分
戒
本
疏　

巻
第
一
・

第
二
・
第
三
（
三
巻
）〔cf.N

os.

一
四
二
九
、
一
八
〇
六
〕」
と
な
っ
て
お
り
、『
四
分
律

比
丘
戒
本
』・『
四
分
律
比
丘
含
注
戒
本
』
と
の
比
較
検
討
を
求
め
て
い
る
。
巻
第
一
は
Ｐ

二
〇
六
四
、
巻
第
二
は
Ｓ
二
五
〇
一
、
巻
第
三
は
Ｐ
二
二
四
五
を
そ
れ
ぞ
れ
原
本
に
し
、

巻
第
二
に
は
対
校
本
と
し
て
Ｓ
一
三
を
使
用
し
て
い
る
。

　
　

こ
の
『
四
分
戒
本
疏
』
に
関
し
て
は
、『
敦
煌
遺
書　

矢
吹
慶
輝
博
士
将
来
』
四
―
一

に
も
数
本
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
№
六
九
に
「
Ｓ
二
五
〇
一　

四
分
戒
本
疏
」「
一
三　

四

分
戒
疏
」「
四
六
四　

四
分
本
疏
」、
№
七
五
に
「
Ｓ
四
〇
五　

戒
本
疏
」
と
見
出
し
が
あ

る
。
名
称
は
異
な
る
が
い
ず
れ
も
同
一
の
も
の
を
指
し
て
お
り
、『
正
蔵
』
で
は
触
れ
て

い
な
い
テ
キ
ス
ト
も
見
ら
れ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
浄
土
宗
研
究
生
の
研
究
成
果
報
告
書
を
改
稿
し
た
も
の

で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　

戦
前
の
日
本
に
お
い
て
学
校
教
育
体
制
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
た
。
た
と
え
ば
、

初
等
教
育
、
中
等
教
育
、
高
等
教
育
の
よ
う
な
区
分
け
や
そ
れ
ら
に
対
照
す
る
法
制

度
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
に
対
し

て
、
浄
土
宗
は
明
治
維
新
か
ら
終
戦
ま
で
の
期
間
、
ど
の
よ
う
な
学
校
教
育
を
行
っ

て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
明

治
の
あ
る
時
期
ま
で
は
宗
侶
（
宗
派
に
属
す
る
僧
侶
）
を
養
成
す
る
学
校
と
い
う
名

目
で
浄
土
宗
の
教
育
機
関
は
存
在
し
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
一
般
子
弟
も
受
け

入
れ
る
中
学
校
へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
検
証
す
る
。

　

戦
前
に
お
い
て
名
目
上
初
等
教
育
、
中
等
教
育
、
高
等
教
育
と
各
学
校
が
等
級
別

に
分
け
ら
れ
た
の
は
、
明
治
一
九
年
四
月
、
森
有
礼
に
よ
っ
て
小
学
校
令
や
中
学
校

令
な
ど
の
諸
学
校
令
が
公
布
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
こ
の
勅
令
に
よ
っ
て
、
尋
常
小
学

校
・
高
等
小
学
校
が
初
等
教
育
（
義
務
教
育
は
原
則
尋
常
小
学
校
の
四
年
間
）、
尋

常
中
学
校
が
中
等
教
育
、
高
等
中
学
校
・
帝
国
大
学
が
高
等
教
育
と
分
類
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
何
度
も
勅
令
の
改
定
を
重
ね
た
が
、
明
治
三
〇
年
代
に
は
、
尋
常
小
学

校
・
高
等
小
学
校
が
「
初
等
教
育
」、
中
学
校
・
高
等
女
学
校
・
実
業
学
校
が
「
中

等
教
育
」、
高
等
学
校
・
専
門
学
校
・
帝
国
大
学
が
「
高
等
教
育
」
と
お
お
む
ね
教

育
体
制
が
確
立
し
た
。

　

そ
れ
で
は
浄
土
宗
の
学
校
教
育
体
制
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
か
を
考

え
る
と
、
未
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
近
代
浄
土
宗
教
育
史
に
関
す

る
先
行
研
究
を
参
照
す
る
と
、
主
に
明
治
維
新
か
ら
明
治
二
〇
年
代
ま
で
の
学
校
教

育
体
制
の
変
遷
に
つ
い
て
は
概
略
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
十
分

に
言
及
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
特
に
中
等
教
育
に
目
を
向
け
る
と
、
各
宗
立

学
校
が
戦
後
に
個
別
に
出
版
し
た
記
念
誌
が
あ
る
の
み
で
、
浄
土
宗
一
宗
の
教
育
史

と
し
て
整
理
さ
れ
た
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。
明
治
三
〇
年
代
以
降
、
諸
学
校
令
は
改

正
を
重
ね
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
が
、
浄
土
宗
の
学
校
教
育
体
制
が
ど
の
よ
う
な

展
開
を
た
ど
っ
た
の
か
は
未
整
理
な
ま
ま
で
あ
る
と
い
え
（
（
）

よ
う
。

　

浄
土
宗
以
外
の
宗
派
に
目
を
向
け
て
も
、
当
時
の
仏
教
系
学
校
に
関
す
る
研
究
は

少
な
い
。
貴
重
な
研
究
と
し
て
、
谷
川
穣
の
も
の
が
挙
げ
ら
（
（
）

れ
る
。
谷
川
は
、
明
治

二
〇
年
代
ま
で
の
仏
教
系
学
校
（
教
校
）
は
一
般
子
弟
を
対
象
と
し
た
教
育
を
行
っ

　
宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ
の
あ
ゆ
み　

　
　
　
　

―
浄
土
宗
中
等
教
育
体
制
の
変
遷
と
学
校
教
育
の
実
際
―

�

齋　

藤　

知　

明　
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て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
従
来
の
仏
教
教
育
史
研
究
に
お
け
る
定
説
に
対
し
て
、
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
の
地
方
教
校
は
教
団
主
導
で
な
い
形
で
一
般
子
弟
教
育
を
行
っ
て
き

た
事
例
を
挙
げ
て
反
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
宗
派
を
越
え
た
共
立
の
「
高
等
普
通
学

校
」
や
各
宗
派
有
志
あ
る
い
は
教
団
に
よ
る
「
小
学
簡
易
科
」
の
例
を
用
い
て
、
仏

教
教
団
・
僧
侶
が
一
般
子
弟
を
相
手
と
し
た
「
普
通
教
育
」
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ

と
を
検
証
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
事
例
数
の
少
な
さ
か
ら
他
教
団
と
の
比
較
が
で
き

ず
、
一
般
的
な
現
象
で
あ
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
と
の
課
題
も
挙
げ
て

い
る
。
他
に
も
、
筆
者
は
真
宗
大
谷
派
に
よ
る
明
治
二
〇
年
代
後
半
の
尋
常
中
学
校

経
営
の
展
開
と
挫
折
に
つ
い
て
別
稿
で
論
（
（
）

じ
た
。
こ
こ
で
は
、
明
治
二
〇
年
代
後
半

に
お
い
て
、
教
学
を
中
心
と
し
た
尋
常
中
学
校
の
学
科
課
程
や
生
活
指
導
の
方
法
が

い
か
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の

仏
教
系
学
校
の
状
況
を
鑑
み
れ
ば
こ
こ
で
扱
っ
た
事
例
は
特
殊
で
あ
り
、
仏
教
界
全

体
の
学
校
教
育
体
制
を
俯
瞰
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
仏
教
史
に
目
を
向
け
た
と
し
て
も
、
戦
前
の
仏
教
系
学
校

が
一
般
子
弟
の
教
育
を
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く

わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
（
（
）

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
手
始
め
に
、
近
代
に
お
け

る
浄
土
宗
の
教
育
体
制
の
変
遷
に
つ
い
て
事
実
の
整
理
か
ら
始
（
5
）

め
る
。
特
に
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
明
治
二
〇
年
代
以
降
の
浄
土
宗
中
等
教
育
全

体
の
歴
史
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
そ
れ
か
ら
後
に
、
浄
土
宗
中
等
教
育
が
ど

の
よ
う
な
教
育
を
行
っ
て
い
た
の
か
詳
細
に
検
証
す
る
た
め
に
、
主
に
鎮
西
中
学
校

を
事
例
と
し
て
扱
っ
て
い
く
。
最
後
に
考
察
を
重
ね
る
が
、
そ
の
際
、
明
治
三
二
年

の
訓
令
一
（
（
）

二
号
に
よ
っ
て
公
私
立
問
わ
ず
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
女
学
校
に
お
い

て
宗
教
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
視
角
か
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

※
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
元
の
文
に
対
し
て
適
宜
句
読
点
を
挿
入
し
た
。

一
．
浄
土
宗
中
等
教
育
史
概
観

（
１
）
支
校
時
代
（
明
治
二
〇
年
～
明
治
三
一
年
）

　

明
治
初
期
の
浄
土
宗
に
お
い
て
、
初
等
教
育
、
中
等
教
育
、
高
等
教
育
等
の
区
分

け
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
諸
学
校
令
が
出
さ
れ
た
明
治
一
九
年

の
翌
年
二
〇
年
七
月
、
浄
土
宗
は
新
宗
制
を
施
行
し
、「
第
三
章　

学
事
」
に
お
い

て
「
浄
土
宗
所
設
の
学
校
は
、
宗
学
本
校
・
宗
学
支
校
・
及
び
普
通
学
校
の
三
種
と

す
」「
浄
土
宗
学
科
は
高
等
・
尋
常
・
予
備
の
三
科
と
し
、
宗
学
本
校
は
高
等
・
尋

常
の
二
科
を
修
め
、
宗
学
支
校
は
尋
常
・
予
備
の
二
科
を
修
む
」
と
定
め
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
従
来
は
東
部
大
学
林
（
東
京
）
か
西
部
大
学
林
（
京
都
）
の
二
つ
し
か
な

か
っ
た
浄
土
宗
の
宗
侶
養
成
機
関
が
、「
高
等
教
育
」
を
中
心
に
授
け
る
宗
学
本
校

と
、「
尋
常
教
育
」
を
中
心
に
授
け
る
宗
学
支
校
と
に
区
別
さ
（
（
）

れ
た
。
な
お
新
宗
制

に
よ
っ
て
、
伝
宗
伝
戒
を
受
け
る
た
め
に
は
宗
学
支
校
の
卒
業
が
必
須
と
な
（
（
）

っ
た
。

　

宗
学
本
校
は
、
高
等
中
学
校
か
ら
帝
国
大
学
程
度
の
教
育
水
準
を
持
つ
学
校
と
し

て
、
東
京
芝
の
天
光
院
に
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
宗
学
支
校
は
、
尋
常
中
学
校
程
度

の
教
育
水
準
を
持
つ
学
校
と
し
て
、
全
国
各
地
の
大
教
区
（
最
大
八
校
）
ご
と
に
設

置
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
便
宜
的
に
明
治
二
〇
年
の
新
宗
制
に
よ
っ
て
浄
土
宗
の
教

育
制
度
は
、
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
区
分
が
明
確
に
分
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
一

方
で
、
両
校
と
も
に
、
正
式
な
中
学
校
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
卒
業
し
て
も
帝
国
大

学
に
進
学
す
る
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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主
に
中
等
教
育
を
担
っ
て
い
た
宗
学
支
校
の
成
立
過
程
を
概
観
し
て
い
こ
う
。
明

治
二
〇
年
七
月
、
先
述
し
た
よ
う
に
浄
土
宗
の
新
宗
制
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
東
部
大
学
林
、
西
部
大
学
林
は
そ
れ
ぞ
れ
東
京
支
校
、
京
都
支
校
と
な
っ
た
。

ま
た
同
年
一
一
月
、
山
口
支
校
も
開
校
さ
れ
た
。
修
業
年
限
は
三
年
（
尋
常
中
学
校

は
五
年
）
で
、
宗
乗
、
余
乗
の
「
内
典
」
と
、
国
語
、
漢
文
、
英
語
、
地
理
、
歴
史
、

数
学
、
図
画
、
体
操
の
「
普
通
」
を
科
目
と
し
た
。
明
治
二
一
年
に
は
長
野
支
校
、

鎮
西
支
校
、
愛
知
支
校
、
二
二
年
に
は
東
北
支
校
、
明
治
二
三
年
に
は
大
阪
支
校
が

そ
れ
ぞ
れ
開
校
さ
れ
た
。
二
三
年
、
宗
制
が
改
正
さ
れ
、
高
等
科
を
教
授
す
る
宗
学

本
校
、
尋
常
科
を
教
授
す
る
宗
学
支
校
、
と
あ
ら
た
め
て
宗
学
本
校
と
支
校
の
棲
み

分
け
が
確
認
さ
れ
た
。

　

明
治
二
八
年
、
管
長
日
野
霊
瑞
か
ら
各
宗
学
本
支
校
に
、
日
清
戦
争
の
非
常
時
局

下
お
い
て
宗
学
本
支
校
と
し
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
の
訓
示
が
出
さ
（
（
）

れ
た
。

一
．
宗
学
本
支
校
設
立
の
本
意
は
今
世
必
要
の
科
程
を
実
行
す
と
雖
も
往
古
叢

林
の
制
度
に
従
う
を
以
て
主
眼
と
な
す
、
抑
々
叢
林
の
制
度
由
来
久
矣
、

師
長
を
尊
敬
し
廉
潔
を
崇
重
し
儀
礼
を
正
し
う
し
醇
厚
の
風
を
養
成
せ
り
、

宗
学
本
支
校
に
し
て
此
の
主
眼
に
背
き
た
る
と
き
は
世
間
の
学
校
と
択
ぶ

と
こ
ろ
な
し
、
校
長
及
教
授
た
る
も
の
は
此
の
意
を
体
し
専
ら
学
生
を
薫

陶
す
る
こ
と
に
注
意
す
べ
し
。

宗
乗
余
乗
の
教
授
た
る
者
特
に
其
の
薫
陶
に
注
意
し
戒
諭
の
責
を
尽
す
べ

し
。

一
．
宗
学
本
支
校
学
生
は
叢
林
に
入
り
専
ら
教
家
の
儀
礼
を
問
い
、
僧
業
を
精

錬
す
る
を
目
的
と
な
す
べ
し
。

一
．
宗
学
本
支
校
の
学
生
に
し
て
宗
学
本
支
校
の
校
紀
を
紊
し
若
し
く
は
明
治

二
十
七
年
文
部
省
訓
令
第
二
号
第
二
項
第
（
（0
）

三
項
に
適
準
し
た
る
者
あ
る
時

は
成
規
に
従
い
厳
正
処
分
す
べ
し
。

　

こ
こ
で
は
、
宗
学
本
支
校
は
今
の
世
の
中
に
必
要
な
科
目
を
教
え
て
は
い
る
が
、

古
来
よ
り
伝
統
を
持
つ
宗
侶
教
育
は
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
い
け
な
い
、
そ
れ

を
お
ろ
そ
か
に
す
れ
ば
公
立
の
学
校
と
同
じ
で
あ
る
、
と
宗
学
本
支
校
を
公
立
の
学

校
と
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
宗
学
本
支
校
は
あ
く
ま

で
も
宗
侶
養
成
の
学
校
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

さ
て
、
訓
示
が
布
達
さ
れ
た
同
年
に
、
内
務
省
訓
令
第
九
号
が
「
神
道
各
教
派
・

仏
道
各
宗
派
」
宛
て
に
通
達
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
①
明
治
二
三
年
以
来
、
一
般
の

人
々
は
小
学
校
な
ど
で
「
普
通
教
育
」
を
受
け
て
い
る
の
で
、
布
教
伝
導
す
る
教
師

は
宗
旨
に
精
通
す
る
以
外
に
「
尋
常
中
学
校
相
当
以
上
ノ
学
識
ヲ
具
備
」
す
べ
き
で

あ
る
。
②
そ
の
た
め
宗
制
を
改
正
し
内
務
大
臣
の
認
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
意
味
が
付
さ
れ
て
（
（（
）

い
る
。
こ
の
訓
令
に
よ
っ
て
、
各
宗
派
は
各
自
の
宗
侶
養

成
校
に
「
普
通
学
科
」
の
導
入
を
検
討
（
（（
）

し
た
。

　

浄
土
宗
で
は
、
た
と
え
ば
公
布
直
後
の
『
浄
土
教
報
』
社
説
で
、「
内
務
大
臣
の

訓
令
の
如
き
、
素
よ
り
是
れ
干
渉
的
訓
令
な
る
に
は
相
違
な
き
も
今
日
の
状
況
に
照

ら
し
て
は
、
実
際
却
て
適
切
な
ら
ん
か
と
思
は
る
る
な
り
」
と
、
内
務
大
臣
の
宗
教

に
対
す
る
干
渉
だ
と
し
な
が
ら
も
、
適
切
な
処
置
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
浄
土

宗
に
つ
い
て
は
「
宗
制
に
於
て
既
に
規
定
す
る
所
た
り
」
と
特
に
新
し
く
宗
制
を
変

え
る
必
要
は
無
い
と
す
る
が
、
尋
常
科
の
普
通
科
を
尋
常
中
学
校
程
度
に
変
更
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
（
（（
）

い
る
。
こ
の
論
説
か
ら
三
年
後
、
学
制
が
改
定
さ
れ
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
教
校
時
代
（
明
治
三
一
年
～
明
治
三
八
年
頃
）

　

明
治
三
一
年
、
宗
制
が
改
め
ら
れ
再
び
学
制
も
改
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

「
宗
学
本
校
」
は
「
浄
土
宗
専
門
学
院
」「
浄
土
宗
高
等
学
院
」
の
二
校
に
分
け
ら
れ
、

「
宗
学
支
校
」
は
「
教
区
教
校
」
に
改
称
さ
れ
た
。
教
区
教
校
（
教
校
）
は
宗
学
支

校
同
様
、
八
大
教
区
ご
と
に
一
教
校
を
設
置
（
一
．
東
京
、
二
．
仙
台
、
三
．
長
野
、

四
．
名
古
屋
、
五
．
京
都
、
六
．
大
阪
、
七
．
山
口
、
八
．
箱
崎
→
熊
本
）
し
、
尋

常
中
学
校
と
同
程
度
の
宗
学
尋
常
科
を
教
授
し
た
。
教
校
は
高
等
小
学
校
卒
業
以
上

か
そ
れ
と
同
等
の
学
力
を
持
っ
た
者
が
入
学
で
き
、
修
業
年
限
は
三
年
か
ら
四
年
に

伸
張
さ
れ
た
。
科
目
は
、
宗
乗
、
余
乗
、
哲
学
、
理
科
、
博
物
、
歴
史
、
地
理
、
数

学
、
国
語
・
漢
文
、
外
国
語
、
科
外
と
規
定
さ
れ
た
。
四
年
間
の
う
ち
学
年
が
上
が

る
に
つ
れ
て
、
宗
乗
と
余
乗
の
割
合
が
増
加
し
た
。
ま
た
、
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
校

長
の
権
限
が
拡
大
し
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
ま
で
は
学
事
の
執
行
や
改
定
に
つ
い
て

宗
務
所
に
逐
一
具
申
・
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
改
定
後
は
校
長
に
学

事
に
関
す
る
一
切
の
権
限
が
持
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
三
二
年
に
、
政
府
は
私
立
学
校
令
を
公
布
し
た
。
こ
れ
は
、
私
的
に
作
ら
れ

た
学
校
で
あ
っ
て
も
、
各
府
県
の
監
督
下
に
置
か
れ
る
こ
と
や
、
義
務
教
育
を
課
す

小
学
校
の
代
用
は
で
き
な
い
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
法
令
で
あ
る
が
、
各
教
校
は

こ
の
法
令
に
よ
っ
て
「
各
種
学
校
」
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。
ま
た
、
私
立
学
校
令
と

並
行
し
て
訓
令
一
二
号
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
訓
令
は
「
一
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教

外
ニ
特
立
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
公
立
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
私
立
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
女
学
校
と
認
可
さ

れ
た
学
校
は
宗
教
に
関
す
る
教
育
・
儀
礼
を
行
う
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
。
も
し
宗
侶

養
成
を
目
的
と
し
た
教
育
を
行
う
な
ら
ば
、
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
や
徴
兵
免
除

が
認
め
ら
れ
な
い
各
種
学
校
と
し
て
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
浄
土
宗
の
各
教
校
は
、
宗
侶
養
成
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、
科
目
か
ら

宗
乗
・
余
乗
を
外
す
こ
と
な
く
、
各
種
学
校
と
し
て
存
続
し
て
い
く
道
を
選
択
し
た
。

　

明
治
三
三
年
に
は
、
第
五
教
校
で
制
服
が
僧
服
か
ら
洋
服
へ
と
変
更
さ
（
（（
）

れ
た
。
三

四
年
八
月
に
は
宗
の
学
則
が
改
定
さ
れ
、
修
業
年
限
が
中
学
校
と
同
じ
五
年
に
伸
張

さ
れ
、
三
六
年
に
は
淑
徳
女
学
校
を
浄
土
宗
の
宗
立
と
し
て
編
入
さ
（
（5
）

せ
た
。
そ
し
て

三
八
年
三
月
、
第
六
教
校
は
第
七
教
校
と
合
併
し
、
第
六
・
第
七
聯
合
教
校
と
な
り
、

四
〇
年
に
は
第
二
教
校
が
第
三
教
校
と
合
併
し
、
大
正
二
年
に
は
第
二
・
第
三
聯
合

教
校
が
第
四
教
校
に
吸
収
さ
れ
、
廃
校
と
な
（
（（
）

っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
特
筆
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
明
治
三
四
年
に
浄
土
宗

か
ら
、
教
令
第
二
八
号
「
普
通
学
校
設
立
方
法
」
が
発
布
さ
れ
、
教
区
ご
と
に
中
学

校
や
高
等
女
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の

際
、
設
備
や
制
度
に
つ
い
て
は
政
府
法
令
（
次
項
に
出
て
く
る
「
中
学
校
令
」
や

「
高
等
女
学
校
令
」）
に
準
じ
る
こ
と
、
教
校
と
併
設
し
て
い
る
場
合
は
宗
乗
余
乗
以

外
の
科
目
は
教
校
で
は
な
く
普
通
学
校
で
教
え
る
こ
と
（
つ
ま
り
教
校
は
宗
乗
余
乗

の
み
教
授
す
る
機
関
と
な
る
こ
と
）
が
明
記
さ
（
（（
）

れ
た
。
三
八
年
四
月
に
は
、
他
教
校

に
先
ん
じ
て
第
八
教
校
が
鎮
西
中
学
校
を
併
設
し
、
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
資
格

を
卒
業
生
に
与
え
た
。
四
二
年
に
は
徴
兵
免
除
を
持
つ
中
学
校
と
し
て
の
権
利
を
得

た
（
第
八
教
校
は
明
治
四
五
年
ま
で
継
続
）。
こ
れ
に
続
い
て
、
三
八
年
か
ら
三
九

年
に
か
け
て
、
他
の
各
教
校
も
中
学
校
と
同
じ
権
利
を
持
つ
学
校
と
し
て
認
定
を
受

け
た
。
こ
の
認
定
に
よ
っ
て
、
各
教
校
は
中
学
校
へ
と
組
織
を
移
行
す
る
気
運
を
高
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宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ
の
あ
ゆ
み

め
て
い
く
。

（
３
）
旧
制
中
学
校
時
代
①
（
明
治
三
八
年
頃
～
明
治
末
期
）

　

前
項
と
話
は
前
後
す
る
が
、
明
治
三
二
年
に
政
府
は
改
正
中
学
校
令
を
公
布
し
た
。

理
由
の
一
つ
に
明
治
二
〇
年
代
に
尋
常
小
学
校
、
高
等
小
学
校
の
就
学
率
が
急
上
昇

し
、
そ
れ
と
関
連
し
て
中
学
校
へ
の
進
学
希
望
者
が
増
加
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
中
学
校
令
で
は
、
進
学
の
方
法
や
学
校
の
位
置
づ
け
な
ど
が

複
雑
に
絡
ま
っ
て
い
た
り
、
中
等
教
育
と
し
て
の
質
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
中
学
校

が
多
く
設
置
さ
れ
た
り
と
、「
中
学
校
」
と
い
う
役
割
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
問
題

が
残
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
多
く
の
改
革
案
が
挙
が
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、

「
中
学
校
令
」「
高
等
女
学
校
令
」「
実
業
学
校
令
」
が
一
斉
に
公
布
さ
れ
、
中
学
校

は
「
男
子
に
須
要
な
る
高
等
普
通
教
育
」
を
教
え
る
機
関
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
中
学
校
は
卒
業
後
に
高
等
教
育
機
関
に
進
学
す
る
意
思
が
あ
る
限
ら
れ

た
エ
リ
ー
ト
層
を
養
成
す
る
機
関
と
し
て
再
出
発
し
た
。

　

先
述
し
た
と
お
り
、
浄
土
宗
の
各
教
校
は
各
種
学
校
―
―
そ
の
な
か
で
も
「
中
学

校
に
類
す
る
各
種
学
校
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
正
規
の
中
学

校
と
は
異
な
り
、
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
資
格
と
徴
兵
免
除
が
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
各
教
校
は
、
徐
々
に
そ
れ
ら
の
権
利
を
獲
得
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
時
期
に
は

も
は
や
正
規
の
中
学
校
と
遜
色
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
三
〇
年
代
は

全
国
各
地
で
各
種
学
校
か
ら
中
学
校
や
高
等
女
学
校
へ
と
再
設
立
す
る
動
き
が
一
般

的
で
あ
（
（（
）

っ
た
。
浄
土
宗
で
も
、
明
治
三
四
年
に
普
通
学
校
設
立
の
教
令
を
発
布
し
た

こ
と
か
ら
、
教
校
を
普
通
学
校
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
規
定
路
線
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
反
映
す
る
動
向
と
し
て
、
明
治
三
六
年
、
管
長
山
下
現

有
か
ら
次
の
よ
う
な
訓
示
が
出
さ
（
（（
）

れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
宗
僧
侶
教
育
の
方
針
目
的
は
一
ら
純
潔
の
伝
道
者
を
養
成
す
る
に
在
り
。
従

来
設
く
る
所
の
機
関
施
く
所
の
制
規
概
此
方
針
に
拠
り
此
目
的
を
達
せ
し
め
ん

と
す
る
に
外
な
ら
ず
。
然
る
に
多
年
実
施
の
結
果
に
就
て
之
を
観
る
に
高
等
教

育
を
受
け
た
る
者
は
能
く
百
科
の
学
芸
に
練
熟
し
中
に
は
教
鞭
を
執
り
て
薫
陶

の
職
に
従
い
成
績
の
大
に
視
る
べ
き
も
の
あ
り
。
而
も
是
多
く
は
緇
門
の
徒
弟

を
教
ゆ
る
に
止
り
進
て
世
の
子
女
を
導
く
に
到
る
も
の
少
な
く
又
伝
道
布
教
の

任
に
膺
る
者
輓
近
漸
く
増
加
せ
し
と
雖
成
効
の
者
仍
罕
な
り
。
是
教
育
実
施
の

傾
向
学
に
偏
し
伝
道
者
を
養
ふ
の
用
意
疎
な
る
も
の
あ
る
に
由
る
べ
し
。
又
尋

常
科
を
卒
へ
た
る
者
の
多
く
は
法
﨟
尚
弱
く
信
行
未
だ
堅
固
精
進
な
ら
ず
。
従

て
他
を
感
化
す
る
の
資
望
を
欠
く
。
是
補
習
教
育
実
施
の
尋
常
科
に
備
は
ら
ざ

る
も
の
あ
る
に
因
る
と
謂
ふ
べ
し
。
如
恁
は
宗
門
教
育
の
欠
陥
亟
に
之
を
矯
正

せ
ず
は
竟
に
宗
学
施
設
の
目
的
を
誤
る
に
至
ら
ん
。
是
以
て
曩
に
教
学
院
に
謀

り
更
に
一
宗
教
育
の
方
針
目
的
を
明
に
し
之
に
依
て
這
般
の
時
弊
を
匡
救
し
実

施
の
効
果
を
収
め
ん
こ
と
を
定
め
た
り
。
蓋
議
決
中
制
規
の
釐
革
に
属
す
る
も

の
あ
り
て
審
査
の
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
公
布
す
る
得
ず
。
故
に
今
此
に
は
其
方
針

目
的
に
基
き
現
行
制
規
実
施
上
注
意
す
べ
き
事
項
を
示
し
依
遵
す
る
所
を
知
ら

し
む
。
教
育
の
職
に
在
る
者
は
須
く
之
に
法
り
て
其
任
務
を
竭
く
し
学
業
に
就

く
者
は
其
目
的
を
過
た
す
努
め
て
伝
道
者
た
る
の
資
糧
を
修
む
べ
し
。

一
．
本
宗
高
等
教
育
は
高
等
教
師
養
成
の
目
的
な
る
を
以
て
宗
乗
を
究
め
て
信

行
を
成
就
せ
し
め
伝
道
布
教
教
育
感
化
の
術
に
練
熟
せ
し
め
ん
こ
と
を
期



一
四
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

し
課
程
中
宗
乗
を
以
て
其
中
心
と
し
余
乗
は
宗
乗
講
究
の
資
料
に
充
て
其

他
の
倫
理
教
育
哲
学
等
の
学
科
は
宗
乗
研
修
伝
道
法
練
磨
の
参
考
に
備
へ

し
む
べ
し
。

二
．
本
宗
尋
常
教
育
は
尋
常
教
師
養
成
の
目
的
な
る
を
以
て
宗
乗
の
要
義
を
修

め
心
行
業
を
修
習
せ
し
め
伝
道
者
た
る
の
素
地
を
獲
せ
し
め
ん
こ
と
を
期

し
課
程
中
宗
乗
を
以
て
其
中
心
と
し
之
に
近
切
簡
要
な
る
余
乗
を
以
て
是

を
助
け
其
他
僧
侶
た
る
解
行
に
必
須
な
る
中
等
教
育
の
学
科
を
課
す
べ
し
。

　
　

尋
常
教
育
の
尋
常
科
第
四
年
ま
で
は
高
等
科
の
予
備
門
を
兼
す
る
に
依
り

各
種
の
学
科
を
習
は
し
め
第
五
年
は
尋
常
教
師
の
資
格
を
具
へ
し
む
る
を

主
眼
と
す
る
に
在
れ
ば
専
ら
伝
道
者
た
る
の
素
地
を
得
せ
し
め
後
の
補
習

教
育
た
る
伝
道
講
習
等
に
聯
絡
を
謀
る
べ
し
。

三
．
教
授
要
目
教
授
細
目
は
其
職
に
当
る
者
に
於
て
前
二
項
の
趣
意
に
依
り
之

を
作
製
し
課
程
各
科
の
聯
絡
と
統
一
と
を
図
る
べ
し
。

四
．
学
院
及
教
校
に
於
て
は
夜
間
又
は
休
日
其
他
便
宜
の
日
時
を
選
び
仏
教
に

関
す
る
公
開
講
演
を
行
ひ
徐
に
普
通
学
校
創
始
の
端
緒
を
得
る
を
努
む
べ

し
。

五
．
専
門
学
校
中
学
校
女
学
校
等
を
設
け
ん
と
欲
す
る
者
は
時
機
を
逸
せ
ず
経

営
を
講
じ
速
に
開
講
の
手
続
を
為
す
べ
し
。

　

こ
こ
か
ら
、
宗
侶
養
成
教
育
に
お
け
る
当
時
の
方
針
が
垣
間
見
え
る
。
訓
示
に
よ

る
と
、
こ
れ
ま
で
の
宗
侶
養
成
教
育
は
そ
れ
な
り
の
成
果
を
得
た
と
評
価
し
て
も
よ

い
。
し
か
し
、
宗
侶
た
ち
の
活
動
は
仏
教
徒
の
教
化
に
と
ど
ま
り
、
仏
教
徒
以
外
の

子
女
に
対
す
る
布
教
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
教
育
内
容
が
学
問
ば
か
り
に

偏
っ
て
い
て
伝
道
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
教
校
の
み
卒
業
し

た
も
の
に
限
っ
て
は
宗
侶
と
し
て
の
資
質
が
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題

を
た
だ
ち
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
教
学
院
で
議
論
し
改
め
て
教
育
機
関
の
目
的
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
云
々
と
し
、
五
項
目
の
懸
案
事
項
を
挙
げ
る
。
中
等
教
育

に
つ
い
て
は
、「
二
」
で
宗
乗
を
中
心
に
科
目
を
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ

て
い
る
が
、
五
学
年
中
四
学
年
は
高
等
科
の
予
備
門
と
同
じ
科
目
で
あ
り
、
よ
う
や

く
第
五
年
に
尋
常
教
師
の
資
格
を
得
る
た
め
の
科
目
と
し
て
宗
乗
を
定
め
て
い
る
。

ま
た
、「
四
」
で
は
普
通
学
校
が
作
ら
れ
る
際
に
学
院
や
教
校
が
補
習
の
機
会
を
設

け
る
べ
き
と
し
、「
五
」
に
至
っ
て
は
普
通
学
校
の
設
立
を
促
し
て
い
る
と
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
明
治
二
八
年
の
訓
示
と
こ
れ
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、

さ
ら
に
宗
全
体
に
お
け
る
宗
侶
養
成
に
対
す
る
意
識
が
変
化
し
て
い
る
の
が
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
、
普
通
教
育
の
重
視
と
、
宗
侶
養
成
は
高
等

教
育
に
お
い
て
充
実
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
の
訓
示
以

降
、
教
校
に
関
し
て
の
教
令
は
ほ
と
ん
ど
発
布
さ
れ
な
く
な
る
。
一
方
で
、
発
布
さ

れ
る
内
容
は
高
等
教
育
に
関
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
て
、
中
等
教
育
に
関
し
て
は

各
教
校
の
自
治
に
任
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
教
校
は
す
で
に
「
普

通
学
校
」
＝
中
学
校
へ
と
移
行
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
侶
養
成
に
関
し
て
は
高
等

教
育
に
重
点
が
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
教
校
を
卒
業
す
れ
ば

「
尋
常
教
師
」
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
（
高
等
正
科
以
上
は
「
高
等

教
師
」）、
当
然
な
が
ら
中
学
校
で
は
そ
の
よ
う
な
資
格
付
与
も
な
く
な
っ
た
。　

　

こ
の
訓
令
が
出
さ
れ
た
後
、
明
治
三
八
年
に
第
八
教
校
が
鎮
西
中
学
校
へ
と
移
行

し
た
こ
と
は
前
節
で
も
述
べ
た
が
、
他
の
教
校
も
続
々
と
中
学
校
へ
と
移
行
す
る
こ
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宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ
の
あ
ゆ
み

と
と
な
る
。
同
年
、
第
一
教
校
が
宗
乗
・
余
乗
以
外
の
科
目
を
中
学
校
令
施
行
細
目

に
倣
っ
て
中
学
校
と
同
一
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
学
校
等
位
の
認
定
を
受
け
た
後
、

三
九
年
に
は
一
般
子
弟
を
受
け
入
れ
る
芝
中
学
校
を
併
設
し
た
。
四
二
年
に
は
第
四

教
校
が
東
海
中
学
校
へ
、
四
五
年
に
は
第
五
教
校
が
東
山
中
学
校
へ
、
第
六
・
第
七

聯
合
教
校
が
上
宮
中
学
校
へ
と
相
次
い
で
組
織
を
移
行
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
移
行

を
も
っ
て
三
四
年
に
発
布
さ
れ
た
普
通
学
校
設
立
の
教
令
は
廃
止
さ
れ
た
。

　

全
教
校
に
よ
る
中
学
校
の
併
設
・
移
行
に
よ
っ
て
、
ど
の
中
学
校
も
科
目
か
ら
宗

乗
・
余
乗
を
廃
し
、
中
学
校
令
に
準
じ
た
科
目
に
統
一
し
た
。
な
お
、
明
治
三
九
年

に
は
管
長
名
義
で
、
中
学
校
卒
業
後
に
宗
乗
・
余
剰
を
修
め
た
い
学
生
の
た
め
に
、

修
業
年
限
一
年
の
補
習
科
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
教
令
を
発
布
し
て
（
（0
）

い
る
。

な
お
、
四
四
年
は
宗
祖
七
百
年
遠
忌
で
あ
っ
た
が
、
東
山
中
学
校
は
中
学
校
へ
の
移

管
の
理
由
に
そ
の
こ
と
を
挙
げ
、
普
通
教
育
の
拡
大
に
よ
っ
て
宗
侶
の
資
質
を
高
め

る
こ
と
を
宣
言
し
て
（
（（
）

い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
浄
土
宗
全
教
校
の
中
学
校
へ
の
移
行
は
ど
の
よ
う
な

意
図
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
米
田
俊
彦
は
明
治
三
〇
年
代
の
中
学
校
・
中
学

生
の
急
増
に
つ
い
て
、
①
初
等
教
育
の
充
実
（
と
り
わ
け
高
等
小
学
校
児
童
数
の
増

加
）、
②
産
業
基
盤
の
育
成
、
③
富
裕
な
中
間
階
層
の
増
加
、
④
内
地
雑
居
に
よ
る

地
域
の
文
化
水
準
の
向
上
に
よ
る
影
響
、
の
四
点
を
挙
（
（（
）

げ
る
。
し
か
し
、
浄
土
宗
の

中
学
校
へ
の
移
行
は
明
治
四
〇
年
前
後
が
主
で
あ
る
。
統
計
に
よ
る
と
、
中
学
校
の

増
加
は
三
九
年
ま
で
が
右
肩
上
が
り
で
あ
っ
た
が
、
四
〇
年
以
降
は
微
増
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
教
校
の
中
学
校
移
行
は
違
う
力
学
が
働
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
第
二
節
に
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

（
４
）
旧
制
中
学
校
時
代
②
（
大
正
時
代
～
昭
和
二
〇
年
頃
）

　

各
教
校
に
よ
る
中
学
校
へ
の
移
行
以
後
、
組
織
と
し
て
は
安
定
し
た
時
期
が
続
く
。

さ
ら
に
明
治
四
五
年
四
月
の
学
則
変
更
に
よ
っ
て
、
教
区
立
で
あ
っ
た
中
学
校
は
宗

立
へ
と
移
管
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
校
長
は
管
長
が
選
任
す
る
こ
と
に
な
り
（
そ
れ

以
前
は
教
区
ご
と
に
選
任
さ
れ
た
学
監
が
選
ん
で
い
た
）、
会
計
は
浄
土
宗
教
育
資

団
を
設
置
し
宗
が
一
括
管
理
し
た
。
一
方
で
、
科
目
は
中
学
校
令
に
準
じ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
中
学
校
で
宗
侶
養
成
教
育
は
お
ろ
か
、
宗
教
的
な
教
育
は
実

施
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
浄
土
宗
の
宗
侶
養
成
教
育
体
制
の
重
点
は
、
高
等
教
育
た

る
「
大
学
」
の
発
足
に
移
っ
て
い
（
（（
）

っ
た
。

　

昭
和
六
年
に
は
管
長
山
下
現
有
の
署
名
で
次
の
よ
う
な
訓
示
が
下
さ
（
（（
）

れ
る
。

近
時
思
想
の
動
揺
に
伴
い
積
年
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
に
注
意
適
切
な
ら
ざ
り

し
為
か
教
育
の
効
果
に
就
き
て
疑
訝
を
挿
む
も
の
多
き
に
至
り
た
る
は
周
知
の

事
実
な
り
と
す
。
吾
宗
は
二
十
余
年
の
昔
よ
り
夙
に
是
に
見
る
あ
り
て
宗
立
の

中
学
校
及
高
等
女
学
校
を
設
け
亦
本
山
及
有
志
設
立
の
諸
学
校
を
補
助
奨
励
し

て
此
の
時
代
の
欠
陥
を
補
わ
ん
こ
と
を
期
し
以
て
今
日
に
及
び
其
故
果
漸
く
に

し
て
社
会
の
認
む
る
所
と
な
り
。
諸
学
校
亦
隆
盛
に
趨
き
其
中
信
用
に
於
て
も

公
立
諸
学
校
に
比
し
て
遜
色
な
き
も
の
あ
る
に
至
れ
り
。
特
に
方
今
知
識
偏
重

の
弊
害
危
殆
な
る
に
鑑
み
て
宗
務
に
於
て
は
学
校
に
対
し
て
教
育
上
信
念
涵
育

の
一
層
切
実
な
る
べ
き
を
指
示
し
諸
学
校
長
も
亦
屡
会
合
を
重
ね
て
徳
育
の
方

針
に
改
善
を
加
え
仏
教
信
念
の
喚
起
と
宗
門
意
識
の
養
成
と
に
力
を
尽
す
に
至

り
。
就
中
寺
院
の
子
女
に
対
し
て
は
特
別
の
宗
教
訓
練
を
実
行
し
て
宗
門
設
立

の
精
神
を
発
揮
せ
ん
こ
と
を
期
し
つ
つ
あ
る
の
を
見
る
。
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（
中
略
）

一
、
宗
門
が
現
代
教
育
に
於
け
る
学
校
設
立
の
意
義
を
明
か
に
し

二
、
宗
門
寺
院
が
教
学
援
護
の
結
果
に
せ
る
建
築
及
設
備
を
大
に
利
用
し

三
、
子
女
の
仏
教
信
念
の
育
成
と
宗
義
領
得
の
基
礎
を
作
り

四
、
宗
立
の
教
化
期
間
を
助
長
し
て
社
会
的
勢
力
を
増
大
し

五
、
宗
徒
の
協
同
動
作
を
適
切
に
し
師
檀
の
関
係
を
親
密
な
ら
し
め

六
、
宗
門
の
現
代
的
社
会
的
の
教
化
を
昌
に
し

七
、
以
て
大
い
に
国
家
社
会
が
現
代
に
要
す
る
急
務
に
応
ぜ
ん
こ
と
を
図
り

特
に
寺
院
及
教
化
師
の
子
女
は
事
情
の
許
す
限
り
必
ず
之
を
宗
立
学
校
に
入
学

せ
し
め
宗
門
意
識
の
開
発
を
促
し
宗
門
愛
重
の
精
神
を
育
成
し
将
来
僧
侶
及
信

徒
の
中
堅
た
ら
し
む
る
を
期
す
べ
し
。
是
実
に
宗
門
将
来
に
対
す
る
忠
実
の
要

意
に
あ
ら
ず
や
。

今
や
時
代
の
趨
勢
に
鑑
み
宗
門
意
識
拡
張
の
時
期
に
際
し
特
に
訓
示
す
。

　

こ
こ
で
は
、
冒
頭
で
浄
土
宗
が
い
か
に
普
通
教
育
で
長
年
実
績
を
蓄
積
し
て
き
た

か
を
述
べ
た
後
、
現
在
で
も
中
学
校
で
「
仏
教
信
念
」
な
ど
の
涵
養
に
努
め
て
い
る

現
状
を
伝
え
て
い
る
。
当
時
の
中
学
校
は
宗
教
教
育
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な

か
で
ど
の
よ
う
に
「
仏
教
信
念
」
を
涵
養
し
て
い
る
か
な
ど
の
具
体
例
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
宗
立
学
校
の
存
在
意
義
な
ど
を
説
い
て
い
る
と
い
う
点
で
興
味
深

い
と
い
え
る
。

　

昭
和
一
八
年
に
は
、「
浄
土
宗
学
校
令
」
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
れ
が
戦
前
に
お
け

る
最
後
の
学
則
変
更
と
な
っ
た
が
、
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
特
に
変
更
は
無
か
っ
た
。

終
戦
後
の
二
〇
年
一
〇
月
一
五
日
に
は
、
文
部
省
訓
令
八
号
「
私
立
学
校
ニ
於
テ
ハ

法
令
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
課
程
ノ
外
ニ
於
テ
宗
教
上
ノ
教
育
ヲ
施
シ
又
ハ
宗
教
上
ノ
儀

式
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
件
」
が
発
布
さ
れ
、
私
立
学
校
に
お
い
て
宗
教
教
育
を
実

施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

二
．
学
校
教
育
の
実
際
―
鎮
西
中
学
校
を
例
に
―

（
１
）
鎮
西
中
学
校
の
設
立
と
展
開

　

こ
こ
ま
で
浄
土
宗
が
布
達
し
た
法
令
や
訓
示
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
宗
の
学

校
教
育
体
制
の
変
遷
や
教
育
方
針
の
展
開
な
ど
を
追
っ
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
鎮
西

中
学
校
に
対
象
を
絞
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
教
校
か
ら
中
学
校
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た

の
か
、
学
校
生
活
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
よ
り
詳
細
に
検
討

す
る
。
鎮
西
中
学
校
に
焦
点
を
当
て
た
理
由
は
、
鎮
西
中
学
校
が
浄
土
宗
の
教
校
の

な
か
で
最
も
早
く
に
中
学
校
へ
移
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
鎮
西
中
学
校
の

前
史
と
、
中
学
校
併
設
ま
で
の
経
緯
を
み
て
い
き
（
（5
）

た
い
。

　

前
節
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
鎮
西
中
学
校
の
前
身
は
浄
土
宗
第
八
教
校
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
前
身
が
浄
土
宗
学
鎮
西
支
校
で
あ
る
。
鎮
西
支
校
は
明
治
二
一
年
八
月

に
、
現
在
の
福
岡
県
久
留
米
市
に
あ
る
善
導
寺
内
に
開
校
さ
れ
た
。
学
校
経
営
に
関

す
る
一
切
の
諸
経
費
は
第
八
教
区
（
九
州
一
円
）
が
負
担
し
た
。
教
員
は
開
校
当
初
、

竹
石
聖
善
（
初
代
校
長
）
と
水
谷
演
達
の
二
人
の
み
で
あ
り
、「
仏
典
」
の
み
を
教

授
し
て
い
る
。
入
学
資
格
者
は
浄
土
宗
寺
院
の
子
弟
で
あ
り
、
初
年
度
の
入
学
者
は

二
十
五
人
だ
っ
た
。
二
二
年
に
は
教
師
資
格
を
持
た
な
い
教
員
を
三
人
採
用
し
、
宗

乗
・
余
剰
の
ほ
か
、
国
語
・
漢
文
・
英
語
・
数
学
・
地
理
・
歴
史
・
図
画
・
体
操
な

ど
の
普
通
科
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
高
等
小
学
校
未
卒
業
者
の
た
め
の
予
備
科
も
設

け
て
い
る
。
当
時
は
、
授
業
料
は
徴
収
さ
れ
ず
、
服
装
は
綿
麻
の
黒
衣
で
あ
り
、
生



一
四
九

　
　
　
　
宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ
の
あ
ゆ
み

徒
の
年
齢
制
限
は
な
く
多
く
が
二
〇
歳
前
後
で
あ
り
、『
十
八
史
略
』『
浄
土
大
意

抄
』
と
算
術
の
試
験
に
合
格
す
れ
ば
入
学
が
許
さ
れ
た
と
い
う
。
二
四
年
八
月
に
は
、

教
室
の
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
箱
崎
（
現
在
の
福
岡
市
東
区
）
に
移
転
し
た
。

　

明
治
三
一
年
九
月
に
は
、
浄
土
宗
の
学
制
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
八
教

校
に
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
校
長
は
東
慈
海
で
あ
っ
た
。
三
四
年
三
月

に
は
熊
本
県
知
事
か
ら
私
立
学
校
令
に
よ
る
学
校
設
立
の
認
可
を
受
け
、
五
月
に
は
、

日
清
戦
争
で
の
殉
死
者
を
祀
る
た
め
に
浄
土
宗
が
全
国
十
カ
所
に
建
て
た
忠
魂
祠
堂

の
一
つ
が
あ
っ
た
熊
本
県
飽
託
郡
大
江
村
（
現
在
の
熊
本
県
熊
本
市
）
に
、
校
舎
を

移
転
し
た
。
広
さ
は
教
室
四
八
坪
、
事
務
室
五
〇
坪
、
講
堂
三
五
坪
、
食
堂
二
〇
坪
、

炊
事
場
三
二
坪
で
あ
り
、
生
徒
数
六
〇
人
足
ら
ず
の
学
校
と
し
て
は
広
大
な
校
舎
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
三
七
年
に
僧
服
か
ら
そ
れ
ま
で
体
操
服
で
あ
っ
た
洋
服
を
制
服

に
変
更
し
た
。
た
だ
し
一
日
二
度
の
勤
行
に
は
僧
服
を
着
用
さ
せ
て
い
る
。

　

明
治
三
八
年
に
浄
土
宗
は
「
私
立
鎮
西
中
学
校
」
を
設
立
し
た
（
正
式
名
称
と
し

て
大
正
八
年
ま
で
「
私
立
」
が
つ
く
が
、
本
稿
で
は
以
下
す
べ
て
を
「
鎮
西
中
学

校
」
と
略
す
）。
鎮
西
中
学
校
は
第
八
教
校
と
併
設
と
い
う
か
た
ち
で
、
こ
れ
ま
で

と
同
じ
熊
本
県
飽
託
郡
大
江
村
に
設
置
さ
れ
た
。
中
学
校
の
併
設
は
、
第
八
教
校
の

中
学
卒
業
と
同
等
の
認
定
（
等
位
認
定
）
を
受
け
る
こ
と
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
、

「
区
内
寺
院
子
弟
の
外
信
徒
の
子
弟
」
を
入
学
さ
せ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
（
（（
）

れ
た
。

つ
ま
り
、
中
学
校
に
は
基
本
的
に
一
般
子
弟
で
は
な
く
、
檀
信
徒
の
子
弟
を
入
学
さ

せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

同
年
の
四
月
二
二
日
に
は
中
学
校
設
置
に
つ
い
て
文
部
大
臣
の
認
可
を
得
て
、
四

月
二
七
日
に
は
「
鎮
西
中
学
校
設
立
認
可
届
及
授
業
料
徴
収
方
認
可
願
書
」
を
宗
務

所
に
届
け
（
（（
）

出
た
。
す
で
に
四
月
一
三
日
の
「
九
州
日
々
新
聞
」
に
は
、
一
二
〇
名
の

生
徒
を
募
集
す
る
旨
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
（
（（
）

い
た
。
四
月
三
〇
日
ま
で
に
定
員
を
超

え
た
募
集
が
あ
り
、
五
月
一
日
か
ら
授
業
が
開
始
さ
れ
て
（
（（
）

い
た
。
最
終
的
に
は
、
定

員
を
超
え
た
一
五
〇
人
も
の
入
学
者
が
あ
り
、
運
営
が
継
続
し
て
い
た
第
八
教
校
に

も
七
人
の
新
規
入
学
生
が
（
（0
）

い
た
。
当
時
の
「
日
誌
」
に
は
、
始
業
式
後
の
五
月
四
日

に
校
長
と
教
職
員
の
任
用
の
許
可
が
出
て
、
一
二
日
に
は
職
員
会
で
校
則
に
つ
い
て

協
議
が
お
こ
な
わ
れ
、
一
九
日
に
は
設
立
趣
意
経
歴
書
と
予
算
調
査
が
提
出
さ
れ
て

（
（（
）

い
る
。
さ
ら
に
、
五
月
末
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
第
八
教
区
の
大
教
区
議
会
で
、
そ

の
前
年
九
月
に
校
長
に
赴
任
し
た
福
島
愍
雄
が
鎮
西
中
学
校
の
事
後
承
諾
を
得
て
、

学
校
設
備
費
な
ど
の
臨
時
興
学
費
と
毎
年
二
千
円
の
教
区
負
担
を
可
決
さ
せ
た
と
い

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鎮
西
中
学
校
の
制
度
は
、
万
事
学
校
が
始
業
し
て
か
ら
決
ま
っ
て

い
く
と
い
う
異
例
の
事
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
教
校
の
ほ
か
中
学
校
を
設

立
し
た
の
か
に
つ
い
て
、『
鎮
西
学
園
百
年
史
』
に
四
つ
要
因
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
浄
土
宗
の
新
し
い
学
則
に
よ
っ
て
、
高
等
教
師
を
目
指
す
も
の
は
宗
教
大
学
の
正

科
に
入
る
条
件
と
し
て
、
教
校
卒
業
後
も
補
習
科
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

②
尋
常
教
師
の
資
格
を
取
る
に
し
て
も
宗
教
大
学
予
科
か
仏
教
専
門
学
校
を
修
業
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
。
③
宗
侶
に
な
る
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
っ
て
き
た
ゆ
え
に
教

校
の
生
徒
も
減
っ
て
き
た
こ
と
。
④
当
時
の
日
露
戦
争
の
戦
勝
の
記
念
事
業
と
し
て
。

こ
れ
ら
四
点
が
主
な
要
因
と
し
て
、
鎮
西
中
学
校
は
設
立
さ
（
（（
）

れ
た
。

　

当
時
最
も
中
学
校
の
設
立
に
尽
力
し
た
の
は
、
校
長
の
福
島
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
福
島
は
鎮
西
支
校
の
卒
業
生
で
、
卒
業
後
に
浄
土
宗
専
門
学
院
を
出
た
浄
土

宗
教
学
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
第
六
・
七
聯
合
教
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
後
に
、
日
露

戦
争
で
従
軍
布
教
使
を
歴
任
し
、
明
治
三
七
年
に
第
八
教
校
校
長
と
な
（
（（
）

っ
た
。
福
島



一
五
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

は
後
に
、
鎮
西
中
学
校
を
創
設
し
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

我
等
が
社
会
事
業
の
意
味
に
て
開
放
中
学
校
を
創
設
す
る
の
は
、
目
下
日
露
交

戦
中
な
る
が
、
機
械
文
明
の
我
に
優
さ
る
数
倍
の
露
軍
は
連
戦
連
敗
。
物
質
の

総
べ
て
に
於
て
劣
れ
る
我
軍
が
戦
え
ば
必
ず
捷
つ
の
は
、
上
、
皇
祖
天
壌
無
窮

の
神
徳
に
よ
る
の
は
勿
論
だ
が
、
下
、
国
民
の
愛
国
心
、
協
心
戮
力
の
賜
で
あ

る
。
夫
故
に
精
神
教
化
の
日
に
月
に
衰
え
ん
と
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
此
戦
争
を

好
個
の
記
念
に
、
宗
教
精
神
に
立
脚
せ
る
中
学
教
育
こ
そ
は
、
一
宗
が
国
家
に

奉
公
す
る
の
、
最
大
適
切
事
業
で
あ
る
と
高
調
し
た
為
に
漸
く
、
九
州
浄
土
宗

寺
院
の
容
る
る
所
と
な
（
（（
）

っ
た
。

　

福
島
は
、
直
前
ま
で
従
軍
布
教
を
経
験
し
て
い
た
た
め
、
た
だ
な
ら
ぬ
思
い
で
日

露
戦
争
の
戦
果
を
見
守
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
、
物
量
で
劣
る
日
本

軍
が
ロ
シ
ア
軍
に
勝
利
を
お
さ
め
た
の
は
日
本
人
の
精
神
が
優
れ
て
い
た
、
と
い
う

結
論
に
達
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
も
日
本
人
の
精
神
を
涵
養
す
る
た
め
に
、
寺
院

子
弟
だ
け
で
な
く
中
等
教
育
を
受
け
た
く
て
も
受
け
ら
れ
な
い
一
般
子
弟
の
た
め
に

学
校
施
設
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
鎮
西
中
学
校
の
創
設
が
進
め
ら

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
折
し
も
当
時
の
熊
本
県
で
は
、
中
学
生
進
学
志
願
者

が
急
増
し
て
い
た
が
、
一
方
で
中
学
校
の
数
が
不
足
し
て
い
た
の
で
（
（5
）

あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
鎮
西
中
学
校
校
友
会
が
発
行
す
る
資
料
で
も
詳
細
に
書
か
れ
て
い

（
（（
）

る
。

日
清
日
露
の
二
大
戦
役
を
経
て
、
我
が
国
運
の
一
大
発
展
を
為
す
や
、
国
民
の

自
覚
心
は
急
速
に
其
の
歩
を
進
め
て
、
教
育
の
必
要
を
感
ず
る
こ
と
深
く
、
其

の
子
弟
を
駆
り
て
高
等
普
通
の
校
門
に
肉
薄
せ
し
む
る
こ
と
、
年
一
年
と
劇
甚

に
赴
き
、
各
府
県
が
設
備
せ
る
全
国
幾
百
の
中
学
校
は
、
到
底
之
を
収
容
し
尽

す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
さ
り
と
て
、
志
願
者
の
総
て
を
満
足
せ
し
む
る
程
度
ま
で

学
校
を
増
設
す
る
こ
と
は
、
為
政
者
の
熱
望
す
る
所
な
り
と
は
云
へ
、
地
方
財

政
の
之
を
許
せ
さ
れ
、
む
な
し
く
志
を
飲
ん
で
、
苦
悶
の
日
子
を
送
る
窮
境
に

立
た
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
れ
り
。
我
が
設
立
者
は
こ
の
惨
状
を
坐
観
す
る
に
忍

び
ず
、
乃
ち
宗
の
本
旨
た
る
慈
悲
道
に
基
き
、
力
の
及
ぶ
限
り
に
於
て
、
之
が

救
済
の
任
に
当
ら
ん
と
欲
し
、
全
国
枢
要
の
地
を
卜
と
し
て
中
学
校
を
設
置
し
、

如
上
入
学
に
漏
れ
た
る
少
年
を
収
容
し
て
、
之
が
目
的
を
達
せ
し
め
ん
こ
と
を

企
画
し
、（
中
略
）
盛
ん
に
育
英
の
実
を
挙
げ
つ
つ
あ
り
。
是
啻
に
個
人
に
対

す
る
慈
悲
心
の
み
あ
ら
ず
、
又
以
て
国
恩
に
報
い
、
社
会
に
貢
献
せ
ん
と
す
る

の
微
衷
に
外
な
ら
ず
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
鎮
西
中
学
校
は
、
財
政
難
に
よ
る
地
方
の
中

学
校
不
足
に
対
し
て
、
浄
土
宗
の
一
種
の
救
済
事
業
・
社
会
事
業
と
し
て
建
て
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
勝
記
念
と
い
う
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
た
。

　

明
治
三
四
年
の
中
学
校
令
施
行
規
則
に
よ
れ
ば
、
中
学
校
の
科
目
は
、
修
身
・
国

語
及
漢
文
・
外
国
語
・
歴
史
・
地
理
・
数
学
・
博
物
・
物
理
及
化
学
・
法
則
及
経

済
・
図
画
・
唱
歌
・
体
操
・
外
国
語
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
鎮
西
中
学
校
の
科
目

も
お
お
む
ね
こ
れ
に
沿
っ
た
形
に
な
っ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
宗
教
や
宗

旨
に
関
す
る
授
業
は
科
目
に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
な
い
。

　

そ
の
後
、
鎮
西
中
学
校
は
、
明
治
四
一
年
に
は
徴
兵
の
免
除
が
認
定
さ
れ
、
四
二



一
五
一

　
　
　
　
宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ
の
あ
ゆ
み

年
に
は
寺
院
子
弟
の
た
め
に
宗
乗
・
余
乗
の
教
授
を
お
こ
な
う
た
め
の
補
習
科
が
設

置
さ
れ
た
。
四
五
年
に
第
八
教
校
が
正
式
に
廃
校
と
な
り
、
大
正
二
年
に
は
浄
土
宗

教
育
資
団
に
学
校
経
営
が
移
管
さ
れ
た
。
浄
土
宗
の
学
制
か
ら
離
れ
た
後
は
、
大
正

七
年
の
寄
宿
舎
一
部
焼
失
な
ど
の
事
件
が
あ
っ
た
も
の
の
、
終
戦
に
至
る
ま
で
幾
度

も
校
地
拡
張
を
重
ね
る
な
ど
安
定
し
た
時
期
を
過
ご
し
た
。

　

な
お
、
上
述
し
た
浄
土
宗
教
育
資
団
は
、
三
八
年
に
主
に
浄
土
宗
の
教
育
事
業
を

支
援
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
財
団
法
人
で
（
（（
）

あ
る
。
明
治
四
四
年
の
私
立
学
校
令
中
改

正
で
、
以
後
設
立
さ
れ
る
私
立
学
校
は
財
団
法
人
が
管
理
す
る
も
の
と
（
（（
）

さ
れ
、
後
続

し
て
中
学
校
へ
と
移
管
し
た
東
山
中
学
校
や
上
宮
中
学
校
は
、
移
管
当
時
よ
り
自
前

の
財
団
法
人
を
設
立
し
た
。
一
方
で
、
改
正
以
前
設
立
さ
れ
た
鎮
西
中
学
校
は
浄
土

宗
教
育
資
団
に
管
理
さ
れ
た
ま
ま
、
改
め
て
財
団
法
人
鎮
西
中
学
校
を
設
立
す
る
の

は
昭
和
一
八
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
（
（（
）

っ
た
。　

（
２
）
校
友
誌
『
故
郷
』
か
ら
み
た
学
校
生
活

　

次
に
、
当
時
の
教
育
内
容
や
学
校
生
活
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
鎮
西
中
学
校

は
戦
後
に
改
編
し
鎮
西
高
等
学
校
と
な
る
が
、
昭
和
二
八
年
六
月
の
西
日
本
大
水
害

に
よ
り
校
地
が
浸
水
し
、
現
在
も
残
っ
て
い
る
戦
前
の
資
料
は
数
少
な
い
と
い
う
状

況
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
戦
前
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
し
て
『
故

郷
』
と
い
う
校
友
誌
が
あ
る
。
現
在
も
残
っ
て
い
る
号
数
は
限
ら
れ
て
い
て
、
史
料

の
制
約
と
い
う
問
題
は
残
る
が
、
主
に
こ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
学
校
生
活
に
つ
い
て

検
証
し
て
い
き
た
い
。

　

前
項
で
、
福
島
は
「
宗
教
精
神
に
立
脚
せ
る
中
等
教
育
」
を
目
指
し
て
い
た
と
論

じ
た
。
し
か
し
、
何
度
も
言
う
が
、
当
時
の
中
学
校
で
は
私
立
校
で
あ
っ
て
も
宗
教

教
育
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
鎮
西
中
学
校
で
は
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
宗
教
精
神
に
立
脚
せ
る
」
と
い
っ
た
ぼ
や
か
し
た
表

現
で
福
島
は
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
そ
の
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、

そ
の
内
容
を
み
て
い
く
。

　

結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、
鎮
西
中
学
校
で
は
宗
教
に
よ
る
教
育
は
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
中
学
校
移
行
後
一
〇
周
年
を
祝
っ
た
『
故
郷
』
第
一
九
号

（
大
正
四
年
）
で
は
「
本
校
の
事
業
」
と
い
う
項
目
で
、
鎮
西
中
学
校
が
当
時
、
実

際
に
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
が
あ
る
。「
訓

育
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
（
（0
）

い
る
。

国
民
性
陶
冶
の
標
準
は
何
れ
に
之
を
求
め
ん
か
。
既
に
国
民
道
徳
唯
一
の
標
準

が
教
育
勅
語
に
存
す
る
以
上
は
中
堅
国
民
の
訓
育
も
亦
此
の
教
育
勅
語
を
中
心

と
す
べ
き
は
、
論
ず
る
迄
も
無
き
所
と
な
り
と
す
。

　

こ
こ
で
は
、
中
学
校
の
訓
育
の
標
準
は
教
育
勅
語
以
外
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣
言

し
て
い
る
。
そ
し
て
「
宗
教
」
や
「
仏
教
」
の
文
字
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
訓
育
の
方
法
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
（
（（
）

い
る
。

　
　

一
、
毎
学
期
の
始
終
業
式　
　
　
　
　

一
、
入
学
式

　
　

一
、
卒
業
式　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
修
身
及
其
他
の
教
授

　
　

一
、
講
堂
訓
話　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
学
級
訓
話

　
　

一
、
個
人
訓
諭　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
権
威
あ
る
模
範
に
接
っ
せ
し
む

　
　

一
、
校
風
に
慣
れ
し
む　
　
　
　
　
　

一
、
校
庭
の
除
草



一
五
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
　

一
、
校
舎
内
の
洒
掃　
　
　
　
　
　
　

一
、
学
校
園
の
手
入

　
　

一
、
銃
器
の
手
入　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
校
友
会
各
部
委
員
の
服
務

　
　

一
、
各
学
級
正
副
級
長
の
服
務　
　
　

一
、
運
動
会

　
　

一
、
校
友
会
に
於
け
る
各
部
大
会　
　

一
、
他
校
と
の
競
技
会

　
　

一
、
級
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
師
弟
間
又
は
生
徒
相
互
間
の
弔
慶

　
　

一
、
遠
足
及
び
旅
行
、
雪
中
行
行
、　

一
、
賞
罰
の
利
用

　
　
　
　

発
火
演
習
等　
　
　
　
　
　

　

こ
れ
ら
の
行
事
や
行
為
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
道
徳
性
が
向
上
で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
全
く
「
宗
教
」
的
な
も
の
は
な
い
。

　

ま
た
卒
業
式
で
は
、
浄
土
宗
管
長
よ
り
垂
示
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
宗

教
」
や
「
仏
教
」
に
つ
い
て
の
表
現
は
無
く
、「
精
神
の
修
養
に
努
め
深
厚
の
信
念

を
固
め
堅
実
な
る
人
格
を
成
し
以
て
国
家
有
用
の
材
と
な
」
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る

だ
け
で
（
（（
）

あ
る
。
他
に
も
、
第
一
回
卒
業
生
（
明
治
四
一
年
）
は
十
人
で
あ
っ
た
が
、

進
路
か
ら
推
測
す
る
と
、
一
般
子
弟
が
八
人
、
寺
院
子
弟
が
二
人
で
あ
る
。
こ
の
卒

業
者
に
お
け
る
寺
院
子
弟
の
率
は
年
々
減
少
し
、
ま
っ
た
く
寺
院
子
弟
が
い
な
い
時

期
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
学
校
生
活
か
ら
宗
教
的
な
要
素
は
ほ
と
ん
ど
見
え
て
こ

な
い
。
一
方
で
、
少
数
な
が
ら
、
課
外
に
お
い
て
宗
教
的
な
行
事
や
行
為
が
あ
っ
た

こ
と
を
垣
間
見
ら
れ
る
述
懐
が
存
在
し
た
。

　

た
と
え
ば
、「
学
校
日
誌
」
の
欄
を
み
る
と
、
毎
年
一
月
二
五
日
は
「
法
然
上
人

御
忌
日
」
を
記
念
し
、「
宗
教
講
演
」
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
（
（（
）

い
る
。
た
だ
し
、
昭
和

七
年
時
点
で
は
、
開
催
記
録
は
無
く
な
っ
て
（
（（
）

い
る
。
ま
た
、
第
六
回
卒
業
者
の
述
懐

に
よ
る
と
、
明
治
四
四
年
の
「
宗
祖
法
然
上
人
七
〇
〇
年
遠
忌
」
の
際
に
は
、
様
々

な
祝
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
話
し
て
（
（5
）

い
る
。

　

他
に
も
、
第
二
回
卒
業
者
の
言
で
は
、
校
内
に
あ
っ
た
忠
魂
祠
堂
に
は
阿
弥
陀
如

来
が
安
置
さ
れ
て
お
り
「
我
が
校
の
魂
」「
我
が
学
園
の
重
宝
」
と
の
言
わ
れ
が
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
生
徒
が
こ
こ
で
よ
く
鎮
護
国
家
の
た
め
に
祈
念
し
た
と
述
べ

て
（
（（
）

い
る
。
第
六
回
卒
業
者
の
話
に
よ
る
と
、
寺
院
子
弟
は
朝
夕
忠
魂
祠
堂
で
勤
行
を

し
て
い
た
が
、
時
折
そ
の
雰
囲
気
を
感
じ
楽
し
ん
で
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
忠
魂
祠
堂
は
当
時
の
生
徒
た
ち
か
ら
必
ず
し
も
好
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
も

述
べ
て
（
（（
）

い
る
。

　

昭
和
期
の
『
故
郷
』
誌
に
は
、
当
然
な
が
ら
戦
争
に
関
す
る
記
事
が
多
く
な
る
。

戦
死
し
た
卒
業
生
を
悼
む
も
の
、
日
本
精
神
の
発
揚
を
願
う
も
の
、
あ
る
い
は
戦
果

に
つ
い
て
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
投
稿
論
文
と
い
う
か
た
ち
で
「
法

然
上
人
の
宗
教
改
革
」
と
い
う
記
事
が
（
（（
）

あ
る
。
法
然
が
お
こ
な
っ
た
念
仏
行
に
よ
る

仏
教
を
「
宗
教
改
革
」
と
捉
え
、
日
本
仏
教
史
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、

現
在
確
認
で
き
る
限
り
、
こ
の
時
期
に
「
宗
教
」
に
関
す
る
記
事
を
『
故
郷
』
誌
に

掲
載
し
て
い
た
唯
一
の
例
で
（
（（
）

あ
る
。

三
．「
仏
教
系
学
校
」
と
し
て
の
す
が
た

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
仏
教
系
学
校
」
の
特
徴
を
考
え

て
み
た
い
。

　
『
故
郷
』
誌
を
み
た
限
り
に
お
い
て
、
鎮
西
中
学
校
で
は
積
極
的
に
宗
教
的
な
行

事
を
お
こ
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
少
数
の
宗
教
に
関
す

る
述
懐
は
、
比
較
的
中
学
校
移
行
初
期
の
卒
業
生
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、



一
五
三

　
　
　
　
宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ
の
あ
ゆ
み

こ
の
時
期
は
第
八
教
校
と
併
設
し
て
い
た
た
め
、
明
確
に
教
校
と
中
学
校
が
分
離
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
卒
業
生
か
ら
、
宗
教
行
事
や

宗
教
に
関
す
る
話
題
が
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
鎮
西
中
学
校
で
は
一
年
に
一

度
「
法
然
上
人
御
忌
日
」
を
お
こ
な
う
く
ら
い
で
、
宗
教
教
育
を
ほ
と
ん
ど
お
こ
な

わ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
鎮
西
中
学
校
は
訓
令
一
二
号
を
遵
守
し

た
の
で
あ
る
。

　

訓
令
一
二
号
は
、
発
布
さ
れ
た
直
後
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
か
ら
訓
令
を
廃

止
・
緩
和
す
べ
き
と
の
反
発
を
受
け
た
。
こ
の
反
発
に
仏
教
勢
力
加
わ
ら
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
は
、
こ
の
当
時
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
は
「
布
教
・
伝
道
」
と
い
う
趣
旨
で

作
ら
れ
、
生
徒
が
一
般
子
弟
だ
っ
た
（
す
で
に
中
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
た
）

の
に
対
し
、
仏
教
系
学
校
は
「
宗
侶
養
成
」
と
い
う
趣
旨
で
明
治
以
前
か
ら
引
き
続

い
て
お
り
、
生
徒
が
寺
院
子
弟
だ
っ
た
（
各
種
学
校
で
あ
っ
た
）
と
い
う
性
格
の
違

い
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。

　

訓
令
の
影
響
を
受
け
た
キ
リ
ス
ト
教
系
の
中
学
校
で
は
、
た
と
え
ば
立
教
尋
常
中

学
校
が
、
中
学
校
と
し
て
の
資
格
を
残
し
つ
つ
「
課
程
外
」
で
あ
る
寄
宿
舎
な
ど
で

宗
教
教
育
を
実
施
す
る
道
を
採
っ
て
（
50
）

い
る
。
一
方
で
今
回
検
討
し
た
鎮
西
中
学
校
は
、

中
学
校
へ
移
行
し
て
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
宗
教
的
な
教
育
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
訓
令
の
趣
旨
に
従
っ
て
中
学
校
移
行
後
も
宗
教
教
育
を
お

こ
な
わ
な
か
っ
た
仏
教
系
学
校
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
鎮
西
中
学
校
と
同
じ
く
明
治

三
〇
年
代
に
中
学
校
へ
移
行
し
た
豊
山
中
学
校
や
高
輪
中
学
校
も
同
様
で
あ
（
5（
）

っ
た
。

中
学
校
移
行
後
の
仏
教
系
学
校
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
世

俗
性
を
強
く
保
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

仏
教
系
学
校
と
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
仏
教
系
学
校
の
特

徴
を
考
え
る
た
め
に
は
、
今
後
事
例
を
増
や
し
て
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

た
だ
、
鎮
西
中
学
校
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
宗
教
教
育
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
浄
土
宗
学
制
の
変
遷
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
に
よ
り
浄
土
宗
中
等

教
育
の
展
開
を
み
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
教
育
体
制
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
、

そ
れ
に
浄
土
宗
の
学
校
教
育
体
制
が
対
応
し
て
い
く
動
き
を
確
認
で
き
た
。
支
校
・

教
校
は
明
治
一
九
年
の
諸
学
校
令
に
よ
る
教
育
程
度
の
分
類
に
お
い
て
中
等
教
育
に

該
当
す
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
。
し
か
し
、
明
治
三
〇
年
代
に
私
立
学
校
令
、
中

学
校
令
、
専
門
学
校
令
な
ど
が
公
布
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
教
校
は
次
第
に
中
学
校

へ
と
移
行
し
て
い
く
。
そ
の
移
行
は
、
宗
が
普
通
教
育
の
重
要
性
を
説
き
な
が
ら
、

各
教
校
（
各
大
教
区
）
が
そ
れ
に
応
じ
て
い
っ
た
か
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
が
ど
の
よ
う
に
支
校
・
教
校
の
運
営
を
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う

視
点
で
見
る
と
、
明
治
二
〇
年
代
は
、
支
校
で
あ
っ
て
も
宗
侶
と
し
て
の
自
覚
を
持

た
せ
る
教
育
が
強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
明
治
三
〇
年
代
以
降
の
教
校
で
は
、
宗
侶
と

し
て
の
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
強
調
さ
れ
る
も
の
の
、
実
質
的
な
科
目
は
高
等
普
通
教

育
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
徐
々
に
宗
侶
養
成
は
高
等
教
育
機
関
に
重
点
が
置

か
れ
、
中
等
教
育
だ
け
を
受
け
た
子
弟
が
教
師
に
な
る
た
め
に
は
さ
ら
な
る
高
度
な

宗
侶
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
最
終
的
に
教
校
は
中
学
校

へ
と
移
行
し
、
普
通
教
育
の
み

0

0

0

0

0

0

を
教
授
す
る
機
関
と
な
っ
た
。
重
要
な
点
は
、
中
学

校
移
行
は
各
教
校
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
浄
土
宗
で

は
こ
の
時
点
を
も
っ
て
初
め
て
一
般
子
弟
に
対
す
る
中
等
教
育
を
開
始
し
た
点
も
見



一
五
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。

　

大
正
時
代
以
降
は
、
学
制
で
中
等
教
育
が
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
た
。

大
正
六
年
か
ら
浄
土
宗
は
『
宗
報
』
を
発
行
し
、
議
会
や
人
事
、
会
計
な
ど
の
動
き

が
さ
ら
に
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
中
学
校
に
つ
い
て
は
会
計
と
校
長
人
事

の
み
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
他
に
は
各
学
校
の
新
し
い
建
築
物
や
事
件
な
ど
の
報
告

が
散
見
で
き
る
ほ
ど
で
、
学
校
方
針
や
宗
侶
育
成
に
つ
い
て
特
に
問
題
と
な
っ
て
い

な
い
。
こ
の
よ
う
に
中
学
校
に
な
っ
て
以
降
は
、
管
理
の
主
体
は
教
区
か
ら
宗
に
移

行
し
た
が
、
実
際
的
な
自
治
や
経
営
に
つ
い
て
は
中
学
校
（
財
団
）
各
自
で
行
わ
れ

て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

浄
土
宗
宗
全
体
の
学
校
教
育
体
制
に
つ
い
て
ま
と
め
れ
ば
以
上
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
鎮
西
中
学
校
の
事
例
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
し
か

し
、
た
だ
一
校
の
み
の
検
証
で
は
明
確
に
仏
教
系
学
校
の
特
徴
を
示
し
う
る
と
は
言

い
（
5（
）

難
い
。
浄
土
宗
教
育
史
研
究
の
さ
ら
な
る
展
開
の
た
め
に
は
、
他
の
浄
土
宗
立
中

学
校
や
、
他
宗
派
の
中
学
校
、
他
宗
教
の
中
学
校
と
の
比
較
が
不
可
欠
で
あ
る
。

【
謝
辞
】

　

本
論
文
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
浄
土
宗
・
宗
立
学
校
関
係
者
の
皆
さ
ま
か
ら

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
特
に
、
常
照
院
ご
住
職
の
野
村
恒
道
先
生
と
芝
学
園
、
鎮

西
学
園
の
先
生
方
に
は
多
大
な
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意

を
表
し
ま
す
。

　
　

註
（
1
）
参
照
し
た
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
。
藤
原
弘
道
「
変
革
期
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団

の
教
育
史
的
総
観
」『
東
山
学
園
研
究
紀
要
』
第
一
二
，
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学
芸
研

究
所
、
一
九
六
七
年
、
牧
達
雄
「
変
革
期
浄
土
宗
団
の
そ
の
社
会
教
化
活
動
」『
東
山
学

園
研
究
紀
要
』
第
一
二
，
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学
芸
研
究
所
、
一
九
六
七
年
、
多
那

瀬
顕
良
「
変
革
期
に
お
け
る
浄
土
宗
の
学
僧
に
つ
い
て
」『
東
山
学
園
研
究
紀
要
』
第
一

二
，
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学
芸
研
究
所
、
一
九
六
七
年
、
伊
藤
唯
真
「
浄
土
宗
教
団

の
近
代
化
―
特
に
明
治
十
年
前
後
の
教
育
制
度
の
成
立
過
程
を
通
し
て
み
た
る
―
」『
東

山
学
園
研
究
紀
要
』
第
一
二
，
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学
芸
研
究
所
、
一
九
六
七
年
、

中
井
良
宏
「
宗
門
学
校
教
育
制
度
の
近
代
化
過
程
―
明
治
期
に
お
け
る
浄
土
宗
僧
侶
養

成
教
育
を
中
心
と
し
て
―
」『
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
史
学
仏
教
学
論
集
』
坤
、
藤
原

弘
道
先
生
古
稀
記
念
会
、
一
九
七
三
年
、
野
田
秀
雄
「
近
代
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の

研
究
―
宗
立
普
通
教
育
制
度
創
設
前
史
―
」『
日
本
私
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
一
八
号

（
二
）、
財
団
法
人
日
本
私
学
教
育
研
究
所
、
一
九
八
二
年
、
武
田
道
生
「
明
治
前
期
の

仏
教
教
育
の
目
指
し
た
も
の
―
僧
侶
養
成
教
育
と
一
般
女
子
教
育
―
」『
宗
教
と
教
育
―

日
本
の
宗
教
教
育
の
歴
史
と
現
状
―
』
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
・
井
上
順
孝

責
任
編
集
、
一
九
九
七
年
、
宇
高
良
哲
「
浄
土
宗
の
僧
侶
養
成
制
度
の
歴
史
」『
教
化
研

究
』
第
一
二
号
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
佐
藤
良
文
「
近
代
に
お
け
る

僧
侶
養
成
の
変
遷
―
明
治
二
、
三
十
年
代
を
中
心
に
―
」『
教
化
研
究
』
第
一
二
号
、
浄

土
宗
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
。
こ
れ
ら
の
論
文
の
解
題
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
知
明

「
浄
土
宗
教
育
史
研
究
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」『
佛
教
論
叢
』
第
五
五
号
、
二
〇
一

一
年
を
参
照
。

（
2
）
谷
川
穣
『
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
特
に

第
五
章
・
第
六
章
を
参
照
。

（
3
）
齋
藤
知
明
「
明
治
二
〇
年
代
の
公
教
育
と
仏
教
教
団
」『
佛
教
論
叢
』
第
五
三
号
、
二

〇
〇
九
年
。

（
4
）
近
年
で
は
、
袖
山
榮
眞
が
か
つ
て
長
野
県
に
存
在
し
た
「
曹
洞
宗
第
五
中
学
林
」「
浄

土
宗
第
三
教
区
宗
学
教
校
」
に
関
す
る
研
究
を
発
表
し
て
い
る
（
袖
山
榮
眞
「
通
称

「
坊
主
学
校
」
盛
衰
記
―
焼
け
た
坊
主
学
校
の
謎
解
き
―
」『
市
誌
研
究　

な
が
の
』
第

一
九
号
、
二
〇
一
二
年
）。
ま
た
、
高
等
教
育
に
お
け
る
宗
教
者
養
成
に
関
し
て
は
、
江

島
尚
俊
・
三
浦
周
・
松
野
智
章
編
『
近
代
日
本
の
大
学
と
宗
教
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四

年
に
よ
る
研
究
蓄
積
が
近
年
行
わ
れ
て
い
る
。



一
五
五

　
　
　
　
宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ
の
あ
ゆ
み

（
5
）
筆
者
は
、
近
代
浄
土
宗
に
お
け
る
宗
侶
養
成
の
解
明
を
研
究
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
、
現

在
、
江
島
尚
俊
氏
と
浄
土
宗
の
教
育
体
制
の
歴
史
的
変
遷
を
整
理
し
て
い
る
（「
明
治
期

浄
土
宗
に
お
け
る
宗
侶
養
成
」『
教
化
研
究
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
一
年
。
本
研
究
で
は
、

江
島
氏
が
高
等
教
育
、
齋
藤
が
中
等
教
育
を
担
当
）。
本
稿
で
は
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
し

た
も
の
を
下
敷
き
に
論
を
進
め
て
い
く
。
詳
し
く
は
、
齋
藤
知
明
「
明
治
期
浄
土
宗
の

中
等
教
育
の
変
遷
」『
教
化
研
究
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
6
）「
一
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教
ノ
外
ニ
特
立
セ
シ
ム
ル
ハ
学
政
上
最
必
要
ト
ス
依
テ
官
立

公
立
学
校
及
学
科
課
程
ニ
関
シ
法
令
ノ
規
定
ア
ル
学
校
ニ
於
テ
ハ
課
程
外
タ
リ
ト
モ
宗

教
上
ノ
教
育
ヲ
施
シ
又
ハ
宗
教
上
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
ヘ
シ
」『
官
報
』
第

四
八
二
七
号
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
八
月
三
日
、
四
八
頁
。

（
7
）
明
治
二
〇
年
代
の
浄
土
宗
の
教
育
体
制
に
つ
い
て
は
、
前
掲
野
田
論
文
に
詳
し
い
。

（
8
）
前
掲
宇
高
論
文
「
浄
土
宗
の
僧
侶
養
成
制
度
の
歴
史
」

（
9
）
訓
示
第
一
号　

明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
一
月
一
四
日

（
10
）「
諸
学
校
生
徒
徳
育
ニ
関
ス
ル
件
」　
（
筆
者
注
―
全
四
項
。
一
項
、
四
項
は
省
略
）

　

二
．
官
立
及
公
立
学
校
生
徒
ハ
三
名
以
上
合
同
シ
テ
意
見
ヲ
申
立
テ
校
長
教
員
ニ
対
シ

強
テ
面
陳
若
ハ
答
弁
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ベ
シ
。

　

三
．
官
立
及
公
立
学
校
生
徒
ニ
シ
テ
党
ヲ
結
ビ
教
員
又
ハ
校
長
ニ
対
シ
抵
抗
又
ハ
強
迫

ノ
挙
動
ヲ
為
シ
或
ハ
課
業
ヲ
妨
害
シ
又
ハ
合
同
闕
課
シ
教
員
又
ハ
校
長
ノ
戒
諭
ニ
順
ハ

ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
各
学
校
ハ
其
ノ
情
重
キ
者
ヲ
一
週
間
以
上
一
学
年
間
以
内
ノ
停

学
又
ハ
放
学
ニ
処
ス
ベ
シ
。

（
11
）『
官
報
』
第
三
五
七
三
号
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
五
月
三
〇
日
、
三
三
七
頁
。

（
12
）
小
林
秀
樹
「「
宗
門
立
学
校
」
研
究
の
課
題
と
展
望
―
各
宗
派
の
共
通
性
と
個
別
性
の

問
題
―
」『
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
』
第
二
号
、
一
九
九
五
年
。

（
13
）『
浄
土
教
報
』
第
二
〇
八
号
（
一
八
九
五
年
六
月
五
日
）
一

－

三
頁
。

（
14
）『
浄
土
教
報
』
第
四
〇
三
号
（
一
九
〇
〇
年
七
月
一
五
日
）
の
社
説
で
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
当
時
か
ら
学
生
の
僧
服
へ
の
忌
避
感
は
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
第

四
教
校
で
も
明
治
三
四
年
に
、
第
八
教
校
で
も
明
治
三
八
年
に
洋
服
に
変
更
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
洋
服
へ
変
更
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
っ
た
と

い
え
る
（
他
の
教
校
の
変
更
に
つ
い
て
は
記
述
な
し
）。

（
15
）
教
令
告
示
第
七
号　

明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
五
月
二
日

（
16
）
第
二
・
第
三
聯
合
教
校
に
つ
い
て
は
、
前
掲
袖
山
論
文
に
詳
し
い
。

（
17
）
教
令
第
二
八
号　

明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
九
月
三
日

（
18
）
土
方
苑
子
編
『
各
種
学
校
の
歴
史
的
研
究
―
明
治
東
京
・
私
立
学
校
の
原
風
景
―
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。

（
19
）
訓
示
第
三
号　

明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
八
月
二
五
日

（
20
）
教
令
第
九
号　

明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
七
月
一
六
日

（
21
）『
東
山
学
園
百
年
史
』
東
山
学
園
、
一
九
六
七
年
、
二
四
五
頁
。

（
22
）
米
田
俊
彦
『
近
代
日
本
中
学
校
制
度
の
確
立
―
法
制
・
教
育
機
能
・
支
持
基
盤
の
形

成
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
一
〇
八

－

一
一
三
頁
。

（
23
）
江
島
尚
俊
『
近
代
日
本
の
「
宗
門
系
大
学
」
に
お
け
る
僧
侶
養
成
と
学
術
研
究
に
関

す
る
実
証
研
究
』
平
成
二
三
年
度
～
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
Ｂ
）

研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
三
年
に
詳
し
い
。

（
24
）
訓
示
第
二
号 

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
二
月
一
六
日

（
25
）
主
に
『
鎮
西
学
園
百
年
史
』
鎮
西
学
園
、
一
九
八
九
年　

を
参
照
し
た
。

（
26
）『
浄
土
教
報
』
第
六
三
四
号
（
一
九
〇
五
年
三
月
三
〇
日
刊
行
）、
四
頁
。

（
27
）『
浄
土
教
報
』
第
六
四
一
号
（
一
九
〇
五
年
五
月
一
日
刊
行
）、
六

－

七
頁
。

（
28
）『
九
州
日
々
新
聞
』（
一
九
〇
五
年
四
月
一
三
日
刊
行
）。

（
29
）『
浄
土
教
報
』
第
六
四
二
号
（
一
九
〇
五
年
五
月
八
日
刊
行
）、
八
頁
。

（
30
）『
浄
土
教
報
』
第
六
四
九
号
（
一
九
〇
五
年
六
月
二
六
日
刊
行
）、
四
頁
。

（
31
）『
故
郷
』
第
一
九
号
、
一
九
二
五
年
、
二
四

－

二
六
頁
。

（
32
）
前
掲
『
鎮
西
学
園
百
年
史
』
一
三
四
頁
。

（
33
）
大
橋
俊
雄
『
浄
土
宗
人
名
事
典
』
斎
々
坊
、
二
〇
〇
一
年
、
三
七
九

－

三
八
〇
頁
。

（
34
）
福
島
愍
雄
「
鎮
西
中
学
校
創
立
事
情
」
熊
本
県
教
育
委
員
会
『
熊
本
県
教
育
史
』
中

巻
、
熊
本
県
教
育
会
、
一
九
三
一
年
、
六
六
七
頁
。

（
35
）
前
掲
『
熊
本
県
教
育
史
』
中
巻
、
六
一
一
頁
。

（
36
）『
故
郷
』
第
一
九
号
、
一
九
二
五
年
、
四
六

－

四
七
頁
。

（
37
）
告
示
第
六
号　

明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
五
月
一
五
日
。

（
38
）
詳
し
く
は
、
大
迫
章
史
「
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
私
立
学
校
令
改
正
と
私
学
制



一
五
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

度
」『
教
育
制
度
学
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
を
参
照
。

（
39
）『
宗
報
』
三
一
五
号
（
一
九
四
三
年
八
月
一
日
発
行
）
六
頁
。

（
40
）『
故
郷
』
第
一
九
号
、
一
九
二
五
年
、
七
七
頁
。

（
41
）
同
前
、
八
〇

－

八
一
頁
。

（
42
）
同
前
、
一
三
一
頁
。

（
43
）『
故
郷
』
第
二
八
号
、
一
九
二
五
年
。
一
〇
頁
（
こ
の
年
は
一
月
二
六
日
開
催
）。『
故

郷
』
第
三
〇
号
、
一
九
二
七
年
、
一
五
頁
。『
故
郷
』
第
三
三
号
、
一
九
三
〇
年
、
一
二

八
頁
。

（
44
）『
故
郷
』
第
三
五
号
、
一
九
三
二
年
、
一
四
〇
頁
。

（
45
）『
故
郷
』
七
五
周
年
記
念
号
、
一
九
六
四
年
、
二
五
頁
。

（
46
）
同
前
、
一
九
六
四
年
、
一
七
頁
。

（
47
）『
故
郷
』
創
立
五
十
周
年
記
念
号
、
一
九
五
六
年
、
三
三
頁
。

（
48
）『
故
郷
』
第
三
五
号
、
一
九
三
二
年
、
七
八

－

八
二
頁
。

（
49
）
な
お
、
今
回
鎮
西
中
学
校
と
同
じ
く
資
料
調
査
を
お
こ
な
っ
た
東
京
の
芝
中
学
校
の

校
友
誌
『
校
友
会
雑
誌
』
で
も
、
生
徒
が
書
い
た
二
つ
の
一
般
的
な
宗
教
論
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
（『
校
友
会
雑
誌
』
第
二
四
号
Ｂ
、
一
九
三
一
年
）。
た
だ
し
芝
中
学
校
は
、

戦
災
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
の
資
料
が
焼
失
し
た
た
め
、
現
在
で
も
残
っ
て
い
る
戦
前
に
発

刊
さ
れ
た
校
友
誌
は
こ
の
一
冊
の
み
と
い
う
こ
と
で
、
鎮
西
中
学
校
と
は
比
較
対
照
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
50
）
久
木
幸
男
に
よ
れ
ば
、
訓
令
発
布
二
か
月
後
に
は
訓
令
の
趣
旨
で
あ
る
「
課
程
内
外

で
の
宗
教
教
育
の
禁
止
」
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
課
程
外
の
宗
教
教
育
は
黙
認
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
（
久
木
幸
男
「
訓
令
一
二
号
の
思
想
と
現
実
（
二
）」『
横

浜
国
立
大
学
教
育
紀
要
』
第
一
四
号
、
一
九
七
四
年
）。

（
51
）
久
木
幸
男
「
訓
令
一
二
号
の
思
想
と
現
実
（
三
）」『
横
浜
国
立
大
学
教
育
紀
要
』
第

一
六
号
、
一
九
七
六
年
。

（
52
）
東
山
中
学
校
で
は
、「
宗
門
子
弟
訓
育
修
養
会
」
と
い
っ
た
宗
教
教
育
活
動
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
（『
東
山
学
園
百
年
史
』
一
九
六
七
年
、
四
〇
八
頁
）。

　



一
五
七

　
　
　
　

（
設
置
）

第
1
条　

浄
土
宗
教
学
院
に
『
佛
教
文
化
研
究
』
編
集
査
読
委
員
会
（
以
下
、
編
集

委
員
会
と
す
る
）
を
設
置
す
る
。

（
目
的
）

第
2
条　

編
集
委
員
会
は
会
員
の
論
文
原
稿
を
編
集
査
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
佛
教
文
化
研
究
』
の
学
術
的
価
値
の
向
上
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
構
成
）

第
3
条　

編
集
委
員
会
は
、
委
員
長
と
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　

二　
　

委
員
は
理
事
の
中
よ
り
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　

三　
　

委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
し
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
任
務
）

第
4
条　

各
委
員
は
委
員
長
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
論
文
原
稿
を
査
読
し
、
採
否

等
を
判
定
し
て
委
員
長
に
報
告
す
る
。

　

二　
　

各
委
員
は
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
適
切
と
判
断
す
れ
ば
、
委
員
以
外
の
者

に
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
委
員
は
依
頼
し
た
旨

お
よ
び
査
読
結
果
（
採
否
等
の
判
定
）
を
委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

　

三　
　

委
員
長
は
各
委
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、『
佛
教
文
化
研
究
』
掲
載
論

文
全
体
に
つ
い
て
最
終
的
な
編
集
を
お
こ
な
う
。
重
大
な
問
題
が
あ
る
場

合
に
は
、
関
係
す
る
各
委
員
と
協
議
し
、
あ
る
い
は
委
員
会
を
開
催
し
て

協
議
の
う
え
決
定
す
る
。

　

四　
　

採
否
等
の
最
終
決
定
は
委
員
長
が
な
す
も
の
と
す
る
。

（
任
期
）

第
5
条　

委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。

（
改
廃
）

第
6
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
。

附
則　
　

こ
の
規
程
は
2
０
１
２
年
（
平
成
24
年
）
１
月
23
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

編
集
査
読
規
程
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編
集
後
記

　

現
代
の
浄
土
宗
教
団
の
動
向
は
、
宗
侶
教
育
や
伝
道
教
化
な
ど
多
方
面
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
構
築
の
上
に
あ
る

こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

二
〇
一
五
年
は
徳
川
家
康
公
四
百
回
忌
に
当
た
り
、
法
要
が
厳
修
さ
れ
る
な
ど
節
目
の
年
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
号
で

は
「
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
」
と
い
う
特
集
テ
ー
マ
を
企
画
し
、
宇
高
良
哲
先
生
、
長
谷
川
匡
俊
先
生
、
中
井
眞
孝
先
生
、
松
永

知
海
先
生
、
伊
藤
真
昭
先
生
、
田
中
芳
道
先
生
に
ご
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
寄
稿
い
た
だ
い

た
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
工
藤
和
興
氏
、
大
屋
正
順
氏
、
齋
藤
知
明
氏
の
論
文
は
、
浄
土
宗
研
究
生
の
研
究
報
告
論
文
を
、
清
水
俊
史
氏
の
論
文

は
、
委
員
に
よ
る
査
読
を
経
た
投
稿
論
文
を
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
す
る
も
の
で
す
。

　
『
佛
教
文
化
研
究
』
は
、
浄
土
宗
の
学
術
研
究
を
先
導
す
る
研
究
誌
で
あ
り
、
ま
た
浄
土
宗
教
学
院
会
員
の
研
究
成
果
を
発

表
す
る
場
で
あ
り
ま
す
。
会
員
諸
氏
か
ら
の
積
極
的
な
ご
投
稿
と
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。	

（
Ｓ
・
Ｔ
）

　
○
編
集
委
員　

藤
堂
俊
英　

森
山
清
徹　

小
此
木
輝
之　

林
田
康
順

印刷／株式会社共立社印刷所
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神奈川 梅雲寺 鷲見　宗信
神奈川 高徳院 佐藤　孝雄
神奈川 大宝寺 佐々木　洋之
神奈川 春光院 石川　琢道
富山 西願寺 長谷川　善政
長野 鏡善坊 若麻績　修英
長野 延命庵 袖山　榮輝
長野 正満寺 和田　典善
長野 安養寺 服部　淳一
長野 宗安寺 山極　伸之
長野 瑠璃光寺 關　恒明
三河 普仙寺 加藤　良光
三河 弘誓院 秋田　文雄
三河 無能寺 近藤　辰巳
尾張 建中寺 村上　真瑞
尾張 梅香院 吉水　英喜
尾張 興龍院 服部　照道
尾張 長福寺 服部　正穏
岐阜 本誓寺 淺野　義光
石川 天德寺 水元　明法
滋賀 弘誓寺 加藤　善也
滋賀 雲住寺 井野　周隆
滋賀 福領寺 滝川　浩順
京都 大光寺 南　宏信
京都 顕岑院 白嵜　顕成
京都 上徳寺 塩竈　義明
京都 隆彦院 梅辻　昭音
京都 常念寺 澤田　謙照
京都 浄音寺 法澤　賢祐

京都 善照寺 池見　澄隆
京都 西念寺 渡邊　良昭
京都 淨土院 神居　文彰
京都 善法寺 成田　勝美
京都 大恩寺 奥田　歓信
奈良 極楽寺 吉原　寛樹
奈良 奥院 川中　光教
奈良 白雲庵極樂寺 清水　澄
和歌山 阿弥陀寺 榎本　正明
和歌山 常行寺 谷上　昌賢
和歌山 龍泉寺 田中　芳道
大阪 見性寺 伊藤　真宏
大阪 光明寺 椙原　順慈
大阪 圓通寺 安達　俊英
大阪　 菩提寺 川内　教彰
大阪 慶恩院 中山　正則
大阪 法樂寺 清水　秀浩
大阪 阿弥陀寺 丹農　秀彦
兵庫 常楽寺 浦上　博隆
兵庫 願生寺 髙橋　徹真
兵庫 薬師寺 曽和　義宏
岡山 誕生寺 安田　勇哲
山口 称光寺 大成　善雄
福岡 教安寺 橋本　定雅
福岡 調圓寺 柴田　宗山
佐賀 安養寺 善　裕昭
大分 龍音寺 髙橋　昌彦

（以上、敬称略）
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【已講】
北海道第一 称名寺 須藤　隆仙
宮城 愚鈍院 小林　良信
茨城 西光寺 春本　秀雄
埼玉 十連寺 宇髙　良哲
埼玉 蓮馨寺 粂原　恒久
埼玉 天然寺 新井　俊定
埼玉 實相寺 落合　崇志
東京 香蓮寺 勝崎　裕彦
東京 本誓寺 福田　行慈
千葉 湊済寺 大南　龍昇
千葉 大巖寺 長谷川　匡俊
千葉 法界寺 小林　尚英
神奈川 西福寺 宮澤　正順
山梨 瑞泉寺 粂原　勇慈
静岡 願成寺 魚尾　孝久
福井 眞福寺 中野　正明
京都 長香寺 中井　眞孝
京都 海德寺 平　祐史
京都 福泉寺 成田　俊治
大阪 孝恩寺 田中　典彦
兵庫 甘露寺 三枝樹　隆善
【講師】
福島 善導寺 中村　隆敏
東京 常照院 野村　恒道
東京 観智院 土屋　光道
東京 長松寺 西村　實則
東京 来迎寺 林　純教
東京 淨土寺 阿川　正貫
東京 浄心寺 佐藤　雅彦
東京 龍泉寺 武田　道生
神奈川 慶岸寺 林田　康順
山梨 円通寺 曽根　宣雄
新潟 西照寺 小嶋　知善
長野 西方寺 金子　英一
岐阜 圓心寺 松濤　基道
京都 見性寺 野田　秀雄
京都 帰白院 藤堂　俊英
京都 喜運寺 佐藤　健
京都 清凉寺 鵜飼　光昌
京都 晴明寺 真田　康道
大阪 母恩寺 近藤　徹稱
大阪 薬師寺 森山　淸徹

兵庫 光堂寺 小野田　俊藏
福岡 弘善寺 柴田　泰山
【嗣講】
青森 来迎寺 遠藤　聡明
青森 大照寺 大屋　正順
山形 浄土院 日野　崇雄
山形 稱念寺 井澤　隆明
宮城 雲上寺 東海林　良昌
栃木 光徳寺 今井　英順
茨城 蔵福寺 𠮷水　成正
茨城 宝輪寺 田中　勝道
埼玉 西福寺 稲岡　了順
埼玉 圓心寺 小川　慈祐
東京 妙定院 小林　正道
東京 栄立院 福西　賢兆
東京 光福寺 生野　善應
東京 大信寺 中村　孝之
東京 法藏寺 飯田　元紀
東京 清岸寺 原口　弘之
東京 慈眼院 遠田　憲弘
東京 慈眼院 遠田　弘賢
東京 願行寺 恩田　英彰
東京 天然寺 後藤　尚孝
東京 正光寺 髙橋　寿光
東京 龍光院 熊井　康雄
東京 大雲寺 西城　宗隆
東京 誠心寺 荒木　良道
東京 清光寺 岡本　圭示
東京 行安寺 鈴木　紹弘
東京 迎接院 藤木　随尊
東京 光照院 吉水　岳彦
東京 公春院 中野　孝昭
東京 祐天寺 巖谷　勝正
東京 浄桂院 伊藤　弘道
東京 行善寺 渡辺　俊雄
東京 光照寺 市川　隆士
東京 稱往院 松永　知海
東京 月影寺 藤井　正史
千葉 善照寺 今岡　達雄
千葉 松翁院 吉田　淳雄
千葉 医王寺 八木　宣諦
千葉 常行院 郡嶋　昭示
神奈川 大光院 宮林　雄彦



　
　
　
　

19

【勧学】

東京 興昭院 榊　泰純

東京 願行寺 佐藤　成順

東京 光圓寺 佐藤　良純

東京 月影寺 藤井　正雄

東京 極楽寺 小澤　憲珠

神奈川 善教寺 金子　寛哉

神奈川 大長寺 石上　善應

新潟 長善寺 廣川　堯敏

山口 西蓮寺 藤本　淨彦

役員名簿
【総裁】　　　浄土門主　伊藤唯眞猊下

【院長】　　　浄土宗宗務総長　豊岡鐐尓

【顧問】　　　榊　泰純　佐藤成順　佐藤良純　藤井正雄　金子寛哉

　 　　　　　石上善應　廣川堯敏

【理事長】　　田中典彦

【副理事長】　小澤憲珠

【理事】　　　小此木輝之　落合崇志　西村實則　勝崎裕彦　長谷川匡俊

　 　　　　　林田康順　山極伸之　田中祥雄　中野正明　藤堂俊英　中井眞孝

　 　　　　　森山淸徹　藤本淨彦　

【監事】　　　松永知海　小嶋知善　

会員名簿（平成 28 年 1 月 25 日現在）

　現在の教学院のルーツは、1944 年（昭和 19 年）4月 1日（達示第 8号）に遡ります。正式

発足を迎えたこの日午後 1時から宗務所で最初の役員会が行われ、里見達雄教学院院長、椎尾

辨匡顧問、真野正順研究所長、江藤澂英常任理事、大村桂巌、石橋誡道、前田聴瑞、長谷川良

信、藤本了泰、恵谷隆戒の各理事、浄土宗関係役職者等が出席し、会員の選考、事業内容、予

算、研究課題等が協議され、教学院の第一歩が踏み出されました。このとき、嗣講 69 名が会

員に推薦されています。

　その後、教学院は本宗の学問研究の中枢として、機関誌『佛教文化研究』の発刊、研究会・

公開講座の開催、総合学術大会の運営、学問業績に関する各種審査などを行って参りました。

時代の推移とともに門戸を広げ、教学院の趣旨に賛同する浄土宗教師も会員として迎えるよう

になりましたが（「教学院規程（宗規第 31 号）」第 3条第 2号）、特に嗣講以上の学階を有する

方々（同条第 1号）によって、教学院の活動が物心両面にわたり支えられてきた点は変わりあ

りません。

　嗣講以上の学階を有する方の本院への貢献に感謝申し上げ、ここに名簿を掲載させていただ

きます。今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

※会員資格が停止されている方は含まれません。
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 1985 「無表色に関する一考察」，『印度学仏教学研究』33（2），pp. 136-137.

 1987 「『倶舎論』の無表の定義に於ける諸注釈の問題」，『印度学仏教学研究』35

（2）．pp. 100-102（L）．

清水俊史

 2014e 「説一切有部における随心転の無表　―静慮律儀と無漏律儀の得捨―」，『佛

教文化研究』58，pp. 1-21.

 2015d 「有部行為論における無表の役割」，『佛教大学総合研究所紀要』22，pp. 

31-47.

舟橋一哉

 1953 「無表業と生果の功能 ―加藤精神博士の「有部の無表色に對する近代學者

の誤解を匡す」を讀みて―」，『印度学仏教学研究』2（1），pp. 289-291.

 1954 『業の研究』，法蔵館．

 1987 『倶舎論の原典解明 業品』，法蔵館．

舟橋水哉

 1943 「無表業に就いて」，『眞宗同學會年報』1，pp. 141-144.

松島央龍

 2007 「倶舎論以前の無表」，『龍谷大学大学院文学研究科紀要』29，pp. 1-23.

 2009 「世親・衆賢の表業論」，『印度哲学仏教学』24，pp. 30-45.

 2010b 「『大毘婆沙論』の無表 ―倶舎論以前の無表業（2）―」，『印度哲学仏教学』

25，pp. 55-70.

 2011 「無表の研究」，『龍谷大学大学院文学研究科紀要』33，pp. 138-147.

三友健容

 1976 「アビダルマ仏教における無表業論の展開（一）」，『大崎学報』129，pp. 

119-142.

 1977a 「アビダルマ仏教における無表業論の展開（二）」，『印度学仏教学研究』25

（2），pp. 194-198.

 1977b 「アビダルマ仏教における無表業論の展開（三）」，『法華文化研究』3，pp. 

179-193.

 1978 「アビダルマ仏教における無表業論の展開（四）」，『印度学仏教学研究』26

（2），pp. 364-368.
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『倶舎論要解』 長泉律院苾芻普寂著『阿毘達磨倶舎論要解』Z89.
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を招く」という理解が有部の正統説であると考えられる 43。

　（2） 身語意業と異熟果との関係について衆賢は、「意業は引業にも満業にもなるが、欲界

繫の身語業（表・無表）は引業にはならない」と理解している。この衆賢説は、それ

以前の有部論書において明示されていない点が古来より指摘されている。

　（3） 有部論書を検討した結果、1）身語業が欲界の引業になると読みうる箇所が散見され

ること、2）その一方で衆賢説と同じく意業（＝思）によってこそ欲界の衆同分が引

かれると理解しうる記述も散見される。

　したがって欲界の衆同分が身語業によって引かれるか否かの問題については、普光が『光

記』において暗示するように、衆賢以前の段階から有部において両説あったものと推測させ

られる。

Abbreviations
アルファベット略号

ADV.  P. S. Jaini（ed.）, Abhidharmadīpa with Vibhās
4

āprabhāvr
4

tti, Patna: K. P. Jayaswal 

Research Institute, 1959.

AKBh.  P. Pradhan （ed.）, Abhidharmakośabhās
4

ya of Vasubandhu, Patna: K. P. Jayaswal 

Research Institute, 1967.

AKVy.  U. Wogihara （ed.）, Sphut
4

ârthā Abhidharmakośavyākhyā by Yaśomitra, 山喜房佛

書林 , 1971（復刻版）．

T 大正新脩大蔵經．

Z 大日本佛教全書．

漢訳資料の略号（大正新修大藏經の収録順）

『法蘊足論』 尊者大目乾連造玄奘譯『阿毘達磨法蘊足論』T26（No. 1537）．

『八犍度論』 迦旃延子造僧伽提婆共竺佛念譯『阿毘曇八犍度論』T26（No. 1543）．

『発智論』 迦多衍尼子造玄奘譯『阿毘達磨発智論』T26（No. 1544）．

『大毘婆沙論』 五百大阿羅漢等造玄奘譯『阿毘達磨大毘婆沙論』T26（No. 1545）．

『毘曇婆沙論』  迦旃延子造五百羅漢釋浮陀跋摩共道泰等譯『阿毘曇毘婆沙論』T28（No. 

1546）．

『倶舎論』 尊者世親造玄奘譯『阿毘達磨俱舍論』T29（No. 1558）．

『順正理論』 尊者衆賢造玄奘譯『阿毘達磨順正理論』T29（No. 1562）．

『蔵顕宗論』 尊者衆賢造玄奘譯『阿毘達磨藏顯宗論』T29（No. 1563）．

『光記』 沙門釋光述『倶舎論記』T41（No. 1821）．

43）　むしろ「有漏の無表が異熟果を招かない」という説自体が有部論書中に存在しない。
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であることを示したのである。あたかも、初めに〔一の〕金銭を持つ人が、これ（一の

金銭）によって千〔の金銭〕を儲けて「一の金銭によって私はこの財産を得た」と言う

ようにである。

（2）apare tv āhuh
4

 / tasya tam
4

 pind
4 4

apātam adhist
44

hānam
4

 kr
4

tvā dānacetanānām
4

 pravāho mahān 

utpannah
4

 kayācit kiñcit phalam
4

 parigr
4

hītam iti / anekenāpy ekam āks
4

ipyate, mā bhūt khand
4 4

aśo 

nikāyasabhāgasyāks
4

epa iti / 

【答二】一方、他の人々は言う、「その施食を所依として、彼に布施に関する諸思の大い

なる流れ（pravāha）が起きたのであり、ある果はある〔思〕と繫がっている」と。「多〔業〕

によって一〔生〕が引き起こされ、衆同分を引き起こすことが切れ切れであってはなら

ない」と。40

　この AKBh. における記述は、衆賢による『順正理論』においても踏襲されている 41。以上

の諸資料からも解るように、「思（＝意業）のみが引業となり衆同分を引き起こすことが可

能であり、欲界の身語業（表・無表）に衆同分を引き起こす能力はない 42」という衆賢説を

彷彿させる記述が、有部論書の各所に確認される。よって衆賢説は、必ずしも突然現れた新

説ではなく、長い有部の伝統の内に、その解釈の萌芽が既に内包されていたものと考えられ

る。

結論
　以上、有部における業と果の関係性について考察した。無表が異熟果を招くか否かについ

て、そして衆賢説を手がかりに身語意業と異熟果に関する解釈について次の結論を得た。

　

　（1） 無表が異熟果を招くか否かについて研究者の見解が分かれていたが、「無表も異熟果

40）　AKVy. （p. 424.27-31）:

　　　　 yat tarhīti. yady ekam eva karmaikam eva janmāks
4

ipati. yat sthaviraniruddhenoktam
4

 so 

'ham
4

 tasyeti vistaren
4

a. tat katham
4

 na virudhyata iti vākyārthah
4

. tena janmāntare 

tagaraśikhine pratyekabuddhāya pind
4 4

apāto dattah
4

. tenaivam uktam
4

. so 'ham
4

 tasyeti 

vistaren
4

a. nirvartyeti. vit
4

hapitvety arthah
4

. 

　　　　 「そうならば次の」とは、もし一業だけが一生のみを引き起こすのであれば、長老アニルッ

ダによって説かれた「この私は、その」云々という、そのことはどうして矛盾しないのか、

ということが説かれた意味である。彼によって、他の生れにおいてタガラシキン辟支佛に施

食が与えられた。それによって次のように説かれたのである。「この私は、その」云々と。

「儲けて」とは、「集めて」という意味である。

41）　『順正理論』巻43（T29. 585c16-29）；対応部『蔵顕宗論』巻23 （T29. 885b08-21）

42）　思と倶有因の関係にあれば、思と同一果をとるため、間接的にではあるが衆同分を引き起こす

ことが可能である。これが可能である身語業は、色界繫の無表のみである。
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返している表・無表のうち各一がその異熟果を招いている」と解釈することは十分可能なは

ずである。

　ところが『大毘婆沙論』は、そのように解釈せず、次の四説を挙げる 38。

　第一説： ここで言われている施食とは、七度、天に生まれ、七度、人中に生まれることの

初因である。すなわち、「最初の施食によって大富豪となり、そこで再び他の福

徳をつくる」というように、その最初の施食から順次に展開したことが、ここで

は示されている。

　第二説： その生涯のうちで、繰り返し施をしていた。その初めの施について、ここでは述

べられている。

　第三説： 一つの施食するあいだに、多くの思願を起こした。その多くの思願によって多く

の異熟果が引かれた。

　第四説： 一つの施食を因として、上・中・下の三品の業を起こした。それらの業の異熟に

よって天上や人中に生まれた。

　このうち、一度の施食によって多数の生涯が引かれたと解釈するのは第三説のみであり、

それも「多くの思願によって異熟果が引かれた」とあるから、「施食という肉体的行動を構

成する表・無表によって多数の生涯が引かれた」のではなく、その行為の最中に起こった諸々

の思によって其々の衆同分が引かれたと理解されている。この解釈は AKBh. にも引き継が

れている。AKBh. は、上記四説のうち第一説と第三説を紹介する。

　

　AKBh.（p. 258.14-17）：

yat tarhi sthavirāniruddhenoktam
4

 so 'ham
4

 tasyaikapind
4 4

apātasya vipākena saptakr
4

tvas trayas 

trim
4

śes
4

u deves
4

ūpapanno yāvad etarhy ādye śākyakule jāta iti / 

【問】そうならば次の、長老アニルッダによって説かれた〔ことはどうなるのか〕。「こ

の私は、その一施食の異熟によって七度三十三天に再生し、乃至、今生において大富釈

迦家に再生した」と。

（1）tena hy asau samr
4

ddhim
4

 labdhvā jātismarah
4

 punar anyat pun
4

yam
4

 kr
4

tavān / tata utthānam
4

 

darśayati sma / yathā manus
4

yo dīnārottho 'nena sahasram
4

 nirvartyāha39 ekena dīnāren
4

āham 

aitadīśvaryam
4

 prāpta iti / 

【答一】なぜならば、それ（一施食）によって彼は繁栄を獲てから、〔宿〕生を憶念して、

更に他の福徳をつくったのである。〔以上のことが〕それ（一施食）から起こったこと

38）　『大毘婆沙論』巻20（T27. 99c06-23）；対応部『毘曇婆沙論』巻11（T28. 82b19-c02）を参照。な

お旧訳『毘曇婆沙論』においても第三説に相当する答釈が説かれているが、表・無表によって衆

同分が引かれているという解釈は説かれていない。

39）　Pradhan：nirviśya, 舟橋一哉［1987：p. 436 註1］：nirvartya
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生天上作大天王。七生人中為大國主。

問ふ。一刹那の業は、ただ能く一の衆同分を引くと為すや、また能く多の衆同分を引く

と為すや。設し爾らば、何の失ありや。若し一刹那の業が、ただ能く一の衆同分を引く

とせば、…中略…。尊者無滅の所説本事を、復云何が通ぜんや。説くが如し「具寿よ、

我れ一食を以って福田に施せしが故に、七たび天上に生まれ大天王と作り、七たび人中

に生まれ大国主と為れり」35 と。

　すなわち有部教理では、「一刹那の業は一つの衆同分しか引けず、多くの衆同分を引くこ

とはできない」と定義されている。しかし、そうなると「一度の施食で、七度、天に生まれ、

さらに七度、人に生まれた」という経典の字義が、教理と齟齬を起こしてしまうことにな

る 36。この齟齬をどの様に解消させるかが、ここで問題となっている。

　ところで、欲界の身語業（表・無表）は不随心転であるから、他の心・心所法や表などの

諸法と倶有因にならず、それ単独で異熟果を与えることが可能である 37。さらに殺生や布施

といった行為は一瞬では完成せず、ある程度の時間が必要であるから、一つの行為が完成す

るには膨大な数の表・無表が必要なはずである。よって、一度でも施食が為されれば無数の

表・無表がその行為を成立させていて、それら表・無表が一つ一つ各別に異熟果を招くはず

である。したがって、「欲界の身語業も引業となる」のであれば、上記の「一度の施食で、

七度、天に生まれ、さらに七度、人に生まれた」という経文を「布施のあいだに生滅を繰り

35）　『中阿含』巻13，66（T01. 509a20-21）

36）　布施は身語業に含まれる業道であるから、加行において表を起こしているはずである。布施に

関係する身体的動作が、わずか一刹那で完了するとは考えられないから、実際に布施の行為が完

了するまでには、加行・根本・後起をあわせて無数の表・無表が起こっていると考えられる。た

だし、有部教理に基づけば、「布施」とは、施物を与えた瞬間の諸蘊であると説かれている。

　　　AKBh. （p. 268.13-18）:

　　　　kim
4

 punas tat syād yena dīyate /

　　　　　　kāyavākkarma sotthānam
4

 （4, 113c）

　　　　kim
4

 punas tad utthānam / yena kalāpena tad utthāpyate / āha cātra

　　　　　　śubhena manasā dravyam
4

 svam
4

 dadāti yadā pumān /

　　　　　　tatks
4

an
4

am
4

 kuśalāh
4

 skandhāh
4

 dānam ity abhidhīyate // iti //

　　　　【問】さて、何かによって布施されるが、それは何であるか。【答】

　　　　　　身・語業と、および能発（utthāna）とである。（4，113c）

　　　　 【問】では、その能発とは何か。【答】ある〔心〕聚によって〔身語業が〕等起させられる、〔そ

の心聚のこと〕である。それについて言われる。

　　　　　　「もし人が浄心によって自分の物を布施するならば、

　　　　　　その刹那（もしくは怛刹那）における善なる諸蘊が “布施” と呼ばれる」と。

37）　ただし、業の勢力が弱い場合には、その業が異熟するためには助縁が必要とされる。清水俊史

［2015d］を参照。
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衆賢のように欲界繫の身語業（表・無表）が引業にはなりえないと理解されていたならば、

先に（2）の註釈部分で、その旨の除外規定が述べられて然りの筈である。ところが（2）の

註釈部分 31 では、同一刹那にある表と無表と心とが同一果を取るか否かの議論が説かれてい

るのみであり 32、引業・満業の問題については全く触れられていない。

　また、AKVy. においても「欲界の身語業が引業になる」と読める個所がある。「殺生の根

本業道によって地獄に再生する」という解釈について次のように説いている。

　AKVy.（p. 419.6-9）：

yadi tatra prayogen
4

eha maulena. kasmād evam uktam
4

. prān
4

ātipātenāsevitena bhāvitena 

bahulīkr
4

tena narakes
4

ūpapadyate. prān
4

ātipātena mauleneti sūtrārtham
4

 paśyann evam
4

 pr
4

cchati. 

【難】もし、その〔世〕において〔等流果を受けるのは〕根本〔業道〕によってである

ならば、どうして「習せられ修せられ多く所作された殺生によって、諸地獄に再生する」

と、このように言われるのか。【答】「殺生の根本〔業道〕によって〔地獄に生まれる〕」

が、経典の意味であるとみなして、このように問うたのである。

　殺生の根本業道は、表と無表とによって構成されるものであるから 33、この文章を会通せ

ずに字義通りに読めば、やはり欲界の身業が引業になるという理解が有部内にあったことは

否定できないと考えられる。

第 2 項　衆賢説を示唆する記述
　一方で、衆賢説を示唆する記述も有部論書中に見られる。まず、『大毘婆沙論』では次の

ように問題提起されている。

　『大毘婆沙論』巻 20（T27. 99a23-b08）34：

問。一剎那業為但能引一衆同分。為亦能引多衆同分耶。設爾何失。若一剎那業但能引一

衆同分者。…中略…。尊者無滅所說本事復云何通。如說。具壽。我以一食施福田故。七

31）　『大毘婆沙論』巻19（T27. 96b22-c11）を参照。ここでは、随心転の身語業（すなわち静慮律儀）

であれば心と倶有因になるので心と同一果をとり、不随心転の身語業（欲界の表・無表）であれ

ば心と倶有因にはならないので個別に異熟果を招く、と述べられている。さらに、表と無表とが、

どのように異熟果を招くかについて異説が紹介される。異説のうち第一説は、表と同一刹那にあ

る無表は同一果を招くという説であり、第二説は表と無表とは同一果をとらないが必ず同時に異

熟果を招くという説である。『大毘婆沙論』の評家は、表と無表とが倶有因にならない以上、そ

れらは別々に異熟果を招くとして両説ともに斥けている。

32）　すなわち随心転の無表は心・心所法と倶有因になるからである。

33）　AKBh. （p. 239.11-19）

34）　対応部『阿毘曇婆沙論』巻11（T28. 82a27-b02）
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　この箇所を字義通りに理解すれば、「身語意の三悪行によって業をつくり、それを原因と

して来世が決定される」と説かれているのであるから、身語による業によっても来世の衆同

分が引かれるように読める。したがって衆賢説のような解釈の元に、上記『法蘊足論』は説

かれていない。

　また、『発智論』『大毘婆沙論』に説かれる次の箇所においても同様の傾向がみられる。ま

ず、『発智論』では〈異熟因―異熟果〉の関係を述べる個所で、異熟因が（1）心・心所法の

場合、（2）身業・語業の場合、（3）心不相応の場合いずれであっても、異熟果は色・心・心

所法・心不相応行の四範疇に渡ることが説かれている 27。表に示せれば次のようになろう 28。

異熟因 異熟果 『発智論』 『大毘婆沙論』
（1） 心・心所法 色・心・心所法・心不相応行 920c27-29 96b12-21
（2） 身業・語業 〃 920c29-921a02 96b22-c11
（3） 心不相応行 〃 921a02-04 96c12-97b09

　このうち、衆同分や命根は心不相応行に含まれるから 29、異熟因が（1）（2）（3）のいずれ

であっても、それの異熟果として衆同分や命根が引き起こされ得るのか、といえばそうでは

ない。この問題について『大毘婆沙論』は、（3）の註釈部分で「二無心定と得などは、衆同

分と命根を異熟果として引き起こさない」と除外規定に言及している 30。しかしこのような

除外規定は、（1）（2）の註釈部分では設けられていない。もしも『大毘婆沙論』の段階で、

27）　『発智論』巻1（T26. 920c27-921a04）:

　　　　 云何異熟因。答。諸心心所法。受異熟色。心心所法。心不相應行。此心心所法。與彼異熟。

為異熟因。復次諸身語業。受異熟色。心心所法。心不相應行。此身語業。與彼異熟。為異熟

因。復次諸心不相應行。受異熟色。心心所法。心不相應行。此心不相應行。與彼異熟為異熟

因。是謂異熟因。

　　　　 【問】云何が異熟因なる。【答】（1）答ふ。諸の心・心所法は、異熟色と、心・心所法と、心

不相応行とを受く。此の心・心所法は、彼の異熟の与めに異熟因と為るなり。（2）復次に、

諸の身語業は、異熟色と、心・心所法と、心不相応行とを受く。此の身語業は、彼の異熟の

与めに、異熟因と為るなり。（3）心不相応行は、異熟色と、心・心所法と、心不相応行とを

受く。此の身語業は、彼の異熟の興めに、異熟因と為るなり。是を異熟因と謂ふ。

28）　旧訳の対応部は『八犍度論』巻1（T26. 774c20-26）；『毘曇婆沙論』巻11 （T28. 80a08-c06）を参照。

29）　『大毘婆沙論』巻19（T27. 96b12-21）；対応部『毘曇婆沙論』巻11（T28. 80a08-12）:

　　　　 云何異熟因。答。諸心心所法。受異熟色心心所法心不相應行。此心心所法與彼異熟為異熟因。

此中…中略…。心不相應行者。謂行蘊。即命根衆同分等。此顯異熟因及異熟果俱通五蘊。

　　　　 「【問】云何が異熟因なる。【答】答ふ。諸の心・心所法は、異熟色と、心・心所法と、心不

相応行とを受く。此の心・心所法は、彼の異熟の与めに異熟因と為るなり」（1）と。此の中…

中略…。心不相応行とは、謂く行蘊、即ち命根・衆同分等なり。此は異熟因及び異熟果が倶

に五蘊に通ずることを顕すなり。

　　　　　　（1）　『発智論』巻1（T26. 920c27-29）

30）　『大毘婆沙論』巻19（T27. 96c12-97b09）；対応箇所『毘曇婆沙論』巻11（T28. 80a18-c06）を参照。

またAKBh. （pp. 258.24-259.3）も参照。
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かれる有部説と同一であるかどうかについて、「同一である」「同一ではない」のどちらにも

解釈しうると述べている 25。一方、江戸中期に活躍した浄土宗の普寂（1707-1781）は、『倶舎

論要解』において 26、『順正理論』の衆賢説は七論婆沙には見られない新説であると述べてい

る。以上からも伺えるように、『順正理論』の所説が、衆賢による新説であったのか、それ

ともそれ以前から存在した一説であったのかについて古来から議論があったようである。続

いて、この議論を吟味し、有部における業思想の特徴を考察する。

第 1 項　衆賢説に反する記述
　まず、「欲界の身語業が引業になり得ない」とする衆賢説と齟齬を起こしている記述を考

察する。たとえば、『法蘊足論』では欲界の身語意の悪行 / 妙行が欲界の衆同分を引き起こ

すと説かれている。

　『法蘊足論』巻 12（T26. 512c10-22）：

云何有緣生。謂有一類。由貪瞋癡纏縛心故。造身語意三種惡行。此三惡行。說名業有。

由此因緣。身壞命終。墮於地獄。於彼諸生。等生。趣入。出現。蘊得。界得。處得。諸

蘊生。命根起。說名生。此生緣有故起。是名有緣生。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。

復有一類。於人趣樂。繫心希求。彼作是念。願我當生人趣同分。與諸人衆。同受快樂。

因此希求。造能感人趣身語意妙行。此三妙行。說名業有。由此因緣。身壞命終。生於人

趣衆同分中。於彼諸生等生。乃至命根起說名生。此生緣有故起。是名有緣生。如說人趣。

四大王衆天。乃至他化自在天。應知亦爾。

【問】云何が「有に縁りて生あり」なるや。【答：地獄】謂く、一類有り、貪・瞋・痴の、

心を纏縛するに由るが故に、身語意の三種の悪行を造る。此の三悪行を説いて業有と名

づけ、此の因縁に由りて、身壊命終して地獄に墮するとき、彼に於いて諸の生・等生・

趣入・出現・蘊得・界得・処得・諸蘊の生・命根の起を説いて「生」と名づく。此の生

は有に縁るが故に起れば、是を「有に縁りて生あり」と名づく。【地獄・傍生】地獄を

説くが如く、傍生・鬼界も応に知るべし、亦、爾なり。【人】復た一類有り、人趣の楽

に於て繫心して希求し、彼れの是の念を作さく「願はくば我に当さに人趣の同分に生じ、

諸の人衆と同じく快楽を受くべし」と。此れの希求に由りて能く人趣を感ずる身語意の

妙行を造る。此の三妙行を説いて業有と名づけ、此の因縁に由りて、身壊命終して人趣

業の同分中に生ずるときの、彼に於ての諸の生、乃至、命根の起を説いて「生」と名づ

く。此の生は有に縁るが故に起れば、是を「有に縁りて生あり」と名づく。【六欲天】

人趣を説くが如く、四大王衆天、乃至、他化自在天も応に知るべし、亦、爾なり。

25）　『光記』巻6（T41. 123c29-124a24）

26）　『倶舎論要解』巻5（Z89. 190a1-14）を参照。この普寂の説は『国訳一切経』論疏部2（p. 129 註

241）において紹介されている。訳者の西義雄は、普寂の所説を高く評価している。
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說。又違本論。如說於此三惡行中。何罪最大。謂能隨順僧破妄語。此業能取無間獄中劫

壽異熟。壽定說為所牽引果。此說所起。顯能起思。麁易了故。無相違失。

【難】若し欲界繫の身語の二業、牽引すること能はざれば、便ち契経に違す。「殺生の若

しは修、若しは習、若しは多修習は那落迦に生ず」乃至広説と説くが如し。又、本論に

違す。説くが如し「此の三悪行中に於て、何の罪か最大なるや。謂く、能く破僧に随転

する妄語なり。此の業は、能く無間業の中の劫寿の異熟を取る。寿は定んで説いて所牽

引の果と為す」と。【答】此れは所起を説いて、能起の思を顕す。麁にして了し易きが

故に、相違の失なし。

　したがって、欲界で身語業が達成されたとしても、それを構成する表・無表ではなく、そ

れらを等起させている思（cetanā）こそが引業となり欲界の生存を引き起こしている、と解

釈されている 20。ただし、ここで注意しなければならない点は、あくまで衆賢は「欲界の表・

無表は引業にはならない」と主張しているのであって、欲界の表・無表は満業として異熟果

をもたらし 21、そして色界・無色界の随心転の無表ならば思と倶有因となるので異熟果とし

て衆同分をとることが出来ることは留意される必要がある 22。衆賢による身語意業と引業・

満業との関係を図示すれば次のようになる。2324

引業 満業
意業（＝思） ○ ○

身語業
随心転 表 23

無表   △ 24 ○

不随心転 表 × ○
無表 × ○

　このように衆賢は三業のうち意業を特に重視している。しかしながら、このような三業と

異熟果の関係は『順正理論』において説かれるだけであり、それ以前の論書においては明示

されていない。中国撰述『光記』において普光は、上記の衆賢による理解が『倶舎論』で説

20）　同趣旨の理解は別の個所からも伺える。

　　『順正理論』巻35（T29. 542c25-28）:

　　　 理皆不然。殺業爾時。正究竟故。善心無容招苦果故。順現受等。業成雜亂過故。若謂唯教者發

表業思能牽引當來非愛果者。理實應爾。

　　　 理は皆然らず。殺業爾の時正に究竟せるが故に、善心は苦果を招くべきなきが故に。順現法受

等の業、雑乱の過を成ずるが故に。若し「唯教者の表業を発す思、能く当来の非愛の果を牽引

す」と謂はば、理実に当に爾るべし。

21）　『順正理論』巻16（T29. 427c19-21）

22）　『大毘婆沙論』巻16（T27. 82b09-16），巻155（T27. 787b26-29）；AKBh. （pp. 83.16-84.6）；『順正

理論』巻15（T29. 418a22-b05）；『蔵顕宗論』巻9（T29. 815a14-b08）

23）　随心転の表は存在しない。AKBh. （pp. 83.16-84.1）；『順正理論』巻15（T29. 418a22-27）を参照。

24）　思と倶有因の関係になり間接的に引業となることが出来る。
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を考察する。有部の教理によれば、異熟果をもたらす業には、その性質に応じて引業・満業

という二種の別があり、そのうち、衆同分と命根を引くことが出来るのは引業だけである。『順

正理論』には次のように説かれ 16、衆賢によれば、欲界の衆同分は思（cetanā）のみによって

引かれ、不随心転の身語の表・無表によって引かれることはないとされる。

　『順正理論』巻 16（T29. 427c09-20）：

非心隨轉身語二業定不能引命衆同分。不爾便違契經正理。經言劣界思所引故。此說欲有

命衆同分。唯意業感。非身語業。…中略…。依此無表亦同此釋。

心随転に非ざる身語の二業は、定んで命〔根〕と衆同分とを引くこと能はず。爾らざれ

ば、便ち契経の正理に違す。経 17 に「劣界は思の所引」と言ふが故に。此れ、欲有の命〔根〕

と衆同分とは、唯、意業の感にして、身語業に非ざると説けるなり。…中略…。此れに

由りて、無表も亦、此の釈（表の釈）に同じ。

　さらにこの衆賢説を理解するためには次の二点が留意されなければならない。第一に、上

記の衆賢説は、不随心転の身語業（すなわち欲界の表・無表）が満業になるという前提の上

に説かれている 18。満業は異熟因の一つであるから、当然、表はもちろんのこと無表も異熟

果を取ることが認められている 19。第二に、ここで不随心転の身語業のみが言及されている

理由は、仮に随心転の身語業（すなわち静慮律儀）ならば心・心所と倶有因になるため、思

（cetanā）と同一果をとるので間接的に衆同分を引くことが可能だからである。

　このように『順正理論』においては、欲界繫の身語業は異熟因になるものの、引業にはな

り得ないと理解されている。しかし、意業だけが欲界の命根と衆同分を引き起こせると解釈

することは、「殺生を犯して地獄に生まれた」などと説かれる経と矛盾を起こしてしまう。

なぜなら、有部によれば殺生とは身業であり意業では決してないからである。この矛盾に対

して衆賢は次のように会通する。

　

　『順正理論』巻 16（T29. 427c23-29）：

若欲界繫身語二業。不能牽引。便違契經。如說殺生若修若習若多修習生那落迦。乃至廣

16）　佐々木現順［1990：pp. 200.2-208.3］は、『順正理論』における引業・満業について考察している

が、本稿で扱う内容については検討していない。

17）　出典元不明

18）　この『順正理論』における議論はDhammajoti［2003：p. 82.2-5］，［2007a：p. 523.12-15］（＝

［2009a：p. 399.9-12］）においても引用されているが、その解釈には問題がある。この箇所につい

てDhammajotiは、「引業＝思」「満業＝無表」と述べているが、不随心転の身語業と言われてい

る以上は欲界の表も満業になると考えられる。

19）　〈異熟因―異熟果〉の因果関係のうち、異熟因には引業と満業との二つがある。衆賢も当然これ

を認める。『順正理論』巻16（T29. 427b24-25）；対応部『蔵顕宗論』巻9（T29. 818a04-05）を参照。
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熟をもたらす根拠として引用されている 13。しかし、松島央龍［2010: pp. 64.19-65.4］は、上

記の部分に言及しながらも「一例だけ、例外的に異熟と無表を結びつけた記述がある」と述

べて、「ただし、無表と異熟を結びつけることがこの一例のみであることからも、近代仏教

学において問題となった、無表と業果との結びつきに関連した議論はアビダルマの正統とは

いえないのではないだろうか」と評価している。

　しかしながら、この松島央龍の理解には若干の疑義がある。というのも、律儀（＝無表）

が順現法受などの異熟果を招くことは、以下の『大毘婆沙論』からも確認され、前節におけ

る結論と併せれば、むしろ「無表は異熟果を招く」という理解こそが正統説でなければなら

ない。

　『大毘婆沙論』巻 124（T27. 649c22-650a02）：

若律儀業。已現在前。已牽異熟。此有四種。謂順現法受。順次生受。順後次受。順不定

受。…中略…。若不律儀業。已現在前。已牽異熟。此有四種。謂順現法受等如前說。…

中略…。若非律儀非不律儀。諸餘身語妙行惡行。已現在前。已牽異熟。此有四種。謂順

現法受等如前說。…後略…。

若しくは律儀業が、既に現在前し、已に異熟を牽く。此に四種あり、謂く順現法受・順

次生受・順後次受・順不定受なり。…中略…。若しくは不律儀業が、既に現在前し、已

に異熟を牽く。此に四種あり、謂く順現法受等なること前説の如し。…中略…。若しく

は非律儀非不律儀の諸余の身語の妙行・悪行が、既に現在前し、已に異熟を牽く。此に

四種あり、謂く順現法受等なること前説の如し。…後略…。

　このように律儀・不律儀・非律儀非不律儀は、順現法受などの異熟を与えうる。従って、

無表が異熟因として異熟果をもたらすと理解されていたことは明確である。またさらに、こ

こでは不律儀と非律儀非不律儀も言及されているから、心・心所と倶有因にならない欲界繫

の表所生 14 の無表にも異熟果があることは言を俟たない 15。

第 3 節　『順正理論』に説かれる衆賢説
　前節までに検討したように、有部において無表は異熟果を取るものと理解されている。し

かし『順正理論』を検討すると、無表がどのような異熟果を取るのかについては、有部にお

いて見解が分かれていたようである。そこで本節では、この『順正理論』に説かれる衆賢説

13）　Dhammajoti［2003：note 30］，［2007a：pp. 517.30-518.4, p. 534 note 112］（＝［2009：p. 395.20-

25, p. 406 note 114］）

14）　『大毘婆沙論』巻122（T27. 639b10-11）；AKBh. （p. 8.9）；AKVy. （p. 30.8-16）

15）　上記の前後の箇所もDhammajoti［2007a：p. 515.9-16］（＝［2009a：p. 393.29-35］によって引用

され、本稿の理解とは違う角度から検討されている。『大毘婆沙論』では無表について「律儀業」

「勝業」「律儀果」「大果」などの言及があることを指摘している。
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とは互いに倶有因であるとされる。そして、これら随心転の諸法は、心と同一時に起こり、同一

果をもち、善等の同一の自性をもつとされる。

　

　　　AKBh. （p. 84.1-6）:

　　　　katham ete cittam anuparivarttante / samāsatah
4

 

　　　　　　kālaphalādiśubhatādibhih
4

 // 2, 51cd //

　　　　 kālas tāvac cittenaikotpādasthitinirodhatayā ekādhvapatitatvena ca / phalādibhir 

ekaphalavipākanihs
4 4

yandatayā / pūrvakas tv ekaśabdah
4

 sahārthe veditavyah
4

 / 

śubhatādibhih
4

 kuśalākuśalāvyākr
4

tacitte kuśalākuśalāvyākr
4

tatayā / evam
4

 daśabhih
4

 kāran
4

aiś 

cittānuparivarttina ucyante /

　　　　【問】どのように、これらは心に随って起こるのか。【答】要約すれば、

　　　　　　時と、果などと、浄などとによってである。（2, 51cd）

　　　　 まず、時とは、〔随心転の諸法が〕心と同一に生じ、〔同一に〕住し、〔同一に〕滅すること

によって、そして同一の世（adhvan）に属することによってである。「果などと」とは、同

一の〔士用・離繫〕果をもち、〔同一の〕異熟〔果〕をもち、〔同一の〕等流〔果〕をもつこ

とによってである。ただし前（生・住・滅の解説部分）にある「同一」の語は、「倶」の意

味として理解すべきである。「浄などとによって」とは、善・不善・無記の心であれば、〔そ

れに従ってこれらも〕善・不善・無記であることによってである。このように〔生・住・滅・

世・果・異熟・等流・善・不善・無記の〕十因によって随心転であると言われる。

　　　AKVy. （p. 192.8-13）:

　　　　 ekaphalatayaikavipākatayaikanis
4

yam
4

datayā ca cittam anuparivartante. phalam iha 

purus
4

akāraphalam
4

 visam
4

yogaphalam
4

 ca. vipākaphalanis
4

yam
4

dayoh
4

 pr
4

thaggr
4

hītatvāt. 

adhipatiphalam
4

 tu sarvasādhāran
4

atvāt na gan
4

yate. ayam
4

 caikaśabdah
4

 sam
4

khyāne 

sādhāran
4

e vā ekaphalatayetyādi . pūrvakas tv ekaśabdah
4

 sahārthe cittena 

sahotpādasthitinirodhatayety arthah
4

. na hy atra sam
4

khyānārthah
4

 sam
4

bhavati. na hi yaś 

cittasyotpādah
4

. sa eva cittānuparivartinām
4

. yo vā tes
4

ām
4

. sa cittasyeti. 

　　　　 果を同一とし、異熟を同一とし、等流を同一とするゆえに、心に随転する。ここでの「果」

とは、士用果と離繫果とである。異熟果と等流〔果〕とは別に含まれるからである。一方、

増上果は、すべてに共通であるから〔この中に〕含まれていない。また、この「同一」なる

語は、「数」〔の意味〕として、あるいは「共通」〔の意味〕として「同一の果」云々とある。

ただし前（生・住・滅の解説部分）にある「同一」なる語は、「倶」の意味として〔つまり〕

「心と倶に生・住・滅がある」という意味である。なぜなら、その場合には「数」の意味は

あり得ないからである。なんとなれば、心の生〔相〕は随心転の〔生相〕ではなく、あるいは、

それら〔随心転〕の〔生相〕は心の〔生相〕ではないからである。

　　　同趣旨は、『大毘婆沙論』巻16（T27. 82b09-16），巻155（T27. 787b26-29）；『順正理論』巻15（T29. 

418a22-b05）；『蔵顕宗論』巻9 （T29. 815a14-b08）を参照。また倶有因に関する問題点について

は兵藤一夫［1985］を参照。
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有因となっている諸法が同一の果をとることは、有部論書の各所に説かれている。AKBh.は、次

の場合に倶有因が適用されるとする。

　　　AKBh. （pp. 83.16-84.1）:

　　　　　　sahabhūr ye mithah
4

phalāh
4

 / （2, 50b）

　　　　 mithah
4

 pāram
4

paryen
4

a ye dharmāh
4

 parasparaphalās te parasparah
4

 sahabhūhetur yathā 

katham /

　　　　　　bhūtavac cittacittānuvartilaks
4

an
4

alaks
4

yavat // 2, 50cd //

　　　　 catvāri mahābhūtāny anyonyam
4

 sahabhūhetuh
4

 / cittam
4

 cittānuvarttinām
4

 dharmān
4

ām
4

 te 

'pi tasya / sam
4

skr
4

talaks
4

an
4

āni laks
4

yasya so 'pi tes
4

ām / evam
4

 ca kr
4

tvā sarvam eva 

sam
4

skr
4

tam
4

 sahabhūhetur yathāyogam / …中略… / ke punar ete cittānuvarttino dharmāh
4

 

/

　　　　　　caittā dvau sam
4

varau tes
4

ām
4

 cetaso laks
4

an
4

āni ca / cittānuvarttinah
4

 （2, 51abc）

　　　　 sarve cittasam
4

prayuktāh
4

 / dhyānasam
4

varo 'nāsravasam
4

varas tes
4

ām
4

 ca ye jātyādayaś 

cittasya ca / ete dharmāś cittānuvarttina ucyante /

　　　　　　倶有〔因〕なるは、互いに果となる〔諸法〕である。（2, 50b）

　　　　 「互いに」とは、「相互に」ということである。諸法が相互に果となれば、それらは相互に倶

有因である。【問】どのようにか。【答】

　　　　　　 大種〔が相互に〕と、心と心に随い転ずるもの（随心転）と、相と所相とのようにである。

（2, 50cd）

　　　　 四大種は互いに倶有因である。心は随心転の諸法の〔倶有因であり〕、それら〔諸法〕もそ

れ（心）の〔倶有因である〕。有為〔法〕の〔四〕相は、所相（その相を有する有為法自身）

の〔倶有因であり〕、そ〔の有為法〕もそれら（四相）の〔倶有因である〕。またこのように、

すべての有為〔法〕は、理に応じて、倶有因である。…中略…。【問】では、この随心転の

諸法とは何か。【答】

　　　　　　 心所と、二つの律儀と、それら〔三者〕の〔四相〕と、心の〔四〕相とが、随心転である。

（2, 51abc）

　　　　 全ての心相応〔法〕と、静慮律儀と無漏律儀と、それら〔三者〕の生（jāti）など〔の四相〕

と、心の〔四相〕との、これら諸法が随心転であると言われる。

　　　AKVy. （p. 191.29-31）:

　　　　 tes
4

ām
4

 ca ye jātyādayaś cittasya ceti. tes
4

ām
4

 ca cittasam
4

prayuktānām
4

 cetanādīnām
4

 dhyān-

asam
4

varasyānāsravasam
4

varasya ye jātyādayaś catvāro dharmāś cittasya ca te（1）

cittānuparivartina ucyante.

　　　　 「それら〔三者〕の生（jāti）など〔の四相〕と、心の〔四相〕との」とは、「それら心相応

である思などと静慮律儀と無漏律儀との生（jāti）などの四法と、心のそれ（生などの四法）

とが、随心転であると言われる。

　　　　　　　（1）　cittasya ca teは、Wogihara校訂本の註（p. 191 註3）により補う。

　　　すなわち、心と随心転の諸法（心所法・静慮律儀・無漏律儀・これら三者の四相・心の四相）
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何故に無記法は異熟を起こさないのか。【答】腐敗した種のように、力が弱いからである。

【問】何故に無漏法は〔異熟を起こさ〕ないのか。【答】〔水に〕潤されていない堅実な

種のように、渇愛に潤されていないからである。なぜなら、非繫〔である無漏法〕が、

如何なる〔界に〕繫せられた異熟を起こさせるというのか。〔起こさせるはずがない。〕

けれども、堅実で〔水に〕潤された種のように、その他は〔力強さと、渇愛による湿潤

という〕二種を具えているので〔異熟を〕起こさせる。

　これと同趣旨がほぼ全ての有部論書において説かれるが、そこに「無表が異熟因とはなら

ない」という例外規定は設けられていない 9。従って、無漏律儀を除く静慮律儀、別解脱律儀、

不律儀、非律儀非不律儀は、いずれも善もしくは不善の有漏法であるから 10、それらは異熟

因となって異熟果を取ると理解することが妥当である 11。

第 2 節　『大毘婆沙論』における用例
　また、『大毘婆沙論』において無表が異熟果をとることが明示されている箇所がある。こ

こでは、１）もしも随心転の無表であるならば心と倶有因になるので、無表と心は同一の異

熟果を取ること、２）しかし不随心転の表や無表は、心・心所法と倶有因にならないため、其々

別々の異熟果を取ること、が説かれている 12。この箇所は、Dhammajoti によって、無表が異

9）　『品類足論』巻6（T26. 716b14-15）；『発智論』巻12（T26. 980c05-18）；『心論経』巻1（T28. 

838b20-22）；『雑心論』巻2（T28. 884c04-08）；『大毘婆沙論』巻16（T27. 80a20-21）；『入阿毘達

磨 論 』 巻2（T28. 988b07-08）:『 順 正 理 論 』 巻16（T29. 426c24-27）；『 蔵 顕 宗 論 』 巻9（T29. 

817c15-18）を参照。また『甘露味論』巻1（T28. 970b01-02）；『心論』巻1（T28. 811c14-15）に

おける異熟因（報因）の定義では、有漏無漏の分別がなされていない。

10）　別解脱律儀・不律儀。非律儀非不律儀の三つは欲界繫法、静慮律儀は色界繫法である。AKBh. （p. 

205.14-17）；AKBh. （p. 210.4-10）；AKVy. （p. 30.8-16）を参照。

11）　さらに基本的な問題として、身語業とは、表と無表の両方を自性とするものであり、表だけを

意味するのではない。AKBh.は身業と語業を次のように定義する。

　　　AKBh. （p. 192.19-20）:

　　　　　　te tu vijñaptyavijñaptī（4, 2a）

　　　　te tu kāyavākkarman
4

ī pratyekam
4

 vijñaptyavijñaptisvabhāve veditavye /

　　　　　　けれども、それらは表と無表とである。（4, 2a）

　　　　けれども、それら身と語との業は、それぞれ表と無表とを自性とすると理解すべきである。

　　　ここでは身語業の自性として、表と無表とが同列に並べられている。従って「身業」「語業」

と言及されている場合には、身表・語表だけを指しているのではなく、同時に身・語の無表をも

意味している。よって「身語業が異熟果をとる」とするならば、当然そのまま「表も異熟果をと

り、無表も異熟果をとる」と理解すべきである。

12）　『大毘婆沙論』巻19（T27. 96b22-c11）；対応部『毘曇婆沙論』巻11（T28. 80a12-18）を参照。倶
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第 1 節　有部法相の検討
　本節では、先行研究による成果を踏まえつつ、有部法相の基本的性格を再検討することで、

無表が異熟果を取る点を指摘する。これまでの幾つかの先行研究では、無表と異熟果との関

係について「有部において無表は主として “戒” として説かれ、異熟果と関係して説かれる

ことが殆どない。従って、無表が異熟果を取るという解釈は、有部の正統的理解ではない」

という主張がしばしば見られた 4。

　しかし、有部法相の原則に照らし合わせるならば、このような主張そのものに問題があ

る 5。なぜなら、既に加藤精神と舟橋一哉が正しく指摘しているように、表であろうとも無表

であろうとも、それが善不善の有漏法であれば、有漏法一般の法相に従い異熟果を取ると考

えられるからである 6。すなわち無表が「戒」として説かれていても、それが有漏法である限

りは異熟因になる、ということである 7。これを裏付けるように、異熟因に対する定義の中に

「不善法と有漏の善法とは異熟果を取る」ことが明示されている 8。

　

　AKBh.(p. 89.15-21):

vipākahetuh
4

 katamah
4

 /

　　vipākahetur aśubhāh
4

 kuśalāś caiva sāsravāh
4

 // 2, 54cd //

akuśalāh
4

 kuśalasāsravāś ca dharmā vipākahetuh
4

 / vipākadharmatvāt / kasmād avyākr
4

tā dharmāh
4

 

v ipākam
4

 na  n i rvar t tayant i  /  durba la tvā t  /  pū t ib ī j ava t  /  kasmān nānās ravāh
4

 / 

trsn
44 4

ānabhis
4

yanditatvāt / anabhis
4

yanditasārabījavat / apratisam
4

yuktā hi kim
4

pratisam
4

yuktam
4

 

vipākam abhinirvarttayeyuh
4

 / śes
4

ās tūbhayavidhatvān nirvarttayanti / sārābhis
4

yanditabījavat /

【問】異熟因とは何か。【答】

　　異熟因は不浄（aśubha）と善（kuśala）なる有漏である。 (2, 54cd)

不善と善なる有漏との法が異熟因である。異熟法を〔果として〕もつからである。【問】

4）　山田恭道［1972：pp. 69.16-70.1］；河村孝照［1972：p. 18.8］（＝［2004：p. 18.6］）；三友健容［1977b：

pp. 191.b20-192.a1］；松島央龍［2007：p. 21.12-17］［2010b：pp. 64.19-65.4］［2011：p. 146.9-10］

などを参照。

5）　しかしながら、非律儀非不律儀の無表が福業事や業道と関連して説かれることから、「戒」以外

の役割があることも明白である。

6）　加藤精神［1954：p. 226.a6-15］；舟橋一哉［1953：p. 290.a3-9］［1954：p. 107.11-12］

7）　既に加藤精神［1954：p. 226.a15-18］は、「例せば善男善女ありて八齋戒を受けたることありとせ

んか此の戒は一日一夜の戒であるから翌朝になれば此の戒の無表色は捨てるのであるが受戒の善

業に對する感果は必ずあるのである」と述べていたことを忘れてはならない。この示唆に富む一

文は、まさに本稿が言わんとする結論を見事に要約している。この一文が忘れ去られてしまった

故に、50年以上も研究は逆行してしまったのである。

8）　またAKBh.（pp. 255.24-256.2）；AKVy. （p. 421.23-26）においても有漏なる善不善は、異熟果・等

流果・士用果・増長果を取る旨が説かれている。
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説一切有部における身語意業とその異熟果
──無表は異熟を招くのか──

清　水　俊　史

問題の所在
　本稿は、とりわけ無表（avijñapti）に対する考察を軸にしながら、説一切有部における業

と異熟果との関係について検討を加える。有部における業研究については、「業と異熟果が

どのように接続されるのか」という問題が注目を浴びたように、「無表は異熟果を招くのか」

という点も大いに注目されてきた。しかし、未だ「招く、招かない」を決定づける研究は発

表されていない 1。

　近年になり Dhammajoti や青原令知による研究が「無表は異熟を招く」と結論付けたが 2、

これと時をほぼ同じくして松島央龍が特に Dhammajoti 説に疑義を投げかけながら「無表と

異熟を結びつけることは有部正統説ではない」と主張した。また、青原令知による結論は、

主として色界繫の律儀（随心転の無表）に関する記述から得られたものであり、「欲界繫の

不随心転の無表が、単独で異熟を齎し得るのか」という点については十分な考察が加えられ

ていない 3。このように無表と異熟果の関係については未だ見解が分かれており、定説がある

とは言い難い状況にある。

　そこで本稿は、これらの先行研究の成果を踏まえながら、有部における業と異熟果の関係

について体系的に論じることを目的としている。特に、有部法相の基本的性格を再検討して、

さらに衆賢の『順正理論』にみられる理論を手掛かりとしながら議論を進めていく。本稿の

結論を先取りすれば、1）無表が「戒」「悪戒」「業道」「助因」の何れの働きをしていたとし

ても「無表は異熟を招く」と考えられること、2）『順正理論』に説かれる「欲界における身

語の表・無表は、満業にはなっても引業にはなり得ない」という理解が、必ずしも衆賢によ

る新説ではなく、それ以前の有部論書においても散見される点を指摘する。

　

1）　研究史の詳細については清水俊史［2014e］を参照。

2）　Dhammajoti［2003］；青原令知［2006］

3）　青原令知［2006：p. 63.11-26］を参照。これに続いて欲界の戒についても言及があるが、そもそ

も欲界における「戒」とは表・無表の両方を指しているから、「戒を保持することで欲界善趣に

生まれる」という記述は、必ずしも「無表が異熟を取る」ことの直接的証明にはなっていない。

受戒した者は、その戒を捨するまで、その受戒の表を成就し続ける。舟橋一哉［1954：pp. 255.7-

256.4］；AKBh.（pp. 210.19-211.4）；AKVy.（p. 372.25-30）を参照。
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